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開 会◎

これより令和３年２月定例○丸山裕次郎議長

県議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、外山衛○丸山裕次郎議長

議員、岩切達哉議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について○丸山裕次郎議長

議題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

山下博三委員長。

〔登壇〕（拍手） おはようご○山下博三議員

ざいます。御報告いたします。

去る２月10日及び本日の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました令和３年２月定例県

議会の会期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計89件、その内訳は、当初予算20件、補正予

算19件、条例19件、予算・条例以外30件及び専

決処分に係る報告承認１件であります。このほ

か１件の報告があります。また、副知事の選任

同意に係る議案が追加提案される予定でありま

す。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査した結果、会期は、本日から３

月17日までの28日間とすることに決定いたしま

した。会議日程は、お手元に配付されておりま

す日程表のとおりであります。

今期定例会は、２月25日から２日間の日程で

代表質問、３月１日から３日間の日程で一般質

問を行います。

一般質問終了後、議案・請願について、所管

常任委員会への付託を行います。

３月４日から２日間の日程で各常任委員会を

開催し、付託された議案のうち、補正関連議案

を審査の上、３月８日の本会議で各常任委員長

の審査結果報告及び採決を行います。

その後、３月９日から４日間の日程で、当初

関連議案等を各常任委員会で審査の上、３月17

日、最終日の本会議で、各常任委員長の審査結

果報告及び採決を行います。

また、同じく最終日には、今年度設置してお

ります３つの特別委員会の調査結果報告を行い

ます。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会については、日程表に記載のとおり

であります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますよう、お願いい

たします。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終○丸山裕次郎議長

わりました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたし○丸山裕次郎議長

ます。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から３月17日まで

の28日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

令和３年２月18日(木)
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本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第88号まで、及び報告◎

第１号上程

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、知事から、議案第１号から第88号まで、及

び報告第１号の各号議案の送付を受けましたの

で、これらを一括上程いたします｡〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

令和３年２月定例県議会の開会に当たりまし

て、今後の県政運営に関する所信の一端を申し

上げますとともに、ただいま提案いたしました

令和３年度の予算案並びにその他の議案につい

て、その概要を御説明申し上げます。

私は、去る１月20日、知事に就任して10年と

いう節目を迎えました。この間、ひたすら県勢

の発展を願い、日々精進を重ねてまいりまし

た。県議会の皆様をはじめ、県民の皆様に多大

なる御理解と御協力を賜り、心からお礼を申し

上げます。

おかげをもちまして、口蹄疫や度重なる自然

災害からの復興をはじめ、東九州自動車道や九

州中央自動車道など交通・物流の基盤整備の進

展、新たなステージへと進化した「スポーツラ

ンドみやざき」の展開、将来を担う成長産業の

育成、林業大学校の開講など人材確保・育成の

取組、また、全国和牛能力共進会における３大

会連続の内閣総理大臣賞受賞等による県産品の

ブランド力向上、国文祭・芸文祭みやざき2020

や令和９年度開催予定の国民スポーツ大会・全

国障害者スポーツ大会を通じた文化・スポーツ

の充実、魅力発信など、様々な分野で次代につ

ながる成果が生まれております。

さらに、県民の命を守る防災対策の要となる

防災庁舎や、にぎわいの拠点となるアミュプラ

ザの完成、地域医療の拠点となる県立宮崎病院

の改築、本県経済の生命線である宮崎カーフェ

リーの新船建造など、本県の持続的な発展のた

めの基盤づくりが着実に進んでおります。

一方、わずか１年余りの間に、新型コロナウ

イルス感染症のパンデミックが世界を一変さ

せ、県民の暮らしや地域経済にも深刻な影響を

及ぼしております。

昨年３月４日、県内で初めて新型コロナウイ

ルスの感染者が確認されて以降、この１年の間

に1,934名もの方々が感染され、21名の方が亡く

なられました。

お亡くなりになった全ての方々に対し、県民

を代表して哀悼の誠をささげますとともに、御

遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。

人類の歴史は、感染症との闘いの歴史でもあ

ります。かつてペストや天然痘が猛威を振る

い、コレラや結核、スペイン風邪が流行し、さ

らにはエボラ出血熱、エイズ、ＳＡＲＳ、新型

インフルエンザなど新興感染症も相次いで現れ

ております。感染症の流行のたびに多くの貴い

命が奪われ、社会に大きな不安と災禍をもたら

す一方、ワクチンの開発や抗生物質の発見によ

り、天然痘の根絶など感染症の予防・治療方法

も進歩し、さらには社会構造の変革をもたらし

てまいりました。

今、私たちが直面する新型コロナウイルス感

染症では、グローバル資本主義のひずみや社会

的格差の問題、医療提供体制の脆弱性、国と地
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方の役割分担といった構造的課題が浮き彫りと

なっております。私たちは、大きな社会変革を

見据えつつ、本県が直面する多くの課題に立ち

向かっていかなければなりません。

このため、令和３年度は、本県の目指すべき

姿として、１、「安心」の基盤づくり、２、

「つながり」の再構築、３、「ポストコロナ」

への挑戦という３つの視点から県政を推進して

まいります。

第１に、「安心」の基盤づくりは、感染症に

強い社会づくりと、災害に強い県土づくりであ

ります。

県民の命と健康、暮らしを脅かす新型コロナ

とそれに伴う社会不安、また、地震や風水害な

ど激甚化・頻発化する自然災害に対し、県民の

「安心」を確保するための基盤づくりを推進し

てまいります。

第２に、「つながり」の再構築は、暮らしと

雇用を守り、地域の絆を深め、人々の「宮崎回

帰」を促す取組であります。

コロナ禍により社会的影響を受けている方々

に寄り添うとともに、集うことが難しい今こ

そ、県民の「心のつながり」を深め、ふるさと

宮崎に関わる人々や地域との結びつきを強くす

るなど、「つながり」の再構築に取り組んでま

いります。

第３に、「ポストコロナ」への挑戦は、デジ

タル化の推進をはじめ、人と自然が共生する社

会づくりや、本県の未来を担う子供たちの育成

を図る取組であります。

コロナ禍により顕在化した様々な課題にしっ

かり向き合い、これからの地域社会を見据え、

特色ある本県の風土や資源を生かしながら、み

やざきの新たな成長につなげる取組を推進して

まいります。

私は、県民の命と健康、暮らしを守り抜くた

め、「常在危機」の意識をさらに徹底し、県民

の皆様との「対話と協働」の基本姿勢の下、丁

寧かつ誠実な説明に努めるとともに、県政の運

営に強い気概をもって臨み、知事としての責任

を果たしてまいる覚悟であります。

引き続き、県議会の皆様には御指導賜ります

ようお願い申し上げます。

続きまして、県政に関しまして、３点御報告

を申し上げます。

１点目は、新型コロナウイルス感染症に係る

対策についてであります。

去る２月５日、県独自の「緊急事態宣言」

（レベル４）につきまして、２月８日から「感

染拡大緊急警報」（レベル３）へ移行すること

を決定いたしました。

緊急事態宣言の発令以降、外出の自粛や営業

時間短縮等の要請により、多くの県民や事業者

の皆様に、大きな御負担をおかけしました。

県独自の緊急事態宣言は、この第３波では全

国で最も早いタイミングで、１都３県と同日の

１月７日に発令し、全国と比べて早期に感染拡

大を抑え込むことができたものと考えておりま

す。これもひとえに、感染防止対策に御理解、

御協力をいただいた県民や事業者の皆様をはじ

め、昼夜を分かたず医療や介護・福祉、感染症

対策の最前線で業務に従事されている皆様や、

県民の暮らしを支える様々な業務に従事されて

いる全ての関係者の皆様の御尽力のたまもの

と、心より感謝を申し上げます。

２月５日の時点では、県内の感染状況が落ち

着きを見せつつあった一方、クラスターが続け

て発生するなど、県内各地に感染の火種が残さ

れており、全国では感染が十分に鎮静化してい

ない状況にありました。こうした県内外の状況
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を総合的に分析し、専門家の御意見もお伺いし

た上で、引き続き県内全域で高い警戒レベルを

維持する必要があると判断し、感染拡大緊急警

報へ移行したところであります。そして、会食

の制限や重症化リスクの高い高齢者の感染防止

対策など、急所を押さえた対策を継続すること

としました。

依然として、県内には感染の火種が残ってお

り、今回の移行は、決して安全宣言ではありま

せん。感染拡大緊急警報は、感染が再び拡大し

かねない緊急警報であるという認識の下、県外

との往来の自粛による水際対策、感染を早期に

見つけるための検査体制の強化など、次なる第

４波への備えに万全を期す必要があることを御

理解いただきたいと考えております。

なお、今般の対応は、３月７日までの期間を

目途としておりますが、おおむね２週間以降を

目安に県内や全国の感染状況を踏まえ判断する

こととしておりますので、その取扱いについて

は、今週末の感染状況も踏まえ、週明けにもお

知らせしたいと考えております。

県民の皆様におかれましては、引き続き、マ

スクの着用や、小まめな手洗い・手指消毒、体

調が悪いときは休むなど、基本的な感染症対策

を実践し、「うつらない」「うつさない」ため

の行動を徹底いただきますようお願い申し上げ

ます。

また、ワクチン接種につきましては、実施主

体である市町村や関係機関と連携し、県民の皆

様が速やかに接種を受けていただくことができ

るよう、着実に準備を進めてまいります。

今後とも、感染症対策に万全を期すべく、県

議会の皆様をはじめ、市町村や医療機関、関係

団体、県民の皆様と連携し、全力を挙げて取り

組んでまいりますので、引き続き御理解と御協

力を賜りますようお願い申し上げます。

２点目は、高病原性鳥インフルエンザについ

てであります。

昨年12月から今月７日の確認事例まで、県内

４市２町の養鶏農場において、計11例の高病原

性鳥インフルエンザが発生しました。

国、関係市町、自衛隊に加え、県建設業協会

をはじめとする多くの団体・企業等の御協力を

いただき、これまで述べ6,700名を超える態勢で

発生農場等の防疫措置を迅速に完了することが

できました。関係する皆様の御尽力に深く感謝

申し上げます。

しかしながら、今シーズン、国内では17県で

計50例の発生が確認されるとともに、県内にお

いても、ウイルスを運ぶ渡り鳥の飛来状況か

ら、依然として発生リスクは高い状況にありま

す。

引き続き、養鶏関係団体等と緊密に連携し、

農場へのウイルス侵入防止対策のさらなる強化

を図るなど、危機感を持って発生を防止するた

めの取組を進めてまいります。

３点目は、都城志布志道路についてでありま

す。

都城志布志道路につきましては、直轄区間で

ある都城インターチェンジから乙房インター

チェンジまでの5.7キロメートル区間に、国の第

３次補正予算において、九州内の道路事業では

最高額となる約45億円の事業費が措置されまし

た。

これは、ひとえに県議会の皆様をはじめ、関

係者の皆様方による御尽力のたまものであり、

心からお礼申し上げます。

また、乙房インターチェンジから横市イン

ターチェンジ間が、来年度には開通予定となっ

ており、供用率も約80％になるなど、全線開通
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に向け、一層のはずみがつくものと期待してお

ります。

引き続き、国及び鹿児島県と緊密に連携し、

早期の整備に全力で取り組んでまいります。

それでは、今議会に提案いたしました令和３

年度当初予算案について御説明申し上げます。

予算案は、新型コロナへの対応や防災・減

災、国土強靱化対策等を切れ目なく講じるた

め、国の15か月予算と連動し、令和２年度２月

補正予算案と一体的に「14か月予算」として編

成したところであります。

また、本県が直面する喫緊の課題に的確に対

応するため、人口減少対策基金等をはじめとす

る財源を活用し、令和３年度重点施策に掲げる

取組に重点的に措置するとともに、地方財政措

置のある有利な地方債を活用するなど財源の確

保に努め、将来にわたる負担の平準化を図るた

めの計画的な予算計上を行うことにより、健全

な財政運営に努めております。

なお、私は、全国知事会「地方税財政常任委

員会」委員長として、地方６団体とも緊密に連

携しつつ、国に対して精力的に要請活動を行っ

てまいりました。その結果、地方一般財源総額

の確保や、「防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策」、コロナ対策として地方創

生臨時交付金の積み増しなどにつながってお

り、予算編成に当たりましては、これらの措置

を十分活用したところであります。

この結果、一般会計6,255億500万円、特別会

計2,065億2,768万2,000円、公営企業会計711

億1,700万9,000円となります。

このうち、一般会計の歳入財源は、県税954

億8,000万円、地方交付税1,882億600万円、国庫

支出金1,127億7,972万9,000円、繰入金303

億9,095万9,000円、県債680億5,350万円、その

他1,305億9,481万2,000円であります。

この中で、新型コロナ対策につきましては、

当初予算案に約204億円を計上し、令和２年度２

月補正予算案及び１月にお認めいただいた補正

予算と合わせて、437億円規模の対策を講じるこ

ととしております。財源につきましては、国の

地方創生臨時交付金等を活用するとともに、一

部の事業につきましては、県内外の皆様から寄

せられた新型コロナ宮崎復興応援寄附金を活用

しております。御寄附いただきました皆様の御

厚意に対し、心から感謝申し上げます。

また、防災・減災、国土強靱化対策につきま

しては、令和２年度２月補正予算案と合わせて

約378億円を措置し、県土の強靱化とインフラ整

備を強力に推進してまいります。

人口減少対策につきましては、地方回帰志向

の高まりを的確に捉え、ＵＩＪターンや移住・

定住対策を強化するとともに、子育て環境の充

実や本県の未来を支える人財の育成など、徹底

した対策を講じてまいります。

さらに、コロナ禍により顕在化したデジタル

化の遅れに対応するため、令和３年度を「みや

ざきデジタル化元年」と位置づけ、ＤＸ（デジ

タルトランスフォーメーション）を実現する技

術を活用し、県民一人一人がデジタル化の恩恵

を実感できる社会を目指してまいります。

以下、主な事業について御説明申し上げま

す。

令和３年度は、１、コロナ危機の克服と新た

な成長の基盤づくり、２、将来を支える人財づ

くり、３、地域経済をけん引する産業づくり、

４、魅力あふれる「選ばれる」地域づくりの４

点を重点施策に掲げております。

まず１点目は、「コロナ危機の克服と新たな

成長の基盤づくり」であります。
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新型コロナへの備えとして、ＰＣＲ等検査体

制を強化するため、機器導入の支援や保険適用

検査の自己負担分の公費負担などを行うととも

に、介護施設等における陰圧装置の設置支援

や、飲食店等におけるガイドラインの遵守を促

すなど、感染拡大を防止するための取組を強力

に進めてまいります。

あわせて、受入れ病床や軽症者等宿泊療養施

設の確保、県立病院の体制強化等により、医

療、介護・福祉の提供体制を充実させるなど、

感染拡大防止のさらなる徹底に取り組んでまい

ります。

また、移住者向け空き家等の改修支援、安心

して就農・就業できる環境づくりに加え、令和

５年の「世界県人会」の開催に向けた準備など

を進め、地方回帰の動きを捉えた「新たな人の

流れ」の取り込みを図ってまいります。

さらに、行政手続のオンライン化や、先端Ｉ

ＣＴの社会実装に向けた取組の支援、中高生を

対象としたＩＴ部の創設等によるデジタル人材

の育成等に取り組むなど、デジタル化をはじめ

とするポストコロナに対応した取組を進めてま

いります。

２点目は、「将来を支える人財づくり」であ

ります。

介護人材の修学資金等の支援や看護師の特定

行為研修の実施に向けた取組を進めるととも

に、地元産業界の人材と連携したカリキュラム

の構築・実践や、教育相談体制を強化するほ

か、子供たちが夢と希望を持って進路を考える

取組を進めるなど、本県の未来を担う人財の育

成を図ってまいります。

また、安心して不妊治療を受けられる環境を

整えるとともに、子育て相談窓口の全市町村へ

の設置・機能強化を図るなど、子育てしやすく

働きやすい社会づくりに取り組んでまいりま

す。

３点目は、「地域経済をけん引する産業づく

り」であります。

第三者承継に取り組む事業者を市町村と連携

して支援するとともに、ビジネスシーズの発掘

やイノベーションの創出につながる取組を支援

するなど、経済復興とさらなる発展に向けた企

業の育成に取り組んでまいります。

また、中小企業の資金需要に応じた金融支援

や、市町村と連携した商工会機能の強化を図る

とともに、県産材の需要拡大に向けた国内外で

の販路拡大、将来の生産の核となる農業生産団

地の構築などを進めてまいります。

さらに、漁業者の生産性向上を図るため、先

進的な調査研究を行う「みやざき丸」の新船を

建造するとともに、令和４年度に鹿児島県で開

催される全国和牛能力共進会での４大会連続の

内閣総理大臣賞の獲得に向けた出品対策等を強

化するなど、雇用の受け皿となる中小企業・小

規模事業者や農林水産業等の支援に取り組んで

まいります。

４点目は、「魅力あふれる「選ばれる」地域

づくり」であります。

国文祭、芸文祭の開催を契機に、文化を起点

とした地域づくりを進めるとともに、本県の強

みを生かしたロングステイ等の新たな旅行のス

タイルを提案し、観光みやざきの再生につなげ

るなど、観光・スポーツ・文化などを生かした

地域の魅力向上を図ってまいります。

また、県民生活や経済活動を支える公共交通

ネットワークの維持・充実を図るため、長距離

フェリーの下り荷確保や、広域的コミュニティ

バスの導入を推進するとともに、硫黄山の火山

活動による水質改善施設や、県民の命を守り、
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生活を支える道路・橋梁等のインフラ整備を積

極的に進めるなど、公共交通や物流網の維持、

インフラ整備の推進に取り組んでまいります。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

議案第21号は、職員定数の見直しを行うた

め、宮崎県職員定数条例の一部を改正するもの

であります。

議案第22号から第25号につきましては、工業

技術センター等における機器の更新や、国にお

ける改定等に伴い、使用料や道路占用料等を改

定するため、使用料及び手数料徴収条例ほか３

条例の一部を改正するものであります。

議案第26号は、県立都農高等学校の閉校に伴

い、教育関係の公の施設に関する条例の一部を

改正するものであります。

議案第27号、第29号、第30号及び第34号は、

法律等の改正に伴い、宮崎県特定非営利活動促

進法施行条例ほか３条例の一部を改正するもの

であります。

議案第28号は、市町村に対し知事の権限に属

する事務の権限を移譲するため、宮崎県におけ

る事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

るものであります。

議案第31号から第33号につきましては、食品

衛生法等の改正に伴い、食品衛生法施行条例及

びふぐ取扱条例の一部を改正するとともに、食

品等取扱条例を廃止するものであります。

議案第35号は、包括外部監査契約の締結につ

いて、地方自治法の規定により、議会の議決に

付するものであります。

議案第36号から第38号につきましては、令和

３年度の林道事業、農政水産関係建設事業及び

土木事業に要する経費に充てるため、市町村負

担金を徴収することについて、地方財政法等の

規定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第39号は、国土交通大臣から意見を求め

られた一級河川の指定につき同意することにつ

いて、河川法の規定により、議会の議決に付す

るものであります。

議案第40号から第45号につきましては、宮崎

県地域福祉支援計画外５計画の変更について、

宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等に関す

る条例の規定により、議会の議決に付するもの

であります。

議案第46号から第60号につきましては、海区

漁業調整委員会委員として、宇戸田為二氏外14

名を任命いたしたく、漁業法の規定により、議

会の同意を求めるものであります。

次に、令和２年度補正予算案及びその他の議

案について、その概要を御説明申し上げます。

今回の補正予算案は、国の令和２年度補正予

算に係るもの、新型コロナ対策及びその他必要

とする経費について措置するものであります。

補正額は、一般会計につきましては、補正予

算第14号及び第15号を合わせまして、272

億6,143万1,000円、特別会計43億121万5,000

円、公営企業会計３億8,599万1,000円でありま

す。

一般会計の歳入財源としましては、県税マイ

ナス４億3,000万円、地方交付税20億1,669

万3,000円、国庫支出金178億859万5,000円、繰

入金マイナス80億1,546万3,000円、県債184

億1,380万9,000円、その他マイナス25億3,220

万3,000円であります。この結果、一般会計の歳

入歳出予算規模は7,442億9,703万5,000円となり

ます。

以下、一般会計補正予算案の主な事業につい

て御説明申し上げます。
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まず、国の補正予算に係る経費として、約414

億円を措置しております。

このうち、公共事業につきましては、防災・

減災、国土強靱化対策の約319億円を含め、補助

公共・交付金事業及び直轄事業負担金を約347億

円計上しております。

また、新型コロナ対策につきましては、令和

３年度以降に利子補給等を支援する財源の積立

てを行うための基金を創設するとともに、患者

受入れのための病床を確保する医療機関を支援

するなど、約109億円を計上しております。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

議案第79号及び第83号は、政令の改正等に伴

い、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例並びに、建築基準法施行条例の一部を改正

するものであります。

議案第80号及び第82号は、宮崎県新型コロナ

ウイルス感染症対策利子補給等基金及び宮崎県

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等

新型コロナウイルス感染症対策基金を、それぞ

れ設置するための条例を制定するものでありま

す。

議案第81号は、基金を活用した事業の終了に

伴い、宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を

廃止するものであります。

議案第84号から第87号につきましては、防災

・安全社会資本整備交付金事業、道路メンテナ

ンス事業及び宮崎港整備事業に係る工事の請負

契約の締結について、議会の議決に付すべき契

約に関する条例の規定により、議会の議決に付

するものであります。

次に、報告第１号は、咬傷事故による損害賠

償請求に係る訴えの提起について、早急に対応

するため、専決処分を行ったものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。

私は、知事３期目の就任に当たり、「安心と

希望あふれる「みやざき新時代」」に向け、本

県の歩みを力強く推し進めていくことを県民の

皆様にお誓い申し上げました。

この１年余りの間に、新型コロナウイルス感

染症が世界中で猛威を振るい、未曽有の事態に

見舞われる中で、社会の在り方や人々の意識も

大きくさま変わりしました。本県もまた、緊急

事態を宣言するに至るなど「歴史的な危機」に

直面し、感染症への不安や先が見えないことへ

の不安を多くの県民の皆さんが感じておられる

ことと思います。

コロナ禍と言われる困難な時代にあって、私

は、改めて「希望」の意味を問い直しておりま

す。

歴史を振り返りますと、大きな災害や戦争が

起こった時代に、「希望」という言葉が多く語

られております。天岩戸神話に描かれているよ

うに、暗闇の中で希望の光をともすことによ

り、私たちは幾多の苦難や試練から立ち上がっ

てまいりました。「忘れない そして前へ」を

合い言葉に、あの口蹄疫から再生・復興を遂げ

てきた私たちは、そのことを身をもって体験し

ております。

新型コロナとの闘いのさなかにあっても、幾

つもの希望の光が見いだされております。「新

しいゆたかさ」を見詰め直す地方回帰の動き

や、地元宮崎を愛し地産地消に取り組む「応援

消費」の広がり、ＡＩやＩＣＴを活用した新た

なビジネスの潮流など、新しい価値観や発想、

工夫、技術が胎動し、さらには、他者への思い

やりや、人と人とのつながり、絆の大切さが改

令和３年２月18日(木)
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めて認識されたことは、私たちにとって希望の

光と言えるのではないでしょうか。

また、新型コロナの爆発的な感染拡大や、相

次ぐ鳥インフルエンザの発生に際し、本県では

市町村や関係機関との緊密な連携の下、機動的

かつ迅速な対応により、早期の鎮静化や防疫措

置が実現しております。これは、危機に直面し

た際に本県の持つ「地域力」「復元力」を示し

たものにほかならず、人口や経済規模など「小

さいながらもしなやかな強さを備えた県」とし

て、県民が心を一つに危機に立ち向かう宮崎県

ならではの強さが現れたものと考えておりま

す。

アメリカの詩人ヘンリー・ワーズワース・ロ

ングフェローは、「雲の後ろには、太陽がいつ

も輝いている」という言葉を残しております。

目の前の現象にのみとらわれることなく、明る

い未来への希望を忘れてはなりません。古来よ

り、日に向かう国とたたえられてきた本県だか

らこそ、そのような姿勢を大切にしていきたい

と考えております。

コロナ禍という歴史的な困難に直面する中、

１人でも多くの県民の皆さんに希望を持ってい

ただくため、そして、その希望を現実のものと

していくため、私が先頭に立って希望のたいま

つを掲げ、みやざきの新時代を切り開く責任を

果たしてまいる所存であります。

県議会の皆様をはじめ、県民の皆様のより一

層の御理解と御協力を賜りますよう、重ねてお

願い申し上げます。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日19日から24日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、25日午前10時から、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時36分散会
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令 和 ３ 年 ２ 月 2 5 日 （ 木 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 岩 切 達 哉 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）33番 日 高 博 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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代表質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の代

表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、濵砂守議

員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○濵砂 守議員

ざいます。宮崎県議会自由民主党の濵砂守で

す。

質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症によりお亡くなりになった方々に対しまし

て御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺

族の皆様に心からのお悔やみを申し上げます。

また、医療従事者をはじめ、危険にさらされ

ながらコロナウイルスに最前線で対処する関係

者の皆様に対しても、感謝を申し上げたいと存

じます。

今回の自由民主党代表質問には、私と日高博

之議員の２名が登壇させていただきますが、質

問につきましては、それぞれ重複を避けるた

め、部局を分担して質問をしてまいりますの

で、よろしくお願い申し上げます。

なお、胸につけましたシトラスリボンは、我

が同志であります内田議員の手作りでございま

す。今日は、条例の制定に向けての質問もいた

しますので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速、質問に入ります。

まず、令和３年度当初予算についてでありま

す。

日本の2019年末総資産は１京1,375兆円。正味

資産は 国富でありますが 3,689兆円であ― ―

ります。正味資産５部門の内訳は、個人資産

が2,692兆円と最も多く、全体の73％を占めてお

ります。次いで、企業資産が605兆円、金融機関

資産が184兆円、非営利団体資産が109兆円、国

と地方を合わせた政府資産が99兆円でありま

す。また、日本銀行は、2019年12月末の家計の

金融資産残高は1,903兆円で、過去最高に達した

と発表いたしております。

一方で、抱える借金でありますが、財務省の

発表では、新型コロナウイルス対策や税収減に

より、１年間で112兆円超の新規国債発行が膨ら

み、国の借金は、20年12月末時点で1,21 2

兆4,680億円となり、過去最高を更新しまし

た。21年３月末では、国民１人当たりの借金

は1,000万円を突破することになります。

一部の学者からは、自国通貨で国債を発行で

きる国は財政破綻はしないとの提唱もありま

す。政府が発行する国債は、購入した国民から

見れば資産であり、円建てで国債を発行してい

る限り財政破綻は起こらないという理由であり

ます。本当に危機は来ないのか、年間支出の６

割を借金に依存する国家は持続可能なのか、超

経済大国日本の財政は本当に大丈夫なのか、一

抹の不安が残ります。

時事通信の集計によると、47都道府県の2021

年度一般会計当初予算案では、41都道府県で前

年を上回る規模の予算を編成しており、財政運

営は厳しさを増しているようです。

新型コロナウイルス対策経費が膨らみ歳出が

拡大するため、地方債の発行を増やしたり、基

金を取り崩したりして財源不足を補い、予算総

額は、19府県が過去最大になっております。

歳入は、地方税が全都道府県でマイナスにな

り、企業業績の悪化で法人関係税が落ち込み、

令和３年２月25日(木)
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地方債のうち、赤字地方債に当たる臨時財政対

策債の発行は、東京を除く46道府県で増えてお

ります。

今議会の提案理由説明で、知事は全国知事会

「地方税財政常任委員会」の委員長として、国

に対して精力的に要望活動を行ってきた結果、

地方一般財源総額の確保や、防災・減災、国土

強靱化のための５か年加速化対策、コロナ対策

として地方創生臨時交付金の積増しなどにつな

がったと述べられております。

また、本県の諸問題に的確に対応し、ポスト

コロナの地域社会を見据え、本県の持続可能な

成長につながる取組について、積極的な展開を

図るとの基本的な考え方が示されております。

今年で知事就任10年目の節目を迎え、これま

で積み重ねた実績を踏まえて、6,200億円余の令

和３年度当初予算を編成されたものと思います

が、本予算の概要・特徴について、知事にお伺

いいたします。

次に、新型コロナウイルス感染症対策につい

て伺います。

間もなく、本県で初めて新型コロナウイルス

感染症の患者が確認された３月４日を迎えま

す。この１年、日本のみならず世界中が、新型

コロナウイルス感染症の対応に忙殺され、これ

までの歴史上、類を見ない１年であったと思い

ます。本県でも、昨年３月から４月の第１波、

７月から９月にかけての第２波を経て、感染対

策や医療提供体制の強化など様々な対策が講じ

られてきました。

そのような中、日本全国を襲った第３波は、

これまでの対策を大きく超えるものでありまし

た。県内で昨日までに確認された感染者は1,945

名であり、月別では、11月は145名、12月は270

名、１月は1,050名と、11月以降で1,500名以上

の方が感染されたことになります。また、亡く

なられた方は21名となり、改めて御冥福をお祈

りいたしますとともに、御遺族の皆様に心から

お悔やみを申し上げたいと存じます。

さて、県内の第３波は、11月下旬から宮崎・

東諸県圏域を中心に徐々に感染が広がり、その

後もクラスターの発生などもあり、感染が拡大

していきました。人の往来が多くなる年末年始

にかけては、都城市においても感染が急拡大

し、30名以上の新規感染者の確認が続くなど感

染の拡大は止まらず、１月５日には、県下全域

にレベル３となる感染拡大緊急警報を発令され

ました。さらに１月６日には、１日当たりとし

ては過去最大となる105人と、一気に大台を超

え、また１月９日には、直近１週間の人口10万

人当たりの新規感染者数42.2人という数値に

は、私自身も大変な衝撃を受けたところであり

ます。

さて、県では独自の緊急事態宣言を１月７日

に発令し、外出の自粛や県外との往来の自粛、

営業時間の短縮等を行った結果、徐々に感染は

収まってきております。そこで、新型コロナ第

３波に対するこれまでの対応と今後の対策につ

いて、知事にお尋ねいたします。

次に、人権条例の制定であります。

新型コロナウイルス感染者などに対する差別

や誹謗中傷が社会問題となる中、昨日は、県や

県議会をはじめ、県内の行政、議会、医療、福

祉、経済、教育など関係30数団体が共同で「Ｓ

ＴＯＰ！コロナ差別」の宣言を行い、コロナ差

別撲滅の決意を示したところであります。

大変すばらしい取組でありますが、人権問題

には、こうした新型コロナのみならず、同和問

題や障がいのある方々、性的マイノリティーの

方々に対する差別など、様々な問題が存在して
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おります。

コロナ禍で人権問題がクローズアップされて

いる、今のこうした機会を捉えて、県民一人一

人がお互いの人権を尊重し合い、差別や偏見の

ない社会づくりを進めていく必要があるのでは

ないかと考えております。

いわゆる人権条例は、全国で13都府県、うち

九州では佐賀県と大分県の２県で制定されてい

ると伺っております。こうした人権尊重の社会

づくりを推進するため、本県でも条例の制定が

必要であると考えますが、知事のお考えを伺い

たいと存じます。

次に、地方創生に対する知事の思いについて

伺います。

地方創生は、東京一極集中を是正し、地方の

人口減少に歯止めをかけるため、平成26年第２

次安倍内閣において打ち出された政策であり、

全国で様々な取組が進められてきました。

県内だけでなく全国の自治体が、人口減少に

歯止めをかけることに苦慮してきましたが、今

回の新型コロナを契機として、これまでの東京

一極集中から地方分散へと流れが変わりつつあ

ります。

国においても、昨年12月に第２期「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」の改定が行われ、国

民の意識や行動の変化など、新型コロナの影響

を踏まえた、新しい地方創生の実現に向けた今

後の政策の方向性が示されました。

このような中で、今後、地方創生の取組を進

めるに当たっては、本県の魅力を生かして、い

かに存在感を示していくかが重要であります。

本県は、農林水産業や温暖な気候など、全国

に誇れる魅力を多数有しております。地方創生

を進める上で、これらの魅力をいかに活用して

いくかがポイントではないかと思います。

そこで、本県における地方創生の取組の成果

と地方創生に対する今後の思いについて、知事

に伺います。

次に、人口減少対策であります。

地方創生の柱である人口減少対策について

は、県総合計画において、総人口や合計特殊出

生率などの目標値が設定されております。昨年

の政策評価では、総人口、合計特殊出生率とも

に、目標値には届かなかったようであります。

総人口については、出生数が減少しているほ

か、進学・就職を契機とした若年層の県外流出

が続いており、目標値を下回っておりますが、

合計特殊出生率は回復傾向にあり、全国平均が

低下した中でも、本県は前年より上昇したと分

析されております。

人口減少対策は、国の地方創生の流れもあ

り、また、本県の最重要課題に位置づけられて

おることから、高い目標値を掲げる必要性は理

解できますが、目標を掲げた以上、その達成に

向けて、より一層の取組と努力が求められま

す。本県の最重要課題である人口減少対策につ

いて、今後どのように取り組んでいかれるの

か、知事にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、当初予算案についてであります。

令和３年度の予算編成に当たりましては、第

１に、感染症に強い社会づくりと災害に強い県

土づくりを推進する、県民の「安心」の基盤づ

くり、第２に、くらしと雇用を守るとともに地

域の絆を深め、「みやざき回帰」を促す「つな

がり」の再構築、第３に、これからの地域社会

を見据え、人と自然が共生する社会づくりやデ
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ジタル化の推進など、「ポストコロナ」への挑

戦、以上の３点を本県の目指すべき姿として掲

げ、健全な財政運営に留意しつつ予算案を編成

したところであります。

特に、現在、私たちが置かれている社会状況

等を踏まえ、まずは、喫緊の課題である新型コ

ロナウイルス感染症と、それに伴う様々な社会

不安への対策が不可欠であること、また、近

年、激甚化・頻発化する自然災害へ対応するた

め、県土の強靱化にしっかりと取り組む必要が

あることから、この２点について、重点的に予

算を編成したところでありまして、いわゆる14

か月予算として、令和２年度２月補正予算案と

一体的に編成し、切れ目なく対策を講じてまい

ります。

次に、新型コロナの第３波への対応と今後の

対策についてであります。

新型コロナの第３波への対応としましては、

１つには、重症化リスクのある方に重点化した

入院・宿泊療養体制や、高齢者施設等における

応援職員の派遣体制の整備、２つ目は、市町村

や飲食関係団体と連携したガイドラインの遵

守、３つ目は、イベントや会食の制限、飲食店

の時間短縮、外出自粛等を要請してまいりまし

た。

特に、県外との往来や年末年始の会食等を通

した感染が爆発的に拡大するなどしたため、１

月７日、県独自の緊急事態宣言を迅速に発令

し、県民の皆様や事業者の皆様の協力をいただ

いたことによりまして、全国に比べても感染が

急速に鎮静化できたものと考えております。

今後の対策につきましては、これから春休

み、また年度の切り替わりで人の動きが活発に

なる時期を迎えますため、引き続き高い警戒レ

ベルを維持しながら、感染拡大防止の「急所」

を押さえた対策を継続してまいります。

また、ワクチン接種につきましては、県にお

いて、先般、プロジェクトチームを設置したと

ころであります。県民の皆様が適時適切にワク

チン接種できるよう、実施主体である市町村や

医療関係機関と連携を図ってまいります。

次に、人権条例についてであります。

新型コロナに感染された方々やその御家族、

医療従事者、福祉施設従事者、また、交通事業

者等に対する差別や誹謗中傷をなくしたいとい

う強い思いから、昨日は、丸山議長にも御参加

いただいて、県議会をはじめとする関係団体の

皆様と共に、「ＳＴＯＰ！コロナ差別」共同宣

言を行ったところであります。

御紹介いただきましたシトラスリボン運動

は、愛媛発の取組でありまして、感染者、ま

た、医療従事者等への差別を行わないようにし

ようということで、10年前、口蹄疫のときに、

県外で宮崎ナンバーがつらい思いをした経験か

ら、トラック協会を中心に県内でも展開されて

いるところであります。こうした動きも踏まえ

て、昨日は32の団体により、この共同宣言を

行ったところであります。御賛同いただいた皆

様に改めてお礼を申し上げます。

人権問題には、同和問題をはじめ、女性や子

供、高齢者、障がいのある方に対する暴力や虐

待、さらには外国人、性的マイノリティーの方

に対する差別的言動など、様々な問題がありま

す。

今回のコロナ差別の問題により、あらゆる差

別や偏見を解消し、一人一人の人権が尊重さ

れ、誰もが自分らしく生きていける社会をつ

くっていくことが、より一層重要になってきて

いると考えているところであります。

このため、議員御提案のとおり、こうした理
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念を共有し、基本的施策を明らかにすること

は、私も大変意義があると考えておりますの

で、人権条例の制定について、早急に検討を

行ってまいりたいと考えております。

次に、地方創生についてであります。

本格的な人口減少社会を迎える中、本県で

は、平成27年に総合戦略を策定し、「しごとを

興す」「ひとを育てる」「まちを磨く」「資源

を呼び込む」という４本の柱で、様々な地方創

生の取組を進めてまいりました。

これまでの取組によりまして、フードビジネ

スなどの成長産業の育成をはじめ、課題であり

ました高校生の県内就職率の改善も図られてき

ておりますほか、世界農業遺産への登録やス

ポーツランドみやざきの推進等によるブランド

力の向上、さらには、社会資本の充実を背景と

した大型企業の誘致など、全体としては一定の

成果が出ているものと感じております。

こうした流れをさらなる成果や県勢の発展に

つなげていくため、コロナによって生じた地方

回帰やデジタル化などの変化にもしっかりと対

応しつつ、恵まれた食や自然、子供の産み育て

やすさやスポーツ環境といった、本県ならでは

の価値や魅力を生かし、産業の振興や人材の育

成・確保、地域づくりなどにさらに力を入れて

取り組んでまいります。

最後に、人口減少対策についてであります。

人口減少に少しでも歯止めをかけるために

は、より多くの県民の皆様が、「宮崎で暮ら

し、働き、そして結婚して子供を産み育てた

い」と望めるような環境づくりが重要でありま

す。

このため県では、自然減対策として、引き続

き、子育て県民運動の推進に努めるとともに、

ＡＩによる結婚サポートシステムの導入や不妊

治療の経済的支援など、出会いから結婚、妊

娠、出産、子育てといったそれぞれのライフス

テージに応じた切れ目ない支援を、さらに強化

してまいります。

また、社会減対策としまして、高校生の県内

就職率に改善が見られる今の流れを生かした若

者の定住対策、さらには、地方回帰の動きを捉

えた移住・ＵＩＪターンの促進など、市町村や

大学、関係団体等と連携を図りながら、積極的

に取り組んでまいります。以上であります。

〔降壇〕

それでは、質問者席から質問○濵砂 守議員

してまいります。

次に、過疎対策について伺います。

県内の過疎地域では、少子高齢化に加え、人

手不足による様々な問題が起こっております。

また、その対応に大変苦慮しておるところであ

りますが、過疎地域を支える制度の一つに、過

疎対策事業債があります。いわゆる過疎債であ

りますが、その活用のためには、過疎法におい

て過疎地域に指定される必要があります。

現在、平成の大合併後の過疎地域を含む自治

体は、経過措置により過疎地域となりますけれ

ども、昭和の大合併以前の自治体の地域は、過

疎状態という現状があっても、過疎地域に指定

されることはありません。

私は、合併の有無や時期に関係なく、人口や

財政など条件が不利な過疎地域には、その存続

のために支援が必要であり、過疎法の対象とす

べきだと、これまで度々訴えてまいりました。

現行の過疎法は３月末で期限を迎えますが、

残念ながら新しい過疎法でも、この点は変わら

ないようであります。

過疎新法の制定に向けて、県はどのように取

り組んでこられたのか、また、過疎地域の現状
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とその振興策について、総合政策部長にお伺い

いたします。

過疎地域を含○総合政策部長（渡邊浩司君）

む中山間地域は、県土の保全、水源の涵養な

ど、重要な役割を果たすだけではなく、何より

も、そこで暮らす方々にとりましてかけがえの

ない生活の場であります。

しかしながら、本格的な人口減少時代を迎え

る中、過疎地域での人手不足や少子高齢化は、

他の地域に比べても一層厳しいものがあると認

識しております。

このため県では、過疎新法の制定に向け、地

域の人口減少の実情が的確に反映されるよう、

過疎対策の維持・拡充を国等に対し強く求めて

きたところであります。

新しい法案におきましても、指定地域に対し

て手厚い措置が盛り込まれるようでございます

が、それ以外の地域につきましても、実情の把

握に努めるとともに、中心集落と周辺集落の

ネットワーク化により地域の暮らしを守る「宮

崎ひなた生活圏づくり」などの取組を通じて、

市町村と共に中山間地域の振興を全力で進めて

まいる所存でございます。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

実際に消え行く山村、まさにもうなくなる直

前に来ておるところですけれども、ぜひ、国の

手が届かないところは、やっぱり地方行政、県

が何らかの形で手を差し伸べてやれるように、

よろしくお願いいたします。

次に、路線バスについて伺います。

路線バスは、県民に身近で、通勤・通学や買

物、通院など、日々の生活に欠かせない公共交

通機関であります。

しかしながら、人口減少による利用者の減少

や運転手の不足、赤字路線の拡大など、バス事

業者は厳しい経営環境に置かれております。

中山間地域を多く抱える本県では、交通手段

を持たない、特に高齢者をはじめとする交通弱

者にとって、路線バスは必要不可欠なものであ

り、将来にわたって安心して地域で暮らしてい

くためには、地域住民の移動手段を確保してい

く必要があると考えます。

路線バスの現状と今後の対策について、総合

政策部長にお伺いいたします。

路線バスは、○総合政策部長（渡邊浩司君）

地域生活を支える重要な公共交通機関でありま

すことから、県ではこれまでも、複数市町村間

を結ぶ広域的なバス路線に対し、国や市町村と

協調して、路線の維持に対する補助金の交付や

乗り放題乗車券への支援など、利用促進に取り

組んでいるところであります。

このような中、少子化や人口減少などの影響

により、利用者の減少傾向が続いておりますこ

とから、一部の路線におきましては、減便や路

線の縮小による利便性の低下が懸念されるとこ

ろであります。

このため県では、地域の交通需要に応じた最

適な運行形態に対応するため、広域的な路線に

おける車両の小型化や運行のデマンド化を支援

し、広域的コミュニティバスを導入する事業を

今議会にお願いしているところであります。

今後とも、国や市町村、交通事業者等と連携

しながら、持続可能な地域公共交通ネットワー

クの維持・確保に、しっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、宮崎県東京ビルの再整備に向けた基本

計画について伺います。

宮崎県東京ビルは、老朽化による維持管理経

費の増加をはじめ、市ヶ谷駅に近いという恵ま
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れた立地環境にありながらも、有効活用が図ら

れていないなどの課題があり、これまで議会に

おいても、数回にわたり東京ビルの在り方につ

いて質問がなされております。

東京ビルの再整備に向けた基本計画が取りま

とめられたとのことでありますが、その内容に

ついてお伺いいたします。

まず、新しい東京ビルの職員宿舎や学生寮な

どの機能について。次に、再整備には民間を活

用されると伺っておりますが、その具体的な整

備手法について。最後に、再整備に向けた今後

のスケジュールの３点について、総務部長にお

伺いいたします。

新しい東京ビルの○

機能につきましては、現在の機能を維持しつつ

利便性を向上させることとしておりまして、特

に学生寮は、現在、男子に限られ、また、相部

屋となっておりますことから、男女ともに入寮

できる個室の寮として整備する予定としており

ます。

次に、民間を活用した整備手法につきまして

は、手続や事業費の面を比較検討した結果、民

間の創意工夫がより発揮され、県のコスト削減

が最も見込まれる定期借地権方式を採用したい

と考えております。

最後に、今後のスケジュールにつきまして

は、来年度から民間事業者の公募・選定に向け

た手続を進め、令和６年度の新ビル建築開始、

８年度の供用開始を目指しているところであり

ます。

次に、南海トラフ地震対策に○濵砂 守議員

ついて伺います。

東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸

部を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震

災の発生から、10年が経過しようとしていま

す。

国は、この大災害を踏まえて、歴史上、

度々、マグニチュード８クラスの地震が発生し

ている南海トラフ沿いにおいて、科学的に考え

られる最大クラスの地震予測、南海トラフ巨大

地震の想定を平成24年に発表いたしました。

それを受けて、県では、平成25年に南海トラ

フ巨大地震の想定を公表しております。平成25

年の県の想定では、人的被害である死者数が最

大で３万5,000人であったのに対して、令和元年

度に行われた更新調査の結果では、死者数が最

大で１万5,000人となっております。

死者数が２万人も減少したことは、これまで

の取組の成果だと思いますが、あの東日本大震

災における死者、行方不明者数が合計で約２万

人であったことを考えますと、この死者数１

万5,000人という数値は、極めて大きく、この数

値をいかに減らしていくかは、本県にとって重

要な課題であります。

そこで、南海トラフ地震等の大規模地震に対

し、県は今後どのように取り組んでいかれるの

か、危機管理統括監にお伺いいたします。

昨年度、実○危機管理統括監（藪田 亨君）

施いたしました被害想定の再調査では、人的被

害や建物被害が減少したものの、依然として大

きな被害が想定されており、これまでと同様

に、ハード、ソフト両面の総合的な減災対策を

行っていく必要があると考えております。

このため県では、引き続き、耐震化の促進を

図るとともに、発災直後の応急対策を迅速に行

うため、防災庁舎を活用し、災害対策本部体制

及び関係機関との連携の充実・強化などに取り

組みたいと考えております。

また、特に人的被害の原因の約８割を津波が

占めますことから、市町村の津波避難経路の整
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備や要配慮者対策への支援を行うとともに、県

民の早期避難に関する啓発などの津波対策に、

市町村と連携しながら重点的に取り組んでまい

ります。

次に、防災庁舎の活用につい○濵砂 守議員

てお伺いします。

本県では、昨年７月、災害対策の拠点となる

防災庁舎が完成し、半年余りが経過したところ

であります。

防災庁舎は、県庁舎として初めて免震構造を

採用し、耐震性・耐浸水性、災害発生時に必要

なライフラインが確保されており、南海トラフ

地震など大規模災害にも対応できる機能と設備

を備えていると聞きます。

また、新たな庁舎には、屋上にヘリポートを

備え、３階から７階には、十分な災害応急対策

活動スペースが確保されているなど、ハード面

の充実が図られておりますが、災害発生時に、

この新たな施設、設備をいかに活用していくか

が重要であります。

そこで、防災庁舎が本県の災害対策の拠点と

しての役割を果たせるよう、県はどのように取

り組んでいかれるのか、危機管理統括監にお伺

いいたします。

防災庁舎○危機管理統括監（藪田 亨君）

が、本県の災害対策の拠点としての役割を十分

果たすためには、関係機関が連携して、迅速で

的確な災害対応ができる体制を整備していく必

要があります。

このため県では、防災庁舎の整備に併せまし

て、災害関連情報を関係機関で共有するための

システム等を整備し、情報収集・共有体制も強

化したところでございます。

昨年９月の台風第10号では、国や警察、自衛

隊などの関係機関が防災庁舎に一堂に会し、新

たなシステムを活用して情報を共有すること

で、これまでより円滑に災害対応ができたと考

えております。

今後とも、関係機関と連携して実践的な訓練

を実施するなど、訓練や研修等の充実を図り、

本県の災害対応力のさらなる向上に努めてまい

りたいと考えております。

次に、消防団の現状について○濵砂 守議員

伺います。

地域防災の要として重要な役割を担う消防団

は、全国的に団員数が減少するとともに、高齢

化が進んでおります。

特にこの２年は、団員が全国で毎年１万人以

上減少しており、災害の多発化・激甚化が進

み、消防団員一人一人の役割が大変重要なもの

となっています。

そのような中、総務省消防庁は、昨年12月末

から、消防団員確保のために年額報酬の引上げ

など処遇の改善について検討を始めています。

消防庁のホームページによりますと、令和２

年４月１日現在で、一般団員の報酬額の全国平

均は３万925円となっており、都道府県別の平均

報酬額は、最も多い東京都の６万1,549円と、最

も低い山梨県の１万3,333円で大きな開きがあり

ます。

そこで、本県の消防団員の条例定数や実員

数、報酬など消防団の現状について、危機管理

統括監にお伺いいたします。

本県の消防○危機管理統括監（藪田 亨君）

団は、令和２年４月１日現在、条例定数１

万5,575名に対しまして、実員数は１万4,163名

で、充足率は90.9％となっております。また、

平均年齢は、平成31年４月１日現在で39歳であ

ります。

５年前の平成27年４月１日現在では、条例定
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数１万6,002名に対し、実員数は１万4,829名

で、充足率は92.7％、平均年齢は37.7歳であっ

たことから、本県におきましても、消防団員の

減少やそれに伴う充足率の低下、高齢化が進ん

でいる状況にございます。

また、本県におきます一般団員の報酬額は、

令和２年４月１日現在で、市町村において、２

万7,000円から６万円までと幅がございますけれ

ども、平均で３万7,085円であり、全国平均の３

万925円を上回っております。

次に、消防団員の確保につい○濵砂 守議員

てお伺いいたします。

本県での一般団員の報酬額は全国平均を上

回っているとのことでありますが、市町村にお

いて報酬額に幅があります。今後とも、国の検

討状況を踏まえながら、処遇改善について市町

村への助言をお願いしたいと思います。

本県の消防団においても、全国と同様に団員

の減少や高齢化が進んでおり、厳しい現状にあ

ります。

実際に消防団員は、１回退団して、また入ら

なくてはいけないという現状があるんです

よ。60歳を過ぎた消防団員が、私のもともとの

出身地にはたくさんおります。私と同級生２人

も、まだ一生懸命、消防団活動をしております

ので、ぜひその辺も 特に田舎の山の中の消―

防団とかいうのは、やっぱり地元の人間じゃな

いと駄目なんです。そういったところを含め

て、またいろんな検討をしていただきたいと存

じます。

災害発生時に、消防団が応急活動などを的確

に行えるよう、県においては、団員の確保に取

り組むとともに、消防力の強化のために消防団

活動に対する支援を図っていくべきと考えま

す。

そこで、本県の消防団員の確保のための取組

や支援策について、危機管理統括監にお伺いい

たします。

県では、消○危機管理統括監（藪田 亨君）

防団員の確保のため、新たに制定しました「み

やざき消防団の日」を中心に、広報紙やチラシ

の配布、テレビＣＭなどにより、消防団のＰＲ

と団員募集に取り組んでおります。

また、「学生消防団活動認証制度」や「消防

団協力事業所表示制度」などを導入するととも

に、市町村が行う消防団の資機材整備に対して

補助をするなど、その支援に努めているところ

でございます。

さらに、団員確保のためには、その処遇改善

が大変重要であることから、国の検討状況も踏

まえながら、市町村に対する助言や情報提供を

行うとともに、国に対しまして一層の財政措置

を要望してまいりたいと考えております。

今後とも、市町村と連携しながら、地域防災

の要である消防団員確保と、その強化に取り組

んでまいります。

次に、長距離フェリー航路に○濵砂 守議員

ついて伺います。

宮崎と神戸を結ぶ長距離フェリー航路は、本

県の農畜産品を安定して消費地に輸送する重要

な役割を担っております。また、スポーツ合宿

団体や観光客が多数利用しており、本県経済に

とって極めて重要な交通基盤であります。

このため、平成30年３月に、県、宮崎市、地

元経済界等が連携したオール宮崎体制の下、新

会社が設立されました。令和元年12月には、

県、宮崎市、地元金融機関等の支援を受け、最

大の課題であった新船建造に向け、大きな一歩

を踏み出したところであり、来年５月の新船就

航に向け、建造作業が進められております。
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しかしながら、その一方で、新型コロナウイ

ルスの影響による人の移動自粛等により、旅客

・貨物ともに大きく減少しているようでありま

す。

また、昨年９月議会では総合政策部長から、

「下り荷確保のための可能性調査等を実施し、

会社と連携して貨物の確保に取り組む」「旅客

に対する割引支援などにより、しっかりと回復

を図っていく」旨の答弁があったところであり

ます。

航路を長期的、安定的に維持していくため

に、まずはコロナ禍からの回復を図り、また、

新船就航を見据え、旅客・貨物の確保に向けた

対策を講じていく必要があると考えます。

そこで、宮崎カーフェリー株式会社の運営状

況と今後の見通しについて、総合政策部長にお

伺いいたします。

昨年４月から○総合政策部長（渡邊浩司君）

先月までの貨物輸送量は、企業の生産活動の低

下等により、前年の９割程度で推移しておりま

す。

また、旅客輸送量は、４月に前年同月比５％

程度にまで減少し、その後、国のＧｏ Ｔｏ ト

ラベル事業等の効果により、一時、３割程度ま

で回復いたしましたが、昨年末からの、いわゆ

る第３波の影響により、再度大きく落ち込んで

いるところであります。

このような中、フェリー会社におきまして

は、感染防止対策を徹底しながら、貨物営業の

強化や、国や県の事業を活用した旅行商品の造

成など、コロナ禍における貨物や旅客の確保に

懸命に取り組んでいるところであります。

県といたしましても、収束後の需要回復や新

船就航を見据え、新たな物流ルートの確立や、

新船の情報発信等を支援するなど、フェリー会

社としっかりと連携して、貨物と旅客の確保に

努めてまいりたいと考えております。

次に、移住促進について伺い○濵砂 守議員

ます。

昨年の東京への転入超過が、集計を始め

た2014年以降で最小になったと報道がありまし

た。コロナ禍によってテレワーク等が普及した

ことなどが影響していると思われます。また、

密を避けたいという気持ちが、自然豊かな田園

回帰志向の高まりにつながっており、今こそ宮

崎に目を向けてもらうチャンスであるとも思い

ます。

先日、持続可能な地域づくり対策特別委員会

で、高千穂町や五ヶ瀬町を視察いたしました。

役場の担当者からは、町単独でのＰＲが難しい

とか、移住者向けに提供できる空き家が少ない

などの声を聞いております。

そこで、コロナ禍以降の、本県への移住に対

する関心の高まりや移住促進の取組について、

総合政策部長にお伺いいたします。

本県の移住相○総合政策部長（渡邊浩司君）

談窓口におきましても、今年度の相談件数は前

年度比で約３割増加しておりまして、10月に

は、月別で過去最高となります242件となるな

ど、田園回帰志向の高まりを実感しておりま

す。

県では、このような関心の高まりを実際の移

住につなげられるよう、今年度、市町村と連携

して、オンラインでの移住相談会やセミナーを

開催するとともに、移住の受皿となる空き家の

活用に係る啓発に取り組んでおります。

さらに、今議会でお願いしております来年度

の新規事業では、市町村が実施する移住者向け

の空き家改修支援の拡充や、本県固有の魅力で

あるサーフィンや農業とリモートワークとを組
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み合わせるなどの新しい暮らし方のＰＲを行う

こととしております。

今後とも、田園回帰の流れをしっかりと取り

込みながら、移住・ＵＩＪターンを強力に進め

てまいりたいと考えております。

次に、ふるさと納税について○濵砂 守議員

伺います。

ふるさと納税制度は、認知度が高まるととも

に寄附総額が増加し、自治体間の税収格差の是

正につながっております。また、地域資源の活

用による地域経済の再生、さらには、ふるさと

納税を財源とした事業が数多く進められること

で、地域活性化に活用が見込まれます。

そこで、本県におけるふるさと納税の現状に

ついて、総務部長にお尋ねいたします。

直近の総務省の公○

表資料によりますと、令和元年度における本県

のふるさと納税の受入額は、県と市町村を合わ

せて約264億円で、全国では４番目となっており

ますが、過去最高だった平成30年度の約286億円

からは減少したところであります。

これは、令和元年度に、返礼品の在り方など

について、本来の制度の趣旨に合うよう見直し

が行われ、全国的に受入額が減少したことによ

るものと考えております。

そのような中、都城市や都農町のように、全

国的に見ても受入額が多く、創意工夫を凝らし

た取組を進める自治体もあります。

県としましては、引き続き、当制度を適正に

活用し、地域活性化につなげてまいりたいと考

えております。

次に、脱炭素社会の実現に向○濵砂 守議員

けての取組について伺います。

脱炭素社会については、昨年10月、菅総理大

臣が国会における所信表明演説において、2050

年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする、すなわち2050年カーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言され

ました。

地球温暖化対策の推進に関する法律では、都

道府県は、温室効果ガスの排出抑制等のための

総合的かつ計画的な施策を策定し実施するよう

定められているところでありますが、今年度、

この内容を含む第四次宮崎県環境基本計画の策

定が進められ、本議会において議案として提出

されております。

そこで、ゼロカーボン、脱炭素社会の実現に

向けてどのように取り組んでいかれるのか、環

境森林部長にお尋ねいたします。

県では、脱炭○環境森林部長（佐野詔藏君）

素社会に向けまして、「ゼロカーボン社会づく

り」を第四次環境基本計画の重点プロジェクト

として掲げております。

具体的には、エネルギー使用量の多い事業者

への温室効果ガス排出量の報告の義務づけや、

太陽光、小水力発電等の再生可能エネルギーの

導入拡大、さらに来年度からは、市町村等に対

します再生可能エネルギー導入へのアドバイス

事業などを実施することといたしております。

また、除間伐などの森林整備によるＣＯ 吸収２

機能の高い森林づくりなども引き続き進めてま

いります。

今後、エネルギー基本計画の見直しや、グ

リーン成長戦略の推進など、国の動きにも的確

に対応しながら、市町村などとも連携し、脱炭

素社会の実現に向けて積極的に取り組んでまい

ります。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

環境森林部長、９問ありますのでよろしくお

願いいたします。
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次に、循環型社会の形成についてでありま

す。

これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型

の経済社会から、資源の消費が抑制され、環境

への負荷が少ない循環型社会の形成が求められ

ております。

県では、家電リサイクル法や自動車リサイク

ル法などに基づく事業者に対する指導や、自治

会等が行うごみ減量化への支援、マイバッグ運

動などを通じて、循環型社会の形成に向けて取

り組んでいますが、廃プラスチックや食品ロス

の問題など、課題は山積していると感じており

ます。

第四次環境基本計画において、循環型社会の

形成に向け、県はどのように取り組んでいかれ

るのか、環境森林部長にお伺いいたします。

循環型社会の○環境森林部長（佐野詔藏君）

形成に向け、次期計画では、「４Ｒの推進」

「廃棄物の適正処理の推進」「環境にやさしい

製品の利用促進」、そして、今回新たに加えま

した「食品ロスの削減」の４つを柱に、施策を

展開してまいります。

具体的に、「４Ｒの推進」では、普及啓発や

リサイクル施設の整備支援など、「廃棄物の適

正処理の推進」では、不法投棄の防止など、ま

た、「環境にやさしい製品の利用促進」では、

木材やリサイクル製品の利用促進などに、そし

て「食品ロスの削減」では、「食べきり宣言プ

ロジェクト」や未利用食品を提供する活動への

支援などに取り組みます。

循環型社会の形成に向けましては、県民一人

一人の取組が重要でありますので、県民運動と

して推進できますよう、市町村や関係団体と連

携しながら、しっかり対応してまいりたいと考

えております。

次に、森林行政について伺い○濵砂 守議員

ます。

本県は、豊富な森林資源を背景に、林内路網

や高性能林業機械の基盤整備などが進められ、

杉素材生産量や、国産材の製品出荷量が日本一

であるなど、国内有数の国産材供給基地となっ

ております。

この豊かな森林を育み、林業・木材産業を将

来にわたって発展させ、次の時代に引き継いで

いくことこそが重要な責務であります。

このような中、第八次宮崎県森林・林業長期

計画が策定され、この計画に基づき、様々な施

策が展開されるものと思っております。

そこで、計画に示された本県の森林・林業・

木材産業の目指す姿について、環境森林部長に

お伺いいたします。

森林は、林産○環境森林部長（佐野詔藏君）

物の供給をはじめ、県土の保全や水源涵養な

ど、様々な恵みをもたらしてくれますが、本県

は、森林資源が充実し、木材生産が活発化する

一方で、担い手の確保や再造林の推進、新たな

木材需要の創出などが課題となっております。

このため計画では、森林の適切な管理や循環

利用などにより多様な森林づくりを進め、林業

につきましては、ＩＣＴなど新たな技術による

イノベーションの取組などを通じまして、就労

環境の改善や収益性の向上などを図り、また、

木材産業につきましては、非住宅やエネルギー

など、多様な分野での木材利用や、県外、海外

での需要拡大などを図ることといたしておりま

す。

こうしたことによりまして、森林の有する多

面的な機能が持続的に発揮される中で、林業生

産や木材製品等の供給が安定的に行われ、地域

経済の活性化や災害防止はもとより、脱炭素社
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会などにも貢献する、持続可能な森林・林業・

木材産業を実現したいと考えております。

次に、林業の就労環境づくり○濵砂 守議員

の取組についてお伺いいたします。

林業の現場は他産業に比べて労働災害の発生

率が高く、林業従事者の所得は他産業に比べて

低いことなどから、本県林業を支える林業従事

者数は年々減少しており、大変厳しい状況にあ

ります。また、その一方で、近年35歳未満の占

める割合は増加してきており、一定の若返りが

図られるなど、明るい兆しも見られます。

このような現状を十分に踏まえて、若い人も

安心して働ける、魅力ある職場づくりが必要で

あると考えます。

そこで、林業における就労環境づくりの取組

について、環境森林部長にお伺いいたします。

議員御指摘の○環境森林部長（佐野詔藏君）

とおり、安全で安心な就労環境づくりは大変重

要でありますので、県ではその改善のため、事

業体に対しまして、社会・労働保険等への加入

促進を図るとともに、熱中症対策に有効な空調

服など、軽労化につながる資機材の整備への支

援のほか、通年雇用や月給制の導入指導による

従事者の安定した収入の確保にも取り組んでい

るところであります。

また、労働者の安全確保のため、今年度から

新たに、緊急時を音と振動で知らせる装置の体

験会や、労働災害の疑似体験が可能な研修会を

開催し、普及啓発を強化しましたほか、チェー

ンソー防護服等の導入支援にも取り組んでいる

ところであります。

今後とも、関係機関等と連携して、林業従事

者の就労環境整備に努めてまいりたいと考えて

おります。

引き続き、質問いたします。○濵砂 守議員

一人親方等の社会保障制度についてお伺いい

たします。

県内の林業従事者の多くは、森林組合や民間

事業体に雇用されており、社会保険や労働保険

など、社会保障制度の下で、日々、山仕事に取

り組んでおります。

その一方で、人を雇わず個人で林業を行う、

いわゆる一人親方等の立場で林業に従事されて

いる方も少なくないと思いますが、労災保険や

退職金などの社会保障制度は整っているのかど

うか。

林業の一人親方等について、労災保険等の制

度の状況を、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

林業の一人親○環境森林部長（佐野詔藏君）

方等の労災保険につきましては、国の特別加入

制度により、一人親方等を構成員とする特別加

入団体を通して加入することができます。

この制度では、雇用労働者と同様に、業務や

通勤で被災した場合、必要な治療を無料で受け

ることができ、また、休業４日以上の場合は休

業補償金が支給されます。

このほか、退職金につきましても、林業退職

金共済制度、いわゆる林退共に、任意組合を通

じて一人親方等でも加入することができます。

県では、一部市町と連携しまして、労災保険

や林退共に加入する一人親方等への掛金の補助

のほか、一人親方等を対象にした労働安全研修

の実施や、振動障害防止のための健康診断費用

への補助によりまして、就労環境の改善に努め

ているところであります。

次に、みやざき林業大学校に○濵砂 守議員

ついてお伺いいたします。

昨年度開講した県立林業大学校では、長期課

程の１期生21名全員が県内の林業分野に就業し
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ております。

今年度も２期生20名が、林業分野への就業に

向け１年間の研修に励んでいると伺っており、

よいスタートが切れていると感じております。

今後も本県が全国トップクラスの林業県であ

り続けるためには、この林業大学校を中心に、

林業を支える人材を確保することが極めて重要

であり、将来の林業に希望の持てる特徴ある教

育が必要であると思います。

例えば、ヨーロッパで実現している「先進国

型林業」の視察など、海外研修等を取り入れて

みてはどうかと思いますが、みやざき林業大学

校「長期課程」における、本県の研修内容の特

徴と来年度受講生の確保の見通しについて、環

境森林部長にお伺いいたします。

本県の林業大○環境森林部長（佐野詔藏君）

学校の長期課程の研修内容は、森林・林業に関

する幅広い知識やＩＣＴ等最新技術の習得はも

とより、本県の森林・林業への愛着を育む歴史

・文化の学習や、全国では最多となります17の

資格取得、さらには、優れた技術力を持つ林業

事業体など87者から成るサポートチームが講師

となった現場実習や、インターンシップの実施

など、全国に誇れるものとなっております。

こうした研修内容は、ホームページや高校訪

問に加えまして、県内外での就業相談会等で積

極的にＰＲしているところであり、来年度も定

員15名を上回る21名が受講予定で、そのうち５

名は県外からのＵ・Ｉターンとなっておりま

す。

今後とも、受講生や業界等のニーズなど、研

修を取り巻く諸情勢を踏まえながら、議員御提

案のありました先進地視察の在り方など、研修

内容の充実に向けて、鋭意研究してまいりたい

と考えております。

次に、再造林対策について伺○濵砂 守議員

います。

新聞報道によりますと、令和元年度は2,134ヘ

クタールの再造林が実施され、再造林率は75％

となっております。

これは、県の第八次森林・林業長期計画にお

いて引き続き目標とされた80％に届いていない

状況です。

県では、伐採後の再造林をどのように進めて

いくのか、その対策について、環境森林部長に

お伺いいたします。

本県が持続可○環境森林部長（佐野詔藏君）

能な林業を確立するためには、適切な再造林や

コストの低減等による資源循環型の森林（も

り）づくりを進めることが重要であります。

このため県では、国の事業や県の森林環境税

等を活用しまして、森林整備に対する補助によ

る森林所有者の負担軽減を図りますとともに、

伐採後、直ちに造林を行う一貫作業や、優良苗

木の安定供給体制の整備等を推進しているとこ

ろであります。

さらに、来年度からは、森林整備の労務軽減

や林業投資の早期回収を図るため、初期成長に

優れ、下刈り期間の短縮等につながるエリート

ツリーや早生樹の導入、ドローンによる苗木運

搬など、スマート林業の実証等も行うこととい

たしております。

今後とも、市町村や森林組合等と連携しまし

て、再造林対策にしっかりと取り組んでまいり

たいと思います。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

森林資源を循環利用していくためには、引き

続き、適地での再造林を推進していかなければ

なりません。

しかしながら、日本の戦後の拡大造林の下で
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は、どんな山にでも、とにかく山でありさえす

ればいいということで植林がなされておりま

す。非常に条件の悪い、山出しの悪い地域に

も、たくさん杉を植えられておりますので、今

後、将来において杉の需要が国内拡大していく

とは考えられませんので、その辺を考えたとき

には、非常に利益率のいい山を選定しながら再

造林を進めていただきたいと思います。

非常に場所の悪いところは、環境面から考え

ても、かえって雑木に戻したほうがいいような

ところもたくさんありますので、その辺の検討

をしながら森林づくりを進めていただきたいと

思います。

次に、林地残材の活用状況についてお伺いい

たします。

近年、木質バイオマス発電施設の建設等によ

り、林地残材の利用が増えております。

循環利用可能な森林資源を有効に活用してい

くためには、奥地などに放置されている林地残

材を含めて、利用施設への安定供給を図り、山

元へ利益が還元されることが大変重要でありま

す。

そこで、林地残材の有効活用に向けた県の取

組について、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

県内の林地残○環境森林部長（佐野詔藏君）

材利用量は、木質バイオマス発電施設が本格稼

働を始めました平成27年以降大幅に増加し、令

和元年は約55万トンとなっておりまして、林地

残材全体の約７割が活用されているものと推測

されます。

県では、林地残材を有効に活用するため、伐

採後の再造林を条件としまして、伐採現場から

木質バイオマス利用施設までの輸送距離に応じ

た運搬経費の支援をしておりまして、今年度は

約３万4,000トンの実績を見込んでおります。

林地残材の有効活用は、山元への利益還元の

みならず、流木被害発生などの災害防止にもつ

ながりますことから、今後もしっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、木材の集材搬出路につ○濵砂 守議員

いて伺います。

林道や森林作業道は、木材輸送に必要な施設

であることから、市町村等の管理者により、災

害が起きないように維持管理されているものと

思いますけれども、伐採地においては、一部の

事業者が一時的な道として開設した木材の集材

搬出路があります。この道路が、大雨の際に壊

れて、災害の原因となっている事例がありま

す。

そこで、伐採時において一時的に開設される

木材の集材搬出路による災害の防止に向けた取

組について、環境森林部長にお尋ねいたしま

す。

県では、伐採○環境森林部長（佐野詔藏君）

等による災害防止のため、「伐採、搬出及び再

造林ガイドライン」を策定しまして、その中

で、集材搬出路につきましても、地形に合わせ

た無理のない開設や、利用後の埋め戻しなどを

規定しまして、伐採事業者にその遵守を指導し

ているところであります。

また、林業大学校において、開設作業を行う

オペレーターの技術力向上研修を実施しますと

ともに、伐採現場のパトロールにより、切土の

抑制や適切な路面水処理などを指導いたしてお

ります。

このほか、県内の伐採事業者の有志が、「伐

採搬出ガイドライン」を自主的に定め、道づく

りなど作業内容を見直す取組を進めているとこ

ろでありまして、県といたしましては、民間の
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こうした取組としっかり連携し、引き続き、集

材搬出路による災害防止に努めてまいります。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、知事にお伺いしたいと思います。

本県の山林は、先人による適切な森林管理が

行われてきた結果、人工林資源が充実している

状況にあります。中でも杉の素材生産量は、平

成３年から連続して日本一の座を誇り、名実と

もに日本有数の林業県としての地位を確立して

おります。

しかし、日本全体で見てみますと、林業の採

算性の低下などにより、日本の木材自給率は、

８年連続して上昇してはいるものの、36.6％に

とどまっております。

このため県議会では、県産木材の利用促進を

通じて、本県林業の持続的発展の実現等に寄与

することを目的として、「宮崎県木材利用促進

条例案」をまとめ、この２月議会に上程するこ

とにいたしております。

そこで、県産材の利活用の促進についてお伺

いいたします。

人口減少や少子高齢化の進展等により、10年

後には、新設住宅着工数が令和元年度の３分の

２に減少するとも予想されており、大幅な需要

の先細りが懸念されているところであります。

このため、住宅需要の減少を補う製材品の新

たな需要先の開拓が課題であり、特に、製材品

の７割以上を県外等に出荷している本県では、

県外や海外への販路拡大が一層必要になってま

いります。

そこで、県産製材品の県外や海外への販路拡

大をどのように進めていかれるのか、知事にお

尋ねいたします。

本県は、充実した森林○知事（河野俊嗣君）

資源やその生産加工体制を強みとしております

が、御指摘のとおり、今後、減少が見込まれる

住宅に代わる、県外・海外での新たな需要先の

開拓が大きな課題となっております。

このため県では、来年度から、県外におきま

しては、これまでの住宅分野への取組に加えま

して、都市部の商業施設等での県産製材品の利

用拡大に積極的に取り組みますとともに、万博

開催で様々な建築需要が期待できる関西圏域で

の集中的な販売促進にも取り組んでまいりま

す。

また、海外におきましては、韓国では、これ

までの「材工一体」での取組をさらに強化する

とともに、近年、木造建築への関心が高まって

おります台湾を重要な輸出先と位置づけ、常設

展示場の設置などにより、県産材の継続的なプ

ロモーションに新たに取り組んでまいります。

県議会におかれては、本県林業の持続的発展

の実現等のために「宮崎県木材利用促進条例」

を上程されるということで、大変心強く思って

いるところでありまして、私としましても、今

後とも県議会の皆様や関係団体等と一体となっ

て、県産材の販路拡大に全力で取り組み、持続

可能な森林・林業・木材産業の確立を実現して

まいりたいと考えております。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、農林作物への鳥獣被害対策について伺

います。農政水産部長に、合計７問の質問をし

てまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。

先般、農林水産省は、令和元年度の「全国の

野生鳥獣による農作物被害状況」を公表しまし

た。

それによりますと、全国の被害金額は約158億

円となっており、前年度から約2,000万円微増し

ております。被害金額が230億円を超えていた10
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年前からすると、被害面積と同様に、年々減少

傾向にはあるようです。しかしながら、被害金

額の内訳を見てみますと、鹿とイノシシだけで

全体の６割強を占めております。その割合は、

ここ10年横ばいの状況であります。

県内各地で、鹿による果樹の新芽や、イノシ

シによる収穫間際の水稲などへの食害が発生し

ており、営農意欲の減退や耕作放棄地の増加な

ど、数字で表れる以上に深刻な影響を受けてお

ります。鳥獣被害を防止するためには、地域住

民と行政が一体となり、被害の状況などに応じ

た効果的な活動を展開することが必要でありま

す。

そこで、本県農産物への鳥獣被害の状況と被

害の防止対策について、農政水産部長にお尋ね

いたします。

鳥獣による○農政水産部長（大久津 浩君）

農林作物等の被害額は、近年、減少傾向でござ

いましたが、令和元年度は約４億3,000万円で、

前年度から約8,000万円増加しております。これ

は、一部地域でヒヨドリなどによるかんきつ類

への被害増加が原因で、被害状況に応じた緊急

的な対策が求められております。

このため県では、低コストで普及しやすい防

鳥ネットの効果検証に取り組みますとともに、

地域鳥獣被害対策特命チームを中心に、鳥獣の

種類と地形に応じた侵入防止柵の整備や、専門

知識を持った集落リーダーの育成など、地域ぐ

るみの被害防止活動を支援しているところでご

ざいます。

今後とも、市町村や関係団体等と連携いたし

まして、的確な被害情報の把握と、迅速かつき

め細やかな被害防止対策に取り組んでまいりま

す。

次に、狩猟者の確保・育成に○濵砂 守議員

ついて伺います。

鳥獣被害対策における捕獲については、その

役割の多くを狩猟者に担っていただいておりま

すが、県内の狩猟者は、昭和56年度の約１

万6,000人をピークに減少し、近年は5,000人台

で推移いたしております。また、60歳以上の割

合も７割を超え高齢化が進むなど、捕獲体制の

維持が困難となっております。

こうしたことから、狩猟免許所持者を増や

し、担い手を確保することはもちろんでありま

すが、若手狩猟者の捕獲技術の向上など、人材

を育成することにより、将来にわたり農林作物

の被害を軽減させていく必要があると考えま

す。

狩猟者の確保や育成対策について、県はどの

ように取り組んでおられるのか、環境森林部長

にお尋ねいたします。

県では、ま○環境森林部長（佐野詔藏君）

ず、狩猟者の確保対策としまして、狩猟免許受

験者を対象とした事前講習会の開催や、免許取

得の経費の一部を助成するなど、免許を取得し

やすい環境の整備に取り組みますとともに、狩

猟税の免除や軽減措置による有害鳥獣捕獲に従

事する狩猟者の確保や、林業大学校の長期課程

カリキュラムに狩猟免許取得を組み込むなど、

若手狩猟者の確保にも努めております。

また、育成対策としましては、県内各地にお

いて、経験の浅い狩猟者を対象とした初心者講

習会や、有害鳥獣捕獲班員等を対象とした、銃

やわなの技術講習会等を開催しているところで

あります。

今後とも、狩猟免許試験の会場を増やすな

ど、市町村、関係機関と連携して、狩猟者の確

保や育成にしっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。
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次に、本県を代表する土地利○濵砂 守議員

用型の作物であります、お茶の振興について伺

います。

急須などを使って茶葉から入れるリーフ茶の

消費減退や価格低迷など、お茶の生産を取り巻

く環境は一層厳しさを増しております。

本県では、平野部から中山間地域まで広く茶

の産地が形成され、令和元年の荒茶の生産量

は3,510トン、全国４位の地位にありますが、10

年前と比較いたしますと、栽培面積は約２割、

農家戸数は約３割減少して、産地存続の危機に

直面いたしております。

県内では、輸出や商品開発などに積極的に取

り組んでおられる事例もありますが、一方で、

茶の廃作・転作を進めるなど、経営の行く先に

不安を抱いている茶農家もあります。

そこで、今後の茶の振興について、どのよう

に取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

本県の茶○農政水産部長（大久津 浩君）

は、煎茶や釜炒り茶など、地域の特徴に応じた

産地づくりを進めてまいりましたが、ペットボ

トル茶の定着などによりまして、一般家庭にお

けるリーフ茶の消費が減少しており、農家経営

は大きな影響を受けております。

このため県では、県内外の茶取扱業者等との

契約産地づくりに向けまして、低コスト化や労

力軽減のためのスマート農業技術の導入ととも

に、地域の拠点茶工場を中心に、多様なニーズ

に対応した共同製造を進めることとしておりま

す。

また、ＥＵ等への有機栽培茶の輸出や、付加

価値の高いウーロン茶・紅茶などを生産してい

る先進事例も育っておりますことから、新たに

チャレンジする産地を拡大してまいります。

今後とも、市町村や関係団体と一体となりま

して、競争力のある茶の産地育成に努めてまい

ります。

次に、お茶からの品目転換に○濵砂 守議員

ついて伺います。

本県の茶園は、農家のこれまでの努力によっ

て農地を集積し、一定のまとまった面積となっ

ております。この農地が荒廃すると、その地域

にとっては極めて重要な課題となります。地域

資源である農地をしっかりと守り、茶から地域

の重点品目に転換することは、地域農業の振興

を図る上で重要であります。

しかしながら、茶は酸性の土を好む作物であ

りますが、他の作物は酸性の土壌を好まないも

のが多く、品目転換の課題となっているのも事

実であります。

茶の土壌は、ｐＨが2.5ぐらいしかないらしい

んです、私も知りませんでしたけれども。そう

すると、そこで育つ茶を廃作して、伐根し整地

して植える作物というのは、もうブルーベリー

ぐらいしかないらしいです。そのような状況で

ありますので、後の作物について大変困ってい

る状況であり、品目転換の課題となっておるの

も事実であります。

そこで、お茶からの品目転換にどのように取

り組んでいくのか、農政水産部長にお尋ねいた

します。

議員御指摘○農政水産部長（大久津 浩君）

のとおり、茶は一定のまとまった農地が団地化

されておりまして、茶からの品目転換は、地域

の農地を守り、地域の推進品目による新たな産

地づくりを進める上で、大変重要であると考え

ております。

このため、農業改良普及センターを中心に、

営農や経営相談等において、まずは、園地の承
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継を働きかけますとともに、品目の転換を希望

される場合は、補助事業等を活用いたしまし

て、茶の木の抜取りや、土壌分析に基づく酸性

土壌の改善、土壌水分調整のための暗渠排水な

どの取組を支援してまいります。

今後とも、市町村やＪＡ・関係団体等と連携

いたしまして、茶の生産振興を基本としなが

ら、農家の意向に沿った品目転換も円滑に進め

られますよう、きめ細かな支援を行ってまいり

ます。

次に、第八次農業・農村振興○濵砂 守議員

長期計画について伺います。

県は、本県の農業・農村の将来に向けた長期

計画を、この２月定例県議会に提案し、本年４

月からのスタートを目指しております。

この長期計画は、台風災害を避ける営農方式

への転換を目指した昭和35年の「防災営農計

画」から始まり、本年度で60年目の節目を迎え

ます。

防災営農計画は、当時、二期作をまだ作って

いる時代ですから、ちょうど台風に直面した、

そして、その台風を避けるために超早場米を、

今、転換して作っているわけでありますけれど

も、そのような時代に防災営農計画ができたよ

うであります。

この間、本県農業は、畜産や施設園芸を中心

とした産地づくりにより、我が国の食料供給基

地へと発展してまいりました。さらには、みや

ざきブランド戦略やフードビジネス振興など、

時代に応じた変革に挑戦しながら、大きな成長

を遂げた本県農業の歩みは、高く評価されるべ

きものと思います。

しかしながら、近年の農業・農村を取り巻く

環境は、全国各地で、これまでに経験したこと

のないような自然災害や家畜伝染病、作物の新

たな病害虫等の発生が続いており、加えて、新

型コロナウイルスの感染拡大なども、今後の農

業の振興に大きな影響を及ぼします。このよう

な時代だからこそ、第八次長期計画が示す将来

像や具体的な取組が重要であります。

そこで、幾つかの点から質問をしていきたい

と思います。

まずは、担い手対策についてであります。

本格的な少子高齢・人口減少時代を迎えてい

る本県でありますが、農業におきましても、基

幹的農業従事者が、この５年で約１万人も減少

しております。

担い手の減少は、生産力の低下や農村の衰退

にもつながることから、本県農業・農村の持続

的な発展には、担い手の確保と育成は絶対に欠

かせない対策であります。

そこで、第八次長期計画における担い手の確

保・育成対策について、農政水産部長にお尋ね

いたします。

本県では、○農政水産部長（大久津 浩君）

３年連続で新規就農者数が400名を超えるなど、

増加傾向にある一方で、今後、団塊世代の離農

による農業者のさらなる減少が懸念されており

ます。

このため次期計画では、近年の田園回帰志向

の高まり等をチャンスと捉え、就農希望者が安

心して就農できますよう、リモートによる就農

相談や、県内13か所の就農トレーニング施設等

での研修、さらには、離農者の経営資源の承継

による初期投資の負担軽減など一連の支援を拡

充し、積極的に進めてまいります。

また、農業者とその経営を支える雇用人材等

を「みやざきアグリプレーヤー」と位置づけ、

経営の発展段階に応じた研修やネットワークづ

くりを強化するなど、市町村等と連携いたしま
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して、産地を牽引する担い手の確保・育成に

しっかり取り組んでまいります。

次に、耕種部門の生産振興対○濵砂 守議員

策について伺います。

今後、担い手の減少や雇用労働力の不足等に

より、熟練農家の技術の喪失や産地の生産力の

低下が懸念されております。

一方で、大規模経営体によるスマート農業技

術の導入や、生鮮農作物など素材供給県からの

脱却に向けた、新たな付加価値をつける産地確

保の取組が始まっております。

将来にわたり持続的な耕種農業を実現してい

くためには、宮崎の強みを発揮できる農産物の

重点的な産地づくりに早急に取り組むことが必

要であります。

そこで、本県の耕種農業の生産力を維持・発

展させていくために、どのような取組を進めら

れているのか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

本県耕種農○農政水産部長（大久津 浩君）

業の生産力向上のためには、本県の強みを発揮

できる重点品目の絞り込みや、スマート技術の

導入に加え、周年出荷体制の構築、さらには加

工野菜の国産化への対応等、多様なニーズに適

応した産地改革が必要であります。

このため、ピーマン等の養液栽培による周年

栽培や、ドローン、ロボットトラクター等の導

入による超省力化など、スマート農業技術の実

装を進め、生産性の高い産地づくりに取り組ん

でまいります。

さらに、大規模経営体を核に、耕種版インテ

グレーションによります生産の分業化の促進と

ともに、冷凍野菜・漬物など加工業務専用の産

地づくりや、コロナ禍で生まれた新たな消費者

ニーズに対応できる加工機能の強化など、産地

の高付加価値化に向けた取組を積極的に進めて

まいります。

さて、これまで質問した内容○濵砂 守議員

を含めまして、今回の長期計画では目指すべき

将来像が掲げられており、より具体的な施策に

ついても打ち出されております。一つ一つの施

策にしっかり取り組んでいただいて、着実に成

果を上げていかなければなりません。何より

も、農業者や県民の思いと期待をしっかり反映

させ、目指すべき宮崎県の将来像を実現してい

くことが大事であります。

そこで最後に、本県の農業の歩みと合わせる

ように、30年以上にわたる本県農業・農村の振

興に尽力されてきた大久津農政水産部長に、第

八次長期計画により、今後、どのような取組を

進め、本県農業・農村の目指すべき姿をどのよ

うに考えておられるのかお伺いいたします。

本県農業○農政水産部長（大久津 浩君）

は、「防災営農計画」を原点にいたしまして、

幾多の産地改革を重ね、我が国を代表する食料

供給産地として発展してまいりました。

しかしながら、農業を取り巻く情勢は、グ

ローバル化をはじめ、急激に変化しておりまし

て、様々な課題に的確に対応するため、次代を

担う農業者や県民の方々との意見交換を重ね、

今後の本県農政の羅針盤となる第八次長期計画

を取りまとめたところでございます。

この計画案では、先人たちが築き、育ててこ

られた本県農業・農村のすばらしい資源や人材

等を次の世代にしっかりと引き継ぐために、常

在化する様々なリスクに対し、安心して専念で

きる農業構造への変革を進める「新防災」の取

組を推進してまいります。

あわせまして、賢く稼ぐために、生産・流通

・販売、それぞれの段階で技術や情報等を取り
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込んで活用するなど、農業のスマート化を進め

まして、従来の枠を超えたチャレンジを続ける

ことによりまして、「持続可能な魅力あるみや

ざき農業」の実現を図ってまいりたいと考えて

おります。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、高速道路の整備について伺います。

高速道路網の整備は、本県の発展に極めて重

要であることから、早期完成は県民の悲願でも

あります。

さらに、南海トラフ地震などの大規模災害へ

の備えとして、救援物資や救急医療の代替・支

援ルートの確保は、県民の生命、財産を守る上

で喫緊の課題であり、まさに「命の道」とし

て、早期整備が急務となっております。

しかしながら、本県の高速道路の供用率は74

％、全国平均の86％と比べると、いまだ低い状

況です。

一方で、国の防災・減災、国土強靱化のため

の５か年加速化対策においては、高速道路の

ミッシングリンク解消なども対象になっており

ますことから、県内高速道路の整備促進が期待

されております。

そこで、東九州自動車道県南区間及び九州中

央自動車道の進捗状況と今後の取組について、

県土整備部長にお尋ねいたします。

東九州自動車○県土整備部長（明利浩久君）

道の県南区間につきましては、昨年度事業化さ

れました油津－南郷、奈留－夏井間など、４区

間で事業が着実に進んでおりまして、そのう

ち、清武南－日南北郷間は、令和４年度に開通

予定となっております。

また、九州中央自動車道につきましても、今

年度事業化されました蘇陽－五ヶ瀬東間など、

３区間で着実に事業が進んでおり、このうち、

日之影深角－平底間につきましては、令和３年

内に開通予定となっております。

しかしながら、県内には、両路線合わせて

約33キロメートルの未事業化区間が残されてお

り、高速道路のミッシングリンク解消は喫緊の

課題でありますことから、国の国土強靱化対策

を推進する観点からも、必要な予算を２月補正

及び令和３年度当初に計上しますとともに、地

元の市や町と一体となりました用地の先行取得

や、工事残土の受入れにも取り組んでいるとこ

ろであります。

今後とも引き続き、知事を先頭に、沿線自治

体や関係団体等と連携を図りながら、国に対し

て、早期全線開通を強く要望してまいります。

次に、国道・県道の整備状況○濵砂 守議員

について伺います。

国県道については、高速道路と一体となって

地域の産業及び経済、そして住民生活を支える

必要不可欠な社会インフラであり、その整備

は、防災・減災の観点からも大変重要な課題と

なっております。

地域高規格道路などを中心に、目に見えて整

備が進んでいる路線もありますが、一方で、地

形的条件の厳しい中山間地域を多く抱えている

ことから、本県の国県道の改良率は、残念なが

ら九州で最下位であり、県内各地で道路整備の

促進を望む切実な声が多く聞かれます。

そこで、国県道の整備状況と今後の取組につ

いて、県土整備部長にお尋ねいたします。

国県道につき○県土整備部長（明利浩久君）

ましては、高速道路を補完し、産業活動の支援

や地域間交流の促進、さらには、安全・安心な

暮らしの確保など、極めて重要な役割を担って

おりまして、欠かすことのできない社会資本で

あります。
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昨年の国道219号広瀬バイパスや、来月予定し

ております都城志布志道路の県境区間の開通な

ど、道路整備は着実に進んでおりますが、議員

御指摘のとおり、急峻な地域を多く抱える本県

の道路改良率は、他県と比べ低いことから、必

要な道路整備を計画的に推進し、平常時のみな

らず、災害時にも機能する道路ネットワークの

充実を図っていく必要があります。

このため、道路整備に関する事業が拡充され

ました、防災・減災、国土強靱化のための５か

年加速化対策も積極的に活用していくこととし

ており、引き続き、道路予算の確保と本県への

重点配分が図られますよう、関係団体と連携し

ながら、国へ強く訴えてまいります。

次に、新たな広域道路ネット○濵砂 守議員

ワーク計画について伺います。

先ほど部長の答弁にもありましたが、毎年の

ように自然災害が発生する本県においては、災

害時にも機能する強靱な道路ネットワークを構

築することが重要であります。

例えば、国道219号を例に挙げれば、西都イン

ターチェンジと人吉インターチェンジを結び、

重要港湾にアクセスする幹線道路として、災害

時には広域的な救援物資の輸送路となります。

重要物流道路制度の創設を契機に、現在、県

においては、新たな広域道路ネットワーク計画

の検討を進めていると聞いておりますが、この

計画は、中長期的な視点に立った、まさに九州

全体の道路ネットワークを形成するものであ

り、ぜひともその計画に本県の路線が位置づけ

られるよう、全力で取り組んでいただきたいと

思います。

そこで、新たな広域道路ネットワーク計画の

検討状況について、県土整備部長にお尋ねいた

します。

新たな広域道○県土整備部長（明利浩久君）

路ネットワーク計画につきましては、主要都市

間を結ぶ道路としてはもとより、空港や港湾等

の拠点へのアクセスを支えるなど、総合交通体

系の基盤となるものでありまして、防災・減災

の観点、さらに、新たな社会・経済の要請にも

対応できますよう、現在検討を進めているとこ

ろであります。

具体的には、平常時だけではなく、災害時に

も安定した人・物の流れを確保するため、高速

道路や地域高規格道路などをベースに、議員御

指摘のありました国道219号など、道路ネット

ワーク強化に必要となる路線を選定しまして、

県域を越えた、九州全体の道路ネットワーク形

成に向けて、国や隣県と調整を行っているとこ

ろであります。

今後、さらに関係機関と連携を図りますとと

もに、有識者等の意見も幅広く伺うこととして

おりまして、引き続き、計画策定にしっかりと

取り組んでまいります。

次に、河川内の個人所有地の○濵砂 守議員

現状などについて伺います。

近年の気候変動の影響により、水害は激甚化

・頻発化し、自然災害のリスクがますます高

まっております。

このような中、本県においても、国土強靱化

３か年緊急対策として、これまでに、河川内の

樹木伐採や掘削工事などが進められており、治

水対策の効果が大いに高まっているものと感じ

ております。

しかしながら、河川の掘削工事をはじめ、堤

防や護岸工事などに当たっては、河川内に個人

所有となっている土地があるため、一部で河川

工事に支障が生じているとも聞いております。

河川内の個人所有地は、現在も耕作地等とし
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て利用されている土地もありますが、長年にわ

たり放置されている土地も多いのが現状であり

ます。河川の整備を着実に進めていくために

は、河川内の個人所有地の買収も進めていく必

要があります。

そこで、河川内における個人所有地の現状と

対応について、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。

河川内の個人○県土整備部長（明利浩久君）

所有地は、所有者が行方不明であったり、地権

者が多数にわたることが多い上に、字図混乱地

となっている場合もあります。

このため、所有者が不明の場合には、裁判所

の許可を得て財産取得が可能となります不在者

財産管理人制度などを活用しておりますが、用

地取得に当たり、用地交渉や用地境界の確定に

多大な労力と時間を要しまして、工事の支障に

なることもございます。

しかしながら、河川整備を進めることは、県

民の生命と財産を守り、災害に強い県土づくり

を進める上でも大変重要でありますので、引き

続き、用地取得に粘り強く取り組んでまいりた

いと考えております。

よろしくお願いいたします。○濵砂 守議員

次に、ダムの事前放流の取組について伺いま

す。

令和元年に東日本を襲った台風19号におい

て、国の要請に応じ利水ダム等から事前に放流

が行われ、あらかじめダムの水位を下げること

で、洪水調節容量を確保し、ダム下流の河川の

水位を下げる効果があったとの報道がありまし

た。

これを契機に、同年12月、国において、既存

ダムについて、事前放流に関する基本方針が示

されたことによりまして、今年度、水系ごとに

関係者間でダムの事前放流に対する協定が締結

され、運用が始まったと聞いております。

本県においても、九州電力などの利水ダムが

多数あり、これまで大雨のたびに浸水の被害を

受けてきた地域では、ダムの事前放流の効果が

大いに期待されております。

そこで、ダムの事前放流の取組状況につい

て、県土整備部長にお尋ねいたします。

ダムの事前放○県土整備部長（明利浩久君）

流は、大規模な出水時に、各ダムが有します利

水容量を、洪水調節に活用する取組でありま

す。

本県におきましても、今年度、国が定めた基

本方針に基づきまして、国や県が管理する全て

の水系において、河川管理者やダム管理者など

の関係者と、事前放流に関する協定を締結した

ところです。

これに基づきまして、昨年９月の台風10号の

際には、県内46ダムのうち、協定で定めた基準

に降雨量が達した一ツ瀬ダムや上椎葉ダムな

ど、23ダムにおいて事前放流を実施したところ

であります。

今後とも、事前放流が必要な際には、関係機

関と連携の上、着実に実施し、流域住民の安全

確保を図ってまいります。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

次に、企業局の取組についてお聞きいたしま

す。

まず、再生可能エネルギー固定価格買取制度

（ＦＩＴ）を活用した水力発電所の大規模改良

事業についてであります。

企業局においては、昨年度策定された経営ビ

ジョンの中で、建設から60年以上経過する発電

施設等の老朽化が進行していることから、その

対応として、発電所の大規模改良事業を的確に

- 38 -



令和３年２月25日(木)

実施し、事業の実施に当たっては、ＦＩＴを活

用することとされております。

このような中、現在、渡川発電所と綾第二発

電所の２つの発電所で大規模改良事業に取り組

まれておりますが、それぞれの事業の進捗状況

とＦＩＴ活用の効果について、企業局長にお尋

ねいたします。

渡川発電所につき○企業局長（井手義哉君）

ましては、平成30年度にＦＩＴ認定を受け、現

在、２台ある発電機の更新工事を順次行ってお

りまして、令和４年度末に事業を完了する予定

であります。

次に、綾第二発電所については、昨年10月

に、設計・施工一括により請負契約を締結し、

現在、令和３年度中のＦＩＴ認定に向けて、更

新工事の内容や範囲など認定の条件に沿うよ

う、国と十分協議を行いながら、発電設備等の

詳細設計を進めているところでございます。

その後、令和４年度に工事用道路、令和５年

度に発電所の本体工事に着手し、令和７年度末

事業完了の予定であります。

ＦＩＴ活用の効果といたしましては、発電開

始後の20年間で、渡川発電所で40億円、綾第二

発電所で220億円の増収を見込んでおりまして、

これらの事業を確実に進めることにより、将来

にわたる電力の安定供給と収益の確保を図って

まいりたいと考えております。

次に、企業局における地域貢○濵砂 守議員

献の取組について伺います。

企業局では、これまで健全な経営を維持しな

がら、一般会計に対し、口蹄疫復興ファンドへ

の20億円の貸付けのほか、県営電気事業みやざ

き創生基金に対する30億円の繰り出しなど、県

財政へ大きく貢献されております。また、市町

村等が行う小水力発電にも支援を行い、再生可

能エネルギーの普及にも取り組んでおられま

す。

こうした地域貢献は、本県の発展と県民福祉

の向上に大きく寄与するものであり、今後も引

き続き、こうした取組が期待されております。

新年度に当たり、企業局では、令和３年度に

どのような形で地域貢献に取り組もうとされて

いるのか、企業局長にお伺いいたします。

企業局では、「地○企業局長（井手義哉君）

域貢献に資する取組の推進」を、令和３年度重

要施策の一つに位置づけておりまして、積極的

に取り組むこととしております。

具体的には、宮崎県国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会開催基金の財源として、10

億円を一般会計に繰り出すほか、発電所の施設

等が所在する市町村が取り組む地球温暖化対策

や地域活性化等の事業に対し、助成金を交付す

ることとしております。

そのほか、小水力発電導入に取り組む市町村

等に対する技術的支援や、ダム上流域の未植栽

地を水源涵養機能の高い森林として整備する

「緑のダム造成事業」などにも引き続き取り組

むこととしております。

今後とも、健全経営を維持しながら、効果的

な地域貢献に努めてまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございました。○濵砂 守議員

引き続き、新県立宮崎病院の整備状況につい

て伺います。

大正10年に開設され、今年10月で100周年を迎

える宮崎病院は、地域の中核的病院としての役

割を担っており、「第三次救急医療施設」のほ

か、多くの専門学会認定医・専門医の研修・教

育施設に指定されております。

さらには、基幹災害拠点病院として、災害発
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生時に中心的に活動する救命施設であるととも

に、県内の災害拠点病院に対し教育・指導を行

う役割も担っております。

このような様々な機能を有している宮崎病院

ですが、年内には新県立宮崎病院の建物が竣工

し、来年の開院に向けて、整備の進む新県立宮

崎病院の工事の進捗や医療機器の整備がどのよ

うな状況なのか、また、医師をはじめとする医

療スタッフの充実などについて、病院局長にお

尋ねいたします。

新県立宮崎病院○病院局長（桑山秀彦君）

は、９月末の竣工、来年１月の開院を予定して

おりますが、工事の進捗は、１月末現在で、建

設主体工事が62.0％、工事全体では46.4％であ

りまして、おおむね順調に進んでおります。

また、医療機器については、約65億円をかけ

て整備を進めておりますが、内視鏡カメラとロ

ボットアームにより、高度な内視鏡手術を可能

とし、患者の体への負担が軽減できます手術支

援ロボットの新規導入をはじめとしまして、放

射線治療装置やＭＲＩなど、診療機能強化のた

めの機器を購入する計画としております。

こうした先端医療機器や増床を行います救急

部門などの機能が十分発揮されるよう、医師や

看護師の増員など、人員体制の充実・強化にも

しっかり取り組んでまいります。

次に、新宮崎病院の病床数と○濵砂 守議員

新型コロナウイルス感染症を踏まえた整備につ

いて伺います。

先ほどの答弁によりますと、工事は順調に進

んでおり、開院に向けしっかり取り組んでおら

れるようでありますが、コロナ禍においては、

感染者の急増など現在の病院施設では対応が困

難な部分があったのではないかと思います。

そこで、新病院では、現在の病院と比較し

て、感染症病床や一般病床がどの程度整備され

るのか、また、今般の新型コロナウイルス感染

症の対応を踏まえ、新たに追加される施設につ

いて、どのようなものがあるのか、病院局長に

お尋ねいたします。

新病院の病床数○病院局長（桑山秀彦君）

は、一般病床などの削減により、現在より45床

少ない490床を整備することにしておりますが、

一方で、救急病棟の病床やＩＣＵなどを増床し

まして、高度医療、急性期医療の充実を図るこ

とにしております。

また、新型コロナにも対応する病床につきま

しては、本館に第二種感染症病床を６床、さら

に、現在の精神医療センターの建物を改修し

て、エボラ出血熱などにも対応できます第一種

感染症病床を２床、整備することにしておりま

す。

さらに、今回の新型コロナへの対応を踏まえ

まして、新病院では、本館の病棟の一部を、感

染症専用の病床に区分して使用できるよう整備

しますほか、現在の精神医療センターに整備す

る研修室を、診療・入院スペースへの転用を可

能とすることで、受入れ患者の急増にも速やか

に対応できるよう工夫をしたところでありま

す。

今後とも、本県の中核病院としての役割を

しっかり果たしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、県警察本部が今年１月○濵砂 守議員

に公表した「社会の変化に適応するための組織

体制の再編整備に係る基本方針（案）」につい

てお伺いいたします。

方針案では、治安上の課題に適切に対処して

いくために、大きく５項目が示されておりま

す。
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その中で、小規模警察署の体制の合理化や交

番・駐在所の統廃合については、全国的に交番

襲撃事件が相次いでいる状況等から、危険な現

場における警察官の職務執行力を早急に強化し

てほしいとの声がある一方で、地域の重要な治

安拠点でもある交番・駐在所の再編整備に対し

て、不安を感じる地区住民もいることと思いま

す。県全体の状況を見渡した組織体制の再編整

備も理解はできますが、地域住民の不安感の解

消等に努めることも重要だと思います。

そのような住民の不安感をどのように受け止

め、小規模警察署体制の合理化や交番・駐在所

の統廃合をどのように進めていくのか、警察本

部長にお尋ねいたします。

小規模警察署の○警察本部長（阿部文彦君）

体制の合理化は、パトロールや事件事故等への

対応等、治安維持に必要な体制は維持しなが

ら、それ以外の体制の合理化を図るものです。

交番・駐在所の統廃合は、人員を集中配置

し、危険な現場での的確な職務執行等の確保を

図るためのものであります。

交番・駐在所までの距離が遠くなった地域住

民の不安感は、昼夜を通して広域的にパトロー

ルを行う警察署のパトカーの運用体制を増強

し、迅速な現場臨場を確保することで解消でき

るものと考えております。

基本方針案は、地域の安全・安心につながる

機能強化のために策定したものであり、県警と

しましては、県全体の状況を見渡し、県民の御

理解と御協力を得ながら、組織体制の再編整備

を進めてまいります。

次に、県内における交通事故○濵砂 守議員

情勢について伺います。

昨年中は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、不要不急の外出や県をまたぐ移動の自

粛により、人や交通の流れも大きく変わったか

と思います。

そこで、昨年の交通事故の発生件数と、事故

で亡くなられた方の人数の増減について、警察

本部長にお尋ねいたします。

令和２年中の交○警察本部長（阿部文彦君）

通事故の発生件数は5,126件で、前年と比較しま

すと、マイナス1,495件、減少率は22.6％となっ

ています。

全国的にも減少傾向にあり、背景には、関係

機関・団体と連携・協働した交通安全対策の取

組により、県民の交通安全意識の向上が図られ

たことがあると考えております。また、コロナ

禍による交通量の減少も、少なからず影響して

いるものと思われます。

交通事故で亡くなられた方は36人で、前年と

比較すると３人減少しています。しかし、この

うち30人が高齢者であり、亡くなられた方の中

で高齢者が占める割合は、83.3％と過去最高の

数値となっています。この数値は、全国でも第

２位の高さであります。

次に、高齢者の事故防止対策○濵砂 守議員

について伺います。

交通事故の発生件数が減少していることは、

大変喜ばしいことでありますが、交通事故で亡

くなられた方の８割以上を高齢者が占めている

ことは、大変憂慮すべき状況にあります。

背景には、本県には中山間地域が多く、生活

のために高齢者が運転しなければならないとい

う現実があるようです。

今後さらに高齢化が進んでいくことが予想さ

れており、県警や関係機関・団体、ひいては県

民を挙げて高齢者が安心して安全に暮らせる宮

崎県の実現に向けて、取組の強化が望まれてお

ります。
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そこで、本県の高齢者の交通事故を防止する

重点的な対策のうち、今後の主な取組につい

て、警察本部長にお尋ねいたします。

本県で重点的に○警察本部長（阿部文彦君）

取り組む高齢運転者対策として、一昨年から、

高齢者御自身が運転する時間帯や場所等の運転

条件を選択する「制限運転」を推進しておりま

す。

この取組は、市町村連携型の施策として、昨

年末現在で９市６町が導入しており、本年も、

取組の定着と県下全域への拡大を図ってまいり

ます。

このほか、専門の看護師が、運転に不安を抱

える高齢者やその家族等の相談を受ける「安全

運転相談」についても、制度の周知と相談者の

状況に応じた迅速な対応を図ってまいります。

また、高齢歩行者対策として、反射材の着用

促進や、横断歩行者保護のための交通指導取締

りなど、高齢運転者と歩行者の総合的な交通事

故防止活動を推進してまいります。

それぞれに答弁いただきまし○濵砂 守議員

た。ありがとうございました。

最後になりますが、本日、この議会に出席さ

れております部局長をはじめ506名の職員の皆様

が、この３月をもって県を定年退職されると

伺っております。

退職される皆様には、長年にわたり県政発展

に御尽力いただき、誠にありがとうございま

す。深く敬意と感謝を申し上げますとともに、

今後ますますの御活躍を心からお祈り申し上げ

まして、私の代表質問を終わらせていただきま

す。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、宮崎県議会自由民主党、日高博之議

員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○日高博之議員

の日高博之でございます。私の胸につけている

シトラスリボンは、内田議員からプレゼントし

ていただいたものであります。知事がつけてい

ないのはちょっと気にはなりますが、内田議員

からもらってください。

それでは、濵砂会長に引き続き、代表質問を

行ってまいります。

まず、新型コロナウイルス感染症対策につい

てお伺いいたします。

本県では、年末からの新型コロナウイルス感

染症の急拡大に対応するため、１月７日から２

月７日までの約１か月間、県独自の緊急事態宣

言を発令し、外出や県外との往来の原則自粛

や、飲食店への時間短縮の要請等を行いまし

た。感染が一段落ついたことから、２月８日か

らは警戒レベルを１つ下げ、感染拡大緊急警報

へと移行しました。

２月24日からは、圏域ごとの感染区分は変更

されたものの、警報レベルにつきましては、感

染拡大緊急警報を継続しております。

３月、４月は移動のシーズンで人の動きが活

発になり、また５月には大型連休もあることか

ら、県民一人一人が感染拡大の防止にしっかり

と取り組んでいく必要があると考えます。

これまで知事は、いろいろなテレビや新聞、

ユーチューブなどで、県民への注意喚起を行っ

ておられますが、再び感染が拡大することがな
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いよう、県民がどういった行動をすればよいの

か、知事がもっとアピールする必要があると思

います。

そこで、県独自の緊急事態宣言について、知

事はどのように判断し、現時点でその効果をど

う認識しているのか。また、今後、感染拡大防

止のために県民はどうすればよいのか、知事に

お伺いいたします。

次に、国民スポーツ大会・全国障害者スポー

ツ大会についてお伺いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、昨年、鹿児島で開催が予定されていた国体

が延期されたことを受けて、本県で開催予定の

国スポ・障スポが１年先延ばしとなり、令和９

年に開催されることとなりました。

大会の開催に向けては、その分、準備期間が

取れるということになりますので、着実に準備

を進めていく必要があります。特に、県有主要

３施設の整備については、開会式や複数の競技

種目の開催などが見込まれ、メインとなる競技

会場でありますので、しっかりとした対応が求

められます。

また、完成後は、それらの施設を有効に活用

していくことも重要ではないかと考えます。

そこで、国民スポーツ大会に向けた県有主要

３施設の整備の進捗状況と今後の利活用につい

て、総合政策部長にお伺いいたします。

次に、国土強靱化についてお伺いいたしま

す。

近年、全国各地で毎年のように大規模な自然

災害が発生しており、今後、地球温暖化に伴う

気候変動の影響により、さらなる気象災害の頻

発化・激甚化が懸念されるところであり、本県

におきましても、様々な自然災害が相次いで発

生しており、特に昨年９月、椎葉で発生した大

規模な土砂災害は大きな被害をもたらしまし

た。

私自身、大変衝撃を受けた災害であり、残念

でなりません。改めまして、犠牲になられた方

の御冥福をお祈りいたしますとともに、被害に

遭われた皆様に、心よりお見舞いを申し上げま

す。

災害リスクの高い本県にとって、その脆弱性

を克服していくことは待ったなしの課題であ

り、県民の命と暮らしを守るために、事前の備

えとなる防災・減災対策を、緊急的かつ集中的

に進めていく必要があると考えております。

このような状況の中、国が平成30年度からス

タートさせた「防災・減災、国土強靱化３か年

緊急対策」は、令和２年度までの３年間で、約

７兆円に及ぶ事業規模で進められてきたところ

でありますが、県土整備部としてどのように取

り組んでこられたのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

以上で壇上からの質問を終わり、以下の質問

については質問者席から行ってまいります。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。県独自の緊急事態宣言発令に至った判断

や、その効果等についてであります。

年末年始からの爆発的な感染拡大によりまし

て、本県は「歴史的な危機」に直面していると

認識いたしまして、直ちに最大限のブレーキを

踏むべきであると判断したところであります。

そして、全国でも最も早いタイミングとなりま

したが、県独自の緊急事態宣言を発令し、県民

に対する外出自粛や飲食店への時短要請等を行

うことを決断いたしました。

多くの県民や事業者の皆様に対し、大変な苦

労をおかけすることから、私も胸が痛む思いが
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しておりました。しかしながら、県民の命や健

康を守ることを最優先に、何としても感染を早

期に抑え込む必要があると判断したところであ

ります。

県民の皆様の御協力によりまして、全国に比

べても急速に鎮静化することができたものと認

識しております。

今後の感染拡大防止につきましては、３月、

４月は、進学や就職、転勤など人の動きが活発

化する時期を迎えます。これまでの第１波から

第３波を考えますと、人の移動が活発化する時

期に大きな感染の波が訪れております。

十分注意が必要だと考えておりまして、新し

い生活様式の下、マスクの着用や小まめな手洗

い・手指消毒、さらには、体調が悪いときは休

み、早期に医療機関を受診するなどの基本的な

感染対策の徹底を改めてお願いするとともに、

私自身もその重要性につきまして、メディアを

はじめ、あらゆる機会を捉えて、積極的に呼び

かけを行ってまいります。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（渡邊浩司君）

えいたします。県有主要３施設の整備について

であります。

まず、都城市山之口町の陸上競技場につきま

しては、昨年12月に埋蔵文化財調査が完了した

ところであり、現在は、造成工事と併せて、県

が整備を行う主競技場及び投てき練習場の実施

設計について、最終の調整を図っているところ

であります。

次に、延岡市の体育館につきましては、昨

年12月に建物の実施設計が完了し、３月の入札

公告に向けて準備を行っているところでありま

す。

最後に、ＰＦＩ方式で整備を行う宮崎市の

プールにつきましては、昨年11月に入札公告を

行ったところであり、４月に予定しております

入札参加グループからの具体的な提案内容の受

付に向けて、必要な手続を進めているところで

あります。

いずれの施設も令和７年度の供用開始を予定

しておりまして、令和９年度の大会開催までの

間は、本県選手の競技力向上に向けた練習拠点

としてしっかり活用するとともに、大会後は、

生涯スポーツの振興や合宿誘致など、スポーツ

ランドみやざきの新たな拠点としての利活用が

図られますよう、取り組んでまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（明利浩久君）

えします。国土強靱化の取組についてでありま

す。

県では、国土強靱化基本法の制定により、

「宮崎県国土強靱化地域計画」を平成28年度に

作成した上で、ハード・ソフトの両面から、そ

れまでよりもさらに、社会インフラなどの防災

・減災対策を推進しているところであります。

加えまして、平成30年度からは、３か年緊急

対策として、重要インフラの緊急点検を踏ま

え、特に緊急に実施すべき箇所について、集中

的に取り組んでおります。

具体的には、県内158河川、約200万立方メー

トルに及ぶ河道掘削のほか、緊急輸送道路にお

ける橋梁の耐震化、物流拠点を担う重要港湾の

耐震強化岸壁の整備等を実施しております。

これらの取組により、洪水時における家屋等

の浸水被害の軽減や、災害に強い人流・物流

ネットワークの構築など、県土の強靱化は着実

に進んでいるところであります。以上でござい

ます。〔降壇〕

壇上でのコロナウイルス感染○日高博之議員
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症の質問に引き続き、お伺いいたします。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けての県

独自の緊急事態宣言の発令によって、経済活動

に急ブレーキをかけたことで、感染の減少につ

ながりました。この知事の決断につきまして

は、いろんな方面で、知事は変わったなと、ま

たは、よく決断されたなということで、称賛の

声をよく聞いているところでございます。

しかしながら、その反面、飲食店や宿泊業を

はじめとする県内経済は大きな打撃を受けてお

り、その修復は容易ではございません。

県は、昨年５月に「新型コロナウイルス感染

症経済対応方針」を策定し、感染リスクはゼロ

にならないことを前提に、感染防止と社会経済

活動の維持・再生の両立を目指すとしていま

す。

知事も常々、アクセルとブレーキという表現

を使っていますが、そろそろ経済再生に向けた

アクセルを踏む必要があるのではないかと考え

ます。

コロナ禍におきまして、新しい生活様式の導

入やソーシャルディスタンスの確保など、様々

な制約が課せられている状況にあり、今後、新

しい産業が生まれる可能性もあれば、逆に廃れ

る産業もあると思います。

地域経済や産業においては、これまでどおり

の対応では通用しない、時代の転換期を迎えて

おり、時代を先取りした対応が求められるので

はないでしょうか。

そこで、新型コロナウイルスによって打撃を

受けた県内経済の再生に向けて、今後どのよう

に取り組んでいくのか、知事にお伺いいたしま

す。

御指摘のとおり、緊急○知事（河野俊嗣君）

事態宣言によりまして、即座に最大限の急ブ

レーキをかけたところでありますが、それを

今、一定程度緩めて、今後、経済の再生・発展

に向けては、徐々にアクセルを踏むべき段階を

迎えております。地域経済や雇用を下支えする

これまでの取組に加えまして、コロナの発生に

より生じた変化や、顕在化した課題を見据えた

施策を強化していくことが重要であると考えて

おります。

このため、まずは、来年度を「デジタル化元

年」と位置づけ、行政や暮らし、産業のあらゆ

る分野でのイノベーションに取り組むととも

に、それを支えるデジタル人材の育成にも力を

入れたいと考えております。

また、新たな地方回帰の動きを捉え、本県の

魅力とリモートワークとを掛け合わせた、本県

ならではの新しい働き方についても、積極的に

推進することとしております。

さらに、身近な地域での観光ニーズに対応し

た施策の推進や、サプライチェーンの国内回帰

などの企業動向を踏まえた取組を展開するとと

もに、脱炭素や分散型社会などの進展によりま

す、社会や産業構造の変化の可能性も見据えな

がら、県内経済の早期再生とさらなる成長に、

先見性を持って取り組んでまいります。

次に、新型コロナウイルス感○日高博之議員

染症対応地方創生臨時交付金についてお伺いい

たします。

国は、地方公共団体が、地域の実情に応じて

きめ細やかにコロナ対策として必要な事業が実

施できるよう、地方創生臨時交付金の設置をし

ております。

国の３次補正で、この臨時交付金は1.5兆円が

設置され、地方単独事業分として１兆円、この

うち本県には約75億円が限度額として示されて

おります。
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内訳を見ますと、地域経済対応分約42億円、

感染症対応分約33億円となっており、感染症対

応分の中には、独自の営業時間短縮に取り組

み、協力金を支給した自治体への上乗せ分とし

て６億円程度が含まれているようです。

一方、本県では、さきの臨時会において、飲

食関連事業者等への支援金として約15億円の補

正。国に対しても、緊急事態宣言発令地域に限

らず、売上げが減少した中小企業を一時金の支

給対象とするように、県議会では丸山議長を中

心に、意見書を国に提出いたしました。また、

我々自民党県連も星原会長、中野幹事長を中心

に、他県に先駆けて党本部に要望を出しまし

た。公平な措置を求めてきた中で、この上乗せ

額では「話にはならない、不十分だ」と考えて

いるところであります。

また、来年度のコロナ対策関連事業を含める

と、本交付金の余裕はなく、今後、第４波への

対応などを考えると、財源的に大変厳しい状況

になることが心配されます。

そこで、地方創生臨時交付金の３次配分に対

する評価と、今後の交付金確保にどのように取

り組まれるのか、知事にお伺いいたします。

今回の地方創生臨時交○知事（河野俊嗣君）

付金の配分では、御指摘がありましたように、

新たに、営業時間の短縮要請等、独自の対策を

行った自治体に対して、一定の措置が講じられ

たところであります。

一方、本県は、感染の早期収束のため、独自

に緊急事態宣言を発令し、必要な対策を先んじ

て実施したものでありまして、このことによる

地域経済への影響は、国の緊急事態宣言の対象

地域と同じであり、交付金の配分においても、

同宣言地域と同様のさらなる増額措置が講じら

れるべきものと考えております。

コロナと共に生きる社会においては、今後の

感染状況に応じて適時的確に対策を打っていく

ためにも、また、ポストコロナを見据えた取組

を着実に進めていくためにも、必要な財源の確

保は極めて重要な課題だと考えております。

このため、来年度におきましても、この交付

金の措置や財政基盤の脆弱な地方への重点配分

が図られるよう、全国知事会等とも連携し、ま

た、地方税財政常任委員会委員長としての立場

でもしっかり役割を果たしながら、国とのパイ

プも十分に活用し、しっかりと働きかけてまい

ります。

次に、飲食関連事業者等の支○日高博之議員

援金についてお伺いいたします。

この支援金につきましては、先ほど質問で申

し上げましたように、国の政策的な不整合が

あったことから、十分な財源措置がなされてい

ないということは明白でございますので、今

後、国へ強く要請していただきたいと思いま

す。

しかしながら、日々、飲食店に関連する事業

者からの支援を求める声が高まる中、さきの臨

時議会において、国の判断を待たずに県独自の

支援金の支給を決定し、スピード感を持って取

り組まれていることは評価すべきものだと考え

ております。

そこで、飲食関連事業者等への支援金の現在

の取組状況などについて、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

飲食関連○商工観光労働部長（松浦直康君）

事業者等に対する支援金は、飲食店への営業時

間短縮要請により大きな影響を受けた飲食店と

直接取引のある事業者のほか、タクシー及び代

行運転事業者を対象とし、同時期の売上げが前

年より50％以上減少した事業者に20万円を支給
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するものであります。

時短営業をした飲食店との取引につきまして

は、納品書等で確認することとなりますが、そ

の他詳細については、整理ができ次第、速やか

に県庁ホームページで公表いたしますととも

に、週明けにはコールセンターを開設する予定

であります。

また、申請は郵送によるものとし、送付先は

商工会議所及び県商工会連合会としておりまし

て、来月15日を目途に受付を開始し、審査が終

了したものから、随時支給することとしており

ます。

今後、様々な機会を捉えて事業の周知を図り

ますとともに、商工団体ともしっかりと連携し

て、円滑な支給に努めてまいります。

スピード感を持ってやってほ○日高博之議員

しいなと思います。

次に、全国知事会地方税財政常任委員会のこ

とについてお伺いいたします。

知事は、昨年11月、地方税財政常任委員会委

員長に就任され、令和３年度の国の予算編成、

税制改正等に当たり、地方の実情や地方の求め

る施策について、知事会を代表して、総務大臣

や地方創生担当大臣はもとより、我が自民党の

三役、税制調査会の主要議員にも短期間に複数

回、提案・要望を伝えられたと伺っておりま

す。

宮崎県知事として、連日、コロナ対策、補正

予算編成等の陣頭指揮を執りながらの知事会用

務でありますが、その激務たるや察するに余り

あります。

地方は今、感染症対策をはじめ、防災・減

災、国土強靱化、そして人口減少対策の最前線

に立ち、日々、住民の命や暮らしに向き合い、

奮闘しております。

全国知事会会長の飯泉徳島県知事も、不退転

の決意でこの３つの国難に正面から向き合う旨

を発信されております。

本県にとっても、宮崎の取組を政界の要人や

中央省庁、報道を通じて全国にアピールする、

得難い機会であります。

税・財政は、行政の全ての分野に関係する基

盤中の基盤であり、その安定なくして、地方は

おろか、地方の総体である我が国の安定はあり

得ません。

地方のため、知事は、全国知事会の地方税財

政常任委員会委員長としてどう取り組んでいく

のか、お伺いいたします。

地方税財政常任委員会○知事（河野俊嗣君）

では、地方の安定的な行財政運営に必要な地方

交付税などの一般財源の確保・充実を図るとと

もに、偏在性が少なく税収が安定的な地方税体

系を構築するために、地方を代表して、政府・

与党に提言等を行っているところであります。

私は、委員長就任以来、度々上京して、政府

・与党の幹部に直接地方の声を届け、来年度の

地方交付税や新型コロナ対策の国交付金の確保

等につなげてまいりました。

今回の新型コロナ対策では、宮崎県知事とし

て、地方の実情に沿って率先して、県独自の緊

急事態宣言や、飲食店取引等に対する支援を決

断したところでありますが、これは、こうして

認められた国の財源を有効活用し、ちゅうちょ

なくコロナ対策を打っていくという意味におい

て、全国の取組に先鞭をつける意義もあったも

のと認識しております。

来年度は、感染対策や地域経済対策等の財源

確保に加えまして、令和４年度以降、団塊の世

代が75歳に達し、医療・介護の経費が大幅に増

加する中で、今後の地方一般財源総額の取扱い
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を議論する重要な年となります。

引き続き、全国の声を十分に伺い、知事会長

や各常任委員会委員長と共に、地方の先頭に

立って、様々な地方全ての住民生活を守るた

め、地方税財源の確保・充実に全力を尽くして

まいります。

石橋を壊して渡ることの必要○日高博之議員

なときも、当然ございます。しかしながら、

やっぱり国に対して、指摘するところは指摘し

ていく、場合によっては「宮崎県が国をも動か

す」ということも必要です。

そして、郡司副知事も言われていましたが、

知事には内に秘めた闘志はあるんですよね。で

も、それよりも積極的なリーダーシップを県民

は大いに求めていると、私は肌感覚で思ってお

りますので、河野常任委員長、よろしくお願い

いたします。

次に、新型コロナウイルス感染症の変異株の

検査体制についてお伺いいたします。

全国的に新型コロナウイルス感染症の変異株

が確認されたとの報道がある中、最近では、鹿

児島県において変異株が確認されたとの報道が

あったところでありますが、変異株は従来のウ

イルスよりも感染力が強いとも聞いており、今

後の感染拡大につながりかねないと懸念してい

るところであります。

そこで、本県における新型コロナウイルス感

染症の変異株の検査体制について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

新型コロナの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

変異株につきましては、現在のＰＣＲ検査機器

を用いて検査することができますが、専用の試

薬が必要であります。

先般、国から試薬の作製基準等が示され、現

在は、本県においても衛生環境研究所で検査が

できる準備が整ったところであります。

なお、この検査で変異株の疑いが確認された

際には、国立感染症研究所に検体を送付し、最

終的には国において確定することとなっており

ます。

混乱のないようにお願いしま○日高博之議員

す。

次に、新型コロナウイルス感染症に係る宮崎

市郡医師会病院の旧施設の利活用についてお伺

いいたします。

昨年８月に生目の杜に移転した宮崎市郡医師

会病院について、県医師会は昨年６月、「病院

移転後の旧施設を新型コロナウイルス感染症専

門病院とすることの検討」を知事へ要望してお

ります。

その後、昨年10月に、県、宮崎市、宮崎市郡

医師会の３者で、新型コロナ対策に関する協力

協定が締結され、旧施設は、国の緊急事態宣言

が出されて以降に、県が新型インフルエンザ等

特別措置法に基づく「臨時の医療施設」を開設

する施設とされました。

特措法の改正により、国の緊急事態宣言前で

も「臨時の医療施設」の開設が可能となりまし

たが、旧施設の活用については、人員の確保が

ハードルとなっているとの報道もありました。

そこで福祉保健部長に、宮崎市郡医師会病院

の旧施設について、その利活用と人員確保の状

況をお伺いいたします。

宮崎市郡医師○福祉保健部長（渡辺善敬君）

会病院の旧施設につきましては、昨年10月に締

結した県、宮崎市、宮崎市郡医師会との協力協

定におきまして、県が、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づき、「臨時の医療施設」

を開設する施設として位置づけております。

第３波では、認知症や要介護度の高い方を含
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む高齢者の入院が多く、１人の患者に看護師が

複数人で対応するなど、医療機関の負荷が大き

くなっており、新型コロナの医療体制全体にお

いて、必要な人員確保が厳しくなっておりま

す。

今後、感染拡大防止対策の徹底を図るととも

に、医師会、看護協会と連携し、新型コロナの

医療体制全体における人員の確保に努めなが

ら、旧施設に必要な機能や人員確保の在り方に

ついても、引き続き関係医療機関等と協議をし

てまいりたいと考えております。

第３波においては、認知症や○日高博之議員

要介護度の高い方を含む高齢者の入院が多く

なっており、１人の患者に看護師が複数人で対

応したりするなど、新型コロナウイルスの医療

体制全体において、必要な人員確保が厳しく

なっているとのことでありました。

新型コロナに係る人員をいかに確保していく

か、これは大きな課題であります。

こうした中、県医師会において、年末からの

新型コロナ患者の急増を受け、県看護協会と連

名で、新型コロナ患者を受け入れている医療機

関や宿泊療養施設を支援するため、新たな感染

者の入院受入れや、回復者の入院受入れ、医療

スタッフの派遣に係る協力について、各医療機

関に対し、１月９日付で緊急のアンケート調査

を実施されております。

延岡、日向地区においては、アンケート調査

が実施される前から、地元医師会が中心とな

り、延岡の宿泊療養施設に医師、看護師を派遣

していたと伺っておりますが、今回、県医師会

が実施した「新型コロナ感染症患者急増に対応

するための緊急調査」の結果はどうだったの

か、その結果に対する認識について、福祉保健

部長にお伺いいたします。

県医師会にお○福祉保健部長（渡辺善敬君）

きましては、県内の患者急増を受け、県看護協

会とともに、患者の入院受入れや医療スタッフ

の派遣につきまして、各医療機関に緊急調査を

実施しております。

調査の結果、感染症指定医療機関等に入院

後、ＰＣＲ検査で陰性が確認された患者で、引

き続き入院管理が必要な患者の受入れや、医療

スタッフの派遣など、57医療機関から、何らか

の協力の申出がなされております。

この調査結果を受けて、県看護協会の調整に

より、新たに２医療機関から３名の看護師を延

べ14回、宮崎市内の宿泊療養施設へ派遣がなさ

れるなど、医療体制の確保に有効な取組であっ

たものと認識しています。

しかしながら、結果はといい○日高博之議員

ますと、「軽症の新型コロナ患者であれば受入

れが可能である」とか、「新型コロナ患者以外

の業務なら看護師を派遣してもいい」など、

レッドゾーンに入るのは駄目だという回答で

あったとお聞きしております。

これでは、年末からの感染の急拡大により、

介護が必要な高齢患者や重症患者の受入れで増

大した医療機関の負担を軽減することにはつな

がらないと思います。

そこで、新型コロナウイルス感染症患者の新

たな入院病床等の確保について、県医師会アン

ケート調査の結果に対する県の対応を、福祉保

健部長にお伺いいたします。

御指摘のアン○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ケートを踏まえた調整の結果、新たに１医療機

関に、新型コロナ患者の受入れ機関となってい

ただきました。

他方で、これまで重ねてきた協議の結果、既

に患者を受け入れている医療機関に増床いただ
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き、県全体で28床が増加し、現在274床の受入れ

病床を確保できたところです。

ただし、受け入れる医療機関に負荷のかかる

患者が増加すると、この病床数でも十分とは言

えない状況となることから、重症化リスクの高

い高齢者や基礎疾患を持つ方々が感染者となら

ないよう、急所を押さえた啓発や感染防止対策

を継続してまいります。

なかなか答えが見つからない○日高博之議員

と思います。

あのときに看護協会の会長が、「感染しない

ことが医療従事者への最大のエール」と。その

一言に尽きるのかなと考えております。

次に、新型コロナウイルス感染症について

の、職場に復帰する基準をお伺いいたします。

新型コロナウイルスの感染者は、発症日か

ら10日たてば、退院または宿泊療養施設から退

所できるとされておりますが、濃厚接触者につ

いては、感染者と最後に接触した日から２週間

たてば職場に復帰できるとされております。

しかし、なぜ、両者の日数が異なるのか、正

しく理解している県民は少ないと思います。現

に、宿泊療養施設を退所した方が、職場に復帰

する際に念のために検査をしたところ、陽性で

あったという話を聞きました。

県民や社会の方々に対しては、正しい情報を

基に正しく理解していただかないと、県民の方

も安心して職場に復帰はできないし、また、会

社にとっても大丈夫だろうかと、不安に思って

も仕方がありません。

そこで、新型コロナウイルス感染症に感染し

た人の入院や療養の解除に関する国の基準はど

うなっているのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

国の退院基準○福祉保健部長（渡辺善敬君）

では、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽

快後72時間を経過した場合には、ＰＣＲ検査を

しなくても退院ができることとなっておりまし

て、本県でも、この基準に沿って同様に判断を

しております。

これは、ＷＨＯなど国内外の知見によると、

発熱等の症状が出てから７日から10日程度たつ

と、新型コロナの感染性は急激に低下し、人に

感染させる可能性は極めて低いことが分かって

きたためです。

このことから、退院・退所される方に対しま

しては、退院後４週間は健康観察等をお願いし

ておりますが、仕事等への復帰は可能とされて

おります。

こうした情報を基に、事業主や県民の皆様が

正しく理解できるよう、より周知を徹底してま

いります。

ホームページで周知をしてい○日高博之議員

ただいておりますが、県民の方が安心して職場

に復帰できるような、事業者などへのさらなる

周知をお願いしたいと思います。

次に、中小企業の経営改善についてお伺いい

たします。

県内中小企業は、新型コロナの影響により大

幅な売上げ減少を余儀なくされ、何とか事業を

継続するため、やむを得ず借入れをしたところ

であります。

その結果、過剰な債務を抱えた状況となって

いる企業もあろうかと思います。今後、本格的

な返済が始まることになり、厳しい経営環境の

中で、大変苦労や心配をされております。

そこで、借入金返済の課題を抱えた中小企業

の経営改善について、今後、どのように支援し

ていくのか、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。
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融資後の○商工観光労働部長（松浦直康君）

企業支援につきましては、これまでも金融機関

や再生支援協議会等により、個別の支援が行わ

れているところでありますけれども、今回の新

型コロナに伴い融資額が増加しておりまして、

その対応が必要となっております。

このため、先般、県と信用保証協会が事務局

となり、金融機関、商工団体、再生支援協議会

等で組織する「中小企業支援ネットワーク」を

再構築いたしまして、関係機関が一丸となって

支援していくことを確認したところでありま

す。

今後、関係機関のノウハウの共有や情報交換

等を行いながら連携を強化し、企業の実情に応

じて、迅速な返済猶予や複数の金融機関による

調整、あるいは専門家を活用した経営改善計画

策定など、最適で効果的な支援策を提供できる

よう取り組んでまいります。

次に、雇用問題についてお伺○日高博之議員

いいたします。

まず、新型コロナウイルス感染症の影響下に

おける有効求人倍率や新卒求人の内定状況など

雇用情勢の現状について、商工観光労働部長に

お伺いいたします。

昨年12月○商工観光労働部長（松浦直康君）

の県内の有効求人倍率は、前年同月比で0.18ポ

イント低い1.20倍となっておりますが、全国と

比べると、この数字は0.14ポイント高くなって

おります。

次に、県内の新規学校卒業者の就職内定率

は、新型コロナウイルス感染症の影響によりま

して、企業の採用活動に遅れが見られることな

どから、12月末時点で大学生、短大生等が68.8

％と、前年同月比で3.8ポイント低くなっており

ます。また、例年より１か月遅れて10月中旬か

ら就職活動が始まりました高校生について

も、91.0％と前年同月比で3.2ポイント低くなっ

ております。

感染症が収束しない中、雇用情勢は予断を許

さない状況が続いておりますので、県といたし

ましては、引き続きその推移を見守りながら、

また、宮崎労働局などと連携しながら、新規学

卒者をはじめ、様々な求職者の就職活動を支援

してまいります。

答弁にありましたように、本○日高博之議員

県の有効求人倍率は全国を上回っており、首都

圏などの都市部と比べれば、新型コロナウイル

ス感染症の影響は小さいのかもしれません。

しかしながら、今年に入り、本県独自の緊急

事態宣言が発せられてからは、飲食・宿泊業を

中心に様々な分野でさらに大きな打撃を受けて

おり、とりわけ、アルバイトやパートタイムな

ど労働条件が不安定な非正規雇用労働者への影

響が懸念されます。

国においては、雇用の維持に努力されている

事業主の方へ雇用調整助成金を支給しており、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、そ

の内容を大幅に拡充するとともに、申請手続の

簡素化を講じています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り休業させられた中小企業の労働者のうち、休

業手当の支払いを受けることができなかった方

に対し、「新型コロナウイルス感染症対応休業

支援金・給付金」を支給しています。さらに、

大企業で働く非正規雇用労働者についても一部

対象となる予定です。

これらの助成金等は、営業時間短縮などによ

り勤務シフトが減少したアルバイト等も、要件

を満たせば対象となるとのことですので、広く

周知し、活用促進を図る必要があると思いま
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す。

そこで、本県における雇用調整助成金及び新

型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付

金の活用状況はどうなっているのか。また、活

用推進に向けた県の対応について、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

宮崎労働○商工観光労働部長（松浦直康君）

局によりますと、１月25日現在の雇用調整助成

金の支給決定は、累計で１万1,600件余で、金額

では約93億6,000万円、また、労働者個人が直接

申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休

業支援金・給付金」は、累計で2,900件余、約１

億8,000万円であり、一定の活用は図られている

ところであります。

しかしながら、特に、昨年新設されました支

援金・給付金につきましては、情報が十分に行

き渡っていない可能性もあると考えておりまし

て、弱い立場にある非正規雇用労働者などに対

して情報を届けることが、最も重要であると考

えております。

このため県では、これまで専門家による相談

対応や、県内事業者向けの広報紙、県庁ホーム

ページ等により、支援金等の活用を呼びかける

などの取組を行ってまいりましたが、今後も引

き続き労働局と連携しながら、より一層の周知

に努めてまいります。

これまで、新型コロナ感染が○日高博之議員

繰り返し拡大・収束する中、感染拡大防止と社

会経済活動の維持のバランスを取り、試行錯誤

しながら、度重なる補正予算により経済対策を

行ってきたところであります。

ただ、経済の回復には一定期間が必要であり

ますことから、これからもきめ細やかな継続し

た支援が重要であると考えております。

このような中で、来年度の当初予算が示され

ました。当初予算について、商工観光労働部長

はどのような考えで事業構築したのか、その思

いについてお伺いいたします。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナによりまして、県内事業者や県内経済が甚大

な影響を受けておりますことから、来年度にお

きましても、経済の回復を図ることが最優先の

課題であると考えております。

このため、商工観光労働部の当初予算案で

は、資金繰り支援など事業継続や雇用維持のた

めの対策のほか、感染収束後の観光キャンペー

ンなどの需要喚起策、またデジタル化の推進な

ど、ポストコロナを見据え、県内事業者の成長

を後押しする事業にも取り組む予定としており

ます。

さらにコロナ対策以外にも、若者の県内就職

の促進や事業承継、商工会の機能強化など、直

面する課題に対し、しっかりと対応してまいり

たいと考えております。

今後も国や市町村と連携し、これらの事業の

効果的な実施を図りながら、県内経済の回復に

努めてまいります。

もういきなりＧｏ Ｔｏ キャ○日高博之議員

ンペーンとはいかんわけですね、今の状況で

は。

だから、やはりきめ細やかな継続で、どれだ

け県が支えていくか、そして収束後に、どれだ

け大きく対策を打てるかですので、部長、よろ

しくお願いいたします。

次に、プロスポーツキャンプについてお伺い

いたします。

今年の春季キャンプは、プロ野球もＪリーグ

も無観客での実施となりました。

今年はコロナ禍のキャンプで、無観客の実施

はやむを得ないものと考えますが、長年、本県
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でキャンプを行ってきた広島東洋カープ１軍、

川崎フロンターレのキャンプが共に沖縄で行わ

れたことを、県としては重く受け止める必要が

あると思います。

年々、施設が充実し、受入れノウハウが蓄積

されている沖縄は、大変強力なライバルであ

り、広島東洋カープの１軍キャンプについて

は、コロナ対策で今年に限って、１軍は沖縄、

２軍は日南とされたと聞いておりますが、今

年、沖縄で期間通してキャンプが行われるのは

事実でありますから、このままキャンプ地移転

につながらないのか、巨人軍も怪しい状況かな

と危惧をしているところでございます。

こうした中、長年培った信頼関係によって受

入れを行ってきたプロスポーツキャンプであり

ますので、私は、やはり人間関係が重要である

と考えます。

来年に向けて、知事がしっかりと、本県で

キャンプを行う球団やチームにトップセールス

をして、フェース・ツー・フェースで、「来年

は必ず宮崎で実施してください」という強い

メッセージを発していただくなど、積極的な姿

勢を伝えることが大切であると考えます。

そこで、今年のプロスポーツキャンプの状況

を踏まえ、今後の取組が重要であると思います

が、知事の考えをお伺いいたします。

この春の時期のプロス○知事（河野俊嗣君）

ポーツキャンプは、毎年80万人を超える観客が

訪れまして、キャンプ等の様子が連日全国に発

信されるなど、本県にとって観光誘客や情報発

信に大きな影響のある大事なイベントと考えて

おります。

今年は、新型コロナ感染症予防の観点から、

残念ながら無観客となりましたが、ほとんどの

チームが例年どおり本県で実施していただいて

いることは、各チームとの間で長年培ってきた

相互の信頼関係の結果であると、大変ありがた

く感じております。

私としましても、自ら球団等のトップに直接

お会いして、キャンプ地宮崎の熱意を伝えるこ

とが非常に重要と考えておりますので、広島東

洋カープの１軍キャンプをはじめ、来年はキャ

ンプ地のにぎわいが取り戻せるよう、先頭に

立ってしっかりと取り組んでまいります。

議員におかれましても、球界との太いパイプ

を活用して後押しを賜りますよう、お願い申し

上げます。

頑張ってまいります。○日高博之議員

続きまして、プロ野球やＪリーグが毎年集う

プロスポーツのキャンプ地としての着実な取組

と併せて、スポーツランドみやざきのさらなる

レベルアップに向けた取組も必要だと思いま

す。

一昨年、ラグビーワールドカップ日本大会に

合わせて日本代表、イングランド代表が本県で

合宿を行い、いずれのチームもすばらしい結果

を残され、本県の合宿環境を高く評価いただい

たと聞いております。

また、東京オリンピックの予選の一つである

ワールドサーフィンゲームスも開催され、国内

外にスポーツランドみやざきを大いにＰＲでき

たと思います。

こうしたラグビーやサーフィンのビッグイベ

ントにより、本県の優れたスポーツ環境がク

ローズアップされました。

そして、いよいよ今年は東京オリンピック・

パラリンピックの年となり、本県でも複数の海

外代表チームの事前合宿が予定されています。

これを一過性のイベントに終わらせることな

く、こうしたビッグイベントの経験を踏まえた
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次なる戦略が大変重要であります。

そこで、東京オリ・パラ後を見据えた、ス

ポーツランドみやざきのさらなる進化に向けた

今後の取組について、知事の思いをお伺いいた

します。

県では、2019年ラグ○知事（河野俊嗣君）

ビーワールドカップ等のゴールデン・スポーツ

イヤーズを契機としまして、スポーツランドみ

やざきをさらに一段と高い次のステージへと進

化させる、これを重点施策の一つに掲げまし

て、数多くの国内外代表チームの合宿や、サー

フィンやトライアスロンなど国際スポーツ大会

の受入れを積極的に進めてきたところでありま

す。

こうした中、これまで本県で合宿を行った代

表チーム等から、本県の優れたトレーニング環

境、おもてなしの対応、また、「結果の出る宮

崎」ということで、高い評価をいただいている

ところであります。また、海外のサーフィン関

係者から、とても親切で配慮の行き届いた対応

についても高い評価をいただいたということも

伺っております。

近年、スポーツメディカルサポート機能の充

実等、トップチームに対応した受入れ体制の充

実も進んできておりまして、さらなる手応えを

感じております。

こうした成果を今後の県勢発展につなげてい

くため、東京オリンピック・パラリンピック代

表チームの事前合宿にしっかり対応するととも

に、2023年のラグビーワールドカップや2024年

のオリンピック・パラリンピック等も見据え、

「国際水準のスポーツの聖地みやざき」とし

て、確固たる地位を築くべく取り組んでまいり

ます。

ただ一つ整っていないのが、○日高博之議員

グラウンドですね。あそこは十分環境があるの

に、グラウンドがあれば、もうこれは……。

サッカーとかラグビーは、宿泊所とグラウンド

が近いほうがいいんですね、途中で休んだりす

るので。その辺も考えて、今後、第２のスポー

ツランドの拠点ぐらい大きく出て、頑張ってく

ださい。お願いします。

次に、ワクチン接種についてお伺いいたしま

す。

医療従事者に対するワクチン優先接種が始

まっておりますが、ワクチン接種は、新型コロ

ナ対策の切り札として、県民が大きな期待を寄

せています。

県民が安心してワクチン接種を受けられるよ

う、県や市町村、医療機関等が連携して準備に

取り組む必要があると思いますが、ワクチンの

住民接種を進めるための県のロードマップはど

うなっているのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

ワクチン接種○福祉保健部長（渡辺善敬君）

につきましては、３月に医療従事者が始まり、

４月以降から高齢者に対して開始される見込み

となっております。

住民接種を行う市町村では、各地域の実情に

応じて、集団・個別接種などの接種方法の設

定、接種会場や医師・看護師等の確保などが進

められております。

県では、これまで知事と市町村長によるウェ

ブ会議や、担当職員による会議などを通じて意

見交換を実施したほか、さらに、県プロジェク

トチーム内に市町村の相談窓口担当を設置しま

して、進捗状況を確認しながら市町村の接種体

制づくりを支援しております。

また、県医師会や郡市医師会に対して、会議

への参加や直接訪問等により協力を依頼してま
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いりました。

国からの情報が少ない中、課題も抱えており

ますが、各市町村において円滑な住民接種が実

施できるよう、支援に工夫を重ねてまいりま

す。

国からの情報が少ない中で、○日高博之議員

接種体制づくりに苦労されているとのことです

が、先日開催された市町村とのウェブ会議にお

いても、「ワクチンがどれだけ入ってくるのか

分からない。情報が不足している。少しでも正

確な情報が欲しい」といった声があったという

ふうに聞いております。

ホームページを立ち上げられたと聞いたんで

すが、それは別として、今回、ワクチン接種

は、令和３年度の最も重要な事業の一つである

と考えます。この一大プロジェクトを円滑に進

めるために、県が正確な情報をいち早く入手

し、迅速に市町村や県民の皆様に提供すること

が重要であります。また、実務を担う市町村や

医療現場の課題を吸い上げ、国に適切に要望等

を行うことも必要であります。

このような中、県は令和３年度の組織改正案

を発表されました。その中に、広域的な連携や

調整を行う体制を強化するために、総合政策部

内に部長級の新たなポスト「政策調整監」を設

置するというものがあります。

知事は、昨年11月に全国知事会の地方税財政

常任委員会の委員長に就任され、地方団体の代

表として、国に対して積極的に提言をされてい

るところですが、今回の政策調整監の設置は、

新型コロナウイルスのワクチン接種という喫緊

の課題に直面している今、まさに時宜を得たも

のと考えております。

新型コロナウイルスのワクチン接種の対応を

充実させるためにも、この政策調整監に存分に

活躍してもらわなくてはなりません。

新たに設置する政策調整監の役割や意義につ

いて、知事の思いをお伺いいたします。

全国知事会の地方税財○知事（河野俊嗣君）

政常任委員会委員長として、地方を代表しまし

て政府・与党に提言等を行う中で、国と地方が

より連携を密にすることによりまして、人口減

少問題や激甚化する自然災害への対応を図って

いく、これはもちろんでありますが、本県とし

ても、これまで以上に全国知事会や九州地方知

事会等の広域的な枠組みを活用しながら、県独

自の施策を立案・推進していく必要性を強く感

じたところであります。

このため、地方税財政常任委員会に関する業

務をはじめ、広域的な連携や調整を行う体制強

化を目的に、新たに政策調整監を設置すること

としたものであります。

御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症

対策などの全国的な課題の解決に当たりまして

は、国や他の都道府県、市町村との一層の連携

強化が重要となりますので、政策調整監には、

担当部局との十分な連携の下、全国知事会など

の広域的な枠組みを活用した、施策の推進や情

報収集・分析などを担わせたいと考えておりま

す。

大いに期待しておりますの○日高博之議員

で、政策調整監、誰になるか分かりませんが、

ぜひよろしくお願いいたします。

次に、重症化リスクの高い高齢者施設の入所

者についても、優先接種が受けられるようです

が、日々、入所者の日常生活の援助を行う介護

職員は、優先接種の対象には含まれないので

しょうか。

今回の第３波では、高齢者施設の従事者が、

会食を通じて気づかずに感染し、その後、職場
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である施設内で感染拡大を招いた事例など、多

くのクラスターが本県では発生しました。

集団感染が発生した場合のリスクを考えれ

ば、入所者だけでなく、直接入所者と接する機

会の多い施設職員も一緒に接種するべきだと思

います。

このことは、ワクチン接種の取組の中でも重

要な論点だと思いますが、知事の考えをお伺い

いたします。

ワクチン接種につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、当面、確保できるワクチンの量に限り

がありますことから、順次、高齢者から接種し

ていく段取りとなっております。

御指摘のとおり、高齢者と高齢者施設の従事

者の接種順位は異なっておりますが、国は、施

設内クラスター対策のより一層の推進のため、

市町村及び施設の双方の体制が整うなど、一定

の要件を満たす高齢者施設におきまして、施設

内で入所者と同じタイミングで従事者の接種を

行うことができる特例を設けております。

県では、クラスター防止に有効であるという

考えから、入所者と従事者の同時接種につい

て、市町村に促す旨の通知を発出したところで

ありまして、今後、その方向で推進してまいり

ます。

ぜひ、その辺をよろしくお願○日高博之議員

いいたします。

しかし、デイサービスとか訪問介護、ショー

トステイは対象外なんです。これで本当にいい

のかと思うんですよね。併設型のデイはオー

ケーですよ、併設しないデイは駄目ですよと、

こういう不整合なこと、何かもう、何回も同じ

ことを国は繰り返しておりますが、これではし

ようがありません。

この質問について、もっと深く入ってやりた

いんですが、一般質問で日髙陽一議員が深くさ

れるということですので、そちらのほうに期待

したいと思います。

次に、第35回国民文化祭みやざき2020、第20

回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会につい

てお伺いいたします。

本県で初めての開催となるこの大会は、新型

コロナウイルスにより、会期を令和３年７月に

変更されたところでありますが、今月８日、知

事から出演者など大会プログラムについて発表

がありました。

大会の開会式では、延岡市出身のメダリスト

である松田丈志さんが総合司会を務めるなど、

本県にゆかりのある著名人の方々に出演いただ

くほか、私の住む日向市が生んだ歌人「若山牧

水」をテーマとした、現地で体験できるプログ

ラムも企画されており、私も大会を心待ちにし

ております。

そのほかにも、107日間に及ぶ大会期間中は、

県内全ての市町村で、各地域の特色を生かした

多種多様な文化芸術プログラムが予定されてお

ります。

国文祭・芸文祭の開催に向けた現在の進捗状

況と、大会開催にかける知事の熱い思いをお伺

いいたします。

国文祭・芸文祭が１年○知事（河野俊嗣君）

延期されたところでありますが、今年度も、本

大会に向けた機運醸成を図るため、「さきがけ

プログラム」を開催しております。多くの皆様

に、様々な文化芸術に触れていただくととも

に、出演者からは、コロナの影響で活動の機会

が減る中、表現できる喜びの声も伺っていると

ころであります。

来年度行われます本大会におきましては、市

町村や文化団体など、大会関係者の御協力の
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下、県内全ての市町村で、約140のプログラムを

実施することとしております。現在、参加者や

作品の募集等、準備を鋭意進めているところで

あります。

先日、ある医療関係者から、重い障がいを抱

えた方が演劇に挑戦する、国文祭・芸文祭の機

会を捉えて、ぜひ、それを成功させていきたい

ということで、とても熱意を持って取り組んで

おられるという話を伺って、すばらしいことだ

なと考えたところであります。

文化芸術は、私たちに安らぎと勇気を与え、

そして励ましてくれるものであります。人と人

とのつながりが難しくなった今、地域で育まれ

てきた文化芸術には、私たちの心を一つにする

力があると考えております。

この大会が、コロナ禍からの復興の光となり

ますよう、大会の成功に向けて、県民一丸と

なって取り組んでまいります。

ありがとうございます。○日高博之議員

さて、国文祭・芸文祭の大会期間中は、県内

外から多くの方が参加を予定されております。

ワクチン接種の準備も進められております

が、皆さんが大会に安心して参加し、心から本

県の文化芸術を堪能していただくためには、新

型コロナウイルスへの対策をしっかりと準備す

る必要があると考えます。

そこで、感染症対策を含めた新型コロナウイ

ルスへの対応について、総合政策部長にお伺い

いたします。

国文祭・芸文○総合政策部長（渡邊浩司君）

祭の安全かつ円滑な運営のためには、新型コロ

ナへの対応は大変重要であると考えておりま

す。

このため、各プログラムの実施に当たりまし

ては、政府が示しております基本的対処方針や

業種別のガイドラインを遵守するとともに、状

況に応じて、さらなる安全対策を講じていくこ

ととしております。

また、国文祭・芸文祭に向けた機運醸成を目

的に、今年度「さきがけプログラム」といたし

まして、様々な文化芸術プログラムを展開して

おりますが、これらの運営を通じ、入場時の検

温や消毒の徹底などの感染症対策に加え、オン

ライン配信などのノウハウを得ておりまして、

来年度の大会本番に生かしていくこととしてお

ります。

今後とも、市町村や文化団体と情報共有を図

りながら、感染症対策に万全を期すとともに、

御参加いただく多くの皆様が、安心して楽しむ

ことができる環境づくりに努めてまいりたいと

考えております。

ワクチンが７月までに打ち終○日高博之議員

わるといいんですけど。それは不可能でしょう

けど。

次に移ります。ここから、令和３年度からス

タート予定の各種計画について、順次お伺いい

たします。福祉保健部長、12問連発でいきます

ので、よろしくお願いします。

まず初めに、宮崎県地域福祉支援計画につい

てお伺いします。

我が国は、急速な人口減少及び少子高齢化、

ライフスタイルの変化による核家族化の進行に

より、地域の相互扶助や家族同士の助け合いな

ど、人と人との支え合いの基盤が弱まってきて

おります。

人情味あふれる県民性であると言われている

本県にあっても、伝統的な助け合いの機能は弱

まりつつあり、地域福祉を取り巻く現状も変化

してきているのではないかと考えます。

県においては、地域福祉の担い手の育成や地
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域福祉サービスの基盤づくりなど、地域福祉の

推進に取り組んできたことと思いますが、この

ような変化に対応した、新たな第４期宮崎県地

域福祉支援計画のポイントについて、福祉保健

部長にお伺いいたします。

地域福祉を取○福祉保健部長（渡辺善敬君）

り巻く状況は変化しておりまして、多様な主体

が連携し、お互いを補い支え合うことが重要と

なっております。

このような中、国では、「地域共生社会」の

実現を掲げ、本年４月には新たに、重層的支援

体制の整備などを盛り込んだ改正社会福祉法が

施行されます。重層的支援体制とは、介護と育

児のダブルケアなど複合化する住民の課題に、

属性や世代を問わない支援を行うものです。

県では、法改正に対応した第４期計画の基本

理念として、「ともに支え合い、自分らしく活

躍できる 地域共生社会の実現」を掲げまし

て、「体制づくり」「多様な担い手づくり」

「ともに支え合い、助け合う地域づくり」の３

つを基本目標に、災害福祉支援ネットワークの

整備などの新たな施策も盛り込み、地域福祉を

推進してまいります。

基本理念は、「ともに支え合○日高博之議員

い、自分らしく活躍できる 地域共生社会の実

現」ということですが、地域共生社会を実現し

ていくために、今後どのようなことに取り組ん

でいくのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

地域共生社会○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の実現のためには、従来からの地域福祉関係者

はもとより、住民一人一人が地域の問題に関心

を持ち、ＮＰＯやボランティアまで幅広く地域

福祉の担い手として参画し、地域づくりに関

わっていくことが必要です。

このため、３つの基本目標のうち「体制づく

り」につきましては、地域共生社会の意識醸成

や、市町村における包括的な支援体制の整備な

ど、「担い手づくり」については、人材の確保

と資質の向上や、みやざき地域見守り応援隊な

どの多様な担い手の育成など、「地域づくり」

については、地域福祉の推進や災害時における

福祉的支援の充実などに取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、宮崎県自殺対策行動計○日高博之議員

画についてお伺いいたします。

本県は、全国でも自殺が多いと言われていま

す。県においても、様々な取組をしてきたもの

と思いますが、厚生労働省の統計によれば、令

和元年の自殺死亡率は全国ワースト８位、警察

庁の統計によれば、昨年の自殺死亡率は全国

ワースト３位と、依然として高い状況にあり、

多くの県民の貴い命が自殺により失われていま

す。

そこで、これまでの自殺対策の成果や課題を

踏まえた、令和３年度からの第４期宮崎県自殺

対策行動計画のポイントについて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

県では、自殺○福祉保健部長（渡辺善敬君）

対策の推進体制など基盤の強化を図りながら、

普及啓発などの一次予防、相談対応などの二次

予防、自殺未遂者の支援などの三次予防の各段

階ごとに、官民が連携して施策を展開してきた

結果、一定の成果があったと考えております。

令和３年度からの第４期計画では、最新の自

殺の傾向等にしっかりと対応していくため、職

場におけるメンタルヘルス対策や、ＳＯＳの出

し方に関する教育などの施策も含め、81の施策

を盛り込んでおります。

施策の実施に当たりましては、これまでの総
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合的な自殺対策を着実に推進するとともに、子

ども・若者に対する支援や生活困窮者に対する

支援など、新たな課題に対する取組を強化して

まいります。

新型コロナの影響で、経済的○日高博之議員

な悩みを抱える方、心が疲れている方が増えて

いるのではないでしょうか。中には、死にたい

ほど思い詰めてしまい、死を選んでしまう方も

いるのではないかと心配をしております。

報道によりますと、令和２年の自殺が増加し

ているとのことですが、現状と今後の取組につ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

警察庁自殺統○福祉保健部長（渡辺善敬君）

計の暫定値によりますと、本県の令和２年の自

殺者は227人、前年比26人増であり、極めて重く

受け止めております。

国の自殺対策の指定法人の分析は、新型コロ

ナの影響による経済的なダメージや心身の負

担、有名人の自殺報道などが自殺の増加に影響

していると指摘しております。本県でも、電話

相談でそのような声が寄せられており、自殺の

原因・動機の特定は難しいものの、この分析と

同様の状況が推測されます。

本県の自殺者では20～40歳代の女性、30歳代

までの若者などが増加いたしました。このた

め、女性や若者を対象とした情報発信や啓発の

強化、相談会の回数増加などに、経済分野をは

じめ様々な関係機関と連携しながら、真摯に取

り組んでまいります。

自殺と聞くと、本当に心が痛○日高博之議員

みます。全力を挙げて自殺者が一人も出ないよ

うにお願いしたいと思います。

次に、宮崎県高齢者保健福祉計画についてお

伺いいたします。

この計画は、高齢者の保健福祉分野に関する

本県の方針や施策を示したもので、高齢者が生

き生きと安心して暮らし続けられる地域社会の

実現に向け、必要となる様々な施策を盛り込み

推進していく計画であり、大変重要であると考

えます。

そこで、宮崎県高齢者保健福祉計画の特徴に

ついて、福祉保健部長にお伺いいたします。

計画の特徴と○福祉保健部長（渡辺善敬君）

しまして、主に「介護人材の確保」「認知症施

策の推進」「災害や感染症への備え」の３つが

あります。

１つ目は、団塊の世代全てが75歳以上とな

る2025年はもとより、現役世代が急減する2040

年の双方を見据えた上で、「介護人材の確保」

を最重要課題と捉え、重点的に対策を講じるこ

とといたしました。

２つ目は、令和元年６月に決定された国の大

綱を踏まえ、新たに策定する認知症施策推進計

画を、本計画の部分計画として位置づけ、認知

症に関する施策を総合的に推進することといた

しました。

３つ目は、近年の自然災害の発生状況やコロ

ナ禍を踏まえ、介護保険施設等における利用者

の安全確保対策や、新型コロナの感染防止対策

といった災害や感染症への備えの方向性を新た

に示しております。

人口構造の推移を見ますと、○日高博之議員

今後、高齢化はますます進展し、団塊世代が75

歳以上となる2025年、さらに団塊ジュニア世代

が65歳以上となる2040年に向けて、介護の担い

手となる生産年齢人口の減少と、介護ニーズの

増大が見込まれております。

今後、増大する介護ニーズに対応するために

は、介護分野において、要となる介護支援専門

員をはじめとする介護サービスを担う人材確保
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が重要であり、喫緊の課題であります。

介護人材の確保を最重要課題と捉えるとのこ

とでしたが、今後どのように取り組んでいくの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

介護人材の確○福祉保健部長（渡辺善敬君）

保につきましては、「新規就労の促進」「労働

環境・処遇の改善」「資質の向上」の３つの視

点から、総合的な対策を講じてまいります。

具体的には、「新規就労の促進」では、福祉

系高校生等に対する支援や、介護分野の仕事の

魅力発信を、「労働環境・処遇の改善」では、

介護ロボットやＩＣＴ導入に向けた支援など

を、「資質の向上」では、介護現場の中核を担

う人材の専門性を高める研修等を行ってまいり

ます。

これらの対策に加え、介護支援専門員や介護

職員が作成する書類の簡素化や効率化を行うな

ど、介護現場における事務作業の負担軽減等を

図ることで、新規の人材確保や離職防止につな

げてまいります。

次に、新たに認知症施策推進○日高博之議員

計画を策定するとのことですが、認知症を有す

る高齢者の数は、今後、高齢化の進展により増

加することが予想されております。本県におい

ても、2025年には、65歳以上の高齢者の５人に

１人が認知症になると見込まれており、高齢者

認知症施策の充実は大変重要であると考えま

す。

そこで、今回、新たに策定する県認知症施策

推進計画のポイントについて、福祉保健部長に

お伺いいたします。

計画の策定に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

当たりましては、認知症に関する幅広い意見を

伺うための部会を設置し、医療・介護等の各分

野の専門家はもとより、認知症の方御本人にも

入っていただき、当事者やその家族の視点も取

り入れております。

この計画では、認知症は誰もがなり得るもの

であり、たとえ認知症になっても、安心して自

分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指す

ことを基本理念に掲げ、認知症の方の声を施策

に生かすための「本人発信の機会の拡大」や、

地域において生きがいを持った生活ができるよ

う、「認知症の人の社会参加促進」などを盛り

込んでおります。

今後、計画に基づき、医療・介護等の各分野

が連携し、地域一体となって認知症施策を総合

的に推進してまいります。

次に、第６期障がい福祉計画○日高博之議員

及び第２期障がい児福祉計画についてお伺いい

たします。

県北地域の、医療的ケアが日常的に必要な障

がい児、いわゆる医療的ケア児を持つ御家族の

念願であった医療型短期入所事業所が、４月か

ら延岡共立病院にて開設されることとなりまし

た。

このことは、本県の障がい者福祉を一歩前進

させるものであり、御家族の皆様におかれまし

ては、地域で生活していくための勇気になった

ことと存じます。

御尽力いただきました知事、コロナ禍の中、

開設を決断された赤須院長をはじめとする病院

の皆様に、深く敬意を表します。

さて、都道府県や市町村は、障がい者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づき、国の定める「障害福祉サービス等

及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する

ための基本的な指針」、いわゆる基本指針に則

して、障害福祉計画を策定することとなってお

ります。
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また、児童福祉法により策定することとされ

ている障害児福祉計画についても、障害福祉計

画と一体のものとして策定することができると

されております。

そこで、今回策定する県障がい福祉計画等の

特徴について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

障がいのある○福祉保健部長（渡辺善敬君）

方々が、自立した日常生活または社会生活を営

むためには、居宅介護、いわゆるホームヘルプ

をはじめとする各種の必要なサービスが、地域

において計画的に提供されることが必要です。

このため、計画では、市町村が地域の実情を

把握した上で設定したサービスの必要見込量を

基に、障がい保健福祉圏域別の数値目標を設定

しております。

このほか、成果目標につきましては、これま

での福祉施設利用者の一般就労への移行に関す

る数値目標などに加え、相談内容の多様化・複

雑化や相談支援事業所数の増加等に伴い、これ

らの事業所の運営等に対する支援が求められて

おりますことから、新たに、相談支援体制の充

実・強化等の項目を設定したところでありま

す。

今回の計画で、さらなる相談○日高博之議員

支援体制の充実・強化等に取り組んでいくとの

ことでした。

障がいのある子を持つ御家族は、場合によっ

ては県外への通院を余儀なくされております。

御家族からの話ですが、コロナ禍にあっては、

県内の医療機関から、県外に行った方の受診は

控えてほしい旨のお話があったとも伺っており

ます。

私は、コロナ禍の中での医療機関の気持ちも

分からなくはありません。そのため、このよう

な場合に、御家族が気軽に心配事や悩みなどを

相談できる場の充実が必要ではないかと考えて

おります。

そこで、新たに相談支援体制の充実・強化等

に向けて取り組むとのことでしたが、具体的な

内容について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

相談支援体制○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の充実・強化につきましては、保護者等が身近

な地域で相談できる環境の充実と、相談を受け

る職員の専門性向上を一体的に進めることで、

その強化を図ることとしております。

具体的には、相談環境の充実につきまして

は、市町村への県アドバイザーの派遣等を通じ

て、地域における相談支援の中核的な役割を担

う基幹相談支援センターの設置を進めてまいり

ます。

また、職員の専門性の向上につきましては、

たんの吸引など医療的ケアが日常的に必要な子

供たちを支援する医療的ケア児等コーディネー

ター養成研修をはじめとした各種の専門研修を

通じて、その向上に取り組んでまいります。

次に、第３次動物愛護管理推○日高博之議員

進計画についてお伺いいたします。

昨年４月に国の基本方針が改正されたことに

伴い、第２次計画を改定すべく、学識経験者や

関係団体から成る動物愛護推進協議会を中心

に、その改定作業が進められており、本年４月

からは、第３次動物愛護管理推進計画がスター

トします。

また、本県においては、平成29年４月に、長

年の念願であった動物愛護センターを宮崎市と

共同で設置することができ、宮崎市とも連携し

ながら、これまで以上に本格的な動物愛護施策

を推進、展開することができる環境が整ったと
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ころであります。

そのため、第３次計画では、センター設置の

利点を生かしながら、さらに積極的に取り組ん

でいただけるものと、県民も、また私自身も期

待を寄せているところであります。

そこで、第３次動物愛護管理推進計画におけ

る取組と施策の特徴について、福祉保健部長に

お伺いいたします。

これまでの第○福祉保健部長（渡辺善敬君）

２次計画では、「殺処分数を３分の１に削減」

等の目標を掲げ、ホームページ「みやざきドッ

グ愛ランド」の活用推進や、動物愛護フェスタ

の開催など、各種施策に取り組んでまいりまし

た。

その結果、殺処分数については、目標の1,017

頭を上回る458頭にまで減少させる成果を上げた

ところです。

第３次計画では、県と市町村の共同設置とい

う、全国でも先進的な施設である動物愛護セン

ターを、県内の動物愛護施策を総合的に推進す

る中核拠点と位置づけ、「地域猫対策」や本県

独自の「いのちの教育」など、各種施策を積極

的に推進し、殺処分数のさらなる減少などを目

指すこととしております。

これまでの取組によって、殺○日高博之議員

処分数をはじめ、前計画の目標をしっかりと達

成できていることがよく分かりました。関係者

の御努力に感謝いたします。

さらに、第３次計画においても引き続き目標

を掲げている殺処分数について、今後さらなる

減少を目指すとのことでありますが、神奈川県

とかでは殺処分ゼロを達成していると聞きま

す。

そこで、殺処分の減少に向けて、本県ではど

う取り組んでいくのか、再度、福祉保健部長に

お伺いいたします。

犬猫の殺処分○福祉保健部長（渡辺善敬君）

措置は大きく２つに整理することができます。

１つは、攻撃性があるなど譲渡適性がないこと

による殺処分であり、２つ目は、譲渡適性はあ

るものの、譲渡先が見つからないことなどによ

り殺処分するものです。

神奈川県などは、後者のゼロをもって「殺処

分ゼロ達成」を宣言しており、その整理によれ

ば、本県も令和元年度に達成しておりますが、

本県の計画では、両者合計の殺処分数につい

て、令和12年度までに、平成30年度比で60％減

となる166頭を目標に掲げております。

今後とも、達成に向け、先ほどの地域猫対策

等に加え、マイクロチップの普及などによる飼

い主への返還率向上や、ボランティアの活用に

よる譲渡を推進するなどの取組を総合的に進め

てまいります。

よろしくお願いいたします。○日高博之議員

次に、以前からの課題であります特定行為に

係る看護師の研修機関について、お伺いいたし

ます。

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け

て、質が高く安全な医療を提供するため、チー

ム医療推進の必要性が言われております。

こうした中、チームの要となる看護師の方々

には、患者さんの状況を見極め、必要な医療

サービスを適切なタイミングで届けるなど、速

やかに対応する役割が期待されており、国は、

平成27年10月に、今後の急性期医療から在宅医

療等を支えていく看護師の養成を目的とした

「特定行為に係る看護師の研修制度」を創設し

ております。

この制度を推進することは、本県において

も、医療資源の限られる中山間地域などの地域
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医療体制の充実につながることから、大きな期

待が寄せられております。

令和２年８月時点で、全国に222施設の指定研

修機関が指定されていますが、本県の看護師が

当研修を希望した場合、県外の研修機関で受講

しなければならないと伺っております。県内で

特定行為研修を受けられる体制を整備すること

は、地域医療を支える看護師の養成のために重

要と考えますが、看護師の特定行為指定研修機

関の設置について、本県の取組状況と今後の方

向性を、福祉保健部長にお伺いいたします。

県では、これ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

まで医療機関や関係団体と看護師の特定行為指

定研修機関の設置に向けた協議を行ってまいり

ましたが、令和２年11月に、研修機関の具体的

な指定を目指す推進検討会を設置したところで

あります。

また、県では、研修の周知や受講者への支援

を行うほか、137医療機関を対象に実施したアン

ケートを基に個別のヒアリングを行った結果、

２つの医療機関から、研修機関の指定を受ける

ことに前向きな意向が示されたところです。

県としましては、令和３年度予算の新規事業

としてお願いしております、「特定行為に係る

看護師の研修制度推進事業」を活用して、制度

の周知をはじめ、指導者講習や演習体制の構築

に係る補助を行うなど、研修機関の指定を目指

す医療機関を積極的に支援してまいります。

これは積極的にお願いしま○日高博之議員

す。

質問を替えます。次は、水産業について伺い

ます。

水産業を取り巻く環境は、水産資源の減少や

魚価の低迷、就業者の減少や高齢化などの厳し

い状況が続いておりますが、一方で、世界的に

水産物の消費量が増加する中で、食料供給産業

として水産業が成長できるチャンスも広がって

おり、資源の適切な管理や輸出に向けた積極的

な取組も望まれるところです。

また、本格的な人口減少社会を迎える中、コ

ロナ禍による消費者の需要形態の変化や、ス

マート水産業をはじめとする新たな技術革新な

ど、大きな変革期を迎えています。

現在、県では、このような状況を踏まえ、令

和３年度から10年間を計画期間とする第六次宮

崎県水産業・漁村振興長期計画を策定中であり

ます。そこで、今回策定する第六次宮崎県水産

業・漁村振興長期計画において、今後10年間の

振興方針について、農政水産部長にお伺いいた

します。

今回の第六○農政水産部長（大久津 浩君）

次水産業・漁村振興長期計画では、魚を意味し

ます「いお」とイノベーションを組み合わせた

「ひなたイオベーション」を、本県水産業の成

長産業化のキャッチフレーズとしております。

本計画によりまして、みやざき丸の新船造船

による操業支援や、ブリの大規模沖合養殖施設

の導入等を通じまして、生産力を強化してまい

ります。

また、ベテラン漁業者の技術の見える化や外

国人材の受入れ体制の強化を通じて、多様な人

材を確保・育成いたしますとともに、生産・流

通構造のスマート化や、輸出先のニーズに対応

した輸出バリューチェーンの構築により、高収

益型漁業への転換を進めてまいります。

県といたしましては、目指す将来像に掲げて

おります「持続的に成長する水産業と多様性に

あふれた魅力ある漁村」をしっかり具現化でき

ますよう、関係者一丸となってしっかり取り組

んでまいります。
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人口減少や今般のコロナ禍が○日高博之議員

もたらした時代の大きな変革期にあって、第六

次の長期計画をより力強く推進するためには、

漁業者の生産性向上が一つの大きな課題だと考

えます。

このためには、効率よく漁業が行えるよう、

スマート水産業を推進し、漁海況情報の高度化

や作業の省力化を進めたりする必要がありま

す。調査船は、そのための非常に重要なアイテ

ムの一つであると考えます。

県が保有する調査船「みやざき丸」は、これ

まで漁海況情報の提供などで、漁業者の効率的

な操業を実現し、最近公表された令和元年の統

計値を含め、26年連続日本一に輝いた近海カツ

オ一本釣り漁業をはじめとして、漁業の経営に

大きく寄与してきたと考えておりますが、現在

のみやざき丸は運用から17年経過し、船体の老

朽化はもとより、装備の旧式化なども進んでい

ると聞いておます。

そのような中で、県では今般、新たなみやざ

き丸の建造を計画しているようですが、みやざ

き丸の新船を建造するに当たって、新船のコン

セプトについて、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

現在のみや○農政水産部長（大久津 浩君）

ざき丸は、カツオ・マグロの漁場調査等を行

い、その漁獲情報等を漁業者に提供するなど、

「釣る調査」によりまして、本県水産業の生産

力向上に寄与してきたところでございます。

新船のコンセプトといたしましては、「走る

調査」であり、最新鋭の設備・機器を搭載いた

しました船内に研究室を置きまして、海水中の

ＤＮＡ分析等を行い、漁場情報をリアルタイム

に漁業者に提供するとともに、沿岸から沖合ま

での魚種も対象といたしました、より広範囲で

の資源量調査等も行うこととしております。

なお、新船は、令和５年１月からの運用を目

指しておりまして、みやざき丸からの情報の質

と量をさらに充実し、本県水産業の成長産業化

につなげてまいりたいと考えております。

スマート農業の話は、よく質○日高博之議員

問で出てきますけれども、スマート漁業もよろ

しくお願いします。

お待たせしました、明利部長。ここからは、

国土強靱化についてお伺いいたします。

我が国は、新型コロナウイルス感染症によ

り、これまでに経験したことのない危機に直面

しており、国は、新型コロナ感染拡大防止のた

め、大規模な補正予算を計上するなど財政状況

が逼迫する中、果たして３か年緊急対策が終了

した後も、引き続き国土強靱化に関する予算が

確保されるのか、我々県議会も大変危惧したと

ころであります。

このため県議会は、国土強靱化の予算はコロ

ナ対策と同様、緊要な予算であるとして、国に

対して国土強靱化の必要性を強く訴えてまいり

ました。また、県当局におかれましても、知事

を先頭に様々な要望活動が行われたと伺ってお

ります。

このような努力が結実したのか、来年度以降

についても中長期的な視点に立って、必要・十

分な予算を確保し、災害に屈しない国土づくり

を進めるよう、５年間で事業規模15兆円となる

「国土強靱化５か年加速化対策」が、昨年12月

に閣議決定されたところです。

そこで、国における国土強靱化５か年加速化

対策について、これまでの３か年緊急対策との

違いも踏まえ、県はどのように受け止めている

のか、県土整備部長にお伺いいたします。

国土強靱化５○県土整備部長（明利浩久君）
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か年加速化対策は、令和７年度までの５年間

で、事業規模15兆円程度の対策を講じることに

なっておりまして、これまで以上に、重点的か

つ集中的に国土強靱化を推進する計画となって

おります。

今回の計画では、高速道路のミッシングリン

ク解消及び暫定２車線区間の４車線化や、激甚

化・頻発化する水害に流域全体で備える「流域

治水対策」、予防保全型インフラメンテナンス

への転換に向けました「老朽化対策」、さらに

は、国土強靱化に関する施策を効率的に進める

ためのデジタル化などが、新たに拡充されたと

ころであります。

このことによりまして、県土の強靱化に欠か

すことのできない重要なインフラ整備が、より

一層加速化されるものと考えております。

事業期間の延長に加え、事業○日高博之議員

規模も増大し、さらに、事業の対象メニューも

拡充されたということで、社会資本整備が大幅

に遅れている本県にとって、大変心強く感じる

ところであります。

そこで、今後、本県で進められる国土強靱化

５か年加速化対策の具体的な取組について、県

土整備部長にお伺いいたします。

本県における○県土整備部長（明利浩久君）

具体的な取組としましては、これまで３か年緊

急対策で進めてきました、道路のり面の防災対

策、河道の掘削などに、より一層取り組むとと

もに、災害に強い道路ネットワークの機能強化

対策として、東九州自動車道や九州中央自動車

道のミッシングリンク解消や４車線化を推進し

てまいります。

また、「流域治水対策」としまして、大淀川

における岩瀬ダムの再生や、堤防、遊水地など

の一体的な整備に取り組むこととしておりま

す。

さらに、今後、一斉に公共施設が老朽化して

いきますことから、「予防保全型インフラメン

テナンス」としまして、中長期的視点に立っ

て、長寿命化計画にさらに取り組んでいくこと

としております。

県民の安心・安全を早期に確○日高博之議員

保するためにも、国土強靱化の取組は、より効

果的に進めていく必要があります。

そのためにも、国の予算と一体となった県単

事業の取組を進めていくことが重要であると考

えます。

そこで、来年度の当初予算において、県単独

公共事業で県土整備部が取り組む国土強靱化対

策事業の具体的な内容について、県土整備部長

にお伺いいたします。

県単独公共事○県土整備部長（明利浩久君）

業におきましては、引き続き、補助公共事業と

の一体的な整備により、強靱化の効果が一層見

込まれる事業に取り組むこととしております。

具体的には、災害に強い道路ネットワークを

構築するため、緊急輸送道路にアクセスする県

道の部分的改良工事や、流域全体の治水安全度

の向上を図るために、河道掘削に合わせて実施

しますダム貯水池の堆積土砂撤去など、県土の

強靱化に向けた取組を効果的・効率的に推進す

ることとしております。

今後とも、予算の確保に努め、着実かつきめ

細やかに、県土の強靱化を推進してまいりま

す。

新たにスタートする「防災・○日高博之議員

減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

の初年度となる予算は、令和３年度当初予算で

はなく、国は、令和２年度の補正予算として計

上しました。
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国土強靱化の推進は、工事の円滑な執行が不

可欠であり、そのためにも、施工時期の平準化

を図るためには、当初予算で計上していただく

ことがベストではなかったかなと、永山副知

事、考えているところでございます。

事故繰りがやむなしとなってくると、なかな

か工事が進みませんからね。これはちょっと問

題 まだ後のがあると思うんですけど。―

また、国において、国土強靱化の予算は、地

域における災害リスクに応じて安定的な配分が

大事であると考えております。

このような中、本県では、昨年12月までに全

ての市町村が「国土強靱化地域計画」を策定し

たところであり、これは国土強靱化に対する危

機感の表れであると感じております。県は、こ

のことをしっかりと受け止めて、県土の強靱化

に取り組む必要があると考えます。

そこで、災害リスクの高い本県にとって、国

土強靱化５か年加速化対策を着実に推進し、早

期の県土強靱化を図ることが求められますが、

知事の意気込みについてお伺いいたします。

災害リスクの高い本県○知事（河野俊嗣君）

にとりまして、県土の強靱化は、県民の安全・

安心の確保のため、切れ目なく、着実に進めて

いかなくてはならない重要な課題だと認識して

おります。

このため、知事の立場で、また全国知事会地

方税財政常任委員会委員長として、国に対し、

予算の確保を強く要望してきたところでありま

して、県議会の力強い後押しもいただきまし

て、国土強靱化５か年加速化対策が閣議決定さ

れましたことは、大変ありがたく受け止めてお

ります。

これを受けて、５か年対策の１年目となる本

県の予算につきましては、補正と当初を合わせ

て378億円を別枠で計上したところであります。

また、先ほど県土整備部長も申し上げました

が、命の道となる高速道路の整備促進も期待で

きますことから、早速、２月５日には、ウェブ

会議によりまして、国土交通省道路局長に、早

期整備等について強く要望したところでありま

す。

今後とも、私が先頭に立って、県土強靱化の

推進に全力で取り組んでまいります。

ぜひ、先頭に立ってお願いし○日高博之議員

ます。隣の隣には、強力な、国土交通省のエー

スである永山副知事がいらっしゃいますので、

私たちも本当に心強く思っております。よろし

くお願いいたします。

続いて、自然災害により被災された方への支

援についてお伺いいたします。

近年、全国各地で大規模自然災害の発生が続

く中、一定規模の被害があった場合は、国の

「被災者生活再建支援制度」により、住家が全

壊した場合などに、最大で300万円の支援が受け

られますが、これは、１つの市町村で10世帯以

上の住家全壊被害が発生した市町村などといっ

た条件があるため、国の制度の対象外となる世

帯をどのように支援していくのかが課題となっ

ています。

本県独自の制度として、市町村と共同で設置

している「宮崎県・市町村災害時安心基金」に

よるお見舞金、最高20万円があり、これは当座

の生活資金として大変重要でありますが、生活

再建のための支援としては十分ではなく、国の

制度並みの支援制度を整備している都道府県が

ある中、本県においても、県内の被災者の生活

再建の支援について考えていく必要があるので

はないかと思います。

そこで、被災者生活再建支援制度の対象外と
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なる自然災害の被災者に対し、県独自の支援策

を検討できないものか、知事にお伺いいたしま

す。

議員御指摘のとおり、○知事（河野俊嗣君）

国の被災者生活再建支援制度では、居住する市

町村の被災状況によりまして、支援の差が生じ

るなどの課題があり、近年、大規模災害が相次

ぎ、また局地化している状況がありまして、そ

の課題を解決する必要性が高まっているものと

認識しております。

このため、国の制度の対象とはならないなど

一定の市町村の被災世帯の生活再建を支援する

仕組みをつくることができないかと、そのよう

な方向で、現在、市町村や関係機関と具体的な

協議を進めているところであります。

協議が整い次第、支援の対象やスケジュール

などを速やかに公表することとしております。

今後とも、市町村や関係機関とより一層連携

し、自然災害により被災された方の速やかな支

援に努めてまいります。

県民にとってありがたい支援○日高博之議員

策でありますので、スピード感を持って取りま

とめていただければと思います。

続いて、教育関係です。日隈教育長、よろし

くお願いいたします。

本年１月に、新しい時代の初等中等教育の在

り方について議論をしてきた中教審が答申を取

りまとめました。

この答申では、「令和の日本型学校教育」の

実現に向けて、これまでの日本型教育のよさを

受け継ぎながら、さらに発展させ、学校におけ

る働き方改革やＧＩＧＡスクール構想を強力に

推進するとともに、新学習指導要領を着実に実

施すること、学校における授業の中で、「個別

最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充

実することの重要性などが示され、小学校高学

年への教科担任制の導入や、高校の普通科改革

など、これまでの学校教育からの変革が促され

ています。

社会の変化が急速で激しく、予測不可能なこ

れからの社会を生きていく子供たちへの教育は

大変重要であり、ぜひ、宮崎の子供たちにも、

他の都道府県の子供たちに負けないような教育

を受けさせてあげたい。

そこで、令和３年度当初予算の編成に、教育

長の思いがどのように反映されているのか、お

伺いいたします。

私自身、教育長とし○教育長（日隈俊郎君）

て２年が過ぎようとしておりますけれども、こ

の間、本県の子供たちが、未来を切り開き、豊

かな人生を実現していくためには、本県教育の

質の向上こそ必要だという思いを、日に日に強

くしているところであります。そのような思い

の下、教育委員会の当初予算につきましては、

将来を見据え、解決すべき課題に的確に対応で

きるよう、計画的に予算計上を行ったところで

あります。

まず、ポストコロナ時代やＳｏｃｉｅｔｙ

5.0時代にふさわしい「新しいみやざきの学

び」の実現に向け、遠隔・オンライン授業の体

制整備や、教職員のＩＣＴ活用能力の育成に取

り組むこととしております。

また、学校における教職員の働き方改革や、

子供の安全安心を守る取組につきましては、ス

クール・サポート・スタッフをはじめ、部活動

指導員、スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカー等の充実強化を図り、教職員の

負担軽減や生徒指導上の様々な問題の未然防止

等に取り組んでまいりたいと存じます。

これらの施策に加え、学力向上や競技力向上
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対策、特別支援教育の充実、小学校における35

人学級の実現に向けた環境整備など、喫緊の課

題に対応するための予算についても、今議会に

お願いしているところでございます。

これからの教育を見据えた予○日高博之議員

算編成であることは理解いたしました。

一方で、教育を行う上で最大の教育環境は、

教員であります。近年は、大量採用された教員

の退職者の増加に伴い、採用者が増加し、その

影響で採用倍率も年々低下している状況にあり

ます。このままでは教員の質が下がるのではな

いかと危惧する声もあり、これまでも県議会の

質問で取り上げられてきました。

そのような中、先日、小学校の１クラスの児

童数を、令和７年度までに全ての学年で35人以

下に引き下げるという法案が閣議決定されまし

た。本県では、全ての学年で35人学級とした場

合、172名の教員が不足するとの試算が出ており

ます。

35人学級は、５年間で段階的に実施されると

のことでありますが、現在の採用倍率の低い状

況を考えますと、人材の確保は本県教育にとっ

て大きな課題だと認識いたします。

そこで、本県の小学校における35人学級導入

に当たり、教員の人材確保にどのように取り組

んでいくのか、教育長にお伺いいたします。

教員の大量退職に伴○教育長（日隈俊郎君）

う採用者数の増加に加えまして、お話にありま

したように、小学校に35人学級が導入されるこ

とにより、今後もしばらくは採用者数の多い状

況が続くものと見込んでおります。

このような状況の中で、優秀な教員を多く確

保するためには、応募者を増やす取組をさらに

工夫していく必要があるものと考えておりま

す。

そこで、次年度から、県内外の大学推薦枠の

拡充に加え、地元宮崎大学教育学部の定員増に

ついて、文部科学省、大学それぞれに要望する

とともに、大学の入学試験に「宮崎県教員希望

枠」を設けるなど、大学と連携した人材の養成

に努めております。

さらに、採用試験方法の見直しや追加試験の

実施、本県教育の魅力発信など、さらなる取組

の充実を図ることで、優秀な教員の確保に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

現代社会においては、科学技○日高博之議員

術の進展により、Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0と呼ばれ

る社会の到来など、近未来における大きな変革

が予想されております。

また、新型コロナウイルス感染症の影響等に

より、一層先行きが不透明となる中、私たち個

人、そして社会全体が答えのない問いにどう立

ち向かうかが問われております。

本県では、高齢化や人口減少に加え、若年層

の大都市圏への流出も進んでおります。そのた

め、将来における本県の産業や暮らしを支える

人材の不足が懸念されることから、社会や経済

の活力を維持し、安心して暮らせる未来を築い

ていくためには、郷土への思い、地域や社会へ

参画する意思と行動力を備えた人材づくりが、

今後一層求められます。

このように高等学校に大きな役割が期待され

る中、県立高校の魅力向上を今後どのように

図っていくのか、教育長にお伺いいたします。

県立高校には、入学○教育長（日隈俊郎君）

動機や進路希望、学習経験など様々な背景を持

つ生徒が在籍しておりますので、生徒の多様な

ニーズに応じた学びの実現が重要であると考え

ております。

このため、各学校においては、現在の社会や
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地域の実情を踏まえ、学校の存在意義や社会的

な役割、目指すべき学校像等を明確にした上

で、特色ある教育活動を推進することといたし

ます。

その際、ＩＣＴ環境の効果的な活用による

「個別最適な学び」を進めるとともに、生徒同

士の対話や、地域や企業等と連携した「協働的

な学び」の一体的な充実を図ってまいります。

さらに、職業系高校におきましては、技術革

新に対応した最先端の機器を導入いたしまし

て、高度な専門性や技術力を育成できるよう、

学習環境を充実させてまいります。

県教育委員会といたしましては、各学校の特

色を生かした質の高い学びを実現していくこと

で、県立高校の魅力向上を図ってまいりたいと

考えております。

今回の補正予算で提案されて○日高博之議員

おります20億円の「産業教育の充実に向けた教

育装置設置事業」は、地域の持続的な成長を支

える職業人材を育成する上で画期的な取組であ

ると言えます。この予算獲得に当たっては、日

隈教育長が、自らの人脈を生かし、文部科学省

などを数回回られ御尽力していただいたと聞い

ております。この取組が、教育のさらなる推進

につながることを期待いたします。

次に、ＳＤＧｓ教育についてお伺いいたしま

す。

ＳＤＧｓの実現を目指す年として設定されて

いる2030年に、社会の中心で活躍するのは、今

の高校生世代であります。

世界に目を向けますと、スウェーデンの環境

活動家のグレタ・トゥンベリさんの活動が、環

境問題に対する全世界の意識を動かすなど、海

外の10代の高校生世代の環境問題に関する意識

の高さがうかがえます。

日本、宮崎の高校生にも、グレタさんのよう

に10代のうちから世界全体の環境問題に対し高

い当事者意識を持っていただきたいと考えま

す。

そこで、成人して、これからの社会の中心と

して活躍が期待される高校生に対し、県立高校

では、環境問題についてどのような取組を行っ

ているのか、教育長にお伺いいたします。

環境問題は、世界共○教育長（日隈俊郎君）

通の課題でありまして、高校生の段階からグ

ローバルな視点を持って学ぶことは、大変重要

であると考えます。各学校におきましては、地

理や公民、理科や家庭などの教科で学ぶ機会を

設けております。

加えて、総合的な探求の時間や課題研究で環

境問題を主題に設定し、課題解決へ向けた取組

の中で、生徒間のディスカッションや、地域や

企業の専門家などの外部人材を積極的に活用す

るなど、探究的な学びを通して、ＳＤＧｓの実

現を目指す意識を醸成しております。

また、県教育委員会といたしましては、昨年

度から県立高校等を対象に、「みやざきＳＤＧ

ｓ教育コンソーシアム」を創設しまして、学校

間の交流により学びを深めるとともに、探究的

な学びの指導方法などを共有する取組を行って

いるところであります。

ＳＤＧｓの中には、「あらゆ○日高博之議員

る年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、

福祉を促進する」といった保健に関する目標も

掲げてあります。

現在、新型コロナウイルス感染症の対応など

として、マスクの着用や換気の仕方、食事の取

り方などの予防対策を行っておりますが、この

コロナ感染症が終息に至ったとしても、今後、

新たな感染症が発生する可能性もあるととも
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に、インフルエンザなど、例年集団感染してい

る感染症について、引き続き予防していく必要

があります。

このようなことを踏まえると、これからの社

会を支える子供たちには、新型コロナウイルス

に限らず、感染症に関する教育をしっかりと行

い、安全安心な社会づくりにつなげていく必要

があると考えます。

そこで、新型コロナウイルスの感染拡大を受

け、学校における感染症の予防についての教育

をどのように行っているのか、教育長にお伺い

いたします。

お話にありましたよ○教育長（日隈俊郎君）

うに、学校において、児童生徒が感染症につい

て学ぶことは、先ほどありましたが、ＳＤＧｓ

の目標や公衆衛生の観点からも大変意義がある

と考えております。

新型コロナウイルス感染症の発生後は、手洗

い、換気、マスクの着用、免疫力を高める生活

など、これまで以上に実践的な指導を行ってま

いりました。

このような中、昨年末に発生した、県立高校

の部活動における集団感染につきましては、誠

に遺憾に感じているところでございますが、こ

の事例については、十分に検証を行いまして、

さらなる感染症対策の徹底について、再度、各

学校に周知を図ったところでございます。

このような事例を通して、改めて、感染症へ

の対応の難しさと教育の重要性を認識しました

ことから、今後も、児童生徒が感染症を正しく

理解し、適切に判断・行動できる力を身につけ

られるよう、教科はもとより、教育活動全体を

通して取り組んでまいります。

よろしくお願いいたします。○日高博之議員

続いて、県内修学旅行についてお伺いいたし

ます。

小中学校の修学旅行については、昨年度まで

は、小学校は主に鹿児島へ、中学校は主に関西

方面に行き、学習や体験活動を行っていたと聞

いております。

しかしながら、今年度は新型コロナウイルス

感染症の影響もあり、県教育委員会が５月に、

市町村教育委員会や小中学校に対し、県内修学

旅行も検討材料の一つとするよう依頼したり、

県内の見学先や体験先などの開拓を行ったりと

いった取組を進めてこられました。

このような取組もあって、県内で修学旅行を

実施した小中学校も多かったと聞いており、新

聞などでは、「県内修学旅行を実施することに

よって、郷土の歴史や文化など、改めて本県の

よさや魅力を再発見する好機となった」との報

道も目にしたところであります。

県内修学旅行の状況については、これまで県

議会においても、11月までの実施状況や予定な

どについて取り上げられてきたところでありま

すが、その後、数か月たっており、感染の広が

りも見られる中、現時点では、どのくらいの学

校が県内修学旅行を実施したのか。また、実施

した場合にも、何らかの課題があったのではな

いかと気になるところであります。

そこで、市町村立小中学校における本年度の

県内修学旅行の実施状況と課題について、教育

長にお伺いいたします。

本年度の修学旅行に○教育長（日隈俊郎君）

つきましては、お話にありましたように、新型

コロナウイルス感染症の影響を受け、何度も計

画の変更を余儀なくされ、中には、次年度への

延期や、やむなく中止する学校もあるなど、大

変困難な状況でありました。

そのような中、本年度当初、修学旅行を予定
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していた小学校215校中、１月末までに201校が

実施しまして、そのうち191校が県内で実施しま

した。同じく中学校では119校中、１月末まで

に38校が実施しまして、そのうち21校が県内で

実施したところであります。

課題といたしましては、昨年度まで県内での

実施がほとんどなかったことから、見学先や体

験先の開拓、また、規模の大きな学校において

は、宿泊先の確保などが挙げられているところ

であります。

教育長の答弁をお聞きして、○日高博之議員

新型コロナウイルス感染症の影響で、修学旅行

の実施に当たって、各学校においては大変な苦

労があっただろうと感じております。

修学旅行は、学校行事の中でも、子供たちが

最も楽しみにしている行事の一つではないかと

思います。子供たちが楽しみにしている修学旅

行を、本年度は、県教育委員会の取組や各学校

の工夫により、県内であっても実施できたこと

に、子供たちも満足しているのではないでしょ

うか。

さて、新型コロナウイルス感染症の影響が

あったにせよ、本年度広がりを見せた県内での

修学旅行の実施については、今後も期待を寄せ

ているところであります。

そこで、来年度以降の小中学校の県内修学旅

行の実施に向けた県教育委員会の取組につい

て、教育長にお伺いいたします。

来年度以降の県内修○教育長（日隈俊郎君）

学旅行の実施につきましては、新型コロナウイ

ルスの感染状況や、保護者の意向等も考慮しな

がら、基本的には各学校において適切に判断さ

れるものと考えております。

その際に、本年度の実績も踏まえて、県内に

ついても、計画段階から大きな選択肢の一つに

位置づけられるものと考えているところであり

ます。

県内には、本年度開拓された見学先や体験活

動の場以外にも、子供の学びにつながる魅力あ

る場所が数多くあり、関係部局との連携を図り

ながら、来年度以降も各学校に情報提供を行っ

てまいります。

次年度も県内で実施されるよ○日高博之議員

うに、引き続き取組をお願いいたします。

また、今年度、修学旅行が実施できなかった

多くの中学校についても、コロナの状況次第で

はありますが、来春での実施などについても、

前向きに御検討いただければと思います。よろ

しくお願いいたします。

これで一通り質問は終わりなんですが、時間

がありますので一言。

新型コロナウイルス感染症対応のため、各所

で昼夜を問わず、盆、正月も返上で御尽力いた

だいております医療関係者、福祉保健部、保健

所職員をはじめとする全ての関係者の皆様の頑

張りには、本当に頭が下がる思いでございま

す。

皆様におかれましては、今後もどうか健康に

十分御留意いただきながら、引き続き業務に御

尽力いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。

また、第３波のときに亡くなられた方につい

ての記者会見において、郡司副知事が涙を浮か

べながら対応されている様子を拝見し、私自

身、大変心を揺さぶられ、改めて新型コロナウ

イルスの感染拡大防止、そして収束に向け、一

生懸命取り組んでいかなければならないとの思

いを抱いたところでございます。

コロナに負けることなく、全ての県民の皆様

に明るい希望が開けるよう、一丸となって頑
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張ってまいりましょう。

以上で代表質問の全てを終わります。ありが

とうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時55分散会

令和３年２月25日(木)
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令 和 ３ 年 ２ 月 2 6 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同
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（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同
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（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 岩 切 達 哉 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）33番 日 高 博 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者
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議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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代表質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、田口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、お○田口雄二議員

はようございます。県民連合宮崎の田口雄二で

す。会派を代表して質問を行います。

今、議席で内田理佐さんよりリボンを頂きま

した。今、初めて知ったんですが、これはシト

ラスリボンといって、コロナに関して誹謗中傷

をしないとの意思表示でございますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

では、質問に入ります。

本日は２月26日、85年前の昭和11年に陸軍将

校らがクーデター未遂事件を起こした二・二六

事件のあった日です。

事件の起こった背景は、６年前に金輸出解禁

と世界恐慌により、日本は深刻な不景気に見舞

われ、企業は次々と倒産し、町は失業者であふ

れていたようです。農民の生活も苦しく、娘を

身売りする家も続出していたにもかかわらず、

政府は適切な対応を取らないばかりか、汚職事

件が続発し、不満を持った国民に押された将校

が起こした事件です。

現在の状況に何かそっくりのような気もしま

すが、国民の不満が爆発することなく、政府の

適切なコロナ対策で、一刻も早く日本が元気に

なることを期待いたします。

さて、昨年末、延岡市主催で、ノーベル化学

賞を受賞した吉野彰さんの「リチウムイオン電

池が拓く未来社会」を演題に、講演会がありま

した。本来は、昨年の３月に計画されていまし

たが、コロナの拡大で延期となってしまいまし

た。ただ、吉野さんからの強い要望もありまし

て、講演が実現しました。リチウムイオン電池

の開発には、延岡が大きく関わっているからで

す。

延岡市の研究所で開発された炭素繊維を使っ

て研究が進み、また、安全性を確認したのも延

岡の地で、「本当の意味でリチウムイオン電池

が誕生したのは延岡であると言っても差し支え

ない」と、吉野さん御自身が言っております。

その日の午前中には、県北の中学生と高校生

にも同様の講演会を開催しており、電池の進化

とＡＩや５Ｇなどの新技術が一般化してくる

と、今までとは違う世界が広がるという、そう

遠くない未来の話がなされ、変革期は若者に

とって大きなチャンスであると講演されたよう

です。ノーベル賞受賞者からの発信で、若者た

ちは大きな刺激を受けたことでしょう。いずれ

この中から、地域や社会に大きく貢献する人物

が出てきてほしいものです。それを期待しつ

つ、質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

知事は、本県にとって未曽有の被害でありま

した口蹄疫が終息してすぐに、著しく疲弊した

本県の再生復興という大きな課題があるときに

知事に就任しました。また、地方のトップが大

きく注目されるきっかけとなった東国原知事の

後に就任し、ある意味でのやりにくさもあった

かもしれません。その後、３回の当選を重ね、

知事在位10年を迎えました。

地元紙には先月、「問われる覚悟 河野県

政10年」と題して、県政運営や政治手法につい

て県幹部や県議の辛口のコメントも交えて３回

令和３年２月26日(金)
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にわたり掲載されました。知事には面白くな

い、むっとするような内容もありましたが、改

めて知事には、この在位10年を振り返っての所

感と、残りの任期における取り組み姿勢につい

て伺います。

次に、11月議会での我が会派の渡辺議員の質

問のその後について伺います。

昨年、新田原基地で行われた日米共同訓練

は、大きな物議を醸しました。米軍兵士用に宿

舎を、日本国民の税金である思いやり予算で新

田原基地内に建設したにもかかわらず、コロナ

感染症対策と称して、宮崎市内のビジネスホテ

ルを使うことが明らかになり、基地の周辺自治

体等が基地内宿泊を求めましたが、ほごにされ

てしまいました。

「平成19年に九州防衛局と関係市町で締結し

た現在の協定書は、包括的な内容となってお

り、これだけでは実効性の面で課題があると考

えている。そのため、基地内での宿泊や適時適

切な情報提供など、協定書の内容を担保する具

体的な措置について、九州防衛局と関係市町、

県で協議を行い、文書で確認していく必要があ

る」と、知事は方針を示されました。

九州防衛局の広瀨局長が訓練前に宮崎に来ら

れて、知事をはじめ５市町の首長と協議がなさ

れました。その場で、今回の基地の外での宿泊

が前例とならないよう、今後の訓練については

基地内での宿泊を前提とすることや、情報提供

の在り方、安全対策の具体的な対応策について

文書で確認することを求め、知事は「九州防衛

局の了解をいただいたものと受け止めている。

その認識の下、関係市町とともに、九州防衛局

と調整を進めていく」と、渡辺議員の質問に答

弁しています。

そこで、新田原基地での日米共同訓練に係る

九州防衛局との確認文書の締結について、その

進捗状況を知事に伺います。

次に、ジェンダー平等について伺います。

東京オリンピック・パラリンピック大会組織

委員会の森喜朗前会長は、２月３日の日本オリ

ンピック委員会（ＪＯＣ）の臨時評議員会にお

いて、ＪＯＣが全理事の女性の割合を40％以上

にする目標について、「女性がたくさん入って

いる理事会は時間がかかる」「女性というのは

競争意識が強い。誰か１人が手を挙げて言う

と、自分も言わなきゃいけないと思う」「女性

の数を増やしていく場合は、発言の時間をある

程度規制しないとなかなか終わらないので困

る」等々の女性蔑視発言をし、国内だけではな

く海外からも大きな批判が沸き起こり、森前会

長は辞任しました。東京オリパラがコロナで開

催できるか否か微妙な時期に、あまりにも不適

切な発言でした。いかなる差別も禁止したオリ

ンピック憲章の基本原則を、森さんは全く理解

していませんでした。

日本政府は、社会のあらゆる分野におい

て、2020年までに指導的地位に女性が占める割

合を少なくとも30％程度にする目標を掲げまし

たが、達成できず、できるだけ早急に達成する

ことを目指しているところです。

世界経済フォーラムの「グローバル・ジェン

ダー・ギャップ（世界男女格差）レポー

ト2020」によれば、日本の男女平等指数は153か

国中121位です。日本の男女格差は先進国最大で

す。

背景には、日本の女性が、出産や育児のほ

か、無報酬の家庭内労働に費やす時間が男性の

４倍以上あり、有給の仕事に従事する時間が減

り、労働時間の確保が困難になったりするため

に、キャリア形成や昇進の機会が奪われている
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ことが挙げられます。

男性・女性の固定観念を変え、女性の社会参

加を促し、みんなが生き生きと活躍できる日本

にしなければなりません。

そこで、ジェンダー平等について、知事の考

えを伺います。

以上で壇上からの質問は終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

初めに、就任10年を迎えての所感についてで

あります。

振り返りますと、知事就任以来、１期目は、

口蹄疫をはじめとする相次ぐ災害からの復興に

取り組んでまいりました。２期目には、復興か

ら新たな成長へとギアを入れ替え、３期目で

は、これまでの流れをしっかりと軌道に乗せる

ため、安心と希望あふれる「みやざき新時代」

の実現に向けて、全力で取り組んでいるところ

であります。

おかげをもちまして、東九州自動車道などの

交通インフラ整備の進展や、口蹄疫終息から10

年が経過する中で、全国和牛能力共進会での３

大会連続の内閣総理大臣賞受賞や、農業算出額

・輸出額の拡大、ワールドサーフィンゲームス

の開催等により、スポーツランドみやざきの認

知度や国際的な評価の高まりを受けた一段と高

いステージへの展開、林業大学校の開講など、

本県の強みを生かした次代につながる成果が生

まれております。

また、宮崎駅西口広場の再整備や防災庁舎の

完成、県立宮崎病院の改築、宮崎カーフェリー

の新船建造などの基盤づくりも着実に進んでい

るものと考えております。

一方、昨年来、新型コロナウイルス感染症の

拡大という未曽有の事態に見舞われる中、時々

刻々と変化する状況に応じた対応に努めている

ところであります。

中でも、先日の緊急事態宣言については、全

国に先駆けて必要な対策を講じ、早期に感染拡

大を抑え込むことができたものであり、県民の

皆様の御協力のたまものと、心から感謝を申し

上げるものであります。

今後は、コロナ禍により顕在化した課題に対

応するため、デジタル社会の実現や人口減少対

策にも資する地方回帰志向を捉えた移住・定住

対策などを加速させ、ポストコロナを見据えた

新たな成長に向けた取組も重要であると考えて

おります。

また、このほかにも、本県には中山間地域の

振興、防災・減災、国土強靱化対策、医療・福

祉の充実など、困難化・複雑化する課題への対

応をはじめ、国文祭・芸文祭や国民スポーツ大

会・全国障害者スポーツ大会に向けた準備な

ど、取り組むべき課題は山積しております。

今後とも、県議会の皆様をはじめ各方面の御

協力をいただきながら、県民の皆様が安心と希

望を持って暮らし続けることのできる宮崎づく

りを進めてまいります。

次に、新田原基地での日米共同訓練に係る確

認文書の締結についてであります。

新田原基地での日米共同訓練につきまして、

昨年12月、私は、丸山議長や小嶋新富町長をは

じめ関係者の方々とともに防衛省を訪問し、岸

防衛大臣に、訓練に関して情報共有を行う連絡

協議会の設置や、米軍人の基地内宿泊を含む具

体的な安全対策、情報提供の在り方などについ

て文書で確認することなどを要望したところで

あります。

岸大臣からは、連絡協議会の設置を含め、県
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や関係市町としっかりと協議するよう指示して

おくとの回答があり、これを受け、現在、九州

防衛局において、訓練の検証を含め、確認文書

の検討が進められております。

また、並行して、県と関係市町においても、

確認文書に盛り込む内容などについて検討を進

めてきたところであります。

近く、それぞれの検討状況を踏まえ、九州防

衛局と協議を開始することとしておりまして、

年度内に連絡協議会の設置と確認文書の締結が

できるよう、協議を進めてまいります。

最後に、ジェンダー平等についてでありま

す。

男性はこうあるべき、女性はこうあるべきと

いった、社会的・文化的につくられた性別、い

わゆるジェンダーによる固定的な役割分担意識

や差別、不平等を解消し、多様な生き方を選択

できる社会を築いていくことは、大変重要であ

ると考えております。

このジェンダー平等という言葉自体、ＳＤＧ

ｓ（持続可能な開発目標）の５番目の目標とし

て掲げられておるところでありますが、世界を

視野に入れますと、このジェンダー平等は、例

えば人身売買や搾取や暴力の撤廃といったこと

も視野に入る国もあれば、我が国においては、

男女共同参画というところで取り組むべき課題

だというふうな認識でおります。

県におきましては、男女共同参画推進条例や

プランに基づき、市町村や関係団体とも緊密に

連携しながら、県民意識を高める啓発や女性の

活躍の場を広げる取組などを進めてきたところ

であります。

その結果、例えば県の審議会等での女性登用

率は、令和元年度末の実績で45.9％、全国５位

となるなど一定の成果が上がってきたところで

あります。

一方で、県民の意識調査では、男性のほうが

優遇されていると感じている人の割合が６割程

度で推移するなど、依然として様々な課題があ

るものと認識しております。

県といたしましては、今後とも、男女共同参

画に係る各種施策に積極的に取り組み、男女が

互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分発

揮しながら、安心して暮らしていくことのでき

る社会づくりに努めてまいります。以上であり

ます。〔降壇〕

ありがとうございました。○田口雄二議員

今議会の冒頭での知事の議案提案理由説明の

中でも、知事在位10周年を振り返って語られて

いました。

コロナウイルスの感染は、収まることはあっ

ても終了することはなく、長い闘いになりま

す。このコロナで疲弊した県内の状況は、口蹄

疫のときと同様です。来年度予算にもコロナ対

策はしっかりと組まれておりますが、再生復興

に知事のさらなるリーダーシップを発揮してい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。

また、九州防衛局との確認文書の締結に関し

ては、尖閣諸島を含む南西諸島をはじめ、東シ

ナ海等の中国との緊張が高まっています。日米

共同訓練の頻度が高まる可能性があります。今

回のようなトラブルにならないよう、きちんと

線引きされた確認文書の締結をよろしくお願い

いたします。

県の審議会の女性登用率は、令和元年度末

で45.9％、全国５位とはすばらしい実績です。

ただ、森元会長によると、女性が多いと時間が

かかると、まるで無駄な時間がかかるようなこ

とを言われておりましたが、決してそのような

ことはなく、有意義な審議が行われているもの
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と思います。

ジェンダー平等に関して、次は、県職員の人

材確保について質問いたします。

現在の県庁内の知事部局の職員数と男女比に

ついて、総務部長に伺います。

令和２年４月１日○

現在の知事部局の職員数3,736人のうち、男性

が2,739人、女性が997人であり、男女比は、お

よそ７対３となっております。

この現在の議場を見ても、執○田口雄二議員

行部側にも議会側にも女性は数えるほどしかい

ません。知事部局の役付職員に占める女性の割

合について、数値目標があるのか。また、その

現状について、再度、総務部長に伺います。

昨年４月に見直し○

を行いました「県庁職員子育て応援・女性活躍

推進プラン」において、知事部局では、令和６

年度までに副主幹以上の職に占める女性職員の

割合を17.5％とすることとしており、現状で

は、昨年４月現在で15.1％となっております。

今後も、出産や子育てに係る職場環境の充実

に加えて、様々な研修や意欲と能力に応じた人

事配置など、女性職員の活躍推進に向けた取組

を実施してまいりたいと考えております。

女性がやりがいを持って、持○田口雄二議員

てる能力が十二分に発揮できる職場環境の構築

をよろしくお願いいたします。

次は、県職員採用試験につきましてお聞きし

ます。

今年度の県職員採用試験の結果はどのような

状況であったのか、人事委員長に伺います。

令和２年度の県○人事委員長（濵砂公一君）

職員採用試験の競争倍率は、大学卒業程度全体

で4.1倍でございました。これは、前年度に比べ

て1.4ポイント上昇しております。

この主な要因といたしましては、今年度、一

般行政に特別枠を新設しまして、公務員試験対

策が不要で、多くの民間企業でも利用されてお

りますＳＰＩ３という試験を導入したことによ

り、一般行政の受験者数が、トータルで約２倍

に増加したことなどが挙げられます。

一方で、技術系職種におきましては、競争倍

率が２倍を切る職種が複数存在しておりまし

て、特に、土木、農業土木、心理の３つの職種

におきましては、最終合格者数が採用予定数に

満たない状況となっているところでございま

す。

私は、平成29年２月議会で、○田口雄二議員

民間企業の採用意欲が増している中、近年の県

職員の採用試験の倍率低下について質問してい

ます。そのときは、大卒程度の全体の競争倍率

が4.7倍で、平成以降最低でありました。特に倍

率の低い土木、建築等の技術系職種は、「来年

度より、試験内容は専門分野を重視し受験しや

すい内容に見直すとともに、若手職員が県庁希

望の学生等の相談に応じる仕組みを創設した。

今後とも、関係部局との危機感を共有し、連携

を強化し、県の将来を担う優秀な人材確保に努

めていく」と、当時の人事委員長の答弁をいた

だいております。

４年前に、人材確保の対策を示されました

が、一般行政の受験者は持ち直しつつあります

けれども、特に倍率の低い土木や建築等の技術

系職種は、当時から大きな課題としながらも、

現在も状況は変わっていないようです。構造的

な問題や働き方改革など、改善しなければなら

ないことがあるのではないかと考えます。

そこで、技術系職種について、受験者の確保

が困難になっている要因と今後の対策につい

て、人事委員長に伺います。
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県職員の採用試○人事委員長（濵砂公一君）

験につきましては、近年、少子化に伴う受験年

齢人口の減少、国やほかの地方公共団体、ある

いは民間企業等との競合などによりまして、受

験者の確保が困難な状況が続いております。

このような中、特に技術系職種につきまして

は、民間企業における理系学生の内定の時期が

非常に早いということも、受験者の確保が厳し

い要因の一つと考えております。

このため、技術系職種につきましても、来年

度からＳＰＩ３試験を導入いたしまして、全

国47都道府県に設置されるテストセンターで、

４月に前倒しして第１次試験を実施することに

より、受験者の利便性向上、あるいは負担の軽

減を図りまして、優秀な人材を早期に確保する

こととしております。

また、任命権者と連携いたしまして、ＳＮＳ

やオンライン説明会を積極的に活用するなど、

効果的な広報活動を一層強化いたしまして、県

職員の魅力や仕事のやりがいを広く発信してま

いりたいと考えております。

試験を前倒しして、リクルー○田口雄二議員

トグループの会社が実施している適性検査であ

るＳＰＩ３試験を、来年度から導入するようで

すが、人材確保に効果が出ることを期待いたし

ます。

試験の改革も分かりますが、本県の未来を

しょって立つぐらいの気概を持った優秀な人材

が寄ってくるような組織でないといけません。

県職員採用試験において、競争倍率が低迷す

る職種がいまだに見られますが、今後どのよう

に取り組んでいくのか、総務部長に伺います。

新型コロナ対策を○

はじめ、人口減少問題や国土強靱化対策など喫

緊の課題を抱える中、質の高い行政サービスを

継続的に提供するためには、優秀な人材の確保

が大変重要であります。

県では、技術系職種における受験者数を確認

するため、近年、インターンシップの受入れ

や、大学等が主催する就職説明会への参加等に

加えて、一部職種における受験年齢の引上げや

採用試験の通年実施、職種別の採用案内パンフ

レットの作成、県外の高校への試験案内の送付

等に取り組んでいるところであります。

今後も、県職員として働くことの魅力のＰＲ

に取り組むことにより、本県の将来を担う人材

の確保に努めてまいりたいと考えております。

引き続きよろしくお願いいた○田口雄二議員

します。

先日、国家公務員の早期退職が増加している

と報道されていました。退職にはいろんな要因

がありますが、知事部局における30代以下の若

手職員の早期退職の状況について、総務部長に

伺います。

知事部局におけ○

る30代以下の若手職員の早期退職につきまし

て、過去３年間の状況でありますが、平成29年

度以降、29名、13名、29名と推移しており、今

年度は、現時点で37名の退職が見込まれており

ます。

退職の理由といたしましては、転職のほか、

結婚を契機とした県外への転出、健康上の問題

など様々であります。

今年度は確定ではありません○田口雄二議員

が、前年度比で８名増となっています。退職に

は個人の様々な事情があり、一概には言えませ

ん。職場環境や仕事のストレス等により働く意

欲がなくならないよう、十分な配慮をよろしく

お願いいたします。

次に、医療福祉について質問いたします。
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質問の前に、県北地区では、人工呼吸器等の

装着が必要な医療的ケア児が短期滞在できる施

設がなく、保護者の負担軽減の要望も強く、私

もこの場で設置を質問し、要望してまいりまし

た。

そのような中、本年４月に県北初の医療的ケ

ア児の短期滞在施設が、延岡共立病院に開設さ

れることになりました。県内５か所目で、県北

初の開所となります。短期滞在は24時間の介

護、食事や排せつなどが必要な医療的ケア児の

家族が、冠婚葬祭などで子供の世話ができない

ときに活用するものです。

長年の課題でありましたこの施設を受け入れ

てくれる延岡共立病院と、設置に尽力いただき

ました県当局に対しまして、厚くお礼を申し上

げます。

この件は、我が会派の太田清海議員が一般質

問で取り上げますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、ワクチン接種について質問いたし

ます。

昨年の臨時国会で、改正予防接種法が成立

し、接種費用は国が負担、健康被害が出た場合

も、国が補償費用を肩代わりすることになりま

した。そして、実際の接種業務は、市町村や医

療機関が担うことになりました。

また、安全性を最優先に進めるべきではあり

ますが、感染の蔓延を防ぐためには、接種者が

多いほど効果が上がるため、今回は任意接種よ

り強い「努力義務」となりました。

本県においては、今月の19日から新型コロナ

ウイルス感染症のワクチン接種が、医療従事者

を優先して始まりました。まだ接種された方は

ごくわずかですが、幸い深刻な副反応は出てい

ないようです。ワクチン接種に懐疑的な人が多

いようでもありますが、安全な状況が確認され

始めると、一気に希望者が増えるのではないか

と思います。

ただ、２度接種しないと効果が出ないそう

で、必要な国民に行き渡るには相当な時間を要

します。ワクチン接種が大きな抑止効果を発揮

してほしいものです。

ワクチン接種の主体は市町村でありますが、

県はどのように関与、助言しているのか、福祉

保健部長に伺います。

市町村では、○福祉保健部長（渡辺善敬君）

４月以降に開始される高齢者をはじめとした住

民接種に向け、接種体制づくりが進められてい

るところです。

県では、市町村の接種体制づくりを支援する

ため、知事と市町村長によるウェブ会議や、２

度の担当職員を対象とした意見交換会を開催す

るとともに、県の感染症対策室ワクチン担当内

に市町村からの相談窓口を設置しまして、進捗

状況を確認しながら、適宜アドバイスを行って

きたところです。

また、県医師会や郡市医師会に対しまして

も、知事からの直接の協力依頼をはじめ、県と

して、全体会議への出席や訪問等による協力依

頼を行ってきたところであります。

今後とも、市町村の進捗状況を確認しなが

ら、継続した支援を行ってまいりたいと考えて

おります。

県のワクチン担当内に市町村○田口雄二議員

の相談窓口担当が設置されているようですが、

県内の自治体には、保健所を有する中核市の宮

崎市をはじめ、人口規模も小さい中山間地域が

主の町村もございます。

今後の全体のスケジュールがはっきりしない

中、ほとんどの住民が対象となるワクチン接種
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は、初めての経験であり、ノウハウがないまま

でのスタートです。医療スタッフの確保など、

困惑している自治体も多いものと想像します。

市町村が抱える課題について、県はどのよう

に対応するのか、福祉保健部長に伺います。

市町村におき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

まして住民接種の体制づくりを進める上で、接

種会場の確保や、看護師等の人材確保などが課

題となっております。

また、ワクチンの配分量や、その配布時期な

どが不明な点があり、具体的な接種計画の策定

が進まないことも大きな課題となっておりま

す。

このため、県といたしましては、国からの各

種情報収集と市町村への迅速な情報提供はもち

ろん、県医師会や郡市医師会への協力の要請を

継続しつつ、個別の医療機関に対する住民接種

への意向調査結果を市町村に提供したところで

あります。

市町村によって抱える課題も異なりますこと

から、個別の相談対応や助言指導にも取り組ん

でいるところであり、今後とも、市町村の円滑

な接種体制づくりを支援してまいりたいと考え

ております。

ワクチンの配布についても未○田口雄二議員

定で、予定も立たず市町村は戸惑っていると思

います。細やかな市町村への対応をよろしくお

願いいたします。

コロナ感染症の本県での最初の感染者が昨年

の３月４日に確認されて、間もなく１年が経過

しようとしています。その後、第３波で感染者

が拡大し、県独自の緊急事態宣言が発令され、

県民に活動の抑制をお願いしました。当初、Ｐ

ＣＲ検査数が少なく、検査体制の拡充が訴えら

れました。

その後、独自に検査体制を整えたところもあ

るようですが、新型コロナ感染症の検査体制の

現況と、検査で陽性が判明したときの保健所へ

の連絡体制はどうなっているのか、福祉保健部

長に伺います。

現在、新型コ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ロナの検査体制につきましては、行政検査と保

険適用検査の２つがあり、そのうち行政検査に

つきましては、感染者の濃厚接触者等に対し

て、県の衛生環境研究所と宮崎市保健所、また

は一部を民間検査機関に委託して行っておりま

す。

また、保険適用検査につきましては、発熱等

の症状があり検査を希望される場合、地域の身

近な医療機関である診療・検査医療機関や地域

外来・検査センターで検査を行っております。

保険適用検査で陽性が判明した場合は、感染

症法の規定に基づき、検査結果を受けた医師が

保健所へ届け出ることになっており、保健所で

は、この届出を基に、感染源や濃厚接触者の把

握など、積極的疫学調査に着手することになり

ます。

次に、医療スタッフの確保に○田口雄二議員

ついて伺います。

私は以前、「医療手術支援ロボット「ダビン

チ」は、最先端そして安心安全の医療の提供に

なる。そして医師確保にも大きな力を発揮す

る。しかし、残念ながらその「ダビンチ」が１

台もないのは宮崎県だけである」と、４年前の

６月議会のこの議場で言ったことがあります。

しかし、ようやく昨年度、宮崎大学医学部附

属病院に導入されました。来年度予算案では、

県立宮崎病院にも「ダビンチ」導入が予定され

ています。県立宮崎病院の医師は、先端医療機

器の導入を楽しみに待っていることと思いま
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す。さらなる医師確保に貢献してほしいもので

す。

そこで、本県の課題である医師確保に向けた

今後の取組について、福祉保健部長に伺いま

す。

医師少数県で○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ある本県におきまして、医師の確保は喫緊の課

題であることから、昨年実施した「宮崎県医師

養成・定着推進宣言」に基づきまして、令和４

年度から宮崎大学医学部の地域枠を拡充すると

ともに、宮崎県キャリア形成プログラムによる

若手医師の養成、偏在解消に取り組んでまいり

ます。

加えて、勤務環境の改善による県内定着の促

進を図るため、本議会に提案させてただいてお

ります新規事業「医師の働き方改革推進事業」

において、救急医療等を担う医療機関に対し、

労働時間短縮に資するＩＣＴ機器の整備費用等

の補助を行うとともに、女性医師の仕事と家庭

の両立や復職等を支援することとしておりま

す。

今後、これらの取組を関係機関一体となって

推進し、さらなる医師確保に努めてまいりま

す。

医師の確保と併せて、看護師○田口雄二議員

の確保も本県の大きなテーマです。看護大の学

生の就職先が、ずっと県外が過半数を上回る状

況で、いかに県内に残すかを、よく県議会でも

質問されています。

そんな中、県外でスキルアップした本県出身

者の看護師がふるさとに帰ってきて、医療現場

で貢献してくれることを期待して、平成25年度

に延岡と日南の県立病院に導入したのが、看護

師地域枠採用です。

県立病院における看護師地域枠採用の現状と

看護師確保の取組について、病院局長に伺いま

す。

看護師の地域枠採○病院局長（桑山秀彦君）

用は、日南病院あるいは延岡病院に限定して勤

務する職員を採用する取組でありますけれど

も、平成25年度の導入以降、日南病院で45名、

延岡病院では127名を採用しております。

また、毎年多くの新卒の看護師が県外に就職

しているという本県の実情を踏まえまして、昨

年度から、県外の経験者を優先して採用する

「ＵＩＪターン枠」を新たに設けまして、17名

の受験者に対し12名を採用したところでござい

ます。

今後とも、こうした優先枠の周知を図ります

とともに、充実した研修制度など県立病院で働

く魅力を、病院説明会やインターンシップを通

じ積極的にＰＲすることなどによりまして、看

護師の確保に努めてまいります。

その看護師確保について、残○田口雄二議員

念な報告があります。県立病院の看護師として

働いていたが、不妊治療を継続するには退職せ

ざるを得なくなり、残念ながら退職された看護

師の御主人より、改善要望として相談を受けま

した。私もこの相談を受けて、改めて不妊治療

の実態を知りました。

一般に不妊治療といっても、原因に応じて

様々な治療法がありますが、この退職した看護

師の場合は、治療の日程が医師の急な呼出しで

直前に決まることが多いため、計画的に休みを

取ることが難しく、シフトに組み込まれていた

ら、人員が少ないため急に休むことができず、

また急に休むと迷惑がかかるため、泣く泣く退

職の道を選んだそうです。この相談者の奥様だ

けではなく、ほかにもそのような状況の看護師

がいて、同じように退職の道を選んだ方がいた
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ようです。

看護師は多くが女性であり、そういった人た

ちが働きながら不妊治療を継続できる環境を整

備することが、少子化対策や看護師などの人材

確保につながると考えます。

そこで、不妊治療など職員の実情に応じた職

場環境づくりについて、病院局長に伺います。

不妊治療につきま○病院局長（桑山秀彦君）

しては、その過程で急な通院治療が必要となる

など、職員にとっては、仕事との両立を図る上

で負担が大きいものと認識しております。

このため、各県立病院では、職員との面談な

どを通じまして、子育てや介護などとともに、

不妊治療につきましても、職員一人一人の事情

をしっかり把握しながら、業務内容や勤務時間

の割り振りなどの面から、できる限りの配慮を

行っているところでございます。

こうした配慮は、人材の確保・定着の観点か

らも、非常に重要であると考えております。

今後とも、職員のライフステージに応じた働

きやすい職場づくりに努めてまいります。

県立病院の貴重な人材への配○田口雄二議員

慮、働き方改革をしっかりと検討していただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

2015年10月に始まった「医療事故調査制度」

という制度があります。医療法に基づき、提供

された医療に起因する予期しなかった死亡の原

因を調査し、再発防止を図る制度です。

医療機関は、予期せぬ死亡事故が起きた場

合、第三者機関である「医療事故調査・支援セ

ンター」に報告して調査を実施し、結果を医療

機関と遺族に伝えるものです。

医療事故調査・支援センターは、調査結果を

再発防止のために分析しており、手術や画像診

断などでの死亡事故を防ぐ提言を、これまで12

回公表してきました。年平均で340～380件が報

告されるようで、５年間の累計が1,847件あり、

年平均の報告数を人口100万人当たりに換算して

比較した結果が、大きく新聞報道されました。

宮崎県は何と5.6と最多で、全国平均は2.9です

ので、本県は全国平均の２倍近い数字となりま

した。この数字だけを見たら、県民は、予期せ

ぬ死亡事故がこんなに多いのかと、本県の医療

に対して不信感が募るかもしれません。

都道府県で大きな差が出る背景には、再発防

止や医療の安全性向上のため、積極的に報告す

る地域や病院がある一方で、医療訴訟などの証

拠に使われるとして、調査に消極的な医療機関

もあるようです。

人口100万人当たりの事故報告が、都道府県に

よって最大４倍以上の差があります。宮崎県医

師会は、「会員向けに制度の説明会を開き、調

査のための専門医の派遣から報告書作成まで支

援している」と積極的に取り組んでいます。ま

た、「調査して訴訟に至るケースは１割もな

く、死因究明で遺族の理解が得られる」と見て

いるようです。

医療事故調査制度について、本県の人口100万

人当たりの報告数が全国最多との報道がありま

したが、これをどのように捉えているのか、福

祉保健部長に伺います。

医療事故調査○福祉保健部長（渡辺善敬君）

制度につきましては、本県医師会では、制度の

周知を図る説明会の開催や、院内調査を行う医

療機関へ専門医を派遣するなど、制度開始当初

から様々な取組を実施され、制度の定着が進ん

でおります。

人口100万人当たりの年平均報告数が5.6と、

本県が全国最多となったことについて、県医師

会は、医療機関の管理者が制度を十分に理解し
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て、積極的に報告を行った結果だとしておりま

す。

報道によりますと、医療事故・調査支援セン

ターを運営する日本医療安全調査機構は、「都

道府県によって事故の発生率が大きく変わるこ

とは考えにくく、趣旨を理解して調査・報告す

る必要がある」としており、本県としまして

も、県医師会や関係医療機関の尽力により、本

制度が積極的に活用されている結果であると考

えております。

以前から、公平な立場での調○田口雄二議員

査機関の存在が、医療提供者からも患者サイド

からも切望されており、そこで第三者を交えた

専門的な調査機関として設置されたのが、医療

事故調査・支援センターです。医学的に公平な

立場から原因を究明して再発を防止すること

が、主たる目的です。

よって、本県内で発生する医療事故が多いわ

けではなく、医療機関の管理者が制度を十分に

理解して、規定に従い積極的に届けたと理解し

ます。

まだスタートして５年の制度でありますが、

今後この制度が最大限に有効活用され、地域医

療の向上につながることを期待します。

次に、生活保護の申請状況について伺いま

す。

自殺も一時は全国で３万人を超えていました

が、様々な施策が功を奏し、２万人を切るとこ

ろまで来ていたにもかかわらず、心配したとお

り、コロナ禍で急に増え、またしても２万人を

超えてしまいました。

今回の特徴は、女性が急増したことと、児童

生徒の自殺が前年より４割増しの479人になった

ことです。これに比例して、生活保護も増えて

いるのではないかと思います。

先日、国会で菅首相は、コロナで広がる生活

困窮に対して、「最終的には生活保護という仕

組みがある」と答弁し、生活保護にいかないよ

うに手を差し伸べるのが政治ではないのかと、

ちょっとした論争になりました。

しかし、そうした施策の足りないところを補

い、全ての人を守る最後のセーフティーネット

が生活保護です。コロナによる影響は既に１年

が経過し、大きく疲弊しており、生活困窮に

陥った人も多いと考えます。

そこで、コロナ禍で大変厳しい状況の中、生

活保護の申請状況はどうなっているか、福祉保

健部長に伺います。

本県におきま○福祉保健部長（渡辺善敬君）

して、直近の把握できる数値として、令和２

年11月の申請件数が168件でありまして、前月と

比較して５件減少しております。

また、今年度４月から11月までの累計は1,255

件でありまして、前年度の同期間と比較します

と、58件の減少となっております。

このように、申請件数は昨年度と比べ減少傾

向にありますが、コロナの影響は今後も続くと

見込まれますので、生活にお困りの方々に対し

て、きめ細やかな相談対応を行いながら、生活

保護も含め、必要な支援を届けてまいりたいと

考えております。

11月単月では全国的には増加○田口雄二議員

しているのに、本県は減少していると。これを

どう評価したらいいのか悩みます。

ただ、生活保護の基準以下の収入で暮らす人

のうち、制度を利用しているのは２割との推計

もあります。必要な人が誰でも使える仕組みに

なっておらず、利用を妨げる壁もあります。生

活保護の受給に否定的な意識が根強いことや、

申請のハードルの高さも指摘されてきました。
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改善しなければならない点は多いのですが、本

県の生活保護の減少が、それらをクリアしての

ことと祈るばかりです。

次は、県産材の需要拡大について質問いたし

ます。

本県は、杉素材生産量が29年連続で日本一を

達成するとともに、国産材の製材品出荷量につ

いても日本一を維持するなど、国内有数の木材

供給基地としての地位を築いています。

しかし、コロナ感染症拡大の影響から、国内

外の経済活動の制約による個人消費の落ち込み

や人口減少などで、木材需要の大部分を占める

住宅着工戸数の減少等により、長期的な木材価

格の下落が危惧されています。

そこで、県産材の非住宅分野における需要拡

大に向けた取組について、環境森林部長に伺い

ます。

非住宅分野で○環境森林部長（佐野詔藏君）

の県産材の需要拡大につきましては、これま

で、県内の駅などの公的スペースの木造・木質

化への支援や、木造の非住宅施設の設計スキル

を持つ建築士の育成のためのセミナー開催など

に取り組んでまいりましたが、今年度は、新型

コロナウイルス感染症拡大に対応し、補正予算

によりまして、新しい生活様式に対応した飲食

店などの民間施設の木造・木質化への支援にも

取り組んでおります。

また、来年度は、これらの取組に加えまし

て、今議会に新規事業として御提案しておりま

す「みやざき材販路拡大・競争力強化事業」に

よりまして、大都市におけるＰＲ効果の高い商

業施設等についても支援していくことといたし

ております。

今後とも、こうした取組を積極的に推進し、

県産材の非住宅分野における需要拡大に努めて

まいりたいと考えております。

住宅着工数が回復することが○田口雄二議員

一番ではありますが、供給先の多角化は、今後

の需要拡大に大きな要因になると思います。取

組の強化、よろしくお願いいたします。

次に、商工労働行政の質問に移ります。

卒業予定の高校生・大学生は、ちょっと前ま

での就職状況と大きく変わり、気の毒な思いも

します。しかし、都市部におけるコロナの状況

は、これまで求人を出してもなかなか応えても

らえない厳しい状況にあった地方にとって、県

内志向が高まってきたのではないかと期待され

る部分もあります。

本県の高校生の県内就職率が全国ワーストの

ときもあり、その状況を打破するため、様々な

県内就職率アップの取組を行ってきた経緯もあ

りますので、変化が出てきたのではないか。

そこで、今年３月卒業予定の高校生・大学生

等の県内企業への就職内定状況について、商工

観光労働部長に伺います。

宮崎労働○商工観光労働部長（松浦直康君）

局によりますと、県内の高校生のうち、民間事

業所への就職内定者数は、昨年12月末現在

で2,097人で、内定率は91.6％であります。この
※

うち、県内の事業所への内定割合は60.7％であ

りまして、前年同月比で2.6ポイント増加してお

ります。

次に、県内の大学生等の就職内定者数は1,418

人で、内定率は68.8％となっております。この

うち、県内内定者の割合は40.3％でありまし

て、前年同月比で0.7ポイント増加しておりま

す。

新型コロナウイルス感染症の影響により、県

外も含めた全体の就職内定率は若干低下してお

りますけれども、県内就職を希望する割合、あ

※ 88ページに訂正発言あり
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るいは県内の内定率は上昇しておりますので、

県といたしましては、引き続き企業や学校など

関係機関と連携し、若者の県内就職促進を図っ

てまいります。

全体の就職率は低下している○田口雄二議員

けれども、県内就職を希望する割合や県内就職

内定率は上昇しているということです。

高校生の県内就職率は、平成27、28年が全国

最低でしたが、平成17年以来、15年ぶりに60％

台に届きそうです。今年度、もう少しあります

ので、内定していない高校生・大学生の就職

に、教育委員会と一緒になって取り組んでいた

だきたいと思います。

ただ、心配なのは来年度です。既にＪＡＬや

ＪＲ九州等が、新卒採用の見送り等を発表して

います。大きくならないことを祈るばかりで

す。

次に、事業承継について伺います。

中小企業の倒産ではなく、後継者不在による

廃業・解散が深刻化しています。コロナで経営

意欲も失って、廃業する中小企業が増加するの

ではないかと心配しています。雇用や納税もな

くなり、地域の活力が損なわれてしまいます。

事業引継ぎ支援センターの今年度の取組実績

について、商工観光労働部長に伺います。

事業引継○商工観光労働部長（松浦直康君）

ぎ支援センターでは、県内の中小企業者の第三

者承継を中心に、個々の企業の状況に即した

マッチング支援を行っているところでありまし

て、１月末時点での実績を見ますと、新規の相

談件数は、昨年度の243件に対し、今年度は278

件、成約件数は、昨年度の31件に対し、今年度

は24件となっております。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

によりまして、事業者との対面での面談が困難

であったということもありまして、若干、成約

件数は減ったものの、オンラインによる面談方

法を取り入れたこと、それから、メディアを活

用した積極的な広報活動により、新規相談件数

につきましては、増加が図られたところであり

ます。

それから、先ほどの答弁の中で訂正させてい

ただきます。

高校生の就職内定率、91.6％というふうに申

し上げましたけれども、91.0％でございます。

訂正させていただきます。申し訳ありませんで

した。

コロナの関連で相談は増えて○田口雄二議員

いるけれども、コロナの影響で面談等が難しく

なって、成約件数は減っているとのこと。で

は、その増えている相談はどんなものが多いの

かが気になります。

事業引継ぎ支援センターに寄せられる相談内

容について、商工観光労働部長に伺います。

今年度の○商工観光労働部長（松浦直康君）

新規の相談件数278件のうち、「事業を譲渡した

い」という売手からの相談が96件、「事業を譲

り受けたい」という買手からの相談が177件と

なっておりまして、買手からの相談が、売手の

ほうを上回っているという状況でございます。

また、相談の背景を見ますと、売手側の事情

としては、後継者不在を理由とする相談が中心

となっておりまして、そのほかに「複数ある店

舗の一つを譲りたい」などといった相談も寄せ

られております。

一方、買手側の事情としましては、企業成長

や新分野への事業展開等を目的とした相談が多

く寄せられております。

私の認識では、売手が多い○田口雄二議員

が、買手がなかなか見つからないと思っていま
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した。事業の買手のほうが、売手よりも倍近く

も相談がある状況は、逆にほっとしています。

であるならば、廃業するか悩んでいる経営者

に、事業承継についてもっとＰＲが必要ではな

いかと思います。

第三者承継における売手側の事業者にとって

のメリット・デメリットを伺います。また、そ

のデメリットに対して、県はどのように取り組

んでいくのか、商工観光労働部長に伺います。

第三者承○商工観光労働部長（松浦直康君）

継におきます売手側の事業者のメリットとしま

しては、例えば、従業員の雇用が維持できる、

それから、これまでの取引先や顧客との関係を

保てる、そして、譲渡の代金が得られるといっ

たことなどが挙げられるところであります。

一方、課題となっておりますのが、民間の仲

介業者を介した場合の手数料、あるいは専門家

による企業価値評価に要する費用負担の発生な

どがございます。

この課題を少しでも解消するため、県では、

来年度の新規事業としてお願いしております

が、第三者承継の際に必要となる費用負担を軽

減する補助事業を盛り込んでいるところであり

まして、円滑な事業承継の促進を図ることとし

ております。

買手の相談が圧倒的に多い状○田口雄二議員

況を見てみますと、売手への情報提供等を強化

しなければなりません。

そこで、売手側の事業者にとってのメリット

を全面的に打ち出していったほうが、相談も増

え効果的であると考えますが、商工観光労働部

長の考えを伺います。

事業引継○商工観光労働部長（松浦直康君）

ぎ支援センターでは、これまで、後継者がいな

い事業者に対しまして、広報活動やセミナーな

どの機会を通じて、メリットや成約の事例を紹

介しながら、第三者承継が有力な選択肢である

ことを理解してもらえるよう、周知を図ってい

るところであります。

県としましても、第三者承継の成約をさらに

伸ばすためには、少しでも多くの事業者に売手

側のメリットを理解してもらい、気づいていた

だくことが重要なポイントになると考えており

ます。

今後、センターと連携しながら、売手側のメ

リットがしっかりと伝わるよう、周知に努めて

まいります。

コロナが落ち着きましたなら○田口雄二議員

ば、相談がさらに増加してくることが予想され

ます。廃業・解散を１つでも減らすよう、よろ

しくお願いいたします。

次に、農畜産行政についての質問に入りま

す。

鳥インフルエンザが、今季、香川県で第１例

が確認された後、西日本一帯で拡大し、さらに

全国に広がっています。

本県においては、12月１日に日向市東郷町で

１例目が発生以降、拡大が止まらず、２月25日

の都城市の12例目まで、累計で約92万羽が殺処

分されています。日本で有数の養鶏産地の本県

にとって、コロナで疲弊しているとき、これ以

上の拡大は死活問題です。

県内で、鳥インフルエンザの発生を踏まえ、

どのような対策を講じていくのか、農政水産部

長に伺います。

今シーズン○農政水産部長（大久津 浩君）

は、例年より早く、国内で鳥インフルエンザが

続発したことから、養鶏関係者を対象といたし

ました緊急防疫会議や、緊急一斉消毒を実施す

るなど、強い危機感を持って、発生防止対策に
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取り組んでまいりました。

しかしながら、議員御指摘のとおり、これま

でに県内で12例の発生があったことは、大変重

く受け止めているところでございます。

発生農場の一部では、国の疫学調査におきま

して、鶏舎の隙間等が確認され、小型の野生動

物の関与が疑われましたことから、侵入経路と

なる隙間等の点検・補修とともに、農場周辺の

石灰散布や効果的なネズミ駆除等の対策につき

まして、家畜伝染病予防法に基づく知事命令を

発出し、現在、指導を強化しているところでご

ざいます。

今後とも、国に対し原因究明を強く要望いた

しますとともに、これまでの防疫指導の検証に

基づく対策の再徹底を喚起するなど、関係者一

丸となりまして、発生防止に取り組んでまいり

たいと考えております。

ニュース映像を見ています○田口雄二議員

と、あまり知識のない私が見ても、窓もない最

新の建物で、どこからウイルスが入り込んだの

だろうと思えるほどです。

対策も大変だなと思います。ただ、私が解せ

ないのは、畜産では本県と牛、豚、鶏ともに全

国トップ争いをするほどの鹿児島県との違いで

す。

11年前、本県は約30万頭の牛豚を殺処分した

のに、陸続きで広く接している鹿児島県は、口

蹄疫は発生しませんでした。今回の鳥インフル

エンザは、鹿児島県でも発生はしましたが、わ

ずか１例のみ、本県は12例も出ています。鹿児

島県が運がいいだけとは思えません。防疫体制

に何かヒントがあるのかもしれません。鹿児島

県でも隣の宮崎県で頻繁に広がるのは困るで

しょうから、連携を取りながら防疫体制の構築

を検討してください。

次に、アニマルウェルフェアについて伺いま

す。

アニマルウェルフェアとは、動物の福祉とも

言われており、家畜を快適な環境下で飼養する

ことです。家畜のストレスや疾病を減らすこと

が重要であり、結果として、生産性の向上や安

全な畜産物の生産性につながると、農林水産省

は、アニマルウェルフェアの考え方を踏まえた

家畜の飼養管理の普及に努めており、世界的な

傾向です。

最近、このアニマルウェルフェアが注目され

ました。吉川貴盛元農林水産大臣が、2018年の

大臣在任中に、大手鶏卵生産会社「アキタフー

ズ」の元代表から、数回にわたり現金を提供さ

れていたことが発覚しました。目的は、鶏の飼

養環境にアニマルウェルフェアを反映させよう

とする動きに反対してもらうためでした。

物価の優等生と言われる鶏卵は、効率を最優

先して大量に生産するケージ飼いが主流で、１

羽当たりのスペースは大変狭いものです。かと

いって、激的に飼育環境を変えて、価格が高騰

して消費者にそっぽを向かれては元も子もあり

ません。

そこで、畜産分野におけるアニマルウェル

フェアについて、基本的な考え方を農政水産部

長に伺います。

畜産分野の○農政水産部長（大久津 浩君）

アニマルウェルフェアは、「快適性に配慮した

家畜の飼養管理」を意味し、国が示しておりま

す畜種ごとの飼養管理指針では、日々の観察や

記録、良質な飼料や水の給与、快適な温度と適

切な換気など、家畜を健康に飼養管理すること

が重要とされております。

具体的に県内では、暑熱対策として、畜舎へ

の散水や送風機等の設置、温度や湿度を管理で
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きる畜舎整備、さらに近年では、牛の自発的行

動を重視した搾乳ロボットや、放し飼い方式の

採卵鶏舎の導入など、家畜のストレス等に配慮

した取組事例が見られているところでございま

す。

いずれにいたしましても、こうした生産者側

の多額の設備投資は、畜産物の販売価格の上昇

に対する消費者の理解も必要でございます。

県といたしましては、アニマルウェルフェア

に対する国の動き等も注視しながら、引き続

き、本県畜産の生産振興に努めてまいりたいと

考えております。

アニマルウェルフェアは、口○田口雄二議員

蹄疫が発生したときにも導入が言われました

が、効率最優先の方針は変わりませんでした。

生産者には、大きな設備投資や広い敷地も必要

になります。それでも、世界的な流れであるア

ニマルウェルフェアを推進するためには、消費

者にも理解をいただきながら進めていかなけれ

ばなりません。

次の質問に入ります。

九州農政局は昨年末、2020年の「農林業セン

サス」を発表しました。本県の基幹的農業従事

者は、５年前に比べて約１万人減少しておりま

す。また、平均年齢は0.7歳高齢化が進んでおり

ます。生産基盤の衰退や農村の維持にも関わっ

てきます。

しかし、県内全ての農業経営体の経営耕地面

積は減少しておりますけれども、１経営体当た

りの面積は、少しですが0.3ヘクタール増加して

います。

私の周りでも、脱サラしてキュウリ農家に

なったり、イチゴ観光農園を始めたり等々、農

業に対する感覚が少しずつ変わってきているよ

うです。まだ研修中ですが、昨年も農業をやり

たいという若者の相談を受け、地元の農業改良

普及センターを紹介し、就農支援等を紹介しま

した。

また、農業法人もかなり増え、外国人研修生

の力を借りて、積極的に農業を拡大している農

業法人を、一昨年の特別委員会で何か所も調査

してきました。

農業従事者の減少を嘆いているばかりではな

く、これからの本県農業を支える経営感覚に優

れた意欲ある担い手育成の取組について、農政

水産部長に伺います。

農業者の減○農政水産部長（大久津 浩君）

少が避けられない中、本県農業を牽引する経営

感覚に優れた人材育成が大変重要でありますこ

とから、農大校や普及センターにおきまして、

経営発展段階に応じた先進的な技術や知識を習

得できる研修等を定期的に開催しているところ

でございます。

また、全国トップクラスの企業経営者等から

講義をしていただきます「みやざき次世代農業

リーダー養成塾」や、マーケティング等を学ぶ

「みやざき６次産業化チャレンジ塾」などを長

年開講しているところでございまして、経営の

法人化や新商品開発、輸出等の多角化に取り組

み、地域農業のリーダーとして活躍する若い経

営者が育ってきているところでございます。

今後も、市町村やＪＡ等と連携いたしまし

て、経営発展に積極的に挑戦する担い手のネッ

トワーク化を進めまして、時代の変化に柔軟に

対応し、本県農業を託せる人材育成にしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。

農業従事者が減少しても、本○田口雄二議員

県の農業全体のパワーがダウンすることのない

ように、意欲のある担い手の育成とさらなる確

保を進めていただきたいと存じます。よろしく
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お願いいたします。

次に、本県は全国的にも知られたマンゴーや

キンカン、最近ではライチなど果樹の生産が盛

んになりました。

宮崎銀行は農業部門を手がけるようになり、

ハウスでアボカド栽培を始めたのがニュースで

も報道されています。私の住む延岡市でも、市

内で取れた果樹等が、途切れることなく道の駅

等に出荷されており、おいしくいただいており

ます。

ただ、地球温暖化などにより、栽培環境が変

わりつつあり、ライバルとなる産地が増えるの

が懸念されます。

今後、本県の果樹の振興についてどのように

取り組んでいくのか、農政水産部長に伺いま

す。

本県の果樹○農政水産部長（大久津 浩君）

振興を図るためには、地球温暖化による品質・

収量の低下や、労働力不足への対策に加えまし

て、コロナ禍で生まれました新たなニーズへの

対応等が喫緊の課題であると認識しておりま

す。

このため県では、複合環境制御や無人防除機

など先進的なスマート農業技術の導入により、

品質・収量の向上や省力化の取組を進めますと

ともに、産地加工の強化やネット販売など多様

化する販売形態にも対応できる産地づくりに取

り組むこととしております。

さらに、マンゴーに続く、ライチなどのブラ

ンド化とともに、ユズ加工品やキンカンなどに

つきましては、輸出にチャレンジするための新

たな専用園地の拡大などに向けまして、関係機

関や団体等と一体となりまして、スピード感を

持って対応し、稼げる果樹の振興を図ってまい

りたいと考えております。

新品種の開発も含め、稼げる○田口雄二議員

果樹の振興をよろしくお願いいたします。

次に、以前、我が会派の岩切議員が質問した

収入証紙制度について伺います。

運転免許更新、県立高校受験、パスポート申

請等、県が手数料を徴収する際に、証紙の添付

によって行う方法がございます。これを廃止す

る自治体が出てきています。

民間取引は、電子マネーの登場でキャッシュ

レス化が進んでおり、行政の中でもいずれ対応

が求められるものと考えていますが、県民の利

便性向上の立場から検討が必要ではないかとの

質問に、当時の会計管理者からは、「証紙収納

は関係部局と協議の上、運転免許更新手数料な

どの使用料及び手数料の一部や狩猟税につい

て、県収入証紙条例に基づいて実施している。

収入証紙は、事前に購入する必要があるが、現

金収納に伴うリスクの軽減や申請時間の短縮な

ど、事務の効率化が図られるというメリットが

あることから、証紙収納として幅広く定着して

いるところである。私どもとしては、それぞれ

の事務の実態や利用者の利便性などを考慮し

て、円滑・適正な収納が図られるよう、引き続

き各部局に対し、助言・指導を行ってまいりた

いと考えている」との答弁をいただいておりま

す。

その後、世の中がキャッシュレス化へ進む

中、県民の利便性を図る観点から、証紙収納な

どの公金の収納方法の見直しについて、現在の

状況を会計管理者に伺います。

県税や手数料な○会計管理者（大西祐二君）

ど公金の収納につきましては、現金収納や証紙

収納のほか、コンビニでの窓口収納などを行っ

ております。また、自動車税種別割などでは、

クレジット収納に加えまして、平成30年度から
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スマートフォン決済による収納を開始いたして

おります。

このうち、証紙収納につきましては、本県を

含め全国的に定着しているところであります

が、現在、東京、大阪、広島の３都府県が収入

証紙を廃止いたしまして、現金収納やクレジッ

ト収納などに移行したと聞いており、他県の対

応状況について、情報収集に努めているところ

であります。

キャッシュレスを含めた公金の収納方法につ

きましては、国のデジタル化の動向なども注視

しながら、県民の利便性の向上が図られるよ

う、関係部局と連携し、適切に対応してまいり

ます。

全国的には拡大という状況で○田口雄二議員

はないようですね。県民の利便性に支障が出な

いよう、情報収集等よろしくお願いいたしま

す。

続いて、教育行政について伺います。

競争倍率の低下が危惧されている、教員採用

試験における小学校教員採用倍率の状況につい

て、教育長に伺います。

教員採用選考試験の○教育長（日隈俊郎君）

倍率につきましては、教員の大量退職に伴う採

用者数の増加と応募者数の減少により、低下傾

向にあります。

特に、小学校教員につきましては、過去10年

で最も倍率が高かった平成23年度は13.6倍で

あったものが、昨年度は1.7倍に低下いたしまし

た。

なお、本年度実施の試験では、応募者数が増

加したことによりまして、倍率も1.9倍と若干の

改善が見られております。

今年度は応募者が増加し、倍○田口雄二議員

率も改善したようですが、教員採用試験におけ

る小学校教員の受験者について、講師や大学

生、他県現職教員等の割合を、教育長に伺いま

す。

本年度実施の教員採○教育長（日隈俊郎君）

用試験におきまして、小学校教員を受験した者

の内訳を見ますと、臨時的任用講師等が約50

％、大学等の新規学卒者が約30％、他県現職教

員等が約20％となっております。

また、近年では、臨時的任用講師等の割合が

減少する一方、新規学卒者及び他県の現職教員

等の割合が増加傾向にあります。

講師のチャレンジが５割、本○田口雄二議員

県出身がほとんどだと思いますが、他県の現職

教員が２割もいるとは驚きです。

他県の現職の教員は１次試験が免除されるそ

うです。今回のコロナに関しては、さらに地方

への流れが強くなるのではないかと思います。

他県の本県出身者等の教員へのアプローチを

もっと考えていかなければなりません。

次に、以前質問したときは、そう多くなかっ

た記憶がありますが、退職を迎えた教員の再任

用は、経験豊富な人材になると考えます。

小学校教員の退職者について、再任用を希望

する教員の割合を、教育長に伺います。

小学校の退職教員の○教育長（日隈俊郎君）

うち、再任用した者の割合の推移を見ますと、

短時間勤務が導入され、現在の制度が確立した

平成26年度は14.3％でしたが、今年４月から再

任用を希望する者の割合は50.3％であり、増加

傾向にあります。

再任用に関しましては、短時○田口雄二議員

間勤務 半日だそうですが が導入されて― ―

増加傾向のようです。

次の質問に入ります。

さて、文科省の諮問を受け、これからの教育
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の在り方を議論している中央教育審議会は、先

月の26日、小学校の高学年での教科担任制の導

入を答申しました。

これを受けて文科省は、今までの学級担任が

１人で教える学級担任制から、2022年度から小

学校５、６年生の外国語、理科、算数は、中学

校のように複数の先生が専門の教科を指導する

教科担任制の本格導入を目指すことになりま

す。そこで課題となるのが、新たな人材の確保

です。

そこで、小学校における35人学級や教科担任

制を見据え、教員の人材確保にどのように取り

組んでいくのか、教育長に伺います。

教員の採用倍率が低○教育長（日隈俊郎君）

下傾向にある中、議員御指摘のような課題に対

応していくためには、応募者を増やす取組をさ

らに工夫し、優秀な教員を確保する必要がある

と考えております。

そこで、採用試験方法の見直しをはじめ、追

加試験の実施や、ＳＮＳを活用した本県教育の

魅力発信など、さらなる取組の充実を図ってい

るところであります。

さらに、宮崎大学教育学部の定員増を要望す

るとともに、大学入学試験に「宮崎県教員希望

枠」を設けるなど、大学との連携による長期的

視点に立った人材の養成に努めながら、人材確

保に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考え

ております。

全国一斉の人材確保となりま○田口雄二議員

すので大変だとは思いますが、創意工夫の上、

御尽力よろしくお願いいたします。

2009年10月に延岡の旭化成ＯＢ会の有志23人

で立ち上げた「学校支援のべおかはげまし隊」

の活動が10年を経過しました。延岡市立岡富中

学校から始まった数学や理科の授業支援は、そ

の後、隊員が拡大し、主婦や退職校長会、市役

所の退職者会、各企業からの応援もあり、現在

は170人までになりました。そして、今、英語の

授業支援も行うようになっています。

今では、延岡市内の12中学校、さらには日向

市、門川町まで広がっています。また、宮崎市

の２校と綾中学校でも実施されており、都城市

からも関心が寄せられているようです。

学校支援のべおかはげまし隊が結成されて10

年を迎えましたが、これまでの取組に対する認

識と今後の期待について、教育長に伺います。

のべおかはげまし隊○教育長（日隈俊郎君）

の皆様におかれましては、「みまもり、よりそ

い、はげまし」を合い言葉に、長きにわたり、

主に中学校での数学や理科、英語の授業支援な

ど、学校教育に組織的に関わる先駆的な取組を

していただいておりまして、大変ありがたく感

じているところでございます。

また、経験や知識が豊富な隊員の皆様と生徒

が交流することは、学力向上だけではなく、生

徒の人間的な成長にもつながっていると、各学

校からも感謝の声が聞かれております。

県教育委員会といたしましては、はげまし隊

の取組のような地域ぐるみによる学校への支援

が、県内各地でさらに広がっていくことを期待

しているところでございます。

高い評価をいただき、誠にあ○田口雄二議員

りがとうございます。10年もたちますと、初期

の頃の中学生は、既に大学生や社会人になりま

した。町なかで声をかけられたりして、隊員の

皆さんもやりがいを感じています。

以前も紹介しましたが、元県議会議員の山口

哲雄さん、北浦町議会の前田元議長も隊員とし

て活躍しています。いずれは私も参加できたら

と考えているところです。
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次に、薬物犯罪について伺います。

2020年版の犯罪白書が公表され、2019年の検

挙者は、覚せい剤取締法違反が44年ぶりに１万

人を下回った一方で、大麻取締法違反が初め

て4,000人を超える4,570人と過去最多になりま

した。大麻取締法違反は20代が最多で、大麻が

若者に広がっている実態があらわになりまし

た。

法務省の担当者は、「若者が覚醒剤や危険ド

ラッグから大麻に移行している。インターネッ

トで大麻の害を矮小化した説明が広がり、入手

・栽培法などの情報も出回り、安易に大麻に手

を出している」と指摘しています。

そこで、県内における大麻事件の検挙状況に

ついて、警察本部長に伺います。

県警における大○警察本部長（阿部文彦君）

麻事犯の検挙状況につきましては、平成30年

が40人、令和元年が38人、令和２年が57人と増

加傾向にあります。

また、県内における大麻事犯の若年層の検挙

状況につきましても、平成30年が、10代はな

し、20代が８人の計８人、令和元年が、10代が

５人、20代が９人の計14人、令和２年が、10代

が９人、20代が25人の計34人と年々増加してお

り、令和２年は、若年層の検挙人員が全体の過

半数を占めております。

今後とも、関係機関と連携しながら取締りに

努めてまいります。

年々増加しているようです○田口雄二議員

し、若者の比率も上昇しています。そう大きな

数字でもないのに、地域性のデータなどの分析

はなぜかないそうで、一見のどかなところにも

広がっているとすれば、根が深いものになりま

す。

警察も学校に赴いて指導しているようです

が、学校における薬物乱用防止に関する取組に

ついて、教育長に伺います。

学校におきまして○教育長（日隈俊郎君）

は、保健の授業を中心に、小・中・高等学校そ

れぞれの発達段階に応じて、薬物乱用の危険性

・有害性に加え、薬物乱用を助長する心理状態

や人間関係等とその対処法などについて、学習

を行っているところであります。

また、警察職員や学校薬剤師、保健所職員、

社会復帰施設職員等を指導者とした薬物乱用防

止教室を開催いたしまして、具体的な事例を基

に薬物乱用の危険性をより深く認識し、「薬物

乱用は絶対に行ってはいけない」ということを

実感できるような取組も行っております。

今後とも、関係機関と連携を図りながら、学

校における薬物乱用防止に関する教育の充実強

化に努めてまいりたいと考えております。

安易に薬物に手を出すことが○田口雄二議員

いかに危険であるか、小さいときからの教育が

必要です。

次に、久しぶりにこの議場に戻ってまいりま

した選挙管理委員長に質問いたします。投票率

向上についてでございます。

選挙の結果によっては、自分の身の回りや将

来にも大きな影響があるのに、投票率向上が言

われていながら、低迷しているのが現状です。

選挙管理委員長は、本県の選挙の投票率の現

状についてどう受け止めているのか、伺いま

す。

最近の選挙○選挙管理委員長（茂 雄二君）

におきましては、平成30年の県知事選挙及び平

成31年の県議会議員選挙で投票率が３割台にと

どまり、過去最低となりました。続く令和元年

の参議院選挙では、選挙区の投票率が41.79％で

過去最低になるとともに、都道府県別で全国
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ワースト２位となるなど、極めて憂慮すべき状

況にあると認識しております。

また、年代別では20代以下の投票率がより低

い状況にある中で、令和元年の参議院選挙で

は、初めて18歳・19歳の投票率が最も低くなり

ました。若者の声がより政治に反映されること

を期待して選挙権年齢が引き下げられた経緯に

鑑みますと、大変残念であります。

今後とも、若者の啓発に、より一層力を入れ

てまいりたいと考えております。

投票率が低かったにもかかわ○田口雄二議員

らず、2015年の法改正により18歳と19歳が投票

できるようになって、さらに下がってしまいま

した。若者と政治の接点をもっと増やさなけれ

ばなりません。

これまで県議会では、「こんにちは！県議会

です」と称して、高校で、議員による出前授業

を行ってまいりました。私もこれまで３回参加

しています。

今回は新たな取組として、昨年の11月には、

宮崎大学と県議会が初めての共同授業を行い、

私を含め重松議員、内田議員の３人が出席し、

県議会の仕事や議員の使命、ふだんはどんなこ

とをしているのか等々をお話しさせていただき

ました。

初めての試みでしたので、大学側または学生

たちからどのような感想や意見が来るのか、楽

しみでもあり不安でもありました。その一部を

紹介します。

「議員の仕事に対する姿勢や考えを聞くこと

ができ、とても有意義な講義であった」「この

ような機会がもっと早い時期（中学生や高校生

のとき）にあったら、自分の進路にも影響が

あったかもしれない」「選挙への関心が低いこ

とは、私たち自身の問題も大きいものだと感じ

た」「選挙にも積極的に参加し、人任せにせ

ず、自らまちづくりに貢献していきたいと思っ

た」等々、我々講師がよかったからか、いい評

価をいただいております。

学生たちには、できるだけ分かりやすく、身

の回りにあることを例に出して、政治や選挙が

自分たちといかにつながっているか、話をさせ

ていただきました。そして、若者が、自分の生

活や将来について、いかに関心を高めることが

できるかが、大きな課題だと思います。

若者向けの選挙啓発の取組について、選挙管

理委員長に伺います。

若者向けの○選挙管理委員長（茂 雄二君）

取組といたしましては、県選挙管理委員会で

も、高等学校や特別支援学校において、選挙制

度や投票の方法、候補者等に関する情報の集め

方などについての出前授業を行っております。

また、選挙の際には、模擬投票マニュアルを

各高校へ配布しておりまして、令和元年の参議

院選挙では、９校が模擬投票を行いました。

このほか、宮崎大学との共同による連続講座

では、弁護士や報道関係者、市町村長等を講師

に招きまして、高校生や大学生など若者向け

に、より多面的な学習機会を提供しておりま

す。

市町村におきましても、管内の小中学校等で

の出前授業に取り組んでおりますので、引き続

き、教育委員会や関係機関と連携しながら、よ

り選挙が身近なものとなりますよう、積極的に

若者への選挙啓発に取り組んでまいります。

宮大との共同授業は初めてで○田口雄二議員

したので、来年度のオファーが県議会に来るか

心配していましたが、「来年度もお願いした

い」との要請が来ました。来年度の講師になる

議員の皆さんは、さらに政治への関心が高まる
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講義をよろしくお願いいたします。

以上で、用意しました質問は全て終了しまし

た。御丁寧な答弁、ありがとうございました。

ちょっと時間が残っておりますので、先日の

厚労省の人口動態統計速報を御紹介します。

全ての数字は速報値ですが、2020年の出生数

は87万2,683人で、前年比で２万6,000人の減少

です。統計開始以来、最低です。逆に死者数

は138万4,544人で、前年より約１万人近くが減

少しております。コロナに関連してインフルエ

ンザの流行が抑えられたことが一因と見られて

います。

ただ、自然減は51万1,861人で、過去最多。そ

して、婚姻数は53万7,583件で、前年より７

万8,000件も減っています。

先ほどの出生数には、日本在住の外国人や在

外日本人の数も含まれており、日本に住む日本

人だけの数を示す数値は、83万～84万人台にな

る見通しです。さらに2020年は、妊娠届の件数

が約５％減少しており、婚姻数の減り方を見る

と、2021年の出生数は80万人を割り込む可能性

があります。

コロナ感染症は、人口構造に大きな影響を与

え、少子高齢化を一層加速させる可能性があり

ます。一刻も早く収束させなければなりませ

ん。

最後に、この３月をもって、長い県庁生活に

終止符を打たれます皆様に申し上げます。

県庁で引き続き御尽力いただく再任用の道を

選択される方、新天地での第二の人生を選択さ

れる方等々、それぞれの道がありますが、これ

まで本県の発展に粉骨砕身の御尽力をいただき

ましたことに、心から感謝とお礼を申し上げま

す。

しかし、まだまだ皆様のお力をお借りした

く、今後も引き続き御支援、御協力をお願い申

し上げます。皆様のさらなる御健勝、御多幸を

お祈りいたします。これまで本当にありがとう

ございました。

以上で質問を終了いたします。（拍手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時25分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎です。

私もバトンじゃなくてリレーで、たすきリ

レーではありませんけど、リボンを頂きまし

た。ありがとうございました。

質問させていただきます。

質問項目は、主に令和３年度当初予算案の概

要で、「コロナ危機の克服と新たな成長の基盤

づくり」など、４つの重点施策の中から特出し

て行いますので、知事をはじめ関係部長、教育

長、警察本部長の明快な御答弁をお願いいたし

ます。

午前中の答弁でもありましたが、18日開会日

の知事提案理由説明では、知事に就任して10年

の成果として、口蹄疫や自然災害からの復興を

はじめ、東九州自動車道や九州中央自動車道な

どの交通インフラの整備、また、新たなステー

ジへと進化した「スポーツランドみやざき」の

展開、林業大学校の開講などの人材育成、ま

た、全国和牛能力共進会での３大会連続の内閣

総理大臣賞受賞によるブランド力の向上、さら
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に県民の命を守る防災対策の拠点となる防災庁

舎や、宮崎駅周辺の整備、そして本県経済の生

命線である宮崎カーフェリーの新船建造など、

持続的な発展のための基盤づくりが進んでいる

ことを強調されました。

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染防

止対策や、高病原性鳥インフルエンザの対応と

防疫措置の強化など、いずれも収束が見えない

「見えざる敵」に対し、危機感を持って取り組

まれる決意を伺いました。

さらなる社会資本の整備や危機事象への備え

には、いずれにせよ県民一丸となって取り組ん

でいかなければなりません。

我が会派でも、当初予算の事業を確認しなが

ら、今後、県民の皆さんに分かりやすく説明

し、実行を推進する役割を、市町の我が党の議

員と一緒になって取り組んでまいります。

初めに、知事へお伺いします。

令和３年度当初予算案編成の考え方について

伺います。

あわせて、激甚化する自然災害から県民の命

と暮らしを守るため、「国土強靱化５か年加速

化対策」にどのように取り組んでいくのか、事

業規模の最も大きい国土交通省予算を中心に、

御所見をお伺いします。

以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、当初予算編成の考え方についてであり

ます。

令和３年度当初予算案におきましては、何よ

りも県民の安心を確保するため、新型コロナウ

イルス感染症対策に万全を期すとともに、令和

２年12月に閣議決定されました「防災・減災、

国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づ

く取組が、重点的・集中的に実施されることを

踏まえ、県土の強靱化に向けた取組を強力に推

進することとしております。

次に、ポストコロナの地域社会を見据え、人

口減少対策に徹底して取り組むとともに、デジ

タル社会の実現を目指すなど、本県の新たな成

長につなげる取組を推進することとしておりま

す。

また、コロナ対策や経済対策、国土の強靱化

等につきましては、切れ目のない対策を講じる

必要があるという観点から、国の予算と連動

し、令和２年度２月補正予算と一体的な14か月

予算として編成したところであります。

その結果、当初予算額は前年度比2.1％増

の6,255億500万円となり、４年連続の増となっ

たところであります。

次に、国土強靱化の取組についてでありま

す。

本県におきましては、国土強靱化５か年加速

化対策の初年度の予算として、378億円を別枠で

計上したところであります。これまで３か年緊

急対策で進めてまいりました治水安全度を高め

る河道掘削や、緊急輸送道路ののり面対策など

の取組を、より一層推進していくこととしてお

ります。

また、５か年加速化対策では、高速道路の

ミッシングリンク解消や４車線化の整備が、新

たな事業メニューとして拡充されたことから、

これまで以上に国へ強く要望するとともに、ダ

ムの再生や堤防、遊水地等の整備を総合的に進

める流域治水対策、橋梁などの予防保全に向け

た老朽化対策、防災情報の集約に向けたデジタ

ル化など、本県の強靱化に欠かすことのできな

い重要なインフラ整備を、重点的かつ集中的に
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実施してまいります。

さらに、県単独事業を別枠で確保し、補助公

共事業との一体的な整備を図ることにより、県

土強靱化の取組を効果的に推進するなど、引き

続き、県民の命と暮らしを守る防災・減災対策

にしっかり取り組んでまいります。以上であり

ます。〔降壇〕

ありがとうございました。○重松幸次郎議員

当初予算について、まず、県民の安心を確保

するため、コロナ対策に万全を期し、防災・減

災の取組を重点的かつ集中的に実施されるとの

こと。そして、ポストコロナ社会と人口減少対

策に徹底して取り組み、さらにデジタル化や経

済対策にも国の予算と連動して編成されること

を理解いたしました。

また、国土強靱化５か年加速化対策につきま

しても、激甚化と頻発する自然災害の猛威から

守るために需要な取組でもあります。

「防災・減災を政策の柱に」という、我が党

のモットーがあります。国・県一体となって県

下全域で取り組んでいただきますよう、お願い

いたします。

重ねて、災害対策について伺います。

3.11東日本大震災から10年が参ります。先日

も福島県を中心に震度６強の地震が起きて、多

数のけが人と、家屋の損壊や断水などライフラ

インの被害もありました。地元の方は、10年前

の記憶が脳裏に浮かんだことと思います。改め

てお見舞いを申し上げます。

まずは、災害への備えを忘れないために、積

極的に防災セミナーや避難訓練などに参加する

ことが重要です。

そこで、防災の基本である「自助・共助・公

助で命を守ろう！防災力強化事業」について、

その内容を危機管理統括監にお伺いします。

この事業○危機管理統括監（藪田 亨君）

は、激甚化・頻発化する災害から県民の命を守

るために、「自助・共助・公助」の強化を図る

ものでございます。

具体的には、１つ目に、個人や家庭で取り組

む３つの減災行動「耐震化、早期避難、備蓄」

に関しまして、年間を通した情報発信等による

啓発を実施いたします。

２つ目に、地域防災のリーダーとなる防災士

を育成するとともに、防災士と連携した避難所

運営訓練等によりまして、自主防災組織の活性

化を促し、地域防災力の向上を図ります。

３つ目に、県及び市町村職員を対象といたし

まして、被災家屋調査や罹災証明発行などの災

害時の応急対策業務に関する研修を実施いたし

ます。

これらの取組により、県全体の防災力の強化

を図り、被害の軽減と早期復旧を目指してまい

ります。

国民の一人一人が常に自然○重松幸次郎議員

災害への危機意識と備えを持ち、地域の方々と

連携を深めること、また、災害に備えて基本

は、各自・各家庭で最低３日分、できれば１週

間分の水・食料、それにラジオ・懐中電灯・毛

布・生理用品・簡易トイレ、そして常備薬やマ

スクなど常に準備し点検しておくことが必要で

す。

それでも場合によっては、非常用品が持ち出

せないことや、交通インフラが寸断されて物資

が足りなくなることも想定されます。

そこで、「大規模災害時における物資の安定

供給調査事業」について、危機管理統括監に再

度伺います。

現在、県で○危機管理統括監（藪田 亨君）

は、大規模災害に備えまして、県備蓄基本指針
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に基づきまして備蓄を進めておりますけれど

も、備蓄施設の容量不足などが課題となってい

るところでございます。

このため、この事業により災害発生直後の初

動期におきまして、避難所に物資を迅速かつ効

率的に供給できるよう、備蓄に係る総合的な調

査を実施いたします。

具体的には、現在の備蓄施設における備蓄可

能量や、備蓄施設を分散配置する場合の適正な

エリア分けと各エリアの必要備蓄量、さらに

は、備蓄施設の整備・改修費などについて調査

を行います。

その後、本調査結果を踏まえまして、基本指

針の見直しや備蓄拠点の再構築を行うなど、総

合的な備蓄体制の整備を進めてまいります。

本県でも、30年以内に70％○重松幸次郎議員

から80％の確率で南海トラフ地震が発生すると

予測されています。このほかの事業も併せて、

防災力アップに努めていただきたい。よろしく

お願いいたします。

関連して、警察本部長に伺います。

県民からの110番通報は、交通事故や犯罪への

対応をするのは当然のことですが、大規模な自

然災害への管制強化等も必要と考えます。

そこで、更新予定の警察通信指令システムの

内容についてお伺いいたします。

更新予定の警察○警察本部長（阿部文彦君）

通信指令システムにつきましては、現在の機能

を維持した上で、災害時の110番通報のふくそう

対策として、災害用受理端末を新たに整備し、

受理体制を強化します。

また、電柱の倒壊等により、現在使用してい

る有線回線が断絶した場合に備え、無線を使用

した災害時のバックアップ回線を、警察本部と

警察署との間で構築し、継続したシステムの運

用を図ります。

そのほか、パトカー周辺の360度が確認できる

全天球カメラを現場に先着するパトカーに整備

するなど、迅速的確な初動警察活動を推進しま

す。

これらにより、集中豪雨等の災害対応にも強

い、警察通信指令システムの高度化を図り、さ

らなる県民の安全と安心を確保するものであり

ます。

高度なシステムにより、現○重松幸次郎議員

場の様々な状況にも、遠隔で現場の確認、また

迅速な指示が下せるものと理解いたしました。

今後ますます、現場確認用カメラやモニター

への送受信など通信機器の整備が進んでくるこ

とと推測されます。警察業務の効率化と県民の

安心・安全のために、システムの更新を図って

いただきますようお願いいたします。

次のテーマの「コロナ危機の克服と新たな成

長の基盤づくりについて」より、何点か伺いま

す。

まずは、新型コロナ対策についてです。

１月７日からの県独自の緊急事態宣言で感染

拡大を抑え込むことができ、一定の成果が現れ

ているものと思います。県の英断であったと思

います。また、協力いただいた県民や事業者の

皆様、医療・介護・福祉・感染対策の最前線で

御尽力された関係者の皆様に、深く敬意と感謝

を申し上げる次第です。

減少傾向にあるものの、県内には感染の火種

が残っており、県外との交流で感染が広がるこ

とが懸念されます。その場合の医療従事者をは

じめ受入れ体制を強化しておくことが重要と考

えます。

「患者等受入体制支援事業」について、今年

度はどのような取組を行ってこられたのか、福
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祉保健部長にお伺いいたします。

この事業は、○福祉保健部長（渡辺善敬君）

コロナ患者の医療機関等受入れを円滑に進める

ため、医療機関の人材確保や、入院や患者搬送

の調整を行う体制整備等を図るものです。

具体的には、昨年４月以降、コロナ患者を受

け入れる医療機関への医療従事者派遣、県調整

本部における入院や搬送の調整や、クラスター

が発生した高齢者施設等の支援を行うＤＭＡＴ

医師や感染管理認定看護師の派遣等を行ってま

いりました。

来年度も、県民が安心できる円滑な患者受入

れ体制の確保に向けて、取組を進めてまいりた

いと考えております。

受入れ体制を構築しておく○重松幸次郎議員

ことが、ますます重要ですので、令和３年度も

引き続きよろしくお願いいたします。

さて、いよいよ新型コロナウイルスのワクチ

ン接種が始まりました。コロナ禍収束の命運を

左右する事業であります。万難を排し、成功に

導いていかなければなりません。

我が党にも、新型コロナウイルスワクチン接

種対策本部が設置され、県本部にもワクチン接

種対策本部が立ち上がりました。

情報といたしまして、まずは国立病院などの

医療従事者を対象に先行接種が行われ、３月中

旬からコロナ患者に接する医療従事者など約370

万人に拡大されます。そして４月１日以降、65

歳以上の高齢者、持病のある人や高齢者施設の

従事者、それ以外の16歳以上の一般住民の順で

接種が進められる計画のようです。

このうち、４月からの接種事業については、

実施主体となる市区町村が急ピッチで準備を進

めておられるようです。国も県も、自治体への

支援に万全を期すとともに、迅速かつ正確な情

報発信に努める必要があります。

そこで、本県はいかがでしょうか。新型コロ

ナウイルスワクチンの円滑な接種に向けた県の

取組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

ワクチン接種○福祉保健部長（渡辺善敬君）

につきましては、３月から医療従事者に対する

優先接種が始まり、４月以降から高齢者に対し

て開始される見込みとなっております。

県といたしましては、新聞広告などの様々な

メディアを通じ、県民が安心して、かつ迅速に

ワクチン接種が受けられるよう、広報活動を

行っていくこととしております。

また、ワクチン接種における効果や、副反応

に対する医学的知見など、市町村では対応が難

しいと思われる専門的な相談に対応するため、

外部人材を活用した相談体制を確保することと

しております。

県民への情報発信が重要で○重松幸次郎議員

す。ワクチンの効果、また副反応、接種の時期

と場所など、県民が知りたいことは多く、正確

な情報を迅速に届けることが大切だと考えます

ので、その取組をよろしくお願いいたします。

ここで、公明党が推進したＣＯＶＡＸファシ

リティについて申し述べておきます。

ＣＯＶＡＸファシリティは、予防接種を推進

する国際団体「Ｇａｖｉワクチンアライアン

ス」やＷＨＯなどが主導し、途上国を含めて全

世界へ公平にワクチンを供給することを目指し

ています。

その理由は、世界のワクチン供給は富裕国に

偏り、途上国との格差が生まれていますが、世

界的な感染を抑制するためには、先進国だけで

なく、途上国の蔓延防止が不可欠だからです。

そこで、ＣＯＶＡＸは、富裕国から資金を集
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めて、ワクチンの公平分配を目指しています。

昨日、アフリカ西部のガーナに出荷されたと、

ニュースで流れていました。

先進国の中では、日本がいち早く参加を表明

し、多くの国が後に続いています。昨年の11月

現在では、合計189か国の地域が参加する大きな

流れとなっています。日本政府が参加を決めた

背景には、我が党の強力な働きかけがあったこ

とをお伝えしておきます。

続いて、令和元年にも質問いたしましたが、

健診率の向上と糖尿病などの重症化対策につい

て伺います。

このテーマに関連しますが、新型コロナウイ

ルスの感染を恐れ、医療機関を受診することを

控えるケースが増えているとのことです。

厚生労働省は、過度な受診控えは、持病の悪

化や重大疾患の発見の遅れなど、健康上のリス

クを高める可能性があると警鐘を鳴らしていま

す。

持病の悪化により、新型コロナなどウイルス

への抵抗力が低下するとの指摘もあります。コ

ロナ禍でも、必要な診療を受けることが重要だ

と考えます。

新型コロナの感染拡大の影響で、不要不急の

外出自粛が求められていることも背景にあると

思いますが、現在は、コロナ禍の特例措置とし

て、初診から利用できるオンライン診療も積極

的に活用したいものです。

また、医療機関の受入れも、体制が逼迫して

いるため、通常診療は受けられないとの誤解も

あります。しかし、新型コロナ患者に対応して

いるのは一部の指定医療機関でありますので、

むしろ普通の病院は、受診控えによって経営に

打撃を受けているとのことです。

国や地方自治体は、予防接種や健診の必要性

を周知し、国民が健康維持に対する意識を高め

られるよう努めてほしいという、我が党の論調

がありました。

さて、本題の特定健診実施率向上についてで

すが、厚生労働省は、2018年度の全保険者の特

定健診・特定保健指導の実施状況について、特

定健診は54.7％、特定保健指導は23.2％と公表

しております。

ともに前年度の実績を上回っております

が、2023年度の目標値として設定している特定

健診70％、特定保健指導45％と比べると、依然

乖離があり、さらなる実施率向上に向けた取組

が必要です。

また、国民健康保険中央会によります

と、2018年の本県市町村国保の実施率では、特

定健診は36.7％で全国31位と低迷しておりま

す。ただし、特定保健指導は51.1％と全国７位

にいるようです。

健診率のアップが課題であります。市町村国

保の特定健診実施率向上に向けた取り組み状況

を、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県の市町村○福祉保健部長（渡辺善敬君）

国保の特定健診実施率につきましては、議員御

指摘のとおり、全国平均と比較しても低く、そ

の向上が課題となっております。

このような中、市町村では、実施率向上のた

めに、個別の受診勧奨や夜間・休日健診の実施

など、従来の手法によるもののほか、医療機関

と連携して健診受診を働きかけるなど、工夫を

重ねているところであります。

また、県では、市町村と協議を重ね、今年度

から新たに５月と10月を「健康診査広報月間」

と定めまして、県内の被用者保険者や国保連合

会と連携して、パネル展示やグッズ配布を行う

など、特定健診の受診啓発に努めているところ

- 102 -



令和３年２月26日(金)

であります。

今後とも、効果的な広報の在り方を研究し、

健診実施率の向上を図ってまいります。

国においても、「健康経○重松幸次郎議員

営」を掲げ、優良企業の表彰を行うなど、健康

管理の推進をしております。市町村と連携し

て、ぜひとも受診率向上をお願いいたします。

次に、糖尿病などの重症化防止についてで

す。このことについては、県医師会をはじめ関

係団体と協働して、「宮崎県糖尿病発症予防・

糖尿病性腎症重症化予防指針（改定版）」にも

具体的な取組がございました。

分かりやすく申し上げますと、高齢化が進む

中で、生活習慣と社会環境の変化に伴う糖尿病

患者数の増加が課題となっています。

糖尿病は放置すると網膜症・腎症・神経障害

などの合併症を引き起こしますが、その中で糖

尿病性腎症については、それが進行（重症化）

し腎不全に陥ることで、人工透析を要する状態

となり、人工透析を要する状態になりますと、

患者のＱＯＬを著しく低下させるのみならず、

医療経済的にも社会的に大きな負担となりま

す。

大分県のデータでありますが、糖尿病未治療

者と治療中断者の合計で3,429名という現状で、

もし人工透析になった場合には、年間医療費は

約171億4,500万円と試算されているようです。

本県も同様になるかと思います。

厚生労働省が実施する腎疾患対策検討会の報

告書においても、令和10年までに年間新規透析

導入患者数を３万5,000人以下に減少させるとい

う数値目標を掲げ、慢性腎臓病症に対する取組

を推進することにより、新規の人工透析導入患

者数の減少を目指すとしております。

協会けんぽ宮崎支部のデータでは、新規透析

導入患者率は、全国の中でワースト２位であり

ます。

また「平成28年国民健康・栄養調査」では、

糖尿病が強く疑われる患者の数は、全国ですが

約1,000万人。そのうち、現在治療を受けている

者の割合は76.6％、また、有病者のうち23.4％

が治療を受けていないという報告がありまし

た。

糖尿病が重症化するリスクが高い未受診者

や、治療を中断された方への対応が課題です。

そこで、糖尿病重症化予防に向けた取組を、福

祉保健部長に再度お伺いします。

県では、今年○福祉保健部長（渡辺善敬君）

１月、「宮崎県糖尿病発症予防・糖尿病性腎症

重症化予防指針」を改定したところであり、医

師や歯科医師のほか、市町村の保健師や栄養士

など、糖尿病治療に携わる様々な職種の一層の

連携の下、糖尿病連携手帳を活用して、発症予

防、重症化予防の取組をさらに推進することと

しております。

また、来年度の事業としまして今議会にお願

いをしております、「市町村国保レセプトデー

タ等活用支援事業」において、糖尿病の未治療

者や治療中断者を抽出し、効率的・効果的に受

診勧奨等を実施できるシステムを導入するな

ど、市町村の取組を支援してまいります。

「市町村国保レセプトデー○重松幸次郎議員

タ等活用支援事業」の導入、ありがとうござい

ます。

レセプトとは、診療報酬明細書のことであり

ます。御答弁にありましたように、このレセプ

トデータ等活用支援事業とは、過去に診療を受

けたレセプトデータから抽出し、治療中断者に

医療機関への受診勧奨の取組を推進すること

で、特定健診を受けていない方でも５年間遡っ
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て抽出できる事業であります。

そのため、今年度から国は、「都道府県国保

ヘルスアップ支援事業」の交付額を10倍に拡充

し、民間事業者への委託やシステム構築等の対

応を可能にしていると伺いました。

健康寿命の延伸のためにも、まずは健診受診

率を高め、治療中断者への医療機関の受診勧奨

に取り組まれる支援事業を、よろしくお願いい

たします。

次の質問は、コロナ禍で活動休止を余儀なく

されている、子ども食堂や学習支援を行ってい

る団体への対応です。

新規事業である、「地域で支える子どもの居

場所づくり支援事業」の目的・背景とその効果

について、これも福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

この事業は、○福祉保健部長（渡辺善敬君）

コロナ禍において子供たちが、子ども食堂や学

習支援の場を安心して利用できる環境を整備す

るため、これらの運営団体に対して支援を行う

ものであります。

具体的には、新しい生活様式の実践に必要な

マスク、消毒液などの資材のほか、弁当容器、

使い捨ての箸・スプーン等の感染防止のための

資材の購入に対して補助を行ってまいります。

この事業により、子ども食堂や学習支援の場

への参加を控えていた子供たちの利用が促進さ

れるとともに、新型コロナの影響を受けている

運営団体の安定的な事業運営が図られるものと

考えております。

地域の子供たちを守る取組○重松幸次郎議員

を、よろしくお願いいたします。

新型コロナの影響で、従来とは異なる新しい

生活様式への変化が進みました。会議などはリ

モート化が進み、都市部から地方へ移住する、

つまりふるさと回帰の流れでございます。

そこで、コロナ禍で地方回帰への関心が高ま

る中、本県への移住を促進する上で、関係人口

を創出・拡大していくことが重要であると考え

ますが、どのように取り組まれるのか、総合政

策部長にお伺いいたします。

今年度におけ○総合政策部長（渡邊浩司君）

る県の窓口への移住相談は、昨年度同期と比べ

約３割増となっておりまして、地方回帰への関

心の高まりを実感しているところであります。

このような流れをしっかりとつかみ、移住に

つなげていくため、今議会でお願いしておりま

す来年度の新規事業では、移住を検討してい

らっしゃる方に、本県で一定期間リモートワー

クを行っていただくとともに、滞在期間中に感

じた本県の魅力などを御報告いただいた上で、

こうした生の声を、移住専門誌等を通じ情報発

信することとしております。

また、本県の強みであるサーフィンやアウト

ドアスポーツなどを生かして、新たな宮崎ファ

ンの創出を図りますため、県外からの来訪が見

込める県内イベントや首都圏の施設におきまし

て、本県の魅力を発信する取組を進めることと

しております。

県といたしましては、これらの取組を通じて

関係人口の創出・拡大を図り、将来への移住に

つなげられますよう、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

ふるさと回帰という新しい○重松幸次郎議員

流れが出ました。移住促進をよろしくお願いい

たします。

同じく、テレワークやワーケーションという

新たな人の流れが出始めています。そこで、

「地方創生テレワーク推進事業」の内容及び事

業効果について、これは商工観光労働部長にお
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伺いいたします。

地方創生○商工観光労働部長（松浦直康君）

テレワーク推進事業は、コロナ禍を契機といた

しまして、場所を問わずに仕事ができるテレ

ワークが普及いたしまして、地方への関心が高

まっていることから、国の地方創生テレワーク

交付金を活用し、県外からのテレワーク受入れ

促進を図るものであります。

具体的には、まず、都市圏に向けてテレワー

ク活動拠点としての本県の認知度を高めるプロ

モーション等を実施いたします。また、県外企

業がテレワークやワーケーションを実施する際

の経費を支援いたしますほか、県内のサテライ

トオフィス等の運営事業者が行う受入れ環境整

備に対して補助するものであります。

これらにより、本県の魅力を広く発信いたし

ますとともに、交流人口や関係人口の創出、さ

らには企業の進出等につなげてまいります。

ありがとうございます。○重松幸次郎議員

先ほどの移住促進と併せまして、地方回帰へ

の絶好のチャンスと捉えております。情報発信

を、よろしくお願いいたします。

昨日もまた、日高博之議員からありました

が、コロナ禍で気になるのが自殺者の増加であ

ります。

人口10万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡

率は、全国では、2019年は警察庁が自殺統計を

取り始めた1978年以来、最も低く、昨年の６月

までは自殺者数が前年同月比でも減少しており

ましたけれども、７月以降、増加傾向に転じて

いるようです。

特に、女性の自殺増が目立つようになり、ま

た、若者の自殺も増えていて、８月の高校生の

自殺者数は、過去５年間で最多とありました。

その要因は、女性の自殺に関して言えば、コ

ロナ禍でのＤＶ（配偶者などからの暴力）や非

正規雇用の女性の失業、産後うつが増えている

との報告があり、自殺の要因になりかねない問

題が深刻化しているということです。

若者については、中高生から、「休校明けに

クラスが変わり、なじめずにつらい」といった

相談が日々寄せられていて、コロナ禍で多くの

児童・生徒が問題を抱え込んでいる可能性があ

ると、専門家の分析がありました。

では、本県ではどのように認識されているの

でしょうか。自殺者の増加に対する知事の受け

止めと、新規事業である「自殺対策セーフティ

ネット強化推進事業」への思いをお伺いしま

す。

本県では、この10年余○知事（河野俊嗣君）

り、多くの関係機関・団体、県民の皆様の御協

力の下で、様々な自殺対策に取り組んできたこ

とによりまして、最も自殺者が多かった平成19

年と比べますと、令和元年はその半数以下に減

少するなど、大きな傾向としては、その対策の

成果が出つつあると考えております。

しかしながら、新型コロナが社会経済活動に

甚大な影響を与える中、令和２年は自殺者が増

加しておりまして、非常に厳しい状況にあると

認識しております。こうした厳しい現状や強い

危機感を県民の皆様と共有することが大変重要

と考えております。

新規事業におきましては、相談体制の拡充

や、昨年特に自殺者数が増加しております女性

や若者を対象としまして、普及啓発の強化に取

り組むこととしております。

私としましては、こうした事業を通じて、県

民の皆様が、周りの人の変化に気づき、声をか

け、話を聞いていただくことで、悩みを抱えて

いる方を適切な相談窓口にしっかりとつなげて
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いくという取組の輪を広げる、セーフティー

ネットをより充実させていく、そのようなこと

が大事であると考えております。

若者や女性を支援する団体をはじめ、様々な

関係機関となお一層連携し、自殺者を１人でも

減らすよう努力してまいります。

これまで、日本一住みやす○重松幸次郎議員

い宮崎を目指してまいりました。心のセーフ

ティーネットをさらに強化していただきたいと

要望いたします。

新型コロナウイルスの影響は、ＮＰＯ法人に

も及んでいるようです。

1998年に法制化されたＮＰＯは、現在、全国

で５万団体以上あり、福祉や教育、防災、環境

などの地域課題に取り組んでおられます。

例えば、不登校の子供たちのためのフリース

クールや、生活困窮者に食品を届けるフードバ

ンクといったセーフティーネットの役割を担っ

たり、文化活動を通じて地域活性化を推進する

など、その取組は様々です。

しかし、新型コロナの感染拡大に伴って活動

の自粛を余儀なくされたことで、事業収入や寄

附金が大きく落ち込んで、緊急事態宣言の解除

を受け、ＮＰＯも活動を再開しつつあります

が、多くの団体が事業の継続や職員の雇用が困

難と訴えているようです。このまま活動停止に

追い込まれるようなことがあれば、ＮＰＯを支

えとしていた地域社会に与える影響は大きいと

いうことが、我が党の機関誌の社説にもありま

した。

そこで、新規事業「地域密着型ＮＰＯ社会貢

献活動促進事業」の内容について、総合政策部

長にお伺いいたします。

この事業は、○総合政策部長（渡邊浩司君）

新型コロナの影響を受け、地域社会において

様々な課題や新たなニーズに対し、柔軟な発想

力やアイデアを生かしながら、積極的に活動を

展開するＮＰＯ法人を支援するものでありま

す。

具体的には、ＮＰＯ法人が行います、新型コ

ロナによって様々な困難に直面する人や団体、

地域をきめ細かに支援する活動や、新しい生活

様式への対応を支援する活動など、地域に密着

した取組に対し助成を行うこととしておりま

す。

この事業は、新型コロナ宮崎復興応援寄附金

を活用するものであり、御寄附を頂いた皆様の

気持ちを生かしながら、コロナにより厳しい運

営状況にあるＮＰＯ法人の社会貢献活動の促進

や、新たな地域課題の解決を図ることとしてお

ります。

新型コロナ宮崎復興応援寄○重松幸次郎議員

附金に感謝したいと思います。

令和３年１月末現在で、県内に445のＮＰＯ法

人があると伺いました。しっかり支援していた

だきたいと思います。

さて、コロナの影響で、また違ったレジャー

スタイルが人気を呼んでいます。特に、感染を

気にせず楽しめるアウトドア志向が広がり、一

人キャンプやグランピングといった楽しみ方が

さらに広がると思います。

新型コロナウイルスの影響により、新しい

ニーズに対応した観光地域づくりを進めること

が重要であると考えますが、今後の取組につい

て商工観光労働部長にお伺いいたします。

民間の意○商工観光労働部長（松浦直康君）

識調査等によりますと、今回のコロナ禍の中

で、キャンプなど密を避け、自然を楽しむ観光

の人気が高まりますとともに、働き方改革によ

る休暇の分散化も進んでおります。
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このため、新規事業としてお願いしておりま

す、新しいニーズに対応した観光地域づくり推

進事業などによりまして、マリンスポーツや工

芸体験などを活用した新たな誘客キャンペーン

に取り組みますとともに、閑散期における平日

旅行の推進等を積極的に行い、ウイークデー需

要やロングステイ客を取り込んでいきたいと考

えております。

また、ニーズの変化に戦略的に取り組む市町

村や観光事業者が実施いたします受入れ環境の

整備への支援、さらに、観光を支える人材の育

成にも取り組むこととしております。

今後とも、市町村や関係機関等と連携し、本

県の強みを生かしながら、新たなニーズに対応

した観光地域づくりを進めてまいります。

先ほど紹介しましたグラン○重松幸次郎議員

ピングというのは、「グラマラス（魅力的

な）」という言葉と「キャンピング」を組み合

わせた造語だそうです。欧米諸国で広がる新た

なアウトドアレジャーの様式で、テントやコ

テージといった宿泊施設には、高級ホテルと変

わらない設備が完備されています。

県内でのグランピング施設は何か所かありま

すが、先日見学してまいりました日南市油津港

にあるカームラナイハーバーは、マリンリゾー

ト気分満載でありました。また、西米良村のス

テラスポーツなども人気のようであります。

豊かな自然を満喫できる、本県ならではの商

品開発を、よろしくお願いいたします。

重点施策の２番目の「将来を支える人財づく

りについて」からお尋ねいたします。

今、デジタル化の大波が押し寄せています。

それを活用するＩＴ人材の育成が課題だと考え

ます。

デジタル化の推進を担うＩＴ人材の育成につ

いて、県の取組を総合政策部長にお伺いしま

す。

デジタル化の○総合政策部長（渡邊浩司君）

推進は重要な課題であり、特に今年度は、新型

コロナの感染拡大を契機に、ＩＴ分野への転職

を希望する離職者等を対象に、技術の習得から

就職までの一貫した支援を進めているところで

あります。

このような中、デジタル化の動きは一層加速

すると見込まれており、今後は、より高度な人

材の育成や、若者などへの裾野を広げるための

取組が重要になるものと考えております。

このため、今議会には、ＡＩやＩｏＴなど先

端技術を利活用できる人材の育成や、中高生を

対象としたＩＴプログラミング部の創設などの

事業をお願いしておりまして、こうした体系的

なＩＴ人材の育成を通じて、本県産業の持続的

な発展を推進してまいりたいと考えておりま

す。

ＩＴプログラミング部とい○重松幸次郎議員

う新しい手法で、人材育成をよろしくお願いし

たいと思います。

社会のデジタル化を推進するためには、行政

のデジタル化が急務です。昨年の全国民に一

律10万円を給付した特別定額給付金の申請発行

手続には、地域によって時間差が生じてしまい

ました。そこでマイナンバーカードの有効性が

実証されていたと感じます。今後、行政サービ

スのオンライン申請が円滑に利用できることが

大事であります。

そのマイナンバーカードは、交付率が全国で

は25.2％ですが、何と宮崎県は日本一の34％で

あります。

マイナンバーカード交付率日本一の宮崎県と

して、今後一層の普及を図るに当たり、知事の
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考えをお伺いします。

マイナンバーカード○知事（河野俊嗣君）

は、オンライン上での本人確認の手段として活

用されるなど、デジタル化を進めるための重要

な社会基盤でありまして、「デジタル社会のパ

スポート」とも言われております。

このため、国においては、「令和４年度末ま

でに、ほとんどの住民がカードを保有する」と

いう目標を定めて、健康保険証としての利用の

ほか、運転免許証との一体化やスマートフォン

への機能搭載など、さらなる利便性向上に取り

組む方針としております。

このような中、本県は、令和３年度を「みや

ざきデジタル化元年」と位置づけまして、県民

誰もがデジタル化の恩恵を実感できる社会づく

りを進めることとしております。

その基盤であるマイナンバーカードは、今、

御紹介いただきましたように、県内では都城市

をはじめ、熱心に取り組む市町村がございまし

て、今、人口比で日本一になっているという状

況がございます。

今議会に提案している新規事業におきまして

は、こうした市町村や民間事業者等と連携し、

企業や学校に出向いて一括して申請を受け付け

る取組や広報活動の強化などを、さらに進めて

いくこととしております。

このような取組を通じて、マイナンバーカー

ド交付率日本一の宮崎県として、より一層の普

及を図り、その基盤の上に、県民誰もがデジタ

ル化の恩恵を実感できる社会づくりを目指して

まいります。

デジタル化に、一人も取り○重松幸次郎議員

残さないためにも、このマイナンバーカードは

重要なツールになると思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

また、確定申告もｅ－Ｔａｘで作成し、マイ

ナンバーカードで申請ができるようになりまし

た。デジタル化には欠かせないので、さらなる

推進をお願いしたいと思います。

次に、教職員の人材育成に当たり、かねてか

ら見直しを要望されていました教員免許更新に

ついて、教育長にお伺いします。

この件は、公明党の参議院議員、下野六太議

員（元中学校の体育教諭）が、昨年、参議院文

教科学委員会で質問した内容からの抜粋であり

ます。

「2009年４月から導入された免許更新制度が

スタートして11年になります。教師の質の向上

のために免許更新を行うことは賛成です。しか

し、その在り方を考える必要があると思いま

す。まず、大学で30時間の講義を受講するため

に、申込みの日付が変わる真夜中、要するに夜

中の12時から、ネット上で希望する大学の講座

の申込みを行っている現状です。自分にとって

少しでも有益な講義を受けたいという先生の気

持ちがそうさせるためです。おおむね大学での

講義は、夏休み中に１日６時間の講義を５日間

で受講されます。地方に住んでいる先生にとっ

て、受講料とは別に交通費や宿泊費の自己負担

が発生します。働き方改革に逆行していると思

います」という問題提起でありました。

そこでまず、本県の教員免許状の更新状況に

ついて、教育長にお伺いいたします。

本県の教員免許状の○教育長（日隈俊郎君）

更新状況につきましては、昨年度、約2,300人の

方々が更新しております。

この中で、講習を受講して免許状を更新した

のは、約2,200人となっております。

そのうち約1,000人が、本県の公立学校で勤務

している現職の正規教員及び臨時的任用講師等
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であります。

昨年度は、約1,000名の先生○重松幸次郎議員

方が更新されたという状況が分かりました。

そこで、下野議員の提案なんですが、「大学

での30時間講義を、各都道府県や政令市が持っ

ている教育センター主催の講座を30時間受講す

ることで代替すれば、出張扱いになり、教師の

自己負担もなくなるばかりか、教育センターも

活性化するのではないでしょうか。また、30時

間の講義を、１日６時間まとめて５日間ではな

く、更新期間の２か年で２日間と３日間に分け

て受講できればと考える」という提案内容に対

しまして、文科省からは、「平成20年から各都

道府県や政令市・中核市でも更新講習の開設が

実施でき、法令上２年２か月の間に30時間を受

講すればよいと改正していた」との答弁であり

ました。

しかし、教育現場では周知徹底がされていな

い実態を指摘されております。

そこで、教員免許状更新講習対象者の負担軽

減のために、県教育委員会として何か取り組む

ことができないのか、教育長に再度お尋ねいた

します。

議員御指摘のとお○教育長（日隈俊郎君）

り、教員免許状更新講習につきましては、必要

な講習が30時間以上になるため、２週間程度の

期間を費やすなど、対象となる教員等にとって

は大きな負担になっていると認識しておりま

す。

県教育委員会といたしましては、現在、プロ

ジェクトチームを立ち上げまして、令和４年度

からの実施を目指して、既存の研修を更新講習

の講座として認定することで、現職教員の負担

軽減に向けた検討を進めているところでありま

す。

検討していただいているこ○重松幸次郎議員

とは、教員の先生方にとっては大変うれしい情

報かと思います。教員の皆様が望まれておりま

すので、実施できるようになりましたら、段階

的にまた、どんどん広げていただきたいという

ふうにお願いいたします。

我が党の新聞に、共生社会への取組が次のよ

うに紹介されていました。

「福岡県志免町の町立志免南小学校には、全

国でも珍しく、校内に知的障がい者らが働く作

業所「福祉創造塾 ふれあいの部屋」がある。

作業所は、小学１年生の教室の隣にあり、現

在、通所者６人が働いている。休み時間になる

と、元気いっぱいの児童が作業所に駆け込む。

児童は作業を手伝ったり、一緒に遊んだりし

て、通所者と自由に交流する。一方、通所者は

運動会や卒業式などの行事に学校の一員として

参加し、児童を支える先生役に。障がい者と児

童が共に暮らす学校生活が志免南小学校の日常

の風景になっている」という記事で、「作業所

は1999年、社会福祉法人「柚の木福祉会」が町

の協力を得て、同校の空き教室に設けた。設立

の目的は、障がいに対する概念を変えること。

障がいを知らないことで生じる差別をなくすた

め、通所者と児童らが隣り合って活動できる環

境を整えた。（中略）

同作業所への理解は、次第に保護者や地域住

民らに浸透。2015年には、デザインが優れた物

事に贈られる「グッドデザイン賞」で、無形の

福祉事業としては全国初となる「ベスト100」と

「未来づくりデザイン賞」に選ばれた。柚の木

福祉会の白谷事務長は、作業所を「差別のない

社会づくりの発信地にしていきたい」と語って

いる」という内容でございました。

共生できる社会を築くことは重要でありま
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す。そこで、改善事業「高校から広がる共生社

会推進事業」の内容とその効果について、教育

長にお伺いいたします。

本事業には複数の内○教育長（日隈俊郎君）

容が含まれておりますが、中でも「心のバリア

フリー活動」におきましては、各県立高等学校

の生徒が主体となって、特別支援学校の児童生

徒等と美術や書道の作品制作や、ボッチャなど

のパラスポーツを行うなど、交流及び共同学習

を企画し、実施することとしているところであ

ります。

高校生が障がいについて理解を深め、必要な

配慮について体験的に学ぶことで、将来、共生

社会を担う人材としての資質が培われるものと

考えております。

重要な取組だと思います。○重松幸次郎議員

何よりも、人を思いやる心の大切さが肝要であ

ります。共生社会の推進をよろしくお願いいた

します。

次に、重点施策の３番目、「地域経済をけん

引する産業づくりについて」から、農畜産業と

林業をお尋ねいたします。

食の安心・安全と健康志向による消費者ニー

ズがますます顕在化しております。そこでずば

り、新規事業「みやざき食のイノベーション推

進事業」の取組内容について、農政水産部長に

お伺いいたします。

新型コロナ○農政水産部長（大久津 浩君）

の拡大によりまして、農畜水産物の国産回帰や

免疫力への関心など、食に対する安全・安心や

健康のニーズはますます高まっているところで

ございます。

このため、今議会でお願いしております本事

業では、ブランド産地でのＧＡＰの実践や認証

取得を加速するとともに、大学や企業等と連携

したプロジェクトによりまして、機能性成分の

分析技術や体制の高度化を図り、消費者に信頼

される産地づくりをより一層、進めてまいりま

す。

また、宮崎大学等との連携による機能性に関

する基礎研究や臨床試験での知見を生かし、ブ

ルーベリーの葉やみやざき地頭鶏に含まれる成

分を表示いたしました保健機能食品の商品化に

取り組むなど、県産農畜水産物の付加価値向上

を図る、産学官による食のイノベーションを推

進することによりまして、産地の活性化、さら

には農家所得の向上につなげてまいりたいと考

えております。

食の安心・安全、また、食○重松幸次郎議員

料の付加価値を高める取組と理解いたしまし

た。みやざきブランドをどう生かしていくかが

鍵であります。

そこで、消費者の安全・安心、健康志向に対

応した今後のみやざきブランド戦略について、

これは知事にお伺いいたします。

みやざきブランド戦略○知事（河野俊嗣君）

は、約30年の長きにわたり、生産者や関係機関

・団体と一体となって取り組み、多くの成果を

上げてまいりました。

中でも、残留農薬分析やＧＡＰの導入促進な

ど、科学的根拠に基づいた安全・安心の確保に

加え、ビタミンピーマンなど県産品の栄養・機

能性成分に着目した保健機能食品の表示販売

は、長年、産学官が連携して進めてきた成果を

商品ブランドとして高付加価値化につなげたも

のでありまして、他県に先駆けた取組であると

自負しております。

このブランド戦略の立ち上げに当たりまして

は、当時、郡司副知事が一担当として大きな役

割を果たされたということでありまして、先を
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見据えてチャレンジすることの重要性を改めて

感じておるところであります。

コロナ禍の中、食へのニーズや消費行動が変

化し、国内はもとより、海外においても、安全

・安心・健康のニーズが高まっていることか

ら、この機をみやざきブランドのさらなる飛躍

へのチャンスとして捉え、機能性等の価値を見

える化した冷凍野菜や果汁等の商品開発によ

り、輸出にも積極的にチャレンジするなど、世

界に宮崎の食を発信するトップランナーとし

て、ブランド戦略に取り組んでまいります。

力強い御発言です。ありが○重松幸次郎議員

とうございました。

農家所得の安定・向上と、農業従事者の確保

につながることを大いに期待しておりますの

で、よろしくお願いいたします。

家畜防疫についてお伺いします。

昨年末から今年にかけて、高病原性鳥インフ

ルエンザが今現在、12例目まで発生しました。

発生農場では迅速に防疫措置が行われました

が、改めまして、関係する団体・企業の皆様に

感謝と敬意を表します。

本県をはじめ、全国各地で今なお発生が続い

ております。そこで、今シーズン発生した鳥イ

ンフルエンザの特徴と、防疫作業の実施状況に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

本県におき○農政水産部長（大久津 浩君）

ましても、今シーズンの発生は、例年より早

い12月１日であり、県内12例のうち７例が水辺

周辺での発生であります。また、県北から、過

去に発生のなかった北西諸県地域でも今回は確

認されるなど、広範囲に及んでいるところでご

ざいます。

さらに、衛生レベルの高いウインドレス鶏舎

での発生も見られたことから、早期の原因究明

等につきまして、現在、国にも要望していると

ころでございます。

また、発生農場の防疫作業につきましては、

全ての事例で迅速に完了しており、また、蔓延

防止のための消毒ポイントは、延べ82か所を24

時間体制で運営し、現在も14か所が稼働してい

るところでございます。

さらに、農場の防疫作業におきましては、県

はもとより、国、関係市町、自衛隊に加え、県

の建設業協会やＪＡグループなど、多くの団体

や企業等から約7,200名の方々に、厳しい寒さの

中、昼夜の別なく、御協力いただいているとこ

ろであり、深く感謝いたすところでございます

が、こうした御負担をかけることのないよう、

今後も引き続き、防疫対策についてはしっかり

取り組んでまいりたいと考えております。

発生防止に関係団体との連○重松幸次郎議員

携強化をよろしくお願いいたします。

鳥インフルエンザのほかにも、豚熱、アフリ

カ豚熱、そして口蹄疫など家畜の感染症対策が

重要です。

では、「みやざきの家畜防疫強靱化事業」の

概要と期待される効果について、これも農政水

産部長にお伺いいたします。

本県では、○農政水産部長（大久津 浩君）

口蹄疫の経験を踏まえ、水際、地域、農場防

疫、そして万が一の迅速な防疫措置を「家畜防

疫の４本柱」として、これまで取り組んでま

いったところでございます。

しかしながら、国内外では、豚熱等の悪性伝

染病が続発していることに加えまして、改正家

畜伝染病予防法に基づき強化されました飼養衛

生管理基準等に対応するため、より高い水準の

家畜防疫体制が求められております。

このため、本事業では、堆肥舎を含む農場内
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全ての施設への防鳥ネット設置の支援などによ

ります農場バイオセキュリティーの向上や、食

品残渣等の適正処理、さらには、改正されまし

た防疫指針に則した、関係団体との連携をさら

に強化した防疫演習や研修会等を実施すること

としております。

県といたしましては、家畜伝染病の発生リス

クをさらに低減化するこの４本柱の取組を一層

強化いたしまして、本県畜産業の経営の安定化

に努めてまいりたいと考えております。

宮崎の基幹産業である畜産○重松幸次郎議員

業ですので、防疫強化の取組を、よろしくお願

いいたします。

次は、森林・林業の振興について２点、環境

森林部長にお伺いします。

人口の減少に伴い、国内での木材需要の減少

が見込まれているようです。県外出荷と併せ

て、海外への輸出にも取り組まれております

が、県産材の輸出の現状についてお伺いいたし

ます。

輸出企業など○環境森林部長（佐野詔藏君）

への聞き取りによりますと、昨年度の本県の木

材輸出額は46億4,000万円と推計されておりま

す。

このうち、原木は44億4,000万円で、輸出額全

体の96％を占めており、主に梱包材などの材料

として、低質材が中国を中心に輸出されており

ます。

一方、輸出額の４％にとどまっております製

材品につきましては、主に建築用の安価な下地

材などとして中国や台湾に、また、「材工一

体」での取組によりまして、住宅用部材として

韓国に輸出されております。

なお、本年度の輸出状況につきましては、原

木は、新型コロナウイルス感染症の影響により

まして、一時的に出荷延期が生じましたもの

の、現在は好調に推移しており、製材品は昨年

度並みで推移していると伺っております。

原木、つまり丸太の出荷が○重松幸次郎議員

主だということですね。

そこで、地域経済への波及効果が大きい製材

品の輸出に力を入れてくことを図られておりま

す、「みやざき材輸出拡大促進事業」の内容に

ついて、再度お伺いいたします。

議員御指摘の○環境森林部長（佐野詔藏君）

とおり、県産材の輸出につきましては、付加価

値の高い製材品を輸出することが重要と考えて

おります。

このため、御質問の事業では、韓国における

「材工一体」による住宅建設の増加を目的に、

建築関係の新たなパートナー企業を確保し、技

術者育成セミナー等を行うことといたしており

ます。

また、近年、木造建築への関心が高まってお

ります台湾におきましては、木造軸組み構法の

入門セミナーを開催しますほか、輸出コーディ

ネーターや常設展示場を設置するなど、新たな

プロモーションに継続的に取り組むことといた

しております。

さらに、輸出に取り組む県内企業に対して、

法規制や商習慣などの情報提供のほか、相手国

のニーズを踏まえた製品づくりなどのモデル的

な取組についても、新たに支援することといた

しております。

輸出拡大の推進、よろしく○重松幸次郎議員

お願いいたします。

重点施策の４番目、「魅力あふれる「選ばれ

る」地域づくり」について、３点お伺いいたし

ます。

１年延期となってしまいました国民文化祭・
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全国障害者芸術・文化祭が、いよいよ７月３日

に開幕いたします。10月17日までの107日間、全

市町村で多彩な演目が繰り広げられます。宮崎

の文化芸術の発信と、今後の継続発展につなが

るものと期待しております。

数あるフォーカスプログラムの中から、今回

は「宮崎の食文化」についてであります。本県

の国文祭・芸文祭における特徴的なテーマとし

て「宮崎の食文化」がありますが、取組内容と

その狙いを、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

本県には、豊○総合政策部長（渡邊浩司君）

かな自然に育まれた食材や焼酎・みそなどの発

酵食品、県内各地に伝わる郷土料理など、多様

で豊かな食文化が継承されてきております。本

大会では、その魅力を肌で感じていただくた

め、現地での体験に主眼を置き、様々なプログ

ラムを展開していくこととしております。

具体的には、関係団体や市町村等と連携しな

がら、食にまつわる体験ツアーをはじめ、著名

人による講演会や交流会、飲食店と提携した

キャンペーンなどを企画しておりまして、その

一部は、今年度もさきがけプログラムとして実

施し、参加者からは、宮崎の多様な食文化に直

接触れることでファンになった、そういった声

もいただいております。

今後とも、関係機関と連携しながら、多くの

方々に御参加いただけるよう準備を進めてまい

りますとともに、大会後の地域活性化や観光振

興にもつなげてまいりたいと考えております。

先ほど知事から、食のブラ○重松幸次郎議員

ンドを広げていこうという決意と、またこの文

化祭で食文化を取り上げられるのは、宮崎が初

ではないかというお話でありました。

しっかり、その食の豊かさをさらにアピール

していただきたいと思います。県民総力で、国

文祭・芸文祭を成功させてまいりたいと思いま

す。

次は、東京オリンピック・パラリンピック事

前合宿への支援についてです。開催されること

が前提でありますが、本県もドイツの陸上など

の事前合宿が決まっているようです。

そこで、本県での東京オリンピック・パラリ

ンピック事前合宿に向け、感染症対策をはじめ

とした選手団受入れのための取組について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

東京オリ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ンピック・パラリンピックの事前合宿につきま

しては、ドイツの陸上、パラ陸上、イギリスと

カナダのトライアスロン、パラトライアスロン

代表チームの受入れが決定しております。この

ほかにも、誘致交渉を継続しているチームもあ

ります。

県では、事前合宿の受入れに向けまして、練

習会場の手配、宿泊施設との調整、交流事業の

計画など、現在進めているところであります。

また、感染症対策が喫緊の課題でありますの

で、国の交付金を活用した選手団等に対するＰ

ＣＲ検査や、宿泊施設のフロア貸切りの対策、

さらに、体調不良者が発生した場合のスムーズ

な医療受診体制の整備等に取り組むこととして

おります。

県としましては、十分な感染症対策を行った

上で、本県での事前合宿が代表チームの好成績

につながるよう、受入れに万全を期してまいり

ます。

選手・スタッフや観客・メ○重松幸次郎議員

ディアが注目することで、「スポーツランドみ

やざき」のＰＲ効果が期待されます。万全に準

備をお願いいたします。
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先ほど、新しいニーズに対応した観光地域づ

くりを質問いたしましたが、具体的な受入れ環

境の整備についてお尋ねいたします。

コロナ禍において、アウトドア活動へのニー

ズが高まる中、自然公園の受入れ環境整備が重

要と考えますが、県の取組について、環境森林

部長にお伺いいたします。

県内には11か○環境森林部長（佐野詔藏君）

所の自然公園がございますが、県ではこれま

で、国や市町村と連携しまして、遊歩道やキャ

ンプ場の改修など、利用環境の整備に取り組ん

できたところであります。

このような中、本年度は、コロナ禍による新

しい生活様式や、アウトドア活動のニーズの高

まりにも対応できるよう、補正予算によりまし

て、屋外飲食ブースの設置やアクティビティー

の充実、レストハウスの改修などを行う民間事

業者等への支援を行っております。

さらに、来年度は、新規事業「みやざきの自

然公園利用拠点上質化事業」によりまして、コ

ワーキングスペースやＷｉ－Ｆｉ環境の整備等

を行う民間事業者等への支援や、県有施設のト

イレや休憩所の改修などにも取り組むこととい

たしております。

今後もこうした取組を着実に推進し、安心・

安全で上質な受入れ環境を創出してまいりたい

と考えております。

11か所の自然公園をという○重松幸次郎議員

ことですね。上質な受入れ環境の整備をするこ

とによりまして、また新たなニーズが高まって

くるかと思います。受入れをしっかりと行って

いただきたいと考えます。

準備していた質問のうち、次が最後の質問と

なりました。

少々時間がありますが、私の母校である宮崎

商業高校野球部が第93回選抜高校野球大会出場

を勝ち取ってくれました。

３月19日に開幕し、１回戦は大会２日目、第

１試合、強豪天理高校との対戦です。今からわ

くわく、どきどきしております。

そこで、宮崎商業高校の選抜高校野球大会出

場が決定しましたが、知事の思いをお伺いいた

します。

宮崎商業高校の52年ぶ○知事（河野俊嗣君）

り３度目の選抜出場が決まったということで、

このコロナ禍で重苦しい空気が漂う中ではあり

ますけど、この上なくうれしい、また元気の出

るニュースでありました。

選手・監督・コーチをはじめ、ＯＢや保護

者、また重松議員をはじめ卒業生の皆様にも、

心からお祝いを申し上げます。

宮崎商業のそばの大淀川の堤防は、個人的に

ジョギングなどのトレーニングコースなもので

すから、いつもその練習風景を見ておりまし

て、格別な思いもしております。

県大会や九州大会の戦いぶりを見ますと、堅

い守備や力強いバッティングで劇的な逆転勝

利、大変粘り強い戦いぶりだったというふうに

考えております。ぜひ、甲子園においてもその

粘り強さを遺憾なく発揮されて、躍動されるこ

とを楽しみにしております。

初戦の相手は、全国制覇３回という強豪天理

でありますが、ぜひともこれをまずクリアして

いただいて、大会におきましては、キャプテン

が「優勝を目指す」と力強く宣言しているとお

り、本県の悲願である甲子園優勝に向けまし

て、思う存分プレーし、一戦一戦勝利を重ね、

宮商旋風を起こしてもらえるものと願っている

ところであります。

宮崎商業高校野球部の皆さんの活躍を大いに
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期待し、心からのエールを送ります。

心強いエールを本当にあり○重松幸次郎議員

がとうございました。

中村キャプテンが、メディアのインタビュー

にも、普通だったら「一戦一戦勝ち抜いて」と

いうことを言うんですけれども、もう最初から

「出るからには優勝を目指す」と、どこでもそ

れを断言しておりますので、そのことを我々も

しっかりサポートしていきたいと思います。

県民に勇気と感動を与えてくれることを私も

期待しながら、質問の全てを終了いたします。

ありがとうございました。（拍手）

以上で代表質問は終わりま○丸山裕次郎議長

した。

次の本会議は、３月１日午前10時から、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時６分散会

令和３年２月26日(金)
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３月１日（月）
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令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 岩 切 達 哉 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）33番 日 高 博 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

監 査 事 務 局 長 横 山 幸 子

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取扱いは、お手元に配付の一

般質問時間表のとおり取り運びます。〔巻末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、右松隆央議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○右松隆央議員

ざいます。県議会自由民主党の右松隆央でござ

います。このシトラスリボンは自前でございま

す。内田議員がいっぱい作ってきていますの

で、ぜひ、持っていない人はもらってくださ

い。

現在は経済産業省となっておりますが、元通

産省官僚の中野剛志さんが、「奇跡の経済教

室」という書籍を出版しております。ＭＭＴ、

いわゆる現在貨幣理論を分かりやすく解説し、

私も熟読をさせていただきましたが、目からう

ろこの連続でありました。

この書籍を読むきっかけとなったのは、県議

会内でＭＭＴ勉強会が昨年11月に立ち上がり、

井本英雄議員と太田清海議員が呼びかけ人とし

て、不肖私が事務局になったことがきっかけで

あります。著書では、主流派と言われる著名な

経済学者の大きな誤りを論理的に指摘し、喝破

し、我が国の財政政策並びに経済運営の在り方

に大きな警鐘を鳴らしております。

端的に申し上げれば、今のデフレを脱却しな

ければ、日本経済の再生はあり得ないというこ

とであります。さらに問題を深刻にしているの

は、政府の打つ手が全く真逆の対策になってい

るという点であります。身内の批判にはなりま

すが、明らかに、日銀も含めた財務省並びに経

産省の官僚、なかんずく、財政制度等審議会な

ど、政府の諮問機関に名を連ねる経済学者を中

心とした、我が国の財政政策、経済運営を軌道

修正しない限り、それによって苦しむのは国民

でありますので、これは政策論議として一石を

投じてまいりたく、項目に取り上げさせていた

だいた次第であります。

経済成長は、基本的には適度なインフレを前

提としております。政府は、デフレにならない

ように、かといって過度なインフレを避けるよ

うに、経済を運営していかなければなりませ

ん。言い換えれば、これは政府のみができるイ

ンフレ対策とデフレ対策を巧みに使い分けて、

ちょうどよいあんばいのインフレを維持するこ

とを目指して、経済のかじ取りを行っていくこ

とが求められるのであります。

実は今、政府が行っているのは、世界に類を

見ないほどの20年以上に及ぶ異常な長期のデフ

レにもかかわらず、真逆のインフレ対策を打ち

続けるという、信じ難い経済運営になっている

のであります。なぜそうさせるのかといえば、

インフレ対策が小さな政府や財政支出の削減、

規制緩和や自由化、グローバル化といった競争

力の向上など、耳触りがよく、理解しやすい政

策に対して、デフレ対策はその真逆の対策とな

るゆえ、政策として掲げづらいこと、それに加

えて、そもそも貨幣への理解や自国通貨を発行

できる強さ、そして、財政政策の基本を見失っ

ているからであると、氏は述べております。

デフレとは、言うまでもなく需要不足、供給

過剰の状態でありますので、その対策とは、需

要を拡大し、供給を抑制する政策となります。

需要を拡大するためには、財政支出を拡大して

いくこと、すなわち大きな政府になることを意

令和３年３月１日(月)
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味し、また、減税も需要拡大につながるもので

あります。

そして、供給を抑制するためには、企業間の

協調や規制の強化によって競争力を抑えたり、

産業や労働者の保護、グローバル化の抑制など

が供給の抑制につながるものであります。

しかし、一目瞭然として、一般的に好ましく

ないとされている政策が多いことが、理解を得

にくくしているものと考えております。

現在のように、デフレ化で財政健全化を目指

して、歳出抑制や増税を実行すると、当然、景

気は悪くなり、そもそもの税収の元である国民

所得が減るので、税収も減り、結果、財政健全

化は達成できないことになります。

もう１つ見逃してはならないことは、貨幣へ

の理解であります。今まで申し上げたのは、地

方自治体の財政運営ではなく、自国通貨を発行

できる政府のみに当てはまることで、政府自ら

が政策を転換することでしか、デフレ脱却への

解決への道はないからこそ、政治家が様々な機

会を通じて声を上げていくことは大事なことだ

と、私は認識しております。

貨幣についてであります。貨幣の価値は、貴

金属のような有価物とする商品貨幣論ではなく

て、信用と負債によって成り立つ信用貨幣論と

し、かつ納税の手段となることで、その価値を

担保していると、ＭＭＴ（現代貨幣理論）では

位置づけております。また、その現金通貨を創

造するのは中央銀行であり、我が国で言えば、

日本銀行となります。

そして、少し難しい話になりますが、実は銀

行も、銀行預金という通貨を創造できるのであ

ります。銀行は、人々から集めた預金を元手に

して貸出しを行っているのではなくて、例え

ば、1,000万円を返済能力のある人に貸出しする

際、単にその人の預金口座に1,000万円と記帳す

るだけで、現金そのものを動かさずに、新たに

通帳上、1,000万円の預金通貨を生み出している

とし、このことを信用創造と言っております。

確かに言われてみれば、預金者それぞれの金庫

が銀行内にあるわけではありませんので、銀行

側は元手を考えることなく、借手側に返済能力

がある限り、幾らでも貸出しを行うことができ

るのが実態と言えます。

とはいえ、銀行は、いざというときの現金通

貨の引き出しに備えて、中央銀行に一定額の準

備預金、我が国で言えば日銀当座預金を設けな

ければならないと、法令で定められておりま

す。なお、銀行が国債を購入するときは、この

日銀当座預金を通じて購入しております。

また、国債は自国通貨建てである限り、通貨

発行権を持つがゆえに、債務不履行になること

はあり得ないとし、事実、歴史上も例がなく、

例えばギリシャなどは、自国通貨ではなくてＥ

Ｕのユーロ建てであったがために、デフォルト

が起きております。

今まで申し上げてきたことは、これまで政府

が推し進めてきた、あるいは著名な政府のお抱

えの経済学者が唱えてきた、様々な常識を覆す

ような内容であり、私自身、改めて物事の仕組

みや事実を知ること、そして、人との出会いは

もちろんでありますけれども、書物との出会

い、この大切さを感じた次第であります。

そこで、知事に、今のこのデフレの長期化の

中で、政府の財政政策、経済運営についてどの

ような認識をお持ちであるのか、また、宮崎県

知事として、公での発信や国との協議の場にお

いて、政府の財政政策や経済運営に対して、意

見を述べ議論することにどのような考えを持っ

ておられるのか伺います。
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あとは、質問者席にて質問を行わせていただ

きます。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

デフレの長期化は、事業利益の減少とこれに

伴う賃金の低下や雇用の悪化、さらには需要の

縮小と生産活動の低下など、経済活動全般にわ

たり停滞をもたらすおそれがあります。

このため、さきの安倍内閣においては、「デ

フレからの脱却」を政策目標の一つに掲げて、

大胆な金融政策や機動的な財政政策などに取り

組まれ、現在の菅内閣においても、基本的な路

線が継承されているものと理解をしておりま

す。

しかしながら、目標とする実質２％の物価上

昇は現在も達成されておらず、今後とも実効性

のある施策を展開されることを強く期待してい

るものであります。

国の財政政策や経済運営は、地方の税財源の

確保はもとより、県民の暮らしや産業に直結す

る重要な問題であります。私自身、全国知事会

の地方税財政常任委員会委員長としての立場も

踏まえ、常に関心を持ってその動向を注視する

とともに、必要な提言を行ってまいっておりま

す。また、宮崎県知事の立場としても、本県の

実情を踏まえて、必要に応じて、全国知事会な

ど様々な場面を捉え、国への提言等を行ってお

ります。以上であります。〔降壇〕

知事に改めて、デフレ下にお○右松隆央議員

けるＭＭＴ（現代貨幣理論）に対する認識をど

うお持ちであるのか、お伺いしたいと思いま

す。

経済が順調に拡大して○知事（河野俊嗣君）

おります好景気の状況では、税収の伸びも期待

できますため、国債の発行が抑制され、財政の

健全性を確保することは可能であります。

一方、経済の下降局面やデフレ下にあって

は、力強い国内需要を創出することが重要であ

りますが、経済成長を支える企業・産業の育成

や、それに伴う安定的な雇用の確保等を図るた

め、積極的な経済対策を優先しなければならな

い場合があります。状況状況を踏まえながらと

いうことであります。

ＭＭＴ理論について、様々な議論がなされて

いるところであります。デフレなど支出を増や

すべき状況下で、必要と判断されれば、通貨発

行権を有する政府は、税収等の原資に制約され

ずに財政支出が可能であるとされているほか、

需要対策や供給対策の面からも、様々な政策の

方向性が論じられておりますことから、経済政

策の論議に幅を持たせる一石を投じたものであ

ると受け止めているところであります。

ありがとうございました。○右松隆央議員

引き続き、国の第３次補正予算のうち、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

について伺ってまいります。

新型コロナ対応に奔走する地方公共団体の取

組を支援するため、１次で１兆円、２次補正の

２兆円に加え、今回の３次補正として、地方単

独事業分で、都道府県と市町村合わせて１兆

円、営業時間短縮要請等に係る協力金として、

即時対応分で2,000億円、３次補正に計上された

各省補助事業の補助裏分として3,000億円の、合

計１兆5,000億円が計上されました。この中で、

地方単独事業分の都道府県への割当て5,000億円

のうち、本県には最大で75億3,328万6,000円が

交付されることとなり、先月の２月10日が実施

計画の提出期限でありました。

そこで、総合政策部長に、地方単独事業分に

おける感染症対応分と地域経済対応分におい
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て、それぞれどのような計画を内閣府に提出し

たのか。実は、さきの９月議会の一般質問で、

私は部長に対し、臨時交付金をいかに有効活用

していくのか、交付金を一部細分化してでも、

幅広く地域経済、県民生活の支援ができないも

のかと伺っておりました。それを踏まえた上

で、今回の３次補正における国に提出した計画

内容を伺います。

地方創生臨時○総合政策部長（渡邊浩司君）

交付金につきましては、国の３次補正に係る本

県の交付限度額として、75億円余が示されたと

ころであります。

２月10日に、内閣府に提出いたしました計画

書におきましては、感染症対策に係る事業とし

て、時短営業要請に伴う協力金や、看護大の衛

生環境向上に要する経費などに13億円余、経済

対策に係る事業として、飲食関連事業者への緊

急支援や、経済回復を図るための地域の実情に

応じた支援などに42億円余を計上しておりまし

て、３次補正に係る令和２年度事業として、合

計で56億円余を計上しております。

また、令和３年度当初予算案におきまして

は、18億円余を計上しているところであります

が、２月補正で減額するものもありますことか

ら、結果として、当初予算案編成後では19億円

余が充当残となっております。

この残額は、時々刻々変化する状況等を踏ま

え、第４波など次への備えとして、ある程度必

要な財源を確保しているものでありますが、一

方で、現下の厳しい県内の情勢に対して、必要

な事業を迅速に構築していく必要もありますこ

とから、県といたしましては、今後の感染拡大

や経済の状況を見極めつつ、議員の御指摘も踏

まえながら、県民の皆様にきめ細やかな支援が

できますよう、本臨時交付金を積極的に活用し

てまいりたいと考えております。

当初を含めて19億円の充当残○右松隆央議員

という評価は、非常に難しいところもあります

けれども、活用自由度の高い交付金であります

から、できるだけ多くの事業を構築していただ

いて、県民生活と地域経済の支援に、より一層

取り組んでいただくことを要望させていただき

ます。

同じく前回の一般質問では、公共交通機関の

うち、タクシー業界への支援策についても伺っ

ております。

コロナで大打撃を受けている業界の一つであ

り、公共交通機関としての役割にも鑑み、一定

程度救済すべきではないかと、問題提起をする

とともに、姫路市モデルとして、市が地元の農

産物を買い取り、生産者を支え、発送用の荷造

りをイベント業者らに委託し、タクシー会社に

配達を任せ、その配達先は、困窮するケースが

相次いでいる独り親家庭の食卓へ届けるという

内容で、貨物ではなくて、市の職員も同乗す

る、旅客扱いとしての事例を紹介させていただ

いたところであります。

今回の３次補正と、当初における本県の計画

内容において、タクシー業界向けは、当面の資

金繰り対策としての利子補給の基金の積立ては

組まれておりますが、姫路市モデルのような新

規事業は、残念ながら組み込まれていないとこ

ろであります。来年度の補正では、新規事業の

構築を求めたいと思います。

そこで、これは福祉保健部長になりますけれ

ども、タクシー業界に対して、例えばワクチン

接種において、タクシーはもとより、バスなど

も含めたその公共性を考慮し、優先的な接種が

できないものか。県タクシー協会が国会議員に

も要望しているように、それができるのであれ

- 123 -



令和３年３月１日(月)

ば、業界として、接種済みのドライバーを乗務

させたいとの声も上がっているところでありま

す。お考えを伺います。

タクシーやバ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

スなどの公共交通機関の乗務員につきまして

は、医療や福祉分野等と同じく、県民の社会生

活を支える重要な担い手でありまして、感染防

止対策の徹底とワクチンの接種が重要であると

考えております。

他方で、現在、国からはまず、「医療従事者

等」「65歳以上の高齢者」「基礎疾患のある

方」「高齢者施設の従事者」「60～64歳の

方々」、そして、「これら以外の方々」という

接種の優先順位は示されておりますが、「これ

ら以外の方々」の中での優先順位は示されてお

りません。

このため、今回いただいた御指摘を国に伝え

るとともに、公共交通機関をはじめ、優先順位

の考え方につきましては、ワクチンの供給状況

も勘案しながら、様々な方々の意見を伺いつ

つ、国や市町村と丁寧に意見交換を行ってまい

ります。

公共交通機関の果たす役割に○右松隆央議員

鑑みて、御検討をよろしくお願いしたいと思い

ます。

続いて、国の来年度予算案と本県の当初予算

案に係る政策連動について伺ってまいります。

国は、来年度予算のポイントとして５つ挙げ

ておりますが、そのうち３つの柱について、国

の予算を最大限に活用し、どう推進していくの

か、問うてまいります。

１つは、新型コロナ感染拡大防止でありま

す。

国は、来年度予算においても、５兆円の予備

費を措置し、次の３点に取り組むことにより、

感染拡大の防止に万全を期すとしております。

１つは、感染症危機管理体制並びに保健所体

制の整備であります。そして２つ目に、感染症

対策のための診療報酬の臨時的措置であり、３

つ目が、医療機器の国内生産能力の増強であり

ます。この３点は、極めて重要な方向性であ

り、当然、本県も取り組むべき重要課題と認識

しております。

そこで、まずは福祉保健部長に、感染症危機

管理体制並びに保健所体制の整備においてどう

対応されていくのか、そして、診療報酬の臨時

的措置で医療機関、例えば県立病院ではどれほ

どの増収が見込まれているのか伺います。

新型コロナ対○福祉保健部長（渡辺善敬君）

応のため、本県の保健所におきましては、全庁

的な職員の応援のほか、市町村保健師の協力や

会計年度任用職員の任用等により、その体制整

備に努めてきたところであります。

このような中、国の来年度予算案において、

感染症対応を踏まえた保健師の人員を、全国数

で1.5倍に増員するための地方財政措置、都道府

県を越えた自治体間の応援や、感染症の専門家

派遣といった内容が盛り込まれておりまして、

県では、これまでの支援体制に加え、そういっ

た国の取組との連携・活用を図るなど、人材確

保に努め、感染拡大防止に取り組みます。

次に、御指摘の診療報酬の臨時的措置につき

ましては、まず、６歳未満の小児の外来診療に

ついて加算が認められまして、一例として、医

科の場合、９月までは100点、10月以降は50点が

加算されますが、これらを県立３病院で試算し

たところ、来年度は全体で約800万円の診療報酬

の増収見込みとなります。

また来年度は、訪問看護を含む全ての年代の

患者の診療等について、９月末まで加算を算定
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できることとされておりまして、これらの制度

については、日本医師会を通じ、各県医師会へ

周知が図られております。

引き続き、商工観光労働部長○右松隆央議員

には、県北でスタートしたメディカルバレー構

想は、今や、県全域における地域資源にもなっ

ておりますが、医療機器の国内生産能力の増強

や感染症対策機器の開発について、本県として

どう取り組んでいくのか伺います。

海外依存○商工観光労働部長（松浦直康君）

度の高い人工呼吸器などの医療機器につきまし

ては、国において、国内での生産能力を高める

ための予算措置が行われるなど、国内増産の動

きが高まっております。

本県におきましては、これまで東九州メディ

カルバレー構想を進める中で、高機能プラス

チック製手術器具などの新しい医療機器が開発

されております。また、感染症対策機器としま

して、例えば、病室の大きさに応じてサイズも

変更可能な感染者隔離のためのエアー式簡易陰

圧室が、昨年10月に製品化され、今年度中に、

医療機関や介護施設などから120台の受注を見込

んでいると伺っております。

医療機器の開発につきましては、新規参入の

ハードルが高く、多くの投資や時間も必要とな

りますことから、国の動きを注視しながら、情

報の収集あるいは補助事業の活用等に取り組む

とともに、これまで本県が培ってまいりました

取組を生かして、引き続き、県内の医療関連機

器産業の振興に向けて取り組んでまいります。

本県として、国の動きと連動○右松隆央議員

しながら、それぞれの分野で力を尽くしていた

だきますよう、お願いいたします。

引き続き、国は来年度予算のポイントの２つ

目として、デジタル社会の実現を掲げておりま

す。そのため、今年の９月に、強力な総合調整

機能を有するデジタル庁を設置し、ネット上で

データを共同管理するクラウドを全国の自治体

に導入させ、地方共通のデジタル基盤の整備な

ど、７つの主要業務に取り組むとしておりま

す。

これは、私が一昨年９月の代表質問で、行政

業務のＩＣＴ化という項目の中で、県職員の負

担軽減並びに行政業務の効率化を本県としてど

う進めていくのか、そして、国が進める行政シ

ステムの標準化を見据え、どう対応していくの

かといった内容で問わせていただいておりま

す。その際、当時48の事務でオンライン化して

いる現状も答弁いただいたところであります。

そこで、総合政策部長に改めて、国の来年度

予算の重要なポイントに置いているデジタル社

会の実現について、本県は具体的に来年度どの

ような取組を進め、どういった成果を出してい

かれるのか伺います。

議員御指摘の○総合政策部長（渡邊浩司君）

とおり、国は本年９月にデジタル庁を設置し、

デジタル社会の実現を強力に推進していくこと

から、本県では、令和３年度を「みやざきデジ

タル化元年」と位置づけ、デジタルガバメント

の確立をはじめ、暮らしと産業のイノベーショ

ン、デジタル人材と基盤の充実を３つの柱とし

て取り組むこととしております。

このうち、デジタルガバメントにつきまして

は、県民等の利便性向上や事務の効率化等の事

業効果が高いものを中心に、現行の48の手続か

ら、例えば、建設工事の入札に必要な申請書類

のさらなる電子化など、来年度以降、年10件程

度のオンライン化に取り組むことにより、電子

県庁を推進することとしております。

また、情報セキュリティー対策の強化や、現
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在、椎葉村において実証事業を行っておりま

す、ローカル５Ｇ等の新たな情報通信基盤の整

備促進、さらには、先端ＩＣＴを活用した先駆

的モデルとなるプロジェクトを行います民間事

業者に対し補助を実施するなど、本県社会全体

のデジタル改革を推進してまいることとしてお

ります。

今後とも、国の動きに連動し、今年度策定し

ます新たな情報化推進計画に基づき、県民誰も

が輝き、安全・安心で豊かさを実感できるデジ

タル社会の実現を、しっかりと目指してまいる

所存でございます。

本県が電子県庁、そしてデジ○右松隆央議員

タル社会の先進県と言われるくらいに、これか

らも取組を強力に推進していただければと思い

ます。

最後の３つ目は、グリーン社会の実現につい

てであります。

政府は、「2050年までに、温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにするカーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指す」とし、革新的

なイノベーションの推進、グリーン成長戦略の

実行計画、脱炭素ライフスタイルへの転換など

を柱に掲げております。

そこで、商工観光労働部長に、国がグリーン

社会の実現を強く目指す中で、国の来年度当初

予算や県単事業などを活用し、本県としてどの

ような政策を遂行し、グリーン社会の実現と本

県経済の発展とを結びつけようとしているのか

伺います。

議員御指○商工観光労働部長（松浦直康君）

摘のように、国におきましては、2050年のカー

ボンニュートラルに向けて、グリーン成長戦略

が昨年12月に策定されまして、技術開発に対す

る支援策などが予算化されたところであります

が、こうした取組は、県内企業の振興を図る上

でも重要になると考えております。

また、こうした動きに伴い、今後、水素エネ

ルギーや洋上風力発電、それから発電効率を向

上させた革新的な太陽光発電の実用化ととも

に、仮想発電所といった、デジタルを活用した

エネルギーシステムの構築など、新たな技術に

よって産業構造が大きく変化することが予想さ

れます。

県といたしましても、国の動きとも連動しな

がら、水素などの再生可能エネルギーの利活用

をはじめ、次世代自動車への対応やリサイクル

技術の研究開発など、グリーン社会の実現に取

り組む中で、この20年で市場規模が倍の105兆円

と推計されております環境産業など、新たな成

長産業を育成し、本県経済の発展に積極的につ

なげてまいりたいと考えております。

国が強力に推し進めているグ○右松隆央議員

リーン社会の実現において、2050年、二酸化炭

素排出ゼロを表明した自治体はゼロカーボンシ

ティと呼ばれており、先月の２月10日時点で、

全国で29都道府県に及んでおります。環境省の

ホームページでは、本県はまだ表明していない

県となっておりまして、表明方法はいろいろあ

る中で、本県としては、基本計画の議決をもっ

て表明としたいとの考えであります。

そこで、知事に伺いますが、2050年、二酸化

炭素排出実質ゼロを目指すことは、大変大事な

ことと考えておりますが、いかがか、お伺いし

ます。

近年、世界各地で猛○知事（河野俊嗣君）

暑、洪水が起きるなど、気候非常事態とされて

おります。そのような現状において、温暖化対

策は世界共通の課題でありまして、温室効果ガ

ス排出量の実質ゼロに取り組むことは、大変重
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要な課題であると認識しております。

このため県では、本県の恵まれた自然環境や

森林資源を生かした再生可能エネルギーの導入

や森林吸収量の維持などによりまして、温室効

果ガス排出量と森林等吸収量を均衡させ、2050

年の排出量実質ゼロを目指すこととし、来年度

からの10年間を計画期間とします「第四次宮崎

県環境基本計画」の重点プロジェクトとして、

「2050年ゼロカーボン社会づくり」を掲げ、排

出量実質ゼロに向けて、しっかり取り組むこと

としたところであります。

その計画案を今議会に議案として提出してお

りますので、議決をいただきましたら、県民や

事業者の皆様と一体となって取組を進めるた

め、積極的に周知を図ってまいりたいと考えて

おります。

ゼロカーボン電力など、様々○右松隆央議員

な取組をよろしくお願いしたいと思います。

次に、新型コロナウイルス感染症対策につい

て伺ってまいります。

初日の代表質問でも取り上げられましたが、

宮崎市郡医師会病院の旧施設の利活用について

は、この議論が持ち上がった端緒から、私も重

要なテーマと認識しており、今後、進めるに当

たり、県と宮崎市郡医師会がしっかりと連携を

取っていくことが、極めて大事なことと考えた

次第であります。

したがって、実務を担うのは福祉保健部とな

りますが、この案件は、知事マターとして、知

事自らが陣頭指揮を執るぐらいの位置づけで本

来進めるべき案件と、私は認識しております。

宮崎市郡医師会から、「旧施設の利活用につ

いては、県に協議する場を設けてもらいたい」

と、昨年８月28日の救急告示医療機関連絡協議

会において話し合われたはずであります。その

後、11月中に協議の場が設けられる予定が、新

型コロナの影響もあって、県の都合により、そ

の場が設けられなかったわけであります。協議

を進めた段階で、臨時受入れが不可能ではなく

て、実際は、まだ協議すらもできていなかった

のが実情であります。

去る１月22日の新聞報道を受けまして、先月

の２月５日に、ようやく協議の場が設けられ、

そこで、例えば、急変とか重症化のリスクが高

い透析患者のコロナの対応で、旧施設が活用で

きないかといった話合いも行われております。

県透析医会の理事である医師からは、「週３

回、自分や看護師が通っても構わない」、そう

いったところまで言われております。

県からすれば、これは当然のことであります

が、新型コロナ対応の最前線で懸命に診療され

ている、宮崎市郡医師会のモチベーションを、

決して低下させることなく、医療環境整備への

支援や、看護師や各技師などコメディカルの人

材確保も含めて強力に連携し、かつ、関係機関

との調整役を担うのが、県行政の取るべき姿で

あります。

部長は御存じでありますけれども、仮に旧施

設が開設ということになれば、宮崎市の大きな

医療機関で、少なくとも４病院は協力に前向き

であるというふうに示されておりますので、引

き続きの連携をお願いしたいと思っておりま

す。

宮崎市郡医師会長がブログの中で望まれてい

る、「県も医師会も各医療機関も、それぞれで

きること、できないことがある中で、しかし

個々でできないことでも、個々が結集すること

によってできるようになることもある。コロナ

は、官・民・学、すなわち行政、医師会、宮大

医学部の共通のターゲットであって、緊密に連
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携して立ち向かわなければなりません」、この

メッセージを、我々は深く受け止めなければな

らないというふうに思っております。

このことを踏まえた上で、宮崎市郡医師会病

院の旧施設の利活用については、代表質問で、

「医師会、看護協会と連携し、新型コロナの医

療体制全体における人員の確保に努めながら、

旧施設に必要な人員確保の在り方についても、

引き続き関係医療機関等と協議をしてまいりた

い」との答弁がありましたので、別の角度か

ら、新型コロナ関連の質問に入りたいと思いま

す。

まずは、新型コロナの対応に係る人材の確保

策であります。

現在、各県において、コロナ禍で医療体制を

守る対策の一つとして、医師や看護師を派遣す

る医療機関に対して、支援金として必要経費を

派遣元の医療機関に補助する施策を講じており

ます。万一、医療スタッフが感染したり、ある

いは濃厚接触者となった場合でも、診療体制を

維持するために、派遣する医療機関に対して、

職員の給与などを補助したり、一時的にそこの

人員が手薄になるので、例えば岩手県などは、

派遣元医療機関への業務負担の支援費も給付す

る制度を構築しております。

そこで、福祉保健部長に、コロナの対応にお

いて、医師や看護師の派遣に協力する医療機関

に対して、職員の給与などを補助する制度の本

県の活用状況と、今後の感染拡大に備えて、よ

り協力しやすくなる制度を構築できないものか

伺います。

第３波におき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、多数のクラスター発生など患者が急

激に増大し、受入れ可能な病床が逼迫したこと

から、医療機関の受入れ能力を高めるための医

療従事者確保は、極めて重要な課題と認識をし

ております。

県では、今年度補正予算で、国の緊急包括支

援交付金を活用し、医療従事者を派遣する医療

機関に対する支援制度を設けており、この制度

を活用し、宮崎大学医学部附属病院から１医療

機関に対して、第２波以前で76日間、第３波以

降で62日間、１日最大で看護師８名を派遣いた

だいております。

しかし、今後も感染が拡大した際には、さら

に派遣ニーズが高まると認識しており、昨年12

月に、例えば、重点医療機関に派遣する看護師

の補助単価を、１時間2,760円から5,520円に倍

増するなど、支援を拡充したところでありま

す。

来年度も、医療従事者派遣に係る予算とし

て、１億7,000万円余を今議会に提案させていた

だいており、今後も、支援情報の周知や派遣可

能な医療機関との調整など、派遣に協力しやす

い環境づくりに努め、コロナに対応する医療体

制を崩壊させないよう、さらなる派遣を推進し

てまいります。

今、答弁でもありましたけれ○右松隆央議員

ども、現時点で、この制度の活用は１医療機関

のみとなっております。当初予算で一定額を確

保しておりますので、対象が、例えば重点医療

機関のみとなっていることや、先ほど紹介した

派遣元への業務負担の支援費も含めて、医療関

係者とも協議の上、例えば民間と民間や、ある

いは県と民間での支援など、様々な状況を想定

し、より派遣協力がしやすくなるような環境づ

くりをぜひ構築していただきますよう、引き続

きよろしくお願いしたいと思います。

同じく、看護師の人材確保についてでありま

す。
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今回の新型コロナの感染拡大における状況を

鑑みても、県内で働く看護師をいかに増やして

いくかは、大きな課題であり、県立看護大学な

ど学の取組や、医療機関を含む民間での取組に

仮に限界があるとすれば、そのための施策を県

行政が打ち出していくことは、優先順位の高い

取組だと認識しております。

一度、県外に流れた人材をいかに戻していく

か、医師会立の看護学校は、85％を超える高い

県内就職率を誇っておりますが、看護人材の供

給県となっている本県にとっては、何らかの手

を打つ必要があることは明白であります。

山口県は、看護師や看護学生の県内就職を促

すため、県外に在学・在住する人を対象にした

奨学金の返還補助制度を創設しました。卒業後

に一定期間、県内の中小病院などに勤務するこ

とを条件に、最大144万円を補助する制度であり

ます。具体的な対象者は、日本学生支援機構な

どから奨学金の貸与を受け、県外の看護師養成

学校を卒業見込みの学生や、居住地、勤務地と

もに県外の現役看護師、そして、看護資格を持

つものの就業していない県外在住者が対象で、

採用時点で40歳未満で、病床数200床未満の病院

または訪問看護ステーションに５年間勤務する

ことを条件に、144万円を上限として、奨学金返

還残額の半額を補助する内容であります。

そこで、福祉保健部長に、県立看護大学のヒ

アリングなどから、学生が卒業前に、既に奨学

金で縛られているケースや、景気低迷の影響

で、苦学生が非常に増えてきている中で、やは

り少しでも条件のよいところへと、県外へ進む

傾向にある今の現状に鑑みて、県が奨学金返還

補助制度を創設し、県外の看護師や看護学生の

本県へのＵターンを促進できないものか、伺い

ます。

看護師の安定○福祉保健部長（渡辺善敬君）

的な確保を図り、県内定着を促進していくこと

は、本県の医療体制を支えていく上で大変重要

な課題であると認識をしております。

このような中、医師会立の養成所以外では、

看護師を目指す看護学生の約半数が、県外の医

療機関に就職している現状等を踏まえますと、

従来の県内就職率の向上に向けた取組に加え、

一旦県外に就職した看護師や、県外の看護師養

成機関に進学した学生が、本県にＵターン就職

を考える動機づけとなるような支援策が必要で

あると考えております。

現在、県では、ＳＮＳを活用した情報発信

や、移住相談会における求人情報の提供などの

取組を進めておりますが、今後におきまして

は、議員の御指摘の県外の看護師を対象とした

奨学金の返還支援等につきましても参考にしな

がら、看護協会など関係機関と連携を図り、よ

り効果的なＵターン就職の支援対策について検

討してまいります。

奨学金の返還補助制度につい○右松隆央議員

ては、ぜひ前に進めていただきたく、お願い申

し上げます。

引き続き、新型コロナ対策で、高齢者入所施

設においてクラスターが頻発した問題につい

て、問うてまいります。

実は、この課題を議論し、対策を講じていく

上で、この問題の本質がどこにあるのか、当時

の状況はどうだったのか、特に宮崎市の施設で

起きた６つのクラスターについて、施設を所管

する宮崎市の介護保険課に、県から聞き取りを

していただきまして、感染拡大の主な原因、発

生当時の主な支援、そして、クラスターを受

け、施設が施す今後の対策について、一覧でま

とめていただいた次第であります。

- 129 -



令和３年３月１日(月)

その結果、感染拡大の主な原因で、共通して

書かれてありましたのが、１つに、職員が体調

不良の中、勤務をした、２つに、ＰＣＲ検査で

陰性であった職員が、十分な経過観察期間を取

らずに勤務をした、３つに、休憩室、更衣室等

でマスクを外した際に、職員間で感染が広がっ

た可能性がある、そして４つに、これは高齢者

入所施設の特徴ではありますが、認知症の高齢

者が指示を理解できずに、感染が拡大した可能

性があるとのことでありました。

これらの４つの原因のうち、３つ目までは、

感染予防策をしっかり講じ、リスク管理におい

て、行政からの周知と、施設内での共有を徹底

すれば、場合によっては防げたケースもあるの

ではないかと感じております。

そこで、福祉保健部長に、感染拡大やクラス

ター発生のリスクが極めて高く、場合によって

は人が亡くなることにもつながりかねない高齢

者入所施設など、福祉施設に対して、これまで

に徹底した周知ができていたのか、また、全て

の福祉施設と高いレベルのリスク管理が共有で

きていたのか、加えて、所管が、中核市である

宮崎市に対して、クラスターが頻発した際に十

分な情報共有や徹底した感染防止の周知のお願

いを具体的に図っていたのか伺います。

高齢者施設に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

おきましては、重症化リスクが高く、命に関わ

る高齢者への感染を防止する対策の徹底は極め

て重要です。

このため、県と市町村それぞれが、所管する

高齢者施設に対し、体調不良の職員を出勤させ

ないことや、感染予防策の徹底、医療機関への

積極的な受診等について、10数回にわたり、

メール等で周知を図るとともに、有料老人ホー

ムの管理者を対象とした研修会も開催いたしま

した。

このような中で、宮崎市の高齢者施設でのク

ラスター続発を大変重く受け止めており、共通

して見られる感染拡大原因の周知について、通

知文の分かりやすさという点に改善の余地があ

ると、議員から御指摘をいただきましたので、

先週公表した資料は、ビジュアルも意識し、よ

り伝わるように工夫をさせていただいたところ

です。

また、宮崎市との連携につきましては、クラ

スター発生時をはじめ混乱する現場に、所管を

超えて、県の保健所長や職員を派遣しての初動

対応、入院調整や関係団体への協力依頼など

に、県として様々な助言や支援、情報共有を

行ってまいりました。

今後も、さらに高い危機意識を共有し、最大

限連携を図った上で、クラスター発生の詳細な

原因や対応策についても徹底して周知するな

ど、クラスター発生防止に努めてまいります。

同じく、高齢者入所施設でク○右松隆央議員

ラスターが発生した際の対応であります。

さきの９月議会で、私の一般質問への部長答

弁の中で、「万一、クラスターが発生しても、

各施設の介護職員を相互に派遣し合う助け合い

制度を導入する」と答弁をいただいたところで

ありますが、第３波の中で、その制度の実効性

がどうだったのかを問うてまいります。

調べたところによりますと、今回の宮崎市の

６つのクラスターによって、応援職員派遣のス

キームを活用して派遣された介護職は２名であ

りました。この数をどう評価するかは難しいと

ころでありますが、私の知り合いの施設の代表

者に伺ったところ、「事前に、応援職員への登

録募集があった際に名簿は出させていただきま

したが、実際にクラスターが発生し、いざ応援
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へとなったときに、そのクラスターが発生した

派遣先の施設に陽性者が残っておられたので、

応援に行くのに二の足を踏んだ」と言われてお

りました。

本来は、高齢者施設での陽性者は重症化のリ

スクが高いわけであります。また、せっかくの

応援職員も、陽性者が残っていれば、やはり応

援に行きづらいと、これは当然理解できるわけ

であります。

ですから、入所者で陽性者の方々は、全ての

人を入院施設へ移すことが最善ではあります

が、その対応が難しいということであれば、施

設の中で最大限の感染防止策を講じることはも

とより、徹底したゾーニングで、グリーンゾー

ン担当とレッドゾーン担当とで、しっかり人員

を分けるなど、対策は不可欠と感じるわけであ

ります。そこで、福祉保健部長に、今後どう対

応されていくのかお伺いします。

高齢者施設で○福祉保健部長（渡辺善敬君）

新型コロナ患者が確認されますと、県内での発

生事例のとおり、感染が一気に拡大し、医療提

供体制の逼迫にもつながることから、その対策

は重要な課題であると考えております。

議員御指摘のとおり、県の応援職員派遣制度

を活用した介護職員の派遣実績は２名でありま

して、この制度の実効性を高めるためには、施

設での感染拡大防止策をさらに徹底する必要が

あります。

そこで、１例でも感染者が発生した際には、

ＤＭＡＴ医師や感染管理認定看護師を速やかに

施設へ派遣し、汚染区域や清浄区域などのゾー

ニングを徹底するとともに、個人防護具の着脱

をはじめとする感染防止策の指導を引き続き行

い、発生施設内でのさらなる感染の拡大を防ぎ

たいと考えております。

また、無症状の高齢者施設職員への検査に取

り組み、感染拡大の火種を早期に探知すること

で、施設内の広がりを未然に防ぐことといたし

ます。

今後とも、徹底した感染予防対策を行い、施

設職員はもとより、応援職員が入った際も安心

して業務に専念できるような体制を強化してま

いります。

引き続き、新型コロナに伴う○右松隆央議員

入院や宿泊療養などの振り分け調整について、

そして、自宅療養者への対応について伺ってま

いります。

まず、入院宿泊調整についてでありますが、

先月の県コロナ対策協議会でも、委員の医師か

ら指摘がありましたように、数字の上での病床

数と、実際に受入れが可能な病床数が、中等・

重症患者が増えたことでスタッフのマンパワー

が足りずに乖離しているところがあるとの指摘

から、医療の負荷における病床の逼迫具合は、

数字で見るよりもかなり高いのではないかと思

われる次第であります。

また、保健所の業務が逼迫していることか

ら、入院や療養先の調整が追いついていない実

態もかいま見え、事実、宮崎市の医師から、調

整に時間がかかり、受入先が決まるまで23時間

かかったとの御意見もいただいたところであり

ます。

そこで、第３波において、陽性者の入院や宿

泊施設などへの振り分け調整を行う現場は大変

だったというふうに、想像に難くないのです

が、実際どのような状況であったのか。また、

第３波では家庭内感染も急増しております。本

来、軽症者や無症状の人も、可能な限り宿泊施

設に入っていただき、その宿泊施設でさえ満室

になれば、致し方なく自宅待機をしていただ
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く、これが感染拡大を防ぐ理想的な振り分けで

はないかと考える次第でありますが、宿泊施設

の稼働率や自宅療養者数も含めて、それぞれ第

３波の状況がどうであったのか、福祉保健部長

に伺います。

今回の第３波○福祉保健部長（渡辺善敬君）

における入院調整につきましては、症状が重い

高齢者の入院先の確保が簡単にはいかないこと

を含めまして、ピーク時には、90人を超える高

齢者や10人の重症者など、手厚い看護を必要と

する入院患者が多数生じたことから、宮崎市を

中心とする圏域では、116床あるものの実質的に

満床に近い状態でありました。

さらに、都城市の患者を延岡市に、延岡市の

患者を宮崎市に搬送するなどの広域的な救急搬

送をする必要があったことで、必要な方を入院

させる上で、まさに綱渡りの状況でありまし

て、入院調整に一部時間がかかった事例もござ

いました。

また今回、１日最大500人を超える療養者数と

なったこともあり、最大で自宅療養者が258人、

宿泊療養施設の稼働率は、最高でひまわり荘

が66％、ライオンズホテルが69％でありまし

た。

今後、さらなる感染拡大が生じた場合に備え

て、重症者の受入れ病床数の確保や回復後の受

入れなど、必要な医療を提供できる体制を確保

するため、医療関係者と連携して取組を進めた

いと考えております。

厚労省も、無症状や軽症者の○右松隆央議員

人でも、ホテルなどでの宿泊療養を基本とする

との通知を出しているわけでありますが、これ

は他県も同様なんですけど、宿泊施設の稼働率

は、なかなか上がらない状況であります。マン

パワーが要因の部分も大きいわけであります

が、果たして、宿泊施設の対応を自治体職員が

行うものなのか、疑問を感じざるを得ないとこ

ろもあります。委託も含めて、他県がうまく回

している事例があれば、ぜひ調査をしていただ

ければと思っております。

今の答弁でも、自宅待機者がかなり多く出て

いるわけであります。だからこそ、当然に、自

宅療養者への健康観察の強化は重要であると考

える次第であります。

また、これは他県の事例でありますが、一部

の自宅療養者から、支援が不十分であるとの声

や、一人暮らしのために、食材購入でスーパー

に買物に行かざるを得ないケースも含めて、外

出制限のルールが破られるなど、自宅での感染

防止の徹底は課題の一つになっている自治体も

あります。

そこで、福祉保健部長に、血液中の酸素濃度

を測れるパルスオキシメーターのこれまでの貸

出状況や、自宅療養者への対応がどうなってい

たのか伺います。

自宅療養者へ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の対応としましては、療養中の注意点など丁寧

な説明を行い、あわせて、保健所において、毎

日、電話等による健康観察を実施しておりま

す。もし、症状が悪化した場合などは、医師で

ある所長や保健師が訪問し、対面観察を行うと

ともに、必要な方には、医療機関受診を調整す

るなどの対応に努めているところです。

また、自宅療養者の健康管理を行う上で、血

中酸素濃度を簡易に把握できるパルスオキシ

メーターが有効であることから、県では、宿泊

療養施設や各保健所に210個配備しまして、保健

師が訪問時に測定するとともに、これまで必要

な方に18個貸出しをしております。今回の感染

状況を踏まえて、２月に新たに100個購入し、今
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後の感染拡大に備えているところです。

なお、本県では、家庭内で生活空間を分ける

ことができない方や、一人暮らしで周囲からの

生活支援が受けられない方は、優先的に宿泊施

設に入所していただくことで、自宅療養での大

きな混乱はなかったと聞いております。

もう１年にも及ぶ新型コロナ○右松隆央議員

の対応に、大変御苦労があったというふうに

思っております。心から敬意と感謝を申し上げ

ます。

また、これから人の移動シーズンになります

ので、今月中旬から４月にかけて、特に注意が

必要だというふうに考えています。引き続きの

感染予防とリスク管理を、よろしくお願いした

いと思います。

最後に、新型コロナ感染症対策で、学校現場

の対応について伺います。

現職の校長先生に、「学校現場は今、どのよ

うな課題を抱え、どう対処しているのか」とい

うお声かけをさせていただいたところ、学力向

上や生徒指導、働き方改革、学校支援システム

など、12項目にわたる課題を出していただきま

した。その中で、まず最初に明記されていたの

が、新型コロナウイルス感染症の予防対策、及

び陽性者と濃厚接触者への対応についてであり

ました。

そのうち、陽性者、濃厚接触者への対応で、

誹謗中傷につながる教員の言動について、その

校長先生は、教育委員会からの方針を教職員へ

周知徹底されているとのお話をいただいたとこ

ろであります。

そこで、学校現場において、新型コロナに係

る差別や偏見を防ぐ取組は、当然、不可欠にな

るわけでありますが、教職員に対してどのよう

な指導を徹底されているのか、教育長に伺いま

す。

差別や偏見は、いか○教育長（日隈俊郎君）

なる場合においても決して許されるものではあ

りません。

特に新型コロナウイルス感染症に関しまして

は、これまで報道にもありましたように、全国

的に人権への配慮を欠いた様々な事例が起きて

おります。県立学校から報告は受けておりませ

んが、県内においては、医療関係者等を保護者

に持つ児童生徒に対する不適切な言動や、体調

不良の児童生徒に対して過度に反応するなどの

事例が見られております。

県教育委員会といたしましては、これまで

も、教職員を対象とした研修会を実施するな

ど、人権感覚を高める取組を行ってまいりまし

たが、特にコロナウイルス感染症に関しまして

は、教職員向けに、差別や偏見の防止を図る資

料を作成しまして、正しい知識を基に適切に対

処するよう、指導の徹底を図っております。

今後も、児童生徒等の心情を傷つけることの

ないよう、また、児童生徒間の言動にも注意を

払いながら、引き続き人権教育の充実に取り組

んでまいります。

最後に、本県でも幾つか発生○右松隆央議員

しておりますが、学校関係者で陽性者が出た場

合、これは大変大きな影響が出てくるわけであ

ります。そうした際、学校現場でどのような対

応が取られ、その対応は統一化が図られている

のか、教育長にお伺いします。

学校関係者の陽性が○教育長（日隈俊郎君）

確認された場合、児童生徒や地域住民に与える

不安・影響は大変大きいものですから、迅速か

つ安全な対応が必要不可欠であります。このこ

とから、県教育委員会としましては、あらゆる

事態を想定して、各県立学校へ対応を周知して
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いるところであります。

具体的に申し上げますと、まず、陽性が確認

された場合は、県教育委員会が所管保健所に対

して、濃厚接触者の特定や検査に必要な日数等

を確認し、校長と協議の上、臨時休業の可否や

出席停止の措置、消毒箇所の選定、保護者への

連絡手段等、今後の対応について決定します。

次に、校内に一定数のＰＣＲ検査対象者がい

る場合は、県教育委員会と所管保健所で協議を

行いまして、検体採取の方法を決定します。例

えば、学校の敷地等を利用して、いわゆるドラ

イブスルー方式で実施したケースもありまし

た。

また、仮に校内で集団感染が発生した場合

は、県教育委員会において、当該校への詳細な

聞き取りや、所管保健所からの助言等を参考

に、原因究明及び徹底した再発防止に取り組む

こととしております。

今後も、感染症対策をしっかり講じつつ、学

校関係者の陽性が確認された場合は、児童生徒

や地域住民への不安等を最小限に抑えられるよ

う、各学校の感染状況に応じ、的確な対応を

行ってまいります。

教育長の今の答弁にもありま○右松隆央議員

したように、あらゆる事態を想定し、万一、学

校現場でコロナが発生しても、影響を最小限に

抑えていただくよう、ぜひ的確な対応を引き続

きよろしくお願いしたいと思います。

以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

次は、来住一人議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 通告に基づ○来住一人議員

いて質問をしてまいります。

まず、核兵器禁止条約に関して述べていきた

いと思います。

一昨年11月、ローマ・カトリック教会のフラ

ンシスコ教皇が来日し、広島・長崎で語りかけ

ました。教皇は、「核戦争の脅威による威嚇を

ちらつかせながら、どうして平和を提案できる

でしょうか」と、このように述べて、核抑止論

を否定し、そして「人道的及び環境の観点か

ら、核兵器の使用がもたらす壊滅的な破壊を考

えなくてはなりません」と、核兵器の非人道性

と環境破壊を厳しく告発しました。

核兵器禁止条約は、2017年に国連で採択さ

れ、去る１月22日に発効しました。この条約第

１条で、核兵器の開発・実験・製造・備蓄・移

譲・使用・使用の威嚇などを禁止しておりま

す。これは、核兵器廃絶に向けた歴史的な第一

歩を踏み出したものであり、長年にわたる被爆

者の声、核兵器廃絶を求める世界と日本の声

が、国際政治を本当に大きく動かしたものであ

ります。

11月の前屋敷議員に引き続き、改めて知事に

お聞きしたいと思いますが、発効された核兵器

禁止条約について、どう評価されているので

しょうか。答弁を求めたいと思います。

あとは質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

核兵器禁止条約につきましては、条約を批准

した国と地域が50を超え、本年１月22日に発効

したところであります。多くの国が核兵器のな

い世界を目指すという思いを共有している点で

は、評価されるべきものと考えております。

一方で、日本政府としては、唯一の戦争被爆

国として、「核兵器のない世界を実現するため

には、現に核兵器を保有している国を巻き込ん

で、核軍縮を進めていくことが不可欠である」

という方針を明確にしており、これまでも、核
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軍縮に関する国際社会の取組を推進していると

ころであります。

私としましても、このような政府の方針を踏

まえ、核兵器を廃絶し、戦争のない社会、平和

で安心して暮らせる社会の構築を目指していき

たいと考えております。以上であります。〔降壇〕

政府の考え方を踏まえてとい○来住一人議員

う言葉がありました。

日本政府が、この条約に同意しない最大の理

由の一つが、この条約によって、アメリカの核

抑止力を損なうと。だから、この条約について

署名、批准しない、それが最大の理由となって

おります。そもそも核抑止というのは、いざと

いうときには核兵器を使用することを前提にい

たしております。そうしないと抑止になりませ

んので。はっきり言うと、「広島・長崎のよう

な非人道的な惨禍をためらわない」というもの

であります。

核抑止論についての知事の考え方をお聞きし

ておきたいと思います。

核兵器の保有が、その○知事（河野俊嗣君）

法外な破壊力のために、かえって戦争の抑止力

となるという「核抑止論」につきましては、激

しい核軍拡競争が続いた冷戦時代から、冷戦体

制が崩れた現在でも、アメリカ、ロシアをはじ

めとした核兵器保有国の核戦略の基本となって

おります。

このような中で、核兵器を保持しない我が国

におきましては、これまでアメリカの核抑止戦

略を受け入れてきているところでありまして、

東アジア情勢の不安定化が大きな脅威となって

いる中で、核抑止力を含めたアメリカとの安全

保障体制を維持していくことが、核兵器による

ものを含む、我が国に対する攻撃を抑止するも

のであると考えております。

一方で、我が国は唯一の被爆国として、「核

兵器のない世界」を実現するため、核兵器保有

国と非核兵器保有国の橋渡し役としての役割を

担っているものと考えております。

私としましては、今後とも、我が国が国際社

会の取組をリードしていく中で、各国の安全保

障政策における核軍縮についての議論が深まっ

ていくことを期待するものであります。

知事の今の答弁は、さきの11○来住一人議員

月の前屋敷議員への答弁と、内容としてはほぼ

同じだなと思いましたが、この11月の答弁の中

で、知事は、「東アジア情勢の不安定化が我が

国の脅威となっている。核兵器国、それから非

核兵器国との協力が不可欠だ」と、この旨の答

弁をされておりました。今も、多分それを引き

継いでおられると思います。

「東アジアの不安定化」というときに、多

分、北朝鮮のことを念頭に置いてのことだと思

います。北朝鮮そのものが核開発を行っている

根拠は何かと 核抑止です。その立場に立っ―

ているわけですから、こういう国に対して、核

抑止を是とする立場からの説得は成り立たない

と、このように思います。核抑止の立場に立っ

て核の維持に固執する核保有国と、核廃絶を求

める非保有国との間に、中間などはありませ

ん。廃絶か、それとも維持か、この間には中間

はないと、このように思います。

―保有国と非保有国との間に協力を求める

何の協力があるでしょうか。そういう協力はな

い、あり得ないと思います。橋渡しをするとい

うけど、どんな橋渡しをするのか。そんな橋な

どというのはあり得ないと我々は思います。

この条約に署名、批准して、被爆国政府の責

任を歴史と世界に果たすために、菅政権に代

わって、署名と批准をする政府を樹立する。
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こっちの方向でも、我々日本共産党としては、

野党とも協力して頑張っていきたいということ

で、この問題は止めておきたいと思います。

オリパラ組織委員会の森喜朗会長の女性蔑視

発言もさることながら、その場においていさめ

る者はおらず、笑いが出たと。そしてまた、自

民党の二階幹事長に至っては、オリンピックボ

ランティアの辞退を表明した方々を指して、

「瞬間的な行動」と言い放つ始末でした。こう

して、森発言をめぐって、日本の女性蔑視の社

会的構図があぶり出されました。同時に、女性

をはじめ多くの皆さんが声を上げ続けたこと

が、日本の希望となりました。

ジェンダーギャップ指数が、153か国中121位

という日本の現状について、知事の認識をお聞

きしたいと思います。

ジェンダー平等の実現○知事（河野俊嗣君）

は、国連が、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

の一つに掲げるなど、国際社会が協調して取り

組んでいる重要な課題であります。

議員の御質問にありましたジェンダーギャッ

プ指数は、世界経済フォーラムが、各国に積極

的な対応を促すため、毎年発表しているもので

あります。日本は、総合順位で見ると、153か国

中121位で、特に「経済」と「政治」の分野での

男女間格差が大きくなっているという大変残念

な結果であります。

私は、ジェンダー平等の実現は大変重要な課

題であると考えておりまして、グローバル化が

進む中、その重要性がさらに増しているものと

認識しております。

国においては、昨年12月に閣議決定した第５

次男女共同参画基本計画の中で、この指数を取

り上げ、危機感を持って、男女共同参画社会づ

くりをより強力に進めていくこととされており

ます。

県といたしましても、豊かで活力ある宮崎づ

くりを進めていくため、こうした国の動きとも

連動しながら、男女共同参画に積極的に取り組

んでまいります。

皆さん、気づいていると思い○来住一人議員

ますけど、そちらの執行部席には女性の方が１

人もいらっしゃらないというのが、残念だと思

います。

ジェンダーとは、女性はこうあるべき、男性

はこうあるべきなどの行動規範や役割分担など

を指して、「社会的、文化的に作られた性差」

と定義されています。これは、決して自然にで

きたものではなく、人々の意識の問題でもない

と思います。時々の支配階級が人民を支配する

ために、政治的につくり、歴史的に押しつけて

きたものであります。「女は妊娠・出産がある

から、正規で雇われないのは仕方がない」「男

は社会に尽くし、妻子を養って一人前」という

のは、その典型であります。

私ども日本共産党は、この問題での日本の著

しい遅れの原因は２つあると考えています。

１つは、財界・大企業が男女平等を口にはす

るが、実際の行動では、利益最優先からジェン

ダー差別を利用していることです。女性には安

上がりの労働力と家族的責任を、男性には企業

戦士たれと、長時間労働、単身赴任を押しつけ

ています。ＩＬＯ総会で、ハラスメント禁止条

約が採択されても、日本経団連はこれを棄権い

たしました。

いま１つは、戦前の男尊女卑、個人の国家へ

の従属を当然とする勢力が、戦後政治の中枢を

占め、特に安倍政権においては、この動きが著

しくなってきたことであります。戦前の絶対主

義的天皇制国家を根底から支える家制度に、女
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性差別ががっちり組み込まれました。これが今

日残っており、森発言も、その発生源はここに

あると思います。

ジェンダー平等を目指す県の取組の現状と方

針について、部長にお聞きしたいと思います。

ジェンダー平○総合政策部長（渡邊浩司君）

等を目指すため、県では、みやざき男女共同参

画プランに基づき、根強く存在する性別による

固定的な役割分担意識の解消や、政策・方針決

定過程への女性の参画、男女ともに家事・育児

等と仕事を両立できる環境の整備など、様々な

課題の解決に取り組んでいるところでありま

す。

具体的には、男女共同参画センターと連携し

まして、学校や企業への出前講座や、各種セミ

ナーにより啓発を行いますとともに、市町村に

対する審議会等への女性登用の働きかけ、企業

の経営者等を対象に、女性が働き続けたい職場

環境づくりをテーマにした研修会などを開催し

ております。

今後とも、男女が互いに人権を尊重し、その

個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社

会の実現に向けて、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

「ＪＯＣの女性役員は、わき○来住一人議員

まえている」と、このように森氏は期待をいた

しました。ところが、多くの女性はわきまえま

せんでした。我が党は、ジェンダー平等を党綱

領に規定いたしました。わきまえない方々と寄

り添い、ジェンダー平等社会に向けて、一層努

力をしていきたいと思います。

次に、新型コロナ感染症をめぐる問題につい

て質問いたします。

感染症をめぐる状況は刻一刻と変化いたして

おります。緊急事態は首都圏を除いて解除され

ましたが、報道によると、政府の分科会の尾身

会長は、６府県の解除について、「もろ手を挙

げて賛成できなかった。強い懸念を示した人が

たくさんいた」と述べております。今、政府・

行政が行うべきことは、一にも二にも、第４波

を絶対に招かない、国民・住民の命を守ること

にあると思います。

医療関係者を先行してワクチン接種が始まり

ましたが、必要とする県民に接種が完了するに

は、相当の月日を要するものであり、したがっ

て、感染対策は絶対におろそかにできないもの

と思います。特に、無症状の感染者を一日も早

く把握し、保護することは決定的で、中でも高

齢者施設や医療施設などの従事者を対象とした

ＰＣＲ等の社会的検査が重要だと、このように

思います。

まず、県内におけるクラスターの発生件数な

ど、その概要について報告を求めたいと思いま

す。

クラスターに○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ついてでございますが、国立感染症研究所が作

成した積極的疫学調査実施要領によれば、現在

では、リンクが追える集団として確認できた陽

性者の一群を指すと定義されておりまして、本

県においても、これに従っております。

県内では、これまで宮崎市保健所管内を含め

ますと25件のクラスターが発生しており、主な

施設としては、高齢者施設が９件、職場が４

件、接待を伴う飲食店が３件などとなっており

ます。また、県全体のうち、宮崎市保健所管内

での発生が15件となっております。

私ども日本共産党は、昨年の○来住一人議員

早い段階から、コロナ対策の基本として、１つ

に、科学的知見を尊重すること、２つ目に、Ｐ

ＣＲの社会的検査を抜本的に拡大すること、保
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健所などの体制を強化すること、３つに、医療

機関の減収を補塡すること、４つに、自粛と一

体に補償を行うこと、この４点について、他の

野党とも協同して政府に求めてまいりました。

厚労省は重い腰を上げて、この２月４日に事

務連絡で、10都府県に対して、高齢者施設の職

員等の検査を３月末までに集中的に行うよう要

請しました。同時に、全国にも高齢者施設等で

の積極的検査を要請しております。

本県においては、延岡市や宮崎市などが社会

的検査を行っているようであります。今の報告

でもありましたように、県内でのクラスター発

生は、高齢者施設が９件で、最も多いわけであ

ります。

ですから私は、市町村任せにせずに、県がイ

ニシアチブを発揮して、高齢者施設等の職員を

対象にした検査を実施すべきではないかと思い

ますけど、部長の所見を求めておきたいと思い

ます。

高齢者施設で○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の感染は、高齢者の重症化が危惧されるととも

に、医療提供体制の逼迫にもつながりますの

で、無症状の陽性者をいち早く発見し、他の人

にうつさない環境を整えることが重要です。

このため県では、１月末から２月にかけて感

染が拡大しつつあった延岡市内の有料老人ホー

ムに勤務する無症状の職員を対象に、早期発見

を目的とした抗原定量検査を緊急的に実施した

ところであり、宮崎市も同様に、有料老人ホー

ム等の職員を対象とした検査を実施していると

伺っております。

県としましては、今後の感染状況を注視し、

感染者が増加しつつある際の無症状の高齢者施

設職員を対象とした検査など、感染者の早期探

知に努めてまいります。

ぜひ進めていただきたいと思○来住一人議員

います。

国内において感染者をゼロにするのは、この

数年は不可能だと思われます。経済活動や日常

生活に制約を発しないほど感染を抑え込む、こ

のことが何より大事だと思います。

そうしますと、社会的検査を抜本的に行うこ

とが最大の課題であると思います。ぜひ、県の

積極的な姿勢を強く要求しておきたい。お願い

しておきたいと思います。

感染対策と並行して、ワクチン接種が大仕事

となります。この仕事は、市町村が主体となり

ますが、幾つか確認をしたいことがあります。

１つに、ワクチン接種はあくまでも個人の自

由意思で行われるべきものでありまして、接種

の有無で差別されることがあっては、絶対にな

らないと思います。この自由意思の尊重、接種

する意思を表示することが困難な方もいらっ

しゃいます。そういう方に対する対応につい

て、部長の見解を求めておきたいと思います。

国の「新型コ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関

する手引き」では、意思確認が困難な者に対す

る予防接種につきましては、家族や、介護保険

施設に入所している場合は、嘱託医などの協力

を得ながら、本人の意思を確認し、接種につい

ての同意を確認できた場合に接種を行うことと

されております。

また、ワクチン接種は強制されるものではな

く、ワクチン接種による感染症予防の効果と副

反応のリスクの双方について理解した上で、自

らの意思で接種を受けていただくことになりま

す。

接種同意の確認につきましては、全てにおい

て丁寧に行うとともに、接種の有無による不利
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益や差別を受けることがないよう、正しい情報

発信にも努めてまいります。

自治体はこれから、感染対策○来住一人議員

とワクチン接種の２つの大仕事を担うことにな

ります。

県庁所在地の47市区の９割が、「接種を担う

医師、看護師を確保するめどが立っていな

い」、このように回答している調査もありま

す。

県内市町村の住民接種に向けた体制はどのよ

うになるのか、部長の報告をお願いしたいと思

います。

市町村におき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、現在、地元医師会や医療機関等と調

整しながら、集団接種や個別の医療機関での接

種など、地域の実情に応じた接種体制づくりに

取り組んでいるところです。また、接種のスケ

ジュールや接種会場の問合せ等に応じるコール

センターの開設も、順次進められております。

ワクチンの供給につきましては、４月から開

始する高齢者分の配分見通しが、国から一部示

されておりますが、全体を含め不明な点が多い

ため、住民接種の接種計画の策定が進まないな

どの課題があります。

県では、ワクチン供給について、市町村への

配分見通しを迅速に示すことをはじめ、市町村

の接種体制確保のために、進捗状況の把握や、

必要な協力・支援を行ってまいります。

ワクチンの供給がまだしっか○来住一人議員

り定まっていないようで、大変御苦労されると

思いますけれども、よろしくお願いしておきた

いと思います。

コロナ危機は、県民に多大な困難をもたらし

ております。中でも、零細業者の皆さんの経営

と暮らしは深刻です。現在、税の申告時期であ

りますが、昨年、国税と地方税の徴収猶予の制

度を利用された方がおられます。令和２年度

は、売上げが大きく落ち込んで、所得税や地方

税の申告額も落ち込むと思われます。しかし、

所得税は非課税に落ち込んでも、消費税は課税

されます。昨年、猶予を受けていた方は、今年

２年分の納税が迫ってくるわけであります。

納税の猶予の延長と税の軽減を政府に求める

べきだと思いますけど、部長の答弁をお願いし

たいと思います。

徴収猶予の特例に○

つきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響により、収入が大きく減少し、納税が困難な

個人や企業を対象としまして、手続等を大幅に

緩和した上で、納期限から最長１年間、納税を

猶予する制度として設けられたところでありま

す。この特例は、令和３年２月１日で申請の受

付が終了したところであり、今回の税制改正で

も、その延長が議論されたようですが、結果と

して、この特例制度の延長は見送られたと承知

しております。

県としましては、国からも既存の猶予制度を

柔軟かつ適切に運用するよう通知があったとこ

ろであり、引き続き、納税困難な方から相談が

あった際は、丁寧に実情をお聞きし、対応して

まいりたいと考えております。

持続化給付金など、幾つかの○来住一人議員

助成制度がありますが、これらを利用できた人

も、また、売上げが落ち込み、基準に届いてい

ないなど、これの制度を利用できなかった人

も、皆さん深刻で、納めるべき税を別に用意で

きている人などなく、毎日毎日をまさに食いつ

ないでいる状況であると思います。

税の滞納の原因が、コロナ危機によるもので

あることなどが明らかになっているものについ
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ては、滞納処分の執行を停止する考えはない

か、部長の答弁を求めたいと思います。

地方税法上、滞納○

処分の執行停止は、滞納処分をすることができ

る財産がないときや、滞納処分をすることに

よって、その生活を著しく窮迫させるおそれが

あるときなど、一定の要件に該当する場合にで

きることになっております。

納税困難な方から相談があった場合は、新型

コロナウイルス感染症の影響によるものはもと

より、実情を十分伺った上で、納税者に寄り

添った対応をしてまいります。

とりわけ、コロナにより零細○来住一人議員

業者が倒産に追い込まれたり、廃業に追い込ま

れたりすることがないように、今お話ししまし

たように、この時期、税の新たな荷がかかって

くるわけですから、ぜひ県を挙げてお願いして

おきたいと思います。

コロナ危機の下での経済対策の決め手の一つ

が消費税の減税である、我が党はこのように主

張をしております。今回の参議院長野補選にお

いても、野党間の合意になっております。

知事に改めてお聞きしますけど、コロナ対策

からも、また景気・経済対策からも、消費税引

下げが重要だと考えますけど、知事の所見を伺

いたいと思います。

消費税は、税収の規模○知事（河野俊嗣君）

が大きく、比較的安定しておりますことから、

社会保障をはじめ、暮らしに必要なサービスを

維持するとともに、新型コロナウイルス感染症

への様々な対策を進めていく上からも、極めて

重要な基幹税目であると考えております。

一般論としては、消費税率の引下げも、経済

対策における選択肢の一つと認識しております

が、国と地方の財政状況がますます厳しさを増

しておりますことから、仮に、国において税率

引下げの議論が行われるような場合には、社会

経済情勢を見据えつつ、財源確保がしっかりと

図られるよう、慎重に検討していただきたいと

考えております。

政府は、消費税は社会保障財○来住一人議員

源のために必要だと、このように述べてまいり

ました。もともと、社会保障のためとして、年

金生活者や障がい者などにも税を求めると、私

はこれは本末転倒だと思います。

また、消費税創設から33年経過しました。こ

の間に、消費税の税収は447兆円、大企業を中心

に、法人３税の減収額が326兆円、所得税等の減

収が287兆円、そっくりこれらの減収分の穴埋め

になったと、このように言うことができます。

社会保障のためと、このように言ってきまし

たけど、実際に社会保障がよくなったか、そう

いう社会保障があるかというと、そうではない

と思います。さきの22日に、大阪地裁が、生活

保護基準額の引下げは憲法違反だと判断を下し

たように、頼みの綱である生活保護額を引き下

げてきました。新年度の予算を見ますと、社会

保障の自然増を1,300億円削減し、年金は0.1％

引き下げます。後期高齢者医療の窓口負担は１

割から２割に、２倍に引き上げる法案が現在の

国会に提出されております。このように、いい

ところは何にもない。

関連して申し上げますけど、コロナで国民が

苦しんでいるのに、日本の大富豪30数人の資産

は、最近の10か月で12兆円から22兆円になりま

した。株の売買で納める税金は、この人たち

は20％です。コロナ対策のはずの第３次補正

に、3,867億円の防衛費が計上されております

が、そのほとんどは潜水艦や地対空誘導弾など

です。新年度予算では、専守防衛から180度逸脱
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して、敵基地攻撃能力の保有に踏み出します。

税の集め方、使い方を抜本的に改めるべきだ

と、このように考えるところであります。

次に、コロナ禍の中で、多くの方々が仕事を

失い、収入を絶たれました。このような下で、

最後の頼りが生活保護であります。

最近、政府も、生活保護は権利だと言い始め

ました。菅首相も、「最後のセーフティーネッ

ト」と、このように言っております。

一方、保護を申請する国民の側は、「自分の

ことは自分で」という自助が押しつけられてお

ります。ですから、生活保護を申請することを

権利と思っている人は本当に少数。施しを受け

る、このように受け取っている方がいて、本当

に惨めな思いを抱く人が大部分だと思います。

惨めな思いをしている上に、申請の壁となっ

ているのが扶養照会であります。扶養義務の範

囲が、日本の場合は三親等の曽祖父母などまで

入りますが、イギリス、フランスなどでは一親

等、これでも配偶者と未成年の子供だけであり

ます。

先般、参議院予算委員会で、我が党の小池書

記局長が取り上げたとき、田村厚労大臣は、

「扶養照会は義務ではありません」という答弁

を３回繰り返しました。

この扶養照会について、県の基本的な対応を

お聞きしておきたいと思います。

県では、保護○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の申請があったときは、要保護者の扶養義務者

のうち、一定の方の存否を確認するということ

などを定めた国の実施要領等の規定に基づき、

扶養照会を行っております。

具体的には、まず申請者からの聞き取りに

よって、扶養義務の履行が期待できる者につい

て調査を行い、次に、扶養義務の履行が期待で

きる者に対して、経済的支援だけでなく、申請

者と交流を継続するなどの精神的支援の可否に

ついて、照会を行っているところであります。

なお、扶養義務者であっても、おおむね70歳

以上の高齢者や、一定期間交流がない方など

は、扶養義務の履行が期待できない者として、

照会は行っておりません。

私も、生活保護申請の前の段○来住一人議員

階の相談に立ち会ったことは何回もあります。

一言で言うなら、相談者の全てを聞き出して、

その人の生活を丸裸にするというものです。

ここ１年はよく分かりませんけど、このよう

に裸にされた上に、扶養照会です。生活保護を

申請したことが親兄弟に知られるということ

が、本人にとってどのようなものであるか、こ

れは容易に想像がつくと思います。

申請者・相談者にこのような惨めな思い、残

念な思いをさせて福祉と言えるのか。私は言え

ないと思いますし、私は、根本的にこの制度は

間違っていると思います。

私が市議会議員時代に質問で取り上げたこと

がありましたが、扶養照会した人の中で、実際

に金銭的援助をした人は何％かと １％台で―

す。今回の参議院予算委員会でも１％台であり

ました。兄弟姉妹、祖父母などからの支援は、

まずないと思います。コロナ禍の今こそ、生活

保護を受給してもらい、自立への道を準備して

もらうときだと思います。

扶養照会があるために、申請をためらう方が

おられます。私は、これを本当にやめるべきだ

と思いますけど、改めて部長の見解を求めてお

きたいと思います。

生活保護法第○福祉保健部長（渡辺善敬君）

４条第２項では、「民法に定める扶養義務者の

扶養は、この法律による保護に優先して行われ
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るものとする。」という基本原理が定められて

おりまして、これを踏まえた国の実施要領等に

基づき、県では、先ほどお答えしたように、扶

養照会を行っているところであります。

県としては、今後とも関係法令等に従いなが

ら、生活保護制度を適切に運用するとともに、

個々の要保護者に寄り添い、丁寧な対応が行わ

れるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

改めて部長にお願いしておき○来住一人議員

たいと思います。私は、扶養照会は少なくと

も、まず申請者の了解 申請者によっては、―

この人には照会していいけど、この人には照会

してくれるなとか、人間ですから、いろいろな

つながりがありますから。ですから、当然その

人からしてみれば、いや、この人には照会して

いいですよ、しかし、兄弟のこの弟だけには言

うてくれるなとか、いろいろあると思います。

ですから、必ずその申請者の承諾が必要だとい

うこと。それからもう１つは、現実に、その扶

養義務者がそれに応えてくれる、そういう資力

があるのか、力があるのかということなどが条

件になると思いますので、ぜひそこは考えてい

ただきたい。そして、まさに生活保護法の第１

条のところが守られるように、お願いしておき

たいと思います。

次に、未成年後見人支援事業が新年度の予算

に計上されました。予算額は決して大きなもの

ではありませんけど、本当に喜ばしいことだと

考えます。

県弁護士会の皆さんが、昨年、部長などと懇

談をされて、実現したものだと思います。この

事業の内容とその周知について、部長の答弁を

求めたいと思います。

未成年後見人○福祉保健部長（渡辺善敬君）

につきましては、親権を行う者がいない未成年

者の財産管理や契約等の法律行為を行うなど、

子供の権利擁護を図る上で重要な役割を担って

おります。

今議会でお願いをしております、未成年後見

人支援事業につきましては、保護者の死亡や行

方不明などで社会的養護が必要な児童を対象

に、児童相談所長等が、未成年後見人の選任を

家庭裁判所に請求した際、後見人となった弁護

士などの専門職の活動に要する報酬等の全部ま

たは一部を補助するものであります。

県としましては、県弁護士会や県社会福祉士

会等の関係団体に周知を行うなど、連携を図り

ながら、事業の適切な実施に努めてまいりたい

と考えております。

では最後に、環境行政につい○来住一人議員

て質問をいたします。

先日、私は前屋敷議員と、串間市本城の太陽

光発電所を、施工業者の方の案内で調査してま

いりました。約6.5ヘクタールの山林が切り開か

れて、太陽光発電所が建設され、既に売電され

ておりました。ただ、施設の下に田んぼの用排

水溝がありまして、その用排水溝の施設側が崩

れておりました。また、隣接する山には直接、

雨水が流れ込んで、山が大きく崩壊しておりま

して、この施設の下流のほうには４戸の民家が

あるそうであります。

大雨が降るたびに、住民の方は心配ですか

ら、施工業者の方に電話をされるそうで、業者

の方は、そのたびに宮崎から駆けつけるという

ことであります。

まず、部長にお聞きしたいと思います。串間

市本城の太陽光発電所に関する林地開発許可の

申請が提出されているわけですけど、その概要

についてお伺いしたいと思います。
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個別の林地開○環境森林部長（佐野詔藏君）

発許可申請の内容につきましては、差し控えさ

せていただきますが、県の林地開発許可制度取

扱要綱では、申請に当たりましては、開発に係

る面積や開発行為の目的、期間などを記載した

申請書に、位置図と、開発に係る主要施設や工

種などの事業の概要等を記載した資料などを添

付することとなっております。

もう１つ聞きます。○来住一人議員

昨年３月30日に、この開発行為の期間が切れ

ました。期限がそこまででした。それで、当然

３月30日に、開発行為の期間の延長申請がなさ

れておりますけど、この時点でどのような工事

が残されていたのか、お聞きしたいと思いま

す。

先ほど申し上○環境森林部長（佐野詔藏君）

げましたとおり、個別の案件についての具体的

な内容につきましては、お答えを差し控えさせ

ていただきたいと思います。

個別案件だから明らかにでき○来住一人議員

ないということでありますが、その是非を議論

する時間がありませんので、今日はいたしませ

ん。

私ども党県議団の調べでは、発電所工事の発

注者は、東京都中央区にある新東実業株式会社

で、受注者は、宮崎市にあります株式会社ダイ

ニを中心とした共同企業体であります。発電所

の場所は、串間市本城字上代田でありまして、

面積は、先ほど言いましたように、約6.5ヘク

タールであります。

問題となるのは、発電用パネルの設置を優先

して パネル設置は他の業者が行ったわけで―

すが そのために、開発期限の段階では、の―

り面の補修と排水施設の整備が残っていたもの

です。ところが、売電が始まりますと、昨年５

月、施工業者は現場から立ち退きを通知され

て、立ち退きを余儀なくされました。工事の出

来高で支払って立ち退きを通知するなら、これ

はまだ理解できますけど、相当の額が未払いの

ままが現実であります。工事代については、現

在係争中でありまして、いずれ解決がつくと思

います。

なお、開発行為期間の延長は、１回目が昨年

９月末まで、そして、今年の９月までが２回目

の延長となっております。私どもが現場に行っ

たのは、２月19日の時点でありました。この時

点では工事はされておらず、むしろ昨年の大雨

などで、のり面が崩壊するなど、拡大している

状況でありました。

私どもが問題にしているのは、売電ができる

ようになると、多額の工事代を払わず、現場か

ら追い出す、こうした業者が本当に地域の住民

と環境を守るのか。そのようなことにはならな

いと、このように思います。これからも、林地

開発は県内で続くと思われますので、注意を喚

起しておきたいと思います。

これをもちまして、私の一般質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。（拍手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○徳重忠夫副議長

きます。

次は、佐藤雅洋議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○佐藤雅洋議員

んにちは。自民党の佐藤雅洋です。

お疲れの出る時間帯でありますけれども、よ
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ろしくお願いいたします。

実は本日、私、55歳になりました。（拍手）

ありがとうございます。

日本の武士であり、官僚、そして日本資本主

義の父と言われた渋沢栄一の言葉に、「一人一

人に天の使命があり、その天命を楽しんで生き

ることが、生きていく上で大事である」とあり

ます。私も、課せられた使命であります中山間

地域の振興について、使命感を持って質問を進

めてまいります。

河野知事は就任して10年、常々、本県の一番

の課題は人口減少問題にあると言われていま

す。それはすなわち、本県の大部分を占め、人

口減少著しい中山間地域の問題でもあります

し、我が国全体の問題でもあります。その中山

間地域の将来像について伺います。

御案内のとおり、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大は、経済社会に大きな影響を与えて

おり、経済合理性だけを追求した社会は脆弱で

あることが、多くの人々に認識され、ポストコ

ロナ時代に向けて、デジタル社会への変革と併

せ、行き過ぎた一極集中を是正し、自律分散・

多極型の経済社会の再構築が求められていると

言われております。

ここで皆さんに、フォレストピア宮崎構想に

ついて思い起こしていただきたいと思います。

本構想は、21世紀における森林化社会の到来

を予兆し、当時の松形知事が提唱されたもの

で、県北の５町村をモデル圏域に指定し、いわ

ゆる森林理想郷の実現に向けた意欲的な取組が

進められました。これにより、地域おこしの

リーダーとなる人材の育成や、地域資源を生か

した特産品づくり、全国初の県立中高一貫校な

ど様々な取組が行われ、現在のユネスコエコ

パークや世界農業遺産の基盤へとつながってき

たものと思います。

このような経緯を踏まえると、ポストコロナ

の時代においては、中山間地域に多大な可能性

があると考えますが、中山間地域の将来像をど

のように描こうと考えておられるのか、ポスト

コロナへの挑戦を目指すべき姿に挙げている知

事に伺います。

あわせて、２月10日に日之影中学校に、「白

熱教室」と銘打って知事に来校していただき、

意見交換等を行っていただきました。地元で

は、生徒・保護者ともに大変好評で、貴重な経

験になったと考えます。卒業生の一人としても

感謝申し上げます。ありがとうございました。

世界農業遺産、ユネスコエコパークに認定さ

れている日之影町の子供たち、地域の将来の

リーダーになり得る生徒たちに、知事は、この

白熱教室を通して、どのようなことを伝え、ど

のようなことを感じたのか、お聞かせくださ

い。

次に、コロナ禍の中、森林回帰、農村回帰

と、自然環境の大切さが見直されています。日

本一の森林県である宮崎県のよさも見直されて

いると考えます。県民共有の財産である豊かな

森林が、今このようにあるのは、多くの先人の

おかげであります。感謝の気持ちを忘れること

なく、これからは、今を生きる私たちが、後世

の人々のため、後に続く人々のために、豊かな

森林、緑あふれる山々を残していく義務があ

り、守り育てる責任があります。私は、市町村

が主体となる森林経営管理制度が、その重要な

鍵の一つとなると考えており、昨年９月、一般

質問において、県の支援センター設置など、市

町村支援充実を提案いたしました。今議会提案

の当初予算案には、森林経営管理市町村支援事

業が盛り込まれており、また、森林管理推進室
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の新設も発表されたところであります。来年度

の県の市町村支援の充実に大変期待をするもの

であります。

そこで、森林経営管理制度の推進に向け、市

町村支援に、県はどのように取り組んでいくの

か、環境森林部長にお伺いします。

私の地元である高千穂郷、椎葉山地域は、美

しい景観や伝統的な農林業などが、次世代に受

け継がれるべき世界的なモデルとして評価され

た世界農業遺産です。これまで、知事を先頭

に、県をはじめ関係機関・団体、大学などの支

援もいただきながら、神楽などの伝統文化の保

存や、地域の魅力を県内外の皆様にお伝えする

活動などに、地域住民を中心に取り組んできま

した。その結果、地域の活性化や郷土愛の醸成

につながっており、私は成果が出てきたと評価

しているところであります。

しかし、認定から５年の節目を迎えた現在、

次のステージに進むための課題も見えてきたの

ではないかとも感じています。

改めて、世界農業遺産の認定を活用した取組

を今後どのように進めるのか、農政水産部長に

お伺いします。

さらに、中山間地域の安全・安心を支えると

ともに、人と人の絆、つながりを守る消防団に

ついてお伺いします。

濵砂議員の代表質問で、県内消防団の現状に

ついての質問があり、危機管理統括監から、本

県消防団員は減少し、高齢化が進んでいるとの

答弁がありました。最近、山火事や原野火災が

多発しており、実は先週、私もいまだ消防団員

でありますので、山火事現場に出動し、ジェッ

トシューターを背負い、消火活動を行ったばか

りであります。

消防団員の減少や高齢化が進んでいること

は、大規模災害発生時の機動力等を考えます

と、私自身、かねてより憂慮すべきことと考え

ております。このため、消防団員の高齢化を抑

えるには、若手消防団員の加入を増やすだけで

なく、団員が、職場や家族の理解を得ながら、

長期間にわたり在団して活動を継続していくこ

とも必要です。また、近年の大規模化、複雑化

する災害に対応するために、消防団員ＯＢの豊

富な経験を生かすことも重要であると考えてお

ります。

令和元年９月議会の一般質問では、若手消防

団員の加入促進の必要性や、消防団員ＯＢの活

動に対する支援について質問をさせていただき

ましたが、本日は、本県における若手消防団員

の確保、消防団員の活動継続及び消防団員ＯＢ

の活用のための取組について、危機管理統括監

にお伺いします。

以上で壇上での質問を終わり、以下の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、中山間地域の将来像についてでありま

す。

中山間地域は、急激な人口減少に直面し、産

業の担い手不足はもとより、日常生活に必要な

集落機能の維持・確保が大きな課題となってお

ります。

一方で、棚田など自然と共生した生活の営み

や、人情味豊かなコミュニティー、神楽などの

地域に根づいた文化、歴史等が受け継がれてお

りまして、これらは先人から引き継がれてきた

大切な宝であると考えております。また、御指

摘のように、こういったところが、世界農業遺

産ということで、世界からも高く評価を受けた

ところであります。
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私は、このような中山間地域のありようが、

ポストコロナ社会において、地方への人の流れ

を引き寄せる大きな魅力となるものと考えてお

ります。

現在、県では、中山間地域振興計画に基づ

き、「ひと」「くらし」「なりわい」の３つの

柱を重点として、産業の振興や生活環境の整備

等に取り組んでおります。特に、地域の将来を

考える上では、若者や移住希望者が、「この地

域で暮らし、働き、子供を産み育てたい」と希

望を持ってくれるような、魅力ある地域と雇用

の受皿を作ることが、何よりも大切だと考えて

おります。そのための取組を、市町村や地域の

皆様と一体となって、創意工夫をしながら全力

で進めてまいりたいと考えております。

次に、「知事の白熱教室」についてでありま

す。

２月10日に実施した「知事の白熱教室」で

は、日之影中学校の２年生25名と、「未来を築

く新しい「ゆたかさ」への挑戦」をテーマにし

て、意見交換をさせていただきました。ちょう

どこの日、中学２年生の立志式に合わせて行わ

れたものでありまして、多くの保護者などが見

守る中で、生徒の皆さんが、職場体験で学んだ

ことを、自分たちで制作した動画を放送しなが

ら発表してくれたわけでありますが、タブレッ

トをそれぞれ発表者が次々手渡すなどして、

堂々とプレゼンする姿に、大いに感心したとこ

ろであります。

その後、日之影には美しい自然があること

や、食の魅力など、さらには人と人とのつなが

りが強く息づいていることなどを例に、「心の

ゆたかさ」について意見交換を行ったところで

あります。

私からは、子供たちに２つの点を、特にこれ

からお願いしたところであります。１つは、ふ

るさとに誇りを持ち、そのすばらしさを語るこ

とのできる人になってほしいということ。２つ

目としましては、これからの急速な時代の変化

にもしっかり立ち向かっていくことができる人

材に育っていってほしいということを伝えたと

ころであります。

14～15歳、そのくらいの子供たちに、どれく

らいのものを受け止めていただいただろうかと

いう思いがありますが、少しでも印象に残っ

て、いずれ、この日之影の魅力であったり、ふ

るさとの価値が分かるような、そういう大人に

なってほしいなという思いであります。

今回、子供たちと直接語り合う中で、郷土を

愛し、将来の地域や宮崎を支える気概を持った

生徒が着実に育っていることを肌で感じ、大変

頼もしく、またうれしく思った次第でありま

す。しっかりとこれからも頑張ってほしいな

と、心から大いにエールを送りたいと思いま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○危機管理統括監（藪田 亨君）

答えいたします。本県における若手消防団員の

確保等についてでございます。

若手消防団員確保のため、これまで、高校生

等への加入チラシの配布や、学生消防団活動認

証制度の導入などに取り組んできたところであ

りますけれども、来年度はこれに加え、若手消

防団員による意見交換会を開催し、団員確保に

おける課題把握に努めるとともに、大学での出

前講座等の取組を実施することといたしており

ます。

また、団員の活動継続のためには、団員の

方々の士気高揚を図るとともに、家族や職場の

理解と協力を得ることが大変重要でありますの

で、団員の功労や勤続年数等に応じた表彰のほ
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か、団員を支える家族や協力事業所等への表彰

を行ってきております。

また、頻発する大規模災害への対応力強化の

ため、消防団員ＯＢの知識・経験を生かした大

規模災害団員制度の導入検討を市町村に促すこ

ととし、先進団体の情報提供やアドバイザーの

派遣を実施してまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○環境森林部長（佐野詔藏君）

えいたします。森林経営管理制度についてであ

ります。

議員御指摘のとおり、この制度の中心的役割

を担います市町村の機能強化は大変重要であり

ますので、県ではこれまで、市町村に対する制

度説明会や研修会の開催、モデル事業の実施な

どの支援に取り組んできたところであります。

来年度からは、さらにこれらに加えまして、

市町村支援業務を行う支援センターを外部委託

により設置し、アドバイザーによる相談対応や

技術指導、研修会の実施、広報活動等の支援を

行いますとともに、４月の組織改正により、部

内に「森林管理推進室」を新設し、支援セン

ターとその連携によりまして、進捗管理等の統

括的業務を行うなど、市町村への支援体制等の

充実を図ることとしたところであります。

今後とも、市町村の状況等を踏まえながら、

国、関係団体とも連携し、円滑な森林経営管理

制度の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○農政水産部長（大久津 浩君）

答えします。世界農業遺産の認定を活用した今

後の取組についてであります。

県ではこれまで、認定を契機とした地域活性

化や、郷土愛の醸成につながる取組等を支援し

ており、地元企業が昨年12月に、地域特産品を

使った「五國豊饒」という新たな特産品ブラン

ドを誕生させるなど、地域活動の輪が広がって

いる中で、コロナ禍において様々な活動が制約

されているところでございます。

このため、最近の田園回帰志向をチャンスと

捉え、オンラインツアー等の積極的な情報発信

を行いますとともに、企業と共同した棚田の保

全活動など、新たな関係人口を創出し、人を呼

び込み、将来的な移住につなげる取組等を推進

してまいりたいと考えております。

今後とも、地元５町村や関係団体と連携しな

がら、地域住民の方々にとりまして、元気で誇

りの持てる中山間地域のモデルとなるよう、世

界農業遺産地域の活性化を図ってまいります。

以上であります。〔降壇〕

河野知事、藪田危機管理統括○佐藤雅洋議員

監、佐野部長、大久津部長、ありがとうござい

ました。

全ての取組がさらにステップアップし、真に

中山間地域の活性化につながるよう発展するこ

とに、大いに期待をしたいと思います。

今、農山村の人口減少は急速に進んでおり、

生産基盤の弱体化や地域活力の低下が大きな課

題となっています。

一方で、私の地元には、雄大な山々と調和し

た棚田に代表される、美しい景観や伝統、文化

など、農山村ならではの魅力があると思いま

す。このような棚田地域の持続的な発展と、国

民生活の安定向上に寄与することを目的とし

て、令和元年に棚田地域振興法が施行されまし

た。昨年の２月議会でも、この件について質問

させていただき、指定棚田地域となることのメ

リットや、今後の取組について答弁をいただき

ました。また、今年の１月には、棚田地域活性

化策の一つとして、県では「ひなたの棚田遺
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産」の認定を行っております。

そこで、指定棚田地域の現状と「ひなたの棚

田遺産」の取組について、農政水産部長にお伺

いします。

現在、県内○農政水産部長（大久津 浩君）

では、13市町村の21地域が国から指定棚田地域

に指定されまして、例えば、西臼杵３町では、

中山間地域等直接支払制度で、10アール当たり

１万円の加算措置によりまして、通常より

も5,400万円増額され、棚田の保全活動が充実し

てきております。また、日向市の県営圃場整備

事業では、同じく地域指定によりまして、国庫

補助率かさ上げの対象となり、地元負担率が５

％軽減されております。

さらに本県独自に、県内17の棚田を、次世代

に引き継ぐ「ひなたの棚田遺産」として新たに

認定をしたところでございまして、ホームペー

ジや棚田カードの作成等により、美しい景観や

棚田を守る活動、さらには伝統文化の継承など

の取組を広く情報発信してまいります。

今後とも関係市町村と連携しながら、棚田の

持つ魅力等を活用し、関係人口の拡大や地域活

性化につながる取組を推進してまいります。

私の地元でも、「ひなたの棚○佐藤雅洋議員

田遺産」認定を喜ぶ声が多く聞こえています。

地域住民が誇りを持って棚田を守っていけるよ

う取り組んでいただいていることに感謝すると

ともに、さらなる支援をお願いしたいと思いま

す。

次は、農山村の魅力向上に欠かせない対策に

ついて伺いたいと思います。

先ほどの答弁では、移住につながる関係人口

の創出を目指すべきとのことでしたが、私は、

移住者を中山間地域に呼び込むには、生活環境

が整っていることが絶対条件であると思ってい

ます。中でも、私の地元などからは、営農用水

や生活用水が不足していることから、安定した

水の供給を求める切実な声を多く聞いていま

す。

そこで、中山間地域における営農用水や生活

用水を確保するための施設整備の取組につい

て、農政水産部長に伺います。

中山間地域○農政水産部長（大久津 浩君）

は、食料の安定供給はもとより、国土保全など

多面的・公益的機能を有する重要な地域でござ

いますが、平地に比べ、総じて農業生産活動や

定住等の条件は厳しいものがあるものと認識し

ております。

このため、中山間地域総合整備事業によりま

して、圃場や用排水路、農道等の生産基盤の整

備と併せ、営農や生活用水を供給するための営

農飲雑用水等の生活環境の整備も行っていると

ころでございまして、これまでに35地区が完了

し、現在６地区で実施しております。

事業の実施に当たりましては、中山間地域を

守り、暮らし続けておられる住民の方々の定住

と、さらなる地域活性化に向け、市町村や土地

改良区等々の関係機関としっかり連携を図りな

がら、取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、農畜産物の物流対策に○佐藤雅洋議員

ついて伺います。

県は、第八次の農業・農村振興長期計画を今

議会に提案されておりますが、来年度からス

タートするこの計画では、物流改革への将来像

が大きく捉えられており、計画の目玉の一つで

あると伺っています。

私の住む中山間地域では、特に、運送業界の

人手不足や集出荷場の労働力不足などを目の当

たりにしており、宮崎の農産物を安定的に輸送
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できるよう、物流対策に取り組むことの重要性

を身にしみて感じているところであります。

そこで、第八次長期計画において、農畜産物

の物流改革への取組をどのように進めるのか、

農政水産部長にお伺いします。

大消費地か○農政水産部長（大久津 浩君）

ら遠い本県にとりまして、物流は本県農業の生

命線であり、近年のトラックドライバー不足に

加え、令和６年度からは、時間外労働の上限規

制が適用されますことから、まさに待ったなし

で物流改革に取り組む必要がございます。

このため、次期長期計画案の重点施策で掲げ

ました「産地とマーケットをつなぐ流通構造の

変革」に基づき、令和３年度当初予算案におき

まして、物流拠点の集約やデジタル技術を活用

した効率的な配車など、物流システムの高度化

等に向けた「みやざき農の物流革新事業」をお

願いしております。

県といたしましては、これらの取組により、

持続可能で効率的な物流体制の実現を目指し、

魅力ある宮崎の農畜産物を消費者の皆様にしっ

かりと届けられるよう、努めてまいりたいと考

えております。

物流改革が着実に進み、本県○佐藤雅洋議員

農業の持続的な発展につながるよう、しっかり

と取り組んでいただきたいと思います。

次に、県内の周辺環境保護のためになくては

ならない、内水面漁業について伺います。

本県は、大小多くの河川を有し、そこで育ま

れる豊かな内水面資源は、内水面漁業関係者ば

かりでなく、広く県民や観光客などの来県者に

も親しまれています。

そのような中で、内水面漁協におかれては、

漁業権の免許を受け、内水面資源の保護、増殖

を図るための様々な取組を行っておられます。

そこで、県内の内水面及び五ヶ瀬川水系の漁

業の現況、県の内水面漁業の振興に向けた取組

について、農政水産部長にお伺いします。

県内には40○農政水産部長（大久津 浩君）

の内水面漁協があり、令和元年の組合員数

は7,610人、漁獲量はアユなど46.6トンで、この

うち五ヶ瀬川水系４漁協の組合員数は434人、漁

獲量は3.4トンでございます。

また、過去10年間で、県全体及び五ヶ瀬川水

系のいずれも、組合員数は約３割、漁獲量は約

６割の減少となっております。

県といたしましては、こうした内水面漁業の

厳しい環境を踏まえまして、平成29年に策定し

ました内水面漁業活性化計画に基づき、アユ等

の種苗放流や、魚道改修等による生態系保全等

に取り組んでいるところでございます。

また、令和元年度からは、カワウの生息状況

調査や効果的な被害対策等にも取り組み始めた

ところでございます。

今後とも関係者や関係機関と連携しまして、

本計画に基づく取組を強化しながら、内水面漁

業の振興を図ってまいります。

組合員の高齢化や減少などに○佐藤雅洋議員

より、漁協の維持も大変厳しい状況になってき

ていると思われます。私の地元の五ヶ瀬川水系

では、内水面資源を、４つの漁協から成る「共

有漁業権管理委員会」において管理しておりま

すが、一昨年、そのうちの１漁協が脱退する事

態が生じております。県でも、この事態の収拾

に向けて御努力いただいたとのことですが、い

まだ状況は変わっていないと聞いています。

このように、それぞれの漁協がいろいろな問

題を抱えているところですが、県におかれまし

ても、各漁協にしっかりと足を運んで声を聞い

ていただき、その地域性に合った適切・丁寧な
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指導と助言を行いながら、本県内水面漁業の振

興に今後とも御尽力いただきたいと思います。

次は、移住者対策について伺います。

コロナ感染拡大により、地方回帰への関心が

高まる中、本県への移住者対策も重要になって

まいります。移住者定着には、生活の基盤とな

る住まいが必要です。不動産業が介入しない中

山間地域では、空き家はあるものの、移住者向

けに提供できる空き家は不足していると聞きま

す。

本県移住が注目される今、都市部からの移住

者を取り込むため、中山間地域における空き家

の利活用についてはどのように取り組んでいく

のか、総合政策部長にお伺いします。

県では今年○総合政策部長（渡邊浩司君）

度、空き家所有者等に対するアンケートを行い

ましたが、活用に係る一番の課題は、改修の必

要性ということであります。

このため、今議会でお願いしております来年

度の新規事業では、移住者向けの空き家改修支

援を行う市町村への補助額を上限20万円から80

万円に引き上げるとともに、新たに、市町村が

空き家を借り上げて公営住宅として貸し出す場

合や、遊休施設をリモートワークの拠点などと

して活用する場合に必要となる改修費に対する

支援を実施することとしております。

今後とも、市町村と十分な連携を図りなが

ら、中山間地域の空き家の利活用を促進する中

で、地方回帰の流れをしっかりと取り込んでま

いりたいと考えております。

次に、「みやざきの神楽サ○佐藤雅洋議員

ポーター制度」についてお伺いします。

宮崎県が誇る伝統文化である神楽は、地域の

人々同士のつながりを維持するとともに、観光

の素材としても活用できる、中山間地域振興を

図る上で非常に有効な資源であると考えます。

しかしながら、神楽が舞える地域はどんどん

減っており、維持していくことが大変になって

きております。

西臼杵地域でも、地域で関わる人の数が減っ

て、三十三番の夜神楽が舞えずに、昼間に日神

楽を数番舞うのが精いっぱいの地域が出てきて

おります。

このような中で、県では、従業員が神楽の練

習をするために休暇を取って地域に帰ることを

奨励したり、ボランティア活動として神楽の準

備を手伝うなど、神楽の継承を支援する企業を

サポーターとして認定する「みやざきの神楽サ

ポーター制度」を創設されましたが、この制度

の狙いと今後の展開について、総合政策部長に

お伺いします。

本県では、中○総合政策部長（渡邊浩司君）

山間地域を中心に200以上の神楽が人々の暮らし

に根づき、地域活力の維持に重要な役割を果た

しておりますが、少子高齢化や人口減少の進行

により、地域の方々だけで継承していくことが

困難となりつつあります。

このため、県内外を問わず、企業や団体、大

学にも幅広く神楽を支えていただくことを狙い

として、神楽の継承を支援する企業等を県が認

定する、「みやざきの神楽サポーター制度」を

創設したところでありまして、認定企業等につ

きましては、その活動を積極的に情報発信して

いくこととしております。

今月中にも１回目の認定を行う予定にしてお

りまして、今後、支援の輪を大きく広げなが

ら、みんなで神楽という本県の大切な伝統文化

を守り、生かしていくことによって、持続可能

な地域づくりにつなげてまいりたいと考えてお

ります。
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コロナ禍において、スキーな○佐藤雅洋議員

どのアウトドアアクティビティーが注目を集め

ていますが、県内にも、日本最南端スキー場と

の大きな冠を持った五ヶ瀬ハイランドスキー場

があります。

五ヶ瀬町は、1,200メートルから1,600メート

ル級の山々が連なり、阿蘇の眺望もすばらしい

ところです。夏の平均気温は青森市と同じぐら

い、冬の平均気温は仙台市とほぼ同じです。平

均最低気温は何と札幌市並みで、東北、北海道

に並ぶ寒冷地である五ヶ瀬町の冬。町民はそれ

だけ生活環境の厳しい中、寒さ、雪、凍結と悪

戦苦闘しながら暮らしています。

このような環境だからこそ、スキー場が造ら

れたわけですが、何かよい、国や県の特別な寒

冷地等支援策は見当たらないものかと考えてい

るのは、私だけではないと思います。

今シーズンのスキー場オープンセレモニーに

は、永山副知事とともに出席をさせていただき

ましたが、テープカットは吹雪の中、行われま

した。式典後、副知事の、吹雪も物ともせず颯

爽とスキーを滑られる姿を拝見して、その何か

を持っておられるなと思いました。

本日は、はるばる五ヶ瀬町から、お礼も含め

て、甲斐議長をはじめ議員、職員の方々がおい

でであります。そこで、永山副知事に、五ヶ瀬

ハイランドスキー場を視察された感想について

お伺いします。

御指名ありがとうご○副知事（永山寛理君）

ざいます。

副知事就任後、県内各地へ訪問させていただ

いておりますけれども、五ヶ瀬ハイランドス

キー場は、議員御指摘のとおり、日本最南端の

天然スキー場でございまして、かつ、私も着任

後から、ユーチューブで何度も、恋愛仕立ての

ストーリーで有名な南ちゃんのＣＭを、何番か

涙を流しながら拝見し、早くスキー場に行きた

いという思いを強くしたところでございます。

そのような折、五ヶ瀬町から、佐藤議員

共々12月25日のオープンセレモニーに招待いた

だきまして、初めて訪問いたしましたが、南国

宮崎とは思えない見渡す限りの銀世界、その美

しさにただただ圧倒され、感動した次第でござ

います。

私も実際にスキーで滑らせていただきました

が、以前滑った北海道の雪を思わせるような、

ふわふわふかふかのパウダースノーで、ゲレン

デのコンディションが非常によく、そして周り

には、オープンを心待ちにしていた多くのス

キーヤー、スノーボーダーが本当に幸せそうに

滑っておられるのを見て、「ああすばらしいす

てきなスキー場だな、また訪ねてみたい、そし

てもっと魅力をアピールしたい」という思いを

強くしたところでございます。

残念ながら、今シーズンは新型コロナの影響

で、来客者数が大幅に減少してございますが、

３月７日の最終日まであと１週間ございます。

ここでアピールをして、ぜひ誘客に努めていき

たいと思います。

コロナ対策はもちろん万全でございます。レ

ストランをはじめ、かなり徹底して原田町長

（社長）もやっていただいております。それを

聞いた内田議員からは、「もう愛称をコロナハ

イランドスキー場にしたらどうか」というよう

な貴重な御提案をいただいていまして、このよ

うなキャッチフレーズの重要性を、原田町長

共々感謝申し上げたところでございます。

この五ヶ瀬ハイランドスキー場でございます

が、サーフィンなど南国のイメージの強い宮崎

におきまして、ウインタースポーツが楽しめ
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る、大変貴重な観光資源でございます。

県といたしましては、五ヶ瀬町としっかり連

携しながら、またＧパークやワイナリーといっ

た貴重な、魅力ある地域資源のアピールも併せ

て、今後の誘客にしっかりと努めてまいりたい

と考えております。

ぜひとも南国の雪国五ヶ瀬町○佐藤雅洋議員

へのよい支援策をよろしくお願いいたします。

次に、旧高千穂鉄道沿線の地域振興などにつ

いて伺います。

今議会において、平成20年に設置された宮崎

県高千穂鉄道施設整理基金について、一定の役

割は終えたとして、同基金を廃止する条例が提

案されております。しかし、「一部分の役割は

確かに終えた。だが、一番大事な真の役割は果

たしていない」との声もあります。この基金が

設置された際の目的、背景、基金充当実績、役

割に関する評価などが大変大事であり、沿線協

議会については、新たな形での継続も今後必要

だと考えます。

そのような中で、高千穂鉄道施設整理基金の

目的とこれまでの経緯について、総合政策部長

にお伺いします。

高千穂線鉄道○総合政策部長（渡邊浩司君）

施設整理基金は、延岡市、高千穂町及び日之影

町が、高千穂鉄道株式会社から寄附を受けた鉄

道施設のうち、不要施設の撤去費用の財源を安

定的に確保するため、平成20年12月に条例を制

定し、設置したものであります。

その後、条例等に基づき設置した運営協議会

におきまして、撤去費用やスケジュールを含め

た詳細な撤去計画を平成23年２月に策定し、10

年間にわたり基金を積み立てるとともに、地元

の御要望を踏まえた計画の見直しも行いなが

ら、不要施設を撤去してまいったところであり

ます。

今年度をもちまして不要施設の撤去が全て完

了したため、運営協議会で丁寧な協議・調整を

行いました結果、今年度末に条例を廃止し、基

金の残金については、来年度中に清算を行うこ

ととしております。

この基金が、高千穂鉄道の不○佐藤雅洋議員

要な施設の撤去等に係る事業実施に一部の役割

を果たしたことは分かりました。

２月４日に、ウェブ会議による協議会総会が

開かれておりますが、その中で、高千穂町から

は、「これから高千穂鉄橋を活用した鉄道公園

化を整備予定で、当資産を鉄道遺産として活用

することで、高千穂町だけでなく、県北の魅力

につながると考える。延岡市と日之影町間の重

要文化財に指定された橋梁やその他の施設を生

かして、観光振興、地域振興に積極的な取組を

行ってまいりたい。未来へつながる重要な事業

であり、今後、宮崎県へも財政的な支援など

を、高千穂町として要望する」、日之影町から

は、「高千穂町、延岡市と共に、撤去から外し

た深角橋梁や、重要文化財の指定を受けた綱ノ

瀬橋梁や、第三五ヶ瀬川橋梁を有効活用してい

くため、県の御支援を何らかの形で賜るよう、

日之影町として要望する」、延岡市からは、

「県北地域の観光振興を考える場合に、高千穂

線が残っていればと思うことが度々ある。未来

を見据えた高千穂線の活用が、県北の大きな観

光の起爆剤になると考えている。高千穂、日之

影２町から話があったように、県においても御

指導、御支援を賜るよう、延岡市としても要望

する」と、３市町共に連携して、県に対しての

思いを伝えています。

それに対し、県からは、「県としてどういう

支援ができるのか、総合政策部や関係部局で連
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携しながら、３市町を応援していく。沿線市町

の思いを県としてもしっかりと共有し、必要な

支援については検討していきたい。いろいろと

御相談いただきたい」とのお答えがあったと聞

いております。

そこで、旧高千穂鉄道沿線の市町が連携し

て、鉄道跡地などを活用した地域振興に取り組

むべきと思うが、県の考え方について、総合政

策部長に伺います。

旧高千穂鉄道○総合政策部長（渡邊浩司君）

の跡地につきましては、国の重要文化財指定を

受けた橋梁のほか、往時をしのばせる遺構も複

数残されており、高千穂町の鉄道跡地の公園化

構想や、日之影町の列車の宿と森林セラピー

ロードとしての活用など、地域振興に活用でき

る資源として、様々な可能性があると考えてお

ります。

県といたしましては、これらの地域の資源を

活用したいという沿線市町の思いを共有しなが

ら、新たな地域振興に向けた準備をすることが

大切であると認識しているところであります。

このため、鉄道跡地の活用も含めた広域的な

地域振興の在り方につきまして、沿線市町と一

緒になって検討してまいりたいと考えておりま

す。

県や関係者のおかげで指定を○佐藤雅洋議員

受けた、高千穂鉄道の綱ノ瀬橋梁や第三五ヶ瀬

川橋梁が、国の重要文化財に指定された経緯、

及び今後の保存・活用に向けた県の支援につい

て、教育長にお伺いします。

お話のありました旧○教育長（日隈俊郎君）

綱ノ瀬橋梁及び第三五ヶ瀬川橋梁につきまして

は、日本の近代化に貢献した産業・交通・土木

に係る建造物、いわゆる近代化遺産に関する本

県の調査報告を基に、文化庁による現地調査が

行われまして、昨年12月に近代化遺産として、

県内で初めて重要文化財の指定に至ったところ

であります。

指定に当たっては、特に当時の最先端のコン

クリート工法で造られたことなどが高く評価さ

れたものであります。

今後の保存・活用につきましては、地元自治

体が中心となって取り組まれることになります

が、県としましても、他県における先進事例等

についての情報提供や、各種国庫補助事業の活

用など、地元市町に対しまして、支援に努めて

まいりたいと考えております。

今後、２つの橋梁だけでな○佐藤雅洋議員

く、岩戸川に架かる高千穂鉄橋の重要文化財指

定もあると考えますし、五ヶ瀬川沿いにある鉄

道遺産全体を観光資源に活用すべきと考えま

す。

そこで、旧高千穂鉄道跡地等を活用した観光

誘客の可能性について、商工観光労働部長にお

伺いします。

旧高千穂○商工観光労働部長（松浦直康君）

鉄道の跡地等につきましては、高千穂鉄橋を活

用した「あまてらす鉄道」のスーパーカート

や、渓谷にある日之影温泉駅の列車の宿など、

いずれも人気の高い観光施設となっておりま

す。

また今後、九州中央自動車道の開通区間の延

伸によりまして、県北地域は本県の北の玄関口

として、観光誘客における役割がますます大き

くなるものと考えております。

こうした中で、旧高千穂鉄道の２つの橋梁が

国の重要文化財に指定されましたことや、高千

穂町におきます鉄道跡地の公園化構想など、跡

地活用の新たな動きは、観光誘客につながるも

のと、そういう可能性に期待をしているところ
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であります。

商工観光労働部といたしましても、観光振興

の面から、沿線市町の取組をしっかりとバック

アップしてまいりたいと考えております。

次に、新型コロナの影響につ○佐藤雅洋議員

いて伺います。

仕事と子育てに奮闘する御家庭において、新

型コロナの影響は大きなものがあります。２人

親でも苦労する中、独り親家庭ではさらに深刻

な状況です。もうすぐ春の進学、入学シーズン

です。子供たちに、希望のある新しく光に満ち

あふれた春を迎えてもらいたい思いは、皆同じ

です。子供の笑顔は宝であります。独り親で

も、コロナで困窮する子育て世帯がなくなるこ

とを望みます。

そこで、独り親家庭の支援に向けた取組状況

について、福祉保健部長にお伺いします。

県では、独り○福祉保健部長（渡辺善敬君）

親家庭の生活の安定と向上を図るため、経済的

支援や就業支援などの様々な取組を行っており

ますが、令和２年度は、児童扶養手当の受給世

帯や、新型コロナの影響を受け収入が減少した

世帯などに対する「ひとり親世帯臨時特別給付

金」の支給も進めておりまして、１月末現在、

県全体で延べ約３万2,000件、約20億円となって

おります。

新型コロナにより様々な困難を抱えている独

り親家庭には、民間ならではの、きめ細やかな

支援も重要であると考えておりまして、令和３

年度において、民間団体から提案を募集し、今

後の広がりが期待できるモデル的な取組に対す

る補助を行う、「協働によるひとり親家庭応援

事業」の予算を、今議会でお願いしておりま

す。

このような取組を通じ、支援の充実に努めて

まいりたいと考えております。

県民の皆さんの御理解と御協○佐藤雅洋議員

力のおかげで、県独自の緊急事態宣言は解除と

なったわけですが、コロナ禍において、県民を

守る保健所の負担はかなり大きなものがあり、

対応いただいている職員の皆様に感謝をいたし

ます。

コロナ対応に係る多大な業務により、職員へ

の負担が増え、そのことで保健所機能が低下す

る事態となってはなりませんし、緊急時の体制

協力が必要だと考えますが、コロナ禍における

今後の保健所の体制について、県の考えを福祉

保健部長にお伺いします。

保健所におき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、新型コロナに関して、患者の行動履

歴の確認や濃厚接触者の調査のほか、自宅療養

者に対する健康観察など、多大な業務を担って

おります。

このような中、保健所業務の円滑な実施及び

職員の業務負担の軽減を図るため、引き続き、

県民からの相談対応や検体搬送の外部委託をは

じめ、業務支援を行う会計年度任用職員の任

用、さらには、構築した市町村保健師の協力体

制も活用することとしております。

今後も新型コロナ対応が想定される中、保健

所がその機能を十分に果たせるよう、体制の整

備に努めてまいりたいと考えております。

県内の医療機関のうち、県北○佐藤雅洋議員

の中核機関として重要な役割を担う県立延岡病

院。日頃から医療業務に携わる皆様には感謝申

し上げますとともに、コロナ禍における現場で

の御苦労はいかばかりかと思います。

しかし、どのような状況下においても、県北

での安定した医療提供は願いであり、必要不可

欠です。特に、コロナ禍における県北の中核医
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療機関としての県立延岡病院の現状と、今後の

取組について、病院局長にお伺いします。

県立延岡病院で○病院局長（桑山秀彦君）

は、新型コロナに対し、地域の医療機関と連携

して、機能分担をしながら、重症や中等症患者

を中心に、多くの患者を受け入れて治療を行っ

ております。

また一方で、地域の中核医療機関でもありま

すので、コロナ禍にありましても、救急医療や

がん治療など、高度・急性期医療の提供に支障

を来すことがないよう、全力で取り組んでいる

ところであります。

本年４月からは、患者を搬送しながらの治療

が可能となります、救急車タイプのドクター

カーを導入いたします。運行範囲を、西臼杵地

区を含め広範囲に拡大することで、県北地域の

救急医療の一層の充実に寄与するものと考えて

おります。

今後とも、県北地域の皆様が安心できる医療

を提供できますよう、病院の機能充実に取り組

んでまいります。

県内各地の各学校でも、コロ○佐藤雅洋議員

ナ禍にあって様々な影響を受けていると考えま

す。

顔の大部分を覆うマスクにより、先生も子供

たちも、お互いに表情が読み取れない。喜怒哀

楽が伝わりにくいようです。唯一のマスクを外

せる給食では、会話なしの「黙食」です。子供

ならではの生き生きとした生活に対して、これ

までになかった新たな生活様式の取り入れ、そ

れゆえの子供たちの精神的な面からのサポート

と、これまでと変わらない教育内容の維持。未

来ある子供たちを預かる側として、細心の注意

を払う必要があります。

そのような状況の中で、各学校ではどのよう

な対応をしているのか、教育長にお伺いしま

す。

各学校においては、○教育長（日隈俊郎君）

机、椅子、ドアの取っ手などの消毒を行うとと

もに、換気や手洗いの励行など、児童生徒が安

心して学校生活を送ることができるよう、徹底

した対策がなされております。

また、教師も児童生徒も、感染防止のためマ

スクをしておりますが、このことがお互いの表

情を捉えにくくしているといった課題もありま

すので、コミュニケーションを図ることが特に

必要な場面においては、フェイスシールドやア

クリル板を活用している学校もあります。

さらに、文化発表会等の行事では、活動の様

子をオンラインで動画配信し、各教室で視聴で

きるようにするなど、制限された中においても

児童生徒が活躍できる場を設ける工夫を、各学

校で行っているところであります。

日々、教育現場で子供たちを○佐藤雅洋議員

見守っていただいている教育従事者の皆様に感

謝をしております。大変な状況は続きますが、

引き続きよろしくお願いいたします。

次に、道路行政について伺います。

九州中央自動車道は、大規模災害時の「命の

道」であることから、今後整備が進んでいくこ

とにより、救急医療支援体制が強化され、搬送

時間も短縮、救われる命が増えます。地域経済

に大きな恵みを授け、東西物流の振興に寄与し

ます。

さらに、福岡・熊本方面とのアクセス向上に

より、西の玄関口、西臼杵の入り込み客数も増

加し、延岡・日向方面との観光連携強化が進展

し、新たなる神話街道として、宮崎県の大いな

る観光振興が期待されます。

このような中、雲海橋－日之影深角間が平

- 155 -



令和３年３月１日(月)

成30年度に、西臼杵初めての高速道路として開

通し、日之影深角－平底間が今年中に開通する

ということで、地元住民の高速道路への期待が

ますます高まっています。

そこで、県土整備部長に、九州中央自動車道

の県内事業中区間における進捗状況についてお

伺いします。

九州中央自動○県土整備部長（明利浩久君）

車道につきましては、現在、県内３区間で着実

に事業が進んでおりまして、まず、日之影深角

－平底間については、令和３年内に開通予定と

なっております。

次に、五ヶ瀬東－高千穂間では、測量及び設

計などが進められており、県におきましても、

今年度から、西臼杵支庁の用地担当職員を増員

し、用地の先行取得を行っております。

また、今年度新規事業化されました蘇陽－

五ヶ瀬東間では、昨年11月に、議員にも御出席

いただきましたが、五ヶ瀬町で中心くい打ち式

を開催したところでございまして、現在測量が

進められております。

県といたしましては、引き続き五ヶ瀬町及び

高千穂町と連携を図りながら、国と一体となっ

て用地取得を推進していくとともに、事業中区

間の早期完成はもとより、九州中央自動車道の

一日も早い全線開通に向け、今後とも国に対し

強く要望してまいります。

先月の５日に、知事と高千穂○佐藤雅洋議員

町長、民間協議会の前県議の緒嶋会長、道づく

り女性の会の喜田会長と一緒に、国土交通省道

路局の吉岡局長に、ウェブで、九州中央自動車

道の早期整備を要望しました。県におかれまし

ては、一日も早い全線開通に向けて、知事を先

頭に全力で取り組んでいただくよう、お願いい

たします。

次に、その中央道の五ヶ瀬西インターから、

大分県と熊本県の両県にまたがる中九州自動車

道をつなぐ、県道竹田五ヶ瀬線について伺いま

す。

県道竹田五ヶ瀬線は、途中、「夕日の里フェ

スタ」で知られる、阿蘇の眺望が美しい桑野内

地区の五ヶ瀬ワイナリー前を通り、国道325号の

熊本県境のループ橋に抜ける道路であります。

高千穂町と五ヶ瀬町とを結ぶ「夢の架け橋」、

仮称「波帰之瀬大橋」が計画されるなど、地域

にとって大変重要な道路でありますが、県道竹

田五ヶ瀬線の夕塩地区から土生地区の間の道路

整備状況について、県土整備部長に伺います。

県道竹田五ヶ○県土整備部長（明利浩久君）

瀬線は、広域的な観光周遊ルートの形成や防災

上の観点からも、大変重要な路線と認識してお

りまして、議員お尋ねの区間につきましては、

現在、３工区でバイパス等の整備を進めている

ところであります。

このうち、波帰之瀬工区につきましては、

五ヶ瀬川に架かる長大橋の橋脚工事に加え、今

議会にお願いしております補正予算によりまし

て、高千穂町側の橋台工事にも着手することと

しております。

また、夕塩工区につきましては、地元の御協

力をいただき、順調に用地取得が進みましたこ

とから、今年度、一部工事にも着手したところ

でございまして、現在、土生工区も含め７か所

で道路改良工事に取り組んでいるところであり

ます。

引き続き、必要な予算の確保に努め、早期整

備に向け、しっかりと取り組んでまいります。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

最後の質問です。

先日の田口議員の代表質問で、投票率の向上
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についての質問がありました。私は、投票環境

整備について伺います。

18歳から選挙権が行使できるようになり、若

者の政治への興味も少しずつ上向きになってき

たと思われますが、実際の投票率となると、若

年層ほど低く、高齢層ほど高くなっているのが

現状です。自分が投票しなくても政治に影響は

ないなどとの理由も多く聞かれます。

その反面、スウェーデンでは若者の投票率

が80％を超えるという数字も出ており、家庭で

の政治の話題が影響しているというデータがあ

ります。

若者たちの声を政治に反映させることができ

る社会づくりは重要と考えますが、若者向けの

選挙啓発の取組と、投票しやすい環境の整備に

ついて、選挙管理委員長にお伺いします。

各選挙での○選挙管理委員長（茂 雄二君）

投票率が低下する中、特に若者の投票率が低い

現状にあり、大変憂慮しております。

県では、若者向けの啓発事業として、政治や

選挙に関する意見発表会、外部講師による連続

講座などに取り組んでおりますが、来年度は、

選挙に関心が薄い層をターゲットにした啓発に

も取り組みたいと考えております。

投票環境の整備につきましては、宮崎市など

で、大学や商業施設に期日前投票所を設置して

おりますが、各市町村に対し、若者がより利用

しやすい場所への設置を促しているところであ

ります。

若者に対する啓発と投票環境の整備は、どち

らも大変重要ですので、市町村などの関係機関

と連携しながら、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

ありがとうございました。○佐藤雅洋議員

投票環境が整備され、若者の投票率が向上す

ることを願います。

これで、私の質問は全て終わりました。

最後に、退職をされる皆様へ、一言お礼申し

上げます。

県庁入庁以来、長きにわたり宮崎県政発展の

ために、多くの職員の先頭に立って、多大な御

貢献、御苦労をされたことと存じます。このた

びの定年を迎えるに当たり、深く感謝申し上げ

ますとともに、これからの人生がますますすば

らしいものとなりますよう、お祈りいたしまし

て、私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、日髙利夫議員。○徳重忠夫副議長

〔登壇〕（拍手） 皆様、こん○日髙利夫議員

にちは。引き続き、自由民主党の日髙利夫であ

ります。

通告に従い、順次質問をさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

初めに、知事の政治姿勢についてお伺いいた

します。

新型コロナが国内で確認されてから１年以

上。この間、これまで誰も経験したことがない

コロナ危機を通じて、河野知事をはじめ多くの

知事がマスコミに登場しました。これほどまで

に各県の知事の言動が注目されることはなかっ

たのではないかと思います。改めて、知事の役

割の重要性を認識させることになりました。

危機管理に当たって、副知事や各部課長など

の職員が、手順や基準に照らして自ら行動する

こと、あるいは、知事の指示を受けて対応する

こと、それ自体は当然の職責であると思いま

す。

しかしながら、言うまでもなく、知事は県民

から直接選ばれている本県のトップでありま

す。リーダーであります。危機に直面すると、
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県民は、知事が県民目線で考え、行動している

か、本当に自分に寄り添ってくれているかなど

を、直感で、また肌で感じるものだと思いま

す。そうであるからこそ、危機に際して、知事

は自らの言葉で、また自らの行動で、県民の生

命と経済や暮らしを全力で支えるという志を県

民に示すことが求められます。

それはまさに、県民の心に響く共感力であ

り、リスクコミュニケーションであると思いま

す。それは、副知事以下の職員では決してでき

ない、リーダーとしての知事の大きな役割であ

ります。

知事は、１月７日に緊急事態宣言を発せられ

ました。これは、国の判断を待つことのない、

宮崎県独自の宣言でありました。私は、この決

断を評価するものでありますし、「おっ、河野

知事はどしたつや」と言いながらも、県民の多

くが知事の判断を評価したのではないでしょう

か。

河野知事のこのような変化については、２月

５日の時事通信社の記事に、郡司副知事の次の

ようなコメントがありました。「もともと内な

る闘志を秘めている知事だが、近頃はスピード

感を持って、積極的に発信している」。知事の

一番身近におられる郡司副知事も、知事の最近

の変化を感じておられるのだと思います。

今回の緊急事態宣言は、法律に基づくもので

もなく、国の指示や助言に基づくものでもあり

ませんでした。一方では、この宣言により、県

民の行動が制約され、生活の危機に直面する県

民が出ることも予想されたのであります。

このような正解の見えない課題に対処するに

は、法律をバックにして、あるいは国の指示や

助言を受けて、知事の権限を淡々と行使するほ

うがよっぽど楽であります。しかし、今回知事

は、自ら決断する道を選択されたわけでありま

す。

意見の相対するいろいろな利害関係者の意見

を調整しながら、そしてお互いを納得させなが

ら、一つの方向に導いていくということは大変

なことであります。知事自身に自信があったと

しても、知事を取り巻く多くの皆様方との相互

の信頼がなければ、決してできなかったことで

しょうし、決断に至るまでの知事の悩みや逡巡

は相当なものがあったと思います。

多くの県民は、何事も無難にこなすように見

えるスマートな知事より、今回のように、悩み

ながらも勇気を持って決断する、新たなリー

ダーシップを持った知事を期待しているのでは

ないでしょうか。

３期目も既に折り返されています。今年は、

知事就任10年という節目の年でもあります。今

回のコロナ禍をめぐる一連の知事の体験も踏ま

え、知事の考えるリーダーシップ論とはいかな

るものなのか、改めて、ぜひお聞かせくださ

い。

壇上の質問は以上とし、以下の質問は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

現在、我が国は、経済社会のグローバル化や

急速なデジタル化等に加え、未曾有の規模の自

然災害や、今回のような新型感染症の発生な

ど、まさに予測困難な時代に直面しておりま

す。こうした危機に直面したときにこそ、リー

ダーの真価が問われるものだということも、改

めて感じております。

このような中、県政運営を担う者として、前

例のない事態や危機事象が発生した場合に、県

民の皆様に広がる不安等を払拭するため、ぶれ
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ることなく明確なビジョンや戦略を示し、分か

りやすくメッセージを発信すること、目標を共

有し、進むべき方向や方針について決断し、そ

れを断固実行すること、そして、結果に対して

しっかりと責任を持つことこそ、リーダーとし

ての努めだと考えております。

今のコロナ禍にありまして、早期の鎮静化を

図り、コロナと共に生きる社会の確立を目指す

とともに、次なる感染症をも見据えた、感染症

に強い社会を築いていくことは、口蹄疫からの

再生・復興を遂げて、しなやかな強さを備えた

本県にとりまして、実現可能なことであると考

えているところでございます。

日髙議員から温かい激励の言葉を賜り、心か

ら感謝しているところであります。

こうしたコロナ禍で顕在化した様々な課題や

変化に的確に対応していくことはもちろんのこ

と、これまでの人口減少対策も含めた様々な課

題へ果敢に挑戦しながら、引き続き対話と協働

の基本姿勢の下、県民の皆様の期待に応えるこ

とができるよう、全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございました。○日髙利夫議員

我が郷土宮崎県のさらなる発展のために、ま

すますの知事のリーダーシップに期待し、次の

質問に移ります。

次は、新型コロナウイルス対策についてであ

ります。

私はこれまで、食料の安全保障と自給率を何

度か述べてきましたが、今回のコロナワクチン

問題を通して、医療分野における安全保障がい

かに脆弱であるかを、まざまざと思い知らされ

ました。世界に冠たる国民皆保険制度を持つ医

療制度先進国、日本。今までそのように思って

きましたが、一方で、日本はワクチン後進国で

あることが露呈しました。外国の助けがなけれ

ば、ワクチンを打つことさえできない。それゆ

えに、国からのワクチン接種等に関する多くの

重要な情報が決定的に不足している現状ではあ

りますが、医療機関等を中心に、県も市町村も

あらゆる事態を想定し、いかに安全に迅速に接

種を終了させるか、それぞれの自治体で工夫と

対策が進んでおります。

では、本県の現状はどうなのでしょうか。

まず、ワクチン接種については、情報が日々

更新されている現状で、部長も大変苦慮されて

いるでしょうが、ワクチン接種は、極めてまれ

な副反応や安全性を危ぶむ声もあるようです。

接種に積極的でない方、特に若い世代が接種を

ためらっているという世論調査もあるようです

が、国はワクチン接種については、国民それぞ

れの判断だとしています。

コロナの収束のためには、県民の協力による

接種率の向上が必要と考えます。

では、任意接種、努力義務であるワクチン接

種について、どのように県民に周知をしていく

つもりなのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

今回のワクチ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ン接種は、予防接種法に基づく臨時接種に位置

づけられまして、16歳以上の国民が接種対象者

であり、妊婦を除き、国民は接種を受けること

が努力義務となっております。

一方で、ワクチンには大きな期待がある反

面、副反応もありますことから、自らの意思で

接種を受けていただくことになります。

県としましては、感染拡大防止の観点から、

できるだけ多くの県民に接種していただくこと

が必要と考えますことから、県民からの不安や

相談に答える体制を整備しながら、県が開設し
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た特設のホームページや各種メディア等を活用

し、ワクチンに関する正しい情報を提供してい

くこととしております。

接種の有無がさらなる誹謗中○日髙利夫議員

傷の火種とならないよう、対策をよろしくお願

いいたします。

次に、県は、ワクチン接種に向けての相談窓

口や、接種後の副反応などの健康相談窓口を設

置するとしておりますが、この一連のコロナ禍

において、何度電話してもつながらないという

ような苦情を、私たちは幾つも受けてきており

ます。本当に県民が安心できるような体制が構

築できるのか心配しておりますが、ワクチン接

種の相談窓口はどのような体制になるのか、福

祉保健部長にお伺いいたします。

ワクチン接種○福祉保健部長（渡辺善敬君）

に係る相談については、厚生労働省では、ワク

チン接種制度や基本的な問合せに対応するワク

チン専用の電話相談窓口を、２月15日に開設し

ております。

県といたしましては、副反応等の専門的な相

談に対応するための電話相談窓口を、近く設置

することとしております。

また、市町村におきましては、ワクチン接種

会場や予約の方法など、住民からの具体的な接

種に関する問合せに対応していただくことにし

ておりまして、国と県と市町村が役割を分担し

ながら、相談体制の充実に努めていきたいと考

えております。

保健師ＯＢへの協力依頼な○日髙利夫議員

ど、しっかりとしたマンパワー不足の対応をお

願いしたいと思います。

さらに、接種に当たって県民の不安を取り除

き、接種事業への県民の信頼を得るためには、

正しい情報を随時、迅速に発することが重要だ

と思いますが、ワクチン接種の情報発信につい

て、県としての役割をどう考えているのか、福

祉保健部長にお伺いします。

コロナを少し○福祉保健部長（渡辺善敬君）

でも収束できるよう、ワクチンに対する県民の

期待は大きいと考えております。

何より、今回のワクチン接種は、過去に経験

のない規模となり、できる限り多くの方に接種

していただくことが、感染防止の観点から重要

です。そのため県では、ワクチンに対する県民

の不安を解消する役割を果たすため、接種の意

義や効果について、県民に分かりやすく伝えて

まいります。

また、県の役割として、医療従事者等への接

種体制の確保、住民接種を行う市町村への支

援、副反応等への対応、ワクチンの配分なども

しっかり行い、これらの事務が円滑に進むよ

う、ワクチンの意義や効果も含めてしっかり伝

わるように、様々な広報媒体を活用して、情報

発信を工夫してまいります。

今回のように、混乱が予想さ○日髙利夫議員

れる前例のない大規模な事業に対して、県民の

不安を払拭するような情報発信こそ、知事の出

番だと思います。

今議会の冒頭、知事は「希望」という言葉を

使われました。「自分が先頭に立って希望のた

いまつを掲げ、責任を果たしていく」とも述べ

られました。希望が一日も早く現実のものとな

るよう、さらなる知事のリーダーシップに期待

し、次の質問に移ります。

次は、コロナ禍における本県農業の新たな振

興について、お伺いいたします。

昨年春の小中学校等の臨時休校等により、学

校給食向けに計画的に生産されてきた食材の行

き場がなくなったり、各種イベント等の自粛や

- 160 -



令和３年３月１日(月)

インバウンドの減少により、外食や観光需要の

減少等を受けて、和牛やマンゴー、養殖魚など

の高級食材や花卉等では、在庫過剰による価格

の低迷につながるなど、コロナ禍による深刻な

影響が続いております。

このような中、国や県、市町村等では、コロ

ナ禍における農水産業への影響を緩和し、改善

するために、度重なる補正予算によりまして、

経済対策の一環として、応援消費対策や販売拡

大対策、人材・雇用対策などを講じたところで

あり、農業者や漁業者をはじめ、流通・販売関

係者等からも、一定の評価は得られたのではな

いかと思っております。

しかしながら、コロナ収束のめどが立ちにく

い状況にあっては、今後の食料需要の変化や農

業生産現場への影響がどのように推移していく

のか、先が見通せない状況にあり、今後とも継

続した支援が必要ではないかと考えておりま

す。

そこで、コロナ禍の状況等も踏まえ、農政水

産部の来年度予算にどのように反映されたの

か、農政水産部長にお伺いいたします。

新型コロナ○農政水産部長（大久津 浩君）

の第３波を受けまして、今後も不透明な価格動

向等が予想される中、田園回帰や食料の国産志

向の高まりなどは、本県農水産業にとりまして

も大きなチャンスであると考えております。

このため、令和３年度におきましても、コロ

ナ対策で掲げました「生産者を守る」「消費・

販売を活性化する」「ピンチを発展に繫げる」

という３つの視点も踏まえ、事業を検討してき

たところでございます。

具体的には、資金融資や価格安定制度等の

セーフティーネットによる経営安定対策、新し

い生活様式に対応した中食、内食等の新ビジネ

スモデル構築と応援消費等の販売対策、オンラ

インを活用した新規就業者の確保やスマート農

業生産団地の創出支援など、５年後、10年後を

見据えながら、事業を構築いたしたところでご

ざいます。

これらの取組に加えまして、国の３次補正に

よる直接採択事業も十分活用しながら、新型コ

ロナの影響緩和と本県農水産業の経営安定を

図ってまいりたいと考えております。

ありがとうございました。ピ○日髙利夫議員

ンチを発展につなげられるよう、よろしくお願

いします。

次に、コロナ禍により、消費行動は変化して

おり、全国的に食を取り巻く環境は大きな転換

期にあるのではないかと考えております。

特に、ステイホーム等により外食の機会が著

しく減少する中では、「巣ごもり需要」の言葉

に代表されるように、中食・内食の需要は着実

に拡大しておりますので、産地では、そのよう

な消費者ニーズの変化をしっかり捉え、中食・

内食に対応した加工開発やサービスの提供等に

取り組むことは、極めて重要ではないかと思っ

ております。

また、本県では、豊かな農水産物が生産・水

揚げされておりますが、原料のままでの出荷が

多いことから、利益率は低い状況にあると思わ

れ、少しでも利益率を高めるためには、６次産

業化等への取組を推進し、県産農水産物の高付

加価値化を図ることが、これまでにも増して重

要であると考えております。

そこで、新しい生活様式に対応した農水産物

の加工開発への取組が必要と考えますが、県の

考えを農政水産部長にお伺いいたします。

本県の農水○農政水産部長（大久津 浩君）

産物の加工開発は、６次産業化の取組を中心に
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これまで推進してまいりましたが、コロナ禍

で、一事業者が生産から加工、販売等を担うこ

とは大きな負担となってきております。

このため、今議会でお願いしております「地

域食資源高付加価値化推進事業」により、県内

の農業者や食品事業者など、多様な食農関係者

が参画するプラットフォームを設置し、地域ぐ

るみの６次産業化など、加工開発に係る課題ご

とに個別プロジェクトを立ち上げますととも

に、県外の専門家も招聘し、消費地目線でのア

ドバイス等をいただきながら、新しい生活様式

に対応した商品づくりやサービスの提供を支援

したいと考えております。

県としましては、このような仕組みを活用

し、県内外の知識・技術・人材を結集いたしま

して、本県の豊かな食資源を活用した新ビジネ

スの創出に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

特に若い世代への情報発信○日髙利夫議員

を、どうぞよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

一方、コロナの影響により、花卉等をはじ

め、これまで築き上げた生産基盤を脅かされて

いる品目も多く、今後、経営転換を考えている

方々がいるのではないかと懸念しております。

また近年は、コロナの影響に限らず、地球温暖

化や家畜疾病、新奇病害虫などによる被害な

ど、様々な危機事象が発生しており、産地がそ

の対応に困惑している姿を見かける機会が多く

なったような気がいたします。

農業は本県の基幹産業であり、農業の基盤が

揺らぎ始めると、その影響は他産業にも連鎖し

て、甚大な影響を及ぼしかねません。今後、い

かに農家が安心して生産活動に打ち込むことが

できる環境を整備していくのかが、喫緊の課題

と考えております。

そこで、本県農業の成長産業化を図るため、

第八次長期計画ではどのような取組を進められ

るのか、農政水産部長にお伺いいたします。

新型コロナ○農政水産部長（大久津 浩君）

により農業を取り巻く環境が大きく変化する中

で、本県におきましても、宅配やネット取引、

スマート農業の拡大など、成長につながる新た

な芽が育ってきております。

このような中、第八次長期計画案では、農の

魅力を「産み出す」「届ける」「支える」の３

つの視点から施策を構築しており、まず、「農

の魅力を産み出す」では、様々な就農ルートの

確保や経営資源の承継など、多様な人材の育成

と支援体制の構築を進めてまいります。

次に、「農の魅力を届ける」では、スマート

農業の実装化や物流の効率化など、農産物を安

定的に消費地につなぐ仕組みを構築いたします

とともに、「農の魅力を支える」では、関係人

口の創出やセーフティーネットの強化など、力

強い農業・農村の実現に取り組んでまいりたい

と考えております。

これらの取組によりまして、安心して農業に

専念できる構造への変革を進めることで、「持

続可能な魅力あるみやざき農業」を実現し、農

業の成長産業化を図ってまいりたいと考えてお

ります。

私は、農業の根本は、食料の○日髙利夫議員

安全保障と、そのための自給率の向上にあると

考えています。本県が、我が国の農政の先頭に

立って、さらなる攻めの農業に果敢に挑戦し、

長期計画の各種構想がスピード感を持って具現

化されるよう期待し、次の質問に移ります。

次は、国民スポーツ大会における天皇杯獲得

について、お伺いいたします。
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本県においても、2027年（令和９年度）に、

第81回国民スポーツ大会、第26回全国障害者ス

ポーツ大会の開催に向け、関係機関等の連携の

下、準備が進んでいるものと思います。国スポ

開催は、本県スポーツ振興のさらなる発展の契

機と捉え、国スポが一過性の祭典に終わらない

よう、大会が終了した後も、本県スポーツの継

続的な技術力の向上を目指し、県民が誇りを持

てるスポーツランドみやざきをしっかりと育て

ていくことが重要であると思います。

そのためにもまず、開催県として半世紀ぶり

の天皇杯獲得を目指すことは、県民の大きな目

標になるものだと思います。

コロナ禍で大変な時期ではありますが、あと

７年ではありません。現場の強化期間は実質６

年しかありません。コロナの収束をにらみなが

ら、目標達成のために、いま一度、やる気と本

気度とモチベーションの向上を再発進していか

なければ、もう手遅れになると思い、質問をさ

せていただきます。

ではまず、天皇杯獲得を目指した県競技力向

上対策本部の取組について、宮崎県競技力向上

対策本部長であります郡司副知事にお伺いいた

します。

県では、競技力向上○副知事（郡司行敏君）

を強力に進めるため、平成30年７月に、宮崎県

競技力向上対策本部を設置し、本県で開催され

ます第81回国民スポーツ大会での天皇杯獲得に

向け、関係機関や各種団体等と一丸となって、

施策を推進しているところであります。

対策本部におきましては、「推進体制の整備

・充実」「選手の発掘・育成・強化」「指導体

制の充実・強化」「環境条件の整備」の４つの

柱を掲げ、着実な競技力向上を目指していると

ころであります。

その中でも、成年選手の確保や女性アスリー

トへの支援、少年競技力の向上などの課題解決

のため、関係団体等と意思統一を図りながら、

それぞれの役割に応じ、具体的な対策に鋭意取

り組んでいるところであります。

今後とも、天皇杯獲得という大きな目標の実

現に向け、厳しい道のりではありますが、本部

長として、県民の皆様のお力添えをいただきな

がら、引き続き全力で取り組んでまいりたいと

思います。

副知事の言われるとおり、大○日髙利夫議員

変厳しい道のりであります。

では、直近の茨城県大会の競技得点を少し振

り返ってみますと、１位の茨城県が2,169点、２

位の東京都が1,817点であったのに対し、本県は

僅か318点。成年競技はふるさと選手枠などがあ

りますので、ある程度の得点力アップは見込め

ますが、問題は高校生以下の少年競技でありま

す。

少年競技得点を見ると、本県の得点は171.5点

で、東京都の５分の１以下の点数でした。天皇

杯獲得には、やはりこの高校生以下の少年男女

の得点力を上げることが必要です。

小中高連携による一貫した競技力向上対策の

強化、特に、中学、高校の計６年の強化がなさ

れてこそ、得点争いに勝利できるものと思いま

す。できれば、さらに高校生以下の６年を遡

り、遅くとも小学校５年生程度から、小中高８

年間の一貫した選手の強化が必要ではないで

しょうか。

では、本県の小中高連携による競技力向上の

現状と今後の取組について、教育長にお伺いい

たします。

本県が天皇杯を獲得○教育長（日隈俊郎君）

するためには、お話にありましたように、少年

- 163 -



令和３年３月１日(月)

競技で確実に得点することが重要であると認識

しております。

このため、現在、中学校の競技力向上拠点校

と高校の強化指定校による合同練習や、競技団

体が中心となって、小中学生の選抜選手を合同

で強化するなど、小・中・高を通した指導体制

の整備・充実を図っているところであります。

今後は、現在の取組に加え、ターゲットエー

ジに焦点を当てた小・中・高の継続した選手強

化に、競技団体と連携し、取り組んでまいりた

いと考えております。

続けて、茨城県大会を振り返○日髙利夫議員

りますと、冬季の国体を除き、少年選手が参加

できる34競技中、本県少年男女が得点できた競

技は14競技のみ、何と20競技が無得点という結

果でした。この20の無得点競技からいかにして

得点を上げるかが、賜杯獲得のポイントである

とも言えます。

さらに、現在34競技の中で、中学校に部活動

がない競技が16競技もあります。高校との連携

を考えた場合、この中学校３年間の競技期間の

ロスをなくすことこそが、少年競技力向上対策

の最重要課題ではないかと考えます。

県は、未普及競技の普及強化を図っていくこ

との一策として、自転車、馬術、フェンシン

グ、カヌーなど16競技を挙げて強化を図ること

や、中学校の未設置部活動について、今後、市

町村教育委員会と協議を行っていくとしており

ます。

私は現在、縁あって、昨年の夏から県のフェ

ンシング協会の運営に携わらせていただいてお

ります。フェンシング部の部活動は、本県では

宮崎南高校と本庄高校の２校のみの設置で、中

学校には設置されておりません。本庄高校のあ

る国富町内の中学校への部活動設置につきまし

ては、市町村や学校の理解、ＰＴＡとの連携、

果たして本当に部員が集まるのかなど、各種の

課題がありますが、我々も前向きに検討してい

るところであります。

そこで、中学校に部活動がない競技の強化に

ついて、教育長にお伺いいたします。

中学校に部活動がな○教育長（日隈俊郎君）

い16競技の競技力向上につきましては、競技団

体や地域スポーツクラブ等と連携し、小中学生

を対象に、元日本代表選手等を招聘しての強化

練習会等を実施する取組を行っているところで

あります。

また、県スポーツ協会と連携して取り組んで

おりますワールドアスリート発掘・育成プロ

ジェクトの中で、中学校に部活動がない競技も

含め、様々な競技を体験させ、自分の適性に

合った競技を選択できる機会を設けているとこ

ろであります。

今後は、これらの取組を継続的かつ積極的に

推進し、競技力向上に努めてまいりたいと考え

ております。

少子化の中、新たな部活動設○日髙利夫議員

置は難しい面もありますが、市町村教育委員会

の支援のほうも、どうぞよろしくお願いしてお

きます。

さらに、現行教育としての部活動の推進と、

国スポを目指した部活動の推進の二極化も図り

ながら、子供たちに新たな目標を持たせること

も重要だと考えます。

また一方では、文部科学省から発表された

「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」

で、今後、部活動は、学校単位から地域単位の

取組に移行されると指摘されていることから、

地域スポーツクラブ活動の充実も検討課題であ

ると思います。
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次に、指導者の養成について伺います。

優秀なアスリートを育てるには、何と言って

も指導力のある、熱意あふれる優秀な指導者の

育成が必要です。競技力向上には、地域に根差

した、郷土愛のある熱い指導者が何としても必

要と思われます。

そこで、優秀なアスリートを育てるための指

導者の養成について、教育長にお伺いいたしま

す。

議員御指摘のとお○教育長（日隈俊郎君）

り、優秀なアスリートを育てるためには、熱意

あふれる優れた指導者の存在が不可欠であると

認識しております。

現在、全国的に実績のある実業団等のコーチ

等をアドバイザーとして招聘する事業や、県内

の各競技の中核となる指導者を、県外の有力校

等へ計画的に派遣する事業を通しまして、県内

指導者が、全国トップレベルの指導を直接体験

し、自分のものとして吸収しながら、競技力を

高められるような取組を行っているところであ

ります。

今後さらに、このような事業の充実・強化に

取り組むとともに、優秀な人材の確保にも努

め、県内指導者が切磋琢磨することで、レベル

アップを図ってまいりたいと考えております。

競技指導者が、将来にわたり○日髙利夫議員

宮崎にちゃんとしっかりと根づいてくれるよう

に、就労支援のほうも、ぜひよろしくお願いし

ておきたいと思います。

次に、大規模競技施設を除いた、練習環境の

整備等についてであります。

新年度予算では、国スポ等の予算として、約

４億円の練習環境整備事業費が計上されており

ますが、今後の練習拠点施設、競技用備品の整

備等について、教育長にお伺いいたします。

練習拠点施設につき○教育長（日隈俊郎君）

ましては、既存施設を活用することを基本とし

ておりますが、施設がない競技や、既存施設の

規格が基準に満たない競技などについて、計画

的に必要な整備を行うこととしております。

来年度は、今年度設計を行いました水球プー

ルや、アーチェリー場の建設、体操場の新設設

計、フェンシング場の改修設計などを実施する

予定としております。また、競技用備品につき

ましても、競技団体等の要望を受けまして、計

画的に更新や購入を進めておりまして、来年度

は、馬術競技の馬やセーリング競技のヨットな

どの整備を予定しております。

今後も競技団体等と連携を図りながら、競技

力向上に必要な練習環境の整備を進めてまいり

たいと考えております。

ありがとうございました。○日髙利夫議員

ちょっと細かいことを述べましたが、国スポ

が、今後のスポーツ合宿やキャンプ、観光振興

はもとより、定住化やＵＩＪターンの推進な

ど、スポーツランドみやざきのさらなる魅力度

アップにつながると考えますので、国スポをみ

んなでしっかりと盛り上げていきたいと思いま

す。

次に、災害に強い橋梁の整備についてお伺い

いたします。

宮城、福島での震度６強、マグニチュード7.1

の地震から２週間がたちました。死者もなく、

大惨事に至らず幸いでしたが、宮城県山元町で

は、コロナ対策のための消毒、検温、換気対

策、世帯ごとの間仕切りテントなどが、僅か２

時間足らずで10か所もの避難所が開設されたと

のことで、東北地方の危機管理能力の高さに驚

かされました。

日頃の訓練の成果だということでしたが、本
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県はどうでしょうか。大きな地震が発生するた

びに、南海トラフ巨大地震が頭をよぎります。

東日本大震災はマグニチュード9.0、本県想定の

南海トラフ巨大地震はマグニチュード9.1です。

せんだって、宮崎市高松橋の大規模改修工事

の報道がありました。南海トラフ巨大地震に備

えた耐震化、長寿命化のためとのことです。で

は一体、県内の橋の現状はどうなっているので

しょうか。

本県地域防災計画では、県は大規模災害時

に、あらかじめ、隣接県の主要道路と県内の防

災拠点及び緊急輸送拠点とを結ぶ緊急輸送道路

を指定するということになっております。で

は、緊急輸送道路のうち、県が進めている耐震

対策の対象となる橋梁はどの程度あるのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

県内の道路に○県土整備部長（明利浩久君）

ある橋梁は、令和２年３月末現在で、高速道路

に261橋、国道に1,271橋、県道に1,313橋、市町

村道に6,845橋、合計で9,690の橋梁がありま

す。

平成７年に発生しました阪神・淡路大震災を

契機に、橋梁の耐震基準の強化が図られたこと

を踏まえまして、県では被災後、速やかに緊急

車両の通行を確保する必要がある緊急輸送道路

の橋梁を優先して、耐震対策を進めているとこ

ろであります。

県が管理する緊急輸送道路には1,026の橋梁が

あり、このうち対策が必要な橋梁は218橋ありま

す。

218の橋梁、大変な数ですが、○日髙利夫議員

果たしてどこまで整備が可能なのでしょうか。

本県の橋梁の多くは、高度経済成長期の昭

和30年代から昭和40年代に建設が急増しまし

た。建築後50年を経過する割合は、令和２年３

月末時点で29％、20年後にはこの割合が67％程

度になるのではないかとの予測もあります。

現在、各種インフラの耐震化や避難施設設置

など、ハード・ソフト両面での整備対策が鋭意

進められております。インフラの中でも、道路

・鉄道等の輸送施設は、住民の日常生活、社会

経済生活上、欠くことのできない施設であり、

また、災害発生時には、負傷者の搬送、緊急物

資の輸送など、救援救護活動にとって極めて重

要となります。

特に橋梁については、一旦損壊すると復旧に

多額の経費と日時を要し、災害復旧・復興に大

きな支障となると思われます。では、耐震化が

必要な緊急輸送道路の橋梁の対策について、ど

のように取り組んでいるのか、県土整備部長に

お伺いいたします。

橋梁の耐震対○県土整備部長（明利浩久君）

策につきましては、路線の役割や代替路線の有

無を踏まえ、段階的に進めているところでござ

いまして、まず、構造が単純な一般橋につきま

して、落橋などの甚大な被害を防ぐ対策を、平

成26年度までに完了させたところであります。

現在、九州の東西を結ぶ国道218号に架かる橋梁

につきまして、防災・減災、国土強靱化のため

の３か年緊急対策の予算を集中的に投じ、橋桁

の補強など、さらなる耐震強化を行っていると

ころであります。

橋梁の耐震化につきましては、大規模災害発

生時においても、道路の機能を維持する上で不

可欠でありますことから、引き続き、必要な予

算の確保に努め、計画的に取り組んでまいりま

す。

今後、高齢化橋梁が急速に増○日髙利夫議員

加し、維持補修費や更新費が一定期間に集中す

ることなどが懸念されます。しっかりとした財
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政負担の平準化を図っていただき、計画的な災

害に強い橋梁の整備が推進できるよう、よろし

くお願いいたします。

最後に、綾北川の濁水対策についてお伺いい

たします。

この濁水対策につきましては、ちょうど１年

前の２月定例議会でも質問をさせていただきま

したが、この問題は、東諸県郡、特に綾町に

とっては深刻な問題となっておりますので、改

めて質問をさせていただきます。

地域の方から、次のような要望書を頂きまし

た。

綾北川は台風や大雨の増水のたびに水が濁

り、一度濁ると半月、長いときは何か月も濁

りが取れない。川の濁りは農作物や魚類の繁

殖にも影響を及ぼす。アユの養殖は、川の水

が使えずにポンプで地下水をくみ上げてい

る。また、夏の風物詩でもあるアユかけも、

令和２年はほとんどできなかった。

綾町は世界ユネスコエコパークの町。自然

と人の共生、有機農業の町でもある。これら

には、九州山地の懐に抱かれた緑の中で、水

や空気、自然の恵みが豊かであることが必須

である。ところが、大地の動脈と言われる川

は濁り、綾の町の風景は台なしとなってお

り、極めて重大な問題である。

河川もダムも県の所管ではないのか。濁り

が取れるような緊急対策、抜本的なダム対策

について、県には早急な対策を強くお願いす

る。

と、綾北川の近くに長年住む高齢の男性から

の、現状を憂える訴えであります。

濁水の原因は、綾北川の最上流にある田代八

重ダムに、豪雨などのたびに熊本県境から泥水

が流入することであると、県も地域住民も同じ

認識であります。

このような状況の下、昨年９月に県土整備部

と企業局が、熊本県側の森林伐採等の状況を確

認すべく、現地調査を行っていただいておりま

すが、まず、この県が実施した田代八重ダム上

流域の濁水に関する調査について、県土整備部

長にお伺いいたします。

田代八重ダム○県土整備部長（明利浩久君）

上流域の濁水に関しましては、大規模な斜面の

崩壊等が濁水発生の要因の一つと考えられます

ことから、今年度、熊本県側を含む上流域から

綾北川の支川におきまして、航空写真やドロー

ンを活用して調査を行ったところであります。

今回の調査では、斜面の崩壊を２か所確認し

たところでありますが、濁水の発生源として特

定はできなかったところです。

このため、今後は大規模な出水直後に、対象

範囲を広げ、引き続き調査を行うとともに、上

流域に国有林などがありますことから、森林管

理署など関係機関と情報交換を行い、幅広い視

点で調査していく必要があるものと考えており

ます。

濁水の発生源の特定には至っ○日髙利夫議員

ていないとのことですが、今後もしっかりと調

査の継続をお願いしておきたいと思います。

では、改めて、濁水の状況を県の資料から数

字で確認いたしますと、漁協では、濁度10ppmを

濁りの基準としておりますが、綾北川最上流の

田代八重ダムの濁度は、令和２年の５月から10

月にかけて、測定上限の200ppmを超えることが

３度もありました。何と、基準の20倍というこ

とであります。さらに、その半年間の184日のう

ち、132日が基準の10ppmを上回りました。こん

な半年も濁りっぱなしの川が、県内のどこかほ

かにあるんでしょうか。町場を流れる川として
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は、綾北川は県内で一番濁った川になってし

まったんじゃないか。自然と共生する照葉樹林

都市としては、あってはならない現実でありま

す。

では、このような綾北川の濁水に対して、企

業局ではどのような対応を行ってきたのか、企

業局長にお伺いいたします。

企業局では、ダム○企業局長（井手義哉君）

湖内の濁水を早期に排出するため、最大出力で

発電を行うとともに、河川の濁りを薄めるた

め、濁りの少ない綾南ダムの水を使用する運用

も行っております。また、田代八重ダムや綾北

ダムでは、水面付近のきれいな水を取水する選

択取水設備の活用も行っております。

特に今年度は、選択取水設備を早いタイミン

グで使用する新たな運用も行ったところであり

ますが、５月から９月にかけての継続的な大雨

では、ダム湖内に連続して濁水が流入し、河川

の濁りの十分な改善には至らなかったことか

ら、これからの検討課題として捉えておりま

す。

今後とも、県土整備部と連携しながら、濁水

の長期化を軽減できるよう、より効果的な運用

に努めてまいります。

確かに、今年度は例年にない○日髙利夫議員

継続的な大雨であり、これにより、選択取水設

備の効果は薄れたとのことですが、今後とも濁

水対策に対して、より効果のある運用をよろし

くお願いいたします。

一方、濁水は、ダムに堆積した土砂が原因だ

と、昔からの状況を御存じの住民の方々は言わ

れます。では、綾北川にあるダムの近年の土砂

堆積状況について、県土整備部長にお伺いいた

します。

綾北川には、○県土整備部長（明利浩久君）

上流から田代八重ダム、綾北ダム、及び古賀根

橋ダムの３つのダムがあります。

土砂の堆積状況につきましては、毎年測量を

実施しておりまして、綾北ダム、古賀根橋ダム

におきましては、堆積量が大きく増加している

状況にはありませんが、最上流部の田代八重ダ

ムにおいては、毎年約15万立方メートルずつ増

加している状況にあります。

綾北川の３つのダムのうち田○日髙利夫議員

代八重ダムに、ここ数年、年平均で約15万立方

メートルもの土砂が堆積しているとのことで

す。このような状況は、平成12年の田代八重ダ

ム運用開始時には想定されていたのでしょう

か。一番上流にある田代八重ダムから、台風な

どのたびに泥水が下流に流れてくる。流域住民

にとっても、町にとっても、自然災害が相手だ

から仕方がないでは済まない問題なのです。

では、ダムにたまった土砂をどうするのか。

田代八重ダムの堆積土砂の対応について、県土

整備部長にお伺いいたします。

田代八重ダム○県土整備部長（明利浩久君）

におきましては、貯水池上流部に多量の土砂が

堆積しており、今後、ダムの治水機能への影響

が懸念されますことから、地方単独事業として

今年度創設されました、緊急的に河川やダム等

の堆積土砂を撤去できる「緊急浚渫推進事業」

を活用し、対策に取り組んでいるところです。

現在、撤去した土砂を処分するための土捨場

の測量や、関係機関と保安林解除の協議を進め

ておりまして、これらの必要な手続等を早期に

完了させ、工事に着手することとしておりま

す。

今後とも、ダムの治水機能を確保し、洪水被

害の軽減を図るため、計画的に堆積土砂の撤去

を行ってまいります。
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ありがとうございました。○日髙利夫議員

これは新たな事業の展開と受け止めました。

田代八重ダムの土砂撤去が濁水対策の軽減に

つながればとの思いもありますが、とにかく１

つでも２つでも、前向きな新たな事業の展開を

お願いしますとともに、山腹崩壊など、熊本県

側との実質的な協議にも着手していただくよ

う、よろしくお願いいたします。

去る２月８日に、県土整備部、企業局から、

６名の職員に綾町までおいでいただき、綾町長

を含めて勉強会を実施していただきました。県

職員の皆さんには、一生懸命に対応をしていた

だいてはいるんですが、河川・ダム管理者は県

であります。何としてでも綾町に清らかな川の

流れを取り戻せるよう、さらなる濁水対策への

取組を、どうぞよろしくお願いいたします。

最後に、今年度退職される皆様方、長い間、

本当に御苦労さまでした。我が郷土宮崎県のた

めに、これからもますますの御活躍を御期待申

し上げ、私の一般質問の全てを終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

ここで、暫時休憩いたしま○徳重忠夫副議長

す。

午後２時49分休憩

午後３時９分再開

休憩前に引き続き会議を開○徳重忠夫副議長

きます。

次は、岩切達哉議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○岩切達哉議員

崎、岩切達哉でございます。

まずは、足元のお悪い中、県議会に関心を

持って傍聴にお越しいただいた皆様に、心より

お礼を申し上げたいと思います。誠にありがと

うございます。

さて、本日は３月１日、今日は何の日という

ことについては、前議員の髙橋透が大変好きな

フレーズだったんですけれども、いろいろ調べ

ましたら、西臼杵選出の佐藤議員の誕生日だと

いうことが分かりました。あわせて、本日

は、1954年３月１日、太平洋ビキニ環礁で、ア

メリカ軍の広島型原爆の1,000倍と言われる水爆

実験の死の灰を浴びた焼津港の第五福竜丸が被

害に遭った、そういう日であります。久保山愛

吉さんという方が、「私を人類の中で原水爆に

よる被害者の最後の１人にしてほしい」とおっ

しゃって、半年後に亡くなられたというお話を

伺っております。午前中にも議論がありました

けれども、やはり原水爆核兵器と人類は共存で

きない、こういう一つのエピソードだろうと思

います。ぜひ、核兵器禁止という問題が今を生

きる私たちの手で実現できるように、多くの皆

様の助力を賜りたいと、冒頭申し上げておきた

いと思います。

それでは、通告に従い、質問をさせていただ

きます。

最初に、知事に伺います。

私は、昨年９月議会でも同様の質問をさせて

いただいたのですけれども、昨年11月以来、第

３波となる新型コロナ感染症が猛威を振るった

中、極めて高い緊張を伴いつつ、知事を筆頭に

多くの職員が懸命に働き、また、医療施設の皆

さんや市町村の皆さんの尽力、そして県民の皆

さんの協力を得て、今日では一定収束したと言

える状況になっております。

観光業や飲食店をはじめ大変な経営状況に

なっておりますが、この間、知事をはじめとす

る関係する職員が、県民の置かれている実態を

深刻に受け止め、様々な要望に応えようと行動

してこられたことに、感謝をしているところで
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ございます。

また、知事からも本議会初日の提案の際に、

県民の皆さんの理解と協力に感謝の言葉があっ

たところでありますが、改めて県民に対する思

い、また同様に、コロナ対策に尽力した職員へ

の思いをお聞かせいただきたいと思います。

一方で、県内では鳥インフルエンザは、先

週24日に12事例目が発生したように、昨年12月

１日以降、断続的に発生をしております。これ

に関しても、急な動員に対応して、昼夜をたが

わない県職員の行動があったことや、地元市町

村役場、ＪＡや建設業の皆さん、自衛隊員の皆

さんの力を借りて迅速な防疫措置を取っていた

だきましたことに、感謝しております。

鳥インフルエンザウイルスが他の農場に及ば

ないようにすることは、畜産県宮崎にとって大

事な取組であったと思います。知事自身も、消

毒ポイントへの視察など行いながら、従事した

職員たちにねぎらいを行っていますことは、承

知していることですが、知事に伺いたいと思い

ます。

鳥インフルエンザ対策に動員参加した職員や

ＪＡ、建設業の皆さん、自衛隊員に対する思い

はいかがなものでしょうか。実のところ、長期

にわたるコロナ対応、また、12事例も続いた鳥

インフルエンザ対応で、職員の疲労感は高い状

況にあります。しかし、まさに公務員の責務と

して、県民の命と健康、暮らしを守るために、

職員は今も必死で働いておられます。知事から

は、ぜひ元気の出る言葉をいただけるよう、先

に要望させていただいて、質問といたします。

残余の質問は質問者席から行います。〔降

壇〕（拍手）

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

新型コロナウイルス感染症の防止対策につき

ましては、県民の皆様、また、営業時間の短縮

に応じていただいた事業者の皆様に、深い御理

解と御協力をいただき、また、感染症対策の最

前線で業務に従事されております医療や福祉関

係者の皆様、そうした様々な皆様の大変な御尽

力のおかげで、何とか感染が落ち着きつつある

今を迎えることができている状況であります。

それぞれ、想像を絶する苦労、また将来に対

する不安、感染に対する不安、切実な悩み、ま

た様々なことを我慢していただく悔しい思い、

いろいろ抱えながらも、それぞれの立場で何を

なすべきか、何ができるかを懸命に考えて取り

組んでいただいたことに、改めて心からの敬意

と感謝を申し上げるものであります。

また、鳥インフルエンザの防疫作業につきま

しては、残念ながら先週12例目が発生しました

が、関係市町や国、自衛隊をはじめ、ＪＡや建

設業協会など多くの皆様に、休日や昼夜を問わ

ず従事いただきました。大変寒い時期でもあり

ます。過酷な現場環境の中で、献身的に作業を

いただいたおかげで、これらの防疫措置は迅速

に完了しております。改めて、作業に御尽力を

いただいた皆様に、心からお礼を申し上げま

す。

さらに、これらの対策には、多くの県職員が

部局の枠を超えて携わっております。県民の命

を守る業務、健康を守る業務、さらには養鶏産

業を守るための業務に、強い使命感を持って懸

命に対応している県職員の頑張りを大変誇らし

く思い、心からの感謝を抱いているところであ

ります。以上であります。〔降壇〕

ありがとうございます。○岩切達哉議員

福祉保健部長に伺いたいと思います。

コロナ対応において、全国では、保健所職員
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の少なさに対する問題意識が語られるようにな

りました。宮崎県においては、この間、保健所

職員はどのように働いてきたのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

保健所におき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、新型コロナに関して、県民からの相

談への対応や、衛生環境研究所までの検体搬送

のほか、患者の行動履歴の確認や濃厚接触者の

調査、さらには自宅療養者に対する健康観察な

ど、職員の担う業務が大幅に増加したところで

あります。

このため、業務の支援を行う会計年度任用職

員の任用をはじめ、クラスター発生時の応援職

員の派遣や勤務時間の割り振りの変更、また、

業務の外部委託にも取り組んできたところであ

ります。

今後とも、引き続き業務に当たる保健所職員

の心身の健康に十分留意し、その負担軽減も図

りながら、新型コロナ対応に万全を期してまい

りたいと考えております。

同様に、病院局長に伺いたい○岩切達哉議員

と思います。

コロナに対応する医療機関のスタッフ、医師

や看護師をはじめとした皆さんは、長期にわ

たって緊張状態を強いられていたと思います。

一方で、医療従事者に対する、時には根も葉も

ない誹謗中傷も社会問題化いたしました。

シトラスリボンというものを、今日付けさせ

ていただきましたけれども、新型コロナ感染に

対して、県立病院職員はどのように働いてこら

れたのか、実情をお聞かせいただきたいと思い

ます。

各県立病院では、○病院局長（桑山秀彦君）

感染拡大に伴いまして、感染症病床数を超える

患者を受け入れるため、病棟の閉鎖などによ

り、多数の看護スタッフを確保し、対応に当

たってきたところであります。

患者への対応に際しては、医師をはじめ全職

員に、感染防御のための専門的な知識・技術が

求められますとともに、高い緊張感を持って看

護等に当たる必要があり、さらには、病院内や

家族への感染防止のため、職員自身の日常生活

も制約を受けるなど、職員の心身の負担は相当

大きくなっております。

このため、職員の体調面には十分留意して、

必要に応じ、他の病棟からの応援を行っている

ほか、職員宿舎の開放による休養の場の確保や

カウンセリングの実施など、負担軽減につなが

る様々な取組を行っているところであります。

この間、新型コロナに対応す○岩切達哉議員

るため、療養施設、ホテルなどでございますけ

れども、本来の仕事を置いて、動員に対応した

職員もいます。保健所職員について、テレビ番

組で、朝方まで働いていたという様子が放送さ

れていたことも事実であります。

念のため、総務部長に伺いますけれども、こ

れらの職員の頑張りに必要な時間外手当等の支

払いは、必要十分に措置されたか、確認をさせ

てください。

知事部局の時間外○

勤務手当につきましては、基本的には各部局の

予算の範囲内で対応しておりますが、予算の不

足が見られる場合には、必要に応じて部局間の

調整を行っております。

しかしながら、今年度につきましては、新型

コロナや鳥インフルエンザ対策等による時間外

の大幅な増加により、規定予算が不足する見込

みであります。このため、今議会において補正

予算をお願いし、適正に対応することとしてい

るところでございます。
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補正をいただいたということ○岩切達哉議員

で、大変ありがたい対応だというふうに思いま

す。

鳥インフルエンザ防疫作業について、農政水

産部長に伺いたいと思います。

鳥インフルエンザの防疫作業に従事した職

員、県職員や市町村職員、関係団体のＪＡや建

設業者の皆さん、自衛隊員の方々がいると思い

ますけれども、それぞれ何人になっていたの

か、お聞かせください。また、それらの作業に

必要な経費、これは県が費用負担されているも

のが何かあるかと思いますけれども、そこにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。

これま○農政水産部長（大久津 浩君）

で、12例の発生に伴う農場の防疫作業に、

約7,200名の方々に従事いただき、その内訳は、

県職員が約3,100名、自衛隊が約1,700名、市町

職員が約900名、ＪＡ等の職員が約500名、建設

業協会が約700名、国、団体等が約300名となっ

ております。

また、消毒ポイントにつきましては、県職員

はもとより、市町、ＪＡ、建設業協会等の協力

で運営をしておりますけれども、２月末時点

で、延べ82か所の8,600名を超える方々が従事し

ております。

なお、防疫作業に係る経費につきましては、

殺処分等の資機材の購入、テント等のリース、

動員者のバス搬送、埋却地の掘削業務や消毒ポ

イントの設置等で、国と県で費用を負担してお

ります。

本当に膨大な数の皆さんが従○岩切達哉議員

事いただいたということであります。この膨大

なマンパワーを必要とする防疫対策なんですけ

れども、部長に専門的な立場での御意見を伺い

たいと思いますが、鳥インフルエンザは、なぜ

宮崎は発生が多いのでしょうか。全国は51例と

聞いております。うち宮崎県が12例。九州各

県、全国都道府県の中で、なぜそのような偏り

があるのか。千葉県や香川県でも集中している

ということで、なぜうちだけだろうという議論

があっていると伺います。

そのような原因の究明が、今後の対策に肝腎

なところであって、その上で、例えば冬場にな

れば、発生云々前に消毒ポイントを設置してし

まう、発生してから何かではなくて、そのよう

なこれまでにないことをしないといけないとい

うふうに思うんですけれども、部長のお考えを

伺いたいと思います。

これまで、○農政水産部長（大久津 浩君）

農場巡回指導や養鶏関係者を対象といたしまし

た緊急防疫会議、緊急一斉消毒など、発生前の

対策に取り組みますとともに、発生に備えた防

疫研修等を実施してまいったところでございま

す。

また、消毒ポイントにつきましては、各地域

で事前に候補地を選定しておりまして、発生農

場ごとに蔓延を防止するため、主要拠点で、疑

似患畜の確定と同時に運営を迅速に開始してい

るところでございます。

しかしながら、県内におきまして12例もの発

生があったことは、重く受け止めているところ

でございます。これまでの防疫指導に係る課題

の洗い出しと、農場防疫の「見える化」や、よ

り効果的な指導等により、農場防疫レベルの強

化等が図られますよう、現在検討を進めている

ところでございます。引き続き、発生要因の早

期究明を国のほうへ働きかけますとともに、県

及び養鶏の系列会社など、関係者一体となりま

して、各種対策を講じ、発生防止に全力で努め

てまいりたいと考えております。
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コロナ対策、そして鳥インフ○岩切達哉議員

ルエンザ関連の最後になりますけれども、知事

に伺いたいと思います。

コロナ感染症対策、また鳥インフルエンザ対

策、いわゆる平時ではない状況が長らく続いて

きたところであります。そしてまた、これから

も続く、常に危機的な綱渡りの綱の上に立って

いるような状態だと認識しております。

来年度も続く長期間の災害でありますけれど

も、これに対応する県庁の体制で心配しており

ますのが、県庁の中でいろいろとスタッフ不足

が多くの職場で見られていることです。コロナ

対策で、あれこれプロジェクトチームも編成さ

れ、また、それぞれ療養施設などの動員等もご

ざいました。通常業務も当然進めながらであり

ますけれども、スタッフ不足は深刻でありま

す。

これを少しでも埋めていくために、知事に求

めたいと思いますけれども、現在、県からは全

国各地に出向、派遣、研修職員を出しておられ

ます。30数名と伺っておりますけれども、この

緊急時に限っては、これを一旦引き戻すべきで

あると思います。やらないといけないことが山

積みでございます。代表質問でも、職員採用に

ついて応募が厳しいという状況を、我が会派か

ら田口議員が質問させていただきました。

この際、即戦力として、派遣している職員を

引き戻す必要があると思います。知事のお考え

を伺いたいと思います。

コロナ対策にしまして○知事（河野俊嗣君）

も、鳥インフルエンザ対策にしましても、福祉

保健部、また農政水産部をそれぞれ中心にしな

がら、今、全庁的なプロジェクトチーム コ―

ロナで言えば特命チームなども発足させる中

で、対応を図ってまいりました。職員一人一人

が懸命に業務に当たりつつ、また、全庁的な連

携体制の下に対応する姿というものを、大変誇

らしく思っているところであります。

一方、御指摘がありました庁外への職員派遣

につきましては、幅広い視野や柔軟な発想を身

につけ、専門的な知識や能力を習得できる、さ

らには被災地での支援を行っていくなど、様々

な目的で行い、人材育成上、大変有効だと考え

ておりまして、帰任後もその経験が本県行政に

生かされるものと考えております。

コロナ対応、鳥フル対応に集中しながらも、

それ以外の政策課題への目配りも重要なのと同

様に、この人材育成という課題につきまして

も、庁内の業務執行体制の確保に留意しつつ、

必要な見直しも行いながら、こういうコロナ

禍、また鳥フルが続発する中でも、実施する必

要があると認識しているところであります。

今後とも、意欲と能力のある多様な職員を育

成しながら、県民本位の県政を推進してまいり

たいと考えております。

社会では人手不足感もあっ○岩切達哉議員

て、なかなか采配に苦慮されているというふう

に思いますけれども、必要な見直しというもの

も含めて、知事にはしっかりと、内と外に対す

る心配りを要望させていただきたいと思いま

す。

続いて、県行政に必要なマンパワーの問題と

して、会計年度任用職員について伺いたいと思

います。

令和２年12月21日付の総務省公務員部長通知

でございますが、「財政上の制約のみを理由に

給料の抑制を図ったり、パートタイム会計年度

任用職員として位置づけること自体を目的とし

て、勤務時間をわずかに短く設定することは適

切ではない」という通知がありました。これは
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大事な視点であって、もともと会計年度任用職

員が制度としてスタートする設計段階から懸念

されていたことでございます。

総務部長に伺いたいと思いますけれども、知

事部局のパートタイム会計年度任用職員は何人

なのか。また、パートタイムの１週間の勤務時

間で最長の時間となっている方は何時間になっ

ていますでしょうか、お聞かせください。

知事部局等におけ○

るパートタイム会計年度任用職員の数は、令和

２年４月１日現在で1,339人となっております。

その勤務時間や任用期間については、職ごと

に職務内容や業務量等を考慮して設定してお

り、１週間の勤務時間につきましては、一般の

職員の38時間45分に対して、最も長い職で35時

間となっております。

とりわけ福祉系の相談員と○岩切達哉議員

か、消費者相談員と言われる専門的知見を要す

る職員の皆さんのことを大変気にして、この

間、活動してまいりました。県の大事な行政の

一端である様々な困難や、不安を抱えて相談し

てこられる県民の皆様に対して、その第一線で

思いを酌み取り、支え、働いていらっしゃる皆

さんですし、その対応には、専門の知識と高い

スキルを持つ必要がございます。

そういう方々が、非正規雇用の会計年度任用

職員という立場でパート勤務となっている現実

に、私は強い懸念があるのですけれども、本県

の状況を総務部長からお聞かせいただきたいと

思います。

御質問の福祉部門○

や消費者行政に係る相談員など、特定の資格や

経験を必要とする職につきましては、制度改正

前から非常勤職員として任用しており、会計年

度任用職員への移行に際しましても、その職務

内容や業務量に変更がない場合には、同じ勤務

時間に設定したところであります。

会計年度任用職員は、一般の職員と共に、組

織の一員として県政を担っておりますので、今

後とも、それぞれの職場の実態や勤務内容を踏

まえながら、制度を適切に運用してまいりたい

と考えております。

いわゆる臨時職員と非常勤職○岩切達哉議員

員という扱いでございますけれども、長く同じ

場所に来ていただくためには、公務員の制度

上、非常勤職員という職名でないと難しかった

と。それを、会計年度任用職員に変えるとき

に、その時間と同じですという御報告だったん

ですけれども、そういうことではなくて、やは

り現場の実情、その職の責任の重さ等々を考え

ながら、これから先、十分に改善できるところ

は改善をしていただく、そういう対応をいただ

けたらありがたいと思っておるところでござい

ます。

ここから、発達障がい児支援について、何問

か質問をさせていただきます。

宮崎県発達障がい者支援計画によれば、「発

達障がい児の支援のために、発達障がい者支援

地域協議会の活動強化や、相談支援ファイルの

活用が大事」としているところでございますけ

れども、その実態についてお聞かせいただきた

いと思っております。

発達障がい者支援地域協議会は、県内で幾つ

あるのか、どんなメンバーが参加して、活動状

況はいかがな状況か、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

もう１つ、相談支援ファイルを活用している

自治体数はどのような状況か。活用がない自治

体があるとすれば、その問題意識はどのような

状況にあると考えられるか、教育長に伺いたい
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と思います。

この協議会に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、支援に関わる関係機関の連携や

専門的な人材の育成などを協議することを目的

に、県全域を対象に１か所設置しております。

委員は、小児科や児童精神科の医師、特別支援

学校の校長、親の会の代表者などであり、半年

ごとに開催することとなっております。

平成31年に策定した宮崎県発達障がい者支援

計画では、地域の課題等に、よりきめ細やかに

対応するため、令和５年度までに、例えば県央

・県西・県北地区ごとに協議会の設置を進める

こととしております。

このため、昨年度から市町村の支援体制に関

する実態調査、ヒアリングなどを行っておりま

して、既存の会議等の活用も含め、今後とも協

議会の設置に努めてまいります。

相談支援ファイル○教育長（日隈俊郎君）

は、保護者が子供の障がいの状況や支援の方策

について記録し、新たな支援者に情報を伝える

ためのファイルでありまして、現在、12の自治

体で活用されております。

保護者と教育や福祉などの関係者間で情報を

共有し、切れ目のない支援を行うためには、有

効なツールでありますので、県教育委員会とい

たしましては、引き続き、活用していない自治

体に周知を図るとともに、福祉・保健関係機関

などと連携し、さらなる活用の促進に向けた取

組を進めてまいりたいと考えております。

地域支援協議会がこれから設○岩切達哉議員

置されていくという運びのようでございますの

で、急ぎ準備をいただいて、実現は前倒しで

やっていただきたいと思いますし、相談支援

ファイルが10年たってまだ12ということに、驚

くところでございます。ぜひ促進を図っていた

だきたい。このような立場でこれからも関心を

持ってまいりたいと思います。

続いて、発達障がい児に対する教育の課題で

ございます。手帳の有無を問わず、必要性が求

められる児童に対して特別支援教育を行うこと

となっております。手帳の有無を問わず、例え

ば療育手帳には該当しない、ＡＳＤ、ＡＤＨ

Ｄ、ＬＤなどのような発達障がいが見られる児

童で、とりわけ行動上の課題が軽い児童が特別

支援教育を受けることに、現状として課題はな

いか、教育長に伺いたいと思います。

特別支援教育は、特○教育長（日隈俊郎君）

別支援学級など特別な学びの場だけでなく、比

較的軽度な障がいのある児童生徒も含め、全て

の学びの場で行われることが大切であります。

したがって、通常の学級でも、発達障がいの

ある児童生徒への質の高い指導や支援を行うこ

とができるようにする必要があります。

県教育委員会といたしましては、引き続き、

全ての教員の専門性を高めるための研修を行う

とともに、発達障がいに対して専門性の高い教

員の巡回支援や、必要に応じて特別支援教育支

援員の配置についても助言するなど、支援を必

要とする全ての児童生徒が適切な特別支援教育

を受けることができるように、市町村教育委員

会と連携し、努めているところであります。

支援を必要とするお子様に○岩切達哉議員

は、適切な支援教育が行われるということが大

事なポイントだというふうに思っておるんです

けれども、前回私は、この場で、特別支援教育

の資格を持っている方が特別支援学級の担当を

される機会は３割程度だというようなお話もし

ました。ぜひ、そういう部分の強化と併せて、

今後、体制強化を図っていただきたいと思うと

ころでございます。
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このような発達障がい児に対する公教育の在

り方について、さらに福祉と教育、そして家庭

が連携していくトライアングルが大事というこ

とで、文部科学省と厚生労働省では、トライア

ングルプロジェクトというのを発足させて、３

者の一層の連携を推進することとしているとこ

ろですけれども、今日段階の宮崎の連携の実態

を伺いたいと思います。

発達障がいのある児○教育長（日隈俊郎君）

童生徒に対しましては、特別な支援が必要と

なった場合は、保護者と学校、福祉・保健機関

関係者が、それぞれの役割を明確にしながら、

連携して支援を行うことが重要でありまして、

３者が十分に話合いをした上で、個別の教育支

援計画を作成することとなっております。

県教育委員会といたしましては、この個別の

教育支援計画に基づきまして、保護者や福祉・

保健関係機関と連携して支援を行うよう、各学

校に対して指導を行っております。

さらに、お話がありましたトライアングルプ

ロジェクトの重要性は承知しておりまして、国

の研究機関の指定を受けまして、研究協力を

行っているところであります。今後は、この成

果を生かしながら、発達障がい教育の充実を目

指してまいります。

３者が十分に話合いをした上○岩切達哉議員

で、個別の教育支援計画を作成すると。このと

おりに進んでいくことが、極めて大事なポイン

トでありますけれども、計画内容や、とりわけ

合理的配慮の在り方について、学校と保護者の

思いがすれ違うという場合に、どのように調整

をしていくのか、その方法論について伺いたい

と思います。

合理的配慮について○教育長（日隈俊郎君）

でありますが、まず学校が、本人や保護者の思

いを丁寧に聞き取るとともに、必要な情報を提

供し、十分に協議した上で決定することとして

おります。

その際、保護者が納得できない場合には、各

学校で指定しております特別支援教育コーディ

ネーターや管理職など、複数の窓口を用意しま

して、保護者の相談に丁寧に対応ができるよう

にしております。

さらに、話合いの中で、より専門的な意見が

必要な場合には、県が独自に配置したエリア

コーディネーターや、特別支援学校のチーフ

コーディネーターなど、特別支援教育に関する

高い専門性を備えた教員が各学校を訪問し、助

言を行っているところであります。

御答弁いただいた内容は、確○岩切達哉議員

かにそのとおりでありまして、教育を提供する

側のシステムとした各段階がつくられていて、

それはそれで大変ありがたいんですけれども、

そこには、やっぱり学校と保護者との間の信頼

関係が十分にあってこそというふうになると思

います。不幸にも、何がしかの事情でトラブル

になって、学校側、教育を施す側の専門的な立

場の人たちであっても受け入れ難いというよう

な感情、保護者の立場になると、そういうこと

もあろうかと思います。

支援計画は、保護者の同意なく作成されるべ

きでないという状況の中で、例えば、地域療育

コーディネーターだとか、先ほど例にありまし

た特別支援教育コーディネーター、それらの合

議体というようなものが、学校長などに対して

助言・指導できる機能、または保護者に対し

て、今度は逆に、合理的配慮の代替手段をお伝

えし、了解を得る。そういう中立性と専門性と

責任のある立場がつくられていくことが、学校

にも保護者にもメリットがあるというふうに私
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は考えているところですけれども、教育長の御

所見をいただきたいと思います。

お話にありましたよ○教育長（日隈俊郎君）

うに、各学校におきましては、本人、保護者の

思いを受け止め、丁寧な対応を心がけておりま

すが、意見の一致が難しい場合もあります。

そのような場合には、各市町村や県が設置し

ております教育支援委員会において、段階的に

相談を受けております。その際には、専門性の

ある方の御意見を伺うことが有効であると考え

ております。

そのため、県が設置している教育支援委員会

におきましては、メンバーとして、大学教授や

医師などの学識経験者の皆様にも入っていただ

いているところであります。

いろいろ出てまいりました○岩切達哉議員

が、教育支援委員会というところまで到達いた

しました。そこが、専門性と中立性というもの

が担保されて、機能が発揮されていく。また、

実績を積んでいただくことが重要かというふう

に思いますので、よろしく進めていっていただ

きたいと思います。

今、お話をさせていただいておりました、児

童生徒の多くが利用する放課後デイサービスの

利用者虐待について、福祉保健部長に質問をさ

せていただきます。

11月の新聞でございましたけれども、放課後

デイサービス利用児童に対する虐待疑いのこと

が報道されました。宮崎市内の事業所における

虐待の告白を取り上げておられましたけれど

も、現実に県内146か所運営されている放課後デ

イサービスにおいて、状況把握も難しいことと

思います。

利用者は、訴える力が難しいことも多い子供

でございますが、これをどのように把握に努め

ていかれるのか、福祉保健部長の御意見をいた

だきたいと思います。

知的や発達障○福祉保健部長（渡辺善敬君）

がいのある子供たちにつきましては、虐待を受

けた場合でも、障がい特性によっては、第三者

に訴えることが困難である場合や、自分のされ

ていることが虐待だと認識できていない場合が

想定されます。

このため、事業所の管理者や職員をはじめ、

主治医や教師など、子供たちに関わる多くの

方々が兆候に気づくこと、そして、その立場を

自覚し、ちゅうちょせず通報いただくことで、

把握に努めたいと考えております。

具体的には、宮崎県障がい者権利擁護セン

ター等を通じて、虐待が疑われる子供を発見し

た場合には、通報義務や相談受付窓口があるこ

となどを広報・啓発してまいりたいと考えてお

ります。

非常に難しい問題 密室的○岩切達哉議員 ―

な部分でのサービス提供者からの虐待でござい

ますから、なかなか困難な課題でありますけれ

ども、困難ゆえ、ますます自治体、県の立場で

御尽力いただきたい課題だと認識しておりま

す。

同様に11月の、やはりこれも新聞報道なんで

すが、福祉施設職員らの障がい者虐待が最多と

なったという記事がございまして、これは県の

まとめで、2019年度27件、その前年度は６件と

いうことでございました。この記事に対する部

長のコメントと今後の対策について、お聞かせ

ください。

施設職員によ○福祉保健部長（渡辺善敬君）

る障がい者虐待の認定件数につきましては、昨

年度過去最多となったことを非常に重く受け止

めております。虐待は、心身に重大な影響を及
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ぼす事案が生じるおそれもありますので、引き

続き状況を注視し、適切な対応をしていく必要

があると考えております。

具体的には、施設では外部からの目が届きづ

らいことから、職員等が通報しやすい環境をつ

くるとともに、虐待に対する意識の向上が重要

です。

このため、通報を行った職員等に対する不利

益な取扱いの禁止や、通報窓口の再周知を図る

とともに、通報の義務やどのような行為が虐待

に当たるのかなどについて、施設の管理者や職

員に対し、しっかりと研修を行ってまいりま

す。

子供が通う放課後等デイにし○岩切達哉議員

ても、障がい者施設にしても、その内部で行わ

れる行為でございますので、非常に難しい。非

常に難しいけれども、解決していかなくちゃい

けない課題だというふうに思いますので、ぜひ

皆さんのお力を借りたいと思います。

次に、ＤＶの問題を取り上げさせていただき

ます。

今月は、３月８日に国際女性デーという日を

迎えます。女性の社会参加と地位向上を訴える

日として、国連によって定められ、「ミモザの

日」と呼ばれています。ＤＶ問題は、主に被害

者が女性ということであって、この暴力の背景

には、男女が社会の対等なパートナーとの認識

に欠ける方々の出来事と、こういうことがある

ようであります。

そのような問題を、警察本部長にまずお伺い

いたします。

加害者の行為が、暴行や傷害など明らかに刑

法に触れる場合もあると思いますけれども、警

察のほうには、例えばいきなり保護を求めてこ

られる、そういう事例もあろうかと思います。

そういう場合に具体的にどう対応するのか、お

聞かせいただきたいと思います。

ＤＶ対応について、被害者保護の観点で関係

機関とどう役割分担しているのか、警察本部長

にお聞かせいただきたいと思います。

本県警察におけ○警察本部長（阿部文彦君）

る、配偶者からの暴力事案、いわゆるＤＶ事案

への対応に関しましては、被害者の安全確保を

最優先に、事案の危険性、切迫性に応じて避難

措置等の保護対策を行うとともに、事件化等の

措置による加害行為の防止に努めているところ

であります。

特に保護対策につきましては、被害者の一時

保護や、自立支援等への対応も必要となること

から、女性相談所等と連携した取組を推進して

おります。

警察といたしましては、今後とも、関係機関

と緊密な連携を図りながら、被害者の安全確保

を最優先とした迅速、的確な対応に努めてまい

ります。

避難措置、保護するという、○岩切達哉議員

非常に難しい局面がいきなり発生するというこ

ともあろうかと思います。

ＤＶに関連して、相談機関は複数ございまし

て、警察には警察の果たす役割があると思いま

す。

福祉保健部長に伺いたいと思いますけれど

も、ＤＶ防止法第３条に定めるところの配偶者

暴力相談支援センターについて、全国に296か所

あるそうで、各県、複数設置しておられます。

県に１か所という県は、全国の中では僅かな数

であります。九州でも宮崎県のみでございまし

て、隣県鹿児島では17か所、県が９か所、市町

が８か所、配偶者暴力相談支援センターを設置

しておられるということでございます。
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県の福祉事務所や市の福祉事務所、そのほか

指定をしていただいて、体制強化を図ってはい

かがかと思いますけれども、福祉保健部長の御

答弁をいただきたいと思います。

配偶者暴力相○福祉保健部長（渡辺善敬君）

談支援センターについてでございますが、法に

基づいて、ＤＶの防止及び被害者の保護を行っ

ておりまして、本県では、女性相談所がその役

割を担っております。

議員御指摘のとおり、市町村にセンターは設

置されておりませんが、ＤＶ相談などの対応

は、各担当課や社会福祉協議会等で行っている

ところです。

県の女性相談所では、市町村や警察等で構成

する「ＤＶ被害者保護支援ネットワーク会議」

を地区ごとに毎年開催するなど、関係機関の連

携強化に取り組んでおりますが、市町村等の状

況に応じたセンターの設置について協議してま

いりたいと考えております。

看板が掲げられていること○岩切達哉議員

は、被害女性には大変心強いのではないかなと

いう思いもございますが、ぜひその効果等も十

分御検討いただきたいと思います。

ＤＶ問題の最後であります。そのとりでとし

て繰り返し要望しておりますところの、母子生

活支援施設の県内設置でございます。全国230か

所ほどと聞いておりますけれども、県内はゼロ

ということになりました。この設置に向けた構

想はいかがな状況でございましょうか。

急がないと、助けを求めても対応困難、ま

た、思ったほどの支援が受けられないという経

験をされますと、助けを求めることも諦めさせ

る社会となってしまいます。

母子生活支援施設、配偶者暴力相談支援セン

ターの一体的な設置運営まで、宮崎県における

ＤＶ相談の体制を前進させていただきたいと思

うのですけれども、福祉保健部長の御答弁をお

願いいたします。

母子生活支援○福祉保健部長（渡辺善敬君）

施設につきましては、母子家庭の子育てと自立

に向けた生活支援等を行う施設でございます

が、県内の市町村においては、入所者数の減少

等により廃止が相次ぎ、現在設置されていない

状況であります。

こうした中、近年、全国の施設では、ＤＶ被

害や障がいのある母子の利用が増加傾向にある

ことから、県では、令和２年３月に策定した

「宮崎県社会的養育推進計画」におきまして、

令和５年度までに県内に設置されるよう取り組

むこととしております。

引き続き、市町村や社会福祉法人等の関係機

関と意見交換などを行いながら、本県の状況に

応じた母子の生活支援の在り方について、検討

してまいりたいと考えております。

続いて、児童相談所の問題で○岩切達哉議員

あります。

「児童相談所体制強化１年前倒し」と厚生労

働省がおっしゃいまして、各県に児童相談所の

体制強化を急ぐように求めておられます。これ

に対して、中央児相や都城児相では、担当職員

を増やしていただくということで、大変感謝し

ております。

しかしながら、この児童相談所の問題は、中

核市である宮崎市が１つ児相を持って、そこで

根を張っていく専門職員がいるということが理

想ではないかと思います。

中核市たる宮崎市に児童相談所を設置してい

ただくことが重要だと思いますけれども、部長

の所見を伺いたいと思います。

中核市による○福祉保健部長（渡辺善敬君）
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児童相談所の設置につきましては、母子保健や

福祉、教育等の関係部門との連携の下、子育て

支援から要保護児童対策まで、一貫した施策の

実施が可能となる身近な相談窓口として、きめ

細やかな支援の提供が期待されております。

国も、中核市児童相談所の設置に向け、財政

面等の支援を拡充しておりまして、現在、全国

で３市が設置しているところであります。

県としましては、児童虐待対応など、子ども

家庭福祉の向上のため、宮崎市と連携しており

ますが、引き続き、中核市児童相談所の設置に

向けた協議も行ってまいりたいと考えておりま

す。

いずれの課題も、検討を十分○岩切達哉議員

進めていただきたい、さらに早めに決断をお願

いしたいという事柄だったというふうに思って

おります。

次に、性的同意年齢について伺いたいと思い

ます。これは、県民の皆さんと問題共有したい

思いからの質問でもあります。

18歳未満の青少年に対する淫らな性行為、ま

たはわいせつな行為は、青少年育成条例違反と

なり、禁じられています。一方、刑法では、13

歳からは性行為に対して同意可能としていま

す。この点が問題であって、この定めは明治時

代の規定であって、今、その性的同意年齢を引

き上げるよう求める声が高まっています。

12歳未満は、同意に関係なく強制性交等罪が

成立いたしますけれども、13歳以上は同意の有

無が問われ、加害者を罰してほしいということ

で、その罪の適用を求める場合、被害児童は、

同意していないという申立てをしっかり主張し

なければならない。そうでなければ被害者と見

られないという不条理がございます。被害の状

況を思い出して二次被害に遭う、こんなことも

ありまして、性的同意年齢はもっと高くあるべ

きと思います。

このような刑法の規定の強化について、動き

があるところについての福祉保健部長の所見を

いただきたいと思います。

性犯罪につき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、平成29年の刑法の改正によりまし

て、法定刑の下限の引上げによる罰則の強化

や、被害者からの訴えである親告が不要となる

など、見直しが行われたところであります。

一方で、さらなる見直しが必要であるとの御

意見などがあり、現在、法務省において、いわ

ゆる性的同意年齢の在り方などについて検討が

進められているものと承知しています。

県としましては、国の検討状況を注視すると

ともに、青少年健全育成条例の適正な運用など

を通じまして、子供の保護に努めてまいりたい

と考えております。

刑法の議論でございますの○岩切達哉議員

で、部長答弁としては非常に難しい面もあると

は思いますけれども、ぜひ一緒に考えていきた

いと思っております。

次いで、ギャンブル等依存症対策でありま

す。

ギャンブル等依存症対策基本法が制定を求め

ていた「ギャンブル等依存症対策推進計画」に

ついて、宮崎県は全国の中で大変早く策定して

いただきました。担当当局の皆さんと、計画の

審議に当たっていただいた関係者の皆さんに、

敬意を表したいと思います。

この計画の中にもありますけれども、疫学調

査の結果では、人口の0.8％と言われている依存

症者、県に当てはめると7,000人という数字にな

りますけれども、実際に治療や相談に結びつい

ているのは僅かであります。様々なトラブルを
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そのままに生活をなされているということにな

ります。

そこで福祉保健部長に、今回の計画策定の意

義を改めてお伺いしたいと思います。

平成30年に制○福祉保健部長（渡辺善敬君）

定されたギャンブル等依存症対策基本法におき

ましては、依存症の当事者やその御家族が日常

生活を円滑に営むことができるよう、国等が支

援することなどが基本理念とされておりまし

て、都道府県は、それぞれの実情に即した計画

を策定することとなっております。

本県では、従来から、依存症の専門相談員の

配置や、医療機関、当事者グループ等により構

成される協議会の設置など、各種依存症対策に

積極的に取り組んでおり、当該計画も、この協

議会での検討を重ねながら、昨年12月に策定を

したところであります。

今後とも、計画に定めた施策を関係機関と連

携しながら推進することによって、当事者の

方々が必要な治療や支援を受けられるよう、取

り組んでまいります。

その専門相談員というのが、○岩切達哉議員

先ほどちょっと議論させていただきました、会

計年度任用職員という処遇でございます。ぜ

ひ、体制強化とは何なのか、十分御議論いただ

きたいと思います。

コロナ感染症に関連して、家庭の経済状態に

ついて伺いたいと思います。

介護保険の保険料の納付に関連して、10月の

新聞でございますけれども、滞納者に対する差

押えが過去最多となったという記事がございま

した。2018年度の実績でございますので、コロ

ナとは直接関係いたしませんけれども、もとも

と年金から天引きができないほど困難な低額な

方々ということのようであります。

社会保障の貧困を物語る数字なのであります

けれども、低年金な上、差押えするということ

はどうだろうと思いまして、その実情をお伺い

したく、質問させていただきます。福祉保健部

長、答弁をお願いします。

介護保険の保○福祉保健部長（渡辺善敬君）

険者である市町村につきましては、地方自治法

に基づき、滞納者に対して差押えをすることが

できるものとされております。

国の調査によりますと、平成30年度における

本県の差押えの人数は、県全体で137人となって

おりますが、差押えに至るまでには、督促状の

送付や電話、訪問による納付指導など、各市町

村において必要な手続を経ているものと認識を

しております。

介護保険料の納付につきましては、災害等の

やむを得ない事情により所得が減った方に対す

る減免制度もございますので、県としまして

は、当該制度の周知を図るとともに、介護保険

制度の適切な運営が図られるよう、引き続き市

町村を支援してまいります。

次いで、国民健康保険でござ○岩切達哉議員

います。

昨年の収入を根拠に、今年計算して保険料を

払ってもらう１年遅れの制度ゆえに、今の経済

状態で、その納付状況に影響が出ているのでは

ないかと思います。

家計の大幅な変化に対して、納付猶予などの

方法もあるとのことですけれども、そのあたり

の実情と、来年度の国保財政見通しについて、

お伺いしたいと思います。

今年度は、新○福祉保健部長（渡辺善敬君）

型コロナの影響により収入が減少した方につき

ましては、一定の要件を満たした場合に国民健

康保険税を減免できることとなっておりまし
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て、保険者が減免に要した費用の全額につい

て、国の交付金等により、財政支援がされるこ

とになっております。

保険者である市町村においては、こうした減

免制度の周知を図るとともに、納付が困難な方

について個別に相談に応じるなど、適切に対応

されており、１月31日時点で延べ1,449世帯、約

２億910万円の減免決定がなされております。

なお、次年度は、保険税の減収が見込まれて

おりますが、市町村及び県の国保財政運営に支

障が生じないよう、県基金の活用などにより安

定化を図ってまいります。

思っているより多くの方が申○岩切達哉議員

請をされて、２億円を超える減免がなされたと

いうことを、今、伺いました。やはり、このコ

ロナが経済に対して直接影響を及ぼしている表

れだろうと思います。

次に、それに関連して生活保護の質問をする

予定でございましたけれども、午前中の来住議

員からの質問と重なりますので、割愛いたしま

す。

私からは、生活保護制度の利用者の立場、も

う一つは、現場のケースワーカーの立場という

ものを、ぜひ、気持ちを踏まえてこの問題に対

応いただけたらと思います。

話題を替えて、次の質問に移ります。

公共事業設計労務単価のことで、県土整備部

長に伺いたいと思います。

議会が開かれるごとに、労務単価の引上げに

より工事契約の額を変更することが多くありま

した。本人に支払われるべき賃金単価であると

して、雇用に関係する必要経費は別に計算され

るということになっているそうですけれども、

その賃金単価引上げが、現場での支払い実態を

どう変化させているのか、実際の支払い実績の

チェックはどのようになされているのか、お聞

かせいただきたいと思います。

また、普通作業員を例にしますと、全国平均

で１万8,895円に対して、宮崎県は１万6,400円

であります。これを全国並みに引き上げていく

ためにはどのようなことをすればいいのか、県

土整備部長の御所見をいただきたいと思いま

す。

国及び県にお○県土整備部長（明利浩久君）

いては、毎年、公共事業労務費調査を実施し、

公共事業従事者に支払われます賃金の実態等を

確認しております。

本県の労務単価は、この調査を踏まえ、国に

準じて決定しておりまして、市場における賃金

の変化を適切に反映した結果、議員御指摘のと

おり、全国平均との格差はありますものの、９

年連続で引き上げられたところであります。

また、労働者に対しまして適正な賃金が支払

われますよう、県では受注者に対し、適切な賃

金水準の確保を文書で要請するとともに、ホー

ムページ等で幅広く周知を図っているところで

あります。

今後とも、中長期的な担い手の育成・確保に

つなげるため、現場労働者の処遇改善の重要性

について、業界団体と認識の共有を図ってまい

ります。

この問題は、ぜひ積極的に進○岩切達哉議員

めていただきたい課題だと思います。

教育長に伺いたいと思います。

美郷町で義務教育学校が開校すると伺いまし

た。この義務教育学校というものはどのような

学校であるのか。これまで小中一貫校というも

のがございますけれども、その制度との違いな

どをお聞かせいただきたいと思います。

本県におきまして○教育長（日隈俊郎君）
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令和３年３月１日(月)

は、これまで19の小中一貫校が設置されており

ます。今回開設される義務教育学校と小中一貫

校は、９年間の目指す子供像を共有して、一貫

した教育活動を行うという点では同じでありま

すが、小中一貫校では、小学校と中学校のそれ

ぞれで入学と卒業となるなど、あくまで別々の

組織である小学校と中学校が、連携を基本とし

た教育を行っております。

一方、今回の義務教育学校は、平成28年４月

から新たに制度化された学校でありまして、従

来の小学校、中学校という校種で区分すること

なく、１年生で入学した後、９年生で卒業する

など、９年間の義務教育を完全に一つの学校と

して行うものであります。

９年生という学年が発生する○岩切達哉議員

ということですね。一貫校とは違う制度である

ということで、何らかのメリット、効果という

ものがあるから、選択されていることだろうと

思います。まだ、いろいろと学ばせていただき

たいと思います。

この義務教育学校とすることの効果というも

のについて、とりわけ、そこに通う子供たちの

視点での効果というものを、教育長の立場から

お教えいただきたいと思います。

義務教育学校では、○教育長（日隈俊郎君）

９年間を見通した長いスパンでの連続した教育

活動が可能となります。

そのため、例えば、理解に時間を要する学習

内容には、重点的に時間を配分することや、繰

り返し指導することなど、柔軟なカリキュラム

の編成によりまして、子供の学習意欲や理解度

が向上するなどの効果が期待されております。

また、これまで、小学校、中学校がそれぞれ

に担ってきた業務を一つにまとめることで、業

務の効率化が図られ、子供一人一人と向き合う

時間が増えることや、働き方改革につながるな

どの効果も期待されているところであります。

義務教育学校が効果のあるも○岩切達哉議員

のだとするならば、よいことだと思いますの

で、今後また一緒に学ばせていただきたいと思

います。

最後の質問といたします。中学校と高校が一

体となった五ヶ瀬中等教育学校でございますけ

れども、年末、この学校の生徒たちが利用する

生徒寮において、浴槽からレジオネラ菌が検出

されたということでございます。これを受けて

の対策はどう講じられたのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

議員御指摘のとお○教育長（日隈俊郎君）

り、昨年12月、五ヶ瀬中等教育学校生徒寮の浴

槽から、基準値を上回るレジオネラ菌が検出さ

れました。

冬季休業中で、既に生徒は帰省していたた

め、早急に保護者へ生徒の健康観察を依頼しま

して、健康被害がないことを確認したところで

あります。

施設については、保健所の指導を受けなが

ら、配管の洗浄や浴槽の消毒などの対策を講じ

たところでございます。

新学期開始後は、シャワーによる対応をして

おりましたけれども、再検査の結果、陰性で

あったことから、１月17日から浴槽の利用を再

開しております。

生徒寮は、複数の生徒が日常生活を送る大切

な場所でありますので、今後とも、衛生面には

十分配慮し、安心して暮らせる環境づくりに努

めてまいります。

レジオネラは、日向でも浴槽○岩切達哉議員

から発見されて、被害に遭われた方が出た菌で

あります。これは、学校のほうで定められた定
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期検査を丁寧に実施しておられたからこそ発見

されたというふうに伺っております。その地道

な作業をしてこられたということを評価させて

いただきたいと思いますし、教育施設には、見

えない危険箇所が多数あることと存じますの

で、今回のように丁寧に対応される姿勢で進め

ていかれることをお願いして、今回の質問を終

わらせていただきたいと思います。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○徳重忠夫副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時９分散会

令和３年３月１日(月)
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令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 岩 切 達 哉 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）33番 日 高 博 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

選 挙 管 理 委 員 長 茂 雄 二

監 査 事 務 局 長 横 山 幸 子

人事委員会事務局長 小 田 光 男

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、窪

薗辰也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○窪薗辰也議員

ざいます。一般質問に入りたいと思います。

令和２年度は新型コロナウイルスという未知

のウイルスに世界の人々が翻弄され、東京オリ

ンピック、パラ大会が延期、本県での開催予定

でありました国文祭・芸文祭も延期になるな

ど、今なお世界中で感染の拡大が続いておりま

す。県民生活や地域経済にも大きな影響が出る

などで、一日も早くワクチン接種の効果が現

れ、収束することを願っております。

本県でも、年明け早々に急激な感染が拡大

し、独自の緊急事態宣言が発令され、大変な局

面での対応が求められました。医療従事者の皆

さんが、昼夜を分かたず最前線で対応していた

だいたことに対し、感謝申し上げます。

社会が機能する上で必要不可欠な仕事をして

働く方々のことを「エッセンシャルワーカー」

というそうでございます。医療や物流を担う

方々、交通機関や通信などで働く方々のことで

す。読売新聞が、「コロナと闘う 私の物語」

と題した５回連載の記事で、医療現場で働く看

護師さんの苦悩を伝えています。公立病院で働

く幼い子供を持つ若い看護師さんは、ある日突

然、看護師長から「この病棟でコロナ患者を受

け入れることになりました」と告げられます。

その人は、自分の勤務する病院が感染症ケアを

するなど少しも考えたことがありませんでし

た。最初に頭をよぎったのは、幼い子供のこと

です。もし自分が感染したら、誰が子供の面倒

を見てくれるのだろうかということです。子供

のためにも感染するわけにはいかない。でも、

もしできるなら担当から外してもらいたかっ

た。その病院は志願制でなかったために、その

看護師さんは子供のことを気にしながら勤務し

たそうです。ふだんなら、母親が保育園に迎え

に行けば、園庭で遊んでいた子供は大喜びで駆

け寄って抱っこをせがみます。でも、コロナ患

者をケアしながら働いている今は、すぐに子供

を抱きしめることはできません。マスクをし

て、手の消毒をしてもためらわれたそうです。

話をするときもマスクを外すことができず、添

い寝をするときも、無意識に子供から顔をそむ

けてしまったということでございます。幼い子

供を抱えて働く看護師さんたちは、細心の注意

を払いながら子育てと仕事を両立させていたそ

うです。

病院では、感染しないよう細心の注意をしな

がらコロナ患者のケアに当たる。家では、家族

に感染させないよう細心の注意をしながら家事

を行う。病院でも家庭でも緊張の糸を緩めるこ

とはできません。ぴんと張り詰めて切れそうな

糸、折れそうな心をぎりぎりのところで踏みと

どまって、看護師さんたちはコロナ患者と向き

合っていたそうです。つらい思いを抱えなが

ら、なすべき仕事として多くのエッセンシャル

ワーカーが働いているのです。

今回のパンデミックは、このようなエッセン

シャルワーカーの方々のおかげで日本経済が

回っているということ、また、貴い命が救われ

ているということに感謝し、こうした感染リス

クを冒してまで働いている人々がいるという現

実を知ることも、大変有意義なことだったと考

令和３年３月２日(火)
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えさせられます。本県でも同じような状況が

あったのではないかと想像できます。

そのような中、本県では高病原性鳥インフル

エンザが相次いで発生し、発生農場での殺処分

や埋却など、緊急事態にスピード感を持って対

応されました。この作業に当たられました県職

員、自治体職員、自衛隊、建設業協会などの、

協力をいただいた皆様方に深く感謝申し上げま

す。

まだまだ油断ができない状況が続きますが、

引き続きよろしくお願い申し上げまして、質問

に入ります。

では、まず知事にお尋ねいたします。

全国知事会の常任委員会委員長としての活動

と成果についてであります。このことにつきま

しては、自民党の濵砂、日高両議員の代表質問

でも述べられたところでありますが、知事は昨

年11月、全国知事会の地方税財政常任委員会委

員長に就任されました。全国知事会の常任委員

長で、しかも税財政という主要ポストでありま

すので、大変な御苦労もあろうかと思います。

しかし、地方税や地方交付税といった、県や

市町村の財源に関する委員会でありますので、

高速道路などのように、具体的に成果が見える

ものではありません。県民の皆さんも、活動状

況が分かりにくいと感じていらっしゃるのでは

ないでしょうか。

昨年の11月から12月にかけて、知事は、武田

総務大臣、自民党の下村政調会長をはじめ、実

に多くの政府・与党の要人にお会いになり、そ

の数は延べ70人にも及んでいるということでご

ざいます。

税財政の常任委員長の活動は、まさに地方の

屋台骨を支える縁の下の力持ちで、目立ちこそ

しませんが、全国の地方自治体の運営そのもの

に関わる非常に重要なものであります。知事に

は、その活動などについて分かりやすく伝えて

いただきたいと思います。

我々議員も、また多くの県民も、河野知事の

活躍に期待しておりますので、地方税財政常任

委員会委員長としての活動と成果についてお尋

ねします。

以下の質問については質問者席で行います。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

御指摘のとおり、地方税財政は地方自治体の

運営を支える、まさに「屋台骨」でありまし

て、昨年11月の委員長就任以来、国の予算など

に反映されるよう、すぐさま政府や与党幹部に

何度も足を運び、全国47都道府県、1,700余の市

町村の様々な実情、また切実な声を届けてまい

りました。

こうした活動が、新型コロナ対策の交付金

や、国土強靱化の予算の増額確保などにもつな

がったものと考えております。また、税収等が

大きく落ち込む中で、近年では最高水準とな

る17.4兆円の地方交付税を含む一般財源総額が

確保され、地方消費税等の減収を補う地方債に

ついては、過去に例のない特例的な発行等も認

められたところであります。

これらによりまして、本県では、令和２年度

の歳入不足を防ぎ、令和３年度予算案の円滑な

編成ができたほか、全国の自治体でも大きな助

けになったものと考えております。

今後、税収等の見通しの不透明さが増す中、

財源の確保・充実はますます重要になってまい

りますので、地方の適切な行財政運営を確保で

きるよう、しっかりと取り組んでまいります。

以上であります。〔降壇〕
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本県の令和３年度の予算案○窪薗辰也議員

は、前年度と比べて増額予算となっておりま

す。

新型コロナ感染症対策としては、159億6,610

万円の医療提供体制強化事業等を計上されてい

るほか、感染拡大防止対策、地域経済の再生に

向けた需要回復に係る事業等を計上されていま

す。

このほかにも、若者の県外流出や少子化等の

人口減少対策、ポストコロナを見据えたデジタ

ル化の推進等にもしっかり取り組んでいく必要

があります。

また、激甚化・頻発化する自然災害に対応す

るため、本県の強靱化は欠かせないものであ

り、これらの対策には多額の予算が必要となる

と思います。

新型コロナの影響で、地域経済活動の縮小、

事業所の廃業などが懸念されておりますが、県

税収入の減少も懸念されており、本県財政に支

障がないか心配なところであります。

先ほど、知事からは、地方税財政常任委員会

委員長としての活動が、新型コロナ対策や国土

強靱化の予算の増額確保につながったとの答弁

がありましたが、本県の予算についてどのよう

に対応されるのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

令和３年度当初予○

算案におきましては、新型コロナ対策に204億円

を計上しておりますが、その財源として、国の

緊急包括支援交付金や地方創生臨時交付金を活

用しております。

また、県土の強靱化につきましても、国の５

か年加速化対策を踏まえ、当初予算と令和２年

度２月補正予算を合わせて、これまでの強靱化

関連予算を単年度ベースで大きく上回る378億円

を計上しておりますが、予算編成に当たりまし

ては、財源として、国庫支出金のほか、後年度

交付税措置のある有利な地方債を活用している

ところであります。

当初予算は、前年度比2.1％の増となり、４年

連続の増予算となっておりますが、これらの財

源を活用することにより、財政の健全性の維持

にも努めたところであります。

自然災害など、この先何が起○窪薗辰也議員

こるか分からない中で、基金は大事な財源であ

ります。コロナ禍における税収減に苦しむ中、

国からの交付税などの活用で、規律ある財政運

営が維持できますようお願い申し上げまして、

次の質問に入ります。

それでは次に、2050年二酸化炭素実質排出ゼ

ロ、ゼロカーボンについてお伺いいたします。

これについては、昨日の右松議員の質問とか

ぶる部分があると思いますが、よろしくお願い

いたします。

菅義偉首相は昨年10月に、「2050年カーボン

ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」こ

とを宣言いたしました。国では、令和２年度の

第３次補正予算で、「グリーンイノベーション

基金」として２兆円の基金を造成し、技術開発

から実証・社会実装まで一気通貫で支援を実施

することとしています。

また、「グリーン成長戦略」では、2035年ま

でに新車販売で電動車100％を実現するなど、高

い目標を設定し、あらゆる施策を総動員すると

のことです。

今議会に提案されております第四次宮崎県環

境基本計画では、「2050年ゼロカーボン社会づ

くり」プロジェクトや、ゼロカーボン社会に向

けての施策が盛り込まれていますが、2050年ゼ

ロカーボン社会づくりに向けて、本県におけ
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る2050年の温室効果ガス排出量、削減量及び森

林等吸収量をどのように見込んでおられるの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

2017年度の温○環境森林部長（佐野詔藏君）

室効果ガス排出量は、二酸化炭素換算で約1,059

万トンで、第四次宮崎県環境基本計画では、今

後、人口減少に伴い、2050年には約850万トンに

なると推計しております。

これを、太陽光などの再生可能エネルギーの

導入拡大や高効率な空調機への更新などの省エ

ネルギーの推進により、約520万トンさらに削減

し、残りの約330万トンにつきましては、森林等

吸収量を確保することにより、温室効果ガスの

排出量を実質ゼロにしていきたいと考えており

ます。

実質ゼロに向けて温室効果ガ○窪薗辰也議員

ス排出量を削減するためには、いろんなアプ

ローチがあると考えられますが、蓄電池の開

発、乗用車の電動化及び次世代型太陽光発電な

ど、国として取り組まなければならないものが

ある一方で、地域の特性を生かし、本県として

も削減に向けた行動をしなければならないと思

います。

そこで、ゼロカーボン社会づくりに向けて、

県は今後どのように取り組んでいかれるのか、

環境森林部長にお伺いいたします。

温室効果ガス○環境森林部長（佐野詔藏君）

の排出量を実質ゼロとするため、県では、引き

続き、エネルギー使用量の多い事業者への温室

効果ガス排出量の報告の義務づけや、太陽光、

小水力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大

に取り組みますとともに、森林吸収量を確保す

るため、除間伐などの森林整備によるＣＯ 吸２

収機能の高い森林づくりを進めることといたし

ております。

また、来年度からは、市町村等に対する再生

可能エネルギー導入へのアドバイス事業などに

より、温室効果ガス排出削減に努めることとい

たしております。

さらには、こうした取組に加えまして、国の

エネルギー基本計画の見直しなどの動きにも的

確に対応しながら、ゼロカーボン社会づくりを

積極的に推進してまいりたいと考えておりま

す。

環境省では、ゼロカーボンシ○窪薗辰也議員

ティの実現に向けた支援策として、ゼロカーボ

ンシティを目指す地方公共団体が抱える課題に

対し、情報基盤整備、計画等策定支援、整備等

導入支援の３つの類型の支援を段階的に実施す

ることで、地域における温室効果ガスの大幅削

減と、地域主導の再エネ導入拡大による地域経

済循環の拡大や、レジリエントな地域の構築を

図るとしています。

このため国では、令和３年度当初予算として

「ゼロカーボンシティ再エネ強化支援パッケー

ジ」を計上しており、地域の再エネを最大限導

入するための計画づくりや、地域の状況に応じ

た再エネ等の自立、分散型エネルギー導入な

ど、ソフト・ハード面からの支援を行うことと

しています。

そこで、実質ゼロの実現に向け、国の支援策

の活用について、県の考え方を環境森林部長に

お伺いします。

議員御指摘の○環境森林部長（佐野詔藏君）

「ゼロカーボンシティ再エネ強化支援パッケー

ジ」には、自治体における脱炭素化のための基

礎情報を整備・提供する事業をはじめ、災害・

停電時にも避難施設等へのエネルギー供給が可

能な再生可能エネルギー設備等の導入を支援す

る事業など、６つの事業の概要が示されており
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ます。

県といたしましては、今後、国から示されま

す支援メニューの詳細な内容について、情報収

集にしっかり努めますとともに、利用可能な支

援策等につきましては、県のみならず市町村等

での活用も図り、実質ゼロの実現を目指してま

いりたいと考えております。

先ほど述べましたとおり、新○窪薗辰也議員

型コロナウイルス感染症と気候危機とも言われ

る気候変動問題は、ともに人類にとって重大な

脅威であるとされています。異常気象による被

害では、農林水産業、自然災害、熱中症など健

康面での悪影響が、過去５年間に地球温暖化が

関連していると見ている自治体が約８割に上る

と、毎日新聞が実施したアンケートで判明いた

しております。

政府は、地球温暖化対策推進法を改正し、温

室効果ガス排出の50年実質ゼロの数値目標を明

記する方針であり、50年までに脱炭素社会実現

へ国全体で取り組むとしています。

本県でも、ゼロカーボンシティ実現のため、

国の支援策として、地域における温室効果ガス

の大幅削減と地域による再エネ導入拡大で、レ

ジリエントな地域づくりを進めるべきだと思い

ますので、今後ともよろしくお願いいたしたい

と思います。

次に、廃棄物再資源化推進事業でございま

す。今議会に提案されております来年度当初予

算で、「廃棄物再資源化推進事業」が掲げられ

ております。この事業に関連する事項につきま

して、幾つかお尋ねいたしたいと思います。

次期第四次宮崎県環境基本計画（案）を見て

みますと、循環型社会の形成だけでなく、様々

な分野において、幾つもの数値目標が掲げられ

ております。

その中で、「みやざきリサイクル製品」の認

定数について、令和12年度には200製品にすると

いう目標が掲げられています。私は、循環型社

会の形成に向けて、廃棄物を出さないようにす

るだけではなく、廃棄物を資源として有効に活

用していくことが大事なことだと考えておりま

す。

そこでまずお伺いします。「みやざきリサイ

クル製品認定制度」とはどのようなものか、環

境森林部長にお尋ねいたします。

「みやざきリ○環境森林部長（佐野詔藏君）

サイクル製品認定制度」は、平成22年度から、

現在の一般社団法人宮崎県産業資源循環協会が

独自に製品の認定を行っていたものを、製品の

認知度向上や利用拡大を図りますため、令和元

年度から、県の制度として取り組むこととした

ものであります。

この制度は、廃棄物等の発生抑制やリサイク

ル産業の育成などを目的として、安易に捨てら

れがちな資源や廃棄物を、事業者等が再利用、

再生利用し、製品化したもののうち、重金属な

どの有害物質が含まれていないなどの一定の基

準を満たす安全・安心な製品を認定するもので

ありまして、現在の認定数は111製品となってお

ります。

もともとは民間団体の制度を○窪薗辰也議員

令和元年度から、今度は県の制度として取り組

まれるということでございます。安心・安全

な111製品を認定しているということです。

次にお伺いしますが、「みやざきリサイクル

製品」としてどのようなものが認定されている

のか、お伺いいたします。

「みやざきリ○環境森林部長（佐野詔藏君）

サイクル製品」には、火力発電所から生じる灰

をコンクリートに調合し、一般の製品よりも耐
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久性を高めた側溝やブロック、ビルの解体など

から生じる廃コンクリートを粉砕した路盤材な

どの建設用資材があり、それらが全体の９割を

占めております。

このほかに、原木市場などの集積場から排出

される樹皮や、放置竹林の竹を堆肥化した肥

料、使用済みペットボトルを原料とした卵用包

装容器などが認定されております。

建設用資材が全体の９割を占○窪薗辰也議員

めているという御答弁をいただきました。私を

含め、県民が資源の再循環を実感できる製品

が、これから増えていけばいいなと思っている

ところでございます。

先ほども少し触れましたが、県は、「みやざ

きリサイクル製品」の認定数を、令和12年度に

は200の製品にする目標を掲げられています。

そこでお伺いしますが、「みやざきリサイク

ル製品」の認定数を200製品とするためにどのよ

うに取り組んでいかれるのか、お伺いいたしま

す。

計画の目標達○環境森林部長（佐野詔藏君）

成につきましては、新規認定品の拡大や現在の

認定品の継続はもとより、品目の偏りの解消や

認定製品の利用拡大を図る必要があると考えて

おります。

このため、まず新規認定品の拡大等に向けま

しては、議員御質問の事業によりまして、来年

度から、認定に当たり必要な検査機関の安全証

明書発行に要する費用の一部を支援し、事業者

等の意欲を高めることといたしております。

また、認定品目の偏りの解消に向けまして

は、企業等に対し、製品の登録や開発の働きか

けを行い、県民に身近な製品などの掘り起こし

を行うことといたしております。

さらに、認定製品の利用拡大に向けまして

は、引き続き関係機関と連携し、展示会への出

展やパンフレットの作成などにより、県民や企

業に周知をしてまいります。

こうした取組を積極的に推進し、目標を達成

したいと考えております。

来年度からは、製品の安全・○窪薗辰也議員

安心のための検査費用の一部を県が負担される

ということですが、目標を達成するためには、

企業のリサイクル意欲を失わせないようにする

ことが大切だと思います。

「みやざきリサイクル製品」の認定に当たっ

ては、廃棄物の再利用、再生利用から、それら

製品を製造する施設も必要になってまいりま

す。

県では、それらの施設の整備について支援す

ることとしております。そこで、廃棄物再資源

化推進事業における廃棄物再資源化施設整備支

援についてお伺いいたします。

御質問の事業○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、これまで、新規の処理方法や先導的な技術

を有する施設の整備等を行う排出事業者や産業

廃棄物処理業者に対して支援を行ってきたもの

でありますが、本県の産業廃棄物の再生利用率

が36.2％と伸び悩む中で、最終処分量の多いガ

ラスくずや廃プラスチックなどの再生利用をい

かに図るかを課題と捉えまして、内容の見直し

を行ったものであります。

具体的には、来年度からは、太陽光パネルや

プラスチックなど特定の産業廃棄物の再資源化

のための施設整備や、廃棄物等のリサイクルの

ために研究開発された新技術の実用化に必要な

施設整備等を対象に支援することといたしてお

ります。

こうした支援によりまして、廃棄物等の再資

源化を図り、持続可能な循環型社会の形成に努
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めてまいりたいと考えております。

県内には、太陽光発電事業用○窪薗辰也議員

の太陽光パネルが、一般家庭用、あるいは事業

用として数多く設置されております。

事業として行う企業の中には、零細なところ

も多いと耳にしております。このため、電力の

固定価格買取制度の買取り期間終了後、太陽光

パネルを廃棄することができない企業が出てく

るのではないかと懸念しているところでありま

す。

国では、そのようなことを避けるため、廃棄

物費用の積立ての義務化について検討されてい

ると伺っておりますが、県におかれましても、

今回お尋ねしました事業などを通じて、太陽光

パネルを処理しやすい環境を早めに整備してい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

次に、資源循環型林業についてでございま

す。

２月８日の宮日新聞では、「再造林率伸び

ず75％」という記事が掲載されました。19年

度、県内の主伐面積は、過去最多の2,829ヘク

タールで、山の荒廃を防ぐための切って植える

循環型林業をいかに進めるかが問われていると

あり、また、「伐採可能な森林資源量の減少

は、29年連続の「スギ丸太生産量日本一」を支

える林業県の土台を将来的に揺るがす恐れがあ

る」とも書かれてありました。

県では、第八次宮崎県森林・林業長期計画に

おいて、素材生産量の目標を190万立方メートル

としておりますが、これは丸太の材積であり、

国有林部分と民有林部分の合計ということであ

ります。このうち、民有林において、毎年、丸

太材積を立木に換算した143万4,000立方メート

ルの杉・ヒノキを伐採するとともに、再造林率

を80％と設定し、36年生以上の伐採可能な資源

量についてのシミュレーションを行ったとのこ

とであります。

そこで、第八次宮崎県森林・林業長期計画の

目標に応じた伐採及び再造林を続けた場合、計

画の目標年である10年後、さらには50年後の資

源量はどの程度確保できるのか、環境森林部長

にお伺いいたします。

長期計画で○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、将来的に人口減少等に伴います木材需要の

縮小が見込まれます中、素材生産の目標は据え

置いた上で、民有人工林の杉・ヒノキについ

て、伐採や再造林に不向きな急傾斜地等を除い

た85％の森林を対象に、伐採可能な資源量のシ

ミュレーションを行ったところであります。

これによりますと、令和元年度末では、年間

伐採量の60年分に相当する8,300万立方メートル

の資源量がございますが、目標の再造林率80％

で推移しますと、10年後までは現在とほぼ同程

度で、50年後には約８割に当たる6,800万立方

メートルの資源量となり、現在の年間伐採量

の50年分相当が残っていることになります。

現在の再造林率75％は、全国と比較しますと

高い水準にありますものの、目標には届いてお

りません。持続可能な森林・林業、木材産業を

目指す本県にとりまして、資源の確保は大変重

要でありますので、今後とも、国や市町村、森

林組合等と連携しまして、再造林対策にしっか

りと取り組んでまいります。

苗のほうでございますが、資○窪薗辰也議員

源循環型林業の実現を図るためには、先ほど答

弁がありましたように、しっかりと再造林に取

り組む必要があります。再造林に必要な杉等の

苗木についてでありますが、県内では、生産者

の苗畑で生産される従来の苗木に加え、近年、
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植付けが容易で、活着がよく、１年を通じて植

栽が可能なコンテナ苗の生産も進んでいるよう

です。

林業の現場では、林業従事者の減少による担

い手不足などが懸念されており、コンテナ苗の

ような効率的に植栽することが可能な苗木によ

る再造林の推進が重要であると考えます。

そこで、本県の杉苗生産の現状と、今後どの

ように取り組んでいかれるのか、お伺いいたし

ます。

本県では、令○環境森林部長（佐野詔藏君）

和元年度、568万本の杉苗木が生産され、県外に

も67万本を出荷する全国一の産地となってお

り、その中で、コンテナ苗は生産量全体の４分

の１を占めております。

今後とも、本県が産地を維持し、また適切な

再造林を推進するためには、需要の増加が見込

まれますコンテナ苗などの生産者の規模拡大

や、担い手の確保などが課題であると考えてお

ります。

このため、これまでもコンテナ苗につきまし

ては、ハウス等の施設整備への支援や、新規参

入に向けた試験生産経費の一部補助を行ってき

たところでありますが、来年度からは、これら

に加えまして、初期成長が早く、下刈り期間の

短縮が期待されるエリートツリーの母樹園造成

や、本県の杉の特徴であります花粉の少ない苗

木の県外への販路拡大に向けた市場調査や、モ

デル出荷などにも取り組むことといたしており

ます。

今後も、こうした取組により、苗木の安定供

給体制の整備や苗木生産の成長産業化につなげ

てまいりたいと考えております。

循環型林業については、高千○窪薗辰也議員

穂町の工藤謙一さんという方が、24日の宮日

「窓」の欄で「循環型林業へ択伐取り組む」と

して紹介されました。４世代で100年杉の森を造

ることができたといった内容で、循環型林業の

大切さを述べられていました。針葉樹は植栽か

ら伐採まで40年から50年の期間を要します。そ

の間、下刈りから除伐など長期間の労力と時間

を必要とします。

山の担い手不足、作業員の高齢化など再造林

が進まないなど問題もありますが、様々な工夫

をもって、本県の山林が持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）の達成へ少しでも貢献できますよ

う、さらに推進方、お願いしたいと思います。

よろしくお願いしたいと思います。

次に、自給粗飼料の件でございます。安定確

保についてお伺いいたします。

先日の日本農業新聞で、新型コロナウイルス

感染症の影響による船便の遅れで、牛の粗飼料

である乾牧草類の輸入が滞り、国内での供給に

逼迫感が出ているとの報道がありました。輸入

粗飼料の逼迫感が出ている地域は、本州が中心

で、粗飼料の自給率が高い本県では、現在のと

ころ問題はないようでありますが、本県でも今

後、動向を注視していく必要があると考えてい

ます。ただし、新型コロナウイルス感染症の影

響に限らず、海外での情勢変化に左右されな

い、国産の自給粗飼料をしっかり確保していく

ことが重要であります。国内でも県内でも、引

き続き自給粗飼料を安定して確保していく体制

が必要であると考えます。

一方で、畜産の現状を見ますと、高齢化や飼

養規模の拡大等で、なかなか自給粗飼料の生産

に労力が割けないといった課題もあり、飼料生

産部門の分業化、つまり、飼料生産を受託する

コントラクター組織の体制強化が必要であると

考えます。
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そこで、自給粗飼料の安定確保に向けたコン

トラクター組織の育成・強化について、農政水

産部長にお伺いいたします。

県内で○農政水産部長（大久津 浩君）

は、46のコントラクター組織が活動しており、

飼料生産の受託面積は約4,000ヘクタールまで増

加するなど、飼養規模の拡大と高齢化が進む畜

産経営での自給粗飼料の安定的確保に向けた分

業化におきまして、大変重要な役割を担ってお

ります。

一方、オペレーター不足や農地の点在による

作業効率の悪さ、さらには作業時期が重なるな

ど、組織運営上の課題もあり、これ以上の面積

拡大は難しいとの声も聞かれております。

このため県では、オペレーターの育成や農地

の集積・集約による作業の効率化を進めますと

ともに、今議会でお願いしております「牛・人

・草が紡ぐひなたの畜産魅力アップ事業」によ

り、コントラクター利用による経営的メリット

のＰＲと併せまして、受託圃場ごとの管理を見

える化し、組織間での作業調整等による受託面

積の拡大など、コントラクター組織の育成強化

に努めてまいります。

今後、高齢化、あるいは規模○窪薗辰也議員

拡大の対策としての大きな戦力となるコントラ

クターであります。今後ともよろしくお願いし

たいと思います。

次に、県立学校での新型コロナウイルス感染

症対策についてお伺いいたします。

昨年末に県立高校の部活動で集団感染が発生

しましたが、子供たちへの誹謗中傷がなかった

か、不安に思ったところです。いかなる場合で

も、誹謗中傷や不当な差別・偏見は決して許さ

れるものではありません。

いまだ経験したことのないコロナ禍におい

て、私たちの命を守るために第一線で奮闘され

ている医療・介護・福祉関係者やその家族に対

し、誹謗中傷やＳＮＳ上での心ない書き込みな

どが見られ、当事者の方々が深く傷ついておら

れるようでございます。

学校には、そのような方々の子供が在籍して

いると思いますが、新型コロナウイルス感染症

に係る誹謗中傷の防止や、偏見、差別等に対す

る県教育委員会の取組について、教育長にお伺

いいたします。

県教育委員会や学校○教育長（日隈俊郎君）

では、感染した生徒個人が特定され、傷つくこ

とがないよう、公表の内容や方法について必要

な配慮を行ってまいりました。

また、全ての公立学校に対しましては、誹謗

中傷の防止に関する文書を発出しまして、指導

の徹底を図るとともに、児童生徒及び保護者向

けに資料も配付するなど、未然防止に向けた啓

発を行ったところであります。

加えて、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーを増員いたしまして、各学

校における教育相談体制を充実いたしました。

さらに、これまでの電話相談に加えまして、

新たにＳＮＳ相談窓口の設置を進めるなど、子

供たちが学校以外でも相談できるような体制づ

くりに努めてまいります。

コロナ誹謗中傷。県では24○窪薗辰也議員

日、県内31団体の出席の下、「コロナ差別・中

傷を許さない」としたオール宮崎での共同宣言

が採択されました。シトラスリボン運動もその

一つであろうと思っているところです。

また、昨日の宮日には、施設での誹謗中傷が

あったといった記事がありましたが、今回の共

同宣言のとおり、県民が心を一つにして差別や

誹謗中傷をなくし、オール宮崎でこの国難を乗

- 196 -



令和３年３月２日(火)

り越えていくことが、宮崎の力を示すことにな

ろうと思います。

未然防止について、今後とも、ひとつよろし

くお願い申し上げまして、次の質問に入りま

す。

次に、第３波においては、福祉施設や繁華街

の飲食店におけるクラスターの発生が見られ、

県独自の緊急事態宣言を発令、対策が講じられ

ました。

クラスターの種類として、医療・福祉施設を

除くと飲食関連が最も多く、感染経路不明のも

のでも、その多くは飲食店経由であるとの国の

専門家の見解もあります。そのため、感染を拡

大させないためには、飲食店でのクラスター発

生防止が非常に重要であると思いますが、第４

波に向けた感染拡大防止対策の推進として、飲

食店でのクラスター発生を防ぐための「新型コ

ロナ対策「ガイドライン」等普及定着事業」で

は、何に、どう取り組んでいかれるのか、福祉

保健部長にお伺いいたします。

本事業におき○福祉保健部長（渡辺善敬君）

ましては、飲食店等の営業施設に食品衛生協会

指導員が巡回しまして、各営業施設に配付して

おりますチェック表に基づき、ガイドラインの

遵守状況を確認することで、飲食店における感

染拡大防止を図ることとしております。

また、飲食店の利用者である県民に対して

も、会食時における「みやざきモデル」など、

新しい生活様式をさらに定着させていくこと

が、感染拡大防止対策として大切であると認識

しておりますので、大型連休やお盆など、人の

動きが活発になる時期に合わせて、ＣＭや新聞

などにより、繰り返し啓発をしてまいります。

予防接種が始まりましたが、○窪薗辰也議員

始まったといっても、高齢者や一般県民に届く

のはまだまだ先のようであります。さらには、

感染力が強いと言われる変異株の感染も心配さ

れるところでございますので、しばらくはまだ

ガイドラインを遵守するなど、新しい生活様式

が定着するまで、ガイドラインの普及促進には

積極的に取り組んでいただくようにお願いした

いと思います。

引き続き、福祉保健部長にお伺いします。

現在、小林保健所長は都城保健所と兼務に

なっていますが、コロナ禍において、西諸・北

諸地域で同時に感染が発生したこともあり、対

応がどうだったか気になりました。

そこで、年末年始のコロナ発生時における小

林・西諸地域の保健所対応について、お伺いい

たします。

年末は、小林○福祉保健部長（渡辺善敬君）

・西諸地域の感染者はほとんどありませんでし

たが、年始には感染者が増加したことから、保

健所の対応として、都城保健所に他の保健所長

２名が応援に入りまして、小林保健所には元の

都城保健所長が常駐するなど、連携して体制を

強化しまして、感染拡大防止に全力で当たった

ところでございます。

また、迅速な検査を支援するため、本庁や小

林市の職員が応援に入り、感染拡大の収束に向

けて取り組んだところでもあります。

今後とも、保健所が感染防止対策に取り組む

ために必要な職員の応援態勢など、市町村や関

係機関の協力を得ながら、その機能の強化に努

めてまいります。

今後とも、ひとつ連携を取っ○窪薗辰也議員

て、よろしくお願いしたいと思っているところ

でございます。

実は、今年の１月７日の朝、私は次のような

電話を受けました。「私はコロナの濃厚接触者
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です。発熱などの症状があるが、どこに相談し

ていいのか分からない。小林保健所は年末・年

始は休みだったので、紹介された受診・相談セ

ンターでは、かかりつけの病院へ行ってくださ

いと言われましたが、かかりつけがなかったた

め、病院を複数紹介されただけだった」といっ

た電話だったと思います。濃厚接触者に当たる

場合は、保健所が疫学調査から特定した個人に

連絡をしています。また、発熱などの症状があ

る方は、まずは医療機関に相談して受診するこ

とを勧めています。

今後、小林・西諸の住民にとって不安がない

よう、これらの情報を広報・周知するなど、さ

らに徹底した対応をお願いしたいと思っている

ところでございます。なかなか、どこに相談に

行っていいのかというのが見えない、分からな

いというのが多いようでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

次に、人口減少問題でございます。

本県では、人口減少問題が県政の重要課題に

位置づけられていますが、本県で生まれた子供

の数は、平成元年には１万2,914人だったのが、

令和元年には8,043人となり、この30年間に１年

間の出生数が4,871人も減ったことになりま

す。35人学級で換算しますと、139クラスが減っ

たこととなります。

県では、令和３年度当初予算（案）の人口減

少対策では、令和元年度に創設した総額30億円

の基金等を活用し、146事業を提案。社会減・自

然減による人口減少抑制や、本県の未来を支え

る人材の育成、確保に関する取組を加速すると

しています。

今議会に、少子化対策の一環として「あった

か「ひなた」不妊治療応援パッケージ」という

不妊治療支援策を打ち出されていますが、その

中で新たな取組である「不妊治療支援環境づく

り事業」の目的とその内容について、福祉保健

部長にお伺いいたします。

これまで、県○福祉保健部長（渡辺善敬君）

におきましては、不妊治療に対しましては特定

不妊治療費の助成などを実施してきたところで

あります。

しかしながら、不妊治療を受ける方々にとっ

ては、こうした経済的な支援だけでなく、周囲

の温かい支えが必要であると認識しておりま

す。

このため、不妊治療支援環境づくり事業にお

いて、広く県民を対象に、不妊治療に関する理

解を深めるとともに、不妊治療に取り組む方々

を社会全体で温かく見守り、応援していく機運

を醸成していくための啓発を行うものでありま

す。

県としましては、この事業も含め、不妊治療

支援に関する事業や取組を一体的にまとめた

「あったか「ひなた」不妊治療応援パッケー

ジ」によりまして、不妊症で様々な悩みを抱え

る方々を総合的に支援し、少子化の改善につな

げてまいりたいと考えております。

厚生労働省は、新型コロナウ○窪薗辰也議員

イルスの感染拡大に伴い、来年の出生数が例年

以上に減る可能性があることが分かったと発表

いたしました。全国で、昨年までは90万人台を

割っていた出生数は、今年は80万人を切るとの

見方をしております。

妊婦の感染リスクや収入減が産み控えに影響

したと見ており、本県においてもその影響は

あったと思われます。結婚・出産・子育てがで

きる環境を整備することにより、出生率の向上

を図っていくことが求められております。

本県が将来にわたって活力を維持できる地域
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づくりを進めるため、今後とも人口減少対策に

努めていただきたいと思います。よろしくお願

い申し上げます。

以上、申し上げましたことをよろしくお願い

申し上げまして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

次は、坂本康郎議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎○坂本康郎議員

県議団の坂本康郎でございます。通告に従いま

して、質問をいたします。

私にとりまして今年2021年最初のうれしい話

題は、私の母校、創価大学の駅伝部が第97回箱

根駅伝におきまして、往路優勝、総合準優勝と

いう開学以来の快挙を成し遂げたことでありま

した。戦前の予想を大きく上回る後輩の活躍を

たたえるとともに、本県御出身の榎木和貴監督

の御尽力には、卒業生の一人として心から敬意

を表するものであります。

東京の八王子にあります創価大学のキャンパ

スには、「周桜」と名づけられた一本の桜の木

があります。それは今から46年前、母校の創立

者と、当時既に病床にあった晩年の周恩来の会

見に由来します。人民中国からの記事を引用し

ますと、

1974年12月５日の夜、周総理は病気を押し

て、２度目の訪中をしていた池田大作氏と会

見した。会談の中で周総理は、「50年前、桜

が満開のとき、私は日本を離れました」と、

昔を振り返った。それに対して池田氏は、

「桜が満開のとき、かつて住んでいらっ

しゃったところを再びお訪ねください」と言

うと、周総理はこう答えた。「そうありたい

のですが、恐らく実現は難しいでしょう」

会談は30分ほどの短いものだったが、周総

理の中日友好に対する熱意は、池田大作氏に

とって一生忘れることのできないものになっ

た。当時は中日両国が国交を回復したばかり

で、人々はどのように両国間の交流を進めて

いけばよいか分からなかった。

中日両国の努力で1975年、中国で最初の国

費留学生６人が創価大学に留学した。池田氏

は周総理をしのぶ気持ちと中日友好の象徴と

して、中国の留学生たちに、桜の植樹と、そ

の桜に「周桜」と名づけることを提案した。

1976年１月、周総理は亡くなった。そし

て、創価大学の「周桜」は、周総理を永遠に

しのぶ象徴になった。

と、この桜の木にまつわるエピソードがつづら

れています。

以来、創価大学では、学生らの手によって

「周桜観桜会」が毎年春に盛大に開催されてお

り、一昨年、40回目を数えました。

また、周恩来の故郷・江蘇州に開学した恩来

幹部学院との交流も進められ、昨年１月、最初

に中国で新型コロナウイルスの感染が拡大した

際には、創価大学から２度にわたってお見舞い

の手紙が出され、その後、日本国内で感染拡大

が深刻化し、医療物資が不足していることが伝

わると、学院の関係者が各所へ調達に回り、集

められたマスク5,200枚と非接触型の体温計４台

が、恩来幹部学院から創価大学へと届けられま

した。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始

まった昨年来、日中両国間では、マスクやゴー

グル、防護服などの医療物資が日本から中国

へ、その後、中国から日本へと、主に友好都市

や姉妹都市の関係を結ぶ都市の間で相互支援が

行われました。特に中国では、日本から届けら

れた物資と一緒に「武漢頑張れ！」「中国頑張

れ！」との応援メッセージとその行動に対し
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て、中国外務省が、「日本の皆さんからの温か

い支援と励ましの言葉に、心から感謝します。

私たちは感動しています。この御恩は決して忘

れません」と公式にツイートするなど、日本に

対する強い感謝の意を表す反応が多く見られま

した。

本県におきましても、丸山議長が会長を務め

られます県の日中友好協会と宮崎市日中友好協

会から、医療用手袋２万枚とマスク3,000枚が昨

年２月に武漢市へ、宮崎市からも、友好都市盟

約を結ぶ遼寧省の葫蘆島市へ、マスク１万枚と

防護服100着が、中国語で「葫蘆島頑張れ！」と

記されたメッセージと一緒に届けられました。

近年の米中対立などを背景にした「反中」や

「嫌中」の国際世論がある一方で、新型コロナ

ウイルス感染症を、国や立場を超えた共通の乗

り越えるべき課題として、日中両国の間で、相

手を思いやる真心の交流が行われたことに、私

は、ポストコロナ時代の両国の関係発展に少な

からぬ希望の光を見る思いがした次第です。

１月７日、県独自の緊急事態宣言を発令する

際に、知事は「心を一つに」という表現で、県

民へ理解と協力を呼びかけられました。

感染症の影響が長期化する中で、県内の様々

な状況、県民からの様々な声を踏まえて、この

言葉を選ばれたものと私は受け止めましたが、

改めまして、「心を一つに」という言葉に込め

られた意味、知事の思いをお伺いします。

壇上の質問は以上とし、以降は質問者席にて

行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。「心を一つに」という言葉に込めた思いで

あります。

新型コロナウイルスとの闘いが続く中で、私

の頭の中には常に口蹄疫の経験がありました。

当時、次々と感染が拡大し、都道府県で初とな

る「非常事態宣言」を発令するほど困難な事態

に直面しましたが、県民総力戦でウイルスの封

じ込めに取り組み、終息させることができまし

た。

くしくも、あれから10年、再び見えないウイ

ルスの爆発的な感染拡大による歴史的な危機に

直面し、感染への不安や先が見えないことの不

安が募る中で、私は、口蹄疫を乗り越えてきた

本県だからこそ、県民が再び心を一つにし、ウ

イルスの脅威に立ち向かえば、必ずや今回の危

機も乗り越えることができると確信しておりま

した。

本県は人口や経済規模も小さい県ではありま

すが、県民がまとまることにより、しっかりと

立ち上がってくることができる、そういうしな

やかな強さがある、そのように感じておりま

す。

そんな思いの中で、緊急事態宣言発令の際

に、県民の皆様に対し、一致団結して感染防止

行動に取り組むことを強く呼びかけたものであ

ります。

先ほど、駅伝の話がございました。たすきに

思いを込めて心を一つにして取り組む、この駅

伝も同じようなもの。我が国でこれだけ人気を

誇り、私たちの心を打つ、その駅伝のその姿に

も何かヒントがあるように思います。改めて、

創価大学の快挙に、心よりお祝いを申し上げま

す。

いましばらくは、コロナと共に生きる社会が

続くわけであります。コロナに続いて、新たな

感染症への備えというものも大事になってまい

ります。

今後とも私が先頭に立ち、県民一丸となって

この難局を克服し、「感染症に強い社会」を築
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いてまいりたい。そのような決意を抱いており

ます。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○坂本康郎議員

た。

昨年の６月議会の一般質問におきまして、感

染第１波への県の対応について、知事へも指摘

を含めた質問をさせていただきました。

第３波への対応では、知事のリーダーシップ

やスピード感、工夫がよくなされた情報発信な

ど、県の対応に一定の評価をしております。た

だ、なかなかそれが全ての県民に伝わらない難

しさ、理解につながらないもどかしさもあるも

のと想像しますが、コロナ禍の影響で、県内の

多くの方たちが生活に困難を来し、不安を抱え

続けている状況にあることをよく理解していた

だき、知事におかれましては、今後も県民の心

に届くメッセージを発信し続けていただきます

よう、お願いいたします。

次に、緊急経済対策についてお伺いします。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対

策について、県は当初、初期段階を緊急支援

フェーズとし、感染収束をめどに、Ｖ字回復

フェーズへ移行させるという位置づけで、２段

階の施策の方向性を示していました。

このＶ字回復という見方は、今も継続してい

るのか、県が感染収束後にどのように経済再生

を図ろうとしているのか、今後の方針を総合政

策部長にお伺いします。

「Ｖ字回復」○総合政策部長（渡邊浩司君）

という言葉は、昨年４月に国が決定した緊急経

済対策におきまして、コロナ収束後の反転攻勢

を象徴する表現として使われたものでありま

す。

その後、収束が見通せない中決定された12月

の経済対策では、来年度中にコロナ前の水準に

回復させるという、堅実な内容に変わってきて

おります。

本県ではこれまで、資金繰り支援や消費喚起

など、経済や雇用の下支えを中心に取り組んで

きたところでありますが、今後は、これらの取

組に加え、デジタル化による暮らしや産業のイ

ノベーション、新たな人の流れを捉えた、本県

ならではの新しい働き方の推進など、コロナで

生じた変化等に対応する施策を強化し、着実な

回復と成長を目指して取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、ポストコロナ時代に向○坂本康郎議員

けた施策について、７月の補正予算で「ポスト

コロナ時代における本県のあり方調査事業」が

事業化されています。取組の内容と調査・分析

の結果が今後どのように展開されていくのか、

総合政策部長にお伺いします。

「ポストコロ○総合政策部長（渡邊浩司君）

ナ時代における本県のあり方調査事業」では、

コロナがもたらした国内外の社会変化と本県へ

の影響や、コロナ後の社会の在り方について深

い知見を有する有識者へのヒアリングですと

か、知事をはじめとする幹部職員との意見交換

等を行っていただいたところでございます。

これまでの調査により、デジタル化の加速や

地方への関心の高まりなど、これまで一般的に

指摘されている現象のほか、地域循環や健康、

文化等に着目した産業をはじめ、身近なコミュ

ニティーの重要性など、「新しいゆたかさ」の

実現を目指す本県にとりまして、大いに共感で

きる視点も見えてまいったところであります。

本調査の最終報告は、今年度末に取りまとめ

る予定でありまして、調査結果は、新たな長期

ビジョンの策定に当たっての基礎資料として活

用したいと考えております。
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６月の一般質問で、感染第１○坂本康郎議員

波における県の、特に支援策の情報発信の在り

方について質問をさせていただきました。

その後、どのように強化・改善されているの

か、総合政策部長にお伺いします。

県では、新型○総合政策部長（渡邊浩司君）

コロナ対策を最も重要な広報テーマとして位置

づけ、様々な媒体の特性を生かしながら、迅速

かつ分かりやすい情報発信に努めてきたところ

であります。

特に、県のホームページでは、昨年５月に特

設サイトを開設し、感染予防対策や地域経済対

策などの情報を集約するとともに、感染状況を

図やグラフで見える化するなど、日々工夫や改

善を図りながら、利用者目線に立ったページづ

くりに取り組んでまいったところであります。

さらに、昨年８月には、国内利用者数が8,400

万人を超え、幅広い年代に利用されております

ＬＩＮＥを新たな広報媒体として導入し、より

多くの県民の皆様に情報が届くよう努めている

ところであります。

今後とも、広報紙やテレビはもとより、あら

ゆる広報媒体を活用しながら、県民の皆様に、

丁寧できめ細かな情報発信に取り組んでまいり

たいと考えております。

２月１日付の宮崎日日新聞○坂本康郎議員

に、「制度に救われた」という高齢男性を扱っ

た記事が掲載されました。内容を要約します

と、この高齢男性はアパートに一人暮らし、コ

ロナ禍の影響で月収は１万円を切り、年金を合

わせても生活費を賄えず、所持金は底をついて

「このまま死ぬしかない」と思い詰めていたと

きに、自宅のポストに「生活福祉資金貸付制

度」を紹介するチラシが届いて、貸付金を申請

して生活をつなぐことができたという内容であ

ります。

私も昨年、県や市のホームページから今必要

とされている支援策をまとめた、お手製のチラ

シを地域へ配布してみましたが、自分で配って

みて、支援が必要な、本当に生活に困っている

方や高齢者へは、情報があまり行き届いていな

いことを実感として持っております。

高齢化という社会変化や、コロナ禍による長

期の経済的な影響を考慮し、情報が必要な人に

ちゃんと行き届くような情報発信の在り方、方

法を引き続き検討して示していただきますよ

う、よろしくお願いいたします。

次に、商工観光労働部長にお伺いします。

昨年11月に、内閣府の有識者会議「コロナ禍

の女性への影響と課題に関する研究会」が、コ

ロナ禍で困難に直面する女性を支えるための緊

急提言を行いました。この提言の中で、感染症

の拡大は特に女性への影響が深刻で、「女性不

況」の様相を呈していること、女性就業者数が

多いサービス産業などが受けた打撃は極めて大

きく、女性の雇用環境が厳しい状況にあること

が指摘されています。

私も、飲食店のパート勤務が止まったり、仕

事の激減で人余り状態になり、退職を余儀なく

されたという女性の方たちからのお話を伺って

おります。

コロナ禍による県内の女性就業者への影響と

就業支援について、お伺いします。

総務省の○商工観光労働部長（松浦直康君）

統計によりますと、これは全国のデータであり

ますけれども、非正規雇用者数は、令和２年の

平均で2,090万人と、前年比で75万人減少してお

ります。

非正規雇用者は女性の割合が高いことから、

本県においても、新型コロナウイルス感染症の
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影響が少なからずあるものと考えておりまし

て、昨年10月に開設いたしました「みやざき女

性・高齢者就業支援センター」でも、これまで

に、新型コロナウイルス感染症の影響で離職さ

れた女性11名から相談を受けているところであ

ります。

県といたしましては、引き続き、当センター

において、離職を余儀なくされた女性の再就職

支援に取り組みますほか、職業訓練におきまし

ても、託児サービス付のコースを設けるなど、

一人一人の状況に応じた就労支援を図ってまい

ります。

経済対策を立案する際に、県○坂本康郎議員

内の経済状況や県民の生活実態を把握するため

の調査と分析は、このコロナ禍にあっては、ひ

ときわ重要だと考えます。本県ではどのように

行っておられるのか、商工観光労働部長にお伺

いします。

議員御指○商工観光労働部長（松浦直康君）

摘のように、施策を実施していく上で、その効

果を十分に発揮させ、また県民の皆様の理解を

得ていくためには、客観的なデータ等による調

査・分析を事業構築に生かすことは極めて重要

であると認識しております。

一方、新型コロナの経済対策では、事業者へ

の給付事業など、スピード感を持って取り組む

必要があったことなどから、県内企業の動向に

係るアンケート調査や、民間調査機関の既存の

調査データ等を参考にしつつ、市町村や業界団

体等の声にも力点を置いて取り組んできたとこ

ろであります。

今後、ポストコロナを見据え、中長期的な視

点から、経済回復の取組や事業者への支援など

が求められてまいりますので、必要な調査・分

析を行い、実効性のある経済対策を講じてまい

ります。

今や企業におきましては、事○坂本康郎議員

業を継続していくために、まさに生き残りをか

けてデータやＡＩを駆使した市場調査や研究開

発にしのぎを削っていることは、皆さん御承知

のとおりであります。

感染症という未曽有の事態に影響を受ける県

内の経済を守るために取られる経済対策には、

何よりも施策の成果と即効性が求められ、県民

の理解と協力を得る必要もあります。

コロナの影響で打撃を受ける県内事業者を支

援するための「応援消費活性化事業」をはじ

め、新型コロナ禍の県の経済対策には、県民の

応援消費を見込んで立案されたと思われるもの

が、直近の補正予算や新年度当初予算案の中に

も見受けられます。

私は応援消費に異を唱えるものではありませ

んし、冒頭に申し上げましたように、コロナ禍

だからこそ、相手を思いやる行動、心を一つに

した取組は大変重要だと考えております。

ただ一方で、例えば10年前の東日本大震災に

ついて、第一生命経済研究所の調査では、震災

直後は６割以上の人が被災地への応援消費、支

援消費を意識していましたが、１年半後の調査

では、「意識していない」が「意識する」を上

回る結果になっています。

この長期化する新型コロナの影響下で、生活

福祉資金の利用が１万件を超え、共稼ぎで生活

してこられた家庭では、奥さんの雇用が不安定

になっているという状況の中で、県民の応援消

費のマインドにどこまで期待できるのか、ここ

は大変評価が難しいところです。

経済対策の大事な一手として、それが確実に

成果を上げるためには、県として、より正確な

現状分析が必要なのではないかと考えるため、
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ここで取り上げました。ぜひ御一考いただきま

すよう、お願いいたします。

次に、農政水産部長にお伺いします。

卒業式や入学式をはじめ、式典やイベントの

中止により、県内の花卉栽培農家へも大変深刻

な影響がありました。「みやざき花いっぱいプ

ロジェクト2020」の取組とその効果についてお

尋ねします。

このプロ○農政水産部長（大久津 浩君）

ジェクトは、コロナ禍で影響を受けております

花卉業界を応援するため、国の事業や県民の

方々の協力を得まして、昨年３月より取り組ん

でいるところでございます。

具体的には、公共施設、空港、ホテルなど県

内340か所で、コチョウランや菊等の定期的な展

示、自宅で花束等を作る「花育」と、母の日や

お彼岸等で使う、季節の花々の応援消費、さら

には、この春、高等学校の卒業生の皆さん

約8,900名に、スイートピーの贈呈等を行ってい

るところでございます。

生産者の皆さんからは、「厳しい販売環境の

中での年間を通じた取組で、ありがたい」「今

後も継続してほしい」などの声を伺っており、

また一方、県民の方々からは、「心が癒やさ

れ、気持ちが明るくなった」など、感謝の言葉

も届いているところでございます。

歓送迎会の中止や冠婚葬祭等の縮小等で、花

卉の需要が減少する中で、多くの方々に花の魅

力を伝え、消費拡大にもつなげることができ、

このプロジェクトにつきましては、一定の効果

があったものと考えているところでございま

す。

年末に宮崎市内の花屋さんを○坂本康郎議員

訪ねた際に、このような話を伺いました。「コ

チョウランなど入荷する花が品薄になってい

る。また、コロナの影響で花が余っているはず

なのに、仕入価格が高止まりしている。「花

いっぱいプロジェクト」で、生産者から直接買

い付けしているせいではないか」と、この花屋

さんはおっしゃるのですが、同プロジェクトの

花卉小売店との連携はどうされているのか、農

政水産部長にお伺いします。

本プロジェ○農政水産部長（大久津 浩君）

クトにつきましては、県内の市場や小売店、生

産者団体等で構成します「みやざき花で彩る未

来」推進協議会が中心となって事業に取り組ん

でいるところでございます。

取組の中で、公共施設等での展示や、花束を

作る「花育」等につきましては、花の知識が豊

富で、装飾等に関するノウハウを持っていらっ

しゃる小売店等が主体となって実施されており

ます。

また、応援消費につきましては、県産花卉

を、彩りよくふんだんに使うアレンジメントフ

ラワーなどの販売が主であるため、市場と小売

店等が緊密に連携しながら取り組まれておりま

す。

今後とも、生産者をはじめ、市場や小売店な

ど県内の花卉業界による、一層の連携を推進い

たしまして、需要喚起と消費拡大対策に、しっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

式典やイベントの中止で花の○坂本康郎議員

需要がなくなった影響は、生産農家はもちろん

ですが、これまで商流にあった小売店へも及ん

でおります。商工観光労働部と連携を取ってい

ただき、引き続きプロジェクトの対象範囲への

配慮をしていただきますよう、お願いいたしま

す。

次に、「新型コロナウイルス感染対策事業」

の中で、４月の補正、６月の追加補正、７月、
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９月、11月の補正と５回にわたって、ＰＣＲ検

査体制の強化が図られ、予算化されてきまし

た。この１年間で検査体制がどのように強化さ

れてきたのか、福祉保健部長にお伺いします。

県では、新型○福祉保健部長（渡辺善敬君）

コロナについての検査実施件数を増やすこと

や、検体採取を身近に行えるよう、検査機関や

医師会等と連携して進めてきたところです。

その結果、行政検査数は、昨年３月の県衛生

環境研究所での１日24件から、現在は宮崎市保

健所と合わせて300件になったところです。

また、保険適用検査、地域で検体採取を集中

的に行えるよう、県内６か所に地域外来検査セ

ンターを設置するとともに、地域の身近な医療

機関で診療や検査ができる診療・検査医療機関

を378か所指定いたしました。

また、抗原検査キットによる検査や民間検査

機関での検査を合わせますと、全体として、１

日最大4,500件の検査需要に対応できる体制を整

備しておりますし、実績としても、最も多い日

で１日1,302件となっております。

今現在、発熱等の症状がある○坂本康郎議員

場合、速やかに検査を受けられる状況にあるの

か、福祉保健部長にお伺いします。

新型コロナの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

感染拡大を防止するためには、発熱等の症状が

あれば、早めに医療機関を受診するよう広く呼

びかけているとともに、医療機関に対しまして

も、県医師会と連携して、速やかな検査の実施

をお願いしているところであります。

発熱等の症状がある場合には、まずは身近な

医療機関に電話相談を行っていただき、診療・

検査医療機関であれば、その医療機関で、そう

でない場合は、紹介された医療機関で医師の診

察の下、新型コロナの検査を行うこととなりま

す。

また、受診や相談する医療機関に迷うとき

は、新型コロナ感染症受診・相談センターに電

話していただければ、診療・検査医療機関を御

紹介いたします。

今後、ワクチン接種が進むに○坂本康郎議員

つれ、感染収束の出口が、よりはっきりと見え

てくるものと想像はしていますが、それでも当

分の間は、「うつらない」「うつさない」ため

の感染防止行動が求められることに変わりはあ

りません。

特に、新型コロナ特有の無症状者の存在を考

えますと、クラスターが危惧される高齢者施設

の関係者をはじめ、何らかの理由で自主的に検

査を希望する人には、発熱などの症状だけに限

らず、あらゆる感染の可能性を視野に入れた、

より積極的な行政検査・保険適用検査の実施が

行われることを望みます。

次の質問に移ります。

感染拡大の影響で１年順延となりました第81

回国民スポーツ大会と同時に、2027年（令和９

年）に開催が予定されます第26回全国障害者ス

ポーツ大会につきまして、同大会が本県で開催

される意義を、大会の会長を務められます知事

にお伺いします。

全国障害者スポーツ大○知事（河野俊嗣君）

会が令和９年に本県で開催されますのは、昭

和54年以来、実に48年ぶりとなります。前回は

身体障がい者のみを対象とした全国大会であり

ましたが、今回、本県としては初めて、身体・

知的・精神の障がいのある方が一堂に会する大

会として開催できますことは、大変意義深く、

貴重な機会であると認識しております。

また、開催に向けて、練習拠点や競技用具の

整備、指導者やボランティアの養成などの選手
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を取り巻く環境を充実させていくことで、障が

いのある方がスポーツに親しむ機会を創出し、

障がい者スポーツの振興を図ること、ひいて

は、その社会参加がより推進されることにつな

がるものと考えております。

また、大会においては、交流機会の拡大はも

とより、全力でスポーツに取り組む姿や、大会

に関わる方がいきいきとサポートする姿を全国

に発信することで、障がいに対する理解がより

深まり、互いを尊重し、共に支え合う社会づく

りに取り組んでまいります。

県民の「障がいへの理解促○坂本康郎議員

進」と「障がい者の社会参加の推進」につい

て、これからどのように取り組んでいかれるの

か、知事にお伺いします。

本県はこれまでも、心○知事（河野俊嗣君）

のバリアフリー及び物理的なバリアフリーを推

進してまいりました。障がいへの県民の理解促

進及び障がい者の社会参加推進に取り組んでま

いりました。

障がいにも、身体・知的・精神など様々な種

類があります。また、同じ障がいでも人によっ

て特性が異なり、障がい者一人一人の特性等へ

の理解・尊重は、地域で共に暮らす共生社会に

は不可欠であると考えております。

生活支援・保健医療・雇用など、障がい者支

援に係る様々な分野においても、そのことを

しっかりと認識し、障がいのあるなしに関わら

ず、誰もが地域の一員として活躍できる社会の

実現に向けて、全力で取り組んでまいります。

今年、本県で開催予定の国文祭・芸文祭、ま

た東京オリンピック・パラリンピックも開催さ

れます。さらに、令和９年の全国障害者スポー

ツ大会、こうした文化やスポーツのイベントを

通じて、県民の障がいへの理解及び障がい者の

社会参加につなげてまいります。

関連して、障がい者福祉につ○坂本康郎議員

いて質問を続けます。

一昨年の法改正によって、障がい者手帳の

カード化が、都道府県の判断でできるようにな

りました。従来の紙製の手帳では耐久性が弱

く、擦り切れたり、水にぬれて傷んでしまうと

いう問題があり、プラスチック製のカードにし

てもらいたいという要望を、障がい者の方たち

から伺っています。

既に大分県や佐賀県など導入が進んでいるよ

うですが、本県の今後の予定について、福祉保

健部長にお伺いします。

現在の障がい○福祉保健部長（渡辺善敬君）

者手帳につきましては、「紙でできており損傷

しやすい」や、「携帯に不便だ」などの御意見

があり、カード化を望む声があることは承知し

ております。

一方、カードにすることでサイズがコンパク

トになり、記載できる情報量の制約が懸念され

ることですとか、既にカード化を導入した他県

からは、カード作成のための機材購入や、その

後の保守メンテナンスに相当額経費を要するこ

とになるというふうにも伺っております。

今後は、耐久性や持ち運びやすさ以外にどの

ようなメリットがあるのか、想定されるデメ

リット等も含め、他県と情報交換をしながら検

証してまいりたいと考えております。

発達障がいの子供を持つ保護○坂本康郎議員

者の方、日頃関わっておられる関係者の方たち

から、大変様々な御意見、御要望をお伺いしま

した。皆さんが、発達障がいの子供に対して、

成長に応じた切れ目のない支援と、専門的な知

識に基づいた適切な支援を受けさせてもらいた

いと願っていらっしゃること、本県の現状にそ
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れなりの不安と不満を持っていらっしゃること

を感じています。

発達障がいにつきましては、昨日、岩切達哉

議員も取り上げていらっしゃいましたので、重

複を避けて質問いたします。

発達障がいは、生まれつきの脳の障がいによ

り、言語、コミュニケーション、社会性などの

発達に何らかの特性があることによって生じる

不適応状態のことで、一人一人に特性の違い、

特徴があり、個に応じた支援を行うことで行動

を直していくことができるとされております。

そのためには、家族や周囲の人が、正しい知

識と理解を持って、子供が発達障がいであるこ

とに早く気づくこと、幼児期から遅くとも小学

校の低学年までの間に子供の発達障がいに気づ

いて、早めのサポートを行うことが大変重要で

す。

県では、子供が発達障がいであることに早く

気づくためにどのような取組を行っておられる

のか、保護者への理解・啓発の取組も含めて、

福祉保健部長と教育長にお伺いします。

県が30年度に○福祉保健部長（渡辺善敬君）

実施した調査結果では、子供の特性に気づいた

のは「保護者」との回答が最も多く、子供に一

番身近な保護者への正しい理解に向けた啓発は

重要だと考えております。

このため、外見では分かりにくい発達障がい

の特性等の周知や、保護者の会による講演会の

開催、リーフレットの配布などにより、保護者

が早期に子供の特性に気づくことができるよ

う、理解・啓発に努めているほか、４月の発達

障害者啓発週間では、庁舎等のブルーライト

アップなど、広く県民向けの啓発も行っており

ます。

また、３歳児健診や保育所、学校などでの気

づきもありますので、県発達障害者支援セン

ターでは、保健師や保育士、教員等を対象にし

た研修なども実施しております。

教育部門では、学校○教育長（日隈俊郎君）

において教員が最も長く子供と接しているた

め、発達障がいにより、学習や生活の困難さが

ある児童生徒にできるだけ早く確実に気づくこ

とができるよう、全ての教員の研修の充実に努

めているところであります。

また、各学校において指名された特別支援教

育コーディネーターが中心となりまして、発達

障がいについて、保護者向けの通信の発行やＰ

ＴＡ総会での説明など、保護者の理解が深まる

よう啓発を行っているところであります。

発達障がいの子供さん本人を○坂本康郎議員

主体に考えますと、周囲の無理解・無認識が理

由で早期発見・早期支援が受けられないため

に、その後の学校生活や社会生活に困難を来

し、さらに二次障害につながってしまうのは、

大変不幸なことだと思います。その意味で、支

援への入り口である早めの気づきのための体制

強化と、身近な保護者への専門的な知識を持っ

たサポートを、今後も充実・強化させていただ

きますようお願いいたします。

次に、発達障がいの子供が就労する際に、受

け入れる企業にも、合理的配慮や個に応じた支

援について理解がなければ、一般就労にはハー

ドルが高いと思われますが、県内企業への理解

啓発の取組を福祉保健部長にお伺いします。

発達障がい者○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の就労につきましては、企業側の理解が重要で

あることから、県では、障がい者法定雇用率の

対象となる約800社を含む約1,800社に、発達障

がい者の雇用を働きかけておりまして、検討し

ている企業に障がいへの理解を深めるためのセ
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ミナーを実施しております。

セミナーでは、障がいの特性やコミュニケー

ションの取り方などの説明のほか、実際に発達

障がい者を雇用している経営者などからの、企

業側が配慮すべき事項や工夫の事例紹介を行っ

ております。

また、参加企業には、県で作成した、雇用に

向けてのガイドブックや受入れの際のマニュア

ルを配布しております。

今後とも、宮崎労働局等の関係機関と連携

し、引き続き、企業の発達障がいへの理解の促

進に努めてまいります。

最初に申し上げましたよう○坂本康郎議員

に、保護者の方、関係者の方たちから様々な御

意見を伺いました。恐らく、日頃から教育委員

会の窓口へも声が届いているものと思います

が、保護者や関係者の皆さんからの意見・要望

についてどのように対応していらっしゃるの

か、教育長にお伺いします。

発達障がいのある子○教育長（日隈俊郎君）

供に関する保護者の方などからの要望等につい

ては、数多くいただいているところでありま

す。これらの意見、要望等につきましては、現

状を把握するための貴重な御意見とさせていた

だきまして、県教育委員会の施策の立案や、事

業を構築する際に生かしているところでござい

ます。

特に、発達障がい教育に関する事業といたし

ましては、本年度より、文部科学省の委託を受

けまして、「みやざきの発達障がい教育推進事

業」を実施しているところでございます。

本事業では、発達障がいに関する学校の教育

力や教員の指導力の向上、保健や福祉、労働な

どの関係機関との連携を深めることを通しまし

て、児童生徒の特性に応じた、切れ目のない支

援の充実を図ることとしております。

ここまで発達障がいについて○坂本康郎議員

取り上げましたが、障がいを持つ子供の親御さ

んたちの一番の不安は、子供の将来についての

不安です。自分たちがいる間はともかく、死ん

でいなくなった後、この子がちゃんと生きてい

けるのか、たまらない思いで悩んでいらっしゃ

る方が本当にたくさんいらっしゃいます。

先ほど知事に御答弁いただきましたが、そう

した方たちの目線に立って、障がい者御本人や

御家族の安心につながる、障がいへの理解促進

と障がい者の社会参加の推進に取り組んでいた

だきますよう、よろしくお願いいたします。

次に、男女共同参画について質問いたしま

す。

本県における直近の地方議会選挙で、女性の

立候補の状況を選挙管理委員長にお伺いしま

す。

平成31年４○選挙管理委員長（茂 雄二君）

月に行われました統一地方選挙では、県議会及

び16の市町村議会で選挙が執行されたところで

すが、各選挙の候補者数における女性候補者の

割合は、県議会で8.7％、市議会で11.4％、町村

議会で9.9％、全体で10.5％となっております。

また、市町村議会の選挙のうち女性の立候補

がなかった市町村は、16市町村中３町村となっ

ております。

「政治分野における男女共同○坂本康郎議員

参画の推進に関する法律」が平成30年に施行さ

れ、県や市町村には、実態の調査や環境の整備

など施策の策定と実施努力が求められていま

す。

ここでは１点だけ、候補者の住所の公開につ

いてお伺いします。候補者の自宅の住所は公報

その他で、これまで公開をされてきました。し
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かし、社会的な個人情報への意識の変化や、特

に女性においては、一人暮らしのケースなども

想定して配慮すべき点は多く、早急に見直しが

必要ではないかと考えます。選挙管理委員長に

御見解をお伺いします。

立候補の届○選挙管理委員長（茂 雄二君）

出があった際には、公職選挙法により、直ちに

その旨を告示することとされており、告示事項

には住所も含まれているところです。

しかしながら、このことが立候補への支障と

なり、女性議員が少ない一因でもあるとの指摘

を受けまして、昨年７月に国の取扱いが改めら

れ、国政選挙においては、住所の市区町村まで

告示することとなりました。

また、地方議会及び長の選挙につきまして

は、市区町村または町字までとするなど、実情

を勘案して、地域で判断することとされたとこ

ろであります。

地域の代表を決める選挙において、候補者が

どこに住んでいるかは投票の判断材料の一つに

なることも考えられますが、一方で、プライバ

シーへの配慮も重要ですので、県の選挙につき

ましても、今回の見直しを踏まえた検討を行っ

てまいります。

この「政治分野における男女○坂本康郎議員

共同参画の推進に関する法律」では、政党、政

治団体にも、女性の候補者数の確保に自主的な

努力が求められています。

私ども公明党では、党所属の全国の地方議

員、国会議員の合計2,970名のうち女性議員

が946名、割合で31％強と、選挙時の候補者数に

おいてもほぼ同じ割合を保っており、今後ます

ます女性議員の果たす役割は大きいという認識

に立っております。本県におきましても、法律

の目的に沿った施策の実施に努めていただきま

すよう、お願いいたします。

次に、危機管理統括監に、県の防災会議を構

成する女性委員の割合と今後の確保について、

取組をお伺いします。

都道府県防○危機管理統括監（藪田 亨君）

災会議における女性委員の割合につきまして

は、国において、2025年までに30％とする目標

が定められておりまして、昨年４月１日時点

で、全国平均16.1％に対しまして、本県は16.4

％となっております。

防災会議の委員につきましては、災害対策基

本法で組織や役職が定められているものが多

く、その定められたポストに女性が少ないこと

が、女性委員の割合が伸びない要因の一つであ

ると言われております。

県といたしましても、男女共同参画による防

災の取組を進めていく観点から、女性委員の確

保は大変重要であると認識しておりまして、知

事が任意で任命することができる、県や指定公

共機関の役職員のほか、学識経験者などの委員

につきまして、さらなる女性委員の登用に努め

てまいりたいと考えております。

地方の防災会議に占める女性○坂本康郎議員

委員の割合について、30％という国が示した目

標は、当初は昨年2020年までに達成する目標と

されておりました。それがなかなか成果が出な

いために、５年間延長されたものです。

なぜ防災において男女共同参画を進めなけれ

ばならないか、それは過去の阪神淡路大震災や

東日本大震災から得られた教訓によるところも

大変大きいことから、県民の安全安心のための

必達目標として、構成員を見直し、「女性の出

席が３割に満たないと会議は成立しない」とい

うぐらいの思い切ったルールを決めてでも達成

をしていただきたいと思います。
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本県におきましては、７市町村でいまだに女

性委員が一人もいないことが報じられていま

す。ここは県が率先して速やかに決定して、実

行していただくことを求めます。会長である知

事にもぜひ御一考いただきますよう、よろしく

お願いいたします。

昨年９月、台風10号の接近に伴い、私が住む

宮崎市でも、市の全域に避難勧告が出されまし

た。当初、この台風は過去最強クラスとの予測

も出され、多くの方が避難所へ向かわれたわけ

ですが、寝たきりの高齢者や障がい者など、自

力での避難が難しい災害弱者の方たちから、

「避難したくても避難できない」との声を伺い

ました。

これらの避難行動要支援者に対して、国は、

要支援者ごとの個別計画の作成を指針で示して

いますが、現状ではあまり進んでいないように

見えます。避難行動要支援者の避難対策につい

て、県の取組を危機管理統括監にお伺いしま

す。

本県を含め○危機管理統括監（藪田 亨君）

全国で避難行動要支援者名簿の作成が進む一

方、名簿と併せまして策定が望まれております

要支援者ごとの個別計画につきましては、その

策定が遅れている状況にございます。

このため国では、災害対策基本法の改正によ

りまして、計画策定を市町村の努力義務とする

予定と伺っております。

本計画策定には、本人の心身や生活実態等の

情報が必要でありますことから、福祉専門職や

民生委員などの日常の支援者と、災害時に身近

に存在する地域住民などとの連携が大変重要で

あり、市町村は個々の実態と地域の実情を見な

がら対応していくことになると考えておりま

す。

県といたしましては、市町村や関係機関と連

携を図りながら、個別計画等に係る研修会の実

施や自主防災組織の育成、避難経路の整備支援

などを通じまして、要支援者の避難対策を総合

的に推進してまいりたいと考えております。

一昨年６月の一般質問で、公○坂本康郎議員

立学校の緊急地震速報受信システムの設置状況

など、地震発生時の初動対応への備えについて

質問をいたしました。その後の状況と課題につ

いて、教育長にお伺いします。

令和元年度の文部科○教育長（日隈俊郎君）

学省の調査によりますと、緊急地震速報受信シ

ステムの設置に関して、本県の県立学校では100

％となっておりますが、市町村立中学校で

は34.4％、小学校では25％となっております。

なお、その他の小中学校においては、市町村の

防災行政無線を活用するなど、様々な対策が講

じられていると聞いております。

地震発生に際しては、いち早く情報を受信

し、速やかに児童生徒の避難行動につなげる体

制づくりが重要であります。県教育委員会とい

たしましては、地震情報の受信状況について、

さらに詳しく把握するとともに、各学校におい

て、一層、安全対策が推進されるよう、関係部

局や市町村との連携に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、県営住宅の整備方針に○坂本康郎議員

ついて、県土整備部長にお伺いします。

県営住宅につ○県土整備部長（明利浩久君）

きましては、平成18年度に策定しました「宮崎

県住生活基本計画」に、高齢者や障がい者を含

む住宅に困窮する低額所得者の方に対しまし

て、安心して暮らすことができる低廉な賃貸住

宅を提供する住宅セーフティーネットの中核と

して位置づけております。
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現在、その整備につきましては、県営住宅長

寿命化計画に基づきまして、昭和40年代の老朽

化した狭小な住宅の建て替えや、将来的な管理

コストの縮減のため、予防保全の取組として、

既存住宅の計画的な改修も実施しているところ

であります。

現在、県営住宅へ入居を希望○坂本康郎議員

されている方たちから、「入居募集が出されて

も、応募が集中してなかなか希望どおりの入居

ができない」という声を大変たくさん伺ってお

ります。

背景には、高齢で足が悪いため階段を利用す

ることが困難なことから、エレベーターが備

わっているところや、低層階、特に１階の部屋

に申込みが集中すること、加えて、高齢で配偶

者に先立たれた方にとっては、単身者の入居枠

がまだ限られていることなどが考えられます。

社会の高齢化が進む中で、今後どのように取

り組んでいかれるのか、県土整備部長にお伺い

します。

高齢者等への○県土整備部長（明利浩久君）

対応につきましては、建て替え及び改修時にお

きまして、トイレや浴室への手すりの設置、室

内の段差解消等のバリアフリー化を図るととも

に、３階建て以上の建物につきましては、エレ

ベーターの設置を行っているところでありま

す。

また、近年応募が増加しております高齢単身

者等への対応につきましては、平成30年から入

居が可能となる対象住戸を拡大してきたところ

でございまして、引き続き応募状況を注視して

まいります。

今後も、高齢者等に十分配慮しました県営住

宅の提供に努めてまいります。

以上で、本日用意しました全○坂本康郎議員

ての質問を終わります。御答弁いただきありが

とうございました。（拍手）

以上で午前の質問を終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○徳重忠夫副議長

きます。

次は、日髙陽一議員。

〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ○日髙陽一議員

んにちは。今日も晴れの予報が晴れました。宮

崎のひなた、日髙陽一です。一般質問２日目、

午後一番ということで、どうぞよろしくお願い

いたします。

今日からちょうど１か月前、父が天国へと旅

立ちました。危篤になったときがちょうど本会

議中ということで、皆さんには大変御迷惑をお

かけいたしました。父は生前、とにかく自分よ

りも人のことを思う、そういう父でありまし

た。友人が困っていたら、自分のことを置いて

駆けつけるというような人でした。父の葬儀に

本当にたくさんの方にお越しいただき、父の友

人が、父の名前を呼びながら、大粒の涙を流し

てくれて、本当にすばらしい父だったなと思い

ます。死に際に、人のことを思う大切な心を教

えてくれた父でありました。

この、人のことを思う大切な心、目の前にい

らっしゃる先輩の議員たちも、地域の方に選ば

れて、そして人のために、県民のために身を粉

にして頑張っていらっしゃる先輩方です。100万

分の38人という、本当にすばらしい先輩方ばか

りだなと思っています。

そして、先輩たちの前には、県民のために働
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きたいという思いでこの難関の県庁に採用され

た多くの県庁職員の皆様の代表として、各部

長、そして局長が座っていらっしゃいます。

そして、県民の皆さんに選ばれた３期を務め

る知事、その知事を支える副知事のお二人、本

当に人のために、県民のためにと思っていらっ

しゃるスペシャリスト、すばらしい方々が集

まっているこの部屋なんだなと改めて感じてい

るところであります。ここに立たせていただい

ていることに感謝をしながら、一問一問質問さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

まずは、父がなりわいにしていた農政問題か

ら質問させていただきたいと思います。

いよいよ来年10月に第12回全国和牛能力共進

会が、お隣鹿児島県を会場に開催されます。新

型コロナウイルス感染症の動向が、開催にどう

影響していくのか、少し心配な部分はあります

が、いずれにしても、これまで宮崎県は３大会

連続で内閣総理大臣賞を獲得してきたわけです

から、開催地鹿児島県をはじめ全国の和牛産地

が、打倒宮崎を旗印に相当の準備で臨んでくる

ことと考えます。

全共での本県勢の活躍は、宮崎牛のさらなる

ブランド化、そして何より、県全体の生産意欲

向上につながりますので、私も大きな期待をし

ているところであります。

そこで、第12回全国和牛能力共進会に向けた

意気込みについて、知事にお伺いいたします。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

第12回全国和牛能力共進会は、畜産県として

しのぎを削ってきた鹿児島県での開催でありま

す。改めて、４大会連続での内閣総理大臣賞を

何としても獲得しなければならない強い決意を

抱いているところであります。

全国的に出品意欲や改良技術が向上し、厳し

い戦いが予想される中で、まずは、本大会に出

品する県代表を勝ち取るため、それぞれの地域

で切磋琢磨し、大会機運を盛り上げていくこと

が重要であると考えております。

このため、私が名誉会長の県推進協議会を中

心に、生産者、関係団体等がチーム宮崎として

一丸となり、令和元年度から出品対策に取り組

んでおり、令和３年度は、出品候補牛の各地域

への導入が本格化する大変重要な年であるた

め、各種支援策を新年度予算案に盛り込んだと

ころであります。

これまでの３度にわたる最高賞の獲得は、県

内生産者の誇りと国内外での宮崎牛のＰＲとと

もに、大きな飛躍につながったものと考えてお

ります。

鹿児島大会では、種牛部門で６区15頭、肉牛

部門で２区７頭が県代表として本選に臨みま

す。生産者をはじめ、関係者及び県民の皆様と

ともに、あの感動をもう一度共有できますよ

う、私が先頭に立って「日本一の努力と準備」

で臨み、それぞれの部門で最高賞を目指すとと

もに、何としても、前人未到の４大会連続の内

閣総理大臣賞の獲得を目指してまいります。以

上であります。〔降壇〕

知事の全共に向けた熱い思い○日髙陽一議員

を聞かせていただきました。ぜひ、関係者一丸

となってチーム宮崎で、出品までの準備を計画

的に進めていただきまして、４大会連続での内

閣総理大臣賞の獲得を期待しております。

さて、先ほど知事から、全共対策について新

年度予算案に盛り込んだという答弁がありまし
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た。そこで、第12回全国和牛能力共進会に向け

た新年度事業の内容について、農政水産部長に

お伺いいたします。

今議会でお○農政水産部長（大久津 浩君）

願いしております「2022全国和牛能力共進会対

策事業」につきましては、まず、新たな出品条

件を踏まえた戦略的な交配推進の取組により、

生まれてきた優秀な子牛の巡回調査を重ね、候

補牛を選抜いたします。その上で、全共出品経

験者や飼養管理技術の高い農家など、出品に意

欲の高い生産者に対し、候補牛の導入等を支援

したいと考えております。

また、本年10月には児湯家畜市場において、

本番と同じ時期に合わせて、「宮崎県出品対策

共進会」、いわゆるプレ全共を開催いたしまし

て、生産者、関係者の技術研さんと機運醸成に

取り組んでまいりたいと考えております。

これらの取組を通じまして、さらなるレベル

アップを図り、生産者をはじめ関係者とともに

チーム宮崎として、「日本一の努力と準備」を

怠らず邁進してまいります。

地域の力を結集しまして、関○日髙陽一議員

係者一体となって和牛全共に臨んでいただきた

いと思います。また、肉用牛生産者や新たな担

い手の希望となるよう、全力を尽くしていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

次に、あらゆる危機事象に対応した農業・農

村づくりについてお伺いいたします。

ある国際的な科学誌の報告によりますと、ア

メリカの農業地帯では、地下水の枯渇が深刻

で、トウモロコシや大豆等の生産が減少してい

るという情報があります。また、国連によりま

すと、世界中でこの20年間に発生した洪水や干

ばつ等の災害が、その前の20年から８割以上増

加し、農業被害も多発したとのことです。

これらは、日本への輸入減少にもつながり、

食料や家畜飼料、エネルギー等を海外に依存す

る我が国にとって、私は非常に重大な問題であ

ると考えます。

一方、国内の農業に目を向けますと、世界と

同じく、多発する自然災害や家畜伝染病、さら

には新型コロナの影響など、様々な危機事象に

直面しています。

そのような中、県では、現在策定中の第八次

農業・農村振興長期計画の中で、あらゆる危機

事象に負けない農業として、「新防災」という

キーワードを提案していらっしゃいます。まさ

に私の抱く危機感に近いと考えますので、今

後10年先を見据えた新防災の将来像について、

幾つか伺っていきたいと思います。

まずは、災害に強い生産基盤づくりについて

です。

本県では、激甚化する台風や大雨の発生によ

り、農作物や生産施設のみならず、生活インフ

ラなどにも大きな被害を及ぼしている上、今

後、南海トラフ巨大地震への備えも求められて

います。

私は、このような自然災害のリスクに対し

て、安心して農業生産活動や生活を行えるため

の防災減災に向けた準備が重要であると考えま

す。

そこで、災害に強い生産基盤づくりに向けた

取組について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

議案として○農政水産部長（大久津 浩君）

提出しております第八次宮崎県農業・農村振興

長期計画（案）では、防災重点農業用ため池の

補強対策工事を計画的に進めますとともに、頭

首工や排水路等の農業用施設、さらに農業生産

活動の要となるハウスや畜舎などの整備・強靱
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化を推進するなど、引き続き、防災減災対策に

取り組んでまいります。

また、施設の長寿命化を図るため、機能診断

に基づく農業用パイプラインなどの施設の補修

や排水機場の更新整備を計画的に進めますとと

もに、維持管理を行う土地改良区などの体制強

化を図ってまいります。

これらの取組を市町村や関係機関とも十分連

携しながら、災害に強く持続可能な生産基盤づ

くりを進めてまいりたいと考えております。

災害への備えは、農家だけで○日髙陽一議員

は大変厳しいものがありますので、県の総合的

な支援を、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、家畜や農作物の防疫対策についてお伺

いいたします。

本県では、口蹄疫発生より10年の節目の昨

年12月から、鳥インフルエンザが12例発生して

おり、全国でも豚熱と同様に発生が続いていま

す。また、地球温暖化の影響等もあり、本県で

は農作物の様々な病害虫が発生しており、中で

もカンショの基腐病が深刻な被害をもたらして

います。

このような被害は一旦発生すると、農業被害

だけにとどまらず、地域経済にも大きなダメー

ジを与えるため、私は、県全体で徹底した防疫

対策に取り組む必要があると考えています。

そこで、家畜伝染病や農作物病害虫の防疫対

策強化にどのように取り組むのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

近年、海外○農政水産部長（大久津 浩君）

由来の家畜伝染病や農作物の新たな病害虫など

が多発しておりまして、本県も、発生リスクを

常に抱えていますことから、防疫対策をより強

化する必要がございます。

このため、家畜防疫では、水際、地域、農場

防疫の３段構えで、高い防疫レベルの構築を目

指しますとともに、防疫資材等の備蓄倉庫を福

祉保健部と共同で新たに設置するなど、迅速な

防疫措置への備えの充実を進めております。

また、植物防疫では、ドローン等を活用した

画像診断技術開発や、国等と連携した農薬の登

録拡大とともに、迅速な防除対策に向け、新た

に防災メールを活用した発生情報の周知などに

取り組んでまいります。

今後も、高い危機意識を持って、「持続可能

な魅力ある農業」に向け、危機事象を未然に防

ぎ、発生時には被害を最小限に抑える体制づく

りに、しっかりと取り組んでまいります。

絶対発生させないという強い○日髙陽一議員

気持ちを持って、県のリーダーシップの下、関

係者と一緒に取り組んでいただきたいと思いま

す。

次に、農業経営のセーフティーネットについ

て伺います。

これまでのあらゆる危機事象に負けない新防

災の取組に共感しますが、私は、さらに重要な

ことは、産地としての回復力だと思っていま

す。農家の方々が不幸にして被害を受けられた

場合には、経営再建に必要な経済的支援、具体

的には、保険や価格安定制度といったセーフ

ティーネットが欠かせません。私は、これらの

セーフティーネットの充実策として、多様で複

雑な制度の中から、最適で迅速な支援が確実に

受けられることが必要ではないかと思っており

ます。

そこで、農家の経営安定のためのセーフ

ティーネットの充実について、農政水産部長に

お伺いいたします。

本県農業○農政水産部長（大久津 浩君）
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は、過去に経験したことのない自然災害や、コ

ロナ禍におきます経済的影響など、様々な経営

リスクが常在化しており、経営安定対策とし

て、農業保険や野菜価格安定制度、牛・豚マル

キン、農業制度資金等のセーフティーネットを

効果的に活用することが重要と考えておりま

す。

このうち、新たな制度である農業経営収入保

険は、主に耕種部門の農業収入減少を幅広くカ

バーする保険でございまして、重点的に加入推

進に取り組んできた結果、昨年末までに2,363件

の加入となったところでございます。

今後は、農家が複数の制度を比較検討し、自

らに適した制度を選択できるようにするため、

関係機関・団体と連携しながら、制度に関する

情報提供や助言・提案等を行う「ワンストップ

相談窓口」を県内各地域に設置するなど、セー

フティーネットの一層の充実に努めてまいりま

す。

農家の皆さんが安心して農業○日髙陽一議員

経営に取り組めるように、きめ細やかで分かり

やすい情報発信をお願いしたいと思います。

第八次長期計画における新防災の目指す将来

像について答弁をいただきましたが、代表質問

では濵砂議員から、計画の全体像についても御

議論いただきました。この綿密に策定された計

画が着実に実現されていけば、目標達成に近づ

くでしょうが、私はもう一つ大切なピースがあ

ると思います。それは、農家をはじめとする県

民の皆様の理解と協力であり、ぜひ、そのため

の取組にも力を注ぐべきだと考えます。

そこで、第八次長期計画を推進していく上

で、県民の理解醸成が重要と考えますが、今後

どのような取組を行っていくのか、農政水産部

長にお伺いいたします。

議員御指摘○農政水産部長（大久津 浩君）

のとおり、様々な施策を効果的に推進していく

ためには、農業者はもとより、県民の皆様の理

解醸成が大変重要であり、第八次長期計画案で

も、重点施策として位置づけ、各種デジタル

ツールを活用した情報発信や意見の集約等を積

極的に行いたいと考えております。

具体的には、農政水産部のホームページ「宮

崎県農業・水産業ナビ～ひなたマフィン」を新

たに開設いたしまして、誰もがスマートフォン

でもワンストップで検索できる情報提供に加

え、ＳＮＳ等を活用して、みやざきブランドや

産地の取組などを提供・発信するとともに、農

業者等が生産現場から直接相談できるリモート

環境を整備してまいります。

県といたしましては、農業者や県民の皆様の

「知りたい、相談したい、参加したい」といっ

たニーズにしっかりと応えながら、計画の実現

に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、地産地消の取組につい○日髙陽一議員

て伺います。

地産地消は、食料自給率の向上に寄与する国

民運動として、長年にわたり取り組まれてきま

したが、日本の食料自給率は約37％と、年々減

少の傾向にあり、先進国の中では最も低いレベ

ルとなっているのが現状であります。

また、世界各国で新型コロナウイルスが蔓延

する中、農畜産物の物流や生産活動への影響に

より、一部の国におきましては、自国の食料確

保のため、輸出をストップする動きも見られて

いるところです。

このような状況を踏まえますと、ますます食

料を輸入に依存する体質から早期に脱却し、食

料安全保障の確保に向けて、改めて国民総ぐる
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みで地産地消の取組を強化する必要があるので

はないかと思っております。

私が所属していた宮崎県農協青年組織協議会

におきましても、まずは身近な県民の理解を得

るため、「県産県消」の名の下、地産地消への

取組強化を表明し、ＰＲ動画を自主制作するな

ど、啓発活動に取り組んでいるところでありま

す。

そこで、地産地消の取組をより一層推進すべ

きと考えますが、県の考えを農政水産部長にお

伺いいたします。

本県では、○農政水産部長（大久津 浩君）

コロナ禍で影響を受けた宮崎牛や完熟マン

ゴー、養殖魚などの応援消費につきまして、多

くの県民の方々に御協力をいただいておりま

す。

知事が会長であります、みやざき元気“地産

地消”推進県民会議の全構成団体の協力と呼び

かけで始まりましたこの取組は、消費者の皆様

には、本県食材のすばらしさを再認識していた

だいた一方で、生産者の皆様には、県内・国内

への食料の安定供給の一翼を担っているという

ことへの誇りと責任を、より一層強く自覚され

る契機となったものと認識しております。

県といたしましては、第八次長期計画案にお

きましても、「県産県消」いわゆる本県食材の

応援消費や、県内加工業者・飲食店等での積極

的な活用を重点的に位置づけておりまして、引

き続き、これらの機運を地産地消の大きな推進

力として、オール宮崎で取り組んでまいりたい

と考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

次に、お茶の需要喚起・ＰＲについてお伺い

いたします。

昨年11月に奈良県立医科大学から、お茶に関

する大変興味深い研究が公表されました。この

研究は、お茶をウイルスに接触させたところ、

お茶の種類によっては、30分後、99.9％のウイ

ルスが感染力を失ったというものです。これは

実験室レベルのデータですが、お茶を飲むこと

による感染予防の効果が明らかになれば、お茶

の需要が大いに喚起されるものと、期待してい

るところです。今後の研究の進展について注視

したいと思います。

お茶農家は、リーフ茶の消費減少や荒茶価格

の低迷により、経営に深刻な影響が生じており

ます。また、このコロナ禍で、「スーパー等で

試飲などができず、販売は例年に増して厳し

かった」との声を伺っております。

お茶の需要喚起やＰＲは大変重要であると考

えます。そこで、このお茶の需要喚起やＰＲに

ついてどのような取組を行っているのか、農政

水産部長にお伺いいたします。

お茶の需要○農政水産部長（大久津 浩君）

拡大を図るためには、リーフ茶の消費が減少し

ている一般家庭を対象に、コロナ禍で明らかに

なった消費者の健康志向に対応した機能性を高

める飲み方や、家庭料理に合わせたお茶の種類

の提案など、新たな取組が重要と考えておりま

す。

このため県では、県茶業協会等と連携いたし

まして、機能性の高まる水出し緑茶や、花のよ

うな香りが特徴の新香味茶等を紹介するパンフ

レットを添えた県産茶を、国文祭・芸文祭の関

連行事をはじめ、県内のホテルや高等学校の卒

業式等で配布いたしますとともに、今月末には

新茶シーズンを迎えますので、テレビＣＭ等も

企画しているところでございます。

今後とも、生産者はもとより、関係団体とも
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連携いたしまして、お茶の需要喚起やＰＲに、

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

大きなチャンスだと思いま○日髙陽一議員

す。フランスのコンペでも２年連続、宮崎のお

茶が選ばれているということでございますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

お茶の生産者の中でも、自ら販売を手がけ、

頑張っている農家さんもいらっしゃいます。そ

の方たちが利用しているのは、ＥＣと呼ばれる

インターネットショッピングです。2019年度の

日本国内のＥＣの市場規模は19兆3,600億円で、

物販系全産業のＥＣ化率は6.76％であり、中国

では既に35％を超えていると言われておりま

す。そして、このコロナ禍において、巣ごもり

消費や、店員との接触を避けた買物需要が急激

に増えたことなどにより、ＥＣ化率が高まって

いることは間違いありません。

このように、コロナ禍においてネットショッ

ピングの需要が高まっていますが、事業者の参

入促進に向けた県の取組について、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

ネット○商工観光労働部長（松浦直康君）

ショッピングは、国内の市場規模が10兆円を超

え、年々拡大を続けておりまして、一般的な購

買手段として定着してきております。比較的容

易に市場参入できる一方で、売上げ増加を図り

ますためには、消費者ニーズに合った商品の開

発や魅力的な商品ページの作成など、インター

ネット販売特有の知識やスキルが必要となって

まいります。

このため県では、これまで専門家講師による

セミナーやウェブ物産展を開催するなど、県内

事業者の参入促進やスキルアップ支援に取り組

んできたところであります。

コロナ禍を契機に、インターネット販売の市

場規模はさらに拡大すると予想されますことか

ら、引き続き、参入を希望する事業者への支援

に努めてまいります。

多くの宮崎の宝物が、全国、○日髙陽一議員

そして全世界へ発信されるように、よろしくお

願いしたいと思います。

次に、教育施策について伺います。

文科省の事業により、教員に代わって資料作

成や授業の準備を行うなど、教員のサポートを

するスクール・サポート・スタッフの配置に関

わる費用を補助されていますが、現場の先生か

らは、授業が終わってやらないといけない作業

を授業中にやってもらえるので本当に助かって

いると、高評価の意見を聞いております。

この事業は、国の事業設計では、19学級以上

の学校、いわゆる大規模学校にスクール・サ

ポート・スタッフを配置するとなっています。

しかし、教員の業務負担は、学級が多くても少

なくても変わらないと思います。働き方改革を

進めるためには、このスクール・サポート・ス

タッフの配置が必要だと考えますが、今後の配

置の方向性について、教育長にお伺いいたしま

す。

スクール・サポート○教育長（日隈俊郎君）

・スタッフにつきましては、学校における働き

方改革や、新型コロナウイルス感染症対策を目

的として配置しておりまして、教職員の事務負

担軽減による子供と向き合う時間の確保など、

多くの成果が確認されております。

そこで、小中学校におきましては、19学級以

上の大規模校及び18学級以下で必要と認める全

市町村の学校に配置できるよう、本年度の94名

分から、来年度は137名分に拡充することとし、

今議会に関係予算をお願いしているところであ

- 217 -



令和３年３月２日(火)

ります。令和元年度が30名でしたので、大幅な

充実になろうかと思います。

今後も、市町村教育委員会と連携を図りなが

ら、スクール・サポート・スタッフの効果的な

配置と活用により、学校における働き方改革を

積極的に進めてまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

先日、教員の方々と意見交換をする機会があ

り、「教員の業務負担軽減ができることはない

か」という質問をしたところ、様々な意見が出

されました。その中の一つに、中学校３年生の

高校受験においての教員の作業について、入学

願書と生徒の調査書などの作成作業の負担が大

きいという話がありました。もちろん、調査書

に関しては学校側で作成しなければなりません

が、入学願書につきましては、各家庭で作成を

お願いするなど、高校の受験手続において中学

校教諭の負担軽減が必要と考えますが、学校や

県教育委員会ではどのような取組を行っている

のか、教育長にお伺いいたします。

高校の受験に際して○教育長（日隈俊郎君）

は、入学願書や成績などを記載した調査書等の

作成と提出などの手続が必要となります。

以前は、多くの中学校で、入学願書の作成に

ついて教員が関わっておりましたが、本来、入

学願書は生徒と保護者が自らの意思で作成する

ものでありますことから、現在、ほとんどの学

校では家庭で作成していると理解しているとこ

ろであります。

調査書など、学校で作成すべきものについて

は、次年度以降、県と市町村が共同で導入する

こととしております統合型校務支援システムに

より、その作成についても効率化が図られ、負

担が軽減できるものと考えております。

教員の負担を軽減することで○日髙陽一議員

気持ちに余裕ができて、教育にもいい効果が出

ると思いますので、よろしくお願いします。ぜ

ひ引き続き、効果的なスクール・サポート・ス

タッフの配置など、教員の負担軽減につながる

取組をお願いしたいと思います。

そして、教員の負担軽減につながるものに、

ＩＣＴの活用があります。県では、今年度末ま

でに、県立高校全36校の510の普通教室、333の

特別教室に電子黒板を設置するなど、県立高校

教室のデジタル環境整備率は全国トップクラス

になると聞いております。電子黒板と生徒のタ

ブレット端末を連動させるなど、効率的で情報

量の多い濃密な授業が可能になりますが、この

すばらしい環境を生かすのは教職員だと思いま

す。

そこで、県立高校における教職員のＩＣＴ活

用力を高めるための今後の取組について、教育

長にお伺いいたします。

県立高校では、今年○教育長（日隈俊郎君）

度、通信回線の強化やＩＣＴ機器の大幅な増強

を進めてきたところであります。

現在、各学校では、これらの機器の操作をは

じめ、活用が円滑に進むよう、マニュアル作成

や校内研修の支援などを行いますＧＩＧＡス

クールサポーターを派遣いたしまして、ＩＣＴ

を活用できる環境づくりを行っているところで

あります。

今後は、ＩＣＴを効果的に活用した授業を展

開するため、各学校で、推進担当者を明確に位

置づけ、全ての教科で授業改善を実践するな

ど、組織的・計画的に進めてまいります。

さらに、教育研修センターが実施いたします

ＩＣＴ活用講座等の充実や、民間業者の協力も

得て、オンライン研修会を実施するなど、教職
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員のＩＣＴ活用能力向上に取り組んでまいりま

す。

次に、高校３年生の自動車運○日髙陽一議員

転免許取得についてお伺いいたします。

宮崎には免許取得がしやすい環境があり、合

宿で県外からもたくさんの方が免許取得のため

に本県に訪れていると聞いております。

このような免許取得がしやすい環境にある

中、高校３年生の秋に就職や進学先が決まった

生徒に対しては、免許取得を許可してもよいの

ではないかと考えます。特に就職された生徒さ

んは、就職後の免許取得は仕事をしながらとい

うことになりますので、当然に時間的に制約も

あり、大変になります。就職や進学等が決まっ

た秋口以降に免許取得を許可することで、３月

に集中する免許取得時期が分散され、コロナ禍

においては、密を避けることにもつながりま

す。

また、県内で免許取得した場合の経済効果を

考えますと、１人当たり約30万円の費用がかか

ると試算して、1,000人の高校生が免許を取得し

た場合には、３億円以上の経済効果が生まれる

と考えられます。

そこで、県立高校の自動車学校入校許可の状

況について、教育長にお伺いいたします。

自動車学校の入校許○教育長（日隈俊郎君）

可の時期につきましては、就職や進学など個別

の状況を考慮しまして、生徒の不利益にならな

いように、各学校で判断しております。

現状としては、職業系は年末までに、普通科

系は年明け以降に入校を認める学校が多くあり

ますが、文部科学省からの通知の趣旨も踏まえ

まして、就職が決定した生徒には許可するな

ど、柔軟に判断する学校が増えてきておりま

す。

県教育委員会といたしましては、県立校長会

や生徒指導担当者の会で、生徒の状況に応じた

判断の必要性について説明を行うなど、各学校

で適切に判断するように指導しているところで

あります。

昨日は多くの県立高校で卒業○日髙陽一議員

式が行われました。今年は、全日制の高校で

は6,500名以上の生徒が卒業を迎えています。ぜ

ひ、生徒の状況に応じた適切な判断がなされま

すように、引き続き学校への指導をお願いいた

します。

次に、新型コロナウイルス感染症対策につい

てお伺いいたします。

例年、本県の２月は、80万人を超えるスポー

ツファンで大変にぎわいますが、残念ながら、

今回のスポーツキャンプは無観客で行われたた

め、大きな経済効果は望めません。しかし、

キャンプを行っていただいたことで、ニュース

で取り上げられるなど、宮崎のＰＲ効果は大き

かったのではないでしょうか。

キャンプ前は、例えば、県外からプロ野球球

団の関係者が来ることを非難される方もいらっ

しゃいましたが、球団側は、「宮崎県にコロナ

を持ち込まない」と、選手、関係スタッフは何

度もＰＣＲ検査を受けられるなど、この１か月

間、１人も感染者を出しませんでした。球団の

関係者には心から感謝いたします。

このように球団側がしっかりと感染対策に取

り組んだ中、受入れに当たる地元関係者の感染

対策はどのように取り組まれたのか、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

プロ野球○商工観光労働部長（松浦直康君）

キャンプの受入れに当たりまして、今年は

「キャンプから絶対に感染者を出さない」とい

う球団と地元関係者の共通認識の下、様々な対
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策に取り組んだところであります。

具体的には、球団側では、選手やスタッフの

全員がＰＣＲ検査をし、陰性確認後に本県に入

り、その後も１週間に１回程度検査を実施する

など、徹底した対策が講じられました。

また、受入れ側でも、地元市が中心となり、

体調不良者が発生したときに受診可能な医療機

関の選定など、スムーズな医療受診体制の事前

準備を行いますとともに、選手と接触機会が多

いホテル従業員や、球場スタッフなど多くの地

元関係者もＰＣＲ検査を実施いたしました。

県といたしましても、こうした取組に対し

て、検査費用の補助など、積極的な支援を行っ

たところであります。

他県のキャンプよりしっかり○日髙陽一議員

と感染対策ができていたと聞いております。こ

れからオリパラ関係の事前合宿や全国国文祭・

芸文祭の開催なども控えておりますので、引き

続き感染対策にしっかりと取り組んでいただき

ますよう、よろしくお願いいたします。

さて次に、重症化リスクの高い方が感染した

場合の対応状況について伺います。

透析患者がコロナウイルスに感染した場合、

一般の人に比べて死亡率は８倍とも言われ、透

析患者にとって、コロナウイルスは脅威となっ

ています。こんな透析患者の方が、県内には

約4,000人いると言われていますが、重症化リス

クの高い透析患者が感染した場合の病床の確保

状況について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

透析患者が新○福祉保健部長（渡辺善敬君）

型コロナに感染した場合、重症化するリスクが

高いことから、原則入院治療を行うこととして

おります。

県ではこれまで、透析が実施可能な入院病床

の確保に努めてきたところであり、専用病床と

して５床確保していることに加えて、透析が可

能な感染症指定医療機関において、透析専用で

はありませんが、５床程度受入れが可能となっ

ており、合わせて10床程度は確保しているとこ

ろです。

今後とも感染拡大に備え、引き続き医師会や

医療機関等の協力をいただきながら、さらなる

病床の確保等に努めてまいります。

病床もそうですが、人工透析○日髙陽一議員

患者の方が感染した場合、速やかに入院できる

体制の整備についても、よろしくお願いしま

す。

コロナ専用の病床は、呼吸管理ができること

が条件であり、そこに透析管理が必要となるた

め、専門部屋に１人、担当のスタッフが必要と

なります。その分の専門技師などのスタッフも

確保しなければなりません。第３波において

は、入院病床が逼迫してしまいました。コロナ

患者を受け入れる医療現場からは、感染の疑い

のある方を含め、コロナ患者が増えることに

よって、一般患者への医療提供体制も大変にな

るとの声が聞こえます。

コロナ患者を受け入れる医療機関に関して

は、一般患者をほかの医療機関で受け入れるこ

とにより、スムーズにコロナ患者を受け入れる

ことができるのではないでしょうか。

そこで、新型コロナ患者の入院病床はどのよ

うな体制を整備し、第３波に対してどのような

対応をしたのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

新型コロナ患○福祉保健部長（渡辺善敬君）

者の入院病床につきましては、国の方針を踏ま

え、県が策定した確保計画に基づき、246床を確

保してきたところです。
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これらの病床は、感染状況に応じて、フェー

ズ１から３までの３段階で運用を行うこととし

ておりまして、各医療機関と協議しながら、一

般患者用として利用していた病床を、新型コロ

ナ患者用へと転用するなどの工夫を行っており

ます。

第３波では、フェーズ３での運用を行うとと

もに、新規感染者が爆発的に増加し、入院病床

が逼迫してきたことから、医療機関の協力を得

て新たに28床を確保しまして、計274床で対応し

たところです。

今後とも、新型コロナの治療が適切に受けら

れるよう、必要な入院病床の確保に努めてまい

ります。

どうぞよろしくお願いいたし○日髙陽一議員

ます。

今日の午前中、窪薗議員より、コロナの差別

について質問がありました。今議会、シトラス

リボンを皆さんつけていただいておりますが、

シトラスリボンをつけたときに、議員の先輩か

ら、「それは何じゃろか」というふうな話が

あったんですけれども、これは、「コロナ陽性

患者の方が入院して帰ってきたときに、温かい

気持ちで迎えてあげましょう。そして、誹謗中

傷をなくしましょう」というリボンでありま

す。内田議員、リボンありがとうございます。

つけさせていただいています。

県内でも、県トラック協会の皆様は、10年前

の口蹄疫で受けた誹謗中傷をほかの人に受けて

ほしくないという気持ちで、昨年から 知事―

も行かれたと思いますけれども トラックに―

シトラスリボンのラッピングをして走る活動な

どもしていらっしゃいます。本当にすばらしい

と思います。誹謗中傷をしないということなん

ですけれども、昨日、シトラスリボンをつけた

方で、シトラスリボンをつけながら誹謗中傷を

していた方もいらっしゃいましたので、胸に手

を当ててシトラスリボンをつけていただきたい

と思います。誹謗中傷をしたことがないと思わ

れます知事も、ぜひシトラスリボンをつけてい

ただきたいと思います。お願いします。

県内では、これまで1,900人を超える感染者が

確認されています。中でも一番多くクラスター

が発生しているのは、高齢者施設であります。

ワクチンの接種について、重症化リスクの高

い入所者はもとより、入所者と接触の機会が多

い従事者へも同時に接種すべきと考えますが、

ワクチンの同時接種について、各市町村の検討

状況はどうなっているのか、福祉保健部長にお

伺いいたします。

高齢者施設の○福祉保健部長（渡辺善敬君）

入所者と従事者のワクチンの同時接種につきま

しては、既に半数を超える市町村において、同

時接種に向けた高齢者施設への説明会や意向調

査を実施しているところであります。

このうち、施設に対して接種予定者リストの

作成依頼、嘱託医や医療機関からの医師の派遣

等の検討を行うなど、具体的な取組が進んでい

る市町村もあります。

一方で、ワクチンの供給量の全体像が国から

示されていない中で、高齢者自身が適切に優先

接種を行えることにも留意しつつ、市町村及び

施設の双方の体制が整うなど、国が示す一定の

要件を満たす場合の同時接種が行えるよう、市

町村への情報提供や進捗状況を確認しながら支

援してまいりたいと考えております。

国のワクチン接種のロード○日髙陽一議員

マップでは、デイサービスなど通所の訪問系

サービスの従事者は、優先接種の対象外となっ

ております。地域の実情に合ったものになって
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いないのではないかと思っております。

しかしながら、こうした通所・訪問系サービ

スの従事者も、入所・居住施設の従事者と同

様、サービス利用者と直接接する機会は多いわ

けです。デイサービスなど通所・訪問系サービ

スの事業所の従事者に対して、ワクチンの優先

接種はできないのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

高齢者施設等○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の従事者に対しましては、高齢者の重症化リス

クの大きさや施設内でのクラスター対策のより

一層の推進のため、接種順位の特例が設けられ

ております。

これは、入所・居住施設の業務の特性とし

て、仮に施設で新型コロナ感染症患者が発生し

た後にも、入所・居住する高齢の患者や濃厚接

触者へのサービスを施設内で継続する必要があ

るためとされております。

こうしたことから、現在、デイサービスなど

の通所・訪問系サービス事業所は優先接種の対

象には含まれておりませんが、県といたしまし

ては、国や市町村と優先順位の考え方等につい

て意見交換を行うとともに、事業者に対して

は、引き続き、徹底した感染症対策の上、必要

なサービスの提供をお願いしてまいりたいと考

えております。

よろしくお願いいたします。○日髙陽一議員

リエゾンについても、宮崎県はしっかりと取り

組んでいただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

以上、日髙博之議員から引き継いだ質問でご

ざいました。

次に、コロナ禍における観光業への支援につ

いてお伺いいたします。

まず、感染拡大により観光業は深刻な影響を

受けており、中でも宿泊業は厳しい経営が続い

ております。この状況について、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

本県の延○商工観光労働部長（松浦直康君）

べ宿泊者数は、割引キャンペーンなど国や県の

需要喚起策等によりまして、昨年の秋から年末

にかけては、一時回復の兆しがあり、直近の11

月のデータでは、前年と比べ85％となっており

ました。

しかしながら、第３波に伴う緊急事態宣言が

大きく影響いたしまして、県ホテル旅館生活衛

生同業組合によりますと、今年に入ってからの

主な宿泊施設の予約者数は、前年の４割にも満

たない大変厳しい状況であると伺っておりま

す。

特に今の時期は、スポーツキャンプで一番の

にぎわいが生まれるシーズンでありますので、

大きなダメージになっているものと考えており

ます。

今回も、宿泊施設をはじめ観○日髙陽一議員

光業が大きくダメージを受けました。大手であ

ります宮崎交通に関しても、ホテル、交通機

関、レストランと多くのダメージを受けまし

た。

そして、ＡＮＴＡ（アンタ）と言われる全国

旅行業協会も大きく影響を受けています。大手

の旅行会社は様々な支援が行き届きやすいと言

われていますが、県内で事業をされている観光

業に関してもサポートする必要があると思いま

す。

そこで、観光業の事業回復に向けて、感染状

況が落ち着いた段階で、速やかに観光需要喚起

策に取り組むべきと思いますが、県の考えを商

工観光労働部長にお伺いいたします。

大変厳し○商工観光労働部長（松浦直康君）
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い状況に置かれております観光業の事業活動を

後押ししていきますことは、地域経済を回復さ

せる上でも重要であると認識しております。

一方、現在、県内の感染状況は鎮静化しつつ

ありますものの、これから進学や就職、転職な

ど県外との往来が活発な時期を迎えること、ま

た、国の緊急事態宣言や隣県での変異株の確認

など、県外には注意すべき状況が残っているこ

となどから、観光需要喚起策の実施に当たりま

しては、その状況を十分注視する必要があると

考えております。

このため、まずは県民による県内観光を促進

することとし、繰越予算も機動的に活用してま

いりたいと考えております。

また、今議会でお願いしております新規事業

「みやざき観光誘客再生事業」などによりまし

て、混雑を避け平日に旅行をするといったよう

な新たな旅のスタイルにも対応しながら、観光

需要を喚起し、その回復を図ってまいります。

今、県外では、地域の魅力発○日髙陽一議員

信をユーチューブなどで行っているところが多

くあります。ぜひ、宮崎県の魅力を発信し、種

をまいて、宮崎県に行きたくてしようがないと

いう感情が湧いてくるような状態にしていただ

き、アフターコロナを迎えていただきたいと思

います。

そのためには、今、修学旅行を県内で行い、

魅力発信をしているように、まずは地元の方々

にしっかりと情報発信をして、地元を、そして

魅力を知り、今まで以上に地元を愛してもらう

ことが大切だと思います。私たち農家も、自分

で作る作物を愛さなければ、人には求められな

いと思います。料理人も旅館のオーナーも、ま

ずは自分が愛する料理や旅館でなければ、人は

それを求めて来ません。自分が気に入らない旅

館に人は泊まりに来るのでしょうか。

ですから、まずは県民の誰もがこの宮崎県を

愛する県にすることで、その魅力は必然と伝

わっていくものだと思います。まずは、県民へ

の情報発信をよろしくお願いいたします。

次に、ワーケーション推進について伺いま

す。

９月議会でも質問させていただいたワーケー

ションですが、2020年当時の菅官房長官が、政

府の観光戦略実行推進会議において、リゾート

地、温泉地などで余暇を楽しみつつ仕事をする

ワーケーションの普及などについて言及したこ

とにより、認知度が上がってきたものです。

全国の都道府県で一斉に動き始めたワーケー

ションですが、都会の仲間から、宮崎県は全国

の中でもワーケーションのポテンシャルが高い

と言われております。しかし、問合せ先が分か

らないとの連絡がありました。

そこで、本県は豊かな自然環境を有するなど

ポテンシャルは高いと思いますが、本県におけ

るワーケーション推進への対応体制について、

総合政策部長にお伺いいたします。

コロナ禍にお○総合政策部長（渡邊浩司君）

ける地方回帰の動きやテレワークの進展に伴い

まして、新たな人の流れを取り込む手法の一つ

として、ワーケーションが全国的に注目を集め

ております。

ワーケーションは、豊かな自然環境やサー

フィン等のアクティビティー、おいしい食な

ど、本県ならではの魅力を活用することで、観

光誘客はもとより、将来的な移住者の確保や企

業誘致など、様々な波及効果につながるものと

期待しております。

このため県では、本年１月に、庁内の関係所

属で構成します連絡会議を設置するとともに、
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全国のワーケーションに関心のある自治体で組

織される協議会にも参加したところでありま

す。

今後は、これらの体制を基礎として、市町村

や民間事業者と連携しながら、本県における

ワーケーションの受入れを円滑に進めてまいり

たいと考えております。

以前から観光業界では、長期○日髙陽一議員

滞在型観光を進めることの重要性が叫ばれてき

たわけでありますが、日本の働き方になかなか

合わず、進んでこなかった実態があります。そ

のような中、ワーケーションは、日本の働き方

に合った長期滞在型観光を進める手段の一つに

なり得るものだと思います。

このワーケーション推進に当たっては、受入

れ環境の整備が必要ですが、県、市町村、民間

事業者の取組について、総合政策部長にお伺い

いたします。

ワーケーショ○総合政策部長（渡邊浩司君）

ンの受入れを推進するためには、テレワークを

実施できる設備の充実を図るとともに、宿泊施

設や余暇を楽しむためのコンテンツも充実させ

る必要があるものと考えております。

このため県では、来年度当初予算案におきま

して、森林空間を活用したワーケーションを推

進する事業や、サテライトオフィスの整備に対

する支援事業などをお願いしているところであ

ります。

また、宮崎市をはじめ９つの市町村におきま

しては、今年度から、テレワーク対応の施設改

修やワーケーションの実証事業等が行われてお

りますほか、民間の宿泊事業者でも、ワーケー

ションに対応した宿泊プランの提供を行ってい

ると伺っております。

県といたしましては、市町村や民間事業者と

も連携しながら、受入れ環境の整備や情報発信

等に取り組み、ワーケーションの受入れを進め

てまいりたいと考えております。

観光客の志向は、今、お土産○日髙陽一議員

を買ったり、ただ名勝地を観光する物消費か

ら、現地の特産物や名物料理を食べたりと、

様々なアクティビティーを体験する事消費へと

変化してきたと言われております。

長期滞在型観光の一つの形態でありますワー

ケーションを進めていくに当たって、宮崎なら

ではの事消費となる体験型観光コンテンツを掘

り起こし、磨き上げていくことは避けられない

と思います。

そこで、体験型観光の推進を図ることは、

ワーケーションの受入れ促進にもつながるもの

と考えますが、この取組について、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

議員御指○商工観光労働部長（松浦直康君）

摘のとおり、ワーケーションを進めていく上

で、体験型観光の推進を図ることは重要である

と考えております。

これまで、県におきましては、豊かな自然や

スポーツ環境を生かしたスポーツツーリズムな

ど、本県ならではの体験型観光を推進してきた

ところであります。

また、昨今のコロナ禍におきましては、密を

避け、自然を楽しむ観光の人気も高まっており

ますので、来年度は、サーフィンなどのマリン

スポーツや工芸体験等を活用した新たな誘客

キャンペーンにも取り組みたいと考えておりま

す。

今後とも、市町村や関係機関等と連携して、

体験型観光の推進を図ることによって、ワー

ケーションの受入れ促進にもつなげてまいりま

す。
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先ほども話しましたよう○日髙陽一議員

に、2020年に菅官房長官の発言で、一気にこの

ワーケーションが盛り上がりました。現在で

は、全国の46道府県が東京の1,000万人を奪い合

いしているところであります。

よく考えますと、九州も同じような人口でご

ざいます。まずは東京ではなくて、九州からど

んどん、どんどん発信していくのも一つではな

いかと思っております。

そしてまた、インバウンドが、もう近い将来

戻ってくると思いますけれども、コロナ対策が

しっかりとできている台湾など、アジアにも

しっかりと目を向けて発信していただきたいと

思います。

引き続き、県民の総力を挙げて、アフターコ

ロナに向けての準備力を発揮していただきたい

と思います。

最後に、今回で退職される皆様、本当にお疲

れさまでございました。人を思う心、県民のた

めに今まで長きにわたり築かれました知識と能

力を、これからまた県民のために御尽力いただ

きますよう、心からお願いを申し上げまして、

私の一般質問の全てを終わります。

ありがとうございました。（拍手）

次は、太田清海議員。○徳重忠夫副議長

〔登壇〕（拍手） 私も70歳に○太田清海議員

なりましたが、振り返ってみますと、私の幼少

年時代は戦後の名残がまだありました。鼻水を

たらし、足にはあかぎれ、しもばれができ、

ニッケ紙をかんで唇は真っ青、イタドリと言い

ますが、サドを食べ、古鉄拾いをして５円の金

を稼いでいました。当時はまさに「生きる」と

いうことが素朴であり、牧歌的な幼少年時代

だったと思っています。中学２年の頃、東京オ

リンピックが開催され、物があふれるようにな

り、私たちの将来は希望に満ちているように思

いました。しかし、その後、1970年代、オイル

ショックを経験し、高度成長から低成長に移行

し、私が30歳となる1980年代から、政治や経済

の世界にサッチャー、レーガン、中曽根首相に

代表されるような「小さな政府」「民間にでき

ることは民間に」というような考え方の「新自

由主義」なるものが色濃く反映してきたように

思います。

以来、政治や経済の在り方が、例えば派遣労

働制に見られるように、果たして、人間が生き

るということにおいてうまく機能しているのだ

ろうか、人間が常に何か生きづらさを感じてし

まうような時代になってしまったのではと思え

てなりません。

これは以前にも紹介した歌ですが、万葉の時

代、舒明天皇の作られた歌に次のような歌があ

ります。「大和には 群山（むらやま）あれど

とりよろふ 天（あめ）の香具山 登り立ち

国見をすれば 国原は 煙立ち立つ 海原は

鴎（かまめ）立ち立つ 美（うま）し国ぞ

蜻蛉（あきつ）島 大和の国は」。この歌は、

私が高校時代に国語の先生から習いました。先

生が言いました。「どうだね、大和の国にはい

ろんな山があるが、特に天の香具山は美しい。

その天の香具山に天皇が登って国見をすると、

もう国民が朝早くから活動し始めたらしく、炊

飯の煙があちこちに立っている。一方目を転じ

ると、水辺では水鳥が水しぶきを上げて飛び

立っている。どうだね、美しいと思わないか

ね」。「大和には 群山あれど とりよろふ

天の香具山 登り立ち 国見をすれば 国原は

煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ 美し国ぞ

蜻蛉島 大和の国は」。確かに、朝日に照ら

された青い山々や空の青、そして白鳥に水しぶ
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- 225 -



令和３年３月２日(火)

き、炊飯の白い煙、色の対比を考えると、色彩

的にも美しい歌だと思います。さらに、先生は

こうも言われました。「炊飯の煙を見て、天皇

は、国民がもう朝早くから活動し始めたこと

に、その国民の勤勉性に、統治者としての喜

び、そして働く人々に対して慈しみを感じたの

だよ」とも言われました。私は、この先生は真

面目な先生だなと思いました。国民が幸せに生

き生きと生きること、それが統治者としての喜

びであり、また、そのような国づくりをするこ

とが、統治者としての責任なんだというふう

に、当時の私は感じました。

そこで、このような思いを込め、今、政治の

世界での不祥事が多発し、一方では、自殺や失

業者が増大しているという状況の中で、知事に

政治姿勢ということで２点、お伺いします。

まず、国家財政についてであります。

コロナ禍における2020年度の国家予算は、結

果的に累計112兆円にも及ぶ新規国債発行という

ことになりました。この数字は、これまで日本

の国家財政予算が100兆円前後でしたので、こ

の112兆円という新規国債発行分だけで一国の予

算に匹敵すると言っても過言ではありません。

このような状況は、これまで財政規律云々、

財政破綻云々、プライマリーバランスがどうの

こうのと言われてきただけに、異常な状況とも

見られるわけですが、知事はこの状況をどう見

ておられるか、伺います。

この質問の背景をもう少し付け加えるなら、

特にＭＭＴの理論、昨日も自民党の右松議員も

克明に質問されましたし、また、このＭＭＴの

理論については、昨年の９月議会で我が会派の

渡辺議員が質問し、知事の一定の見解が示され

ておりますので、そのことは問いませんが、私

は、現状の112兆円もの新規国債発行という国家

予算の危うさは、ＭＭＴの理論の「ある一定の

考え」で解決できるのではとも思っています。

「ある一定の考え」とは、まず、現在の日本

経済はデフレ状態であるというしっかりした認

識を持つこと。ということは、だから一貫性を

持ったデフレ対策を打ち出すこと。インフレに

なれば、その逆のインフレ対策を打てばよいと

いうわけです。ＭＭＴの推進論者の方は、今の

日本はデフレ状態なので、景気をさらに冷え込

ませる派遣労働者制や、ＴＰＰを含む過度な自

由貿易政策はもってのほかというような、私の

考えと同じようなことを訴えておられます。我

田引水かもしれませんけれども。さらに、ビル

トインスタビライザー機能を含む超過累進課税

の強化も訴えておられます。

だから、インフレになれば、ビルトインスタ

ビライザー機能がインフレを自動的に抑制する

方向で働き、後は金融財政政策で景気過熱を抑

え込む政策を打てばよいわけで、ＭＭＴは何の

ことはない、ケインズ理論の延長線上にあるも

のと思います。

余談ですが、ケインズは第１次世界大戦後、

「敗戦国のドイツに過大な戦後賠償を求めれ

ば、戦後復興もままならず、一方、ドイツ国民

のルサンチマンたる国民の恨み、怨念、復讐心

が生じるので、決して多額の賠償金を求めては

ならない」と主張しましたが、結果として、そ

の主張は通りませんでした。しかし、その後の

ドイツナチズムの台頭を考えると、まさにケイ

ンズは、経済学のみならず、社会学的な歴史に

対する炯眼を持っていた人だと思います。

次の質問に移ります。

コロナ禍を体験して、今日の支配的な政治・

経済思想である新自由主義をどう見るかという

ことであります。新自由主義の歴史について

- 226 -



令和３年３月２日(火)

は、冒頭で簡単に述べましたので、繰り返しま

せんが、歴史といえば、こんな話があります。

ＮＨＫの大河ドラマ「麒麟がくる」の放送はも

う終わってしまいました。安土桃山時代の歴史

の授業中に、男の子がうとうと居眠りをしてし

まったそうです。先生は頭にきて、つかつかと

その男子生徒の元に寄っていき、いきなり指を

さして「本能寺を焼いたのは誰だ」と言ったと

ころ、生徒ははっと我に返るも状況が分から

ず、再度先生は指をさして「本能寺を焼いたの

は誰だ」と聞くと、生徒は「そっ、それは僕

じゃありません」と言って、泣きながらクラス

を飛び出していったそうです。一人取り残され

た先生は、「君が犯人じゃないということぐら

い歴史的に分かっていることだよ」と言ったそ

うです。

本論に戻って、一時期、公立・公的病院再編

成ということで、県内でも７か所の病院の削減

が検討されてきたところですが、このようなコ

ロナ禍という危機事象の中で、逆に公立・公的

病院の存在の重要性が再認識されたと思うので

すが、このことは、医療機関に限らず保健所、

消防署なども、日頃からその充実の必要性は、

円熟した社会の当然の経費として覚悟しておく

べきものと思います。

さらに、新自由主義の中でつくられた派遣労

働制、今、日本では、働く人の４割が派遣労働

を含む非正規で占められ、危機事象が生ずれ

ば、これらの人が真っ先に失業してしまう。そ

して自殺も増大する。私は、働くということに

リスペクトのない社会は、ルサンチマン（怨

念）を生じさせ、人間精神にも悪影響をもたら

し、精神文化の面でも多くの綻びをもたらすの

ではないかと思います。

新自由主義的な考え方と言っていいのか分か

りませんが、在庫を限りなくゼロに近づけると

いう考え方、いわゆるジャストインタイムと呼

ばれる無駄のない在庫管理の手法があります

が、この手法は、医薬品や医療品など、人間の

命に関わる備品の戦略的備蓄にはなじまない考

えだと思います。例えて言うなら、新自由主義

の考え方は、相撲でいうところの「徳俵」のな

い考え方だと思います。

柔らかな資本主義、牙をむかない資本主義と

して発展するためにも、ヨーロッパ、特に北欧

が発祥の民主社会主義的な要素も参考にすべき

ではないかと思います。

新自由主義についてどう見るか、知事にお尋

ねいたします。

以下の質問は、質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、コロナ禍における国家財政についてで

あります。

今回のコロナ禍のように、国家的な危機事象

が発生している場面での大規模な財政出動は、

国民の命と暮らしを守る上で、やむを得ない措

置であり、本県におきましても、国の補正予算

を活用することで、必要なコロナ対策を進める

ことができたところであります。

結果として、新規国債発行額が大幅に増加し

たことにより、国の財政運営を心配する声も強

まっております。ＭＭＴ理論の立場からの御意

見も含め、今後、各方面で議論がなされるもの

と考えております。

県としましては、コロナの影響に伴う税収減

が見込まれる中、国の財政収支の悪化が地方財

政にも大きな影響を与えるのではないかと懸念

をしております。国における議論の行方を注視
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するとともに、地方への必要な財政上の配慮に

ついて、引き続き強く求めてまいります。

次に、新自由主義についてであります。

新自由主義は、自由競争を重んじ、効率的な

行政運営を図る考え方であります。政府による

積極的な経済への介入や伝統的な共同体を重視

し、弱者を市場競争から守る政策などとは異

なった立場にあるものと理解をしております。

そのもたらした影響につきましては、多様な

新しいサービスやイノベーションの創出が進ん

だ一方で、格差の拡大や非正規雇用の増加が見

られるなど、様々な評価があるところでありま

す。経済が成熟期に入る中で、新しい形で活路

を切り開いたという役割があったものと考えて

おります。

今回のコロナ危機によって、東京への一極集

中をはじめとする効率主義や過度のグローバル

経済に対する課題等が顕在化したところであり

ますが、これからのコロナと共に生きていく社

会では、効率一辺倒に陥ることなく、改めて地

方の魅力や人と人とのつながりの大切さが注目

されるようになるものと考えております。以上

であります。〔降壇〕

ありがとうございました。後○太田清海議員

半のところが、効率一辺倒ではどうもというニ

ュアンスの答弁をいただきました。これは昨日

も、佐藤雅洋議員の、コロナを通して、何か経

済合理性追求だけではいけないんじゃないかと

いうようなニュアンスもお聞きしましたし、ま

た右松議員も、ＭＭＴの理論を展開されまし

て、これまでとちょっと違ったスタンスで発表

されたように思いました。その辺は、価値観の

揺らぎといいますか、それをお互いに感じなが

ら一致点を見つけていく。コロナという事象

が、私たち人類が生きていく上で何かをもたら

しているんだろうなと思いました。

私が特に訴えてきたのは、派遣労働制という

のは、派遣労働者が悪いということじゃない、

派遣労働制が悪いんだ。しかも、この派遣労働

制が初めて導入されたのは1986年、このときに

はソフトウエアとか、そういった専門業種でな

いといけないということだったのに、製造業ま

で派遣することができるというふうになったの

が2004年です。あれ以来、水は低きに流れると

いう意味では、やっぱり安いほうを雇ったほう

がいいということになった。絶対そうなってく

ると思うんですよ。私は、製造業、本当にみん

なが汗水たらして働いている、そういうところ

に派遣労働制なるものは導入してはならぬと思

います。そのことを、ぜひ経団連とか経営者側

も、日本人の精神文化を考えた場合に、こうい

うのはいかんよねということで、議論をしてい

ただきたいなと思います。

もう一つは、経済学者でノーベル平和賞

を2006年にもらった、ムハマド・ユヌスという

バングラデシュの経済学者がいますが、この前

ＮＨＫで放送があっていました。この人が言っ

ているのは、「今のコロナを見て、経済という

のは共存共栄でないといけない」。しかも、こ

んなことも言っていたんですよ。「ワクチンは

特許権になじまない」。言われてみると、そう

かな、人類が生き残ろうとするのに金を出して

までやらせようとするのか。その辺は、本当に

人類が生きるということに対する投げかけだろ

うと思います。そんなことを感じました。

時間の関係で、次に移らせていただきます。

次に、テレワークと労基法の関係についてで

あります。

テレワーク 私もそういう時代になってき―

たなと思いますが、労働基準法との関係が曖昧

- 228 -



令和３年３月２日(火)

になっては、またこれはいけないと思います。

商工観光労働部長にお伺いします。企業がテ

レワークを導入する場合の労務管理上の留意点

について、どのように整理されているのか、お

伺いしたいと思います。

在宅勤務○商工観光労働部長（松浦直康君）

やモバイルワークなど、ＩＣＴを利用した多様

な働き方が広まる中、厚生労働省では、「テレ

ワークにおける適切な労務管理のためのガイド

ライン」を策定し、企業がテレワークを導入、

実施するに当たっての留意点を明らかにしてお

ります。

このガイドラインには、テレワークを行う場

合においても、労働基準法や労働安全衛生法な

どの労働関係法令が適用され、例えば、就業の

場所や始業・終業の時刻を、使用者が労働者に

対して書面で明示しなければならないことや、

テレワークを行う労働者も労災保険給付の対象

となることなどが明記されているところであり

ます。

県としましても、企業向け講演会でのガイド

ラインの説明やパンフレット配布などを行って

おりまして、今後とも引き続き、理解促進に努

めてまいります。

分かりました。私は、労働基○太田清海議員

準法自体も多少改正せねばならんのかなと思っ

ておりましたが、私に示されたガイドラインと

いうものの中で、私も読んでみましたけれど

も、きちっと捉えられていると思います。た

だ、今の世の中で、シフト労働者、レストラン

なんかで働いている人は雇用調整助成金がもら

えないとか、そんな問題が起こっております。

いろんな雇用の形態が出てきた関係で、労働基

準法との関係が曖昧になってはいけないなと思

います。ぜひこのガイドラインをきちっと守っ

ていただきたいと思います。

次に、選挙管理委員長にお伺いいたします。

親子連れ投票についてでありますが、親子連

れ投票というのは、私はこれまであまり気にも

留めていなかったものですから、こういうのが

あるということで、お尋ねしたいと思います。

親子連れ投票の対象が拡大された経緯と、県

の考え方をお伺いしたいと思います。

投票所に同○選挙管理委員長（茂 雄二君）

伴できる子供は、以前は幼児に限られておりま

したが、平成28年の選挙権年齢の引下げに伴

い、18歳未満の子供まで入場できることとなり

ました。

親が投票する姿を子供に見せることが啓発に

つながるとともに、子供が将来有権者となった

ときに、投票に行きやすくなること等を期待し

て、法改正がなされたものであります。

国の調査では、子供の頃に投票所に行ったこ

とのある人は、その経験のない人に比べて、選

挙で投票した割合が20ポイントほど高くなるな

どの効果が確認されておりまして、県でも選挙

の際に周知を行っているところであります。

最近の選挙では、親世代の投票率も低下が見

られるところですので、子供の社会参加の一つ

としても、ぜひ家族で投票に行き、一票を投じ

ていただきたいと思います。

分かりました。実は私の理解○太田清海議員

としては、幼児などやむを得ない場合しか認め

られないと思っていたものですから、連れて来

てはいけないというようなイメージだったんで

す。ところが、今説明があったように、18歳ま

でということであります。私も18歳の高校時代

に、学生服を着て遠隔地保険をもらうために社

会保険事務所に行ったことがあるんですが、

やっぱりみんなが見ているものですから、怖
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かったんですよね。そうしたら、今でも覚えて

いますが、甲斐さんというおじいちゃんみたい

な職員の方が私に、高校生であるにもかかわら

ず、人間として親切に対応してくださいまし

た。おどおどしていた私にそんな対応をしてく

れた関係で、名前まで覚えてしまったんですけ

ど。県庁の中でも、県庁の本館はほとんどドア

がありますよね。あのドアをガチャっと開けて

中に入るというのは、県民は怖いんですよ、本

当に。そういうものなんですよ。だから、投票

所に行くときにも、行くと、調査員とか地区の

大物の人たちが座って不正を監視しているとい

う、衆人環視の中に若者が行くというのは、

ちょっと嫌かもしれません。だから、ああこの

制度はいいなと思ったのは、私も孫を連れて

いって、みんなから見られることの怖さをなく

していく、それは本当に大事だなと思いまし

た。こういう体験を子供にさせたいなと思って

おります。

次の質問に行きます。

県北地区に重症心身障がい児（者）の施設を

つくってほしいということで、今まで県北から

もいろいろ要望を出してきましたが、これは本

当にありがたいと思っております。医療型短期

入所事業、これは大変医師不足の中で難しいの

ではないかと今まで聞いておったものですか

ら、いとも簡単に今回さっと発表されてできた

ものですから、その経緯を伺いたいと思いまし

て。

延岡共立病院が県北地域で初めての医療型短

期入所事業所を開設するに至った経緯等を伺い

たいと思います。これは福祉保健部長です。

医療型短期入○福祉保健部長（渡辺善敬君）

所事業所につきましては、御家族に休息などを

取っていただくため、医療機関において医療的

ケア児を預かる事業でありまして、保護者など

多くの皆様から開設を求める声をいただいてお

りました。

こうしたことから、県では、開設いただける

医療機関の掘り起こしを行ってまいりました

が、延岡共立病院には、高い関心を持っていた

だき、実際に医療的ケア児が通う施設を視察し

たり、家族の御苦労を伺っていただいたほか、

関係者のサポートもいただきながら、３年間に

わたり事業所開設に向けた取組を進めてきたと

ころです。

今回、コロナ禍の中、御家族の思いに御理解

をいただき、開設を決断された延岡共立病院の

皆様に感謝申し上げ、敬意を表したいと思いま

す。

本当にありがたいと思いま○太田清海議員

す。思い出すのは、平成28年の９月定例会で、

日向の日高博之議員が、日向選出なのに、延岡

に県立体育館を造ってほしいというような趣旨

の質問をしたものですから、心の広い人だなと

思って、逆に当時、日向からもこの医療型短期

入所事業所をやってくれと上がっていましたの

で、私もその応援の質問をお返しにした記憶が

ありました。それほど県北のお父さん、お母さ

ん方が苦しんでおられる、そのことの解決のた

めに、県北の議員の皆さんが一緒になってやっ

てきたなと思いました。ぜひこの制度を発展さ

せていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。

次に、県土整備部長にお尋ねします。

一ツ葉有料道路の利用状況についてでありま

すが、早く無料化してほしいという願いを込め

て、一ツ葉有料道路の利用状況についてお伺い

したいと思います。

一ツ葉有料道○県土整備部長（明利浩久君）
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路の利用状況につきましては、有料継続いたし

ました昨年の３月から今年１月末までの11か月

間では、北線及び南線の合計で、交通量は約595

万台となっており、前年度の同時期と比較しま

すと、交通量が約93％、料金収入は、料金値下

げの影響もありまして、約71％となっておりま

す。

交通量が減少している要因としましては、新

型コロナウイルス感染拡大に伴います経済活動

の停滞などによるものと考えており、全国の高

速道路も同様の傾向にあります。

新型コロナの影響が長期化する懸念もありま

すことから、引き続き、利用状況を注視してま

いります。

分かりました。大分に高速で○太田清海議員

行く場合は、延岡から見れば無料なんです。恐

らく、九州中央自動車道も無料だと思います。

県北から南へ下がるときに有料になるものです

から、そう考えると、延岡、県北の人口とか消

費が、大分方面、熊本方面に取られるんじゃな

いかというような不安もあるので、ぜひ一ツ葉

有料道路の無料化に向けて頑張っていただきた

いと思います。

次の質問に移りますが、福祉保健部長に再

度、介護福祉士等養成・確保特別対策事業につ

いてであります。これは返済免除の貸付である

とだけ私は聞いておったものですから、内容に

ついてお伺いしたいと思います。

この事業は、○福祉保健部長（渡辺善敬君）

新型コロナの影響により、介護人材不足が一層

懸念されますことから、若者等の介護分野への

参入促進や人材確保を図るため、新たに２つの

返済免除付貸付事業を実施するものでありま

す。

福祉系高校修学資金貸付事業は、福祉系高校

の学生に、介護実習費など、３年間で最大44万

円を貸し付けるものでありまして、卒業後に県

内で３年間、介護分野の仕事に従事した場合に

は、返済が免除されます。

また、介護分野就職支援金貸付事業は、他業

種で働いていた方などが介護分野における介護

職に参入する場合に要する費用として、20万円

を上限に貸し付けるものでありまして、県内で

２年間、継続して従事した場合には、返済が免

除されます。

実施主体は県社会福祉協議会となり、県は事

務費等を含めて補助することとしております。

今後、教育委員会等と連携するとともに、移

住施策等とも組み合わせながら、制度の周知・

活用に努めてまいります。

分かりました。３年間とか２○太田清海議員

年間、地元で働けば、返済は免除されるという

ようなイメージだと思いました。これは本当

に、人口減少対策にもなるし、県内での就職率

の向上にもなるし、離職率にもいい影響を与え

ると思います。ぜひ充実させてほしいと思いま

す。

ただ、私どもが介護労働者や介護士の方とい

ろいろ話をすることがありますが、例えばこん

な話があります。ある福祉施設で働いていた

ら、そこの理事長さんの息子さんと一緒にガラ

ス拭きをすることになった。理事長さんの息子

が、「今度俺、車買うっちゃけどよ」と言った

その車が、物すごく高級な自動車だったもので

すから、もう何かやる気を失ったと。自分が

ね、手取り15万円ぐらいで、自分よりか年下の

人にね。そんな問題もあったりするんです。や

る気という問題。だから、介護労働者に対する

賃金をできるだけ上げていく、こういう制度を

つくるというのは大事なことだと思います。そ
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ういったデリケートな問題もあるということ

で、よろしくお願いいたします。

次に、また福祉保健部長に、ＬＧＢＴの問題

についてお尋ねいたします。

私は平成26年６月に、私の娘のことに関して

発表したことがありますが、その後、延岡地区

において「ＬＧＢＴのべおか親子の会」という

のをつくりまして、月１回、そういう対象のお

子さんとか、もしくは親御さんに来てもらっ

て、意見交換をしています。中には、エックス

ジェンダーと、そういう人もいるのかと思いま

した。自分が男であるのか女であるのか分から

ない。少女時代、少年時代から自分が何者かが

分からない。何で人は自分をいじめるのだろ

う、そんなことも分からない。そういう20歳過

ぎの方にお会いしました。私は、「ようあんた

生きてきたね。あんたも自分のことを表現する

場があれば、ぜひ頑張ってみらんね。あんたの

ことが分かったら、みんなももっと優しくなる

はずじゃが」とか、そんな話もしたりするんで

すが、その中で一つ、ホルモン療法で悩んでお

られる方もいました。

ということで、性同一性障害のホルモン療法

の現状についてお伺いしたいと思います。

性同一性障害○福祉保健部長（渡辺善敬君）

の治療につきましては、日本精神神経学会が定

めた「性同一性障害に関する診断と治療のガイ

ドライン」によりますと、十分な知識と経験等

を持った精神科医、形成外科医、泌尿器科医、

産婦人科医などにより構成された医療チームに

よって治療を行うものとされております。

ホルモン療法につきましては、その医療チー

ムから依頼を受けた、内分泌学、泌尿器科学、

産婦人科学等の専門医によって行われるべきと

されておりますが、全国的に専門的な治療に携

わる医師等や医療機関が少ないと聞いておりま

す。

平成30年４月に、性同一性障害に係る手術の

一部が保険診療として認められましたが、ホル

モン療法につきましては、保険診療とはなって

おりません。

分かりました。これはまだ過○太田清海議員

渡的な状況かなと思いましたが、男性に変わっ

た人は泌尿器科で診察するのかな、女性に変

わった人は産婦人科かなというところが、ホル

モン療法の場合、最後のところはちょっと分か

りませんでした。担当課の方にいろいろ調べて

いただいて、それを基に延岡でも動いてみた

ら、ある病院ができるかもしれないということ

で、もしそれができれば本当に助かるんです。

というのは、ホルモン療法を月に１回、注射な

りしなければならない人というのは、遠いとこ

ろに行ってやらないかんから、仕事を休まない

かん。ということは、もう定職にはなかなか就

けない人たちなんですよ。そして、それを避け

るために錠剤を取り寄せる。「錠剤はどこから

取り寄せるのか」と言ったら、「私は台湾で

す」とか言う人もいました。そういう錠剤とい

うのは、私も医学的には分かりませんが、腎臓

とか、体にとってちょっと負担があったり、そ

ういうのがあって、ホルモン療法ができるのが

一番いいわけですね いいんだろうと思いま―

す。こういう動きを関係者の方に言ったら、本

当に喜んでおりました。それができるといい

ね、身近なところで療法ができるといいがねと

いうことでありますので、こういう課題もまだ

残っているということについて、御理解をお願

いしておきたいと思います。あとは私たちのほ

うでも頑張っていきたいと思っています。

次に、総合政策部長に県立体育館についてお

- 232 -



令和３年３月２日(火)

伺いしたいと思います。

県立体育館については、延岡で整備していた

だくということで、本当に感謝申し上げます

が、市民としては、これまで市民体育館があっ

ただけに、これまでのように使えるのかなとい

うことで、新たに整備する県立体育館、延岡市

民がこれまでのような利用ができるのか、配慮

できないものかということで、お伺いしたいと

思います。

現在、延岡市○総合政策部長（渡邊浩司君）

民体育館の敷地におきまして、延岡市と共同で

整備を進めております新体育館は、大規模大会

の開催や競技力向上など、本来の県体育館の役

割に加え、廃止する市民体育館の機能を併せ持

つ施設となります。

そのため新体育館は、設計段階から地元の御

意見等も伺いながら検討を進めてきておりまし

て、建設期間中の現体育館の継続利用にも配慮

することとしております。

供用開始後の具体的な管理・運営方法等につ

きましては、これから本格的な検討や協議を進

めていくこととしておりますが、新体育館がス

ポーツランドみやざきの拠点施設としての役割

を発揮するとともに、地元にも幅広く利用され

る施設となりますよう努めてまいりたいと考え

ております。

ありがとうございました。地○太田清海議員

元にも利用されるようなという配慮、ありがと

うございました。

次に、教育長にお伺いしたいと思います。

延岡わかあゆ支援学校跡地については、延岡

市がいただいて、延岡市子育て支援総合拠点施

設「えんキッズ」というのをつくっておりまし

て、２月８日がプレオープン、７月下旬がグラ

ンドオープンと聞いております。ただ、その

後、利用者の交通の便、アクセスの関係で一部

の土地を改良したいということで、譲渡を願い

出ているようですが、どのように対応している

のか伺いたいと思います。

延岡市から、延岡わ○教育長（日隈俊郎君）

かあゆ支援学校跡地につきまして、一部譲渡の

要望がありましたので、県教育委員会といたし

ましては、現状による譲渡は可能である旨、お

伝えしたところであります。

今後、延岡市から正式に申請等があれば、適

切に対応したいと考えております。

正式に申請があれば適切に対○太田清海議員

応したいということであります。ありがとうご

ざいました。

それでは、最後の質問になりますが、教育長

に、県立高校等での定員内の不合格問題につい

てであります。

定数割れをしたところであれば全員が合格す

るのかなと思いましたが、不合格者もいらっ

しゃるようです。今回、全日制は0.82倍という

ことですが、県立高等学校入学者選抜における

定数内不合格の現状について、お伺いいたしま

す。

定員内不合格者につ○教育長（日隈俊郎君）

いて、過去３年間の状況を申し上げますと、合

計数になりますが、令和２年度入試では、全日

制課程36名、定時制課程12名、平成31年度入試

では、全日制課程30名、定時制課程７名、平

成30年度入試では、全日制課程38名、定時制課

程16名となっております。

分かりました。例えば、私立○太田清海議員

学校に行かれる方もおるかもしれないが、こう

いう人の中で、学びの場から外れた子供の将来

を考えると、例えば、こうなると固定的に考え

ちゃいけませんが、うつ病になったりとか自殺
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したりとか、犯罪にいってしまうとかいうこと

もあるかもしれません。ぜひ、こういう子供た

ちの行く末というか、そんなことも中学校側、

高校側もやっぱり関心を持っておくべきではな

いかなと思います。聞くところによると、学校

の退職者でつくる「悠遊」という学習支援ＮＰ

Ｏ法人があるそうです。通信教育の手助けをさ

れている方たちだと聞いておりますけど、こう

いった方々、様々な人の力を借りて、今後、関

係団体と協議していただくといいかなと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

それから、冒頭、私は歴史のことを話しまし

たけど、私の父は柔道家でありましたので、

「絶対ひきょうなことはするなよ」と教えられ

てきました。その後、「武士道」という新渡戸

稲造の本がありますが、これを読んで、「あ

あ、日本は何と美しい精神を持っているのか

な」と思ってきました。私が歴史で「うん」と

思ったのは、中学校２年の日本の歴史で ２―

回目ですかね、小学校でもちょっと習いますけ

ど 「21カ条の要求」というのがあります。―

これは1915年、いわゆる第１次世界大戦中に中

華民国に対して日本が要求したものでありま

す。私はそれを学んだときに、「何でこんな要

求をするんだろうな。日本には武士道があるの

に」というような疑問を持ったことがありまし

た。

2018年の８月15日にＮＨＫスペシャルで、ノ

モンハン事件を取り上げた「責任なき戦い」と

いう放送を見ました。ノモンハン事件というの

は、関東軍とソビエト軍が国境を争った戦いで

ありますが、1939年、太平洋戦争に入る２年前

です。このときのテープがアメリカから発見さ

れたり、画像もあったり、肉声までありまし

た。簡単に言いますけれども、このノモンハン

事件をどのように責任を取るのか、私はあのと

ききちっと責任を取っておれば、本当に日本の

将来も変わっていたんじゃないかなとも思いま

した。東京の参謀、陸軍中央、現地関東軍、そ

して現地で戦った３つの組織の中で、責任がき

ちっと取れていない。これを思うと、一人の人

を紹介しますが、北部方面を守っていた中佐の

井置部隊、３分の１まで減ってしまった自分の

部隊の命を、最後守らないといかんということ

で撤退をしたわけですが、その撤退したことに

対する現地での責任を問われて、結局これは、

鈴木参謀という人が一週間ばかり説得して、短

銃を置いて、自決させるんです。パーンという

音が聞こえてくる。奥さんに対する報告は、戦

死ではなく死亡したと書いてあるんです。だか

ら奥さんは、私の旦那の最期はどんなだったん

ですかと、戦後、いろんな関係した幹部に文書

で回答を求めたけれども、手紙で帰ってきた言

葉は、「全く記憶しあらず」という言葉、文字

でした。そんなのが全部肉声でも出ています。

私は、責任を取るということ、これをぜひ今

の日本でもしていかなきゃならんのじゃないか

なと思います。何か似ている。やっぱり近畿財

務局の赤木さんが自殺されて、奥さんが今一生

懸命頑張っておられます。そのことを何か関連

して感じたところであります。

これで私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○徳重忠夫副議長

ました。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時38分散会
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（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏
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商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦
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教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦
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人事委員会事務局長 小 田 光 男
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議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、中

野一則議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○中野一則議員

ざいます。早速、質問に入ります。

県内のコロナ感染者は、２月に入り、つるべ

落としと言ってもいいほどに大きく減少してお

ります。これは、緊急事態宣言の成果でありま

す。知事の英断の結果であります。私も評価を

いたします。

それで、トップリーダーの決断とはいかなる

ものであるのか、知事にお尋ねいたします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

お答えします。トップリーダーとしての決断

であります。

県政運営を担う者として、私は、今回の新型

コロナウイルスへの対応など前例のない事態や

危機事象が発生した場合に、県民の皆様に広が

る不安等を払拭するため、ぶれることなく明確

なビジョンや戦略を示し、分かりやすくメッ

セージを発信すること、目標を共有し断固実行

すること、そして、結果に対ししっかりと責任

を持つこと、このような点を意識して、リー

ダーとしての務めを果たしてまいりたいと考え

ております。

事案によっては、決断の過程で様々な意見や

課題があることを、県民の皆様に丁寧に説明

し、時間をかけて対話を重ね合意形成を図る必

要がある場合もございます。知事就任以来、こ

うしたことを心がけて取り組んでまいりまし

た。

今後とも、県民の皆様はもちろんのこと、県

議会や市町村、関係団体の皆様との対話を心が

け、様々な声に真摯に耳を傾けつつ、必要な場

面では逡巡することなく果断に決断し、県政運

営に当たってまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

今回の宣言、先ほど言いまし○中野一則議員

たとおり、大変すばらしい効果がありました。

先ほどは決意とか、対話をしていく、耳を傾

けて取り組んでいくというお話でありました

が、４波、５波というのがあるかもしれない。

ないに越したことはありませんが、そのための

教訓とか参考になるようなことがあれば、それ

も教えていただきたいと思います。

緊急事態宣言の発出○知事（河野俊嗣君）

後、外出自粛や営業時間の短縮など、県民や各

事業者の皆様の適切な行動変容のおかげで、感

染が急速に鎮静化し、宣言の発令は非常に大き

な効果があったものと考えております。議員に

も評価いただき、大変ありがたく思っておりま

す。

新型コロナウイルスは大変厄介なウイルスで

ありますが、人と人との接触機会を極力減らす

ことにより、感染の機会を徹底的に減らせば、

感染拡大を防止できることを改めて実感したと

ころであります。

一方で、宣言の発令に伴い、県民生活や地域

経済に多大な影響を与えたことも事実でありま

す。今後は、そうした感染状況にならないよう

にすることが重要であると考えております。

このため、今回の経験も踏まえ、「みやざき

令和３年３月３日(水)
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モデル」を標語としました感染対策実践例の普

及啓発の強化、そして、早期探知のための、接

待を伴う飲食店の従業員等や高齢者施設の職員

への検査、また、感染警戒区域や感染急増圏域

を早期に設定することを検討する、こうしたこ

とに取り組みまして、感染を早期に封じ込め、

「感染症に強い社会」を築いてまいりたいと考

えております。

みやざきモデルを大いに発揮○中野一則議員

して、とにかく感染を防いでほしいと、このよ

うに思っております。

次に、国文祭・芸文祭について質問いたしま

す。

これもコロナに関係する質問になるわけです

けれども、残念ながら、昨年開催の予定が今年

に延びております。これは、もともと記紀編さ

ん1300年記念事業の集大成としての国文祭・芸

文祭であったわけです。これの延期になった理

由を、改めて知事にお尋ねしたいと思います。

また、主催者が県とか文化庁とかいろいろあ

りますが、その決定にはどこが大きく関わった

のか、それも含めて知事に御答弁願いたいと思

います。

国文祭・芸文祭につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、昨年６月、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大によりまして、開催の準備や実施

体制が十分に整っていないという状況を踏まえ

て、主催者であります文化庁、厚生労働省、

県、この三者が協議して、大会の延期を決定し

たところであります。

いよいよ今年開催するわけで○中野一則議員

ありますけれども、何が何でも、ぜひ開催して

いただきたいと。主催者が文化庁、厚労省と県

ということでしたが、文化庁、厚労省を説得し

てやっていただきたい。

今、国はコロナに一生懸命で、この一生懸命

ということは、何が何でも７月からのオリン

ピックの開催をということが大きな狙いだと

思っているんですよね。

この前の新聞のアンケートによりますと、オ

リンピック・パラリンピックの中止はやむを得

ないというのが49.1％もあるんですよ。そこ

で、オリンピック次第では、国文祭・芸文祭も

どうなるのだろうかという心配をいたしており

ます。それを越してでも、開催をお願いしたい

と思いますので、今度は国文祭・芸文祭開催の

決断について、知事にお尋ねしたいと思いま

す。

国文祭・芸文祭の重要○知事（河野俊嗣君）

性を考えますと、万全な感染対策を講じなが

ら、感染状況に適切に対応して開催したい、そ

のような思いで現在準備を進め、今年度、大会

本番に向けた機運の醸成を図るため、「さきが

けプログラム」を県内各地で開催しておるとこ

ろでございます。

文化芸術というものは、私たちの心を癒や

し、励ましてくれるもの。人と人とが分断さ

れ、先の見えない苦しい状況が続いている今こ

そ、コロナ禍の中でこの大会を開催する意義

を、改めて感じているところであります。

この大会を、新型コロナにより大きな影響を

受けた本県にとりまして、前に進む勇気や希望

の光にあふれた大会にしたいと考えておりま

す。

知事が開催する決意が非常に○中野一則議員

ありありと分かりました。今、言われましたと

おり、文化・芸術で国民に希望の光が届くよう

に、ぜひ開催を重ねてお願いしたいと思いま

す。

それで、関係者からの要望がありました。
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今、コロナワクチンの優先接種は、医師団とか

医療機関とかが優先してありますが、一般に

なった場合、優先順位というのは何も決まって

いないということを聞いております。そういう

中であっても、この国文祭・芸文祭に関係する

人、特に出演者には優先して接種をお願いして

ほしいという要望がありました。特に演目に

よっては、コーラスとかミュージカルとかオペ

ラ、演劇、こういう人たちは、早くから準備し

て練習をする。そして、声を出さないと練習に

ならんわけですよね。声を出すとか云々という

のが、コロナで一番いけないんですが、その上

からも、ぜひ優先してワクチンを接種して、準

備をしたいという要望でありましたから、その

コロナワクチンの優先接種ができるように、知

事にお願いしたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。

国文祭・芸文祭の成功○知事（河野俊嗣君）

の鍵も、主役である出演者、開催を支える関係

者の皆様にあると考えております。感染防止対

策の徹底を行っていくこと、さらにはワクチン

接種も円滑に進めていくことが重要な課題であ

ると認識しております。

しかし、この肝腎のワクチンでありますが、

県民全員分が一気に供給されるものではなく、

順次供給されることとなっております。国とし

ましては、重症化リスクの大きさ等を踏まえた

接種順位を定めて、その順に従って接種を進め

ていくこととされております。

具体的には、まず医療従事者等、次に高齢

者、そして基礎疾患のある方、高齢者施設の従

事者、60歳から64歳の方々への接種を行い、そ

の後に「これら以外の方々」への接種を行うこ

ととしております。

この最後のカテゴリーであります「これら以

外の方々」の中には、年齢や職種によって様々

なお立場がありますので、これも様々な検討が

必要であると考えておりまして、今の御指摘も

踏まえながら、国や市町村と丁寧に意見交換を

行ってまいります。

最終的には市町村の判断もあ○中野一則議員

るのだろうと思いますので、そのあたりの優先

接種ということを この国文祭・芸文祭、今―

さっき言った演目は市町村からの出し物ですの

で、市町村を大いに指導していただきたいと

思っております。よろしくお願いしておきま

す。

次に、農政について、これは全て農政水産部

長にお尋ねしたいと思います。

まず、農協合併ですけれども、今、農協合併

について、各ＪＡ、一生懸命取組をされている

ようでありますので、まずはこの合併の目的と

か合併の形態とか、いつ設立する目標なのかと

いうことを、農政水産部長にお尋ねします。

農家の高齢○農政水産部長（大久津 浩君）

化や担い手不足、国際化の進展など、農業を取

り巻く環境が大きく変化する中、ＪＡグループ

宮崎では、組合員サービスの維持向上を目的

に、「県域ＪＡ構想」の検討を進めていると

伺っております。

この構想では、生産基盤の維持・拡大や営農

指導の充実、生産コストの抑制や物流体制の再

構築など、営農面をはじめ、金融・共済機能の

強化や業務執行の効率化など、ＪＡの事業全般

にわたります高機能化を図るため、県内の13Ｊ

Ａと中央会・連合会が一つの組織となることを

目指しております。

また、この構想に取り組むことを決議されま

した平成30年11月の「ＪＡ宮崎大会」から５年

以内に「県域ＪＡ」を設立することを目標とさ
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れております。

合併するからには、誰かのた○中野一則議員

めに合併するわけですよね。誰のために合併す

るのかを教えてください。

農業協同組○農政水産部長（大久津 浩君）

合法には、ＪＡは農業者の協同組織であり、組

合員に最大の奉仕を行うことを目的として、農

業所得の増大に最大限の配慮をして事業を行う

旨が規定されております。

これは、「県域ＪＡ構想」におきましても共

通する理念であり、まずは組合員たる農業者の

経営安定や所得向上が最大の目標であり、その

手段といたしまして、組織統合による経営基盤

の強化や経営健全化を目指されるものと理解し

ているところでございます。

誰のためにと言いましたが、○中野一則議員

いわゆる農協法の第１条の目的にかなったこと

で、言うなれば、農家組合員のためと、農業の

発展のためというふうにお伺いしました。その

ための合併であると。当然のことだと思います

ので、そういうことで進められるだろうと思っ

ております。

また、連合会の取扱いはどうなるんだろうか

ということで質問したかったんですが、既に県

下13ＪＡと連合会をまとめてということでした

ので、連合会はＪＡのスタートと一緒というこ

とになるんですか。

県域ＪＡ構○農政水産部長（大久津 浩君）

想では、県内の13ＪＡが一つの組織となった後

に、連合会の事業や組織を包括的に承継すると

の方針が示されております。その時期や手順に

つきましては、今後、組合員や各地域の意思を

反映させながら、検討が進められるものと承知

しております。

なお、共済連につきましては、現在、全国連

合会の県本部という位置づけでございますの

で、全国連合会及び設立後の県域ＪＡにおきま

して、今後の体制が検討されるものと考えてお

ります。

経済連は、既に全国連という○中野一則議員

ことですから、どうにもならないと思うんです

けれども、中央会、森連、経済連、畜連とかそ

ういうものは一緒にということでしょうが、13

ＪＡが一つにまとまった後に、遅れて包括して

連合会も合併していくという形になるというこ

とですね。分かりました。

次に、合併を進めていけば、いろんな課題が

あると思うんですよね。そういう課題が、今、

見えておれば教えていただきたいと思います。

県域ＪＡ構○農政水産部長（大久津 浩君）

想の実現に向けましては、ＪＡ間の合意形成

と、実務の調整が重要と考えております。

合意形成に当たりましては、それぞれのＪＡ

が総代会におきまして参加の可否を判断するこ

ととなりますので、組合員一人一人が、目指す

べき将来像や経営展望等について十分理解され

るよう、丁寧な説明が求められるところでござ

います。

また、実務面では、県域ＪＡ設立後の円滑な

業務運営に向けまして、会計業務とかシステム

の統一、あるいは職員の給与水準等についての

調整が必要と考えております。

分かりました。○中野一則議員

合併に向けてのそういう課題を含めて、県は

合併に対してどういう見解を持っておられるの

か、そしてまた、県は、農協をいろいろと調査

もされ、検査をされておるわけですので、いろ

いろと指導する立場でもあると思うんです。そ

のあたりのことをお尋ねしたいと思います。

農業を取り○農政水産部長（大久津 浩君）
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巻く情勢の変化に加えまして、金融緩和策の長

期化、さらには流通の高コスト化など、ＪＡの

事業環境が大きく変化していることを踏まえま

すと、ＪＡグループが県域ＪＡ構想に自主的に

取り組まれることは、時宜にかなった合理的な

判断であろうと考えております。

県といたしましては、構想実現に向けたＪＡ

間の合意形成や実務の調整につきまして、当事

者である各ＪＡ、中央会、連合会において、作

業が円滑に進むよう注視してまいりたいと考え

ております。

また、農業協同組合法に定めます手続、具体

的には、合併契約の締結や総代会の決議、その

他の法的手続につきましては、監督庁といたし

まして、必要な助言・指導をしっかり行ってま

いりたいと考えております。

合併後のＪＡがスムーズにい○中野一則議員

くように、合併に向けての指導をしていただき

たいと思っております。

次に、農協経営の状況についてお尋ねしてい

きたいと思いますが、まず、現在の農協の財務

状況なり経営状況というのは、いかなる状態な

のかを教えていただきたいと思います。

各ＪＡの令○農政水産部長（大久津 浩君）

和元年度決算における主な財務指標の一つであ

ります自己資本比率については、平均で17.76％

となっておりまして、金融機関の財務の健全性

の目安でございます、「ＢＩＳ規制」に定める

国際基準値の８％を上回る状況となっておりま

す。

また、事業収支は、全ＪＡ合計で８億6,400万

円の黒字となっているところでございます。

このような中、各ＪＡにおきましては、近

年、組合員数の減少や融資残高・共済保有残高

の減少といった経営環境の変化に対応し、施設

の統廃合など、事業運営の持続性確保のための

取組が進められているところでございます。

非常に自己資本率もすばらし○中野一則議員

く、また、８億円を超える収支が黒字としてあ

るようでありますが、そういう中で、金融再生

法に基づくＪＡの不良債権の比率というのがど

ういう状態なのかを教えていただきたいと思い

ます。

令和元年度○農政水産部長（大久津 浩君）

決算時の不良債権比率は、県内ＪＡが平均

で3.82％、ＪＡ宮崎県信連が0.36％となってお

ります。

また、県内主要金融機関の不良債権比率

は、1.5％から3.9％程度の範囲にございまし

て、ＪＡと他金融機関とを比較いたしまして

も、おおむね同程度の水準にあるものと考えて

いるところでございます。

なお、ＪＡの不良債権につきましては、物的

担保や公的機関の債務保証、あるいは貸倒引当

金により保全が図られておりまして、保全率

は98.11％となっております。

ほかの金融機関と比べても、○中野一則議員

というお話でありましたが、数字的にはＪＡの

平均が3.82％、信連が0.36％、県内の金融機関

が1.5％からというお話でありましたから、それ

に比べると、やや高いという気がしないでもな

いですね。

不良債権の中にもいろいろランクがあるわけ

ですけれども、破産更生債権及び準ずる債権と

いうのが、私が事前に調べた中では、15億5,000

万円あります。これは非常に回収の厳しい債権

だと思うんですよね。

それで、これは合併前に整理しておく必要が

あるのではなかろうかなと思っておるんです。

整理するには、ＪＡでは組合員との勘定関係が
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あって、保証人との関係もあって、なかなか難

しい面があるんですよ。この整理について

は、15億ですから、県が支援する必要があると

私は思っております。そのあたりのことを、知

事にお尋ねしたいと思います。

御指摘がありました不○知事（河野俊嗣君）

良債権は、破産、会社更正、再生手続等により

経営破綻に陥った債務者に対する債権でありま

す。

こうした不良債権が経営の健全性に及ぼす影

響につきましては、金額の大小にかかわらず、

様々な財務指標との比較によって判定されるも

のであります。不良債権の整理の是非につきま

しても、県域ＪＡ構想を進める中で、各ＪＡあ

るいはＪＡグループが自主的に判断されるもの

と考えております。

県としましては、各ＪＡが不良債権の整理を

進める場合は、会計処理に関する技術的助言を

行うなど、監督庁として必要な支援を実施して

まいります。

ＪＡが自主的にすべきものと○中野一則議員

当然だと思うんですよね。そこを、基幹産―

業は農業ですから、そういう不良債権を引き継

がない形でＪＡの合併を進めていくと それ―

が一番理想的だと思うんです。だから、15

億5,000万円という不良債権があるわけですか

ら、県も予算的に何か、単なる助言じゃなくて

予算で何とか支援をしていただきたいと、要望

しておきたいと思います。

次に、農業経営収支保険、いわゆる収入保険

のことでお尋ねします。

これは、全国農業共済組合連合会、いわゆる

農済が管理する保険でありますけれども、経営

上の全てのリスクに備えるセーフティーネット

として、平成31年１月に開始して２年経過いた

しました。

それで、県内の加入状況がどのような状況か

ということを、農政水産部長にお尋ねしたいと

思います。できたら、加入対象者もどのくらい

あるのかということも含めて答弁願えればあり

がたいと思います。

農業経営収○農政水産部長（大久津 浩君）

入保険は、主に耕種部門の農業経営者のうち、

所得税青色申告を原則として５年以上継続して

いる方が対象となりますが、先般公表されまし

た2020年農林業センサスによりますと、本県で

青色申告を行っている経営体は、畜産部門も含

めて8,269件となっておりまして、このうち収入

保険の要件を満たす経営体が加入対象者数にな

ると考えております。

また、加入状況につきましては、県の推進主

体であるＮＯＳＡＩ宮崎において、令和４年度

までの目標を2,130件としておりましたけれど

も、令和２年12月末時点で2,363件と目標を既に

達成しており、全国で比較いたしますと、全国

で加入件数は順位的には５番目、九州では１番

目となっております。

これを主要品目別に見ますと、加入者が多い

順に、その経営体数は、キュウリ41 8、水

稲341、ピーマン192、カンショ189、マン

ゴー136の順となっております。

青色申告をしている人が対象○中野一則議員

ですから、かなりの人が加入対象者になると。

全国でも５位に入る達成率ということで、すば

らしい状況でありますが、県はこの加入目標を

どのくらいに立てておられるかもお尋ねしたい

と思います。

第八次農業○農政水産部長（大久津 浩君）

・農村振興長期計画の案におきましては、農業

セーフティーネットの強化を重点施策の一つに
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を、令和７年度までに3,300件としております。

県におきましては、制度創設当初から加入推

進に取り組んでいるところでございます。特に

今年度は、県域及び県内８地域での「収入保険

推進協議会」による戸別訪問、さらには７月補

正予算を活用いたしまして、生産者グループの

勉強会の支援等によりまして、制度の理解と集

団加入の意識の醸成を進める事業など、様々な

対策を講じ、加入拡大を図ってきたところでご

ざいます。

一方で、毎年掛け捨てとなる一部保険料につ

きましては、負担を感じておられるといった様

々な意見があることも承知しておりますけれど

も、国では、令和４年度を目途といたしまし

て、制度の在り方等について検討を行うことと

されております。まずは、その検討状況をしっ

かり見極めてまいりたいと考えているところで

ございます。

県としましては、国に対し、農業者の負担感

が解消され、さらなる加入促進につながるよ

う、制度の見直しを今後も求めてまいりますと

ともに、県の支援の在り方につきましても検討

を加えてまいりたいと考えております。

第八次農業・農村振興長期計○中野一則議員

画では3,300経営体が目標ということで、今、御

答弁がありました。

今までは順調にいって、全国でも５番に入る

成績でありますけれども、これからは非常に大

変だと思うんです。今、県の支援の在り方も、

ということでしたので、ぜひ、県も支援をして

いただきたいなと思うんです。

それで、私が調べた中では、全国の支援の状

況は これは令和２年度ということですが―

27都道府県のうちで84市町村、このうち宮―
※

崎県内では日南市と串間市も支援をしておりま

す。

それから、県そのものが支援しているのは、

福島県、新潟県、滋賀県の３県であります。ま

だ少ないですけれども、県も何とか支援をとい

う話でしたが、ぜひ支援に向けて取り組んでい

ただきたいと思うんです。

もう一度、支援について農政水産部長にお尋

ねしたいと思います。

御指摘のと○農政水産部長（大久津 浩君）

おり、農林水産省経営局長から各都道府県知事

に対しまして、２月16日付で「新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した

農業経営収入保険の保険料等補助について」の

依頼文書が発出されたところでございます。

これは、保険料等補助を実施いたしました、

今の議員の御指摘のとおり、福島県、新潟県、

滋賀県の３県や、全国では83の市町村におきま

して、加入者数の増加に一定の効果が見られた

という判断の下、各都道府県に対しまして、検

討が依頼されたものと考えております。

県におきましては、収入保険に継続的に加入

していただくには、農業者自らが納得して選択

していくことが大変重要と考えております。Ｎ

ＯＳＡＩ宮崎をはじめ、関係機関・団体と連携

いたしまして、制度の理解や加入意識の醸成等

に取り組んでいるところでございまして、この

結果が、先ほど申し上げましたような全国上位

の加入実績になったものと考えております。

今後とも、これに甘んじることなく、加入推

進に向けましては、効果的な方策について、

しっかり検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

今、全国で83市町村と言われ○中野一則議員

ました。私は、さっき84と言いましたので、間

※ このページに訂正発言あり

令和３年３月３日(水)
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違っておれば訂正をしておきたいと思います。

地方創生臨時交付金の活用ということで、農

林水産省の経営局長から知事宛てに文書が来て

いますよね。今、そのことを部長が言われまし

た。

これは、支援はどうかという文書ですから、

これの決断は知事だと思うんです。知事の決断

をお願いしたいと思います。御答弁お願いしま

す。

先ほど部長も答弁しま○知事（河野俊嗣君）

したように、この制度を活用するには、収入保

険に継続的に加入していただく、そのために

は、農業者自ら納得して選択していただくこと

が重要であると考えております。

これまで様々な形で加入の促進に取り組んで

きたところでありまして、この農水省の文書に

つきましては、市町村に対して、先月末、周知

を図ったところであります。その取扱いについ

ては、それぞれの市町村において判断されるも

のと考えておるところであります。

県におきましては、今後とも加入促進に向け

て、様々な形で取組を進めてまいりたいと考え

ております。

県段階で、これを活用して支○中野一則議員

援しているところもありますので、ぜひそうい

うことで御検討願いたいし、既に市町村へ働き

かけているということも言われました。ぜひ、

市町村段階での支援ということも含め、地方創

生臨時交付金の活用ということも含めて、再

度、御指導願えればと思っております。よろし

くお願いしたいと思います。

次に、環境行政についてお尋ねしていきたい

と思います。

まず、宮崎県環境整備公社、いわゆるエコプ

ラザの問題であります。

これは、実は平成25年２月議会でくどく質問

した経過もあります。それとの繰り返しになる

ところもあると思いますが、よろしくお願いし

ておきたいと思います。

いわゆる産廃処理の公共関与を15年間で終了

ということになるわけですよね。使用開始が17

年11月でしたか、既に７年過ぎた段階で、それ

が25年２月でしたが、公共関与は終了というこ

とで方針を打ち出されて、いよいよ今月末で業

務が終了ということであります。

そのことを、知事に総括していただきたいと

思います。

県が公共関与によりま○知事（河野俊嗣君）

す産業廃棄物処理施設整備を計画した平成４年

当時、県内には、不特定の事業所を対象とする

管理型最終処分場がなかったこと、また、産業

廃棄物の不適正処理事案が社会問題となる中

で、県民の信頼性を高める必要があったことか

ら、処理能力の確保と民間処理のモデルとなる

施設を整備するということで、平成７年３月、

宮崎県環境整備公社を設立して、公共関与事業

に取り組んできたところであります。

エコクリーンプラザみやざきは、平成17年11

月に操業を開始しましたが、その施設整備に当

たり、公社が地元対策協議会と締結した協定に

おいては、施設の使用期間の目途を15年とする

こととなっておりました。

県は、その中間年となります平成25年に、計

画当時の課題について、「解消され、役割を果

たした」と判断し、関係市町村や地元対策協議

会と、平成32年で公共関与を終了することにつ

いて協議を進めたところであります。

その後、平成27年３月、関係市町村や地元対

策協議会ともに御理解をいただき、確認書を取

り交わし、今月末、公共関与事業を終了するも
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のであります。

では、このエコプラザに、県○中野一則議員

が一般会計から今までどのくらいのお金を支出

したのかということを、環境森林部長にお尋ね

したいと思います。

県の、平成７○環境森林部長（佐野詔藏君）

年の公社設立から令和元年度までの公共関与事

業についての支出としましては、合計で約38

億5,300万円となっております。

その内訳としましては、公社の産業廃棄物処

理事業や環境学習啓発事業に対する運営支援な

どの補助金約16億3,300万円、地元の市や町が行

います道路改修などの事業等に補助する、公社

が有します周辺環境整備基金に対する出捐金15

億円などとなっております。

38億円を支出したということ○中野一則議員

ですが、もともとこれを進める段階で箱物を

造っていったわけですよね。その総額が348億円

かかって造って、やってきたんですよ。

ですから、多くのお金を投資して造ったもの

を、15年間でやめるということですよね。率直

に言って、これはもう さっきちょっと知事―

も言われましたが、目標は達成したのか、成功

だったのか、失敗だったのか、直言に近い言い

方ですけれども、知事に御答弁をお願いしたい

と思います。

この公共関与につきま○知事（河野俊嗣君）

しては、全体として一定の成果があったものと

考えております。

まず、エコクリーンプラザみやざきの整備に

よりまして、処理能力の確保とともに、民間に

よる最終処分場等の整備が進み、県内の管理型

産業廃棄物の処理能力不足が改善されておりま

す。

また、エコプラザは、民間処理のモデルとし

て、施設整備等に当たって、住民への丁寧な説

明を心がけ、理解を得られるよう努めてまいり

ました。いわゆる「エコクリーンプラザ問題」

で一時的に信頼を失ったものの、その後の積極

的な情報公開などによりまして、廃棄物処理に

対する県民の信頼性を高めてきたものと考えて

おります。

加えて、自然災害などの危機事象発生時の対

応とともに、県民に身近な環境学習の場として

の役割を担うなど、こうした一定の成果があっ

たものと考えております。

一方で、公共関与事業からは、当初の計画ど

おり産業廃棄物の処理量を確保できなかった点

について、情勢の変化に応じて柔軟な対応が必

要であるということ、また、エコプラザ問題か

らは、市町村等とのプロジェクトにおいて、初

期段階での十分な検討が必要であることを今後

の教訓として生かしていかなければならないと

考えております。

多額の投資を、あるいは何回○中野一則議員

も修復、補強の工事をしてきました。事故も発

生しましたよね。それから、骨肉の争いと言っ

てもいいような裁判をしてきたんですよ。刑事

問題、民事問題、訴訟がありました。

民間モデルとしての云々も言われましたが、

私は、これはどうかなという気がいたします。

失敗ではなかったとしても、成功でもなかった

と、そういう気持ちでおります。

次に進めますが、産廃最終処分場の設置抑制

解除についてお尋ねしていきたいと思います。

令和３年度、もうすぐですが、来年度からこ

れを抑制解除していくということであります。

それで、平成13年11月の設置抑制を実施した状

況、問題点がいろいろあって、そのことを解決

したのかということを言いたいと思うんです。
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ちょっと長くなりますが、産業廃棄物最終処

分場の設置抑制についてということで、平成13

年11月にあるわけですよ。

「平成13年11月１日から当分の間、新たな最

終処分場の設置は抑制していくこととしてい

る。 設置を抑制することとした背景という―

のがあって、問題点もあります。書いてありま

す 今後、新たな最終処分場が設置された場―

合には、経営を維持していくために、事前協議

制を無視した、県外からの産業廃棄物の無秩序

な搬入、過当な処分料金の競争激化、最終処分

場業者の経営難・倒産、さらには倒産後、不適

正に処理された産業廃棄物処分の行政代執行

最近では秋田県の事例がある など多く― ―

の問題が懸念される。このような過当競争から

生じる最終処分業者の経営難や倒産を防止する

こと及び県外からの産業廃棄物の無秩序な県内

搬入に対する県民感情に配慮するという観点か

ら、抑制をしていこうとした」とあるんです

よ。

これがこの間、本当に解決したのかを環境森

林部長にお尋ねします。

今、議員のほ○環境森林部長（佐野詔藏君）

うから丁寧に御説明がありましたように、当時

の状況として、新たな処分場が設置された場合

には、いろいろ問題が懸念されたということが

ありました。

ただ、現状においては、そのような状況には

ないということでありまして、管理型最終処分

場の残余年数が、現在約10年となっており、ま

た、最終処分場の新設には、計画から稼働まで

に相当の期間が必要でありますことから、設置

抑制の方針を見直すこととしたところでありま

す。

いろいろ書いた、20年前の問○中野一則議員

題点、これは恐らくまた再発することになるだ

ろうという懸念があります。元の木阿弥という

ことになるんじゃなかろうかという気がしてな

りません。そのときの責任は誰が取るのだろう

かと思うんですよ。そういうことになりません

かね、環境森林部長。

今後も社会情○環境森林部長（佐野詔藏君）

勢の変化といろいろな環境変化があって、状況

の変化は考えられますけれども、基本的にそう

いう環境保全に影響が出ないよう、今回の設置

抑制の解除につきましては、市町村と連携しま

して、指導要綱に基づく事前協議段階での関係

地域住民らの合意形成を行うような指導を徹底

してまいりたいと考えております。

次に、県外産業廃棄物搬入規○中野一則議員

制の緩和について質問していきたいと思いま

す。

これも、来年度、令和３年度から原則として

搬入を認めない、特例として事前協議をという

ところでは一緒なんですよ。事前協議を「厳正

に運用」というところを、「適切に運用」へ、

そして適切に運用したもの、もう搬入したもの

は、その翌年、２年目からは届出制に移行する

とあるんです。これは、緩和というよりも開放

状態に近いと、そういう認識であります。

非常にいろいろ懸念するわけですけれども、

そういう懸念にはならないかを環境森林部長に

お尋ねします。

議員からも質○環境森林部長（佐野詔藏君）

問の中で説明がございましたが、本県では、産

業廃棄物の無秩序な搬入や不適正処理の増加を

防ぐために、県外からの搬入を原則として認め

ておりません。九州内で排出され、かつ、排出

県内に処理する施設がないなど真にやむを得な

い場合に限り、毎年度事前協議の上、搬入を認
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めております。

この取扱いを令和３年度からは、手続の簡素

化の観点から、一度事前協議をすれば、承認内

容に変更がない限り、次回から、届出による搬

入を認めることとしております。

新たな搬入や搬入量の増加などの承認内容に

変更がある場合には、これまで同様、事前協議

が必要でありますので、大きな影響はないもの

と考えております。

さっき知事が、このエコプラ○中野一則議員

ザの使用期間の目途を15年間としたのは、民間

のモデルになるものをということも言われまし

た。

しかし、もともとそういうことで、最終処分

場の設置も抑制してきたんですよね。抑制した

中身は、この産業廃棄物を県外から搬入するこ

とを規制したいということがあったんですよ。

それは、さっき問題点で言いましたとおり、そ

ういうことが懸念されたんです。

その処理場も、自由に造らせると。いろいろ

基準があったにしても、造る。そして、県外廃

棄物もどんどん来てもいいよという形に変更す

ると。私は、これは将来に禍根を残すというふ

うに思いますが、担当部長、そうはお思いにな

りませんか。御答弁お願いします。

県外の産業廃○環境森林部長（佐野詔藏君）

棄物の受入れの関係については、先ほども御説

明しましたけれども、事前協議を届出、１回承

認したものについては届出制にするということ

で、大きな影響がないものと考えております。

また、設置抑制に関しましては、先ほども申

し上げましたとおり、当時の状況として設置抑

制をする理由として、新たな最終処分場が設置

された場合には、経営を維持していくための県

外からの無秩序な搬入とか、過当競争による業

者の経営難等が懸念されたということでありま

すが、現状においては、そのような状況ではな

いということで、管理型最終処分場の残余年数

も約10年ということも申し上げました。また、

最終処分場の新設には、計画から稼働まで相当

の期間がかかるということもございます。

また、そういったことを、新設の場合につい

ては、地域と十分調整を図るようにということ

も指導していきたいと考えておりますので、こ

うした取扱いで対応してまいりたいと考えてお

ります。

野放図に搬入を認めるわけで○中野一則議員

はないでしょうけれども、適切に運用というと

ころで止めて、そして２年目からの届出制をと

いうのは、どうも私はいただけないと思いま

す。

またこれは、ぜひ検討してください。どんど

んどんどん県外のものが、産廃が増えてきます

よ。増えないと、せっかく民間に造らせた処理

場がうまく運用できないという裏腹な関係もあ

るかもしれませんが、この２年目からの届出制

というのは非常に問題がある。さっき、将来に

禍根を残さないかと言いましたが、残すと思う

んですよ。ぜひ、再検討をお願いしたいと思い

ます。

次に、産廃の不法投棄の現状についてお尋ね

したいと思います。

まず、不法投棄の現状として、あるのかない

のかということを、環境森林部長にお尋ねしま

す。

宮崎市を除き○環境森林部長（佐野詔藏君）

ます県内の産業廃棄物の不法投棄は、平成18年

度の発生件数38件、投棄量が１万6,000トンを超

えていたのをピークに、減少傾向にはありま

す。
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直近の令和元年度は、発生件数が９件、投棄

量171トンで、投棄物の種類では、解体現場等か

ら発生する瓦礫類が最も多く149トンで、約９割

を占めており、次いで、木くずが17トン、廃プ

ラスチック類が４トンなどとなっております。

なお、今年度は、12月末で、発生件数が14

件、投棄量が376トンと、いずれも前年度から増

加しているところであります。

あるということで、平成18年○中野一則議員

からすると減ったけれども、また昨年は増えて

きたということですね。

まさか、さっき言った政策の転換を見越した

ということではないとは思うんですが、現実的

には産廃の不法投棄があるわけですよね。

それに対する県の対策というのは、どういう

対策を取っておられるんですか。全て、発生し

た順番に解決してきたんでしょうか、環境森林

部長にお尋ねします。

県では、本庁○環境森林部長（佐野詔藏君）

及び高千穂保健所を除きます各保健所に、廃棄

物監視員計18名を配置しまして、監視パトロー

ルや県民からの通報などへの対応を行いますと

ともに、廃棄物処理施設等に対し法に基づく立

入検査を実施し、不法投棄につながりかねない

不適正な処理に対しては、口頭や文書で是正す

るよう指導いたしております。

また、３つの森林組合への委託による山間地

域の監視パトロールや、宮崎県建設業協会な

ど13の民間団体との協定による不法投棄の早期

発見のほか、キャンペーンによる県民の意識啓

発にも取り組んでいるところであります。

いろいろ苦慮されているんだ○中野一則議員

ろうなと推察いたします。

それでは、えびの市の事例、これは既に地元

から県に通知があったものでありますから、

ちゃんと御理解いただいていると思いますが、

これは産廃の不法投棄として判断されているの

かどうかを、環境森林部長にお尋ねします。

不法投棄につ○環境森林部長（佐野詔藏君）

きましては、国が定めます指針などでは、当該

廃棄物の性質や状態、数量、地理的条件、行為

の態様等から判断することとされております。

具体的には、廃棄物の山林への投棄など、処

理基準違反の程度が著しく、社会通念上、許容

されない行為が対象となります。

また、保管の目的で一時的に置かれたもので

あっても、乱雑な野積みのまま長期間放置され

るなど、客観的に保管と言えないような場合に

は、不作為による不法投棄に該当することもあ

ると考えております。

今、言った、えびの市の事○中野一則議員

例、この事例といったものは、それに該当する

んですか、答弁願います。

個別の具体的○環境森林部長（佐野詔藏君）

な案件について、この場で具体的なお答えは差

し控えさせていただきますけれども、大量の農

業用廃ビニールなどの廃プラスチック類を野積

みにしたまま半年以上放置されており、今後も

計画的な処理が見込めないということであれ

ば、不法投棄に該当するものと判断しておりま

す。

私は該当すると思うんです○中野一則議員

が、そういうものに対する対応、さっき、法に

基づいて立入検査とか文書で云々とかいろいろ

言われましたが、この案件に対する対応はどう

いうふうにされているのか、厳正な対応をされ

ているのかを環境森林部長にお尋ねします。

不法投棄への○環境森林部長（佐野詔藏君）

県の対応といたしましては、飲用水の水源が近

くにあるなど、生活環境保全上の支障がある場
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合には、直ちに法に基づき原状回復等の必要な

措置を講じるよう命じることとなります。

また、生活環境保全上の支障がない場合に

は、行為者に対する口頭指導、指示書や警告書

により適正に処理等を行うよう指導し、従わな

いときには、法に基づき改善命令を行うことと

なります。

こうした考え方に沿って、具体的な状況を踏

まえ、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

法に基づいて云々と盛んに言○中野一則議員

われますが、県では、もうかなり不法投棄とい

うのは発生しているんですよね。

それで、最終的に不法投棄というのは、動か

ないわけですから、そこに長く放置されている

わけですが、今までに行政代執行法に基づいた

行政代執行というのを、県はしたことがあるん

ですか、お尋ねします。

現状において○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、ないということであります。

最初言いました、平成13年11○中野一則議員

月にこの抑制をするときには、秋田県の事例に

行政代執行というのが書いてあるといって説明

されたんですよ、平成13年。ですから、やっぱ

りそこら辺まで踏み込まんと、この産廃の不法

投棄は解決していかないと思うんですよ。ぜ

ひ、行政代執行を含めてやっていただきたい

と、要望をしておきたいと思います。

次に、警察行政についてお尋ねしていきたい

と思います。

組織体制の再編整備の基本方針、まだ案であ

りますけれども、このことについて尋ねていき

たいと思うんですが、これは全体に５項目あっ

て、そのうちの交番、駐在所の統廃合、小規模

警察署の体制合理化、これは平成24年度の宮崎

県における警察署の在り方検討会を、私は想起

します。つまり、小規模警察署と同署内の交

番、駐在所、これは統廃合につながりかねない

と思うんです。だから、このことについては非

常に受け入れ難い、現状の組織体制を維持すべ

きだと思うんです。そのことを警察本部長にお

尋ねいたします。

昨今の県内の厳○警察本部長（阿部文彦君）

しい治安情勢を踏まえますと、現時点、県内

に13ある警察署の統廃合を行うことは適切では

ないと考えております。

議員御指摘の本基本方針案にあります小規模

警察署の体制の合理化につきましては、パト

ロールや事件事故等への対応等、治安維持に必

要な体制は維持しながら、それ以外の体制の合

理化を図るものであります。

他方、交番、駐在所の統廃合につきまして

は、昨今、全国各地で刃物等を使った交番襲撃

事案等が多発していることなどを踏まえ、拠点

となる交番等に警察官の人員を集中配置し、危

険な現場における的確な職務執行等を確保する

ためのものであります。

いずれも地域の安全安心につながる警察機能

強化のために実施するものであり、県警といた

しましては、県全体の状況を見渡し、県民の御

理解と御協力を得ながら、組織体制の再編整備

を進めてまいりたいと考えております。

統廃合は適切でないと明言さ○中野一則議員

れました。ありがたい答弁だったと思っており

ます。

まだ基本方針案でありますけれども、財政当

局としての関わりはあったのかなかったのかと

いうことを、総務部長にお尋ねしたいと思いま

す。

基本方針案は、社○
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会の変化に対応し、新たな治安上の課題に適切

に対処するため、組織体制の再編整備の今後の

方向性を検討する目的で、警察本部において策

定されたものと認識しております。

方針案の策定に当たりましては、警察本部か

ら、その概要の説明を受けたところでありま

す。

説明は受けたけど、関わって○中野一則議員

いないという話ですよね。そうだったろうと思

うんです。

さっきもちょっと言いましたが、平成24年度

から25年度に進めた在り方検討会では、私はこ

の財政当局が深く関わっておったと。事例が

あったんです。だから、失礼な言い方でしたけ

れども、お尋ねしたところであります。

それで、この24年度のことですが、どういう

内容であったかというと、警察署の統廃合とい

うことで、在り方が検討されたんです。いわゆ

る小規模の警察、これは４つあるんですが、え

びの、串間、高千穂、高岡は、隣接する警察に

統廃合するという内容だったんです。

それに対して検討委員会ができて、そこが提

言をされました。ありがたい提言でありまし

た。

これを読みますと、「いずれも必要な警察で

あり、統廃合は行うべきではない。治安の過疎

化はあってはならず、警察を存続させることが

重要」。当時はちょうど東日本大震災があって

すぐだったんですが、「災害時に物資が流入す

る県境の交通要衝の市町村には、警察署を置く

ことが必要」と、こういう提言があって、今

日、その小規模の警察署も存続してきていると

思うんです。

当時は４つの警察でありましたが、人口もど

んどん減ってきましたので、ひょっとすると、

小規模というのは西都警察署も入ってくるのか

なと思っているんです。

それで、地域の治安維持、犯罪抑止のため

に、安全安心な生活環境を守るために、重ねて

小規模警察署等の存続を維持されることを強く

要望申し上げて、私の質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

次は、外山衛議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○外山 衛議員

ざいます。

新型コロナウイルス感染第３波の中、２度目

の緊急事態宣言が出され、我が国は大変な危機

を迎えていると考えます。

菅総理は、「国民の命と暮らしを第一に、何

としても感染を食い止める」と発信されました

が、緊急事態宣言の発令により経済活動が滞

り、雇用環境が悪化し、生活困窮者が増えてい

るのが実情であります。

これからの大きな課題は、「感染対策と経済

活動の両立」であろうと思います。

知事におかれましても、厳しい環境の中、あ

らゆる局面において決断を迫られ、大変であろ

うと心中察しますが、最終の判断は知事の責務

でありますから、結果を恐れることなく、信念

を持って取り組んでいただきたいと思います。

そこで、緊急事態宣言発令に至る考え方と、

現状をどのように分析されているか、知事に伺

います。

次に、港湾行政についてお尋ねします。

今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響

は、多岐にわたっております。

港湾におきましても例外ではなく、クルーズ

の縮小・中止、海外港湾のロックアウトなどに

より、観光面や海上物流にも影響が生じており

ます。
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現在は、コロナ禍の中、非常に厳しい経済情

勢にありますが、今後、感染状況も見ながら、

停滞気味の経済も動き出すことになります。港

湾機能の回復は、本県の経済発展にとって大変

重要であろうと考えます。

港湾は、物流の拠点として、商工業や農林水

産業など幅広い分野の産業を支えており、本県

経済に果たす役割は大変大きいものがあると考

えます。

また、港湾は、物流だけではなく、様々な交

流の拠点でもあり、クルーズに代表されるよう

に、観光や地域振興に果たす役割も重要であり

ます。

港湾行政に長く携わってこられた県土整備部

長は、これまでも、本県の経済発展に資するた

め、その時々の社会情勢を踏まえた港湾計画の

策定や整備を進めてこられたことと思います。

そこで、港湾整備におけるこれまでの取組と

今後の方針について、県土整備部長にお伺いい

たします。

以上で壇上での質問を終わり、以下の質問は

質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

緊急事態宣言につきましては、県民の皆様の

日常生活や経済活動に大きな影響を与えますこ

とから、感染状況やその効果を十分に分析し、

専門家の御意見も伺いながら、最後には知事と

して決断すべきものと考えております。

今回の第３波では、年末からの感染の拡大、

そして連日にわたり30人以上の新規感染者が確

認され、ついに100人を超えるなど感染拡大が収

まらず、このままでは県民の命や健康、さらに

は地域経済、県民の暮らしへ深刻な影響を与え

かねないことから、県独自の緊急事態宣言を発

令することを決断いたしました。

県民の皆様には、原則、外出の自粛やイベン

トの中止・延期、飲食店等への営業時間短縮の

要請などをお願いし、大変な御不便や御苦労を

おかけしましたが、御理解と御協力をいただく

ことにより、全国と比べても早期に感染が鎮静

化でき、懸念しておりました病床の逼迫の度合

いや療養者数も、いち早く改善できたものと考

えております。

私は知事として、県民の命と暮らしを守るこ

とを最優先に、先手先手の対策をちゅうちょな

く講じることが重要であると考えております。

今後とも、私が先頭に立ち、県民一丸となって

この難局を克服してまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○県土整備部長（明利浩久君）

えします。港湾整備についてであります。

港湾は、議員御指摘のとおり、物流の拠点と

して、地域経済を支える重要な社会基盤であり

ますことから、将来の取扱貨物の動向等を踏ま

えた港湾計画を策定し、それに基づいた、安全

で効率的な荷役作業を行うための岸壁や防波堤

等の整備に取り組んでまいりました。

また、国内外の多様なニーズや生活志向の変

化に応えるため、クルーズ船の受入れや、海洋

レジャー拠点として必要な施設など、それぞれ

の港で地域の特性を生かした整備を進めてきた

ところでございます。

このような中、近年、トラックドライバー不

足や排出ガス等の環境問題を背景にした船舶利

用の高まり、さらには、高速道路と港湾との

ネットワーク充実により、船舶の大型化や物流

の増大が見込まれております。

今後も、これらの変化やポストコロナなど、

社会・経済情勢を的確に捉え、本県地域産業の
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発展を力強く後押しできるよう、さらなる港湾

の整備と戦略的なポートセールスによる利用促

進に努めてまいります。以上であります。〔降壇〕

次に、港湾における国土強靱○外山 衛議員

化についてお尋ねします。

近い将来、本県におきましても南海トラフ巨

大地震の発生が予想される中、被害を最小限に

抑えて港湾機能を確立するためには、国土強靱

化は非常に重要であります。

県内の港湾においては、これまで防災・減

災、国土強靱化のための３か年緊急対策によ

り、積極的に対策に取り組んでこられたと思い

ますし、今後は、先般、国が決定しました「５

か年加速化対策」に基づき、さらに整備を加速

する必要があると考えております。

そこで、３か年緊急対策及び５か年加速化対

策に基づき進めている、港湾における国土強靱

化の取組状況について、県土整備部長にお伺い

します。

本県の重要港○県土整備部長（明利浩久君）

湾は、震災時の救援物資等の集積拠点となりま

すことから、まずは、岸壁の耐震強化を進めて

きたところでございます。既に整備を終えまし

た細島港、宮崎港に続き、来年度には油津港も

完成の予定となっております。

また、津波から港湾利用者を守るため、宮崎

港に避難高台を３基整備し、細島港では、津波

の影響を小さくするため、防波堤の強化、粘り

強い化に取り組んでおります。

さらに、港湾の背後地の人命や財産を津波か

ら守るため、現在、外浦港や古江港におきまし

て、防潮堤などを整備しております。

今後とも、地域の産業を支える物流の要とし

て、災害時にも港湾機能を十分発揮できるよ

う、国土強靱化の取組を推進してまいります。

次に、水産業の現状について○外山 衛議員

であります。

今般のコロナ禍では、昨年３月頃から、高級

魚の価格が下落したり、養殖魚の出荷が滞った

りといった影響が出始めたと聞いております。

９月議会におきましては、イセエビやカツオ

一本釣りへのコロナ禍の影響について質問をし

たところでありますが、イセエビに関しては、

９月解禁当初につきましては量、価格とも例年

並みであり、カツオ一本釣りに関しては、ビン

ナガの好漁に支えられ豊漁ではあったものの、

新たな外国人研修生が入国できない状況から、

人材不足が懸念されるといった答弁をいただい

たところでありました。

その後、年末から新型コロナウイルスは第３

波の感染拡大期に入り、年明けには、国の２度

目となる緊急事態宣言が11都道府県を対象に発

せられる中で、本県におきましても、これまで

にない感染の拡大が見られ始めたことから、県

独自の緊急事態宣言が発せられたところであり

ます。

本県の状況につきましては、ようやく落ち着

いたようにも見える中ではありますが、先日の

テレビの報道番組におきましては、コロナ禍の

影響による外食需要の落ち込みにより、高級魚

の価格が下がっていることについての現場の声

や、現場における対応が紹介されておりまし

た。

そこでまず、今般のコロナ禍による水産業へ

の影響について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

議員御指摘○農政水産部長（大久津 浩君）

のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴いまして、外食需要が減退し、昨年３月以

降、マグロやアマダイなどの高級魚を中心に、
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魚価が前年に比べ３割から５割下落しておりま

した。その後、10月にかけまして回復傾向にあ

りましたが、第３波が拡大した昨年末から、再

び３割から４割下落している状況にございま

す。

また、カンパチやマダイ等の養殖魚につきま

しては、昨年前半に出荷量が約３割減少いたし

まして、飼育期間が延びたことによる餌代や疾

病対策経費等の増加などの影響がございまし

た。

このほか、カツオ一本釣り漁業におきまして

は、昨年３月以降、外国人技能実習生等の入国

が困難となり、船員を減らし操業せざるを得な

い状況が続いております。

今年度のこれまでの議会にお○外山 衛議員

きましても、こういった影響への県の対応につ

いて、私以外の議員からも幾つか質問がなされ

てきたところでありまして、執行部におかれま

しては、応援消費の取組や学校給食への食材提

供など、いろいろな対策を打たれてきたことを

答えていただいてきたところでありますが、今

の質問や答弁のとおり、コロナ禍の状況も刻々

と変化してきております。

そこで改めて、水産業への影響に対する県の

取組について、農政水産部長に伺います。

県におきま○農政水産部長（大久津 浩君）

しては、これまでに約15億円の補正予算を措置

いたしまして、コロナ禍におきます水産業への

影響緩和対策に取り組んできたところでござい

ます。具体的には、経営安定対策といたしまし

て、制度資金への利子補給や、養殖魚の飼育期

間延長に伴う掛かり増し経費の助成、さらに消

費拡大対策といたしまして、水産物販売への送

料助成や学校給食への食材提供などを行ってき

ております。また、人材確保対策といたしまし

て、外国人の入国後２週間の待機に要する経費

につきましても支援しているところでございま

す。

その結果、養殖魚の出荷滞留が、年末までに

ほぼ解消されるなどの効果に加えまして、給食

や家庭向けの食材加工の進展や、ネット販売の

増加など、新たな取組が生まれてきているとこ

ろでございます。

県といたしましては、第３波以降の影響等も

注視しながら、今後とも漁業者の皆様が安心し

て経営を持続できますよう、引き続き影響緩和

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、日本農業遺産の認定に○外山 衛議員

ついてであります。

先般、２月19日に、かねてから申請をしてお

りました日本農業遺産に、日南市が認定されま

した。さらには、共に申請をしておりました宮

崎市田野・清武地域も認定されました。

日本農業遺産は、伝統的な農林水産業と、そ

れに関わる文化、景観などが一体となった歴史

的に重要な営みについて、国が認定するもので

あります。

この認定は、地元住民や企業、団体等、地域

が一丸となって取り組んだ努力の結晶であり、

大変喜ばしいことであります。

さきに世界農業遺産で認定されました高千穂

郷・椎葉山地域では、これを契機として、新ブ

ランドの立ち上げなど、地域活性化に向けた

様々な取組が行われていると聞いております。

今回の認定が、田野・清武地域と日南市の地

域活性化に大いに弾みになると期待をしている

ところでありますが、日本農業遺産に認定され

た経緯と、今後、県はどのように支援していく

のかを、農政水産部長に伺います。
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日南市及び○農政水産部長（大久津 浩君）

宮崎市田野・清武地域では、行政、生産者、地

域住民などの関係者が一丸となりまして、地域

の漁業・農業システムの徹底的な再検証などに

取り組んでまいりました結果、今回、２度目の

挑戦でございましたけれども、見事、日本農業

遺産に認定されたところでございます。

日南市につきましては、資源に配慮したカツ

オ一本釣り漁法が現存して長く続いているとい

うことが評価され、また、宮崎市田野・清武地

域につきましては、御案内のとおり、大根やぐ

らで生産されている干し大根加工によりまし

て、生産者の所得が確保されていることなど

が、それぞれ評価されたと伺っております。

地域の皆様の長きにわたる御尽力が 今―

回、全国で７地域の認定でございますが 今―

回、宮崎はダブル認定という形で花開いたこと

につきましては、私も大変うれしく思っている

ところでございます。

県では、今回の認定を地域の発展につなげて

いけますよう、世界農業遺産で得られました知

見等をしっかり活用いたしまして、地域間の連

携の促進や、ブランドづくり等による地域の魅

力の磨き上げなど、しっかりと認定地域の支援

に取り組んでまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。○外山 衛議員

新型コロナウイルスの感染拡大が止まりませ

ん。国は、去る１月７日に２度目の緊急事態宣

言を発し、現在に至っております。

コロナ禍は、我々の行動や価値観に大きな変

化をもたらし、収束後の世界の姿は大きく変わ

ることが予想されます。ポストコロナの時代に

備える必要があると考えます。

コロナ禍の先を見据えた企業支援や産業活性

化策について、幾つか質問したいと思います。

まず、県内事業者の事業継続に向けた支援に

ついてお聞きします。

これまで県では、無利子・無担保等の資金の

貸付けや、小規模事業者向けの給付金の支給、

さらには消費喚起策など、状況に応じて対策を

講じながら、コロナ禍の影響を受けた県内中小

企業の事業継続を支援してまいりました。

2020年に負債額1,000万円以上で倒産した企業

件数は、全国で7,773件と、２年ぶりに減少した

ようではありますが、調査機関によりますと、

これは手厚い金融支援があった結果だと分析し

ております。

本県のコロナ関連融資実績も、かつてない規

模に膨らんでおり、今後は、その返済に耐え得

る経営の在り方が問われてくることになると思

います。

昨年、全国で休廃業・解散した企業は、過去

最高の約５万件に達したようであります。高齢

化や後継者難にコロナ禍が重なって事業を畳む

「諦め型」が目立つとのことであります。

また、コロナ禍による解雇・雇い止めが全国

で９万人を超えたとの報道もございました。

今のところ県内では、倒産件数も休廃業・解

散件数も落ち着いているようではありますが、

今後、コロナ禍によって事業継続がいよいよ困

難になることも予想されます。

来年度予算案に、新規事業として「事業引継

ぎ応援事業」が盛り込まれておりますが、その

狙いと内容について、商工観光労働部長に伺い

ます。

昨年10月○商工観光労働部長（松浦直康君）

に、民間信用調査会社が実施いたしました調査

によりますと、「後継者がいない」という県内

企業の割合は53.3％であります。こうした企業

の廃業を防ぎ、地域の活力を維持していくため
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に、第三者承継というものが有効な手段となる

と考えております。

一方で、事業を譲渡したい売手側が、事業引

継ぎ支援センターや仲介業者等を利用して事業

の買手を探すためには、仲介手数料や企業価値

評価に要する費用等が生じることとなりますの

で、企業の中には、第三者承継をちゅうちょす

るという実態も見られるところであります。

このため、「事業引継ぎ応援事業」では、市

町村を通じまして、こうした費用の一部を補助

することで、売手側の費用負担を軽減し、第三

者への事業承継を促進することとしておりま

す。

次に、企業を取り巻く環境の○外山 衛議員

変化と取組についてであります。

コロナ禍によって我々は、移動自粛や在宅勤

務、巣ごもり消費といった生活様式の変化を余

儀なくされ、これに伴い交通、観光、飲食業界

などが大きな打撃を受ける一方で、ＩＴ企業や

ネット通販、ドラッグストア等が大きく売上げ

を伸ばすなど、企業の業績は二極化の様相を呈

しております。

こうした中、逆境の中で何とか活路を見いだ

そうとして、コロナ禍での変化を敏感に捉え、

業態をテイクアウトやデリバリーに切り替える

飲食店など、新たなビジネスチャンスにチャレ

ンジしている事業者も見られるところでありま

す。

しかしながら、新しい事業に取り組むとして

も、簡単ではありませんし、経済活動の停滞が

長期化する中、体力的に厳しい事業者もいるの

ではないかと思われます。

そこで、コロナ禍において、新たな事業展開

に挑戦する企業への支援について、どのように

考えているのかを、商工観光労働部長に伺いま

す。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナウイルス感染症の影響によりまして、消費行

動や経済活動というのが大きく変化してきてお

ります。御質問にありましたように、県内飲食

業におきましても、オンラインの活用やタク

シー事業者と連携したデリバリーの取組などが

進められているところであります。

県といたしましても、こうした新たな事業に

取り組む企業に対し、支援を行ってきたところ

でありまして、来年度予算案におきましても、

中小企業等の経営の再構築をサポートするため

の専門家派遣や、デジタル社会に対応した人材

確保支援などの事業を盛り込んでいるところで

あります。

また、国においても、コロナ禍で厳しい状況

にある企業の新分野進出等を支援する補助事業

の公募が、今月から開始予定でありますので、

県内企業に周知を進めているところであり、引

き続き、変化に対応し、新たな事業展開に挑戦

する県内企業を積極的に支援してまいります。

コロナ禍の発生によりまし○外山 衛議員

て、中国など海外に生産拠点を持つ企業の部品

調達網、いわゆるサプライチェーンが寸断し、

自動車や電子機器等の部品調達に大きな混乱が

生じたことは、記憶に新しいところでありま

す。

国では、こうした状況を踏まえ、令和２年度

第１次補正予算で総額約2,200億円を投じて、

「サプライチェーンのための国内投資促進事業

費補助金」を事業化し、本県でも、６月補正で

２億円の事業費（サプライチェーン対策等県内

投資促進補助事業）を予算化して、生産拠点の

国内及び県内への移転等を促しているところで

ありますが、国及び本県の採択状況について、
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商工観光労働部長に伺います。

まず、国○商工観光労働部長（松浦直康君）

の補助金につきましては、企業の関心が全国的

に高く、募集額約 2 , 2 0 0 億円に対しまし

て、1,760件、１兆8,000億円を超える応募が

あったとのことであります。これに対し、国と

しまして、予備費からの財源を積み増しされ

て、最終的には、一時的に供給不足に陥ったマ

スクの国内生産など203件、約3,052億円分の事

業が採択をされております。県内からの採択は

ありませんでしたけれども、今年度の３次補正

予算においても追加計上されておりますので、

各企業に対し周知をしていくこととしておりま

す。

次に、県の補助事業につきましては、県内の

自動車部品メーカーが、サプライチェーンのリ

スクヘッジのため、中国の自社工場で製造して

いた部品について、県内で製造するために工場

を増設する事業など、３件で、補助額１億5,000

万円分の事業を採択することとしております。

昨年、経団連が実施しました○外山 衛議員

調査によりますと、東京に本社のある経団連の

幹事会社131社の22.6％が、本社機能の移転につ

いて「実施中」「検討中」または「今後検討す

る可能性がある」と回答しております。これま

でなかなか進まなかった首都圏から地方への本

社移転等が、一気に動き出す予感がございま

す。

テレワーク技術の進歩など業務のデジタル化

が進み、場所を選ばずに働けるようになったこ

とで、副業化や二地域居住など、働き手の仕事

や暮らしに対する価値観が多様化し、それが企

業の行動に影響を与えているところもあるよう

であります。

移動や情報にかけるコストが変わらないのな

らば、自然豊かな暮らしやすい環境でというの

は自然な流れでもありますし、自社を応援して

くれる地域を重要なパートナーとして捉えてい

る企業も少なくないようで、こうした点は、今

後、地方の大きな強みになるのではと考えま

す。

これからの企業誘致は、従来のアピール材料

に加え、こうした企業や働き手の多様なニーズ

にも着目した戦略立てが必要になってくると思

いますが、コロナ禍により生じた働き方や企業

行動の変化を踏まえ、今後、どのように取り組

まれるかを、商工観光労働部長に伺います。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナの世界的な感染拡大は、テレワークの普及や

サプライチェーンの見直しなど、働き方や企業

行動にも様々な変化をもたらしております。

特に、都市部の密を避け、場所を問わないテ

レワークの普及によりまして、地方回帰の機運

は高まってきております。

今議会にお願いしております「地方創生テレ

ワーク推進事業」は、直接的には雇用増や事業

拠点開設を伴うものではありませんけれども、

こうしたテレワークの受入れ促進を図ることに

よりまして、県外企業との関係を構築し、拠点

開設につなげる企業誘致の新たなアプローチで

あると考えております。

今後、コロナ禍による影響に加え、人口減少

やＡＩ・ＩｏＴの進展・実装化などが、社会経

済にさらなる変化をもたらすと考えております

ので、それらに伴って生じる新たなニーズにも

対応しながら、積極的に企業誘致に取り組んで

まいります。

次に、クルーズ船の寄港につ○外山 衛議員

いて伺います。

クルーズ船の寄港につきましては、一度に多
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数の誘客が図れ、観光等による地域経済の活性

化につながるものであり、昨年は、油津港が国

の検疫港以外では初めて、ファーストポートと

しての受入れ体制を整えるなど、クルーズ船誘

致に大変期待をしていたところでありますが、

新型コロナウイルスの影響によりまして、４月

に予定されていた豪華客船「クイーン・エリザ

ベス号」の寄港が中止となるなど、大変残念な

結果となっております。

外国人の入国が制限される中、クルーズ船誘

致は大変厳しい状況にあると思いますが、ク

ルーズ船受入れの現状と今後の見通しについ

て、商工観光労働部長に伺います。

クルーズ○商工観光労働部長（松浦直康君）

船につきましては、新型コロナウイルスの影響

が非常に大きく、特に海外クルーズは、昨年２

月から段階的に入国制限が拡大いたしまして、

現在、全世界から観光目的の入国ができないと

いう状況であります。こういう中、運航再開の

見通しが立たない状況が続いているところでご

ざいます。

こうした中、国内クルーズは、乗員乗客のＰ

ＣＲ検査を実施するなど感染症対策を徹底した

上で、昨年11月から再開されておりまして、油

津港でも「飛鳥Ⅱ」の受入れなど、本県にも３

回の寄港があったところであります。

県としましては、地元自治体等と連携し、当

面は国内クルーズを中心に誘致を行うととも

に、海外クルーズにつきましても、感染収束後

の再開に向けまして、しっかりと情報収集しな

がら、船会社に対し、本県への寄港を働きかけ

てまいります。

次に、本県産焼酎の輸出拡大○外山 衛議員

の取組についてであります。

コロナ禍によりまして、首都圏をはじめとす

る大消費地においては、緊急事態宣言が出さ

れ、居酒屋をはじめとする焼酎を取り扱う飲食

店が、休業や時短営業を余儀なくされたことか

ら、県内蔵元の今期の売上げは大きく落ち込む

のではないかと危惧されております。

このような中で、焼酎の輸出につきまして

は、国の新たな輸出戦略「農林水産物・食品の

輸出拡大実行戦略」におきまして、27の重点品

目の一つとして「本格焼酎・泡盛」が位置づけ

られ、焼酎のユネスコ無形文化遺産登録に向け

た動きもあるなど、追い風は吹いております。

世界の感染状況を踏まえると、海外との取引

正常化には、まだしばらく時間がかかるかもし

れませんが、そのときが来てからでは時機を逸

します。

本県産焼酎の海外との取引拡大に向け、今後

どのように取り組もうとされているのかを、商

工観光労働部長に伺います。

本県産の○商工観光労働部長（松浦直康君）

本格焼酎は、出荷量で６年連続日本一となるな

ど、本県を代表する産業の一つでありまして、

県としても、酒造組合や県内蔵元等と連携しな

がら、輸出に向けた取組を推進しているところ

であります。

具体的には、感染症拡大により海外への渡航

が制限されておりますので、海外拠点を置く香

港や上海におきましては、現地スタッフ等を通

じて、飲食店等でのプロモーションを行ってい

るところであり、また、アメリカやヨーロッパ

では、ＰＲ動画の制作やＳＮＳを使った情報発

信などによりまして、現地での焼酎の認知度向

上に努めているところであります。

こうした中、議員のお話にもありましたけれ

ども、昨年12月に、国の「農林水産物・食品の

輸出拡大実行戦略」の中で、本格焼酎が重点品
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目の一つに選定されましたことは、今後に向け

て大きな弾みになると考えております。

今後とも、国やジェトロはもとより、九州各

県との連携をさらに深めますとともに、渡航再

開後のプロモーション活動につきましても、速

やかに行えるよう取り組んでまいります。

次に、市郡医師会病院の旧施○外山 衛議員

設の利活用について伺います。

日高博之議員の代表質問に対しまして、執行

部からの答弁は、「人員の確保など課題は山積

みであるが、関係医療機関と協議を重ねる」と

のことでありました。

その方向性や考え方には異論はないのであり

ますが、旧施設を活用する場合は、特措法に基

づく「臨時の医療施設」としてであります。開

設が必要となるときは、まさに感染拡大のピー

ク時であるなど、相当感染が蔓延しているとき

ではないかと思います。

そうした状況では、感染症指定医療機関も協

力医療機関も目いっぱい患者を受け入れ、コロ

ナに係る人員の確保も一層厳しさを増している

中、さらに旧施設のために人員を確保するの

は、相当ハードルが高くなっているのではない

かとも思われます。

旧施設の人員の確保には、相当な労力を要す

るものと思われますし、さらに医療機器、医療

資機材の確保も必要となります。

人員の確保のハードルが非常に高い中、それ

だけの労力をかけるのであれば、既存のコロナ

受入れ医療機関や宿泊療養施設への支援など、

もっと別な方法もあるのではないかという気も

しております。

宮崎市郡医師会病院旧施設の利活用につい

て、どのように考えておられるのかを、改めて

福祉保健部長に伺います。

宮崎市郡医師○福祉保健部長（渡辺善敬君）

会病院の旧施設につきましては、昨年10月に締

結した新型コロナ対策に係る協力協定におきま

して、県が、新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づき、「臨時の医療施設」を開設する

施設として位置づけております。

第３波では、認知症や要介護度の高い方を含

む高齢者の入院が多く、看護師等の負担が大き

くなったところでありまして、医療機関の受入

れ能力を高めるためには、医療従事者の確保は

極めて重要な課題となっております。

今後、医師会、看護協会と連携し、新型コロ

ナの医療体制全体における人員の確保に努める

とともに、旧施設で対応する医療機能や人員確

保の在り方についても、医師会や関係医療機関

の意向を十分に踏まえながら、引き続き協議を

進めてまいりたいと考えております。

県が主体となって運営すると○外山 衛議員

した場合、臨時の医療施設として、十分な医療

体制の確保は可能か、しっかり検討する必要が

あると思います。

旧市郡医師会病院の利活用が困難となれば、

人員や予算等を、既存の医療施設の運営強化に

生かすべきとも考えますので、早期に方向性を

確定していただくように、お願い申し上げま

す。

飲食関連をはじめとする経済の落ち込みは、

新型コロナウイルス感染症の蔓延防止対策とし

ての緊急事態宣言に起因します。

県当局としても、飲食業界に限らず、関連事

業者への支援に取り組まれており、その御苦労

に対しましては、敬意を表すところであります

が、その施策には限界があり、全てを補完する

ことは不可能であります。

そこで、望むべきは、県職員の皆さんが、民
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間の現状、苦境を理解していただき、どうか血

の通った対策に取り組んでいただきたいという

ことであります。実情を共有することが重要と

考えます。

コロナ禍におきまして、県内の多くの事業者

が厳しい状況に置かれておりますが、どのよう

な思いで対策に取り組んでおられるのかを、商

工観光労働部長に伺います。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナは、過去に経験したことのない危機事象であ

りまして、県内経済に大きな影響を及ぼしてお

ります。

特に、コロナ禍が長期化する中で、事業者の

休廃業も危惧されたことなどから、何とか事業

継続を図っていただきたいという思いで、過去

の経済対策では実施しなかった、小規模事業者

への給付事業などにも踏み込んだところであり

ます。そして、需要喚起策などにもこれまで以

上に取り組んできたつもりであります。

また、今回の第３波の影響は広範にわたった

ことなどから、飲食関連事業者等への支援金

や、市町村と連携した消費喚起策を講じるため

の事業構築につきましても、危機感を持って迅

速な対応を図ったところであります。

ワクチン接種の開始など新たな動きもありま

すが、まだ安心できる状況ではないと考えてお

りますので、引き続き、県内の事業者や業界団

体などの声に耳を傾けながら、県内経済の回復

に努めてまいります。

よろしくお願いいたします。○外山 衛議員

次に、テレワークについて伺います。

そもそもテレワークは、2016年、政府の「働

き方改革」の目玉政策であったとの報道を目に

いたしました。

新型コロナウイルスの緊急事態宣言下におき

まして、密を防ぐテレワークが、ここに来て脚

光を浴び、取組が進んでいるようであります

が、全国の実施率は伸び悩んでいると聞いてお

ります。

そこで、県内企業のテレワーク導入の状況と

県の取組はどうなっているのかを、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

県とみや○商工観光労働部長（松浦直康君）

ぎん経済研究所が共同で、昨年12月に実施しま

した企業動向アンケート調査の結果によります

と、「テレワークを導入している」と回答した

企業は、２割程度となっております。

県としましては、新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴いまして、テレワークの必要性が高

まったことなどから、今年度、テレワーク導入

などについて専門家を派遣する事業や、県内企

業がリモートワークなどＩＣＴを導入するため

の経費を支援する事業を実施してきたところで

ありまして、その結果、一定程度の導入が進ん

だものと認識しております。

今後、これらの手法や効果をまとめた事例の

周知などを行いながら、専門家派遣など、引き

続き県内企業のテレワーク導入を支援してまい

りたいと考えております。

宮崎に限らず、地方において○外山 衛議員

のテレワークの普及はなかなか進まないとは思

いますけれども、既に導入実施している都市部

の大企業においては、コミュニケーションが取

りにくいなどの問題があるようであります。

誰にも悩みや仕事上の行き詰まりなどを相談

できずに、メンタルダウンとなる事例もあるよ

うでありますが、本県における心のケアについ

ての取組の状況を、福祉保健部長に伺います。

新型コロナの○福祉保健部長（渡辺善敬君）

感染拡大は、感染へのおそれや外出自粛の要請
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等に伴うストレスから、私たちの心にも深刻な

影響をもたらしております。

また、議員の御質問のとおり、都市部では、

テレワークにより長期間の自宅勤務となる方が

孤独や不安を感じる事例なども、報道等で指摘

されております。

本県において県民の心のケアに取り組んでい

る精神保健福祉センターには、これまでのとこ

ろ、テレワークが関係していると見られる相談

はございませんが、新型コロナに関する悩みは

多く寄せられております。

このため、今議会に令和３年度予算でお願い

しております心のケア支援事業において、新型

コロナに関する専門の相談員をセンターに配置

し、県民の方々の様々な不安や悩みに対応して

まいります。

そういったことから、不幸に○外山 衛議員

も、自ら命を絶つということも起き得ると考え

ますので、悩ましいところではございます。

次に、鳥インフルエンザについてお尋ねしま

す。

昨年の11月に香川県におきまして、例年より

も１か月ほど早く発生が確認されました鳥イン

フルエンザは、２月末現在、全国の17県で51事

例が確認されており、本県でも12月から２月に

かけて、立て続けに12事例の発生が見られてお

ります。

これらの発生要因として、鶏舎や防鳥ネット

の破損、ネズミの存在等を指摘する多くの報道

情報を見聞きしますが、発生の一部には、鶏舎

等に破損がなかった農場も含まれていることか

ら、野生動物以外にも発生要因があるのではな

いかと思います。

そこで、鳥インフルエンザの発生要因と対策

について、農政水産部長に伺います。

国の疫学調○農政水産部長（大久津 浩君）

査では、確実な因果関係を示す発生要因は明ら

かとなっておりませんけれども、野鳥により農

場周辺まで運ばれたウイルスを、最終的に、鶏

舎内に入る人や野生動物等が持ち込んでいると

いう可能性が示唆されているところでございま

す。

このことから、小型の野生動物の侵入経路と

なり得る鶏舎の破損等の補修はもちろんのこ

と、鶏舎に出入りする人の細やかな消毒、作業

動線を考慮した衣服・長靴の交換といった、基

本的な対策の再徹底を、繰り返し指導してま

いったところでございます。

加えまして、緊急一斉消毒等の３回にわたる

知事命令や研修会等を通じまして、消毒やネズ

ミ駆除などの複合的な対策を継続していくこと

の重要性を呼びかけるとともに、全農場に対し

まして、石灰やネズミ駆除剤を配付するなど、

防疫レベルをさらに強化しているところでござ

います。

今後は、発生要因の究明と野鳥対策につきま

しても、国にしっかり要望してまいりたいと考

えております。そして、防疫指導のこれまでの

在り方につきまして検証をさらに行い、高い防

疫レベルの再構築に向けて、しっかり取り組ん

でまいりたいと考えております。

鳥インフルエンザが発生した○外山 衛議員

場合、周辺農場への蔓延を防止するため、発生

した農場で飼われていた鶏や農場内にあった卵

等も全て埋却処分されています。

生産者に対しましては、畜産経営が継続でき

るよう、その全額を国が補償する仕組みになっ

ていると伺っておりますけれども、鳥インフル

エンザの発生農場における経営的な影響につい

て、農政水産部長に伺います。
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発生農場に○農政水産部長（大久津 浩君）

対しましては、家畜伝染病予防法に基づき、処

分された鶏や卵等の評価額相当の手当金が、国

から交付されることとなっておりますが、これ

は、生産者に対し、早期通報を促すための必要

な制度でございます。

一方で、発生農場では、防疫措置の完了後

に、消毒やウイルス検査等を実施いたしまし

て、鶏舎内の清浄性を確認する必要があるた

め、経営再開までには相当の期間を要するな

ど、結果といたしまして、まずは農場主等は、

自分の農場で発生したこと、さらには周辺農場

に迷惑をかけるといった心的なダメージ等もか

なり大きいわけでございますが、さらに経営的

な影響も受けることとなります。

鳥インフルエンザの発生につきましては、発

生農場の損失だけでなく、規制を受ける周辺農

場や食鳥処理場、飼料運搬者など関連産業にも

多大な影響を与えますことから、引き続き、県

及び養鶏の系列会社など、関係者が一体となり

まして、未然の発生防止対策について、一層の

対策を講じてまいりたいと考えております。

最後になりますが、新型コロ○外山 衛議員

ナウイルス感染症、これほど厄介で大変な事態

をもたらすとは、人類の想定の域をはるかに超

えているようにも思います。

経済のみならず、人の心にまで大きな負の影

響を及ぼすコロナ禍の収束を願うばかりであり

ます。

以上で質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○丸山裕次郎議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開○丸山裕次郎議長

きます。

次は、図師博規議員。

〔登壇〕（拍手） 先週の２○図師博規議員

月27日土曜日、午後２時から県立都農高等学校

の閉校式が始まりました。

１万人以上の生徒を輩出した都農高校、最後

の卒業生代表の言葉が胸に刺さりました。

一部を紹介します。「都農高校がなくなって

しまう寂しさは、言葉にすることができませ

ん。明日から、この校舎には生徒の元気な声も

チャイムも響くことはありません。たとえ建物

は残ったとしても、私たちには母校として帰る

ところはもうないのです。再編統合を受け入れ

ることは苦しく、簡単なことではありません。

ただ、私たちにできることは、都農高校で学ん

だことを次世代へとつないでいくことだと思い

ます。都農高校がみんなの心の中にいつまでも

残り続けることを願っています」。

体育館には切ない言葉が響き、そして、まさ

に静かに都農高校67年の歴史に幕が下ろされま

した。

都農高校は、平成27年度の入学志願者数が50

人程度まで減りましたが、都農町が独自に、入

学支援補助金や通学定期券補助、資格取得検定

料全額補助などの行政支援をすることや、都農

高校ＯＢの方々が中心となった、高校存続に関

する支援活動が実を結び、平成29年度の入学志

願者は124人となり、見事なＶ字回復を果たしま

した。

にもかかわらず県教育委員会は、着々と高等

学校教育整備計画の基準に基づき統廃合を進め

ていき、平成30年度をもって入学募集停止に踏

み切ったのです。
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このとき、県教育委員会が示す高校存続の適

正規模に満たない高校は、高千穂高校、本庄高

校、飯野高校、福島高校など複数ありました

が、統廃合が進められたのは都農高校だけでし

た。

また、昨年の３月には、西都商業高等学校も

統廃合となっており、２年続けて西都・児湯地

域からは高校がなくなりました。

知事はかねてから、学校は地域に定着し、地

域振興を担う人材育成やふるさとの活性化に貢

献する重要な拠点であると発言しておられま

す。

ここで改めて、西都・児湯の２つの高校の閉

校を決定した教育委員会の判断について、知事

の所見をお伺いいたします。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

西都・児湯地域における高等学校の閉校につ

きましては、地域の実態等を踏まえ、本県高校

生にとってふさわしい教育環境を提供していく

という視点から、教育委員会において判断され

たものと認識しております。

学校が閉校することについては、寂しい思い

がいたします。私自身が通っておりました小学

校も、かつて鶴岡一人さんや広岡達朗さんが卒

業した伝統校でありますが、104年の歴史を経て

閉校し、大変寂しい思いも経験いたしました。

ただ、そこで過ごした輝かしい日々の記憶は決

して色あせるものではないのであります。

この両校が積み重ねてきた業績は、決して消

えることはなく、これからも卒業生をはじめ、

地域の皆様など多くの方々の心に深くとどまり

続けるとともに、再編統合された学校に引き継

がれ、新たな学校像として歴史を刻んでいかれ

ることと考えております。以上であります。

〔降壇〕

知事とも、この閉校に関する○図師博規議員

思いの共有ができていると思ったところです。

私は今まで３度、小規模高等学校の存続につ

いて、一般質問で取り上げてまいりました。

その都度、障壁となったのが、１学年の学級

数４～８クラス、１学級40人を基本とする「適

正規模」の考え方です。

この適正規模につきましては、再三見直しを

訴えてまいりましたし、昨年11月の一般質問で

は、渡辺議員、武田議員、安田議員も取り上げ

ておられます。

そもそも、この適正規模は国が示しているも

ので、県教育委員会はこの基準を従順に県立高

等学校整備計画に落とし込み、平成25年度から

令和３年度の10か年計画として作成されていま

す。

そして、今まで私への答弁では、「今後、県

教育委員会としては、適正規模を考慮しつつ、

学校整備計画の後期実施計画の着実な推進に努

めていく」との繰り返しで、見直しの考えがな

いことを示されていました。

しかし、ここに来て10か年計画を前倒しで見

直し、新たな県立高等学校教育基本方針の素案

が、今、提示されています。

なぜ、前倒しをしてまで基本方針を打ち出そ

うとしているのか、その経緯と、その方針では

１学年の適正規模の取扱いがどのようになって

いるのか、教育長に伺います。

令和元年度に改定さ○教育長（日隈俊郎君）

れました県総合計画、また、私どもの県教育振

興基本計画の中では、地方創生の視点から、学

校と地域との連携・協働の重要性が高まるな
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ど、高等学校に求められる役割が変化してきて

いるというふうに考えております。

また、ＩＣＴの進展による教育の情報化等に

よりまして、高校教育のさらなる充実が必要と

なっておりますことから、現行の整備計画の終

期を待たずに、令和３年度から８年間を対象と

した、基本的な方針素案をまとめたところであ

ります。

なお、適正規模の考え方につきましては、学

識経験者等で構成されます県学校教育計画懇話

会より、望ましい学校の規模を示すことの必要

性や、適正規模への一律的な対応を見直すこと

などの提言をいただいたところであります。

それらの提言を基に、改めて検討を行いまし

て、今回の基本方針素案では、全日制高等学校

について、「一定の規模の教育環境を提供する

ことが望ましい」と示しているところでありま

す。

全日制高等学校における１学○図師博規議員

年の適正規模は、「４～８学級を基本とする」

という文言は消え、「一定の規模の教育環境を

提供する」という曖昧な表現に変わりました。

この「一定の規模」の意味するものの根拠

は、「国の公立高等学校の適正配置及び教職員

定数の標準等に関する法律」によるものです

が、この法律では、「１学級の生徒数は40人を

標準とする」となっています。

この１学級40人を標準とすると、それを下回

る場合は、またもや統廃合の対象になるとも理

解できますが、このことについて教育長の説明

を求めます。

今回の基本方針素案○教育長（日隈俊郎君）

では、全日制高等学校の望ましい規模につい

て、統廃合と関連するような具体的な数値は示

しておりません。

議員御指摘の１学級40人については、あくま

でも現時点での学級編制を行う上での標準の人

数であります。

なお、それを下回り、魅力と活力ある教育活

動の展開が困難となった場合には、統廃合を前

提とはいたしませんが、その時点の社会情勢を

鑑み、生徒・保護者・地域のニーズ等に適切に

配慮しながら、その後の学校の在り方について

検討することになろうかと考えております。

統廃合を前提としないという○図師博規議員

明確な答弁もありました。

適正規模が見直されたということはよいこと

ですが、私の中では喜びが半分、怒りが半分あ

ります。

適正規模の見直しを提言された学校教育計画

懇話会ですが、この懇話会の前身である学校教

育改革推進協議会でも、都農高校統廃合が協議

されているときに、適正規模を見直すべきや、

１学級40人を下回った場合でも存続させるべき

だとの意見は多数出されていました。

しかし、当時の教育長答弁では、「高等学校

の規模が小さくなると、生徒同士の切磋琢磨の

学び合いの機会が減少する。また、学校規模は

地方交付税の算定基礎となっており、学校全体

の定員が減少すると教職員数が減少するため、

生徒の進路希望に対応した幅広い教科の選択が

限られ、さらに部活動の開設が制限されるなど

の課題が生じるため、統廃合は進めていく」と

の一点張りでした。

にもかかわらず、ここに来て教育長の答弁

は180度変わってきています。これは、当時の教

育委員会の適正規模なり小規模高等学校に対す

る見解が誤っていたということなのでしょう

か。教育長の見解をお伺いします。

今回の基本方針素案○教育長（日隈俊郎君）
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におきましては、県立高等学校に求められる役

割の変化等を踏まえ、生徒にとって魅力と活力

ある教育環境を提供することができるか否かと

いう視点に立ちまして、新たに全日制高等学校

の望ましい規模の考え方を示しているところで

あります。

具体的には、情報化が高度に進展する中に

あって、生徒がお互いに切磋琢磨する機会の確

保や、生徒のニーズに応じた多様な教育課程の

編成、生徒会活動や部活動の活性化等の視点を

踏まえ、教育効果がよりよく発揮できているか

どうか、広く様々な角度から総合的に検討して

いくこととしております。

大変理解に苦しむ答弁だと思○図師博規議員

います。今の答弁は、統廃合を進めるときの答

弁とほぼ同じです。

小規模校がゆえに統廃合を進めるとするの

か、小規模校だからこそ魅力ある高校を目指し

存続させるのか、いわゆる解釈の違いだけで

す。

なぜ、都農高校の協議をされるときに、今の

ような前向きな解釈がされなかったのか、非常

に悔しいところです。

それでも、これからの小規模校存続のために

質問を続けます。

来年度から新たに動き出すことになる県立高

等学校教育整備基本方針ですが、この方針によ

り、学力向上のみならず、郷土愛を醸成するこ

とにより、郷土に帰ってくる、宮崎を支えるこ

とになる人材を育てる教育が展開されることを

大いに期待するものでありますが、再度教育長

に、この新たな基本方針が目指すものと、小規

模高等学校を守り、また伸ばしていくその気概

をお聞かせください。

今回の基本方針素案○教育長（日隈俊郎君）

では、地域と学校の連携・協働の充実や、ＩＣ

Ｔを活用した教育の推進などの取組を通しまし

て、高等学校教育の質の向上を図ることを示し

たところであります。

また、学校や地域社会等と丁寧な意見交換を

行いながら、各学校のスクール・ミッションの

再定義を行いまして、地域における高等学校の

役割を明確にし、さらなる教育活動の充実を進

めてまいります。

特に小規模校につきましては、地域住民等が

学校運営に参画することができるコミュニティ

・スクールなどを活用しまして、学校と地域と

の連携をより一層深め、生徒にとっても、また

地域にとってもなくてはならない存在の学校と

なり得るよう、魅力と活力ある県立高等学校づ

くりに取り組んでまいります。

期待しております。○図師博規議員

都農高校の統廃合が議論される際には、私は

地区部会や教育委員会の傍聴を申し出たところ

でありますが、全て非公開とされました。

「せめてそのときの議事録を」と求めたとこ

ろ、半分以上が黒塗りされ、発言内容が全く分

からない議事録となっており、閉ざされた中で

統廃合が決定されたことが、今でも沸々と思い

出されます。

今後、学校の在り方を検討される際には、透

明性の高い議論が確保され、また、地域や生徒

の思いが反映される協議がされることを切に願

い、次の質問に移ります。

先日、特別支援学校に通学するお子さんを育

てられている保護者の方々と意見交換をしてま

いりました。

あるお母さんからはこんな話がありました。

「私の子供は自立心が芽生えてきたのか、「お

母さん、僕の世話ばかりをしていなくていい。
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お母さんのやりたいことをやってほしい」と

言ってくれました。でも、現実は学校への送迎

から日常生活の介護はほぼ私がやっており、状

態が悪くなると病院に連れていくことも度々あ

るため、パートで働くことすらできていませ

ん」。

また、別のお母さんからは、「息子は、地元

にある特別支援学校に通わず、宮崎市内の特別

支援学校にスクールバスで通学してくれていま

す。それは、遠くの学校に通うことで、早い時

間にスクールバスに乗り、下校時も遅く帰って

くることができ、私の手を離れる時間をつくっ

てくれているのです。おかげで私はパートの仕

事ができています」。

これらから、障がい児を育てる環境が親任

せ、特に母親任せになっている現状を認識しま

した。

障がいがあるがゆえに通学が困難であって

も、どの地域からでもスクールバスが利用でき

るべきですし、障がい児を育てながらでも就労

できる環境整備は必要です。

そこで、県内13校ある特別支援学校のスクー

ルバスの運行内容と現在の利用状況を、教育長

にお伺いします。

特別支援学校のス○教育長（日隈俊郎君）

クールバスにつきましては、これまで順次整備

を図ってきたところでありますが、現状では、

延岡しろやま支援学校の４台、みなみのかぜ支

援学校及び清武せいりゅう支援学校の３台をは

じめ、何とか８校に19台を配置しておりまし

て、登校時には351名の児童生徒が利用しており

ます。

下校時には、放課後等デイサービスを利用す

る児童生徒が多いため、181名の利用となってお

ります。

運行していない学校は、都城さくら聴覚支援

学校、赤江まつばら支援学校、日向ひまわり支

援学校、児湯るぴなす支援学校、延岡しろやま

支援学校高千穂校の５校となっております。

ある支援学校には４台、また○図師博規議員

３台と複数台が配置されていて、まだ１台も配

置されていないのが５校あるということです。

一日も早くこの地域間格差を是正していただ

き、どの地域に住んでいても通学ができるス

クールバスの配置を実現していただきたい。

では次に、特別支援学校に通学する生徒や医

療施設等で療養中の生徒の中に、医療管理レベ

ルの高い、医療的ケアを必要とする医療的ケア

児がおられます。

この医療的ケア児の状況と、この医療的ケア

児がスクールバスをどのように利用しているの

かについて、教育長に伺います。

特別支援学校に通学○教育長（日隈俊郎君）

している医療的ケアが必要な児童生徒は、清武

せいりゅう支援学校に19名、都城きりしま支援

学校に10名、延岡しろやま支援学校に８名な

ど、８校に在籍しておりまして、合わせて55名

となっております。

特別支援学校において医療的ケアを開始しま

した平成16年度の対象者は、特別支援学校５校

で18名でしたので、37名増加しております。

なお、医療的ケアが必要な児童生徒は、ス

クールバスを利用しておりません。

今の御答弁では、本県の医療○図師博規議員

的ケア児の方々はスクールバスを利用していな

い、利用はゼロだということでしたが、なぜゼ

ロなのか、教育長、もう一度お願いします。

医療的ケアが必要な○教育長（日隈俊郎君）

児童生徒は、健康状態の維持のため、登校時の

保護者との引継ぎが重要でありますことから、
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通学につきましては、現在、保護者に送迎をお

願いしているところであります。

仮に、頻繁に医療的ケアが必要な児童生徒を

スクールバスに乗せた場合でございますが、ケ

アを行う際にバスを停車する場所の確保や、ケ

アに要する時間が必要となります。

また、本人のみならず他の児童生徒にとって

も、長時間乗車による体調変化などのリスクが

高まることや、出発時間が早まることによる保

護者の負担増が懸念されます。

これらの理由から、現在、医療的ケアが必要

な児童生徒の通学におけるスクールバス利用は

行っていないところであります。

全国的には、医療的ケアを実○図師博規議員

施している特別支援学校は491校あります。その

うち、スクールバスでの乗車通学を実施してい

る学校は実に221校あり、そのうち看護師がス

クールバスに同乗している特別支援学校は12校

あります。

ほかにも工夫している自治体はあります。滋

賀県や熊本県では、県教育委員会が訪問看護ス

テーションに委託して、タクシーに同乗する看

護師を確保して、スクールバスに代わる通学送

迎体制を整えていたり、長崎県では、福祉サー

ビスの移動支援の枠組みで、社会福祉協議会の

看護師の資格を持つヘルパーが、民間のマイク

ロバスに同乗して通学を支援したりしていま

す。

また、本県でも、高鍋町では高齢者施設のデ

イサービス送迎車に看護師が乗車していること

から、その送迎車両を増便したり、空きスペー

スを利用したりして、医療的ケア児の通学支援

ができないかの検討が始まっています。

では今後、県として、この医療的ケア児の通

学支援体制の整備についてどのようなお考えが

あるのか、再度、教育長にお伺いします。

障がいの程度が重い○教育長（日隈俊郎君）

児童生徒の保護者の中には、スクールバス乗車

を希望しない方もおられますが、保護者の送迎

に係る負担が大きいことは理解しております。

そのため、例えば、医療的ケア児童生徒で

あっても、スクールバス乗車中にケアが発生し

ない児童生徒につきましては、保護者が希望さ

れる場合はスクールバスに乗車させるなど、負

担軽減につながる様々な方法の可否について、

医療や福祉等の関係者とも協議をしてまいりた

いと考えております。

さらに、安全に運行するための万全の方策と

して、添乗員の研修など、検討する必要がある

と考えているところであります。

今、御答弁にあったとおり、○図師博規議員

スクールバスの利用を希望されていない保護者

がいらっしゃるのは、その支援体制が整ってい

ないからです。

答弁にありましたとおり、看護師を同乗させ

ることが難しいのであれば、添乗員の方々に、

喀たん吸引等ができるような研修を受けさせた

上で乗車してもらう等の支援体制のありよう

は、ぜひぜひ検討を進めていただきたいと思い

ます。

他県の例にもあるように、今後、ぜひ医療的

ケア児に手が届くようなサービス展開を期待い

たします。

次に、特別支援学校の後に障がい児が過ごす

環境について伺ってまいります。

現在、県下に放課後等デイサービスなどの障

がい児の一時預かりをする事業者は、どのよう

な事業者がどれぐらい整備されているのか、ま

た、そのうち医療的ケア児を受け入れる事業所

が何か所あるのか、これは福祉保健部長にお伺
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特別支援学校○福祉保健部長（渡辺善敬君）

等の児童生徒の放課後利用を想定した障害福祉

サービスである放課後等デイサービスにつきま

しては、児童発達支援管理責任者等を配置し、

機能訓練や地域との交流の場などを提供してお

ります。

令和元年度現在、県内に146か所ありまして、

そのうち、重症心身障がい児など医療的ケア児

に対応する事業所は10か所、児湯地区では、国

立病院機構宮崎病院が実施しております。

事業所の開設に当たりましては、看護師など

の人材確保のほか、費用と報酬の不均衡等が大

きな課題でありますが、令和３年度からのサー

ビス等報酬改定において、医療的ケア児の支援

に対する基本報酬が新設されました。

今後、これらの周知を行いつつ、週末などの

利用が見込まれる医療型短期入所も含め、事業

所の掘り起こしに努めてまいります。

さらなる整備の拡充を待ち望○図師博規議員

んでいる保護者の方は、たくさんいらっしゃい

ます。

障がい者福祉に関する質問を続けます。

視覚障がい者に青信号になったことを音で知

らせる音響式信号機が整備されています。2019

年度末現在で、全国に約２万4,000基設置されて

いる音響式信号機のうち、８割を超える音響装

置が稼働時間制限されていることが報道されま

した。

制限されている理由は、近隣住民からの苦情

を受けて対応していたり、利用頻度が低いなど

の理由で、警察本部判断で稼働時間を決めてお

られるようです。全国的には、2015年度以降だ

けでも、視覚障がい者の歩行中の事故件数は77

件発生しており、うち20件は音響式信号機のな

い横断歩道で起きており、音響機能の稼働時間

外でけがをしたケース、事故も複数あり、東京

都では、稼働時間外で赤信号と気づかずに横断

してしまい、死亡事故が発生している。

本県の音響式信号機の設置状況と稼働時間を

制限している割合はどれほどあるのか、また、

運用状況につきまして、警察本部長にお伺いい

たします。

県内には、303か○警察本部長（阿部文彦君）

所の音響式信号機が設置されており、そのうち

９割以上について、午後９時から午前７時まで
※

の時間帯を中心に、稼働時間の制限を設けてお

ります。その理由につきましては、視覚障がい

者の方の道路横断状況や車両の交通量、さら

に、周辺住民の生活環境への影響などを考慮し

たものであります。

他方、夜間においても、視覚障がい者の方の

利用がある商業施設や繁華街、駅周辺などの一

部交差点については、稼働時間の延長を行って

います。また、視覚障がい者団体などからの要

望があった場合には、個別具体的に運用時間の

変更の必要性を検討するなどして、改善を図っ

ているところであります。

今後とも、音響式信号機の的確な運用が図ら

れるよう、視覚障がい者団体など関係機関・団

体と必要な意見交換を行うなど、適切に対応し

てまいります。

県内は全国よりも制限が大き○図師博規議員

く、９割以上が時間の制限がかかっており、夜

７時から朝７時まで制限されている信号機が多

数であるということでありますが、果たしてそ

れが、視覚障がい者の方々の生活様式に合って

いる制限なのか、いま一度、視覚障がい者団体

の方などと情報交換していただき、安全確保に

努めていただきたい。

※ 294ページに訂正発言あり

令和３年３月３日(水)
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事故が起こってからそれを見直すというよう

なことにならないように、ぜひ、その対応をし

ていただきたいと思います。

続きまして、今年度のコロナ対策関連につい

て伺ってまいります。

今回、２月補正予算に計上されているコロナ

対策関連予算を加えると、今年度911億3,000万

円余の事業展開がされることになります。その

事業内容は多岐にわたりますが、果たして今年

度の事業で、困窮する県民の生活を守ることが

できたのでしょうか。

もちろん、コロナ対策は今後も続きますし、

アフターコロナを見据えた事業展開の準備も必

要であり、決断とバランスが知事には求められ

ています。

そこで、今年度のコロナ対策関連事業に限

り、十分な対策が講じられたと考えられている

のか、知事の所見をお伺いします。

新型コロナ対策につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、まずは、県民の皆様の命と健康を守

ることを第一としまして、必要な感染防止対策

を講じ、病床や宿泊療養施設の確保、検査体制

の充実強化、県民や事業所における新しい生活

様式の定着などを進めたところであります。

また、経済や雇用の面につきましては、事業

継続のための資金繰り支援や雇用の維持、その

時々の感染状況に応じた応援消費や市町村と連

携した消費喚起など、必要な対策を機動的に実

行し、地域経済の維持・活性化も図ったところ

であります。

このような取組を進める中、特に第３波への

対応に当たりましては、首都圏や関西圏でもい

ろいろ動きがある中で、全国でも最も早いタイ

ミングで県独自の緊急事態宣言を発令し、県民

の皆様の御理解と御協力の下、早期の鎮静化を

図ることができたものと考えております。

感染拡大防止、それから社会経済活動の両立

は、今後も困難なかじ取りになると考えており

ますが、引き続き、関係団体や市町村等と緊密

に連携しながら、危機の克服、そして本県のさ

らなる成長につながるような新たな取組も、

しっかりと前へ進めてまいりたいと考えており

ます。

このコロナ対策は、やらなけ○図師博規議員

ればならないことは次から次にあり、これでや

り切ったという答えがないというのが答えで

しょう。

だからこそ、やれることは一般財源をかき集

めてでもやるべきであり、県民・住民の暮らし

を守る、また、それに即応する政策展開が必要

であります。

福井県は、全国的にマスクが品薄であったと

きに独自のルートでマスクを確保し、全世帯に

マスク購入券を配付したり、北海道では、コロ

ナで影響を受けるエンターテイメントに関わる

事業者に一律25万円を給付、茨城県では、コロ

ナ患者を受け入れた医療機関に、患者１人当た

り100万円を交付する基金を、県予算と県民の寄

附で創設しています。

では、本県において、コロナ対策の中で財政

調整基金を含む一般財源の中から措置した対策

費と県独自の事業がどれほどあるのか、あった

のか、総務部長にお伺いします。

令和２年度、各補○

正予算におきまして、コロナ対策として計上し

た予算総額は、先ほど議員から御指摘がありま

したように約911億円でありますが、これらの財

源のうち一般財源は約４億円で、全体の予算額

に占める割合は約0.4％となっております。

また、コロナ対策に係る事業のうち、全額を
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一般財源で措置したものはありませんが、地方

公共団体が、地域の実情に応じてきめ細やかに

必要な地方単独事業を実施できるよう、自由度

の高い交付金として交付されます地方創生臨時

交付金を活用して、全国に先駆けて飲食関連事

業者等への緊急支援を実施するなど、本県独自

の各種施策に取り組んでおります。

911億円のうち0.4％しか一般○図師博規議員

財源からの持ち出しはなく、県単独事業の展開

は１つもない。全て国からのスキームに沿った

対策事業であったという答弁でした。

もちろん、県債発行をしてまで対策を講じる

ことは難しいにしても、今年度内の事業を積極

的に見直し、予算の組替えをして対策事業に充

てるべきだったということを、私は６月の定例

議会の一般質問でも申し述べております。

特に、コロナ禍の移動制限の影響で執行が困

難な全職員の旅費・交通費や、県が主催する事

業の総額、これらは30億円を超えます。このう

ち多額の執行残となることが容易に予想された

ので、早期に一般財源から組み替え、対策事業

化すべきだったと私は考えますが、なぜできな

かったのか、総務部長にお伺いします。

コロナ対策につき○

ましては、その時々に応じた事業を構築し、必

要となる補正予算を計上してきたところであり

ます。

一方で、執行残が見込まれる事業につきまし

ては、令和２年度２月補正予算案において減額

補正を行っており、この執行残につきまして

は、県税の減収など令和２年度の歳入減への対

応に加え、令和３年度当初予算や危機事象への

備えなどの財源を確保する必要があることか

ら、財政関係２基金に積み戻すなどしたところ

であります。

また、引き続き、コロナ対策に万全を期す必

要がありますことから、２月補正予算案におい

て、感染拡大防止策や医療体制の整備、生活支

援など、コロナ対策として109億円余の補正予算

を計上するとともに、国の第３次補正予算に対

応する国土強靱化等の予算を計上しており、２

月補正予算案は、全体で増額補正となったとこ

ろであります。

現在、飲食店等の閉店は続出○図師博規議員

しており、自殺者も増加しています。執行残を

基金に積み戻すのではなく、県民の生活を守る

ための事業化をすべきだったのではと、私は考

えます。

予算執行について、バランスは必要ですが、

来年度につきましては、積極的な判断とその執

行をしていただきたいと思います。

続けます。コロナ感染が疑われる方々の中に

は、無症状の方も少なくありませんし、仕事

上、県外を往来せざるを得ない方々や飲食店経

営者などからは、感染していない証明としての

予防的ＰＣＲ検査を求める声も寄せられていま

す。

都市部では、民間企業で、主要駅周辺や商業

施設に隣接する形で自費検査を受けられる体制

がありますが、本県にはそのような民間企業は

ありません。

無症状の方でも検査が受けられる医療機関が

本県にあるのか、あるのであれば、県民に届く

情報として医療機関を公表できないものかと考

えますが、福祉保健部長のお考えをお聞かせく

ださい。

新型コロナに○福祉保健部長（渡辺善敬君）

つきましては、ＰＣＲ検査を希望する方が自己

負担で検査する、いわゆる自費検査でございま

すが、12月から１月にかけて、県内の医療機関
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に対し検査実施状況の調査を行っております。

調査の結果、58の医療機関が実施するという

ことで、この情報につきましては、受診・相談

センターや保健所等と共有しており、自費検査

を希望される方から相談があった場合には、身

近な複数の医療機関を御案内しているところで

す。

なお、公表可能とした16の医療機関につきま

しては、これまでの厚生労働省のホームページ

に加え、以前議員からも御指摘がありました、

県ホームページでの周知につきましても、昨日

掲載させていただいたところです。

すばらしい対応だと思いま○図師博規議員

す。

民間の医療機関でそういう予防的な検査を受け

ることができるということは、県民のさらなる

危機管理、リスク管理にもつながっていきます

ので、この情報が広く県民に伝わることを希望

しております。

次の質問に移ります。

先日、川南町にお住まいの高齢者から相談が

あり、御自宅まで行って話を聞いてまいりまし

た。

内容は、70歳代の奥様が脳梗塞で倒れられ、

何とか退院はできたものの右半身に麻痺が残

り、車椅子での生活となり介護が必要となって

しまいました。御主人も80歳になられるので、

妻を介護しながらの生活は到底長続きはしない

と途方に暮れていたところ、町外で看護師をし

ておられる娘さんが、両親の生活を支えるた

め、家族ごと実家の近くに引っ越してきてくだ

さるということになったそうです。

幸い、実家に隣接する空き地があったので、

そこに家を建て、介護をしながら仕事に通い、

子供たちは通学ができると計画を進めていたと

ころ、その空き地は20年以上も使用されていな

い農地、いわゆる荒廃農地であったため、役場

に家を建てるための転用の相談に行くと、その

土地は農業振興地域内にあり除外はできない、

つまり農振除外はできないと門前払いされたと

いうことでした。

私は、その土地を実際確認し、どう考えても

転用できないという行政の対応に納得がいか

ず、農業振興地域に関する法律を徹底的に調べ

ました。

その土地は僅か50坪足らずの広さです。ここ

を農振除外するための５つの条件とそれに付随

する20以上の項目と全て照らし合わせてみまし

た。

例えば、農振除外する面積は必要最低限であ

るか、農地の団地化や集積に支障はないか、周

辺農地の大型農業機械や病害虫防除作業に支障

はないかなど、全ての条件をクリアしているこ

とを確認しました。

それを持って県農林振興局と協議したとこ

ろ、「農振除外に関しては、農業振興地域整備

計画を策定する町からの変更申請が上がってく

ることが前提となる」と言われ、再度、町側に

相談に行くと、町は、「振興局と協議したとこ

ろ、内容変更を上げるまでもなく、現状の制度

から判断して農振の除外は難しい」と指導があ

り、まさにあっちに行きこっちに行きのたらい

回し状態になっています。

なぜ、農振除外ができる確認事項を満たして

いるのに、農振除外できない土地があるのか、

その取扱いがどのようになっているのか、今回

取り上げたケース以外にもあります。それらの

取扱いについて、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

農用地区域○農政水産部長（大久津 浩君）
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内の農用地を転用目的で除外するためには、農

業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振

法に規定されている５つの要件を全て満たす必

要がございます。

議員御指摘のとおり、主なものといたしまし

ては、農用地の集団化や農作業の効率化など、

農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がない

ことや、担い手に対する農用地の利用集積に支

障がないことなどとなっており、一方で、公共

性が高い事業等では除外ができる場合もござい

ます。

なお、農用地区域内の農用地に住宅を建設す

る場合には、農用地区域からの除外のほか、農

地法の農地転用許可を受ける必要がございます

が、第１種農地と判断される広がりのある農地

や、良好な営農条件を備えている農地では、優

良農地を確保する観点から、一部の例外を除き

まして、原則、許可できないこととなっており

ます。

私には、今回のような農地転○図師博規議員

用に関する相談は年々増えてきています。

農業従事者の高齢化や担い手がいないことが

その原因であると思われますが、ゆえに、農地

転用を積極的にして、住民の暮らしを守る行政

判断が、今後やっぱり求められてきます。今も

そうです。

平成26年、農林水産省は、農地集積・集約化

を進める主体として、各都道府県に農地中間管

理機構を設置し、担い手が利用する農地面積

を、10年で当時の５割から８割まで引き上げる

という目標を定めました。

しかし、生産性の低い農地が耕作放棄地とな

り、そこが長年放置されて荒廃農地となり増加

し続けています。

本県における農地集積と荒廃農地の状況がど

うなっているのか、農政水産部長にお伺いいた

します。

担い手に集○農政水産部長（大久津 浩君）

積されました農地の割合につきましては、農地

中間管理事業が開始される前の平成25年度

が45.0％、直近の令和元年度が50.8％と、この

６年間で5.8ポイントの増加となっております。

なお、令和２年度の農地中間管理事業の貸付

面積は、前年度に対し、約1,400ヘクタール増

の2,941ヘクタールとなっておりまして、過去最

高の実績が見込まれますことから、今年度末に

は、担い手の集積率もさらに増加する見込みで

ございます。

また、荒廃農地の面積につきましては、平

成25年が2,724ヘクタール、直近の令和元年が、

耕地面積の4.3％に当たる2,818ヘクタールと

なっており、同じく６年間で94ヘクタール増加

しておりますけれども、こういった荒廃農地の

面積につきましては、九州内では最も少ない面

積となっておるところでございます。

農地の集積率は、現在で○図師博規議員

も50.8％、８割にはまだまだ道半ばでありま

す。加えて、荒廃農地は６年間で94ヘクタール

も増加となっています。ちなみに94ヘクタール

は、サンマリンスタジアム約60個分に相当する

面積でもあります。

では、耕作放棄地を含め、県内の農振除外申

請はどれほど上がってきているのか、また、そ

の除外理由はどのようなものがあるのか、再び

農政水産部長にお伺いします。

要件を満た○農政水産部長（大久津 浩君）

して農用地区域から除外しました件数は、年度

ごとにばらつきはございますけれども、直近５

か年の平均で年間205件となっております。

その内訳といたしましては、太陽光発電や事
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業所の施設用地などの商工業用地が56件の27

％、住宅用地が49件の24％、植林が30件の15

％、その他が70件の34％となっております。

年間平均でも200件を超える除○図師博規議員

外の申請があることが分かりましたし、あくま

でも答弁にあった数字は、市町村の農業委員会

から各農林振興局に相談があり、申請後も県の

同意をスムーズに得られた件数であって、今

回、私が相談を受けたように、事前に相談に

行っても、変更申請すら上げてもらえない、門

前払いされている農業用の振興地域除外の申請

は多数あります。

荒廃農地を守ることが優先され、そこで生活

しようとする住民の暮らしが排除されるという

ことは、まさに本末転倒で、これは行政指導の

矛盾だと私は思います。

荒廃農地は、法律で、また制度で守らなきゃ

いけない。でも、そこに人が暮らしたい、そこ

で親の介護をしたい、そういう気持ちになぜ寄

り添えないのか。

全国的には、独自の農用地区域変更規定を設

け、軽微な農振除外を積極的に行っている自治

体もあります。

そのためにも、県と市町村が連携して、農用

地区域からの除外に関する規制の緩和策を検討

していくべきと考えますが、再度、農政水産部

長の見解をお伺いします。

農振法は、○農政水産部長（大久津 浩君）

優良農地を確保し、農業施策を計画的に推進す

ることにより、農業の発展と適正な土地利用調

整を図ることを目的としており、法律に定めら

れました要件を、県の裁量で一律に規制緩和す

ることは難しいと考えております。

しかしながら、農業上の利用が見込めない農

用地につきましては、農業以外の用途で活用を

図ることも、地域活性化の観点から有効な手段

の一つであると考えております。

例えば、農地転用許可は、直近５か年の平均

で849件の住宅用地を許可しておりまして、多く

が第２種、第３種農地のような生産性の低い農

地で誘導が図られております。

なお、今回の案件につきましては、町や農業

委員会から伺っている情報では、現地が農用地

区域、いわゆる青地の中央部に位置し、既に建

設されている住居につきまして、農地法、農振

法の手続がされていないと伺っておりますが、

詳細についてはまだ不明でございますので、今

回、私もこれをお聞きしまして、再度、職員の

ほうに、現地なり詳細な調査をするように指示

したところでございます。

いずれにいたしましても、除外案件につきま

しては、案件ごとに計画の内容や地域の実情な

どをしっかり確認・精査し、農業委員会や市町

村の意向及び関連法令も踏まえて、しっかりと

対応してまいりたいと考えております。

部長が大変詳細な情報を収集○図師博規議員

いただいているのは、大変ありがたく思います

し、ここで突き詰めていくと、私も過去の行政

記録のお話からしたいんですが、今日はもう時

間がありませんのでやりませんが、非常に前向

きな答弁をいただいたと思っております。

私は、今回の質問を作成するに当たり、高校

がなくなる地域住民の立場、そして医療的ケア

児を育てる親御さんの立場、さらに親の介護を

しながら一緒に暮らしたいという家族の立場に

なって、行政のあるべき姿というものを考えさ

せられました。

行政は、計画や規定、現行制度を守るだけが

仕事ではなく、県民の暮らしを守ることこそが

仕事であり、暮らしを支えるために、いかに規
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定や制度を多面的に使いこなしていくか、その

姿勢が重要であります。

今後も執行部の積極的かつ柔軟な行政判断を

期待いたしまして、私の質問を終わらせていた

だきます。（拍手）

次は、 原正三議員。○丸山裕次郎議長 蓬

〔登壇〕（拍手） 最後の質問○蓬原正三議員

になります。もうしばらくお付き合いくださ

い。

「いつものように」という詩があるそうで

す。「ねているあいだに じしんもかじも か

わったことはなんにもなくて いつものように

あさをむかえる そんななんでもないことが

とってもとてもしあわせなんだ かぞくのみ

んなに びょうきもけがも かわったことはな

んにもなくて いつものように きょうをいき

ている そんななんでもないことが とっても

とてもすばらしいんだ」というものです。

島根県の友人が、小学校１年の孫の国語の教

科書に載っていたものを手帳に書いていて、機

会あるごとに人に聞かせているのだそうです。

島根の友人はがんを患いました。

新型コロナが発生して１年。多くの命が奪わ

れ、多くの感染者の方々がつらい思いをされた

ことを思うと、この「いつものように」という

詩がじわじわと心にしみてまいります。島根の

友人はなおさらのことだったのだろうと思いま

す。

東日本大震災で我々は絆の大切さを再認識し

ました。しかし、ここに来て、人と人を疎遠に

し、その絆を引き裂くかのような新型コロナウ

イルスの蔓延であります。我々は、このウイル

スとの戦いに負けるわけにはいきません。人知

を尽くし、絆をさらに強くし、あらゆる手段を

講じて、いつもの日常を取り戻すべく、新型コ

ロナの撲滅に向けて頑張ってまいりたいものだ

と考えます。

質問の内容が乏しい分、前置きが長くなりま

したが、知事に２件伺います。

コロナ禍によって、これまでの社会のひずみ

や矛盾・無理等が表面化する中、社会に、先行

き不透明感から来る不安感が漂い始めておりま

す。

誠に残念なことですが、評論家の中には、

「日本社会の衰退」という言葉を公然と使う人

も出始めました。これから本県は、この先一体

どこを目指していくのか、司馬遼太郎氏の本の

題名を借りれば、知事には「坂の上の雲」を示

してほしいのであります。

過去、お隣鹿児島県の総合計画には「偉大な

鹿児島の創造」というのがありました。本県に

おいても、県民が共有できるような、分かりや

すい将来像が必要かと思います。

さきの議会で、知事は、長期ビジョンの見直

しに着手する旨、答弁されていましたが、今の

思いをお聞かせください。

次に、コロナの発生以降、特に懸念されたの

は、医療崩壊でありました。医療崩壊に端を発

して、友人と組織の在り方について、「働かな

い蜂」の話をしていたところ、荘子の言葉「無

用の用」を知りました。「人は皆有用の用を知

りて、無用の用を知るなきなり」の言葉で、一

見役に立たないように見えるものが、真に役に

立っているのだと知るべきであるという意味だ

そうです。例えて言えば、「自転車は、その左

右に道幅があるからこそ、５センチ程度の幅の

上を走ることができる」ということではないか

と思います。

この言葉の説明書きには、「一見役に立たな

いと思えるものこそ、真に役に立つものだ。仕
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事において、無駄を省くことは大切だが、効用

のみにとらわれて、「無用の用」まで切り捨て

てしまわないように」と、解釈がついておりま

す。

医療の世界も含め、アフターコロナの社会は

ゆとりある社会であってほしいと願うものであ

ります。「無用の用」を大切にし、いつでも非

常時に備えることのできる社会であります。

さて、アフターコロナ社会のありようはどう

なるのか、どうするのか。いずれにしろ大きな

社会の変革は否めません。難しい問題ではあり

ますが、本県のトップリーダーとして、これか

らの社会のありようについて、政治家河野俊嗣

としての御見解をお聞かせください。

あとは自席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、本県の将来像についてであります。

新型コロナという歴史的な危機に直面する

中、私に課せられた大切な役割は、県民の皆様

の暮らしや経済をしっかりと支えていくととも

に、未来への道しるべを掲げ、先頭に立って新

しい時代を切り開いていくことにあると考えて

おります。

急速に進展する人口減少下において、今回の

コロナにより、私は、地方回帰による新たな人

材の取り込みや、本県の強みとデジタル技術と

を掛け合わせた、暮らしや産業のイノベーショ

ンの推進とともに、医療・福祉の充実や、防災

・減災対策による安全・安心な暮らしの確保、

さらには、中山間地域の魅力向上や多極分散型

社会に対応する地域づくりなどが重要になって

くるものと考えております。

今後、新たな長期ビジョンの策定に当たりま

しては、このような考え方の下、様々な社会変

化や科学技術の進展なども見据えながら、本県

の目指すべき将来像を、議員からも御指摘あり

ましたように、分かりやすくお示しできるよ

う、しっかりと検討を進め、あらゆる人々が地

域の担い手として、夢や希望を持って生き生き

と活躍する社会の実現に向けて、全力で取り組

んでまいります。

次に、コロナ後の社会のありようについてで

あります。

コロナ禍の中で、私たちはいろいろな気づき

の機会を得ることができているように思いま

す。

原議員から、「無用の用」という言葉によ蓬

り、今後の社会のあるべき姿についての示唆が

ございました。歌人の俵万智さんも、コロナ禍

での気づきを短歌にしておられます。「濃厚な

不要不急の豊かさの 再び灯れゴールデン

街」というものでありまして、何気ない日常の

大切さ、豊かさ、それに触れておられるところ

であります。

私も、人と人のつながりや組織の在り方、経

済活動などにおいて、ゆとりや遊びといった言

わば「のり代」の部分が、このコロナ禍の中で

改めて見直されたのではないかと考えておりま

す。

世界に目を向けますと、過度のグローバル化

や経済効率を優先した拡大成長路線の転換や見

直しが迫られ、国内では、東京一極集中の社会

構造や価値観から抜け出す動きが見られます。

こうした動きは、これまでの効率優先だけで

は社会が立ち行かなくなったことを示すもので

ありまして、これはまさに、本県が取り組んで

おります経済的な豊かさと、お金には代えられ

ない価値が調和した、新しい豊かさへの挑戦と

軌を一にするものだと考えております。
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今後とも、議員御指摘の視点も踏まえなが

ら、コロナ後を見据えた持続可能な社会づくり

に向け取り組んでまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

福祉保健部長にお尋ねいたし○蓬原正三議員

ます。コロナに関する県民の素朴な声について

お答えください。

外国のワクチンは怖い。なぜ、日本でワクチ

ンが開発できないのでしょうか。よろしくお願

いします。

現在、日本で○福祉保健部長（渡辺善敬君）

確保しているワクチンにつきましては、ファイ

ザー製など、海外製のみとなっております。

現在、国産ワクチンの開発についても進めら

れているところですが、使用までには至ってお

りません。

これまで、国内でのワクチン製造は中小企業

が担い、研究開発も進んでいない状況にありま

した。また、海外では大手企業が参入し、米国

のワクチンの研究開発費は、日本の12倍以上と

も言われておりまして、こうした研究開発の遅

れが、国産化が遅れている大きな理由と考えて

おります。

このため、国家レベルでの研究開発の支援が

必要と考えますことから、国に対して、大胆な

基金の創設など資金投入を行い、国産ワクチン

製造の支援について要望しているところです。

次に、接触アプリＣＯＣＯＡ○蓬原正三議員

についてお尋ねします。

私も福祉保健部長のお勧めでアプリをダウン

ロードしました。しかし、残念ながら今はほと

んど使用しておりません。

なぜかというと、アプリとしては機能上完全

なのでしょうが、陽性となった方々が100％、陽

性の事実と処理番号を登録していただいて初め

て、その機能を発揮できるからであります。

感染防止の観点から、陽性者が登録しなくて

も済むような仕組みであれば、登録者も増える

のではないかと考えますが、現在のＣＯＣＯＡ

の状況と今後の対応について、福祉保健部長の

御見解をお聞かせください。

新型コロナ接○福祉保健部長（渡辺善敬君）

触確認アプリＣＯＣＯＡにつきましては、ス

マートフォンを利用し、新型コロナ陽性者と接

触した可能性について通知を受けることができ

るもので、厚生労働省が開発したアプリです。

全国でのダウンロード数は約2,567万件となっ

ておりまして、その利用者が増えることで、感

染拡大の防止につながることが期待されており

ます。

このため県でも、県ホームページや県政番

組、知事会見等、様々な機会を通じてＣＯＣＯ

Ａの利用促進に努めております。

また、「隗より始めよ」の観点からも、県庁

職員の中で約９割の職員が利用しておりまし

て、周囲への活用の呼びかけも行っておりま

す。

今後とも、陽性者に対して、陽性者情報の登

録をお願いするとともに、さらなる利用促進を

図ってまいります。

アプリをダウンロードした人○蓬原正三議員

は、誰がダウンロードしたか分からないわけで

すから、分からない人が陽性登録するというの

は、それはもうちょっと簡単なことじゃないか

なと思います。ぜひ、国のほうにそういう声を

届けていただくとありがたいと思います。

研究費についてお尋ねいたします。

日本が研究論文数で世界的に順位を下げ、ま

た、その引用数においても年を追って順位を下

げているとのデータがあります。論文数では
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約25年前、米国に次いで２位だったものが、近

年では中国・米国・ドイツの次の４位、引用さ

れた論文数のトップ10％及び１％の順位では、

ともに９位と下がります。論文数も減少し、引

用される論文数も減少しているという寂しい現

状にあります。

加えて、中国では「千人計画」と称して、日

本の研究者をスカウトしているとの報道もあ

り、将来が危ぶまれます。

ただ、日本の研究費は、米国・中国に次ぐ第

３位ではあります。さて、目を転じて、本県の

研究費はどうなっているのでしょうか。

本県産業の振興を図る上で、研究開発費は未

来への投資として大変重要であると考えます。

研究費については、毎年本議会で聞いてまいり

ました。今回、４年ぶりの一般質問となりま

す。４年前の研究開発費は約36億円であったと

記憶しておりますが、新年度の予算額を総合政

策部長にお伺いします。減っているのか増えて

いるのか、そこのところもお願いします。

人口減少や新○総合政策部長（渡邊浩司君）

型コロナにより社会経済状況が大きく変化する

中、新たな技術や産業の創出につながる研究開

発への投資は、極めて重要であると認識してお

ります。

このため県では、様々な分野におきまして研

究開発に取り組んでいるところであります。例

えば、水温や潮流の状況等をリアルタイムで提

供するシステムによります漁業の操業効率化で

すとか、フード・オープンラボを活用した商品

開発の支援など、本県の産業振興に貢献してい

るものと考えております。

御質問のございました来年度の予算でござい

ますが、今年度比6.8％増の38億4,000万円余の

予算をお願いしておりまして、搾乳ロボット導

入によるオートメーション化された飼育管理技

術や、湿度の調整による農産物の鮮度保持技術

の開発などに取り組むこととしております。

今後とも、長期的な視点に立って、必要な予

算の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。

新しい事業の芽を育てること○蓬原正三議員

も重要であります。今後、ポストコロナを見据

えながら、新事業創出など本県産業をいかに発

展させていくのか、総合政策部長の御見解をお

聞かせください。

新型コロナの○総合政策部長（渡邊浩司君）

拡大により、様々な産業が構造転換を迫られて

いる中で、本県産業が持続的に発展していくた

めには、社会経済の変化に適応した多角化や新

事業創出により、新たな産業の柱を育てていく

ことが重要になるものと考えております。

このため、今議会では、県内企業の多様な資

源をＩＣＴ企業のデジタル技術などとマッチン

グさせることで新事業創出を目指す「プラスデ

ジタル推進事業」や、様々なビジネスの種を発

掘し、クラウドファンディングも活用すること

により、県民一丸となって事業化を支援する

「「ひなたの芽吹き」ビジネスシーズ発掘支援

事業」などをお願いしているところでありま

す。

今後とも、新しい分野への挑戦や、新事業創

出に向けた取組を積極的に支援することによ

り、本県産業の持続的な発展につなげてまいり

たいと考えております。

初めての取組かと思います。○蓬原正三議員

失敗を恐れず、積極果敢に取り組んでいただき

ますようお願いします。

いよいよ自転車活用であります。

内田議員も11月の議会で質問をいたしまし
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た。自転車の活用による環境負荷の低減、災害

時における交通機能の維持、国民の健康増進を

図ることなど新たな課題に対応するため、交通

の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進

し、交通における自動車への依存の程度を低減

することによって、公共の利益の増進に資する

こと等を基本理念とする自転車活用推進法が、

平成29年に施行されました。

国においては、翌30年、自転車活用推進計画

を作成、本県においてはその翌年、他県に先駆

けて令和元年に推進計画が策定され、今年で２

年目を迎えております。目標年次は令和10年、

サイクルツーリズムやサイクルスポーツなどの

推進がうたわれております。

そこで、まず知事に、自転車活用についてお

伺いいたします。

商工観光労働部観光経済交流局観光推進課、

宮崎県観光協会及び日本航空宮崎支店共作によ

る、御当地情報発信フリーペーパー「宮崎タイ

ムズ」のサイクリング便、猿田彦とのバーチャ

ル対談で、知事は「自転車パラダイスみやざき

を実現します」「サイクルツーリズムの盛り上

がりにも期待してください」と述べておられま

す。

そこで、改めて自転車の活用を推進するに当

たって、まず知事の思いをお聞かせください。

自転車は、身近な外出○知事（河野俊嗣君）

から、通勤・通学、遊び、レジャー、スポーツ

など、世代を超えて様々な年齢層が使う身近な

乗り物でありまして、コロナ禍における生活ス

タイルにもマッチするものと考えております。

私も、もともとトライアスロンを趣味として

おりますし、コロナ禍で屋外トレーニングが奨

励される中で、ロードレーサーやクロスバイク

に乗る機会が随分増えており、綾や佐土原など

にも行ったりしておりまして、大いに活用し、

また楽しんでいるところでもあります。

本県は、温暖な気候や美しい景観など、サイ

クリングに適した自然環境及び地域的特性を有

しておりますことから、サイクルツーリズムや

各種競技団体の合宿など、自転車を利用した観

光・スポーツの振興が大いに期待できるものと

考えております。

このため、自転車の安全な利用の確保や、本

県の特色を生かした観光・スポーツの振興、県

民の健康増進を図るため、令和元年に宮崎県自

転車活用推進計画を策定しまして、市町村や関

係団体と連携を図り、様々な施策を展開してい

るところであります。

また今、九州全体でも知事会の連携の中で、

そういう自転車のツールなど、計画がなされて

いるところであります。

引き続き、誰もが安全・快適に自転車を利用

することができる「自転車パラダイスみやざ

き」の実現に向けて、自転車の活用推進に積極

的に取り組んでまいります。

ありがとうございました。○蓬原正三議員

以下、自転車活用推進計画に沿って順次伺い

ます。

「（目標１） サイクルツーリズムの推進に

よる観光振興と地域活性化」については、観光

関連部署、地域、団体との連携で、ある程度進

んでいるようですが、「〔施策２〕スポーツ

キャンプ・合宿の誘致」では、実業団等自転車

チームの状況はどうなっているのでしょうか。

その現状と今後の取組についてお聞かせくださ

い。商工観光労働部長、お願いします。

県では、○商工観光労働部長（松浦直康君）

宮崎県自転車活用推進計画の施策の一つに「ス

ポーツキャンプ・合宿の誘致」を掲げまして、
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自転車を活用した練習を行う競技団体の合宿誘

致に取り組んでおります。

これまで、トライアスロン日本代表、それか

ら、自転車トレーニングを行うスピードスケー

トナショナルチームなど、国内外のトップアス

リートの合宿を積極的に受け入れており、ま

た、大学や実業団等の競技団体の受入れも、昨

年は延べ12団体となりまして、実績も年々増加

しております。

また、19歳以下の自転車日本代表合宿が今月

末に行われますほか、今年夏の東京オリパラに

向け、イギリスとカナダのトライアスロン代表

等の事前合宿も予定されております。

県といたしましては、今後とも、本県の優れ

たトレーニング環境や受入れ実績をＰＲしなが

ら、さらなる合宿誘致に努めてまいります。

「（目標２） 自転車を利用○蓬原正三議員

しやすい都市環境の形成」、「〔施策３〕自転

車通行空間の計画的な整備推進」というところ

では、宮崎市は大変進んでいるようであります

が、宮崎市から西都市、宮崎市から綾町を結ぶ

サイクリングロードが開通以来30年を経過し、

路面補修や案内表示等の充実を望む声が多くの

サイクリストから寄せられております。アン

ケート結果を見ても、自転車空間の整備を望む

声が一番多いようであります。

自転車通行空間の整備について、どのように

取り組んでおられるのか、県土整備部長、お聞

かせください。

自転車の活用○県土整備部長（明利浩久君）

を推進するためには、安全で快適に走行できる

通行空間を確保することが重要でありますこと

から、定期的なパトロールや維持補修等を行

い、自転車レーン等の安全確保を図っておりま

す。

なお、議員御指摘のように、宮崎市と西都市

や綾町を結ぶ大規模自転車道につきましては、

整備から30年以上が経過していることから、路

面の整備を行うとともに、利用者の利便性向上

を図るため、案内看板等をさらに設置すること

としております。

また、サイクルツーリズムによる観光振興を

図るため、日南海岸地域に設定しましたモデル

ルートに、自転車の通行部分を示す矢羽根等の

路面標示を整備しますとともに、公共交通を補

完するものとして、シェアサイクルの普及促進

を図るため、市町村等と連携し、サイクルポー

ト設置の支援等を行っております。

引き続き、関係機関と連携を図り、安全で快

適な自転車通行空間の整備に取り組んでまいり

ます。

施策５では、「まちづくりと○蓬原正三議員

連携した総合的な取組の実施」とありますが、

自転車活用推進のためには、市町村との連携と

併せ、市町村独自の取組が大変重要でありま

す。

法第11条では、「県の計画を勘案し、市町村

の活用推進計画を定めるよう努めなければなら

ない」とされておりますが、市町村の計画策定

の状況について、県土整備部長、お聞かせくだ

さい。

ちなみに、県の計画の指標では、目標年

次2028年には全26市町村が策定するということ

となっております。

市町村の推進○県土整備部長（明利浩久君）

計画につきましては、昨年度、宮崎市が策定を

しており、現在、えびの市と綾町が策定作業に

取り組んでおります。

県内全域で、さらに自転車の活用を推進する

ためには、まちづくりを担う市町村が、地域の
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特性を生かした取組を行うことが重要でありま

すことから、議員御指摘のとおり、2028年度ま

でに全ての市町村が計画を策定することを目指

しております。

県としましては、様々な機会を通じて、助言

や情報提供等を行い、市町村の計画策定を支援

してまいります。

「（目標３） 自転車事故の○蓬原正三議員

ない安全で安心な社会の実現」には、「〔施策

６〕交通安全意識の向上に資する広報啓発活動

や指導・取締りの重点的な実施」「〔施策７〕

学校における交通安全教室の開催等の推進」と

あります。

いよいよ今年４月１日には、「宮崎県自転車

の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施

行されます。特筆すべきは、自転車保険加入が

義務化されることであります。過去には、男子

小学生や男子高校生が加害者となる自転車事故

において、１億円近い高額の賠償金が科せられ

たケースもあります。本県の保険加入率は、全

国の56％に比べ38％と低い現状にあります。い

ざ事故となったら大変です。

そこでまず、「宮崎県自転車の安全で適正な

利用の促進に関する条例」の周知について、県

の取組状況を、総合政策部長、お願いいたしま

す。

この条例は、○総合政策部長（渡邊浩司君）

自転車の安全で適正な利用及び自転車損害賠償

責任保険等への加入義務などを主な内容として

おりまして、来る４月１日の施行に向けて、広

く県民への周知に取り組んでいるところであり

ます。

具体的には、啓発チラシやポスターを作成

し、市町村や学校、その他の関係機関・団体に

配布するほか、自転車販売店や保険会社、企業

等に周知の協力をお願いするなど、啓発に努め

ております。また、テレビやラジオ、ＳＮＳな

ど様々な媒体を活用し、若者から高齢者まで、

幅広い世代に向けて、積極的な情報発信に取り

組んでいるところであります。

今後とも、関係機関・団体とも連携の上、自

転車の関係する交通事故防止を図り、安全で安

心な地域社会づくりに取り組んでまいりたいと

考えております。

学校においては、子供たちの○蓬原正三議員

事故防止のため、交通安全教室が行われている

と思いますが、その取組について、改めて教育

長にお伺いいたします。

県立学校における交○教育長（日隈俊郎君）

通安全教室につきましては、警察や交通安全協

会等の御協力をいただきながら、全ての学校で

実施しております。

また、公立小中学校についても、同様に実施

していると聞いております。

内容としましては、児童生徒が交通事故の被

害者にも加害者にもならないよう、交通ルール

や危険回避、自転車の安全利用について具体的

な指導を行うものでありまして、視覚に訴えた

り、気づきを促したりといった工夫がされてお

ります。

今後とも、児童生徒を交通事故から守るとい

う観点から、関係機関と連携し、交通安全の徹

底に努めてまいりたいと考えております。

「（目標４） 自転車を活用○蓬原正三議員

したスポーツ活動と健康づくりの推進」では、

施策12で「自転車通勤の促進」がうたわれてお

ります。県内一斉ノーマイカーデーやエコ通勤

強化月間等の実施は、環境負荷の軽減、健康増

進に加え、アフターコロナの新しい生活様式づ

くりにも寄与します。
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まずは県庁から、自転車利用の促進につなが

るノーマイカー通勤を展開してはどうかと思い

ますが、この取組について、環境森林部長にお

願いいたします。

環境森林部が○環境森林部長（佐野詔藏君）

県の本庁域内所属の約2,700人を対象に行いまし

た調査によりますと、約66％の職員がノーマイ

カー通勤を行っており、このうち約半分が自転

車通勤をしております。

県ではこれまで、宮崎県庁地球温暖化対策実

行計画において、毎週水曜日を「ノーマイカー

デー」と定め、徒歩、自転車、公共交通機関の

利用を推奨しておりまして、該当日には、自転

車への転換も、若干ではございますが増加する

傾向があります。

ノーマイカー通勤は、温室効果ガスの排出削

減にも貢献いたしますので、今後、他県の事例

なども参考にしながら、職員の自転車通勤の啓

発に努めるなど、取組を進めてまいりたいと考

えております。

「〔施策11〕サイクルスポー○蓬原正三議員

ツの推進」の項では、宮崎県総合運動公園の自

転車競技場の整備が述べられております。

現在、第81回国民スポーツ大会に向けて、陸

上競技場や体育館、プール等の施設整備が着々

と進められておりますが、自転車競技場、いわ

ゆるバンクについては、令和２年度予算に基本

設計費が計上され、改修方針について検討する

こととなっております。検討結果をお聞かせく

ださい。教育長、お願いいたします。

現在の自転車競技場○教育長（日隈俊郎君）

につきましては、建設から40年以上が経過しま

して、老朽化が著しいことから、劣化状況や施

設基準の適合状況の調査などを基に、改修方法

を検討してまいりました。

調査結果では、走路面の亀裂や沈下の拡大、

走路面を支える盛土部分の劣化のほか、走路の

幅員や外柵、インフィールドなど、基準を満た

さない箇所も確認されたことから、抜本的な改

修が必要であると考えております。

また、維持管理等を含めた経済性では、既存

施設よりコンパクトな走路での改修が安価であ

ること、さらには、競技力向上や合宿誘致など

においても有効であると考えられますことか

ら、333.33メートル走路での改修を予定してお

ります。

ありがとうございました。○蓬原正三議員

自転車競技場のバンクには250、400、500メー

トルなどがありますが、333.33メートルが今、

主流です。このような状況から、自転車競技連

盟としては、333.33メートルでの整備について

要望を行ってまいりました。答弁をいただき、

安心したところであります。

今後は、改修方針に沿って、抜本的な改修を

しっかり行っていただきたいと思います。

その改修には、かなりの期間を必要とするの

ではないかと思います。自転車競技連盟として

は、本県の自転車競技場の改修期間中は、お隣

の鹿児島県で一昨年整備された根占自転車競技

場を借りて、強化を図ることになると考えてお

りますが、同じ規格の自転車競技場が本県でも

整備されることになりますので、国スポに向け

た競技力の強化を、切れ目なく効果的に行うこ

とが可能となります。

私も関係者の一人として、代表して厚くお礼

を申し上げます。ありがとうございました。

そこで、利用者の今後の活動計画にも影響が

出てくると考えられます、今後の整備スケジ

ュールについて、どのように進められるのか、

教育長、お聞かせください。

- 281 -



令和３年３月３日(水)

施設の改修について○教育長（日隈俊郎君）

でありますが、今年度実施した基本設計におい

て、地盤調査や測量・実施設計の期間として10

か月程度、改修工事の期間として15か月程度が

見込まれております。

令和３年度当初予算では、このうち、地盤調

査や測量・実施設計を予定しております。

その後につきましても、必要な予算を確保

し、計画的に整備を進めてまいりたいと考えて

おります。

最後に、計画の推進体制につ○蓬原正三議員

いて、県土整備部長に伺います。

推進計画では、自転車活用推進本部を組織す

るとあります。市町村との連携も重要でありま

す。自転車活用を進めるため、県の推進体制と

これまでの活動状況についてお聞かせくださ

い。

計画に定めま○県土整備部長（明利浩久君）

した目標を達成するために、平成30年度に、知

事を本部長、各部局長をメンバーとする自転車

活用推進本部を、また、その下部組織として、

関係各課長をメンバーとする幹事会をそれぞれ

設置しまして、各部局が連携して、全庁的に施

策の推進を図る体制を構築しております。

これまで、それぞれの取組や進捗状況を共有

しますとともに、各取組の強化に向けて、

フィードバックを行っているところでありま

す。

県としましては、引き続き、本部会議を司令

塔として、国や市町村、民間団体との関係強化

にも努め、自転車の活用推進に、しっかり取り

組んでまいります。

県土整備部長に、自転車を○蓬原正三議員

持っているかどうかは聞きません。

今までマイナーだった自転車が、今後は大変

メジャーになってくると、私は考えております

し、その機運にあると思います。自転車活用推

進の取組を、引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。

中小企業振興について伺います。

知事は、初日の所信表明の中で、市町村と連

携して「商工会機能の強化を図る」と述べられ

ました。重ねて25日、日高博之議員の当初予算

の事業構築についての代表質問に対し、商工観

光労働部長からも、「商工会の機能強化に対応

していきたい」と答弁をいただいたところであ

ります。

そこで、当初予算にあります「商工会事務局

体制強化事業」についてお尋ねいたします。

まずは、本事業の概要について、商工観光労

働部長にお願いいたします。

商工会○商工観光労働部長（松浦直康君）

は、小規模事業者の身近な支援機関でありまし

て、特に今年度は、新型コロナウイルスに係る

様々な経済対策の実施機関として、重要な役割

を果たしていただいております。

一方、加入率の低下等により事務局長の設置

基準を満たさず、事務局長が設置されていない

商工会が増え、体制強化が課題となっておりま

すほか、市町村のカウンターパートとして、地

域振興への貢献も、これまで以上に求められて

きております。

このような状況に対応するため、来年度

は、10の商工会の地域振興コーディネーター設

置に対し、市町村と連携して支援し、事務局体

制の強化を図ることとしたものであります。

こうした取組によりまして、今後、コロナで

疲弊した地域経済の復興、課題となっている事

業承継の推進、さらには、まちづくりや地域振

興等、商工会の機能強化につなげてまいりたい
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と考えております。

事務局長設置基準に満たない○蓬原正三議員

商工会が18あり、今回は10商工会が対象と聞い

ておりますが、残り８商工会の対応と令和５年

度以降の事業計画について、商工観光労働部長

のお考えをお聞かせください。当然、継続にな

るものとは理解しております。

この事業○商工観光労働部長（松浦直康君）

は、今後２年間で商工会の機能を強化するた

め、市町村や商工団体、商工会とも意見交換し

ながら体制を整備していくものでありまして、

来年度は10の商工会に地域振興コーディネー

ターを設置するものであります。

この２年間で当面必要な体制を整備するもの

でありますけれども、商工会の役割は今後ます

ます重要になっていくと考えておりますので、

中長期的な観点から、その維持充実を検討して

まいりたいと考えております。

ありがとうございました。○蓬原正三議員

事務局長の設置は商工会の長年の課題であり

ました。行政と並び、地域活性化に果たす商工

会の役割は大変大きく、特にコロナ禍にあって

は、通常業務に加え、会員以外の諸手続も行う

など業務量は増大し、大変だったと聞いており

ます。

そのような中、コーディネーターを配置する

この事業は、行政との連携など、今後の商工会

活動に大きく弾みをつけるものであります。

連合会からの陳情要請や、我が会派の横田、

武田、安田議員の一般質問等を受け、市町村も

出費を伴うこの事業を半年でつくり上げていた

だいたことは、高く評価したいと思います。

「日之影町の商工会もとても喜んでいる」との

佐藤議員の言葉もお伝えしておきます。

商工会議所と商工会連合会で、「新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急アンケー

ト調査」を実施されました。調査基準日は令和

２年12月31日、実施期間は、商工会連合会が今

年の１月14日から17日、商工会議所連合会が今

年の１月21日から29日でありますので、緊急事

態宣言に入ってからの声もかなり入っていると

思われます。前年同期に比べ、６割を超える事

業者が売上げを減らしております。

調査結果を見ますと、設問６の「国・県等に

望むことや期待している支援策」については、

「給付金・助成金の拡充」「感染対策の徹底」

「税等の減免措置」「感染状況や支援策等情報

の迅速な提供」「休業や営業時間短縮への補償

の拡充」の順に回答割合が多く、設問７の国・

県や金融機関等への要望に対する自由意見で

は、既に実施された持続化給付金のような「追

加の給付金事業」や「各種税の減免措置」「情

報の迅速な発信・提供」、資金繰りのための

「金融機関からの借入の容易化」が多く挙げら

れ、特に、飲食店を中心とした給付金に対して

は、不公平と感じており、「飲食店以外の業者

に対する助成金」や「事業規模に応じた補償」

が挙げられております。また、「プレミアム付

商品券事業」については、再度実施を期待する

声も多く寄せられております。中には、少数で

ありますが、「もう限界です」とか「打つ手な

し」の声もあります。

以上の調査結果を受け、商工会議所連合会・

商工会連合会・中小企業団体中央会から、知事

及び議会議長宛てに「経営支援に関する緊急要

望」がなされました。県当局に関しては３件、

「給付金等制度の拡充」「金融対策の拡充」及

び「消費喚起・需要喚起策の継続・拡充」であ

ります。

そこで、商工観光労働部長にお尋ねいたしま
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す。この緊急要望を受け、県内事業者に対する

支援にどのように取り組んでいくのか、お考え

をお聞かせください。

新型コロ○商工観光労働部長（松浦直康君）

ナの影響が長期化する中、特に第３波の発生に

よりまして、飲食業だけでなく多くの事業者が

大変厳しい経営状況に置かれていると考えてお

ります。このため、１月補正では、県独自の取

組として、飲食関連事業者等に対する支援事業

を予算化したところでありまして、国に対しま

しては、引き続き地域の実情とともに支援の必

要性を訴えてまいります。

また、経済の再始動に向けましては、当初予

算に加え、繰越予算も活用し、消費喚起や観光

キャンペーン、事業者の販路開拓や生産性向上

を後押しする取組など、様々な対策を講じるこ

ととしております。

このほか、事業者の経営改善が課題となって

おりますので、先般、「中小企業支援ネット

ワーク」を再構築したところであり、企業の実

情に応じ、事業継続のための融資や返済猶予の

調整等にも取り組むこととしております。

こうした取組を、国や市町村、関係団体と連

携して進め、事業継続や雇用の維持など、事業

者支援に努めてまいります。

このアンケートをつぶさに見○蓬原正三議員

てみましたけど、中には非常にうれしい結果も

ありまして、95％の事業者の方々が これは―

この商工会連合会と商工会議所連合会の行った

アンケートに答えられた方ですが 今後も事―

業継続を考えており、廃業を挙げる事業者が意

外と少ないという結果が出ているということで

ありまして、何とかして事業を継続したいん

だ、そういう方が95％あります。これは全く予

想外でありまして、大変ありがたいことであっ

て、喜ぶべきことである、そして特筆すべきこ

とだというふうに感じました。

何としても、この宮崎県人の心意気という

か、この事業者の皆さん方の心意気に、ぜひ、

我々も応えなければいけないし、応えていただ

きますようにお願い申し上げます。

最後に、支援の見える化についてお尋ねいた

します。

先月来、工業技術センターと食品開発セン

ター、産業振興機構と企業成長促進プラット

フォーム事務局、商工会議所から事業引継ぎ支

援センターと事業承継ネットワーク、そして商

工会連合会、中小企業団体中央会を訪問し、同

じ場所にありましたので、発明協会や溶接協会

も訪問してまいりました。

訪問の理由は、中小企業支援の実態調査だっ

たのでありますが、組織が各所多岐にわたる上

に、補助金等が県から、あるいは空飛ぶ補助金

と呼ばれる「ものづくり補助金」のように、国

から県を通さず直接、団体等に交付される補助

金があるため、どうも支援の状況がよく見えな

かったのであります。事業者の皆さんはなおさ

らのことだろうと思った次第です。支援体制や

支援事業の見える化を図るべきではないかと思

います。

農政水産部や福祉保健部においても同じよう

なことが言えるんじゃないかと思いますが、今

回は中小企業支援をテーマとしておりますの

で、商工観光労働部長にお願いします。

国や県などが実施する支援策などを、事業

者、議会も含めて、できるだけ分かりやすく伝

えることが重要だと考えますが、どのように取

り組んでいくのか、御見解をお聞かせくださ

い。

県では、○商工観光労働部長（松浦直康君）
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国や県が実施しております様々な支援策を、

ニーズに応じて事業者に活用していただくため

に、「宮崎県中小企業支援ポータルサイト」と

いうものを設置しておりまして、その支援内容

や相談窓口を取りまとめて、ワンストップで情

報を得られる仕組みづくりを図っているところ

でありますが、なかなか認知度が上がらないと

いうところがございます。

こうした中、今般のコロナ禍では、幅広い業

種に影響が及んでおりますことから、国や県を

はじめ様々な機関におきまして、多岐にわたっ

た事業者向けの支援策が講じられております。

このため、こうした施策の情報を事業者の元

にいち早く届けられますように、まずは、この

中小企業支援ポータルサイトのさらなる周知、

そして運用の改善を図りまして、関係機関とも

連携しながら、的確で分かりやすい情報提供に

努めてまいります。

途中で分かりましたが、農政○蓬原正三議員

水産部では、農業・水産業関連の情報を集約し

たサイト「宮崎県農業・水産業ナビ～ひなたＭ

ＡＦⅰＮ」を新たに開設されるとお聞きしまし

た。今回は聞きません。本当は聞けばよかった

んですけど。

ただ、県庁のホームページに事業者向け等の

それぞれのサイトがあっても、どこを見ればい

いのか、非常に分かりづらいのではないかと思

います。我々もそうなんですから、事業者の方

はなおさらだと思います。

全体の入り口を一本化して、そこからそれぞ

れのサイトに導いていくような形にすれば、利

便性が高まるというふうに感じた次第です。

もう質問には入れません。県民から見たら、

県庁は一つなんですから。ぜひ、１つの窓口か

らずっと展開していけるシステムを、縦割りは

内部だけにしていただいて、外向けには一本化

していただきたいと思います。

最後は、環境問題についてであります。

菅総理は、昨年10月臨時国会の所信表明演説

で、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体

としてゼロにする」と表明、11月には衆参両院

で「気候非常事態宣言」が決議されました。

一方、国外では、ＥＵは昨年12月、2050年に

はＥＵ全体として、温室効果ガスの排出量を実

質ゼロにする目標を立て、中国も習近平国家主

席が2060年までに実質ゼロにするよう努力する

と表明、アメリカのバイデン大統領も、2050年

までに実質ゼロにすることを目指すとし、パリ

協定に復帰することを表明しました。国連のグ

テーレス事務総長も、菅総理大臣の表明演説を

受け、「とても勇気づけられる。極めて前向き

な進展であり、菅総理大臣の指導力に感謝した

い」として歓迎し、日本は資金と技術力を持っ

ており、発展途上国への援助などで日本が世界

をリードすることに期待を示したとの報道であ

ります。

ようやく、世界中が本格的な脱炭素社会実現

へと動き始めました。

国内においても、経団連や経済同友会がプロ

ジェクトを立ち上げるなど、取組や議論が活発

になっているとのことであります。このまま、

何も温室効果ガスの排出削減策を講じなかった

場合、ＩＰＣＣの第５次評価報告書によると、

世界の平均気温は、21世紀末には20世紀末と比

較して2.6～4.8度上昇、宮崎県の平均気温は約

４度上昇すると予測されております。危機的状

況と言わざるを得ません。温暖化対策は喫緊の

課題であります。

そこでまず、今回本会議に上程されておりま

す、議案第42号「宮崎県環境計画の変更につい
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て」、お尋ねいたします。

前回、平成28年の計画改定から５年が経過し

ました。今回新たな環境基本計画を策定する意

義とその効果、2050年温室効果ガス実質ゼロ実

現に向けた取組について、環境森林部長にお伺

いします。

環境基本計画○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、本県の環境の保全に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るためのもので、県民、事

業者、行政等の取組の指針となるものでありま

す。

新たな計画では、議員御指摘の気候変動のほ

か、廃プラスチックや食品ロスなど、多様化し

た環境問題に対応しまして、脱炭素社会や循環

型社会、自然共生社会に向けた取組を進めるこ

ととしており、本県の恵まれた環境と自然豊か

な郷土を将来の世代も享受できる、持続可能な

社会の構築に資するものと考えております。

また、温室効果ガス実質ゼロに向けまして

は、計画の重点プロジェクトとして、「2050年

ゼロカーボン社会づくり」を掲げ、「省エネル

ギー・省資源の推進」「再生可能エネルギーの

導入拡大」「森林吸収量の維持」「環境保全を

支える人材づくり」の４つを柱に、国の動き等

にも的確に対応しながら、積極的に施策を展開

することといたしております。

具体的な脱炭素の方策につい○蓬原正三議員

てお伺いします。

本計画の33ページでは、「産業・業務部門に

おける排出削減対策の推進」の項で、「自らも

大規模な事業者である県庁においては、「宮崎

県庁地球温暖化対策実行計画」及び「宮崎県グ

リーン購入基本方針」に基づき、公用車に電気

自動車などの環境性能に優れている次世代自動

車の導入を図る」と述べてあります。

加えて、「各主体に求められる役割」とし

て、市町村や県民・団体にもガソリン車から電

気自動車など次世代自動車への買い換えを図る

とも明記してあります。

家庭からの二酸化炭素排出量は、用途別では

自動車が26％、約４分の１、燃料別でもガソリ

ンが24.3％、約４分の１を占めております。

菅首相は、先月の通常国会での施政方針演説

で、「2035年までに新車販売で電動車100％を実

現する」と表明。また、アメリカのバイデン大

統領は、「政府の公用車65万台を2030年までに

電気自動車に置き換える方針」とのことであり

ます。中国においても、「2035年までに新車販

売に占める電気自動車などの比率を50％以上に

高め、残りはハイブリッドとし、同年には全て

を環境対応車にする」との指針を公表しており

ます。

すなわち、15年後には従来のガソリン車は、

ほぼ新車では消えるということになります。環

境省と経済産業省は、ＥＶの普及を促すため、

購入時の補助金を破格の最大80万円にまで引き

上げるとの政策を打ち出しました。まずは、

「隗より始めよ」と言います。公用車等の電気

自動車へのシフトを開始すべきときと考えま

す。

環境基本計画における、公用車の電気自動車

転換への取組について、環境森林部長、御見解

をお聞かせください。

環境森林部で○環境森林部長（佐野詔藏君）

は、毎年度当初に、全所属に対しまして「環境

物品等の調達方針」を発出し、公用車の購入に

当たっては、電気自動車やハイブリッド車、国

の排ガス・燃費基準を満たすガソリン自動車な

どとするよう求めているところであります。

知事部局等では、956台の公用車を所有してお
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りますが、御質問にありました電気自動車は、

航続距離が短いことや導入費用が高額であるこ

と、そして充電設備の設置が必要であることな

どの課題がありますことから、導入されていな

いところであります。

公用車の電気自動車への転換は、ゼロカーボ

ン社会の実現に有効でありますので、今回改正

されました国のグリーン購入基本方針を踏まえ

て、県の調達方針の内容の見直しを検討します

とともに、引き続き関係部局に働きかけてまい

りたいと考えております。

15年後には、ガソリン車と電○蓬原正三議員

動車の立場が逆転してまいります。ガソリンス

タンドも減少していくでしょう。ガソリン車の

利便性が薄れることも考えられます。

また、先日、日髙利夫議員の地元であります

国富町役場庁舎に太陽光発電、電気自動車及び

蓄電池を導入し、エネルギーコストや環境負荷

の低減に取り組む実証実験を行うとの報道もご

ざいました。

県庁でも、知事部局等で約1,000台、公用車が

あるそうでありますが、この更新について、長

期的な計画に基づき更新していくべきではない

かと考えます。じゃないと、そのうちガソリン

車だけがいっぱいあって、充電スタンドはでき

たがガソリンスタンドは減って、なかなか用に

供さない、今と逆の立場が生まれることになる

んじゃないかと思われますので、前向きに御検

討いただければと思います。

水素エネルギーについて伺います。

これは、二見議員が大変詳しいところです

が、今回は私が行います。

「みやざき水素スマートコミュニティ構想」

が策定されて、３年が経過しようとしておりま

す。年間の水素製造可能量の推計では、県内に

は膨大な賦存量があり、多量の水素を製造でき

る可能性があるとのことであり、また、取組の

展開として、水素の製造に関する研究等を進め

る県内大学等の実証実験事業等の促進を通じ

て、再生可能エネルギー等からの水素製造技術

の実用化に向けた研究・実証を行うこととし

て、宮崎大学と続けてこられたと聞いておりま

す。

私も先週、現地を訪問してまいりました。水

素に関する研究開発など、みやざき水素スマー

トコミュニティ構想の進捗状況と今後の展望に

ついて、総合政策部長、お聞かせください。

みやざき水素○総合政策部長（渡邊浩司君）

スマートコミュニティ構想では、再生可能エネ

ルギーを最大限利用する水素社会の実現を目指

して、県民の水素に対する理解の促進や、ガス

から水素を取り出す家庭用燃料電池の普及支援

のほか、本県の豊かな資源を生かした取組とし

まして、宮崎大学における太陽光を活用した水

素製造等の研究を支援しているところでありま

す。

その結果、宮崎大学では、実用化には今しば

らく時間を要するものと思われますが、より省

電力化された電解装置の開発や、水素を用いた

効率的なバイオマス発電モデルの確立など、一

定の成果が見られているところであります。

水素エネルギーの本格的な普及には、多くの

課題がありますが、引き続き、大学や産業界と

の連携を図りながら、水素をつくる、ためる、

使うの各段階におきまして、将来を見据えた取

組を進めてまいりたいと考えております。

いろいろ問題はありますが、○蓬原正三議員

昨年の２月末、福島県の浪江町には、再生可能

エネルギーを利用した水素製造施設「福島水素

エネルギー研究フィールド」が完成して、稼働
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を開始しているそうです。かなりの大きさの発

電所と聞いております。

水素エネルギーの本格的な普及を見据えて、

本県でも取組を急がないと、あまり時間は残さ

れていないというふうに感じますので、よろし

くお願いいたします。当時の担当の課長さん

も、ここに２人いらっしゃるようでありますの

で、よろしくお願いします。

エネルギーを所管する組織の設置について伺

います。

脱炭素社会を実現するためには、二酸化炭素

を排出しないクリーンな再生可能エネルギーや

蓄電池、燃料電池、電気自動車などの多様な電

源や発電所を必要とします。加えて数年後に

は、究極のクリーンエネルギーと称され、次世

代エネルギーとして期待の大きい水素が、エネ

ルギーの構成比に大きな比重を占めてくること

は間違いないと考えます。

エネルギーは、産業活動や生活を営む上で基

本をなすものであり、エネルギー政策は今後、

県政の主要な政策の柱の一つになると、私は思

います。

現在のところ、水素と再生エネルギーは所管

課が別となっており、統一性がありません。こ

の際、エネルギー政策を所管する部署を１つに

して、エネルギー政策を検討する組織を新設し

てはどうかと思うものであります。

また、組織の要は人であります。2050年温室

効果ガスゼロを達成するためには、中途採用も

含め、優秀な技術系職員が必要ではないかと思

います。

脱炭素社会を見据え、体制強化を提案するも

のでありますが、郡司副知事の御見解をお聞か

せください。

本県におけるエネル○副知事（郡司行敏君）

ギー政策につきましては、環境基本計画や再生

可能エネルギー等導入推進計画等に基づき、再

生可能エネルギー等の導入推進や、県内企業の

エネルギー産業への参入促進、関連技術の開発

支援等に、関係部局で連携して取り組んでいる

ところであります。

今般、国において、「グリーン成長戦略」が

策定され、脱炭素化を、コストではなく成長の

機会と捉える姿勢が鮮明になる中、本県として

も、環境保全を図る観点だけではなく、産業振

興の側面にも、より重きを置きながら、太陽光

や小水力、バイオマスなど、本県の恵まれた資

源を生かした総合的なエネルギー政策にしっか

り取り組んでいく必要があります。

御提案のありました、新たな組織の設置や技

術系職員の配置につきましては、今後に向けた

大変重要な課題を御指摘いただいたものと受け

止めております。引き続き、部局間の緊密な連

携を図るとともに、担当業務の整理など体制強

化の在り方についても検討してまいりたいと考

えております。

以上で私の質問は終わりまし○蓬原正三議員

た。

最後に 私が最後でありますので コロ― ―

ナに感染されお亡くなりになりました方々の御

冥福をお祈り申し上げますとともに、療養中、

苦しんでおられることと思います、その方々の

早期の回復をお祈り申し上げます。

また、今年退職される全ての職員の皆様方の

次なるステージでの御活躍に期待して、私の質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で一般質問は終わりま○丸山裕次郎議長

した。
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次に、今回提案されました○丸山裕次郎議長

議案第１号から第88号まで及び報告第１号の各

号議案を一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第46号から第60号まで採決◎

まず、海区漁業調整委員会○丸山裕次郎議長

委員の任命の同意についての議案第46号から

第60号までの各号議案について、お諮りいたし

ます。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第46号から第60号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は同意することに決定いたし

ました。

議案第１号から第45号まで、第61号から◎

第88号まで及び報告第１号並びに請願委

員会付託

次に、議案第１号から第45○丸山裕次郎議長

号まで、第61号から第88号まで及び報告第１号

の各号議案並びに新規請願は、お手元に配付の

付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託

いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日４日から７日までは、常任委員会等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、８日午前10時から、令和２年

度補正予算関係議案についての常任委員長の審

査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会

令和３年３月３日(水)
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令 和 ３ 年 ３ 月 ８ 日 （ 月 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（38名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 岩 切 達 哉 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 同

（ ）33番 日 高 博 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 石 田 渉

教 育 長 日 隈 俊 郎

公 安 委 員 長 江 藤 利 彦

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人 事 委 員 長 濵 砂 公 一

事務局職員出席者

事 務 局 長 亀 澤 保 彦

事 務 局 次 長 内 野 浩一朗

議 事 課 長 児 玉 洋 一

政 策 調 査 課 長 日 吉 誠 一

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太
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これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、令和２年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

ここで、執行部から発言の申出がありますの

で、これを許します。

先日の図師議員○警察本部長（阿部文彦君）

の一般質問における私の答弁につきまして、一

部訂正をさせていただきます。

音響式信号機の稼働時間の制限時間帯につい

て、「午後９時から午前７時までの時間帯を中

心に」と答弁いたしましたが、正しくは「午後

７時から午前７時までの時間帯を中心に」であ

ります。訂正し、おわび申し上げます。以上で

あります。

執行部の発言は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

常任委員長審査結果報告（議案第61号◎

から第88号まで及び報告第１号）

次に、議案第61号から第88号まで及び報告第

１号の各号議案を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、野﨑幸士委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○野﨑幸士議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第61号外６件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、令和２年度宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

このうち、議案第61号に係る補正は、国の令

和２年度補正予算（第３号）に係るもの、新型

コロナウイルス感染症対策に係るもの及びその

他必要とする経費について措置するもので、253

億2,100万円余の増額となっており、歳入財源の

主なものは、県債が184億1,300万円余、国庫支

出金が158億6,800万円余の増額となる一方で、

繰入金が80億1,500万円余、地方譲与税が24

億7,900万円余の減額となっております。

次に、議案第88号に係る補正は、国の令和２

年度補正予算（第３号）に係る追加分の経費に

ついて措置するもので、19億4,000万円余の増額

となっており、歳入財源は、国庫支出金であり

ます。

両議案を合わせた補正後の一般会計の予算規

模は7,442億9,700万円余となります。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で１億2,500万円余の減額、特別会計で1,200

万円余の増額であり、この結果、一般会計と特

別会計を合わせた補正後の予算額は206億8,600

万円余となります。

また、総務部の補正予算は、一般会計で105

億2,500万円余の増額、特別会計で９億6,300万

円余の減額であり、この結果、一般会計と特別

会計を合わせた補正後の予算額は2,802億2,800

万円余となります。

次に、宮崎県高千穂線鉄道施設整備基金条例

を廃止する条例についてであります。

このことについて当局より、「旧高千穂線の

撤去対象施設の撤去に要する費用を沿線自治体

に補助するために設置された当該基金につい

て、不要施設の撤去が全て完了したことに伴い

令和３年３月８日(月)
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基金を廃止するものである」と説明がありまし

た。

これに対して委員より、「条例廃止後も、旧

高千穂線には有効活用を図らなければならない

鉄橋が残されることとなるため、条例等に基づ

いて県と沿線市町で設置した運営協議会を存続

させるなど、沿線市町の地域振興等について、

県も含めて引き続き検討する必要があるのでは

ないか」との意見があり、当局より、「当条例

は、不要施設の撤去費用の財源を安定的に確保

するために制定されたものであり、これまで、

地元の意向も踏まえた上で、順次、撤去を行っ

た結果、今般、その撤去が全て完了したことに

より廃止するものである。旧高千穂線の跡地に

ついては、国の重要文化財の指定を受けた橋梁

のほか、高千穂町が公園化構想を打ち出すな

ど、非常に魅力のある資源であることから、当

条例とは別の形で、鉄道跡地の活用を含めた地

域振興の在り方について、沿線市町と一緒に

なってしっかり検討してまいりたい」との答弁

がありました。

次に、記紀編さん1300年記念事業の成果等に

ついてであります。

このことについて委員より、「今回の記紀編

さん1300年記念事業の成果を今後につなげてい

くことが何より重要だと考えるが、どのように

取り組んでいくのか」との質疑があり、当局よ

り、「記念事業によって、神話や神楽等のみや

ざきの「宝」は、本県ならではの文化資源とし

て確立できたため、これからは、将来を担う人

づくりや持続可能な地域づくり等に積極的に活

用していく考えである。そのために、９年間

様々な取組を通して培った、文化の担い手であ

る神楽の保存会をはじめとした地域の方々や市

町村とコミュニケーションが取れる環境を生か

して、文化資源としての効用を引き出しながら

取り組んでまいりたい」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「これまで取り組ん

できた９年間の重みをしっかり受け止めて、記

紀編さん1300年記念事業の成果が、今後の地域

づくり等にしっかりつながるよう取り組んでい

ただきたい」との要望がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、図○丸山裕次郎議長

師博規委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○図師博規議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第61号外４件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、福祉保健部の補正予算についてであ

ります。

まず、一般会計においては、９億円余を減額

する一方、国の追加財政措置に伴い19億4,000万

円を増額するものであります。また、特別会計

においては、42億1,200万円余の増額でありま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は2,828億1,900万円余となりま

す。

次に、宮崎県・市町村災害時安心基金を活用

した被災者生活再建支援制度の創設についてで

あります。

近年、大規模災害が相次ぐ中、国の被災者生

活再建支援制度では、居住する市町村の被災状
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況によって支援の差が生じる等の課題があるこ

とから、国の支援が受けられない被災者を支援

するため、本県独自の被災者生活再建支援制度

として創設するものであります。

このことについて委員より、「令和２年度に

発生した自然災害からの適用ということだが、

具体的に何件が対象となるのか」という質疑が

あり、当局より、「令和２年７月豪雨により被

災した世帯のうち、都城市、串間市、西米良村

においてそれぞれ１世帯ずつ、計３世帯が対象

となる」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、有事の際に速や

かな生活再建の支援が行えるよう、引き続き市

町村と共に本制度の充実に取り組んでいただく

ことを要望いたします。

次に、県立延岡病院におけるドクターカーに

ついてであります。

このことについて委員より、「運行範囲が延

岡西臼杵医療圏及び日向入郷医療圏と広域であ

るが、救急医など、どのような実施体制を検討

しているのか」との質疑があり、当局より、

「救急医については、現在の３名に、本年６月

から１名を加え、計４名で対応を検討してい

る。また、現地の消防機関等と連携したドッキ

ング方式により患者を引き継ぐなど、県北地域

における救急医療体制の充実に努めてまいりた

い」との答弁がありました。

これに対し委員より、「コロナ禍の中、ここ

までの体制を整えたことは大変な労力があった

と思う。今後実施していく中で、運行時間の拡

大も目指すなど、さらなる努力を継続していた

だきたい」との意見がありました。

最後に、新型コロナウイルス感染症の第３波

における課題についてであります。

このことについて、病院局の審査において委

員より、「第３波では高齢者入所施設でクラス

ターが頻発したが、特に認知症患者を受け入れ

た際の医療スタッフの負担はどのような状況で

あったのか」との質疑があり、当局より、「認

知症患者の中には、例えば時間外に徘回をして

しまう人もいたため、１人の患者に看護師が付

きっきりになるなど、現場に大きな負荷がか

かっていた」との答弁がありました。

このことを受け、福祉保健部の審査において

委員より、「第３波においては、認知症患者の

対応による医療スタッフの負担が大きな課題で

あった。この対策として、介護人材の活用が有

効ではないかと考えるが、そのためには、感染

症対策をはじめとする十分な訓練が不可欠であ

る。介護人材の活用を念頭に、そのような研修

等の実施を検討してはどうか」との意見があ

り、当局より、「第３波において、委員御提案

を含め様々な検討をしたが、一筋縄ではいかな

い実態もあった。しかし、認知症患者への対応

は大変重要な課題であるため、対策の一つの選

択肢として検討してまいりたい」との答弁があ

りました。

現在、新型コロナウイルスの変異株による感

染が急拡大するリスクを抱えており、医療現場

においても第４波が懸念されています。

当委員会といたしましては、第３波までの対

応で明らかとなった様々な課題に対し、今後も

あらゆる視点からの分析、検証を進めていただ

くよう要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○丸山裕次郎議長

会、武田浩一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○武田浩一議員

します。
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今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第61号外11件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で17億6,100万円余の

減額、特別会計で1,800万円余の減額であり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は619億4,200万円余となります。

このうち、中小企業の販路回復・拡大等支援

についてであります。

このことについて委員より、「新型コロナの

影響で、これまでの新たな起業への動きや、６

次産業化を含めた製品化の取組が停滞している

と聞いているが、どのような状況なのか」との

質疑があり、当局より、「県内企業514社に対し

て、産業振興機構の協力の下、同機構のコー

ディネーターによる販路の開拓や商品開発の支

援を行っており、その中には、新しい取組に挑

戦している企業もある」との答弁がありまし

た。

これに関連して委員より、「県による中小企

業への支援には大いに期待しているので、企業

が、コロナ禍のピンチをチャンスに変えて前向

きに事業に取り組めるよう、今後も支援体制の

強化に努めてもらいたい」との要望がありまし

た。

次に、「宮崎県東京オリンピック・パラリン

ピック事前合宿等新型コロナウイルス感染症対

策基金」についてであります。

これは、東京オリンピック・パラリンピック

に向けた国外代表チームの事前合宿や、ホスト

タウン交流における選手、関係者の安全安心を

確保するための対策を行うことを目的に設置す

るものであります。

このことについて委員より、「ヨーロッパで

は新型コロナウイルスの変異株の流行が確認さ

れているため、選手を受け入れる際には慎重な

対応をお願いしたい」との要望があり、当局よ

り、「今回設置した基金を活用し、感染症対策

のガイドラインの作成や、各国が求める個別の

感染症対策に取り組みたい」との答弁がありま

した。

また、別の委員より、「選手を受け入れるた

めの準備として、感染者の病床の確保や看護師

などの人員体制の強化をどのように進めていく

のか」との質疑があり、当局より、「現在確保

している病床や人員とは別に、新たに確保する

こととしており、それに係る経費が受入れ市町

村の負担にならないよう、基金を活用して調整

を進める」との答弁がありました。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で211億1,100万円余

の増額、特別会計で２億1,100万円余の減額であ

り、この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は1,148億1,000万円余となりま

す。

次に、高潮浸水想定区域図の公表についてで

あります。

これは、地球温暖化に伴う気候変動の影響に

よる海面水位の上昇や、台風の強大化による高

潮被害の激甚化が懸念されていることから、浸

水リスクを事前に周知することで、県民の危機

管理意識を向上させ、早期の避難を促すことを

目的とするものであります。

令和３年３月８日(月)
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このことについて委員より、「県民の安全意

識を高めるためには、市町村と連携した啓発が

必要ではないか」との意見があり、当局より、

「市町村において、高潮に関するハザードマッ

プを配布していただくとともに、県としても、

様々な機会を利用しながら、県民への啓発に取

り組みたい」との答弁がありました。

また、このことに関連して委員より、「ハ

ザードマップの周知は、県民の危機管理意識を

向上させる一方で、危険な場所を避けた地域へ

の移住が進むことで、過疎地域の拡大が懸念さ

れる。当然のことながら、防災に強いまちづく

りは重要であるが、危険箇所を含めた土地の今

後の利用計画についても、併せて検討してもら

いたい」との要望がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委○丸山裕次郎議長

員会、日髙陽一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙陽一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第61号外４件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、全会一致で決

定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で19億7,900万円余の

増額、特別会計で１億2,700万円余の減額であ

り、この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は257億9,800万円余となりま

す。

このうち、「「みやざき材の家」県産材消費

緊急支援事業」について、委員より、「減額補

正となっているが、目標に対する実績はどう

だったのか」との質疑があり、当局より、「目

標とした500棟に対して、実績は350棟程度を見

込んでいる」との答弁がありました。

これに対して委員より、「県産材の消費を支

援するための事業であったことから、積極的な

活用を期待していたが、事業のＰＲはどのよう

に行ったのか」との質疑があり、当局より、

「できるだけ多くの方に本事業を利用してもら

うため、テレビＣＭやインターネット、新聞へ

の広告掲載のほか、説明会の開催や建築関係500

社、金融機関の住宅ローン窓口、住宅需要等を

把握しているプレカット工場への案内等、幅広

く周知を行った。県産材の活用促進に一定の効

果があったと考えている」との答弁がありまし

た。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で25億5,200万円余の

減額、特別会計で2,400万円余の減額であり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は477億2,500万円余となります。

次に、日本農業遺産の認定についてでありま

す。

このことについて当局より、「宮崎市田野地

域・清武地域と日南市の取組が、九州で最初の

日本農業遺産に認定された」との説明がありま

した。

これに対して委員より、「認定を受けて終わ

りではなく、これをどう生かしていくかが重要

であるが、ＰＲを含めて、今後どのような取組

を行っていくのか」との質疑があり、当局よ

り、「今回認定された２つの地域の取組は、地
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域が誇る大事な資源であることから、本県の農

畜水産業の情報をまとめた「ひなたＭＡＦⅰ

Ｎ」といった県のホームページなどでしっかり

と魅力を発信していくとともに、世界農業遺産

認定地域である高千穂郷・椎葉山地域とも連携

を図り、ノウハウを共有していくなど、各地域

でブランド価値を高めていく取組を、県として

しっかりと支援していきたい」との答弁があり

ました。

次に、高病原性鳥インフルエンザへの対応状

況についてであります。

このことについて当局より、今年度の発生状

況とこれまでの取組を踏まえた今後の防疫体制

について説明がありました。

これに対して委員より、「生きている野鳥を

捕獲して、ウイルスの保有状況を調査すること

は考えていないのか」との質疑があり、当局よ

り、「現在、環境森林部において、例年発生リ

スクの高い12月から２月にかけて、野鳥のふん

便検査を実施している。延岡市と都農町の事例

では、野鳥のふん便からウイルスが確認された

ところであるが、野鳥の捕獲も含めて、具体的

にどのような方法が感染経路の特定に有効か、

国とも連携してしっかり検討していきたい」と

の答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委○丸山裕次郎議長

員会、岩切達哉委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○岩切達哉議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました補正予算

関係議案は、議案第61号外４件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案委員会審査結果表のとおり、いずれも全会

一致により決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、企業局の公営企業会計補正予算につ

いてであります。

まず、電気事業会計においては、国の３次補

正予算の決定に伴い、県土整備部において多目

的ダム改良工事の増額補正を行うことにより、

企業局の共同施設負担金が増加することから、

資本的支出で３億8,200万円余の増額補正を行っ

た結果、補正後の資本的支出の合計は34億7,000

万円余となります。

また、地域振興事業会計においては、豪雨に

よるゴルフコースの冠水や新型コロナの影響に

より、ゴルフ場利用者が当初の目標を下回るこ

とが想定されることから、一ツ瀬川県民スポー

ツレクリエーション施設の指定管理者からの納

付金の減額に伴い、事業収益で400万円余の減額

補正を行うとともに、ゴルフコースの冠水被害

による修繕費用など、事業費で200万円余の増額

補正を行うものであります。

この結果、地域振興事業会計の補正後の事業

収益は1,600万円余、事業費は2,400万円余とな

ります。

次に、教育委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で21億800万円余の減

額、特別会計で14億2,100万円余の増額であり、

この結果、一般会計と特別会計を合わせた補正

後の予算額は1,129億6,900万円余となります。

このうち、新規事業「産業教育の充実に向け

た教育装置整備事業」についてであります。

これは、県立学校の各職業系学科において、

老朽化した教育装置の更新や最先端装置の導入

により授業内容の充実を図り、より高い専門性
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や技術力を持った生徒を育成するものでありま

す。

このことについて委員より、「導入される最

先端の教育装置を活用するためには、担当教員

がその装置の取扱いに習熟していることが重要

と考えるが、その対策についてどのように考え

ているか」との質疑があり、当局より、「今回

導入される教育装置のほとんどがデジタル化さ

れており、パソコンからの入力による操作も可

能であるため、十分対応できるものと考えてい

るが、学校内研修を積み重ねながら、生徒に対

してしっかりとした指導ができるよう努めてま

いりたい」との答弁がありました。

次に、公安委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で７億3,100万円余の

減額であり、この結果、補正後の一般会計予算

額は265億8,800万円余となります。

最後に、県警本部における、「社会の変化に

適応するための組織体制の再編整備に係る基本

方針（案）」についてであります。

これは、昨今の人口減少や急速な高齢化、国

際化の進展や、サイバー空間における犯罪など

の社会の変化に適応し、変容する治安上の課題

に適切に対処していくための組織体制の再編整

備に係る基本方針であります。

この中で、効果的な警察署の整備について、

委員より、「宮崎市を管轄する３つの警察署の

うち、高岡警察署については、水害に対して脆

弱な場所にあり、老朽化が進んでいるが、仮に

庁舎の建て替えを検討する場合には、高岡とい

う地理的要件にこだわる必要があるのか」との

質疑があり、当局より、「宮崎市内を宮崎北警

察署、宮崎南警察署、高岡警察署の３署で管轄

しているが、この区割り等については、今後適

切なタイミングで検討していく必要があると考

えている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、老朽化が著しい

警察庁舎の整備の検討を含め、県民の命と安全

を守るため、適切な組織体制の再編整備を推進

していただくよう要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で常任委員長の審査結○丸山裕次郎議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑及び討論

の通告はありません。

議案第61号から第88号まで及び◎

報告第１号採決

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議案第61号から第88号まで及び報告第１号の各

号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決または承認であります。委員長の報告のと

おり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は委員長の報告のとおり可決

または承認されました。

議案第89号及び第90号追加上程◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、知事から議案第89号及び第90号の送付を受

けましたので、これらを日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

議案第89号及び第90号を一括上程いたします。
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知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。

ただいま提案いたしました議案の御説明に先

立ち、県政に関しまして２点御報告を申し上げ

ます。

１点目は、新型コロナウイルス感染症につい

てであります。

県内の感染状況を踏まえた警戒レベルにつき

ましては、２月８日に、県独自の「緊急事態宣

言」（レベル４）から「感染拡大緊急警報」

（レベル３）に移行しておりましたが、本日か

ら、「特別警報」（レベル２）に引き下げるこ

とといたしました。これは、県内の感染状況が

鎮静化し、医療逼迫状況が解消されつつあり、

国の緊急事態宣言が一部地域で解除されるな

ど、全国的にも感染が減少傾向にあることなど

を踏まえ、専門家の意見も伺った上で判断した

ものであります。

一方、国の新型コロナウイルス感染症対策分

科会では、「緊急事態宣言が解除されると、社

会の雰囲気として感染防止策がおろそかになる

懸念もあるため、解除後の最重要課題は感染再

拡大（リバウンド）を生じさせないこと」と提

言されております。３月から４月にかけて、進

学や就職、転勤など人の移動が活発になる時期

を迎えることから、引き続き高い警戒レベルを

維持し、必要な対策を継続していく必要があり

ます。

このため、県民の皆様におかれましては、国

の緊急事態宣言の対象となっている１都３県や

感染拡大地域等との不要不急の往来は自粛する

とともに、それ以外の地域との往来についても

十分な注意をお願いいたします。また、引き続

き、マスクの着用や手指消毒など基本的な感染

症対策を徹底するとともに、感染リスクが高い

とされる会食の場面においては、「３つの密を

避けて」「やめよう大声」「座席は間隔を空け

て」など、「みやざきモデル」を実践いただき

ますようお願いいたします。

県といたしましては、感染拡大の兆候や施設

等におけるクラスターの発生があった場合は、

早期の行動要請や積極的な疫学調査など、でき

るだけ早い段階で感染拡大を抑え込む取組を強

化してまいります。

次に、ワクチン接種についてであります。い

つどれだけのワクチンが供給されるか、国から

具体的なスケジュールが明確に示されておりま

せんが、市町村や医療機関等と連携して円滑な

ワクチン接種に向けた体制を整え、配分案が示

されたものについて迅速に対応してまいりま

す。

医療提供体制の確保や重症化リスク等を考慮

して行われる「優先接種」のうち、「医療従事

者等向け」につきましては、県内で５万人程度

を想定しております。今月５日、まず約6,000人

分が届きましたので、コロナ患者受入れ医療機

関に配分し、早速、当日から接種が開始されて

おります。また、市町村が実施主体となる「高

齢者向け」につきましては、約35万人分を想定

しており、現時点で、少なくとも約１万1,000人

分が配分されることとなったことから、市町村

とも協議の上、来月５日の週以降、順次、宮崎

市をはじめ、対象となる高齢者人口が多い９市

に先行して届けることといたしました。さら

に、来月26日の週にかけて、全ての市町村に少

なくとも約500人分のワクチンを届けることとい
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たします。

県民の皆様が円滑に接種を受けられるよう、

引き続き、国や市町村、医療機関と緊密に連携

しつつ、着実に準備を進めてまいります。

２点目は、高速道路の整備についてでありま

す。

今月４日に、国土交通省から、九州中央自動

車道高千穂－雲海橋交差点間における、新規事

業採択時評価手続の着手について、また、５日

には、東九州自動車道高鍋－西都間の一部を、

４車線化の候補箇所に選定するとの発表があ

り、今後、それぞれ新規事業化に向けた手続の

最終段階に入ることとなりました。

整備促進のために力強い御支援をいただいて

おります、県議会をはじめ関係者の皆様に、心

より感謝を申し上げますとともに、両区間の事

業化決定及びその後の事業推進、そして、県内

高速道路の一日も早い全線開通と４車線化を目

指し、引き続き全力で取り組んでまいりますの

で、県議会の皆様の御支援、御協力をお願い申

し上げます。

それでは、提案いたしました議案第89号及び

議案第90号について御説明申し上げます。

このたび、副知事、郡司行敏氏が令和３年３

月31日をもって任期満了となりますので、その

後任として日隈俊郎氏を令和３年４月１日付で

副知事に選任いたしたく、地方自治法第162条の

規定により、県議会の同意を求めるものであり

ます。

また、教育長、日隈俊郎氏より令和３年３

月31日付で辞職したい旨の申出がありましたの

で、その後任として黒木淳一郎氏を令和３年４

月１日付で教育長に任命いたしたく、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、県議会の同意を求めるものであ

ります。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

い申し上げます。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日９日から16日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、17日午前10時から、令和３年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで、及び特別委員長の

調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時39分散会
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令 和 ３ 年 ３ 月 1 7 日 （ 水 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（38名）

（ ）１番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 脇 谷 のりこ 同

（ ）９番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）10番 安 田 厚 生 同

（ ）11番 内 田 理 佐 同

（ ）12番 日 髙 利 夫 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 岩 切 達 哉 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 山 下 博 三 同

（ ）24番 右 松 隆 央 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 同

（ ）33番 日 高 博 之 宮崎県議会自由民主党

（ ）34番 濵 砂 守 同

（ ）35番 二 見 康 之 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 徳 重 忠 夫 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 村 久 人

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 松 浦 直 康

農 政 水 産 部 長 大久津 浩

県 土 整 備 部 長 明 利 浩 久

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 桑 山 秀 彦
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常任委員長審査結果報告（議案第１号◎

から第45号まで及び請願）

これより本日の会議を開き○丸山裕次郎議長

ます。

本日の日程は、令和３年度当初予算関係議案

等について、常任委員長の審査結果報告から採

決まで及び特別委員長の調査結果報告でありま

す。

まず、議案第１号から第45号までの各号議

案、請願第７号及び第８号、並びに継続審査中

の請願第３号及び第６号を一括議題といたしま

す。

ここで、常任委員長に審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、野﨑幸士委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○野﨑幸士議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案等は、議案第１号外８件及び新規請願

１件の計10件であります。慎重に審査をいたし

ました結果、お手元に配付の議案・請願委員会

審査結果表のとおり決定いたしました。

なお、議案第１号については賛成多数によ

り、請願第７号については賛成少数により、そ

の他の議案については全会一致により決定して

おります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、令和３年度当初予算の概要について

であります。

今回提案されました令和３年度一般会計の予

算規模は6,255億500万円で、前年度の当初予算

と比較して、127億1,700万円、2.1％の増となっ

ております。

また、特別会計については8.9％の減、公営企

業会計については11.9％の増となっておりま

す。

当初予算の特徴としましては、新型コロナウ

イルス対策や経済対策、県土の強靱化対策等を

切れ目なく講じるため、国の15か月予算と連動

し、令和２年度２月補正予算と一体的な予算と

して編成されており、新型コロナ感染拡大防止

と地域医療の確保、地域経済の再生に向けた対

策として204億円、防災・減災、国土強靱化対策

として59億円、人口減少対策として69億円の予

算がそれぞれ計上されております。

歳入では、まず自主財源については、県税収

入が、新型コロナの影響に伴う企業業績の低調

化による法人事業税の減等により、前年度と比

較して3.6％の減、分担金及び負担金が、土地改

良事業に係る市町村負担金の減等により58.8％

の減となる一方で、諸収入が、中小企業融資制

度貸付金元利収入の増等により22.2％の増とな

るなど、全体では1.7％の増となっており、自主

財源比率は38.8％、前年度と比べて0.1ポイント

の減となっております。

このうち、財政関係２基金からの繰入れは204

億円余となり、令和３年度当初予算編成後の基

金残高は237億円程度となる見込みであります。

また、依存財源については、地方譲与税が、

新型コロナの影響による特別法人事業譲与税の

減等により減となったものの、地方交付税と臨

時財政対策債を合わせた実質的な地方交付税額

が増となったことなどにより、2.3％の増となっ

ております。

なお、県債残高については、令和３年度末見

込みで8,488億円程度となり、今年度末と比較し

て54億円程度の減、臨時財政対策債を除く実質

的な県債残高についても4,971億円程度とな

令和３年３月17日(水)
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り、69億円程度の減となる見込みであります。

一方、歳出では、義務的経費は、人件費や公

債費の減等により0.2％の減、投資的経費は、国

土強靱化対策を２月補正に計上したこと等によ

り17.6％の減、その他一般行政経費は、医療提

供体制の強化など新型コロナ対策に要する補助

費等の増により15.4％の増となっております。

次に、総合政策部の令和３年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて185億4,900万円余で、前

年度と比較して1.6％の増となっております。

このうち、公共交通需要回復プロジェクト事

業についてであります。

この事業は、Ｇｏ Ｔｏ トラベル終了後の県

内公共交通機関の需要低下を抑えるため、「み

やざき、のってん！プロジェクト」を継続して

実施し、県外を旅行する県民に対して運賃割引

等を行うことで、県民の利用を促進することに

より、県外からの観光誘客等と併せて、県内県

外の双方向で人の流れを活性化させ、公共交通

機関の持続的な需要回復を図るものでありま

す。

このことについて委員より、「当事業は令和

３年度の単年度事業となっているが、１年間の

支援で成果が出るのか」との質疑があり、当局

より、「当事業により、令和３年度末までに需

要の回復を最大限図っていきたいと考えてお

り、それ以降については、需要回復の状況を見

ながら、必要な措置を検討してまいりたい」と

の答弁がありました。

これに対して委員より、「当事業等による個

別の支援も必要ではあるものの、新型コロナの

影響により人々の価値観が変化する中で、公共

交通機関を取り巻く状況がより厳しくなる可能

性もあることから、交通事業者等との協議を始

めるなど、交通業界の統廃合などの再編も含め

て、これからの地域交通の在り方についてしっ

かり検討した上で、今後取り組んでいく必要が

あるのではないか」との意見があり、当局よ

り、「コロナ禍の中で、交通事業者の経営状況

は非常に厳しい状況にあることから、今後、県

内も含めた業界全体で再編が起こる可能性もあ

ると考えている。一方で、県内の地域交通をは

じめ、公共交通の担い手確保が何より重要であ

ることから、今後の状況を見極めつつ、本県交

通サービスの提供の在り方について、市町村や

事業者等と議論しながら、スピード感を持って

検討してまいりたい」との答弁がありました。

次に、新規事業「地域の産業資源を活用した

新たな雇用の場創出事業」についてでありま

す。

この事業は、新型コロナの影響を受けた地域

産業の再生を図るため、地域にある産業資源を

ベースに、業態の転換や多角化等により、新た

な雇用創出を目指す団体・事業者を支援するも

のであります。

このことについて委員より、「雇用の創出ま

でつなげることはなかなか難しいと思うが、ど

のような取組を行っていくのか」との質疑があ

り、当局より、「コロナ禍において、将来が見

通せない中で、個々で業態の転換や多角化を実

現することは容易ではないことから、当事業で

は、地域商社などのグループによる取組を想定

している。そういった地域に活力を与えるよう

な挑戦を丁寧に支援していくことで、雇用の維

持・創出につながる事例を１つでも多くつくっ

てまいりたい」との答弁がありました。

当委員会としましては、ポストコロナを見据

え、地域産業の在り方についてしっかり検討し
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た上で、本県独自のモデルを構築し、地域産業

の再生・発展につなげるなど、より多くの雇用

の維持・創出が図られる取組を進めていただく

よう要望します。

次に、総務部の令和３年度予算についてであ

ります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて2,345億5,400万円余で、

前年度と比較して７％の減となっております。

このうち、若者に届く！届ける！選挙啓発事

業についてであります。

このことについて複数の委員より、「若者を

中心に投票率の低下が見られることから、広報

・啓発だけでなく、投票方法を見直すなど、大

胆な改革が必要となっているのではないか」と

の意見があり、当局より、「将来的にはイン

ターネット投票の導入などが考えられるが、セ

キュリティー等の課題があり制度化に至ってお

らず、根本的な解決は難しい状況である。この

ような中でも、市町村において、大型商業施設

や大学に期日前投票所を設置するなど工夫を凝

らしながら、若者が投票しやすい環境整備に取

り組んでいるところである。また、当事業は、

若者に対して政治や選挙の重要性を喚起する情

報をいかに届けるかという視点で考えたもので

あり、引き続き啓発活動に取り組んでまいりた

い」との答弁がありました。

これに対して別の委員より、「今後も投票率

向上に向けて、引き続き積極的な啓発等に努め

ていただくとともに、教育委員会と連携して、

主権者教育により一層取り組むなど、若者をは

じめ、県民が政治に関心を持ち、政策を理解し

た上で、主体的に選挙に向かう機運の醸成にも

取り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。

次に、新規事業「宮崎県東京ビル再整備事業

（アドバイザリー業務）」についてでありま

す。

この事業は、東京ビルを民間活用による定期

借地権方式で再整備するに当たり、事業者の選

定等において、財務や建築等の専門的知識が必

要となることから、これらの知見を有する事業

者に、助言や資料作成等の支援業務を委託する

ことで、県の財政負担の軽減や、東京ビルに必

要な機能の維持・向上、事業の安定性の確保な

ど、最適な整備内容の実現を図るものでありま

す。

このことについて委員より、「今回の再整備

では、県の要求水準を満たす事業者の自由な提

案を審査することとなり、その評価等に当たっ

ては、非常に高度な専門知識が必要となるが、

当事業だけで対応できるのか」との質疑があ

り、当局より、「事業者選定に係る評価等につ

いては、大きな課題だと考えており、審査委員

会がその重要な役割を担うこととなる。まずは

当事業を活用し、委員の選定や評価方法などに

ついて専門的なアドバイスをいただきながら、

審査委員会をはじめ、適正な評価等ができる体

制づくりに取り組んでまいりたい」との答弁が

ありました。

当委員会としましては、県有施設は県民の貴

重な財産であり、最大限有効活用を行う必要が

あることから、財政負担の軽減や機能性の向上

はもとより、東京ビル再整備後も確実に安定的

な運営が図られるよう、今後、当事業だけでは

対応できない課題が生じた場合においても柔軟

に対応していただくよう、要望します。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした
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いので、議長においてその取扱いをよろしくお

願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、図○丸山裕次郎議長

師博規委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○図師博規議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外12件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案・請願委員会審査結果表のとおり、いずれ

も全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、福祉保健部の令和３年度予算につい

てであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて2,471億1,100万円余で、

前年度と比較して7.2％の増となっております。

このうち、自殺対策についてであります。

改善事業「「いのちをつなぐ」「地域で支え

る」自殺対策推進事業」において、総合的かつ

包括的な自殺対策に取り組み、新規事業「自殺

対策セーフティネット強化推進事業」におい

て、近年特に自殺者数が増加傾向にある女性や

若者を対象とした相談体制の充実を行うことな

どが提案されたところであります。

このことについて委員より、「ゲートキー

パーの養成に関して、司法関係団体を対象とす

ることにどのような意図があるのか」との質疑

があり、当局より、「中高年男性の自殺率が高

い点に着目し、中高年男性が不安を抱きやすい

経済問題の相談を受ける司法関係団体に、本来

の相談に加えて、ゲートキーパーとしての役割

を期待するものである」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「支援が必要な人を

確実に相談機関等につなげられるよう、今回提

案のあった司法関係団体はもとより、民生委員

などの地域の見守り活動の中核となる方々に対

し、それぞれの活動内容に応じた研修を実施す

るなど、ゲートキーパーの役割を担う人材の育

成をサポートしていただきたい」との要望があ

り、当局より、「長期的には、県民一人一人が

悩みを抱えた人に気づき、必要な支援につなげ

られるよう、取組を広げてまいりたい」との答

弁がありました。

また、本県の自殺率が依然として高い水準に

あることに関して、複数の委員より、「年間を

通じて温暖な気候であり、幸福度ランキングに

おいて全国１位となっているものの、九州内は

もとより、全国的にも本県の自殺率が突出して

高いことから、本県に特徴的な原因があるので

はないかと考えられるが、どのように分析して

いるのか」との質疑があり、当局より、「警察

庁の自殺統計によると、本県は健康問題や経済

問題を理由とした自殺の割合が高くなってい

る。例えば健康問題においては、うつ病をはじ

めとする精神疾患が多いことから、かかりつけ

医と精神科医との連携など、原因に応じた対応

に取り組んできているところである。また、若

者の自殺者が増加傾向にあるため、「ＳＯＳの

出し方に関する教育」の推進など、教育委員会

をはじめ、各部局と連携して対策を講じてまい

りたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、これまでの総合

的なバックアップ体制を充実させるとともに、

本県の実情に即した自殺対策を推進していただ

きたく、要望いたします。

- 309 -



令和３年３月17日(水)

次に、新規事業「福祉系高校と連携した中学

校への介護の魅力発信事業」についてでありま

す。

この事業は、より多くの中学生が福祉系高校

へ進学し、介護現場へと就職する好循環を生み

出すため、中学生を対象に介護の魅力を発信す

るものであります。

このことについて委員より、「今後ますます

高齢化が進み、要介護者が増加することが予想

される中、体力のある若手の介護人材の確保が

喫緊の課題となっている。介護に関する教育を

今後どのように進めていくのか」との質疑があ

り、当局より、「福祉系高校の卒業生は、介護

福祉士の合格率や県内就職率が高いことから、

将来の有望な介護人材と考えている。そのため

には、中学生に対して介護の魅力を発信するこ

とが重要であり、本事業が一つの契機となるよ

う努めてまいりたい」との答弁がありました。

これに対し委員より、「若い世代に対して、

学校教育の段階から、介護についての関心を喚

起し理解を深めるための教育体制づくりに、教

育委員会とも連携して積極的に取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

次に、障害者就業・生活支援センター事業に

ついてであります。

この事業は、県内全ての障がい保健福祉圏域

７か所に障害者就業・生活支援センターを設置

し、障がい者からの就業や生活に関する相談に

応じ、必要な指導・助言等を行うものでありま

す。

このことについて委員より、センターの予算

に関して質疑があり、当局より、「全体の予算

は4,046万7,000円で、２分の１が国費であり、

各センターごとの予算は578万1,000円で同額で

ある」との答弁がありました。

これに対し委員より、「人件費が不足し、持

ち出しが発生しているセンターがあると聞いて

いる。また、相談業務において、身体障がい、

知的障がい、精神障がいなど様々な障がい者が

相談に来られるので、業務知識に精通した職員

による対応が望ましいが、十分な資金がないた

め、熟練者の確保が難しいという実態もある。

各センターの運営状況を精査し、安定した経営

体制を築く上での支援の強化を検討していただ

きたい」との要望がありました。

次に、議案第41号「宮崎県高齢者保健福祉計

画の変更について」であります。

本計画の「就業の促進」に関連して、委員よ

り、「高齢者雇用の課題として、例えば、高齢

であるという理由だけで面接さえ受けられない

ことがあると聞いている。働く意欲のある高齢

者が就業の機会を得られるよう、県としても本

計画に沿った環境整備に尽力していただきた

い」との要望があり、当局より、「まさしく年

齢制限は高齢者雇用における重点課題であり、

高齢者対策に関する既存の会議において協議を

行うなど、関係団体や庁内関係各課とも連携し

て改善を図ってまいりたい」との答弁がありま

した。

次に、病院局の令和３年度予算についてであ

ります。

今回提案されました県立病院事業会計予算の

うち、収益的収支につきましては、収益379

億3,600万円余となり、費用は373億2,900万円余

で、収益から費用を差し引いた収支は６億600万

円余の黒字となっております。

また、資本的収支につきましては、資本的収

入200億8,30 0万円余で、資本的支出は220

億9,300万円余であります。

このうち、県立宮崎病院改築事業について委
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員より、「ダビンチなどに代表される手術支援

ロボットシステムを導入することとしている

が、操作が可能な医師の確保など準備態勢はど

のような状況か」との質疑があり、当局より、

「現在、泌尿器科に、手術支援ロボットシステ

ムによる手術経験を有する医師が在籍してお

り、この医師を中心に、ほかの診療科とも幅広

く連携しながら準備を進めてまいりたい」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、本システムを活

用した術式を積み重ね、適用範囲を広げていく

とともに、臨床研修医をはじめとした医療人材

の確保・育成に努め、地域の中核病院として先

端医療の充実にも取り組んでいただくよう要望

いたします。

次に、「福祉保健行政の推進及び県立病院事

業に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

最後に、両部局におかれましては、新型コロ

ナウイルス対応のまさに最前線で緊張感の高い

業務に従事され、皆様方の御努力により、今、

宮崎は見事に感染の抑え込みに成功しておりま

す。心からの敬意と感謝を表すとともに、皆様

方の心身の御健康をお祈り申し上げ、当委員会

の報告を終わります。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○丸山裕次郎議長

会、武田浩一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○武田浩一議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案は、議案第１号外11件であります。慎

重に審査をいたしました結果、お手元に配付の

議案・請願委員会審査結果表のとおり決定いた

しました。

なお、議案第１号及び請願第３号については

賛成多数により、その他の議案については全会

一致により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の令和３年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて522億4,500万円余であ

り、前年度の当初予算と比較して29.8％の増と

なっております。

このうち、商工会事務局体制強化事業につい

てであります。

これは、事務局長が不在の商工会に対して、

県と市町村が連携して地域振興コーディネー

ターを設置することにより、小規模事業者の経

営指導及び地域振興を担う商工会の組織体制を

強化するものであります。

このことについて複数の委員より、「コロナ

禍における経営相談や支援金の申請窓口として

商工会が存在感を示したことにより、会員数も

少しずつ増えているが、商工会が地域振興の担

い手として十分に機能するためにも、継続した

支援をお願いしたい」との要望があり、当局よ

り、「地域振興において商工会が果たす役割の

大きさは認識していることから、今後も市町村

と連携して、地域振興コーディネーターの配置

を進めてまいりたい」との答弁がありました。

次に、地方創生テレワーク推進事業について

であります。

これは、都市部を中心にテレワークが普及す

るとともに、地方での暮らしに関心が高まって

いることから、本県のテレワークの受入れ環境

の整備等を進めることにより、新たな人の流れ

令和３年３月17日(水)
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を創出するものであります。

このことについて委員より、「テレワーク活

動拠点としての企業誘致が県下一円に広がるこ

とを望んでいるが、各市町村の取組状況に差は

あるのか」との質疑があり、当局より、「既に

東京の企業と実証事業に取り組んでいるところ

もあれば、前向きに取り組みたいが、何から手

をつけてよいのか悩んでいるところもある。今

回の事業でモデル事例をつくり、各市町村へ広

げていきたい」との答弁がありました。

また、委員より、「同じように全国で誘致活

動が展開されている中、県ではどのようなプロ

モーションを考えているのか」との質疑があ

り、当局より、「本県でのテレワークの受入れ

を通して、豊かな自然や食を身近に感じていた

だくだけではなく、地元企業との新たなつなが

りを期待する県外企業のニーズに対応したプロ

モーションを行ってまいりたい」との答弁があ

りました。

当委員会としましては、テレワークの受入れ

環境の整備を推進するためには、部局間の垣根

を越えて取り組む必要があると考えます。市街

化調整区域や自然公園内へのサテライトオフィ

ス設置の許認可など、新たに対応を求められる

機会も増えることが予想されますので、県全体

が一丸となって取り組んでいただくことを要望

いたします。

次に、県土整備部の令和３年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて734億6,800万円余で、前

年と比較して19.4％の減となっております。

これは、令和２年度では当初予算に計上され

ていた国土強靱化関連予算が、令和３年度は14

か月予算として令和２年度２月補正予算に計上

されていることによるものであり、令和３年度

当初予算と令和２年度２月補正の国土強靱化の

予算を合わせますと、997億6,000万円余とな

り、前年度と比較して9.4％の増となります。

このうち、建設産業のスマート・デジタル化

推進事業についてであります。

これは、公共工事におけるＩＣＴ化を推進

し、建設産業の魅力や持続可能性を高めること

で、担い手不足の解消や経営力の向上を図ると

ともに、建設現場での接触機会を減らすこと

で、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐも

のであります。

このことに関連して委員より、「今後、工事

費用を積算する上で、建設業者が使用するデジ

タル機器の購入費用を含める考えはあるのか」

との質疑があり、当局より、「積算について

は、国の示す基準も踏まえながら検討を進めた

い」との答弁がありました。

これに対し委員より、「働き方改革や生産性

向上の観点から、建設業界のＩＣＴ化を推進す

ることは重要だと認識しているが、この取組が

業者にとって大きな負担とならないよう、十分

に配慮していただきたい」との要望がありまし

た。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「商工観光振興対策及

び土木行政の推進に関する調査」については、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委○丸山裕次郎議長

員会、日髙陽一委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○日髙陽一議員

令和３年３月17日(水)
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します。

今回、当委員会に付託を受けました当初予算

関係議案等は、議案第１号外12件及び新規請願

１件の計14件であります。慎重に審査をいたし

ました結果、お手元に配付の議案・請願委員会

審査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定

いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の令和３年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて210億6,200万円余で、前

年度と比較して4.6％の減となっております。

このうち、改善事業「水と緑の（もり）森林

づくり県民総参加強化事業」についてでありま

す。

この事業は、森林ボランティア団体や企業等

による森林（もり）づくり活動への支援や普及

啓発を行うことにより、県民等が主体的に参画

する森林（もり）づくりを推進するものであり

ます。

このことについて委員より、「ボランティア

活動の共通の課題として、参加するメンバーや

団体が固定されているという悩みがあるが、参

加者の幅を広げていくため、どのような普及啓

発を行っていくのか」との質疑があり、当局よ

り、「これまでは県庁のホームページや新聞広

告、テレビ等でＰＲを行ってきたところである

が、若い世代にボランティア活動への興味を

持ってもらうために、インスタグラムやユーチ

ューブなどのＳＮＳを活用して情報を発信して

いく予定である」との答弁がありました。

また、別の委員より、「人口減少も進んでい

くことから、地域の山を守るという観点から

も、県民の意識を変えていく必要がある。例え

ば、学校へ呼びかけて子供たちに環境教育の一

環として参加してもらい、森林に対する意識を

高めるなど、教育委員会や市町村、林業団体な

どとも連携しながら、地域を挙げて取り組んで

いく必要があるのではないか」との質疑があ

り、当局より、「森林（もり）づくりの輪を広

げていく取組として、来年度からは、森林組合

や林業研究グループ等、林業団体が企画するボ

ランティア活動に対しても支援を行うこととし

ている。このような取組を通じて、森林への理

解を深め、山に親しむといった意識を醸成して

まいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、本県の豊富な森

林資源は、県民のかけがえのない財産であるこ

とから、県民の主体的な環境保全活動への取組

に向けた普及啓発をさらに強化していただくよ

う、要望いたします。

次に、新規事業「みやざきの森林（もり）を

活かしたワーケーション推進事業」についてで

あります。

この事業は、森林空間を活用したワーケー

ションの取組を推進するため、ワーケーション

を実施する地域の体験プログラムの開発等を支

援するとともに、体験ツアーに参加する県内外

の学校等への支援を行うものであります。

このことについて委員より、ワーケーション

の推進体制について質疑があり、当局より、

「ワーケーションは、観光や企業誘致など様々

な側面があり、地域の振興も含めて、関連する

分野も多いことから、庁内の情報共有を図り、

円滑な取組を促進するため、本年１月に関係部

署で構成される庁内連絡会議を設置した。あわ

せて、関係機関とも連携して、本県のワーケー

ションの取組を進めてまいりたい」との答弁が

令和３年３月17日(水)
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ありました。

また、別の委員より、「昨年からのコロナウ

イルスの感染拡大に伴う地方回帰やテレワーク

の流れの中で、現在ワーケーションが注目され

ているが、本県における実例はあるのか」との

質疑があり、当局より、「拠点施設を設けて先

進的に取り組んでいる椎葉村のほか、民間企業

と連携して取り組む日向市など、現在９市町村

がワーケーションに取り組んでいる。県では、

これらの取組を円滑に進めるための助言を行う

とともに、先進事例や優良事例を紹介し、県内

のワーケーションの芽を育んでまいりたい」と

の答弁がありました。

これに対して委員より、「現在、新型コロナ

ウイルスで地域は疲弊しているが、地域の活性

化を図るためにも、ピンチをチャンスと捉え、

ワーケーションの取組を一層広げていっていた

だきたい」との要望がありました。

次に、農政水産部の令和３年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて426億9,300万円余で、前

年度と比較して4.1％の減となっております。

このうち、新規事業「みやざき農業担い手確

保総合対策事業」についてであります。

この事業は、新規就農者の確保に向けて、県

内外での就農相談・支援体制の強化を図るとと

もに、農業経営資源の承継等により、就農希望

者の農業経営の円滑なスタートを支援するもの

であります。

このことについて委員より、「県外から新規

就農で来た方で、地域に溶け込めず離農した方

はどのくらいいるのか」との質疑があり、当局

より、「国の次世代人材投資事業を活用した新

規就農者が、平成24年から現在までに629人いる

が、そのうち離農された方は35名で、95％の方

は定着し、農業を続けている」との答弁があり

ました。

これに対して複数の委員より、「新規就農者

が収益を上げ、地域に定着していくためには、

就農後の経営面での課題や悩みなどにしっかり

と対応していくことが重要であるが、フォロー

体制はどうなっているのか」との質疑があり、

当局より、「ＵＩＪターン者等の新規就農者が

定着し、地域を牽引していく存在になること

が、地域の活性化のためにも重要であることか

ら、就農先の市町村やＪＡ、地域の先進農家が

チームを組み、少なくとも年に４回訪問して、

計画達成に向けたサポートを行うなど、新規就

農者に寄り添った対応を行っている」との答弁

がありました。

また、別の委員より、「今後、離農者が増え

ていくことが想定される中で、農業経営資源の

第三者承継の取組に期待しているが、双方の希

望をかなえ、円滑な譲渡を行うためには、マッ

チングが非常に重要になるのではないか」との

意見があり、当局より、「当該事業でコーディ

ネーター２名を県農業振興公社に配置し、承継

のマッチングを支援することとしているが、効

果的なマッチングを行うためには、地元の市町

村やＪＡと情報を共有し、密接に連携していく

ことが必要と考えている。承継事業は非常に重

要な取組であるので、コーディネーターが市町

村の体制整備にも関わって、しっかりと取り組

んでまいりたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、第八次宮崎県農

業・農村振興長期計画に掲げている持続可能な

魅力あるみやざき農業を実現するためにも、次

世代を担うみやざきアグリプレーヤーの確保・

育成に全力で取り組んでいただくよう要望いた

令和３年３月17日(水)
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します。

次に、「我が国の領海・排他的経済水域内で

の安全な漁業活動の実現を求める意見書」につ

いてであります。

これは、当委員会に付託を受けました新規請

願第８号に基づくものであります。

中国において、領海警備に関する武器使用を

核大する海警法が本年２月１日に施行され、中

国が一方的に主張する領海からの退去勧告に従

わない船に対する即時の武器使用が可能となっ

たことで、日本漁船が危険な状況にさらされる

可能性が高まっています。

このようなことから、我が国の漁業者が安全

に操業できるよう、海上警備の一層の強化を行

うとともに、我が国の領海・排他的経済水域に

おける漁業活動の安全確保について、適切な措

置を速やかに講じるよう、国に対して、強く要

望するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出について、全会一致で決定したところであり

ますので、議長においてよろしくお取り計らい

いただきますようお願いいたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取扱いを

よろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委○丸山裕次郎議長

員会、岩切達哉委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○岩切達哉議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました令和３年

度当初予算関係議案等は、議案第１号外６件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり、議案につ

いてはいずれも全会一致により、請願第６号に

ついては賛成多数により決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

初めに、公安委員会の令和３年度予算につい

てであります。

今回提案されました当初予算額は、27 4

億4,800万円余であり、前年度の当初予算と比較

して0.7％の増となっております。

このうち、警察通信指令システム整備事業に

ついてであります。

これは、警察通信指令システムをより高度な

システムに更新することにより、犯罪や交通事

故によるものに加え、近年増加している集中豪

雨などの自然災害発生時に寄せられる110番通報

への的確な対応を図るものであります。

このことについて委員より、「これまで、災

害発生時の通報を受理できなかったということ

はないか」との質疑があり、当局より、「平

成17年の台風14号による災害が発生した際に、

１日で541件の110番通報があったが、一時的に

通話の待機状態が生じたものの、全ての通報を

受理している。今回の通信指令システムの整備

により、受理体制を強化することで、同時によ

り多くの対応が可能となる」との答弁がありま

した。

次に、企業局の令和３年度公営企業会計予算

についてであります。

まず、電気事業会計については、収益的収支

における事業収益は50億2,500万円余、事業費

は54億4,700万円余であり、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は、マイナス４億2,200万円
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余であります。

また、工業用水道事業会計については、収益

的収支において、事業収益が３億9,800万円余、

事業費が４億7,300万円余で、収支残はマイナ

ス7,500万円余であり、地域振興事業会計につい

ては、収益的収支の事業収益が2,200万円余、事

業費が2,000万円余で、収支残は100万円余であ

ります。

このうち、緑のダム造成事業について委員よ

り、「大変よい事業であると評価しているが、

長年にわたる事業であるため、改めて事業の全

体像と目標について確認したい」との質疑があ

り、当局より、「この事業は平成18年度から令

和48年度まで行うものであり、1,000ヘクタール

を目標に土地の取得と植樹を行い、その後、下

刈りや除伐により森林を管理し、森林環境の保

全を図る事業である」との答弁がありました。

これに対し別の委員より、「これからの脱炭

素を目指す社会において、森林が持つ二酸化炭

素を吸収する機能が担う役割は大きいことか

ら、関係部局と連携して、二酸化炭素吸収量の

多い樹種を植樹していくなど、この事業の新た

な効果を検討してはどうか」との意見があり、

当局より、「この事業の目的は水源の涵養であ

るため、樹種の選定に当たっては、その地域の

特性に合うことを第一に考えているが、今後

は、カーボンニュートラルの観点からも、この

事業が生み出す二次的な効果が重要なものに

なっていくと考えている」との答弁がありまし

た。

次に、教育委員会の令和３年度予算について

であります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせて1,122億5,200万円余であ

り、前年度の当初予算と比較して1.3％の増と

なっております。

このうち、新規事業「ひむか未来マイスター

・ハイスクール事業」についてであります。

この事業は、産業界が期待する人材を育成す

ることを目的に、工業系高校が地域の産業界や

地元自治体と連携・協働し、地域の持続的な成

長を牽引する職業人を育成するため、そのシス

テムの構築を研究・実践するものであります。

このことについて委員より、「より優れた人

材を育てるためには、地域産業や教育という枠

にとどまらず、最新の技術革新の動きや本県の

産業構造といった視点を取り入れていく必要が

あるのではないか」との意見があり、当局よ

り、「本県の産業構造や技術革新の流れを敏感

に察知し、特に職業系の高校教育に盛り込んで

いくことは、高いレベルの人材育成や生徒の地

元への定着につながる。この取組を持続してよ

い循環が生まれれば、地域が活性化し、ひいて

は県全体の活性化につながると考えられること

から、しっかり取り組んでまいりたい」との答

弁がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「教育及び警察行政の

推進並びに公営企業の経営に関する調査」につ

きましては、地方自治法第109条第８項の規定に

より、閉会中の継続審査といたしたいので、議

長においてその取扱いをよろしくお願いいたし

ます。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で常任委員長の審査結○丸山裕次郎議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。
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討 論◎

これより討論に入ります○丸山裕次郎議長

が、討論についての発言時間は１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） 日本共産○前屋敷恵美議員

党の前屋敷恵美でございます。日本共産党を代

表して、議案第１号、第４号、第40号及び第41

号について、反対の立場から討論をいたしま

す。

まず、議案第１号「令和３年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

新年度当初予算は、一般会計で6,255億500万

円、対前年度当初予算比127億1,700万円、2.1％

増の増額予算です。

今、県民の暮らしは、年金は減らされなが

ら、医療や介護の負担は増え、消費税増税が追

い打ちをかけるという厳しい状況の中、突然の

新型コロナウイルスの発生により、命も暮らし

も経済も、あらゆるところに深刻な影響が及び

ました。現在、感染者ゼロの日が更新されてい

ますが、安心はできません。十分な対策が必要

です。

こうした状況の中で、県民の暮らし、地域経

済、基幹産業である農業や中山間地域をどう

守っていくのか、自治体の役割が一層問われて

います。

予算の全体では、コロナ対策、福祉や医療、

教育、文化、農業、地場産業の振興など必要な

予算も組まれておりますが、不十分さや問題点

も含んでおります。

第１に、医療・福祉・社会保障の施策です。

今回のコロナ禍の下で、問題点など多くのこ

とを学びました。

まず、保健所体制の強化、保健師の増員が必

要であることが浮き彫りになりました。新年度

予算では、保健所職員が６名増員されています

が、これでは１保健所当たり１人の増員にさえ

ならず、現場の疲弊は解消できません。県は、

政府に対して、保健師の交付税措置を増やすよ

う求め、恒常的な増員が必要です。

また、第７次医療計画を進める地域医療総合

確保基金は５年度目に入りますが、公立・公的

病院等の病床の削減や統合を迫ろうとする地域

医療構想は、社会保障費削減ありきの政策であ

り、家庭と地域への深刻なしわ寄せは必至で

す。しかも、この構想は、コロナ禍に対応する

病床確保の視点が全く欠落していることも併

せ、同構想推進は中止すべきです。

第２に、農業予算で特に必要なものは、コロ

ナ禍でより問題が鮮明になった、自国で賄う食

料自給率の向上です。

農家や産地が輸出に活路を見いだすための、

スマート農業やデジタル化への予算が見られま

す。それ自体が問題というわけではありません

が、これらの推進施策が、本当に地域の小規模

・家族農業にとって利益につながるのかという

ことです。家族農業を支え、持続可能な農業に

するための価格保証や所得保障の予算、柔軟に

対応できる後継者対策の予算など、農家を直接

支援する手だてを講じることが大事です。

第３に、雇用対策や地域経済の要である中小

企業への支援対策をもっと充実することです。

とりわけ、コロナ禍で痛手を受けた事業者への

支援、離職を余儀なくされた人への手だてが最

重要です。暮らしやなりわいが保障されてこ

そ、地域経済に生かされます。

また、本県の最低賃金の引上げに、県の積極

的な働きかけを求めたいと思います。
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最後に、マイナンバーカードについてです。

政府は、マイナンバーカードが「デジタル社

会のパスポート」だとして、マイナンバー制度

の推進を図っています。本県もそれに応じて、

「日本一の「マイナンバーカード県」取得促進

強化事業」が予算化されています。

県は、マイナンバーカードの活用・普及が県

民の利便性の向上につながると、その事業効果

を掲げていますが、そんな単純なものではあり

ません。

政府の実行計画では、運転免許証などの各種

免許、マイナカードの機能のスマートフォンへ

の搭載、自治体健診や民間健康管理サービスと

の連携、公金受取口座や預貯金口座などあらゆ

る分野で、マイナンバーカードとサービスの連

携を進め、マイナンバーカードがないと公的

サービスを含めた様々なサービスが受けられな

い状況をつくり出し、実質的にカード取得を強

制する方向に進めようとしています。

政府は、国民にマイナンバーカードを利用さ

せることで、国民の所得・資産・医療・教育な

どあらゆる分野の個人情報の連携を進め、民間

サービスも含めて個人を丸ごとスキャンする膨

大なデータを集積し、その利活用を成長戦略と

して、民間企業が活用できるようにするとして

います。個人情報の保護どころではありませ

ん。国民は生活全てを監視されることにもなる

ものです。

もともとマイナンバー制度の導入は、社会保

障の徹底した給付抑制を実行し、国の財政負

担、大企業の税・保険料負担を削減していくこ

とが最大の狙いです。国民の権利としての社会

保障を守るためにも、個人情報保護のために

も、マイナンバー制度は廃止するしかありませ

ん。

以上、当初予算案について、幾つかの問題を

指摘させていただきました。地方自治を守る立

場で、自治体本来の役割である住民の健康と福

祉の増進に寄与するために、県民に寄り添った

行財政運営を求めたいと思います。

次に、議案第４号「令和３年度宮崎県国民健

康保険特別会計予算」についてです。

2018年から、国保の都道府県化が実施され、

都道府県が標準保険料率を示して、市町村が保

険税の値上げを推進する仕組みがつくられまし

た。

昨年度、県内では６自治体（23.1％）が国保

税の引上げを行っています。値上げ自治体の多

さでは、全国第18位です。

国保加入者は、非正規雇用の労働者や退職後

の高齢者が大半を占めます。貧困化で国保税を

払えずにいる人が多数いるにもかかわらず、国

庫負担金を減らし続けていることが、国保税高

騰の最大の要因です。

にもかかわらず、政府は、都道府県内の保険

税の統一や、法定外の一般会計からの繰入れの

解消などを行おうとしており、到底認められる

ものではありません。

とりわけ、コロナ禍の下で、高過ぎる国保税

の引下げこそ必要であり、そのためにも県は、

削減してきた国庫負担を増やすことを国に求

め、国保税の引下げに手だてを尽くすことを強

く求めるものです。

次に、第40号「宮崎県地域福祉支援計画の変

更について」です。

今回の計画変更の最大の問題は、共生社会を

維持するとした地域包括ケアシステムが、強力

に位置づけられていることです。

県の計画では、地域包括ケアシステムを、団

塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、重
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度の要介護状態となっても、住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、医療、介護・生活支援等が一体

的に提供される体制と位置づけています。

しかし、この地域包括ケアシステムの問題

は、診療報酬改定と併せて、急性期の病床を削

減し、患者を在宅医療や介護へと誘導する仕組

みをつくったことです。要支援者向けの訪問介

護と通所介護は、介護保険サービスから外さ

れ、市町村の総合事業に移されました。今後さ

らに介護難民を生み出す根本問題をはらむ同計

画を、遂行させるわけにはいきません。

次に、第41号「宮崎県高齢者保健福祉計画の

変更について」です。

今回の計画変更内容は、高齢者保健福祉計画

・介護保険事業支援計画・認知症施策推進計画

が一体のものとして策定されています。その背

景には、国が「ニッポン一億総活躍プラン」で

掲げた地域共生社会の実現のため、社会福祉

法、介護法、老人福祉法、地域における医療及

び介護の総合的な確保に関する法律などを一括

して改正する法律を、2020年に成立させ、これ

に基づく計画策定が義務づけられたことがあり

ます。

この社会福祉法改正では、「共生する地域社

会の実現」を「地域福祉の推進」に掲げる一方

で、国、自治体の責任は、共助の環境整備、連

携強化にとどめています。8050問題やダブル介

護、社会的孤立などの問題を、制度のはざまの

問題として、地域の支え合いや社会福祉事業者

等の慈善的な活動により解決することを求めて

います。国、地方自治体など公の責任を後退さ

せながら自助、互助の強化を求めることは、認

められないものです。

こうした同保健福祉計画は、県民の期待に応

えられるものではありません。

もっと、県の役割を果たし……

前屋敷議員に申し上げま○丸山裕次郎議長

す。時間が参っております。

（続）老後が安心して迎え○前屋敷恵美議員

られる計画を求めたいと思います。

最後に、請願について述べる予定でありまし

たが、ぜひ再度、継続審査となった請願、何と

しても……

再度注意いたします。発言○丸山裕次郎議長

を中止してください。

（続）今議会で採択をして○前屋敷恵美議員

いただくよう申し述べて、討論といたします。

以上です。（拍手）〔降壇〕

次に、来住一人議員。○丸山裕次郎議長

〔登壇〕（拍手） おはようご○来住一人議員

ざいます。日本共産党を代表して、議案第43

号、第44号、第45号について、反対の立場から

討論いたします。

この３議案は、森林・林業、農業・農村振

興、水産業・漁村振興のそれぞれの長期計画を

策定しようとするものであります。関連すると

ころがありますので、第44号を中心に簡素に討

論したいと思います。

国民の命を支える農林漁業と農山漁村に崩壊

の危機が広がっています。基幹的従事者の減少

に拍車がかかり、集落が、また地域がなくなる

という不安も広がっております。農地の減少や

耕作放棄が止まらず、食料自給率は37％に落ち

込み、深刻です。先進国の中で、これほど農林

漁業が後退しているのは日本だけで、これは、

自然現象でも不可避的なものでもありません。

歴代の政府が、アメリカ・財界の言いなりに食

料の外国依存を深め、農産物輸入を次々と自由

化し、国内の農林漁業を犠牲にしてきたことに
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根本的原因があります。近年においても、ＴＰ

Ｐや日欧ＥＰＡ、日米貿易協定など際限のない

自由化に突き進んでおります。

国際競争力の強化が必要として、画一的な大

規模化やコスト低下を押しつけ、中小の家族経

営は非効率として切捨て、農政改革と称して農

地・農業委員会、農協など家族農業を支えてき

た諸制度を次々と解体してきました。

本議案の諸長期計画には、本県の実態はもち

ろん示されておりますが、深刻な事態となった

原因については一切触れられていないのが特徴

であります。政府との関係で、自治体の責任が

及ばないことは理解できますが、姿勢としては

同意できないものです。

今後の計画としては、政府が進める法人化、

農地集約化、スマート農業、輸出促進などに進

むとしています。その一つ一つを否定するもの

ではありませんが、この道は家族農業を事実上

否定し、農地の大部分を占める中山間地を置き

去りにし、第１次産業のさらなる衰退を招き、

環境破壊などに直結するものと考えます。

我が党は、これまでの政策を抜本的に転換を

図り、第１次産業をまさに日本の基幹産業に

しっかり位置づけることが何よりも重要と考え

ます。そして、農業と農村の再生に何よりも必

要なのは、農産物の価格保証を中心に、所得保

障を組み合わせ、生産費をカバーすることであ

ります。自然の制約を受け、中小経営が大半で

あることから、他産業との取引条件が不利であ

り、公的な下支えがなければ経営は維持できま

せん。農業大国アメリカでさえ、生産費を保障

する仕組みを二重、三重に設けております。

本長期計画には、現在ある制度をセーフ

ティーネットとしては記載しておりますけど、

その域を出る姿勢はありません。

次に、請願第７号「「消費税率５％への引き

下げを求める意見書」を国に提出することを求

める請願書」について賛成し、請願を採択すべ

きという立場から、柱だけ述べたいと思いま

す。

第１に、消費税は社会保障のために必要とい

うことについては、１つに、創設以来ほぼ同額

が法人３税の減税になっていること、２つに、

社会保障、つまり公助がなければ生活できない

人々に、その財源を求めること自体が逆立ちし

ていることであります。

第２に、税の原則は、生活費には課税せず、

負担能力に応じて納税を求めることであり、こ

の原則からも逸脱していることです。

第３に、一昨年10月に消費税を引き上げたこ

とにより消費不況に拍車がかかり、コロナ感染

によってさらに深刻なものになっております。

消費税は、事業が赤字であっても課税される

ものであって、零細業者にとっては二重、三重

の苦となっております。請願が述べているよう

に、５％へ引き下げることによって、消費不況

からの脱却で経済の好循環をつくり出す大きな

力になるものであり、この請願を採択すべきも

のと考えます。

請願第８号について、賛成の立場から、我が

党の基本的姿勢を述べて討論いたします。

まず、中国共産党についてであります。香港

やウイグルなどにおける人権弾圧や東シナ海、

南シナ海における覇権主義的行動の拡大、核兵

器禁止運動への妨害などなどは、共産党と社会

主義とは相入れないものであって、中国共産党

が「共産党」と社会主義を名乗っておりますけ

ど、これらの行動は社会主義とは無縁で、日本

共産党は、共産党の名に値しないと規定をいた

しております。同時に、こうした事象を利用し
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て、軍事力増強を図ることは断固反対でありま

す。

また、反中国の排外主義をあおって、日本が

引き起こした過去の侵略戦争を美化することに

ついても、くみするものではありません。

中国の海警法施行は、沿岸各国に認められた

権限を厳密に規定し、海をめぐる紛争の平和的

解決を定めた国連海洋法条約をはじめ、国際法

に違反しており、我が党は強く抗議し撤回を求

めるものであります。

国連海洋法条約は、沿岸国の主権の及ぶ範囲

を領海に限定し、隣接する海域も沿岸国に認め

られる権限を限定的に規定して、国際社会の航

行の自由を広く認めております。

ところが、中国の海警法は、こうした海洋法

秩序には一切言及せず、中国周辺の極めて広い

海域を一括して管轄海域として規定し、その全

域で、領海かそれに準ずるような権利の行使を

中国に認めるものです。さらに、一方的に規定

した管轄海域において、武器使用を含む強制措

置を取ることを認めています。

中国の海警法は、領海において沿岸国が強制

措置を取ることを限定的に認めている国連海洋

法条約の原則から大きく逸脱したものであり、

国際法違反の極めて危険な法律であります。

本請願が、中国の海警法が国際法に相入れな

いことを根拠づけて述べていないことは、説得

力を欠くものとなっていると指摘しておきたい

と思います。

日本政府が、「深刻な懸念」「海警法が国際

法に違反する形で運用されることがあってはな

らない」と表明するにとどめていることは、重

大だと思います。

また、南西諸島への自衛隊の配備など軍事的

対応は進めていますが、中国の公船が尖閣諸島

の領海に侵入しても、抗議や申入れ一つもしな

いのが実態であります。

日本政府は、海警法自体が国際法違反である

ことをしっかり論立てして、その撤回を求める

外交的努力を行うことを強く求めて、討論を終

わりたいと思います。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありま○丸山裕次郎議長

せん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号、第４号、第40号、第41号◎

及び第43号から第45号まで採決

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

まず、議案第１号、第４号、第40号、第41号

及び第43号から第45号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、各号議○丸山裕次郎議長

案は委員長の報告のとおり可決されました。

議案第２号、第３号、第５号から第39号◎

まで及び第42号採決

次に、議案第２号、第３○丸山裕次郎議長

号、第５号から第39号まで及び第42号の各号議

案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は委員長の報告のとおり可決

されました。
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請願第７号採決◎

次に、請願第７号について○丸山裕次郎議長

お諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願○丸山裕次郎議長

は委員長の報告のとおり不採択とすることに決

定いたしました。

請願第８号採決◎

次に、請願第８号について○丸山裕次郎議長

お諮りいたします。

〔県民連合宮崎・公明党所属議員退席・退場〕

本請願に対する委員長の審○丸山裕次郎議長

査結果報告は採択であります。委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、本請願は委員長の報告のとおり採択と

することに決定いたしました。

〔県民連合宮崎・公明党所属議員入場・着席〕

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申出がありますので、

これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第３号及び第６号について、一括

お諮りいたします。

両請願を、委員長の申出のとおり閉会中の継続

審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、両請願○丸山裕次郎議長

は、委員長の申出のとおり閉会中の継続審査と

することに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました請願を除

く閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申出のとおり決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各委員長の申出のとおり、閉会中の継

続審査及び調査とすることに決定いたしまし

た。

議案第89号及び第90号採決◎

次に、さきに提案のありま○丸山裕次郎議長

した、副知事の選任の同意、教育長の任命の同

意についての議案第89号及び第90号を一括議題

といたします。

〔日隈教育長退席・退場〕

質疑の通告はありません。○丸山裕次郎議長

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○丸山裕次郎議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第89号及び第90号について、一括お諮り

いたします。

両案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長
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よって、両案は同意することに決定いたしまし

た。

〔日隈教育長入場・着席〕

特別委員長調査結果報告◎

次に、特別委員長の調査結○丸山裕次郎議長

果報告を議題といたします。

ここで、特別委員長に調査結果報告を求めま

す。まず、新型コロナウイルス等感染症対策特

別委員会、山下寿委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○山下 寿議員

します。

当委員会では、感染症対策の強化及び医療体

制・県内経済の安定へ向けて、所要の調査活動

を行ってまいりました。調査結果につきまして

は、お手元に配付の報告書のとおりであります

が、その概要について、ここで、御報告申し上

げます。

本県における新型コロナウイルス感染症につ

いては、令和２年３月４日に１例目が発生して

以降、これまで2,000名近くの感染者が確認され

ています。

11月から見舞われた第３波では、１月６日に

感染者数が105名、直近１週間の人口10万人当た

りの新規感染者数が全国３番目の多さとなるな

ど、歴史的な危機に直面し、１月７日に県独自

の緊急事態宣言が発令される事態にまで至りま

した。

経済への影響も大変深刻であり、雇用につい

ても、予断を許さない状況が続いております。

とりわけ、アルバイトやパートタイムなど、労

働条件が不安定な非正規雇用労働者への影響が

懸念されているところであります。

このような中、県当局におかれましては、県

民の命と健康を守ることを最優先に、医療提供

体制の強化をはじめ、現在の取組に全力を尽く

していただくことはもちろんですが、今後の対

応や将来に備え、不断の検証を行っていくこと

が重要であります。

経済対策に関しても、感染拡大防止の徹底と

社会経済活動の両立を図り、本県経済の基盤を

維持していくとともに、これまでにないスピー

ドで進んでいる社会経済の大きな変化に的確に

対応し、さらに発展していけるよう、県民一丸

となって取組を進めていく必要があります。

当委員会では、こうした認識の下、「本県の

地域医療体制等」「感染症予防等への対応」

「学校における対応」「県内の産業・観光の影

響と復興」の４項目を調査事項として調査活動

を行い、県当局への提言を取りまとめました。

以下、提言の主なものについて御紹介いたし

ます。

まず、調査事項の「本県の地域医療体制等」

と「感染症予防等への対応」についてでありま

す。

医療提供体制については、本県は、元来脆弱

であるとともに、医療従事者や保健所職員な

ど、現場で対応している関係者にとっては、心

身の大きな負担が続いています。

県当局においては、医療提供体制の強化と医

療従事者等への支援に引き続き努めるととも

に、将来にわたって本県の地域医療を守ってい

く意味からも、医師・看護師等の人材の育成・

確保や病床数の確保など、平時からの備えとし

て、医療資源を十分確保していくことができる

よう、国へ要望していくことを要望します。

ＰＣＲ検査等について、委員からは「医療機

関、高齢者施設など集団感染によるリスクが高

い施設に勤務する職員、入所者等への定期的な

ＰＣＲ検査が必要」「全ての医療圏で検査が行
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える体制を構築すべき」など、様々な観点から

意見がありました。

県当局には、感染の拡大防止と県民の安心確

保のため、検査体制を一層拡充していくことを

要望します。

高齢者施設、保育所、訪問看護、放課後児童

クラブ、放課後等デイサービス、特別支援学校

等についてであります。これらの施設等につい

ては、周囲の家族等にとって、受入れがなくな

れば、日常生活が成り立たなくなるような不可

欠なものですが、今回、感染が拡大する中、そ

の役割の重要性が改めて広く認識されるととも

に、人手不足などの課題も浮き彫りとなったと

ころです。

県当局には、感染防止対策や働く職員への支

援、施設整備など、現場の声をよく聞きながら

必要な支援を十分行っていくとともに、日頃か

らの人員確保への支援を強化していくことを要

望します。

いわゆるコロナ差別について、感染者、濃厚

接触者、医療従事者やその家族などに対する差

別や誹謗中傷、臆測に基づく情報のＳＮＳによ

る拡散などの行為が県内でも行われています。

人権侵害であり、決して許すことはできませ

ん。

県当局においては、感染者等に対する誹謗中

傷等がなくなるよう、学校をはじめとして、取

組を一層強化していくことを要望します。

次に、調査事項の「学校における対応」につ

いてであります。

委員会では、高等学校、中学校及び放課後等

デイサービス事業所と意見交換を行いました

が、そこでは、学校の感染防止対策やデジタル

化への対応などはもとより、生活に困窮する家

庭の現状、子ども食堂など、人との接触を伴う

支援が停滞している状況、高校生の施設実習や

会社見学ができなかったことなどにより就職活

動に困難が伴っていること、施設の整備や改修

の必要性など、子供たちへの影響の大きさを、

現場で対応する立場から御説明いただきまし

た。

今回の感染拡大は、生活困窮家庭への支援や

デジタル化、施設整備など、日頃から備えを十

分しておくべきであったことについて、その重

要性を改めて認識させるものとなりました。

県当局には、子供たちの学びの保障のため、

影響を最小限に止めることができるよう全力で

取り組むことを要望します。

最後に、調査事項の「県内の産業・観光の影

響と復興」についてです。

経済情勢の厳しさが続く中、解雇や雇い止め

にあった労働者は、見込みも含めると全国で９

万人を超えており、特に非正規労働者は厳しい

状況となっています。自殺者も全国的に増加し

ており、経済的な困窮などが影響していると考

えられます。

委員からは、「テイクアウト・キャッシュレ

スなどコロナと共に生きる社会へ対応していく

ための支援が必要」「まずは、県民の県内観光

を進めていくこと」「ＰＣＲ検査等の充実が経

済活動の基盤となる」などの意見がありまし

た。また、給付金・補助金等に関連して、パソ

コンが使えない方などへの配慮や、県などの経

済対策の実施を担う商工会等の人員体制の充実

についての意見もありました。

県当局には、これらの意見を踏まえ、切れ目

のない経済対策を展開するとともに、雇用体制

に万全を期するよう要望します。また、生活が

困窮している方に対しては、迅速な支援を行う

とともに、各種支援の情報が確実に届くよう十
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分な周知をお願いします。

今回の感染拡大を受けて、都市部における人

の密集リスクを避けた、人材の地方回帰の動き

が出てきています。また、海外に依存する経済

から転換すべきとして、食料自給率の問題が改

めて注目されています。既に業務用の野菜など

は国産回帰が見られるとのことですが、本県に

とって、これらは大きなチャンスと捉えるべき

です。

県当局には、こうした社会経済の変化に対し

て、本県経済が的確に対応していくとともに、

これらチャンスを、農業分野をはじめ、本県の

発展にしっかりとつなげていくよう要望しま

す。

以上、委員会報告書の概要として報告いたし

ます。

当委員会の設置は令和２年４月17日となりま

すが、当時は17例目が確認されていたものの、

その後、80日以上にわたり感染者は確認され

ず、全国的に見ても非常に感染が抑えられた状

況でありました。当時、一部には楽観的な見方

があったことは否定できず、多くの県民も、こ

こまで感染が拡大し、広範囲に重大な影響を及

ぼそうとは想像できなかったのではないかと思

います。この間も、県当局は、業務負担の大き

い中、対策を着実に進め、第２波、第３波に対

応してきており、高く評価するところです。

今後も、収束に向けて期待されるワクチン接

種が本格化するなど困難が多いと考えますが、

新型コロナウイルス感染症に対しては、県議会

としても、来年度も最重要課題として取り組ん

でまいります。

最後に、この歴史的な危機に対しては、医療

機関等の関係機関や市町村はもちろんですが、

県民一人一人の理解と協力なくしては、乗り越

えていくことはできません。県当局には、当委

員会の提言を踏まえ、県民の総力を挙げた取組

を推進していただくことを要望して、当委員会

の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

次は、スポーツ振興対策特○丸山裕次郎議長

別委員会、窪薗辰也委員長。

〔登壇〕（拍手） それでは、○窪薗辰也議員

御報告申し上げます。

当委員会では、国民スポーツ大会・障害者ス

ポーツ大会等を見据え、組織体制の整備等に関

する所要の調査活動を行ってまいりました。そ

の結果につきましては、お手元に配付の報告書

のとおりでありますが、ここで、その概要につ

いて御報告申し上げます。

令和９年に、本県で第81回国民スポーツ大会

及び第26回全国障害者スポーツ大会を開催する

ことが内々定しております。本県での開催は、

昭和54年に「日本のふるさと宮崎国体」をテー

マに開催して以来ですので、実に48年ぶりとな

ります。

県は、この大会での天皇杯の獲得、すなわ

ち、男女総合優勝を目標としています。しか

し、過去10年間の国民体育大会における本県の

順位は、平成23年に28位、平成26年に19位と

なった以外は、30位台の後半から40位台を推移

しております。今後、競技力の向上に向けた取

組の充実が必須となります。

また、県では、現在、県下全域で様々な競技

を開催する方針で、大会開催に向けた準備を

行っていますが、これは、本県の多彩な魅力を

全国に発信するという目的のほか、県内各地

で、スポーツの拠点づくりや地域活性化、ス

ポーツ文化の醸成、さらには、「スポーツラン

ドみやざき」の全県展開に取り組むためでもあ

ります。
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これらの目的を達成するためには、大会に向

けて行われる様々な投資や準備が、スポーツ合

宿の誘致等に関する施策と連携して行われる必

要があります。

こうした状況を踏まえ、当委員会では、「天

皇杯獲得に向けた選手の発掘や育成に関するこ

と」「指導者育成に関すること」「体育施設の

充実に関すること」「スポーツランドみやざき

の更なる推進に関すること」を調査項目として

決定いたしました。

以上の内容について積極的な調査活動を行

い、県当局への提言を取りまとめましたが、こ

こでは、主なものに絞って御紹介いたします。

まず、調査項目の前提となる、国民スポーツ

大会・全国障害者スポーツ大会の開催に向けた

準備状況について調査しました。

大会開催に当たっては、県外からも多数の来

客があることから、今後、競技の会場となる多

くの市町村で、交通網や宿泊施設に関する課題

を抱えることとなります。また、新型コロナウ

イルス感染症の影響で、会場の整備に係る財政

的な負担感が大きくなることが懸念されます。

県当局には、スポーツランドみやざきの全県

化に向けた有用なレガシーを各市町村に残せる

よう、市町村を積極的に支援するよう要望いた

します。

次に、選手の発掘・育成についてでありま

す。

選手の発掘・育成に関しては、未普及競技の

推進について重点的に調査を行いました。

未普及競技とは、第81回国民スポーツ大会で

実施される正式競技のうち、県内の中学校に部

活動のないものを言います。正式競技の半数弱

でありますので、これらの競技で得点を積み上

げることも、天皇杯の獲得には重要となりま

す。

県では、「ひむかサンライズプロジェクト」

として、未普及競技の競技力向上に資する事業

の委託を行うなど、支援を行っています。

一方、未普及競技は、県内で練習できる施設

が限られていることや、競技用具が高額である

こと、競技団体の人員が少ないため普及活動が

難しいこと等、多くの課題を抱えています。

また、大会で他県のトップレベルの選手と競

うことを考えますと、競技歴の長い選手を育成

するために、小中学生の競技人口の拡大も必要

となります。

県当局には、未普及競技のさらなる普及拡大

のため、競技個別の事情に沿った支援や人員面

での支援を行うことを要望いたします。

次に、指導者の育成についてであります。

指導者の育成に関しては、委員から、けがを

予防する適切な指導という観点での意見が多く

ありました。特に、小学生が学校外で行う運動

は、競技経験の少ない保護者が指導を行う場合

や、試合での勝利に偏重した過度な指導が行わ

れる場合があり、大きなけがにつながる事例も

あるようです。

県当局には、各競技のスポーツ指導者が集ま

り、適切な指導方法を共有する場をつくる等、

小学生の指導者に対する研修や支援の推進を要

望いたします。

次に、体育施設の充実についてであります。

体育施設の充実については、県内調査で伺っ

た各校で、実際の練習環境を拝見いたしまし

た。

県立学校では、小林高等学校のウエートリフ

ティング場や延岡星雲高等学校のアーチェリー

場に伺いましたが、施設の通気性が悪いといっ

た懸念や、大会本番と大きく異なる練習環境で
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あるといった懸念を持たれていました。日章学

園高等学校では、「できるだけ大会本番と同等

の練習環境を用意することで、生徒のモチベー

ションも上がり、練習内容も充実する」とのお

話を伺いました。

スポーツランドみやざきの全県展開を見据え

た拠点施設の整備を欠かすことはできません

が、児童生徒にとっては、放課後や休日に日常

的に行う練習が大きなウエートを占めるため、

県当局には、競技力強化指定校を中心に、学校

内の体育施設の修繕など、生徒の身近な練習環

境の改善にも積極的に取り組むことを要望いた

します。

次に、スポーツランドみやざきの更なる推進

についてであります。

スポーツ合宿・キャンプの誘致については、

近年、他県も力を入れていることに加え、新型

コロナウイルス感染症の影響により、今後も例

年どおりの誘致や観光客数が見込まれるとは言

えない状況となっています。また、合宿施設や

環境の高度化が求められる一方、全ての市町村

がスポーツ施設の整備に潤沢な予算をかけられ

るわけではありません。

スポーツランドみやざきの全県化を行うため

には、費用対効果の高い施設修繕や環境整備を

行いつつ、１つの市町村だけでなく、圏域で合

宿を受け入れられるような戦略が必要となると

思われます。

県当局には、様々な観点から他県と本県とを

比較分析した上で、スポーツランドみやざきの

全県化に向けた大局的な戦略を立てることを要

望いたします。

また、スポーツを県民に広く普及する施策

や、スポーツ目的の観光客を呼び込む施策につ

いても調査いたしました。県民や観光客が持つ

様々な需要や目的に応じるためには、様々な付

加価値をスポーツに見いだしていく必要があり

ます。例えば、県が取り組む武道ツーリズム

は、ターゲットとなる外国人にとって、武道が

単なるスポーツではなく、異文化体験となる点

に着目したものであります。県民や観光客が求

めるものは様々であり、また、スポーツの付加

価値も、種目や参加者、指導者、会場、目的に

よって変わります。

県当局には、県民や観光客の目的や需要に応

じられるよう、多種多様なスポーツの普及推進

に取り組むとともに、スポーツを行う環境に工

夫を加え、あるいはスポーツと他のものとを組

み合わせるなど、多角的な観点からスポーツの

付加価値を開発・発見していくことを要望いた

します。

１年間の調査活動を通じて、競技力向上とス

ポーツランドみやざきの推進とは、相乗効果が

あるということを改めて実感いたしました。

県でも既に取り組まれていますが、合宿に訪

れたチームとの交流は、選手や指導者の強化に

つながります。また、県内に強豪校が増えれ

ば、練習試合を目的としたスポーツ合宿の増加

が期待できます。未普及競技の推進は、スポー

ツランドみやざきの多種目化に直結します。

２つの施策を所管する部局は異なりますが、

相互に情報を共有し、連携することで、それぞ

れの取組の効果は大きくなると思われます。県

当局には、さらなる連携の強化を要望いたしま

す。

最後になりましたが、当委員会の提言を踏ま

え、本県で開催する国民スポーツ大会及び全国

障害者スポーツ大会の成功、天皇杯獲得、そし

てスポーツランドみやざきの推進に向けて取り

組んでいただき、スポーツが宮崎県全体を支え
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る柱の一つとなるよう、官民の取組が盛んにな

ることを期待しまして、当委員会の報告といた

します。（拍手）〔降壇〕

次は、持続可能な地域づく○丸山裕次郎議長

り対策特別委員会、満行潤一委員長。

〔登壇〕（拍手） 当委員会で○満行潤一議員

は、本県の持続可能な地域づくりに関する所要

の調査活動を行ってまいりました。その結果に

つきましては、お手元に配付の報告書のとおり

でありますが、ここで、その概要について御報

告申し上げます。

全国的に人口減少に歯止めがかからず、本県

においても、特に中山間地域での人口減少が深

刻となる中で、今般の新型コロナウイルス感染

症によって、地方回帰、移住、テレワーク、

ワーケーションといった選択や、地方での豊か

な暮らしの在り方が注目されており、日本は今

まさに大きな転換期を迎えていると言えます。

もちろん、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大以前から、人口減少は重要な課題として捉

えられており、平成26年に「まち・ひと・しご

と創生法」が制定され、国民一人一人が夢や希

望を持ち、潤いのある豊かな生活を営むことが

できる地域社会の形成等を目指す、「地方創

生」という言葉が取り上げられて以降、全国的

にも地域を主眼に置いた施策が数多く展開され

てきました。

また、「誰一人取り残さない世界」の実現を

目指すＳＤＧｓの考え方が、人口減少や地域経

済の衰退といった、多くの地域が抱える課題の

解決に通じるところも多いことから、ＳＤＧｓ

の達成に向けた動きが、持続可能な地域の実現

につながると期待され、全国的に官民一体と

なった取組が進められています。

このような認識の下、当委員会では、「地域

経済循環に関すること」「地域づくりを担う人

材育成・確保に関すること」「ＳＤＧｓに関す

ること」「中山間地域の振興に関すること」を

調査事項と決定いたしました。

以上の内容について積極的な調査活動を行

い、県当局への提言を取りまとめましたが、こ

こでは、主なものに絞って御紹介申し上げま

す。

まず、地域経済循環についてであります。

地域経済循環に関しては、外貨獲得や地産地

消、地域経済循環を支える再生可能エネルギー

を中心に調査を行いました。

地域経済循環を考える上では、産業連関表の

データに基づく強み、弱みの把握が重要です

が、御意見を伺った参考人からは、「産業連関

表に基づく本県の強みの一つは農業であり、強

みを伸ばすことが外貨を獲得する上で高い効果

を見込むことができ、結果として県民所得の向

上に大きく寄与する」といった説明がありまし

た。

その強みである農業についても、近年の輸出

実績の伸び幅が鈍化するなどの状況にあるた

め、スマート農業といったデジタル化の推進に

よる生産性の向上や、輸出専用の産地づくりな

どによる競争力のある稼げる農業の推進に取り

組むよう、要望いたします。

また、生み出された財・サービスのよさを

知っていただき、県内外の消費者に選んでもら

うためにも、ロゴマークである「日本のひなた

宮崎」といった本県のブランドを定着させられ

るよう、全庁的に統一した取扱いを根気強く実

施することを要望いたします。

次に、地域づくりを担う人材育成・確保につ

いてであります。

この調査事項では、農・林・漁業の人材育成
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・確保や、移住・定住施策について重点的に調

査しました。

多くの中山間地域において、基幹産業である

第１次産業の人材育成・確保は、地域を持続さ

せるためにも重要な課題です。

そのため県では、新規就農・就業者確保のた

めの施策として、民間企業と連携した広報活動

や、職場環境の改善、技能習得機会の提供など

に取り組んでいるところでありますが、事故防

止のための取組や休日確保の推進、ＩＣＴ導入

などによって農林漁業のさらなるイメージアッ

プを図り、次世代を担う就農・就業者を確保す

ることを要望します。

また、移住・定住については、コロナ禍にお

いてテレワークといった働き方も注目され、全

国の自治体が大都市からの移住者確保に期待を

しているかと思われますが、委員からは、「東

京の社会動態は減少しているが、東京から関東

近辺に移り住んでいるとの報道もあった。関東

近辺に負けない、宮崎の魅力をつくらなければ

ならない」との意見がありました。

そのため、テレワーク環境を整備するなど、

大都市から地方への移住希望者を本県に呼び込

む政策を早急に実施するよう要望します。

次に、ＳＤＧｓについてであります。

ＳＤＧｓに関しては、県の取組と先進自治体

の事例を調査しました。ＳＤＧｓは、17の開発

目標と169のターゲットから構成された、2030年

までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目

標であり、特徴とされる「誰一人取り残さな

い」という包摂性は、本県の課題である過疎地

域を持続させることとも同意であると考えられ

ます。

県では、その開発目標とアクションプランを

ひもづけることで、ＳＤＧｓの取組を推進して

いますが、各施策を行った結果として、県総合

計画に掲げる目標がどれだけ達成され、本県が

いかに前進したかが最も重要であるため、引き

続き着実な政策の評価を実施することを要望い

たします。

次に、中山間地域の振興についてでありま

す。

中山間地域の振興に関しては、市町村におけ

る地域振興施策や、地域づくり団体の取組を中

心に調査を行いました。

県では、中山間地域振興計画に基づく「ひ

と」「くらし」「なりわい」の取組を進めてい

ますが、特に中山間地域における人口減少は深

刻化しており、調査先の市町村も、やはり人口

減少、後継者不足といった課題を抱えていまし

た。

調査先の美郷町からは、「「人口減少問題は

行政が何かするものだ」と職員ですら考えてい

るところがあるが、行政だけではなし得ない課

題であり、決して住民への押しつけになっては

いけない」との意見があり、住民に当事者意識

を持ってもらうことを特に重視していました。

そのため、県当局には、市町村の意見も踏ま

えたボトムアップの施策を全県的に展開すると

ともに、そのために必要な財源が確実に確保さ

れるよう、国に対して強く求めるよう要望しま

す。

また、調査先の高千穂高校では、地域を盛り

上げる取組を積極的に実施しており、地域の核

として地元からも強く期待されていました。委

員からは、「人口が急減している山間部の６町

村は高校がない地域で、高校を存続させること

が人口減少に歯止めをかけると考えている」と

の意見もあるなど、委員の高校に対する期待も

強くなっています。
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県当局には、高校所在の市町村や周辺自治体

との連携を推進し、特色ある地域貢献活動を継

続するとともに、その魅力を広く県民に知って

もらい、地域と学校が相互に支え合う取組を推

進するよう要望します。

以上、当委員会で年間を通じて調査した「持

続可能な地域づくり」は、宮崎県政に幅広く関

わるものであり、一朝一夕ではなし得ない大き

なテーマです。

もちろん、調査項目以外にも、教育、医療、

福祉、消防、警察といった分野の取組も、地域

を持続させるためには重要であり、地域に必要

な機能を確保し、住みたい、働きたい、子供を

産み育てたい場所として選ばれる宮崎県を目指

す必要があります。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により委員会活動も制限され、例年実施してい

る県外調査は断念せざるを得ませんでしたが、

県内調査については、過疎に直面している最前

線の地域を中心に実施しました。そこで意見を

伺った方々は、誰もが熱い思いを持ち、地域を

支え、盛り上げるための取組を10年、20年と根

気強く続けておられました。そのように汗を流

す方々をはじめとして、県民がいかに自分の地

域に誇りを持って暮らし続けられるかを我々は

考え続ける必要があります。

最後になりますが、新型コロナウイルス感染

症による新しい生活スタイルや、国におけるデ

ジタル化の急速な推進など時代が大きく変化す

る中で、人々が地域に求める機能や、行政の役

割も、今後大きく変わっていくことが予想され

ます。

県当局においては、まずは現場の声に耳を傾

け、柔軟かつスピーディーに施策を展開すると

ともに、そのために必要な財源が確実に確保さ

れるよう、国に対しても強く求めることで、持

続可能なみやざきを実現させることを期待いた

しまして、当委員会の報告といたします。（拍

手）〔降壇〕

以上で特別委員長の調査結○丸山裕次郎議長

果報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり

ません。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

令和３年３月17日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 議会運営委員長 山下 博三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

経済対策の更なる充実等を求める意見書

議員発議案第２号

食料の安全保障の強化を求める意見書

議員発議案第３号

性犯罪に関する刑法のさらなる改正を求め

る意見書

議員発議案第４号

日本国の核兵器禁止に向けた取組を求める

意見書

令和３年３月17日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

令和３年３月17日(水)
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提出者 日髙 陽一環境農林水産常任委員長

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

我が国の領海・排他的経済水域内での安全

な漁業活動の実現を求める意見書

令和３年３月17日

宮崎県議会議長 丸山裕次郎 殿

提出者 宮崎県議会議員 濵砂 守

野﨑 幸士

山下 寿

佐藤 雅洋

太田 清海

岩切 達哉

河野 哲也

来住 一人

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第６号

宮崎県木材利用促進条例

議員発議案第１号から第６号まで◎

追加上程

ただいま朗読いたしました○丸山裕次郎議長

議員発議案第１号から第６号までの各号議案を

日程に追加し、議題とすることに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

まず、議員発議案第１号から第５号までの各

号議案を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明を省略して直ちに審議する

ことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

議員発議案第１号から第５号まで採決◎

これより採決に入ります。○丸山裕次郎議長

議員発議案第１号から第５号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、各号議案は原案のとおり可決されまし

た。

議員発議案第６号提案理由説明◎

次に、議員発議案第６号を○丸山裕次郎議長

議題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。濵砂守議員。

〔登壇〕（拍手） 議員発議案○濵砂 守議員

第６号「宮崎県木材利用促進条例」について、

発議者を代表いたしまして、その提案理由及び

主な内容を御説明申し上げます。

森林は、県土の約４分の３を占めており、県土

の保全、水源の涵養、地球温暖化の緩和など、多

面的な機能の発揮を通じて、県民生活及び経済の

安定に不可欠な役割を担っております。

令和３年３月17日(水)
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森林がこのような機能を発揮していくために

は、持続的な林業の生産活動などにより、森林

の適切な管理と整備が行われることが必要であ

りますが、本県の人工林資源が本格的な活用時

期を迎える一方で、林業採算性の低下、野生鳥

獣被害などによる経営意欲の減退等から、手入

れの行き届かない森林の増加や伐採後の再造林

が進まない地域が見受けられております。

このような状況において、宮崎県産木材を積

極的に利用することにより、森林の有する多面

的機能の発揮、本県林業の持続的発展及び豊か

な県民生活の実現に寄与するため、この条例案

を提出した次第であります。

次に、この条例案の主な内容につきまして、

御説明申し上げます。

この条例案では、県産木材の利用の促進に関

し、基本理念を定め、県の責務や事業者、県民

等の役割を明らかにすることとしております。

また、県産木材の利用を促進するため、県が実

施する施策について規定しております。このう

ち第10条では、法令の規定に適合して伐採され

た県産木材の流通促進を図るための施策につい

て規定しております。

そのほか、森林資源の循環利用の実現に向け

て、再造林等の森林整備の推進や、木育など、

木材を利用する意義についての普及啓発、人材

の確保・育成についても規定をしております。

この条例を契機として、県産木材を利用する

機運が高まり、森林の有する多面的機能の発

揮、脱炭素社会の実現及び持続可能な循環型社

会の構築につながることを期待するものであり

ます。

議員各位におかれましては、本条例案の趣旨

を御理解の上、御賛同くださいますようお願い

申し上げまして、提案理由及び主な内容の御説

明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕

提出者の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

質疑の通告はありません。

議員発議案第６号採決◎

お諮りいたします。○丸山裕次郎議長

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第６号についてお諮りいたします。

本案については、原案のとおり可決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。○丸山裕次郎議長

よって、本案は原案のとおり可決されました。

以上で、今期定例会の議事は全て終了いたし

ました。

副知事退任挨拶◎

ここで、３月31日をもって○丸山裕次郎議長

任期を終えられます郡司副知事から、御挨拶を

いただきます。

郡司副知事、登壇をお願いいたします。

〔登壇〕 退任に当た○副知事（郡司行敏君）

りまして、一言御挨拶を申し上げます。

まず、このような機会を与えていただきまし

た、丸山議長をはじめ県議会の皆様方に、心か

令和３年３月17日(水)
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ら感謝を申し上げます。

４年前、副知事の職を拝命する際に、私の中

で決め手となりましたのは、河野知事からいた

だいた「技術系職員の代表として頑張ってみて

はもらえないか」という言葉でありました。

以来、技術職の代表として恥ずかしい仕事は

したくないと、その思いの一心でここまで駆け

抜けてきた、そんな気がしております。

愚直に現場主義を貫くこと、データに基づき

判断すること、そして徹底した議論の下に答え

を出すこと、これらは、私が農政の職場で様々

な先輩方からたたき込まれた、私の仕事の流儀

であります。

今、副知事としてどれくらいのことができた

んだろうと、思い返すことも多いわけでござい

ますけれども、この３つのことだけは貫き通せ

たのかなと、そのように思っているところであ

ります。

振り返りますと、県立宮崎病院の改築、国ス

ポ３施設の整備、フェリーの新船造船、そして

新型コロナウイルス感染症対策と、県政の重要

な課題に直面するたびに、県議会の皆様方には

温かい御指導、御助言をいただきました。本当

にありがとうございました。

私がここまで副知事としての役割を果たして

こられましたのも、皆さんのおかげであると心

から感謝を申し上げます。

結びといたします。副知事としての４年間、

職員時代も含めますと40年の長きにわたり、皆

様方には本当にお世話になりました。改めまし

て、皆様方の御厚情に心から感謝を申し上げま

すとともに、本県が河野知事の下、住みよいふ

るさと宮崎として、さらにさらに発展していき

ますことを心から祈念申し上げ、私の御礼の挨

拶とさせていただきます。

皆様、本当にありがとうございました。（拍

手）〔降壇〕

丁重な御挨拶をいただき、○丸山裕次郎議長

誠にありがとうございました。

郡司副知事におかれましては、平成29年４月

に就任以来、県勢の発展と諸課題の解決に大変

な御尽力をいただきました。その御功績に対し

まして、心から敬意と感謝を申し上げます。

今後とも、本県のさらなる発展に御協力並び

に御指導を賜りますようお願い申し上げまし

て、お礼の言葉といたします。誠にありがとう

ございました。

閉 会◎

これをもちまして、令和３○丸山裕次郎議長

年２月定例県議会を閉会いたします。

午後０時２分閉会

令和３年３月17日(水)
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令和３年２月定例県議会日程
２８日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

２．１８ 木 本会議 議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

１９ 金 （ 議 案 調 査 ）

２０ 土

２１ 日
（ 閉 庁 日 ）

休 会
２２ 月 （ 議 案 調 査 ） 代表質問通告締切 12:00

２３ 火 （ 閉 庁 日 ） 天皇誕生日

２４ 水 （ 議 案 調 査 ） 一般質問通告締切 12:00

２５ 木
本会議 代 表 質 問

２６ 金

２７ 土
休 会

２８ 日
（ 閉 庁 日 ）

３． １ 月 請願締切 16:00

一 般 質 問
２ 火 議員発議案締切 17:00

（会派提出）
本会議

一 般 質 問 議会運営委員会 9:30

３ 水 議 案 に 対 す る 質 疑
討論・採決（人事案件）
議案・請願委員会付託

４ 木
常 任 委 員 会 （ 補 正 ）

５ 金
休 会

６ 土

７ 日
（ 閉 庁 日 ）

常任委員長審査結果報告（補正） 議会運営委員会 9:30
８ 月 本会議

質疑、討論、採決

９ 火

１０ 水
常 任 委 員 会 （ 当 初 ）１１ 木

１２ 金 議員発議案締切 17:00

休 会 （会派提出を除く）

１３ 土

１４ 日
（ 閉 庁 日 ）

１５ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会

１６ 火 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告（当初） 議会運営委員会 9:30

１７ 水 本会議
質疑、討論、採決
特別委員長調査結果報告
閉会
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２１５－１３１０
令和３年２月１８日

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和３年２月定例県議会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計予算
議案第２号 令和３年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算
議案第３号 令和３年度宮崎県公債管理特別会計予算
議案第４号 令和３年度宮崎県国民健康保険特別会計予算
議案第５号 令和３年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
議案第６号 令和３年度宮崎県山林基本財産特別会計予算
議案第７号 令和３年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算
議案第８号 令和３年度宮崎県林業改善資金特別会計予算
議案第９号 令和３年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
議案第10号 令和３年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施設特別会計予算
議案第11号 令和３年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算
議案第12号 令和３年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算
議案第13号 令和３年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算
議案第14号 令和３年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算
議案第15号 令和３年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算
議案第16号 令和３年度宮崎県育英資金特別会計予算
議案第17号 令和３年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算
議案第18号 令和３年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）予算
議案第19号 令和３年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算
議案第20号 令和３年度宮崎県立病院事業会計予算
議案第21号 宮崎県職員定数条例の一部を改正する条例
議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例
議案第23号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
議案第24号 都市公園条例の一部を改正する条例
議案第25号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例
議案第26号 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する条例
議案第27号 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
議案第28号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
議案第29号 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例の一部を改

正する条例
議案第30号 旅館業法施行条例及び公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例
議案第31号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
議案第32号 ふぐ取扱条例の一部を改正する条例
議案第33号 食品等取扱条例を廃止する条例
議案第34号 県道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例
議案第35号 包括外部監査契約の締結について
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議案第36号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について
議案第37号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収について
議案第38号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について
議案第39号 河川法第４条第１項の一級河川の指定に係る知事の意見について
議案第40号 宮崎県地域福祉支援計画の変更について
議案第41号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について
議案第42号 宮崎県環境計画の変更について
議案第43号 宮崎県森林・林業長期計画の変更について
議案第44号 宮崎県農業・農村振興長期計画の変更について
議案第45号 宮崎県水産業・漁村振興長期計画の変更について
議案第46号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第47号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第48号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第49号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第50号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第51号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第52号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第53号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第54号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第55号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第56号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第57号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第58号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第59号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第60号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について
議案第61号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第14号）
議案第62号 令和２年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予算（第１号）
議案第63号 令和２年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１号）
議案第64号 令和２年度宮崎県国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
議案第65号 令和２年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
議案第66号 令和２年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算（第１号）
議案第67号 令和２年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算（第１号）
議案第68号 令和２年度宮崎県林業改善資金特別会計補正予算（第１号）
議案第69号 令和２年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）
議案第70号 令和２年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施設特別会計補正

予算（第２号）
議案第71号 令和２年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第２号）
議案第72号 令和２年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
議案第73号 令和２年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予算（第１号）
議案第74号 令和２年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）
議案第75号 令和２年度宮崎県立学校実習事業特別会計補正予算（第１号）
議案第76号 令和２年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１号）
議案第77号 令和２年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第２号）
議案第78号 令和２年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第１号）
議案第79号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の一部を改正する条例
議案第80号 宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金条例
議案第81号 宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を廃止する条例
議案第82号 宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等新型コロナウイルス

感染症対策基金条例
議案第83号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
議案第84号 工事請負契約の締結について
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議案第85号 工事請負契約の締結について
議案第86号 工事請負契約の締結について
議案第87号 工事請負契約の締結について
報告第１号 専決処分の承認を求めることについて

（文書取扱 財政課）
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２１５－１３２６

令和３年２月１８日

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和３年２月定例県議会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第88号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第15号）

（文書取扱 財政課）
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２１５－１３４０

令和３年３月８日

宮崎県議会議長 丸山 裕次郎 殿

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

議 案 の 送 付 に つ い て

令和３年２月定例県議会に付議する議案を下記のとおり送付します。

記

議案第89号 副知事の選任の同意について

議案第90号 教育長の任命の同意について

（文書取扱 財政課）
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令和３年２月定例県議会

代 表 質 問 時 間 割

２月２５日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 濵砂 守 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 日高 博之 １３：００～１５：００

２月２６日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 県 民 連 合 宮 崎 田口 雄二 １０：００～１１：３０ 休憩

４ 公 明 党 重松幸次郎 １３：００～１４：１０
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令和３年２月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

３月１日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 右松 隆央 １０：００～１１：００

２ 日 本 共 産 党 来住 一人 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 佐藤 雅洋 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 日髙 利夫 １４：００～１５：００ 休憩

５ 県 民 連 合 宮 崎 岩切 達哉 １５：１０～１６：１０

３月２日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

６ 自 由 民 主 党 窪薗 辰也 １０：００～１１：００

７ 公 明 党 坂本 康郎 １１：００～１２：００ 休憩

８ 自 由 民 主 党 日髙 陽一 １３：００～１４：００

９ 県 民 連 合 宮 崎 太田 清海 １４：００～１５：００

３月３日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１０ 自 由 民 主 党 中野 一則 １０：００～１１：００

１１ 自 由 民 主 党 外山 衛 １１：００～１２：００ 休憩

１２ 無所属の会 チームひむか 図師 博規 １３：００～１４：００

１３ 自 由 民 主 党 蓬原 正三 １４：００～１５：００
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令和３年２月定例県議会

［議　案］（令和２年度補正予算関係）

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第６１号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第１４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第６２号
令和２年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予算
（第１号）

可決

第６３号 令和２年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１号） 可決

第６４号
令和２年度宮崎県国民健康保険特別会計補正予算（第１
号）

可決

第６５号
令和２年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正
予算（第１号）

可決

第６６号
令和２年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算（第１
号）

可決

第６７号
令和２年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算（第１
号）

可決

第６８号
令和２年度宮崎県林業改善資金特別会計補正予算（第１
号）

可決

第６９号
令和２年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会
計補正予算（第１号）

可決

第７０号
令和２年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施
設特別会計補正予算（第２号）

可決

第７１号
令和２年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第２
号）

可決

第７２号
令和２年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算
（第１号）

可決

第７３号
令和２年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第７４号
令和２年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算（第２
号）

可決

第７５号
令和２年度宮崎県立学校実習事業特別会計補正予算
（第１号）

可決

第７６号 令和２年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１号） 可決

第７７号
令和２年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算
（第２号）

可決

第７８号
令和２年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予
算（第１号）

可決

第７９号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正
する条例

可決

第８０号
宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基金
条例

可決

令和3年3月8日

議案　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第８１号 宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を廃止する条例 可決

第８２号
宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前合宿等新型
コロナウイルス感染症対策基金条例

可決

第８３号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 可決

第８４号 工事請負契約の締結について 可決

第８５号 工事請負契約の締結について 可決

第８６号 工事請負契約の締結について 可決

第８７号 工事請負契約の締結について 可決

第８８号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第１５号） 可決 可決

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
　＊　咬傷事故による損害賠償請求に係る訴えの提起

承認

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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令和３年２月定例県議会

［議　案］（令和３年度当初予算関係）

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 令和３年度宮崎県一般会計予算 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 令和３年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 可決

第３号 令和３年度宮崎県公債管理特別会計予算 可決

第４号 令和３年度宮崎県国民健康保険特別会計予算 可決

第５号 令和３年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 可決

第６号 令和３年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 可決

第７号 令和３年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 可決

第８号 令和３年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 可決

第９号
令和３年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会
計予算

可決

第１０号
令和３年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーション施
設特別会計予算

可決

第１１号 令和３年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 可決

第１２号 令和３年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 可決

第１３号 令和３年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 可決

第１４号 令和３年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 可決

第１５号 令和３年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 可決

第１６号 令和３年度宮崎県育英資金特別会計予算 可決

第１７号 令和３年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 可決

第１８号 令和３年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）予算 可決

第１９号 令和３年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算 可決

第２０号 令和３年度宮崎県立病院事業会計予算 可決

第２１号 宮崎県職員定数条例の一部を改正する条例 可決

第２２号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決 可決 可決

第２３号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第２４号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

第２５号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決 可決

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２６号
教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する条
例

可決

第２７号
宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正す
る条例

可決

第２８号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部を
改正する条例

可決 可決

第２９号
障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり
条例の一部を改正する条例

可決

第３０号
旅館業法施行条例及び公衆浴場法施行条例の一部を改
正する条例

可決

第３１号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 可決

第３２号 ふぐ取扱条例の一部を改正する条例 可決

第３３号 食品等取扱条例を廃止する条例 可決

第３４号
県道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正す
る条例

可決

第３５号 包括外部監査契約の締結について 可決

第３６号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第３７号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収に
ついて

可決

第３８号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第３９号
河川法第４条第１項の一級河川の指定に係る知事の意
見について

可決

第４０号 宮崎県地域福祉支援計画の変更について 可決

第４１号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 可決

第４２号 宮崎県環境計画の変更について 可決

第４３号 宮崎県森林・林業長期計画の変更について 可決

第４４号 宮崎県農業・農村振興長期計画の変更について 可決

第４５号 宮崎県水産業・漁村振興長期計画の変更について 可決

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第３号
「労働者に対する支援の抜本的拡充を求める意見書」の
採択を求める請願

継続

第６号
新型コロナウイルス感染症から子どもを守り学ぶ権利を
保障するために少人数学級を求める請願

継続

第７号
「消費税率５％への引き下げを求める意見書」を国に提
出することを求める請願書

不採択

第８号
我が国の領海・排他的経済水域内での安全な漁業活動
の実現を求める意見書提出についての請願

採択

番　号 件　名

常 任 委 員 会

番　号 件　名

常 任 委 員 会
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

令和３年２月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す

るため
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

調査を要す

るため
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

請願第３号 「労働者に対する支援の抜本的拡充を 慎重な審査

求める意見書」の採択を求める請願 ・調査を要商工建設常任委員会

するため
商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

調査を要す環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

るため常 任 委 員 会

請願第６号 新型コロナウイルス感染症から子ども

を守り学ぶ権利を保障するために少人

数学級を求める請願 慎重な審査

・調査を要

文 教 警 察 企 業

す常 任 委 員 会

するため教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に

関する調査

円滑な議会
次期県議会の会期日程に関する審査及び議会運営に

運営を図る議 会 運 営 委 員 会
関する調査

ため
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計予算 ３月17日・ 可 決

〃 第２号 令和３年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第３号 令和３年度宮崎県公債管理特別会計予算 〃

〃 令和３年度宮崎県国民健康保険特別会計予算 〃第４号

〃 令和３年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃第５号

〃 令和３年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃第６号

〃 令和３年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃第７号

〃 令和３年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃第８号

〃 令和３年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃第９号

会計予算

〃 令和３年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃第10号

ョン施設特別会計予算

〃 令和３年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃第11号

〃 令和３年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃第12号

〃 令和３年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃第13号

〃 令和３年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 〃第14号

〃 令和３年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃第15号

〃 令和３年度宮崎県育英資金特別会計予算 〃第16号

〃 令和３年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃第17号

〃 令和３年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃第18号

予算

〃 令和３年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算 〃第19号

〃 令和３年度宮崎県立病院事業会計予算 〃第20号

〃 宮崎県職員定数条例の一部を改正する条例 〃第21号

〃 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃第22号

〃 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 〃第23号

〃 都市公園条例の一部を改正する条例 〃第24号

〃 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃第25号

〃 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する 〃第26号

条例

〃 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正 〃第27号

する条例
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 ３月17日・ 可 決第28号

を改正する条例

〃 第29号 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県 〃

づくり条例の一部を改正する条例

〃 旅館業法施行条例及び公衆浴場法施行条例の一部を 〃第30号

改正する条例

〃 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 〃第31号

〃 第32号 ふぐ取扱条例の一部を改正する条例 〃

〃 食品等取扱条例を廃止する条例 〃第33号

〃 県道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正 〃第34号

する条例

〃 包括外部監査契約の締結について 〃第35号

〃 第36号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃第37号

について

〃 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃第38号

〃 第39号 河川法第４条第１項の一級河川の指定に係る知事の 〃

意見について

〃 宮崎県地域福祉支援計画の変更について 〃第40号

〃 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 〃第41号

〃 第42号 宮崎県環境計画の変更について 〃

〃 宮崎県森林・林業長期計画の変更について 〃第43号

〃 宮崎県農業・農村振興長期計画の変更について 〃第44号

〃 宮崎県水産業・漁村振興長期計画の変更について 〃第45号

〃 第46号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について ３月３日・ 同 意

〃 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃第47号

〃 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃第48号

〃 第49号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第50号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第51号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第52号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第53号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について ３月３日・ 同 意第54号

〃 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃第55号

〃 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃第56号

〃 第57号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第58号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第59号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第60号 海区漁業調整委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第61号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第14号） ３月８日・ 可 決

〃 第62号 令和２年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正 〃

予算（第１号）

〃 第63号 令和２年度宮崎県公債管理特別会計補正予算（第１号） 〃

〃 第64号 令和２年度宮崎県国民健康保険特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第65号 令和２年度宮崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計 〃

補正予算（第1号）

〃 第66号 令和２年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第67号 令和２年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第68号 令和２年度宮崎県林業改善資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第69号 令和２年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第70号 令和２年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエー 〃

ション施設特別会計補正予算（第２号）

〃 第71号 令和２年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第72号 令和２年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正 〃

予算（第１号）

〃 第73号 令和２年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正 〃

予算（第１号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案 令和２年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 ３月８日・ 可 決第74号

（第２号）

〃 令和２年度宮崎県立学校実習事業特別会計補正予算 〃第75号

（第１号）

〃 第76号 令和２年度宮崎県育英資金特別会計補正予算（第１号） 〃

〃 令和２年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃第77号

算（第２号）

〃 第78号 令和２年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補 〃

正予算（第１号）

〃 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律 〃第79号

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を

改正する条例

〃 宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補給等基 〃第80号

金条例

〃 宮崎県高千穂線鉄道施設整理基金条例を廃止する条例 〃第81号

〃 第82号 宮崎県東京オリンピック・パラリンピック事前合宿 〃

等新型コロナウイルス感染症対策基金条例

〃 建築基準法施行条例の一部を改正する条例 〃第83号

〃 工事請負契約の締結について 〃第84号

〃 第85号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第86号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第87号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第88号 令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第15号） 〃

〃 第89号 副知事の選任の同意について ３月17日・ 同 意

〃 第90号 教育長の任命の同意について 〃

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ３月８日・ 承 認

議員発議案 第１号 経済対策の更なる充実等を求める意見書 ３月17日・ 可 決

〃 第２号 食料の安全保障の強化を求める意見書 〃

〃 第３号 性犯罪に関する刑法のさらなる改正を求める意見書 〃

〃 第４号 日本国の核兵器禁止に向けた取組を求める意見書 〃

〃 第５号 我が国の領海・排他的経済水域内での安全な漁業活 〃

動の実現を求める意見書

〃 第６号 宮崎県木材利用促進条例 〃
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議員発議案第１号

経済対策の更なる充実等を求める意見書

新型コロナウイルス感染症については、ワクチン接種も開始されたが、未だに

事態の収束は見えない状況にある。

本県においては、第３波の爆発的な感染拡大を受けて、１月７日から２月７日

、 、 、までの約１か月間 県独自の緊急事態宣言を発令し 外出や県外への往来の自粛

飲食店への営業時間短縮要請等を行った。現在、宣言は解除されたものの経済活

動の停滞による影響は非常に大きく、飲食店はもとより、ホテル・旅館、観光施

設、交通機関など多くの事業者が厳しい経営状況に直面している。

このような状況下において、本県においても、その回復に向けた経済対策や支

援策などに取り組んでいるが、今後もよりきめ細かな経済対策などに継続して取

り組む必要がある。

よって、国においては、このような状況を踏まえ、以下の措置を講ずるよう、

強く要望する。

記

１ 独自の対策を講じた自治体に対して、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金など、実情に応じて必要となる財源について積極的に措置するこ

と。

２ コロナの感染拡大により収益の悪化が生じている観光業、旅客運送業、飲食

業、サービス業など地域経済を支える事業者に対し、事業が継続できるよう十

分な支援を行うとともに雇用対策等に努めること。

３ コロナの感染収束後において、更なる消費喚起・需要喚起策を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 菅 義 偉 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 武 田 良 太 殿

経 済 産 業 大 臣 梶 山 弘 志 殿

国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 殿

内 閣 官 房 長 官 加 藤 勝 信 殿

経 済 再 生 担 当 大 臣 西 村 康 稔 殿
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議員発議案第２号
食料の安全保障の強化を求める意見書

農林水産業は、国民生活に不可欠な食料を安定的に供給していくことを基本的
使命とし、国土や自然環境の保全、水源のかん養、文化の継承等、多面的な役割
を担う、極めて重要な産業である。
一方で、全国的な人口減少・少子高齢化が本格化する中、農林水産業従事者の

減少・高齢化は深刻さを増しており、加えて、国際的な経済連携協定等に伴うグ
ローバル化の更なる進展、地球温暖化の進行、頻発化・激甚化する自然災害など、
農林水産業は様々な課題やリスクに直面している。
そのような中、現在、私たちの生活に大きな影響を与えている新型コロナウイ

ルス感染症は、資源の多くを輸入に依存している我が国社会の脆弱性を露呈し、
中でも私たちが生きていく上で欠かすことのできない食の重要性を改めて考える
機運が高まるとともに、国産回帰や地産地消による応援消費等の取組が全国各地
で展開されるなど、国家的課題である食料自給率の向上がいかに重要かを再認識
する契機となった。
こうした中、我が国の食料自給率は、平成30年度が過去最低の37％（カロリー

ベース）に落ち込んでおり、「食料・農業・農村基本計画」に掲げる目標45％に
は程遠い状況にある。
よって、国においては食料安全保障の観点から、次の事項を実現されるよう強

く要請する。
記

１ 食料自給率及び食料国産率を向上させるため、多様な担い手の確保・育成や
スマート化による生産基盤の強化等の安定した生産を確保する施策を充実・強
化すること。

２ 食料や家畜飼料の国内生産を拡大するため、水田利用の汎用化、農地の集積
・集約化や大区画化、農作業分業化や農作業受託の仕組みづくり等の効率的な
生産活動に資する施策を充実・強化すること。

３ 農林水産業の持続的な発展に向けて、国民が農林水産業に積極的にふれあい、
親しみ、その役割や重要性への理解を深めるため、地産地消や食育、消費拡大
などの取組を国民的運動として展開すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年３月１７日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿
内 閣 総 理 大 臣 菅 義 偉 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
外 務 大 臣 茂 木 敏 充 殿
農 林 水 産 大 臣 野 上 浩太郎 殿
経 済 産 業 大 臣 梶 山 弘 志 殿
内 閣 官 房 長 官 加 藤 勝 信 殿
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議員発議案第３号

性犯罪に関する刑法のさらなる改正を求める意見書

性犯罪は、被害者の人格や尊厳を著しく侵害し、心身に重大な後遺症を残す「魂

の殺人」と言われる深刻な犯罪である。その悪質性、重大性に対し、平成29年６月

の刑法一部改正において、強姦罪を強制性交等罪に名称変更し、懲役の下限を３年

から５年に引き上げ、これまで親告罪であったものが非親告罪となるなど、性犯罪

に関する規定の画期的な見直しが行われた。

この法改正にあたり、改正の目的を実現するために政府および最高裁判所に格段

の配慮を求める附帯決議が衆参両院で採択され、附則においても、施行後３年を目

途として施策の在り方を検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるこ

ととされた。

現在、法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が論点整理を終え、具体的議論

に入っているが、刑法を性被害の実態に即したものに改正し、関連法整備や性被害

者支援施策の強化を早急に行うことが必要であると考える。

よって、国会及び政府においては、性被害の実態に即した制度実現のため、性交

同意年齢の引き上げなど、性犯罪に関する刑法のさらなる改正を行うよう強く求め

る。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 菅 義 偉 殿

総 務 大 臣 武 田 良 太 殿

法 務 大 臣 上 川 陽 子 殿

厚 生 労 働 大 臣 田 村 憲 久 殿

内 閣 官 房 長 官 加 藤 勝 信 殿

国家公安委員会委員長 小此木 八 郎 殿

- 361 -



議員発議案第４号

日本国の核兵器禁止に向けた取組を求める意見書

核兵器を全面的に違法化する核兵器禁止条約は本年１月22日に発効されたところ

である。

この条約の前文には、日本語に由来するヒバクシャという文言が盛り込まれてい

る。これは、筆舌に尽くしがたい経験をし、核廃絶や平和への願いを世界に発信し

続けてきた広島、長崎の被爆者の思いが汲み取られたものとも言える。

我が国は、唯一の戦争被爆国として、世界各国が核廃絶に向けての議論に参加す

ることを促すため、積極的にその役割を担うことが求められる。

よって、国においては、核使用禁止の国際的機運を高めるため、我が国の具体的

な貢献のあり方を検討し、世界各国に対して、積極的な外交を行うことを強く要望

する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 菅 義 偉 殿

外 務 大 臣 茂 木 敏 充 殿

防 衛 大 臣 岸 信 夫 殿

内 閣 官 房 長 官 加 藤 勝 信 殿
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議員発議案第５号

我が国の領海・排他的経済水域内での安全な漁業活動の実現を求める意見書

令和３年１月２２日の中国の全国人民代表大会において、領海警備に関する武器

使用を拡大する法律である「海警法」が可決・成立し、２月１日から施行された。

これにより、中国が一方的に主張する「領海」からの退去勧告に従わない船に対し

て即時の武器使用が可能となり、これによって、日本漁船の安全は極めて危険な状

態にさらされる可能性が高まった。

国においては、漁業者をはじめとする国民の生命・安全並びに日本の領土・領海

・排他的経済水域を守る立場から、中国公船の我が国領海内への侵入が繰り返され

ないよう外交ルートを通じて引き続き強く働きかけるとともに、我が国の漁業者が

安全に操業できるよう海上警備の一層の強化を行い、我が国の領海・排他的経済水

域における漁業活動の安全確保について、適切な措置を速やかに講じるよう強く要

請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和３年３月１７日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 山 東 昭 子 殿

内 閣 総 理 大 臣 菅 義 偉 殿

外 務 大 臣 茂 木 敏 充 殿

農 林 水 産 大 臣 野 上 浩太郎 殿

国 土 交 通 大 臣 赤 羽 一 嘉 殿

防 衛 大 臣 岸 信 夫 殿

内 閣 官 房 長 官 加 藤 勝 信 殿

河 野 太 郎 殿
内閣府特命担当大臣

（沖縄及び北方対策）
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議
員
発
議
案
第
６
号

宮
崎
県
木
材
利
用
促
進
条
例

森
林
は
、
自
然
界
に
お
い
て
循
環
利
用
が
可
能
な
資
源
で
あ
る
と
と
も
に
、
県
土
の
保
全
、
水
源
の
涵
養
、
自
然
環
境
の
保
全
、
地
球
温
暖
化
の
緩
和
、
生
物
多

か
ん

様
性
の
保
全
、
林
産
物
の
供
給
等
の
多
面
的
機
能
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
能
が
持
続
的
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
生
活
及
び
経
済
の
安
定
に
は
不

可
欠
で
あ
る
。

宮
崎
県
は
、
県
土
の
約
４
分
の
３
を
森
林
が
占
め
て
お
り
、
先
人
に
よ
る
積
極
的
な
植
林
や
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、
全
国
に
先
駆
け
て
人
工
林
資

源
が
充
実
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
な
か
で
も
、
杉
の
素
材
生
産
量
は
長
き
に
わ
た
り
日
本
一
を
誇
る
な
ど
、
名
実
と
も
に
日
本
有
数
の
林
業
県
と
し
て
の
地
位
を

確
立
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
林
業
採
算
性
の
低
下
、
林
業
担
い
手
の
減
少
及
び
高
齢
化
、
野
生
鳥
獣
被
害
な
ど
に
よ
る
経
営
意
欲
の
減
退
等
か
ら
、
手
入
れ
の
行
き
届
か
な

い
森
林
の
増
加
や
伐
採
後
の
再
造
林
が
進
ま
な
い
地
域
が
見
受
け
ら
れ
て
い
る
。

林
業
の
生
産
活
動
の
停
滞
は
、
地
域
に
生
き
る
人
々
の
暮
ら
し
又
は
文
化
の
持
続
的
発
展
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
ほ
か
、
森
林
の
荒
廃
を
招
き
、
ひ
い

て
は
山
地
に
起
因
す
る
土
砂
災
害
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

森
林
資
源
の
活
用
時
期
を
迎
え
る
今
、
林
業
先
進
県
で
あ
る
本
県
に
お
い
て
県
産
木
材
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
は
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発

揮
を
促
し
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
、
地
域
経
済
の
活
性
化
等
に
貢
献
す
る
な
ど
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
緑
豊
か
で
美
し
い
県
土
を
守
り
、
次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
、
宮
崎
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
を
通
じ
て
、
林
業
の
成
長
産
業
化

に
よ
る
地
方
創
生
の
実
現
及
び
持
続
可
能
な
循
環
型
社
会
の
構
築
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
森
林
所
有
者
、
林
業
事
業
者
、
木
材
産
業
事
業
者
及
び
建
築

関
係
事
業
者
並
び
に
県
民
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
、
本
県
林
業
の
持
続
的
発
展
及
び
豊
か
な
県
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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(
１
)
県
産
木
材

県
内
で
生
産
さ
れ
、
又
は
加
工
さ
れ
た
木
材
を
い
う
。

(
２
)
森
林
所
有
者

権
原
に
基
づ
き
森
林
の
土
地
の
上
に
木
竹
を
所
有
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
い
う
。

(
３
)
林
業
事
業
者

造
林
、
保
育
、
伐
採
そ
の
他
の
森
林
に
お
け
る
施
業
（
第
1
1
条
に
お
い
て
「
森
林
施
業
」
と
い
う
｡
）
を
行
う
者
を
い
う
。

(
４
)
木
材
産
業
事
業
者

木
材
の
加
工
又
は
流
通
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。

(
５
)
建
築
関
係
事
業
者

建
築
物
の
設
計
又
は
施
工
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。

(
６
)
県
産
木
材
の
利
用

建
築
材
料
、
工
作
物
の
資
材
、
製
品
の
原
材
料
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
県
産
木
材
を
使
用
す
る
こ
と
（
県
産
木
材
を
使
用
し
た

木
製
品
を
使
用
す
る
こ
と
を
含
む
｡
）
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
３
条

県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
適
正
な
生
産
流
通
過
程
を
経
た
木
材
が
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
経
済
の
活
性
化
と
と
も
に
、
森
林
の
経
営
管
理
（
自
然
的
経
済
的
社

会
的
諸
条
件
に
応
じ
た
適
切
な
経
営
又
は
管
理
を
持
続
的
に
行
う
こ
と
を
い
う
。
次
条
第
２
項
及
び
第
６
条
に
お
い
て
同
じ
｡
）
が
図
ら
れ
る
こ
と
。

(
２
)
木
材
は
、
森
林
の
伐
採
、
利
用
、
植
林
及
び
育
林
の
一
連
の
過
程
を
計
画
的
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
再
生
産
が
可
能
な
持
続
的
資
源
と
な
る
こ
と
。

(
３
)
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
が
効
果
的
か
つ
持
続
的
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
安
定
向
上
及
び
経
済
の
健
全
な
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

。

（
県
の
責
務
）

第
４
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
単
に
「
基
本
理
念
」
と
い
う
｡
）
に
の
っ
と
り
、
長
期
的
展
望
に
立
ち
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
施
策
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
が
行
わ
れ
、
並
び
に
林
業
事
業
者
、
木
材
産
業
事
業
者
及
び
建
築

関
係
事
業
者
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
事
業
者
」
と
い
う
｡
）
の
事
業
意
欲
が
伸
長
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
県
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
所
有
者
、
事
業
者
及
び
県
民
と
の
協
働
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
、
市
町
村
そ
の
他

関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
へ
の
支
援
）

第
５
条

県
は
、
市
町
村
が
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
又
は
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
助
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言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
森
林
所
有
者
の
役
割
）

第
６
条

森
林
所
有
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
の
所
有
す
る
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
県
又
は
市
町
村
が
実
施
す
る
県
産
木
材
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
（
次
条
及
び
第
８
条
に
お
い
て
「
県
又
は
市
町
村
の
施
策
」
と
い
う
｡
）
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
７
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
自
ら
の
事
業
活
動
等
に
関
し
、
県
産
木
材
が
積
極
的
か
つ
効
率
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
又

は
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
８
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
県
産
木
材
そ
の
他
の
森
林
資
源
を
積
極
的
に
利
用
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
又
は
市
町
村
の
施
策
に
協
力
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
９
条

知
事
は
、
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
策
定
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
１
)
県
産
木
材
の
利
用
に
関
す
る
主
要
な
目
標

(
２
)
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項

(
３
)
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項

（
合
法
県
産
木
材
の
流
通
促
進
等
）

第
1
0
条

県
は
、
法
令
の
規
定
に
適
合
し
て
伐
採
さ
れ
た
県
産
木
材
の
流
通
促
進
を
図
る
た
め
、
伐
採
届
出
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
市
町
村
へ
の
指
導
及
び
助

言
、
事
業
者
等
に
対
す
る
周
知
徹
底
並
び
に
県
民
へ
の
普
及
啓
発
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
安
定
的
な
原
木
供
給
体
制
の
整
備
の
促
進
）

第
1
1
条

県
は
、
県
産
木
材
の
原
木
を
安
定
的
に
供
給
す
る
体
制
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
森
林
施
業
の
集
約
化
及
び
合
理
化
並
び
に
県
産
木
材
の
原
木
の
搬
出

及
び
輸
送
の
効
率
化
を
図
る
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
競
争
力
の
あ
る
木
材
産
業
の
構
築
）

第
1
2
条

県
は
、
品
質
及
び
性
能
の
高
い
県
産
木
材
製
品
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
、
加
工
及
び
流
通
の
体
制
の
整
備
及
び
充
実
を
図
る
た
め
の
施
策
を
講
ず
る

- 366 -



よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
産
木
材
の
利
用
促
進
等
）

第
1
3
条

県
は
、
公
用
又
は
公
共
用
に
供
す
る
建
築
物
、
工
作
物
、
土
木
施
設
等
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
率
先
し
て
県
産
木
材
を
利
用
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

２
県
は
、
住
宅
、
事
務
所
、
商
業
施
設
等
に
お
け
る
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
事
業
者
に
お
け
る
連
携
体
制
の
構
築
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。

３
県
は
、
県
産
木
材
の
県
外
出
荷
及
び
海
外
輸
出
の
促
進
を
図
る
た
め
、
市
場
の
調
査
そ
の
他
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４
県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
木
材
利
用
技
術
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
森
林
整
備
の
推
進
）

第
1
4
条

県
は
、
森
林
資
源
の
循
環
利
用
の
実
現
に
向
け
て
、
伐
採
跡
地
に
お
け
る
再
造
林
等
の
森
林
整
備
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
普
及
啓
発
並
び
に
人
材
の
確
保
及
び
育
成
）

第
1
5
条

県
は
、
県
民
に
対
し
県
産
木
材
を
利
用
す
る
意
義
に
つ
い
て
普
及
啓
発
を
図
り
、
及
び
木
育
（
原
体
験
と
し
て
木
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
木
に
対
す
る
親

し
み
及
び
理
解
を
深
め
る
教
育
活
動
を
い
う
｡
）
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
等
を
担
う
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
水
と
緑
の
森
林
づ
く
り
条
例
と
の
関
係
）

第
1
6
条

県
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
県
産
木
材
の
利
用
の
促
進
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
を
目
指
し
た
森
林

づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
宮
崎
県
水
と
緑
の
森
林
づ
く
り
条
例
（
平
成
1
7
年
宮
崎
県
条
例
第
8
2
号
）
に
よ
り
講
じ
ら
れ
る
施
策
と
相
ま
っ
て
、
効

果
的
に
こ
れ
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
1
7
条

県
は
、
こ
の
条
例
に
係
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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請 願 一 覧 表

- 369 -



- 370 -



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ － １

厚 生 － － －

商 工 建 設 － １ １

環 境農 林水 産 １ － １

文 教警 察企 業 － １ １

計 ２ ２ ４
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ７ 号 受理年月日 令和３年３月１日

「消費税率５％への引き下げを求める意見書」を国に提出する

ことを求める請願書

【請願趣旨】

２０１９年１０月の消費税率１０%への引き上げと複数税率の実

施が日本・地域経済の悪化を招き、新型コロナウイルス感染症

請願の件名 の広がりが事態を更に深刻化させています。今年４～６月期のＧ

ＤＰはその過半を占める個人消費の下落など年率換算で２８．１

％減とリーマンショック直後を大きく上回る戦後最大の落ち込み

を記録し、日本は内需・外需ともに総崩れの状況です。

この間、政府及び河野県政は感染防止と経済活動の回復の「両

立」を推進・強調してきましたが、国民そして県民が目の当た

りにしているのは実にその真逆の実態と言わざるを得ません。

とりわけ県内の小規模事業者（特に飲食・サービス業）は相

次ぐ自粛・休業・時短営業の要請で売上高ゼロの月もあり、家

賃や人件費等の固定費をはじめ、各種税・保険料の支払いに行

き詰まっています。基礎体力・資本力のある企業は政府や自治

体の支援事業の活用等で経営の立て直しが可能でも、そうでは

ない小規模事業者は「自助」にも力尽き果てあたかも必要最低

限の犠牲かのように地域から姿を消している現状です。

アベノミクスを継承した菅首相は「コロナ対策と経済の再生

に全力を」と述べつつ将来的な消費税増税についても言及して

いますが、いま緊急経済対策として成すべきことは「消費税率

の引き下げ」であり、他の税•保険料の猶予•免除制度と併せて

絶大な効果を発琿する支援策です。

そもそも消費税は緊急事態下でも生活費に丸々課税され、低

所得者ほど負担が重く、赤字でも身銭を切ってまで事業者に納

税を迫る不公平な税制です。今こそ憲法に基づいた「生活費に

は課税しない」「能力に応じて負担する」という税制を確立させ、

担税力に満ち溢れた大企業や資本家にこそ社会保障の安定財源

を社会的役割として期待し依拠していくべきです。

やがて新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済・社
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会においても地域に根ざして活動する中小業者の存在は不可欠

です。

「税制で商売をつぶすな」の強い願いを込め、以下の事項を

請願します。

【請願事項】

消費税率を直ちに５％に引き下げること

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人 満行 潤一
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新 規 請 願

環境農林水産常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ８ 号 受理年月日 令和３年３月１日

我が国の領海・排他的経済水域内での安全な漁業活動の実現を

求める意見書提出についての請願

１ 請願の趣旨

令和３年１月２２日、中国の全国人民代表大会で、領海警備に

関する武器使用を拡大する法律である「海警法」が可決成立し、

請願の件名 ２月１日施行されました。これにより、中国が一方的に主張する

「領海」からの退去勧告に従わない船に対して即時の武器使用が

可能となり、日本漁船は、極めて危険な状態に晒されることとな

りました。

「海警法」施行後も連日のように中国公船は領海侵入を繰り返

し、２月１５日から１６日にかけて、尖閣諸島の大正島沖の領海

に中国海警局の公船４隻が相次いで侵入し、１６日に侵入した１

隻は「砲のようなもの」を搭載しており、日本漁船を追いかける

ように領海侵入して約６時間にわたり居座り、１５日に領海に入

った公船は最長で２３時間近く居続けました。

中国海警局の公船は大型化しており、中国の挑発行為は益々過

激になる恐れがあります。加えて、昨年、中国公船が沖縄県尖閣

諸島周辺の領海内に侵入した時間は過去最長となりました。

こうした我が国の漁業活動を脅かす事態は、尖閣諸島海域に限

りません。日本海の排他的経済水域である大和堆でも昨年８月以

降、中国漁船の違法操業が繰り返されています。水産庁が退去勧

告を行っている件数は激増しており、日本の漁業船に対して入域

しないように水産庁が要請するという異常な事態となっていま

す。

このままいけば、各地の水域で中国に限らず外国船の違法操業

が広がり、多くの日本の漁業者が甚大な被害を受け、生活が出来

なくなってしまいます。

本県の漁業者も不安の声を上げており、漁業活動に大いに支障

をきたしつつあり、我が国の安全な漁業活動を守ることが急務と

なっております。

つきましては、貴議会が国に対し、次の点に関する意見書を提
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出されるよう地方自治法第１２４条の規定により、請願致します。

２ 請願項目

日本国政府は、中国政府に対し、中国公船の我が国領海内への

侵入や中国漁船の違法操業が繰り返されないように強く働きかけ

るとともに、我が国の漁民が安全に操業できるよう、法整備・海

上警備の一層の強化を行い、一刻も早く我が国の領海・排他的経

済水域における漁業活動の安全が確保されるよう適切な措置を講

じること

紹 介 議 員 中野 一則 武田 浩一 有岡 浩一 図師 博規
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ３ 号 受理年月日 令和２年９月１１日

「労働者に対する支援の抜本的拡充を求める意見書」の採択を求

める請願

（要旨）

青年労働者の雇用を維持し生活を支える対策をいっそう強める

よう求める意見書を国に提出することを求める請願

（理由）

「家にいる時間が増えたため、光熱費の請求額が増えた」(22

歳、都城市)「業績悪化による解雇の可能性が高く、就職もすぐ

に見つかる気がしなくて不安」(28歳、宮崎市)「２月から自営業

を始めたけれど、収入がなくて諦めた」(33歳、宮崎市)－コロナ

禍の下での青年労働者の深刻な実態です。

新型コロナウイルス感染症の拡大は、この宮崎県でも青年労働

請願の件名 者の雇用、生活に影響を及ぼしています。不当な派遣切りや雇止

め、就業時間が減り収入が減るなど少なくない青年労働者が厳し

い生活を余儀なくされています。日本の未来を担う全ての青年労

働者が仕事や生活そのものを諦めることがないように、政治の役

割が求められます。

宮崎県としても、「雇用維持・人材育成と事業継続のための支

援」を行っています。また、新型コロナウイルス感染拡大により

職を失った労働者を雇用するなどの独自の対策を行っている市町

村も生まれており、コロナ禍の下、青年労働者への経済的支援の

必要性は明らかです。国が雇用調整助成金の上限を引き上げ、労

働者が申請することができる制度にし、その特例を延長したこと

は多くの青年労働者が求めていたことです。こうした努力をさら

に広げ、全ての青年労働者を支えるものにしていくためには国の

役割が決定的です。

「新型コロナウイルス感染拡大の影響で解雇・雇止めされた労

働者が見込みを含め５万人を超えた」という厚生労働省の調査結

果が示すように、今後さらに感染が広がれば、こうした青年の状

況は一層深刻なものになると考えられます。新型コロナウイルス
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感染症の拡大を理由に仕事を失ったり、生活できない青年労働者

を一人でも出してはなりません。

こうした理由から、貴議会におかれましては、国に対し「労働

者に対する支援の抜本的拡充を求める意見書」を提出するよう請

願いたします。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人
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継 続 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ６ 号 受理年月日 令和２年１１月３０日

新型コロナウィルス感染症から子どもを守り学ぶ権利を保障する

ために少人数学級を求める請願

（要旨）

新型コロナウイルス感染症から子どもを守り、学ぶ権利を保障

するために少人数学級を求める請願

請願の件名

宮崎県の公立小中学校の学級編制基準等について、以下のこと

を請願します。

①小学３年生～６年生と中学２年生～３年生でも上限３５人学

級を実施すること。

①－２＞

小学１、２年生の上限３０人学級と、小学３年生以上での上

限３５人学級を、正式な、宮崎県の学級編制基準とすること。

②宮崎県の特別支援学級の学級編制基準を上限６人とするこ

と。

③宮崎県の複式学級の学級編制基準を上限１４人とすること。

（小学１年生を含む場合の規定は、現行の８人。）

④中学校の複式学級は、解消すること。（事例がきわめて少な

いため）

⑤オンライン授業に過度に頼ることなく、人間的なふれあいの

もとで子どもの成長発達の権利を保障する、教育環境の整備

を図ること。

⑥国に対して、次の２点について意見書を提出すること

・小学２年生以上中学３年生までの全学年で、上限３５人学

級を法律の改正によって行う。

・新型コロナウイルス感染防止のため、２０人以下学級を展

望した少人数学級をすすめる。

（理由）

はじめに、請願項目①～④について説明します。

宮崎県では現在、小学校１、２年生が上限30人、中学１年生が

上限35人ですが、それ以外の学年では上限40人です。小学２年生

から３年生に変わる時、１学級減や、場合によっては２学級減と

なるなどして、学級当たりの人数が急激に増えるということが多

々見受けられます。従来から「せめて35人学級を実現してほしい」
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という保護者や教職員の願いがありました。

2020年に入り、新型コロナウイルス感染症が広がる中で、文部

科学省の提起した「学校の新しい生活様式」は、教室での子ども

同士の距離を２メートル確保するために、教室あたりの児童生徒

数は20人程度とする必要があるとされました。長期間の学校休校

のあとに行われた「分散登校」は、この指導の下に行われました。

一つの学級を半分に分けて、時間をずらして授業が行われました

が、現在では、元通りの学級のまま授業が行われています。新型

コロナウィルス感染症から子どもと教職員の命と健康を守るため

には、宮崎県の学級編制基準を上限20人とする必要があります。

そうすれば、すべての学級が20人以下となるからです。

昨年2019年度の宮崎県の公立小中学校の状況は、小学校では35

％、中学校では29％がすでに20人以下となっています。一方、超

過密な36人以上の学級が小学校で９％、中学校では17％もありま

した。

「調べる会・宮崎」（ゆとりある教育を求め全国の教育条件を

調べる会・宮崎）が行った2017年度の実態調査では、現状の教員

定数の使い方を変えれば、特段の増員を要さずとも、単式学級を

上限35人、複式学級を上限14人、特別支援学級を上限６人とする

ことは十分に可能だということが判明しました。

国の加配定数である「指導方法工夫改善定数」やそれが基礎化

された定数は、少人数学級に転用することができます。実際、宮

崎県の小１・小２の「30人学級」や中１の「35人学級」は、この

定数を転用して行われていますが、転用せずに「一部教科での少

人数授業」に使われている定数が、小中学校合わせると309人分

ありました。また、国の基礎的定数と県の基礎的配置数との差（そ

の分は使われていない）が139人分ありました。合計で448人分の

“使える定数”があるのです。

小学校の小学３年生以上の学年すべてで「35人学級」を実施す

るためには118学級を増やし、中学校では53学級増やす必要があ

ります。小学校で複式学級を14人以下とするには７学級、中学校

で複式をすべて解消するには５学級増やす必要があります。特別

支援学級を６人以下とするには小学校で45学級、中学校で７学級

増やす必要があります。それから、これらの学級数が増えること

に伴って増やされる教員の数が小学校では17人、中学校では33人

となります。ですから、増やさなければならない教員の数は合計

285人となります。すでに見た通り、現行の定数で少人数学級化

に使える定数が448人分あるのですから、定数の使い方を変える
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だけで、特段の定数を増やさなくても実現可能なのです。

以上のことから、請願項目の①では、来年度2021年度から、宮

崎県の学級編制基準を小学校３年生以上の全ての学年で一斉に上

限35人とすることを求めます。そして、請願項目の①－２では、

現行の小学１・２年生の30人も正式に県の学級編制基準とするこ

とを求めます。現状では、基準は変えずに運用で行われており、

そのために国の標準より１クラスの人数を少なくして増えた学級

数が、学級数に応じてプラスされる教員数の決定に、反映されて

いないからです。

また、複式学級の上限16人、特別支援学級の上限８人というの

は、子ども同士の距離の点から言えば問題がないのですが、これ

らの学級編制基準についても従来から、複式学級はせめて上限14

人に、特別支援学級はせめて上限６人に改善してほしいと要望が

ありました。

ですから、請願項目の②では、特別支援学級の編制基準を６人

とすること、請願項目の③では、小学校の複式学級の編制基準を

14人とすることを求めます。また、請願項目の④では、中学校の

複式学級については、事例が少ないので、解消することを求めま

す。

次に、請願項目⑤について説明します。

９月30日に公表された文部科学省の次年度予算概算要求書をみ

ると、「少人数学級」の実施へ振替可能な加配定数を、ごく一部

の学校での小学校高学年の教科担任制へ2000人分転換（すでに今

年度、2000人分転換済み。）することが明示されているのに対し

て、少人数学級の具体的な人数については曖昧で、必要な予算額

も明示されていません。また、少人数指導（一部の教科の授業時

間だけを少人数にすること。）とＩＣＴ（情報通信技術）を組み

合わせる制度へ、教育予算の重点を移し変えようとしています。

宮崎県下の学校においても、すでに全校児童生徒にタブレット

が配布される学校があるなど、オンライン授業に対応した予算の

執行が進められています。しかし、オンライン教育が主となる学

校制度では、子どもの健全な成長発達は保障できません。仮想空

間での学習だけでは、体感を伴った現実の深い理解を得ることは

できません。発育途上の未成熟な子どもたちの心身への電磁波の

与える影響も心配です。オンライン授業に過度に頼ることなく、

人間的なふれあいのもとで子どもの成長発達の権利を保障する、

教育環境の整備を図ることを求めます。

請願項目⑥について、宮崎県議会として国に意見書を提出して
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ほしい理由は以下のとおりです。

全国の調査の結果でも、上限35人学級は来年2021年度から全学

年で一斉に実施可能であることが分かりました。まずは、国の制

度として法改正による35人学級の実現を求めます。

新型コロナウィルス感染症から子どもと教職員を守るために

は、上限20人学級が必要です。宮崎県で今すぐに20人学級を実施

するには、1,200程度の教室が必要ですが、現在の余裕学級は700

ほどです。また、教員を1,300人ほど増やさなければなりません。

それらを宮崎県独自に増やすのは、財政的にかなり負担が大きく

なります。国庫負担制度を伴ったもので対応する必要があると考

えます。来年度、35人学級が全学年で一斉に実施された後、コロ

ナ禍の下でも安全・安心な教育環境を整えるには、国の制度とし

ての20人学級実施に向けて計画的に学級編制基準を縮小していく

必要があります。以上の２点について、宮崎県議会から国に対す

る意見書を提出することを求めます。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 満行 潤一
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（外山 衛議員、岩切達哉議員）

議会運営委員長審査結果報告
２月18日 木 本 会 議

会期決定

議案第１号～第88号、報告第１号上程

知事提案理由説明

２月19日 金 （議案調査）

（閉庁日）
２月20日 土

休 会
２月21日 日

２月22日 月 （議案調査）

２月23日 火 （閉庁日）天皇誕生日

２月24日 水 （議案調査）

代表質問（宮崎県議会自由民主党・濵砂 守議員、
２月25日 木

宮崎県議会自由民主党・日高博之議員）
本 会 議

代表質問（県民連合宮崎・田口雄二議員、
２月26日 金

公明党宮崎県議団・重松幸次郎議員）

休 会 （閉庁日）
２月27日 土

２月28日 日

一般質問（右松隆央議員、来住一人議員、佐藤雅洋議員、
３月１日 月

日髙利夫議員、岩切達哉議員）

一般質問（窪薗辰也議員、坂本康郎議員、日髙陽一議員、
３月２日 火

本 会 議 太田清海議員）

一般質問（中野一則議員、外山 衛議員、図師博規議員、

原正三議員）
３月３日 水

蓬

議案第46号～第60号採決（同意）

議案・請願委員会付託

常任委員会（補正）
３月４日 木

休 会
３月５日 金

（閉庁日）
３月６日 土

３月７日 日

常任委員長審査結果報告（補正）

採決 （議案第61号～第88号、報告第１号）（可決または承認）
３月８日 月 本 会 議

- 385 -



月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議案第89号、第90号追加上程

知事提案理由説明
３月８日 月 本 会 議

３月９日 火

常任委員会（当初）
３月10日 水

３月11日 木

休 会
３月12日 金

（閉庁日）
３月13日 土

３月14日 日

３月15日 月 特別委員会

３月16日 火 （議事整理）

常任委員長審査結果報告（当初）

討論（議案第１号、第４号、第40号、第41号、請願第３号、

第６号継続に反対)（前屋敷恵美議員）

討論（議案第43号、第44号、第45号に反対、請願第８号に賛

成）（来住一人議員）

採決（議案第１号、第４号、第40号、第41号、第43号～第45

号）（可決）

採決（議案第２号、第３号、第５号～第39号、第42号）（可決）

採決（請願第７号）（不採択）

採決（請願第８号）（採択）
３月17日 水 本 会 議

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申出のとおり）

採決（議案第89号、第90号）（同意）

特別委員長調査結果報告

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第６号追加上程

採決（議員発議案第１号～第５号）（可決）

議員発議案第６号提案理由説明

採決（議員発議案第６号）（可決）

副知事退任挨拶

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 丸 山 裕次郎

宮 崎 県 議 会 副 議 長 徳 重 忠 夫

外 山 衛宮 崎 県 議 会 議 員

岩 切 達 哉宮 崎 県 議 会 議 員


